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平成23年１月第１回人吉市議会臨時会会議録 

平成23年１月27日 木曜日 

────────────────────────── 

１．議事日程 

平成23年１月27日 午前10時 開議 

 日程第１ 会期の決定 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 議第３号 人吉市住民生活に光をそそぐ基金条例の制定について 

 日程第４ 議第４号 財産の取得について 

 日程第５ 議第１号 平成22年度人吉市一般会計補正予算（第９号） 

 日程第６ 議第２号 平成22年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算（第５号） 
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午前10時00分 開議 

○議長（簑毛正勝君） おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本日

の会議は成立いたしました。よって、これより第１回人吉市議会臨時会を開会いたします。 

 会議を開きます。 

 本日の議事は、議席に配付の議事日程によって進めます。 

────────────────────────── 

発言の申し出 

○議長（簑毛正勝君）議事に入ります前に、１月１日付で人事異動があり、あいさつの申し出

があっておりますので、これを許可します。 

○総務部長（坂崎博憲君）（登壇） 議員の皆様、おはようございます。議長のお許しをい

ただきましたので、異動のごあいさつをさせていただきたいと存じます。 

 １月１日付けで契約管財課長兼務を解かれました総務部長の坂崎博憲でございます。引き

続き御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○契約管財課長（柳瀬恵子君）（登壇） おはようございます。契約管財課長の柳瀬でござ

います。よろしくお願いいたします。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第１ 会期の決定 

○議長（簑毛正勝君） それでは、これより議事に入ります。 

 日程第１、会期の決定についてを議題といたします。本件については、本日午前９時30分

から議会運営委員会が開催され、会期日程等について協議がなされておりますので、これに

ついて議会運営委員長の報告を求めます。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

 ９番。永山芳宏議員。 

○９番（永山芳宏君）（登壇） おはようございます。平成23年１月第１回人吉市議会臨時会

に当たりまして、本日午後９時30分から議会運営委員会を開き、会期日程等について協議を

いたしておりますので御報告申し上げます。 

 会期は本日１日限りとし、審議の方法につきましては、委員会付託を省略し、本会議にお

いて採決することにいたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（簑毛正勝君） 会期の決定については、ただいまの委員長報告どおり決定することに

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。よって、日程第１、会期の決定は委員長報告

どおり決定いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 
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日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第２、会議録署名議員の指名をいたします。 

 署名議員に11番、森口勝之議員、12番、田中 哲議員を指名いたします。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第３ 議第３号から日程第６ 議第２号まで 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第３、議第３号から日程第６、議第２号までの４件を一括

議題とし、直ちに執行部の説明を求めます。 

○市長（田中信孝君）（登壇） 皆さん、おはようございます。本日は、第１回人吉市議会臨

時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては大変お忙しい中、御出席を賜り、

まことにありがとうございます。 

 早速でございますが、御提案いたします議案につきまして御説明申し上げます。 

 議第１号平成22年度人吉市一般会計補正予算案（第９号）は、昨年10月に閣議決定された

円高デフレ対応のための緊急総合経済対策に基づき、昨年11月に成立した国の補正予算に伴

う補正及び国庫補助事業に係る事務費の会計検査により生じた国費の返還に伴う補正でござ

います。 

 歳入では国庫支出金といたしまして、きめ細かな交付金、住民生活に光をそそぐ交付金、

安全・安心な学校づくり交付金を追加いたしております。県支出金としまして、子宮頸がん

等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金を追加いたしております。また、地方交付税の追加

交付に伴い、地方交付税を追加補正いたしております。 

歳出では、ただいま申し上げました国の補正予算に伴う事業のほか、国庫補助事業に係る

事務費の会計検査により、不適正な経理処理と指摘された国費の返還に要する経費を追加い

たしております。今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ２億6,395万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を155億6,359万円とするものでございます。国費の返還につきましては、議員各位

を初め市民の皆様に多大な御迷惑をおかけしましたことに、心からお詫びを申し上げます。 

 議第２号平成22年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算案（第５号）は、国庫補助事

業に係る事務費の会計検査により生じた国費の返還に伴う補正でございます。 

 １款に国庫支出金返還に要する経費129万3,000円を追加し、予備費を同額減額いたしてお

りますので、歳入歳出予算総額の変更はございません。 

 議第３号人吉市住民生活に光をそそぐ基金条例案は、地方消費者行政、ＤＶ対策・自殺予

防等の弱者対策・自立支援、知の地域づくりに対する取り組みの強化を図るため、住民生活

に光をそそぐ交付金を受け入れる基金を設置することに伴い、条例を制定するものでござい

ます。 

 議第４号財産の所得についての案件は、市内小学校におけるＩＣＴ教育用パソコンを937

台購入するものでございます。指名競争入札の結果、株式会社オカモトが7,182万1,050円で
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落札いたしましたので、財産の取得につきまして議会の御議決をお願いするものでございま

す。 

 詳細につきましては、所管の責任者から御説明させていただきたいと存じます。 

 議員各位におかれましては、慎重御審議の上、御協賛賜りますようお願い申し上げます。 

○総務部長（坂崎博憲君）（登壇） それでは、議第１号平成22年度人吉市一般会計補正予算

案（第９号）につきまして、補足説明をさせていただきます。少し長くなりますけれども、

お許しをいただきたいと存じます。 

 今回の補正予算の内容は大きく分けて二つございまして、一つは昨年11月に成立いたしま

した円高デフレ対応のための緊急対策に基づく地域活性化交付金など、国の補正予算に対応

した予算措置でございます。もう一つは、不適正な経理に対する返還金でございます。 

 まず、一つ目の国の補正予算に対応した予算措置といたしまして地域活性化交付金でござ

いまして、地域の活性化ニーズに応じてきめ細かな事業を実施いたします。きめ細かな交付

金事業とこれまで住民生活にとって大事な分野でありながら光が十分に当てられてこなかっ

た分野といたしまして、地方消費者行政、ＤＶ対策・自殺予防等の弱者対策・自立支援、知

の地域づくりの三つの分野に対する住民に光をそそぐ交付金事業でございます。 

 次に、地域における医療課題の解決のために、疾病対策の推進といたしまして、子宮頸が

んのワクチン接種事業の支援でございまして、高校１年生までが補助対象でございますので、

現１年生が２年生になる前に接種できるように今回予算措置をお願いするものでございます。 

 それから、安全・安心な学校づくり交付金事業といたしまして、中原小学校の耐震化と大

規模改修に内示がありましたので予算措置をするものでございます。 

 二つ目の予算措置は、不適正な経理に対する返還金でございますが、今回の件につきまし

ては先ほど市長が申し上げましたように、多大な御迷惑をおかけいたしたところでございま

して、心からお詫びを申し上げたいと存じます。今後、再発防止に取り組んでまいりたいと

存じます。この返還金につきましては、平成15年度から平成20年度までの国庫補助事業に係

る事務費の会計検査が実施され、平成22年11月５日付で公表されました返還金にかかわるも

のでございます。指摘されました国費分の返還はもとより、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律により補助金の受領から納付の日までの日数に応じ、年10.95％の割合で

計算した加算金も返還しなければなりませんので、国費分と加算金を合わせた国庫支出金返

還金の予算措置をお願いするものでございます。 

 それでは、予算書の１ページをお願いいたします。第１条の歳入歳出予算の補正につきま

しては、事項別明細書により御説明を申し上げます。 

 第２条の繰越明許費の補正の追加・変更につきましては、第２表繰越明許費補正により御

説明を申し上げます。 

 第３条の地方債の補正の変更につきましては、第３表地方債補正により御説明を申し上げ
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ます。 

 ５ページをお願い申し上げます。第２表繰越明許費補正は、まず10款教育費、５項社会教

育費、公民館整備事業を追加するものでございます。これは、本年3月31日に人吉市立大塚

小学校を廃止し、４月１日から正式に人吉市大塚公民館及び人吉市大塚コミュニティセン

ターを設置し、それから事業を実施いたしますので繰り越すものでございます。 

 次に、10款教育費、２項小学校費、小学校校舎耐震補強等事業の変更は、中原小学校耐震

改修等事業が本年度での完了が見込めませんので、繰越明許をお願いするものでございます。 

 第３表の地方債の補正の変更は、小学校耐震補強等事業債でございまして、中原小学校耐

震改修等事業の追加によるものでございます。 

 ９ページをお願い申し上げます。歳入でございます。10款、１項、１目、１節地方交付税

5,611万6,000円の増額補正は普通交付税の増額でございまして、国の補正予算に伴い追加交

付をされたものでございます。 

 10ページをお願い申し上げます。14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目民生費国庫補助

金、１節社会福祉費補助金、きめ細かな交付金710万円の増額補正は、老人福祉センター設

備改修事業に対するものでございます。３目土木費国庫補助金、３節都市計画費補助金、き

め細かな交付金280万円の増額補正は、鶴田橋の橋梁診断事業に対するものでございます。

４節河川費補助金、きめ細かな交付金470万円の増額補正は、河川しゅんせつ事業に対する

ものでございます。４目教育費国庫補助金、１節小学校費補助金、安全・安心な学校づくり

交付金4,365万3,000円の増額補正は、中原小学校耐震改修等事業に対するものでございます。

次に、きめ細かな交付金1,646万1,000円の増額補正は、東小学校トイレ改修工事など小学校

施設整備事業に対するものでございます。２節中学校費補助金、きめ細かな交付金100万円

の増額補正は、中学校施設整備事業に対するものでございます。４節社会教育費補助金、き

め細かな交付金1,140万円の増額補正は、大塚公民館改修工事など公民館整備事業及び史跡

人吉城跡整備事業に対するものでございます。５節教育総務費補助金、住民生活に光をそそ

ぐ交付金56万7,000円の増額補正は、不登校対策事業に対するものでございます。５目農林

水産業費国庫補助金、１節農業費補助金、きめ細かな交付金300万円の増額補正は、口蹄疫

対策事業に対するものでございます。６目商工費国庫補助金、１節商工費補助金、きめ細か

な交付金470万円の増額補正は、観光情報発信事業及び観光施設整備事業に対するものでご

ざいます。７目総務費国庫補助金、１節総務管理費補助金、住民生活に光をそそぐ交付金

1,012万4,000円の増額補正は、人吉市住民生活に光をそそぐ基金の積立に対するものでござ

います。８目消防費国庫補助金、１節消防費補助金、きめ細かな交付金740万円の増額補正

は、消防団設備等整備事業に対するものでございます。 

 11ページをお願い申し上げます。15款県支出金、２項県補助金、３目衛生費県補助金232

万9,000円の増額補正は、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金でございます。 
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 12ページの21款市債につきましては、第３表で御説明をさせていただきましたので省略を

させていただきます。 

 次に、歳出でございます。13ページをお願い申し上げます。２款総務費、１項総務管理費、

６目財産管理費158万3,000円の増額補正は、本庁舎及び別館の洋式便座を温水洗浄便座に変

更する庁舎トイレ改修工事の増でございます。 

 14ページをお願い申し上げます。３款民生費、１項社会福祉費、６目老人福祉センター費

790万円の増額補正は、きめ細かな交付金事業でございまして、温泉の温度を調整する設備

の整備と和式トイレを洋式トイレに改修するための事業費でございます。 

 15ページをお願い申し上げます。４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費517万7,000円

の増額補正は、国の補正予算に対応したものでございまして、子宮頸がん等ワクチン接種委

託料でございます。 

 16ページをお願い申し上げます。６款農林水産業費、１項農業費、４目畜産業費347万

4,000円の増額補正は、きめ細かな交付金事業でございまして、口蹄疫の侵入防止に効果が

高い消毒薬の散布機械の購入と専用薬剤の購入でございます。 

 17ページをお願い申し上げます。７款、１項商工費、３目観光費532万円の増額補正は、

きめ細かな交付金事業でございまして、まず、今後増加が予想されます外国人観光客への対

応のため、４カ国語（英語、韓国語、中国語、日本語）の観光パンフレットなどの印刷製本

費でございます。次に、大畑駅及び人吉梅園のトイレの水は、旧国鉄時代に矢岳川から引い

た水道管により給水されておりますが、老朽化と大雨による土砂流入でたびたび使用できな

い状況になるため、新たに簡易水道から給水管を布設するものでございます。 

 18ページをお願い申し上げます。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費860万

4,000円の増額補正は、国庫支出金返還金でございまして、地方道路整備臨時交付金など土

木費で対応した平成15年度から平成20年度までの国庫支出金の事務費で、不適正な経理と会

計検査で指摘された国費分とこれに伴う加算金でございます。 

 19ページをお願い申し上げます。２項道路橋梁費、２目道路維持費1,000万円の増額補正

は、道路維持補修工事の増でございます。 

 20ページをお願い申し上げます。３項住宅費、１目住宅管理費2,019万5,000円の増額補正

は、市営団地修繕工事の増でございまして、市営団地ＬＰガス供給設備改修工事といたしま

して鶴田団地１棟ほか７カ所、屋上防水改修工事といたしまして一二三ヶ迫団地２棟など

４カ所を行うものでございます。 

 21ページをお願い申し上げます。４項都市計画費、３目公園整備費55万円の増額補正は、

人吉城跡公園トイレ改修工事等の増でございまして、人吉城跡公園トイレ４基、青井蓮池ポ

ケットパークトイレ１基の洋式便座を温水洗浄便座に取りかえるものでございます。４目街

路事業費320万円の増額補正は、きめ細かな交付金事業でございまして、鶴田橋橋梁診断業
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務委託でございます。これは、鶴田橋の耐用年数の判定を行うためのものでございます。 

 22ページをお願い申し上げます。５項河川費、１目河川総務費530万円の増額補正は、き

め細かな交付金事業でございまして、小万江川と茂田川のしゅんせつ委託でございます。 

 23ページをお願い申し上げます。９款、１項消防費、１目消防総務費１万9,000円の増額

補正は、国庫支出金返還金でございまして、平成17年度に総合流域防災事業費補助でハザー

ドマップ作成を行いましたが、その事務費に不適正な経理があり、会計検査で指摘されまし

た国費分とこれに伴う加算金でございます。２目非常備消防費831万3,000円の増額補正は、

きめ細かな交付金事業でございまして、消防団作業服購入でございます。 

 24ページをお願い申し上げます。10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費56万8,000

円の増額補正は、住民生活に光をそそぐ交付金事業でございまして、不登校対策事業として

人吉っ子アドバイザーを２名増員するための経費でございます。 

 25ページをお願い申し上げます。２項小学校費、３目学校建設費１億5,500万7,000円の増

額補正は、安全・安心な学校づくり交付金事業の中原小学校の耐震化と大規模改修の事業費、

きめ細かな交付金事業の東小学校トイレ改修、避難所となります西瀬小学校、中原小学校屋

内運動場トイレ改修、中原小学校プールしゅんせつ改修の事業費でございます。 

 26ページをお願い申し上げます。３項中学校費、３目学校建設費409万7,000円の増額補正

は、第二中学校剣道場床改修工事と第二中学校プールろ過機改修工事でございます。 

 27ページをお願い申し上げます。５項社会教育費、２目公民館費759万6,000円の増額補正

は、きめ細かな交付金事業でございまして、休校中の人吉市立大塚小学校を人吉市立大塚公

民館及び人吉市立コミュニティセンターに改修するための事業費でございます。５目文化財

保護費526万1,000円の増額補正もきめ細かな交付金事業でございまして、史跡人吉城跡整備

事業といたしまして、現在観光駐車場として利用しております武器庫一体遺構を養生するた

めに舗装し、人吉城跡公園トイレと後口馬場の通路を改修するものでございます。 

 28ページをお願い申し上げます。６項保健体育費、２目体育施設費245万7,000円の増額補

正は、スポーツパレスの男女更衣室シャワー用給湯器等の購入を行うものでございます。 

 29ページをお願い申し上げます。11款災害復旧費、３項公共土木施設災害復旧費、１目道

路橋梁災害復旧費63万2,000円の増額補正は、国庫支出金返還金でございまして、15年から

18年までの河川等災害復旧費補助の事務費に不適正な経理があり、会計検査で指摘されまし

た国費分加算金でございます。 

 30ページをお願い申し上げます。13款諸支出金、２項基金費、11目人吉市住民生活に光を

そそぐ基金費1,012万4,000円の増額補正は、人吉市住民生活に光をそそぐ基金積立金でござ

います。 

 31ページをお願い申し上げます。14款予備費を142万7,000円減額をいたしております。 

 以上で、第１号について補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をいただき
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ますようお願いを申し上げます。 

 失礼いたします。訂正がございます。予算書25ページの小学校費、学校建設費のところで

ございまして、中原小学校のプールしゅんせつ改修と申し上げたそうでございますけれども、

中原小学校プールのろ過機の改修でございますので、御訂正をさせていただきます。申しわ

けございません。 

○水道局長（多武芳美君）（登壇） おはようございます。それでは、議第２号平成22年度人

吉市公共下水道事業特別会計補正予算につきまして補足説明をさせていただきます。 

 今回の補正は、先ほどの市長の提案理由の説明のとおり、会計検査院から指摘をされまし

た不適正な経理処理に係る国費の返還に伴う補正でございまして、水道局におきましても心

からお詫びを申し上げますとともに、今後は職員の意識改革、法令遵守の徹底等により、再

発防止に取り組んでまいりたいと存じております。 

 それでは、予算書の５ページをお願いいたします。今回の補正は歳出のみの補正でござい

まして、１款、１項、１目事業費129万3,000円の増は、23節償還金・利子及び割引料の増で

ございまして、国費の返還に伴う増額補正でございます。その内訳としまして、国庫補助事

業に係る事務費の執行に不適正と指摘を受けました平成15年度から平成20年度までの６年間

の国庫補助金返納額86万4,555円とそれに伴います加算金42万8,220円でございます。加算金

42万8,220円のつきましては、補助金の受領の日から返還金の納付の日までの日数に応じ、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に定められました年10.95％の割合で計算

した額でございます。なお、財源は国庫補助金返納額、加算金とも一般財源を充てておりま

すが、加算金につきましては一般会計と同様に後日職員等からの寄附ということで下水道事

業特別会計に返納する手続きを取らせていただきたいと考えております。 

 ６ページをお願いいたします。３款、１項、１目予備費を同額の129万3,000円減額いたし

ております。 

 以上、議第２号についての補足説明でございます。よろしく御審議いただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（簑毛正勝君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑は分割して

行います。 

 まず、議第３号について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑もないようですので、議第３号についての質疑を終了いたします。 

 次に、議第４号について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑もないようですので、議第４号についての質疑を終了いたします。 

 次に、議第１号について質疑はありませんか。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

 16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君） それでは、議第１号の一般会計補正予算の14ページでございます。
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民生費の中から老人福祉センターのトイレ改修というのがあります。和式から洋式ですね。

これが普通の洋式、便座も温かく温水が出るのかをお尋ねしたいと思います。 

○健康福祉部長（中村明公君） おはようございます。それではお答えいたします。 

 老人福祉センターのほうには男性トイレが現在和式一つ、洋式が一つ。それから、女性ト

イレが和式が二つ、洋式が一つございますが、これをすべて洋式と。洋式になっているもの

はそのままでございますけれども、便座については、温水シャワーといいますか、ウォシュ

レット式の便座にかえるということで計画をしているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○16番（三倉美千子君） 以上です。終わります。 

○議長（簑毛正勝君） ほかに質疑はありませんか。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

 11番。森口勝之議員。 

○11番（森口勝之君） 予算書の21ページでございます。８款土木費、４項都市計画費、４目

街路事業費、鶴田橋橋梁診断業務委託料の増320万円についてでございますが、これにつき

ましては先だっての経済建設委員会協議会、それから全員協議会で説明を受けております。

ただ、今般委員会付託もございませんし、都市計画道路整備関連で人吉市民生活に大いに今

後関連してくると思われますので、あえてこの本会議場で質問をしておきます。内容を説明

してください。 

○建設部長（山上 茂君） おはようございます。森口議員の御質問にお答えいたします。 

 鶴田橋の橋梁診断をなぜ行うのかというようなことにつきましては、都市計画道路の次期

整備路線の整備方針というようなことに深くかかわっておりますので、少しお時間をいただ

きまして都市計画道路の次期整備路線についても説明をさせていただきたいと存じます。 

 本市の都市計画道路は14路線、延長で37.09キロメートルでございまして、現在のところ

整備率が約半分、49％というような状況でございます。現在、皆様御存じのように、都市計

画道路紺屋町南町線外１線の道路改築工事が新町地区で行われておりますが、この事業が今

年度この３月で完了する予定でございます。市といたしましても、今後も引き続き都市計画

道路の整備を進めてまいりたいと考えておりまして、この整備に当たりましては、人吉市総

合計画や都市計画道路整備プログラム、あるいは現況の交通量等を考慮しながら検討を行っ

てきております。上位計画である人吉市総合計画、あるいは道路計画の総合計画におきまし

て取り上げられております路線と、それから人吉市都市計画道路整備プログラムにおいて短

期に整備対応すべき路線として上げられているもののうち、都市計画道路になっている路線

の中から、いわゆる人吉市が管理しております道路といいますのが国道や県道を除いた道路

でございますが、さらに都市計画道路の中で改良が済んでいるもの、あるいは事業を行って

いるもの、あるいはある程度の形状、車線の確保でありますとか、歩道の整備でありますと

か、そういった概成済みと申しますが、そういった路線を除きました路線を次期整備路線の
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候補路線というようなことで位置づけをいたしました。こういった種々検討を行いました結

果、都市計画道路下林願成寺線、これは通称農免道路でございますが、この上林町のいすゞ

自動車人吉営業所前付近から御溝までの区間、あるいは瓦屋町のドラッグストアモリ人吉瓦

屋店前から鶴田町の寿しまどか人吉インター店前までの区間、そして鬼木町のファミリー

マート人吉インター店前からもみの木動物病院前までの区間、そしてもみの木動物病院前か

ら願成寺町の現在改良が完了しているところまでの区間の４区間と、都市計画道路人吉駅蓑

野線、これは人吉駅から人吉橋を渡りまして西間を経由し、国道219号との西間交差点を交

差しまして国道267号に入り、蓑野町までの道路でございます。そのうち、西間上町のみの

だ内科循環器科そばの交差点から国道219号の交差点までの区間の計５区間を最終的な候補

区間としまして、この候補区間の現況の交通量、あるいは大型構造物等の有無について検討

を行っております。平成21年11月に交通量調査を行いまして、12時間当たりの交通量を調べ

たところ、通称農免道路の県道坂本人吉線の交差点からフルーティーロード交差点までが

１万3,700台から１万3,900台程度と最も多うございまして、県道坂本人吉線交差点から上林

方面、あるいはフルーティーロード交差点から願成寺方面、そして西間上町の国道219号交

差点から人吉駅方面は8,600台から8,900台程度でございました。また、橋梁等の大型構造物

は下林願成寺線におきまして、山田川に橋長64.5メートルの鶴田橋がございます。なお、そ

のほかの区間にも３メーターから７メートル程度の床版橋が１カ所ないし２カ所ございまし

た。これらの検討結果から、種々検討いたしましたけれども、交通量が下林願成寺線の県道

坂本人吉線交差点からフルーティーロード交差点までが他の候補区間に比べてかなり多うご

ざいました。また、県道坂本人吉線交差点からフルーティーロード交差点の間にある鶴田橋

が昭和42年に架設をされており、既に架設後43年が経過しておりますことや、当時農道とし

て整備をされた関係で設計加重等が14トンでございます。今後架けかえを含めた検討を行う

必要がございます。 

 それから、この鶴田橋が非常に交通量が多いということでございますので、架けかえ等を

検討します場合には、この交通をどういうふうに対応していくのかというようなことで、仮

橋等も想定しながら種々検討する必要がございますし、山田川の河川をまたいでおりますの

で、河川協議等が相当な時間を要するのではないかというようなことも考えまして、この鶴

田橋の施工時期を的確に定め、計画的に整備を行う必要があるというようなことでございま

す。 

 以上申し上げましたようなことから、次期整備路線としては下林願成寺線、通称農免道路

を最優先として整備を行っていきたいというふうに考えたところでございます。そういった

ことで先ほど申し上げましたように、鶴田橋がどれぐらい対応ができるのかと、供用できる

のかというような問題が最重要な点でございますので、この橋梁診断というのが必要であろ

うというようなことで行いまして、先ほど申し上げました交通量の多い区間でございますけ
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ど、これが延長的には900メーターほどございます。これを一気にやるというのは非常に困

難でございますので、２区間に分けて行う場合に、どうしても鶴田橋を含む区間と、それか

らフルーティ道路のＴ字交差点がございますが、こういった渋滞の多い箇所を含む区間に分

けざるを得ませんので、そういったことからこの鶴田橋を計画的に架けかえ等を検討しなが

ら、どこからかかっていくのかというようなことを判断したいというようなことにつきまし

て、この橋梁診断というのが必要であろうというふうに判断したところでございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君） 11番。森口勝之議員。 

○11番（森口勝之君） 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」 

○建設部長（山上 茂君） 「・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・」（「議長、議事進行」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君） 14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君） ただいま質疑をされた森口議員に対しては大変申しわけないと思いま

すけど、これは議案質疑でしょう。議案質疑。鶴田橋の調査委託費なんですね。それに関し

て、ほかの部分についての執行部の考えまでただすというのは、私は議案質疑の本質から外

れているというふうに思います。議長は、どう判断されますか。 

○議長（簑毛正勝君） そうです。確かに私が制止しなかったのが悪うございました。そうい

ったことで当然だと思います。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

 11番。森口勝之議員。 

○11番（森口勝之君） 今、御指摘受けましたので。じゃあ、２回目の私の質問は全部削除と

いうことになるんですかね。その辺の取り扱いはどうでしょうか。このまま終わっていいん
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でしょうか。ちょっと御検討ください。 

○議長（簑毛正勝君） そのまま終了ということで、よろしくお願いします。「・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・」 

○11番（森口勝之君） はい、よろしくお願いします。 

○議長（簑毛正勝君） ほかに質疑はありませんか。（「議事進行。議長、14番」と呼ぶ者あ

り） 

○議長（簑毛正勝君） 14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君） 14番ですが、せっかく質疑をされました森口議員については、大変申

しわけなかったんですけども、あえて議事進行の発言をさせていただきました。お許しをい

ただきたいと思います。 

 議案質疑でございますが、予算書の25ページ、10款教育費、３目学校建設費、補正額は

１億5,500万7,000円ということになるわけですが、これは13節委託料、それから14節仮設校

舎借上料並びに15節の工事請負費として小学校の耐震補強工事ということになるわけであり

ますが、まず14節使用料及び賃借料2,720万6,000円、仮設校舎借上料でございます。これは、

プレハブなんでしょうか。そういった仮設校舎の構造について少しお尋ねをしておきます。 

 それから、工期の関係でございますが、半年以上かかるということで、この間の全協の中

でも中原小学校耐震改修工事等ということで説明をいただいたわけでございますが、いつご

ろから着工になるのか。 

それから、仮設校舎ができ上がってからそちらのほうに子供たちが移って授業を始めると

いうことになると思いますが、教室としてはどのぐらいがその影響を受けるのか、何学年が

この影響を受けるのか。そういったものについて、少し工事の内容について詳しく説明をし

ていただきたいと思います。 

○教育部長（赤池和則君） おはようございます。御質疑にお答えいたします。 

 仮設校舎でございますけれども、西瀬で使用しましたようなプレハブの校舎を予定してお

ります。 

 それから、着工でございますけれども、４月下旬以降に契約をして着工したいというふう

に考えておりますけれども、実際の工事はできるだけやはり夏休み等を利用してやりたいと

いうふうに考えております。 

 それから、学年でございますけれども、教室棟のほうの改修でございまして、あそこには

４年生、５年生、６年生のそれぞれ学年ごとに２学級ずつが入っておりますので、プレハブ

の校舎は６教室分を設置して、そちらのほうに４年生、５年生、６年生が移りまして工事を

行うというふうな予定にしているところでございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（簑毛正勝君） 14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君） 大体４、５、６年生が仮設教室のほうに行くということでありますが、

そこで４月以降、契約して着工するということになりますと、夏場と、それから冬場のほう

にも最終的にはかかるかなというふうに思います。そこで仮設校舎の場合にはこの空調設備、

例えば夏場にかかるならば冷房と、冬場までに入るならば暖房というのがくると思いますが、

こういった空調設備についてはどうなるのか、その点についてお尋ねします。 

○教育部長（赤池和則君） お答えいたします。 

 プレハブのほうにもエアコンの設置を予定しております。 

○14番（立山勝徳君） 終わります。 

○議長（簑毛正勝君） ほかに質疑はありませんか。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

 ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君） まず、10ページの国庫支出金の分になりますけれども、これは地域活

性化交付金のきめ細かな交付金ということで、これは定額の交付金になっていますよね。で

すので、その定額の交付金の算定根拠を御説明いただきたいと思います。 

 また、７目の総務費国庫補助金の住民生活に光をそそぐ交付金。これも定額になっていま

すので、この1,012万4,000円、これの算定の根拠を説明いただきたいと思います。基本的に

は、この金額を基金として積み立てて運用していくと、２年間にわたって運用していくとい

うことですので、その1,012万4,000円の算定の根拠について説明いただきたいと思います。 

 ２点目に、11ページの子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金ですけれども、

全員協議会の中で説明があっていますように、県のほうで基金を積み立てて、その臨時特例

交付金の部分で県からのその交付金の分と市の持ち出しでということで接種をしていくとい

うことで説明がありました。その接種計画の中で22年度、もしくはそれから23年度の接種計

画まで説明いただいているところでありますけど、この22年度、23年度については、接種者

についてはすべて自己負担がなしということで、基金と市の負担で接種をやっていくという

形になっていますよね。ならばこれ、基本的にはこの臨時の特例交付金の基金になっていま

す、県の基金がそういった形になりますので、なら24年度以降の計画については同じように

やっぱり自己負担なしでずっとしていくのかどうか、そういったところの計画について、ま

た説明をいただきたいと思います。その辺の24年度以降の計画についてはどのように考えて

いらっしゃるのか、その辺をちょっとお尋ねしておきたいと思います。 

 それから、18ページの土木総務費の加算金の問題。これについても全員協議会の中で１点

を説明いただいているところなんですが、そこの中で、基本的には１点はその加算金の職員

がその負担をすると、職員のほうで道義的責任を取って職員で寄附を募るというようなこと

で説明がありましたけれども、その中で、全員協議会の中での質問でもあっていましたけれ

ども、基本的にはその管理職等の方におかれては管理職手当相当分をお願いをすると。また



 - 18 - 

課長補佐以下の一般職の職員におかれては、それなりのお願いをするということで、基本的

には管理職等の方は手当で出せばいいと。ただ、一般職の方は本俸から出さなければいけな

いと。ですので、その辺の考え方について、その全員協議会の中では明確なその基本的な執

行部の考えの説明がなかったと思っていますので、そこについては改めてどういった基本的

な考えを、手当で対応する部分、また本俸で対応する部分、その分の考えをどういうふうに

考えていらっしゃるのか、その辺の説明をいただきたいと思っています。 

 それともう１点は、ほかの自治体も説明によりますと多くの、これは不適正な経理処理の

指摘を受けた多くの自治体の職員が加算金の自主返還をしているように、本市においてもと

いうふうな形で説明あったわけなんですね。ところがその後の新聞の掲載や新聞記事を見て

みますと、結局そういった加算金の職員負担を決めたのは人吉が初めてだと、県内において

そういった記事があっていますし、そのほかの県内においては、まだそこまで職員負担です

るとは決めてないと、そういった新聞記事を読んだわけなんですね。ですので、その全員協

議会の中でそういった多くの自治体がそういった加算金を職員負担としていると、そういっ

た説明があった中で、新聞記事では結局県内で人吉市が初めてなんだというふうな記事を見

ましたので、その辺の整合性についてお尋ねをしておきたいと思っています。 

○総務部長（坂崎博憲君） それでは、笹山議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、きめ細かな交付金と光をそそぐ交付金の定額についてというお話でございまして、

地域活性化交付金の中のきめ細かな交付金、これにつきましては、国のほうで、まずきめ細

かな交付金につきましては2,500億円という枠がございまして、光をそそぐ交付金のほうは

1,000億円というような大きな枠が実はございます。これに基づきまして地方に配分をする

わけでございますけれども、いわゆる地方交付税の算定基準に則したような形で、実は定額

のお金が交付をされるものでございまして、人吉市の場合には算定基準に沿ったところで

5,856万1,000円がきめ細かな交付金ということで交付をされたと。光をそそぐ交付金につき

ましては1,069万1,000円が交付されるということで、いわゆるその補助率というようなもの

がないというようなことで、定額ということで上げさせていただいているということでござ

います。 

 続きまして、加算金の件について御説明をさせていただきたいと思いますけれども、加算

金につきましては予算の中で御説明するべきところがありましたけれども、若干不足してお

りまして大変申しわけございません。職員におきまして、全員協議会の中で御説明を申し上

げましたように、負担する方向で職員にも説明をさせていただきまして、予定させていただ

いているんですが、まず管理職と一般職の方の金額にもちろん差を設けているわけでござい

ますけれども、一人当たりの単価とすれば根拠があるものではなかったわけでございますけ

れども、その中で一定の額を決める中で管理職については管理職手当相当額ということでご

ざいまして、いわゆる管理職手当から出すというようなことではなくて、一定の基準として
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管理職手当相当額の協力を求めたいということで実は算定したわけでございまして、職員の

方々にも私どもとすれば全庁的に今までこういうことをやってきたという反省のもとに一般

職員の方も協力を求めるべきではないかということで、額は違いますけれどもそういうこと

で御協力を求めるというようなことでさせていただいたところでございます。 

 それと他の自治体の件でございます。県内では確かに議員おっしゃるように人吉が初めて

ということでございまして、ただ県内の自治体でも、すべて職員による自主返還について熊

本県、熊本市においては納品された物品が単価契約と異なっていたということがわかって、

損害額を、返還金のみを職員に求めたというような事実はございます。今回の件につきまし

ては、熊本県だけではなくて、他の全国的な例を参考にさせていただいた中で検討させてい

ただいたということでございます。 

 以上、３点だけお答えをさせていただきます。 

○健康福祉部長（中村明公君） それでは、予防接種、ワクチンの接種についてお答えをした

いと思います。 

 先般、22年度と23年度の計画については御説明申し上げたところでございますけれども、

24年度以降についてどう考えているかということでございます。実は今回の予防接種につき

ましては、予防接種法に基づく接種ではございません。しかしながら、今回のワクチン接種

について三つの要件が国のほうから定められております。一つは、市町村が実施主体となる

ということでございます。それからもう一つは、健康被害、これに対応するためにＰＭＤＡ

という独立行政法人ございますが、これと別に保険に加入しているということが条件になっ

ておりまして、人吉の場合、全国市長会が窓口となっております予防接種の賠償保険に加入

しているところでございます。 

 それからもう一つは、副反応、要するに副作用でございますけれども、副反応についての

報告を義務づけている。その体制を整備しておくようにということが通知としてまいってい

るところでございます。実はこれがその定期接種に向けての一つの段階だというふうに考え

ているところでございます。24年度以降につきましては未定ではございますけれども、厚生

労働省の予防接種部会のほうで、実はこの三つのワクチンにつきましては24年度以降、この

予防接種法に基づく定期接種に移行する方向で検討されているところでございます。したが

って、まだこの実施内容についてははっきりいたしませんけれども、この22年度、23年度の

２カ年において、幅広いといいますか、５歳ぐらいの年齢層で接種を広く国民にして、その

後は、多分標準接種といいますか、そのある年齢層に定期的に毎年接種が行われるんではな

いかというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君） ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君） 加算金については、そのきちっとした考え方といいますか、その答弁
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はなかったんじゃないかなと思っていますけど、そのような考え方で実施をされる場合に、

熊本県とか熊本市が以前にやった分については、それは加算金についての自主返納じゃない

わけですよね。返還金に対しての、その不適正に処理をされた部分についての返還を自主的

にされたというふうな、自分たちがそういった単価の部分がその間違ってといいますか、そ

ういった形で出たので、そのまま自主的に返還をされたと。ただ加算金について返還をした

というわけじゃないわけですよね。その加算金について、そういった自主的に返還するとい

うのが、他の自治体でも多くの自治体がやっているようにという形で説明、全員協議会の資

料に説明してありますので、そして片や県内では全くしてないと。だけん、どこの多くの自

治体がやっているのかとわからんわけですよね。だから、全員協議会の説明とその新聞報道

とを見たときに、本当にその加算金の自主返還がどれだけの多くの自治体でそういった形で

やっているのかという部分で疑問が出てきたわけなんです。もしこういった形で資料として

説明の中で、多くの自治体がということで説明するんであれば、例えば、どこの県のどうい

った自治体が実際やっていますよと、そういった説明を私はしていただきたいなと思ってお

ります。具体的にどういった自治体が、どれだけの金額をこういった形で加算金としてやっ

ていますよと、そういった具体的な話がないと、なかなか理解できないんじゃないかなと。

ましてや県内ではほかの自治体はまだしてないと、中にはやっぱし加算金もすべて公費で支

払う方向で検討している自治体もあると、そういった自治体もあるわけですよね。そのよう

にできたらそういった具体事例の自治体を説明いただければと思っています。 

 それともう一つは、職員の方に協力を求めるということで説明をされていると思っていま

すけれども、これはあくまでも協力であると。自主的にというふうなことで、例えば上司か

らの、例えば強制的に、いやお前は払とらんけん、どぎんやとか、そういった話を基本的に

パワハラといいますか、そういった形で話しかけられてきた場合に、やっぱり職員とすれば

言われたらというふうな気持ちになると思っています。私はそういったことはあくまでもな

いように、あくまでも自主的に協力をするというふうな基本的な考えを、やっぱり管理職の

方が持っていただかなければならないというふうに思っていますので、そこについても基本

的にそういった考えをお尋ねをしておきたいと思っています。基本的にきちっとそういった

ことをするというふうなことを確認をしたいと思っていますので、その２点についてだけ改

めてよろしくお願いしたいと思います。 

○総務部長（坂崎博憲君） まず、他の自治体がどのように対応したかということで、県外に

おきましては千葉県、愛知県、福井県、長野県の市町村でそういう例があるというふうなこ

とでございます。 

 それからもう１点は、職員にパワハラ等がないようにというふうなことでございまして、

実は職員組合とも一般職員への説明会の前に協議をさせていただいておりまして、その際に

組合のほうからも今回の協力金はあくまでも強制ではなく任意の協力金であるということを
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相互に理解を、確認をしているところでございます。協力していただけなかった職員に対し

ても、そのペナルティとか、そういうことを与えることがないように強く要望もあったとこ

ろでございまして、私たちもあくまでもこれは協力金でございますので、決してそういうこ

とがないように努めてまいりたいというふうに思っています。 

 以上、御説明申し上げます。 

○５番（笹山欣悟君） 終わります。 

○議長（簑毛正勝君） ここで暫時休憩いたします。 

午前11時18分 休憩 

───────── 

午前11時46分 開議 

○議長（簑毛正勝君） 休憩前に引き続き再開をいたします。 

────────────────────────── 

発言の申し出 

○議長（簑毛正勝君） 議事に入ります前に、先ほど議第１号に対する森口議員の２回目の質

疑について、立山議員から議事進行の発言があり、私が削除しますと申し上げましたが、会

議規則第62条により発言した議員から取り消しの申し出が必要となります。ここで、森口議

員の発言を許可します。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

 11番。森口勝之議員。 

○11番（森口勝之君） 先ほど私の質疑の中で、２回目の質疑につきましては、すべて取り消

しをお願いしたいと思います。お取り計らいのほどをよろしくお願いいたします。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの発言の取り消しの申し出について、許可することに御異議

ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

（「議長、議事進行」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君） 18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 今、森口議員のことは議長がお諮りになりましたよね。その前に、議

長が権限外の削除しますとおっしゃったことはどうなるんですか。 

○議長（簑毛正勝君） そのことにつきましては、深くお詫び申し上げます。 

○18番（下田代勝君） お詫びじゃなくて、これは議場ですから、森口議員は正式に削除して

ほしいという申し出がありましたよね。それによって削除されると思います。議長は削除し

ますという発言をされていますから、それはどうされるんですかというお尋ねです。 

○議長（簑毛正勝君） それに対する私の発言も削除することにしたいと思います。（「議長、

議事進行」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君） 18番。下田代勝議員。 
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○18番（下田代勝君） 議長。削除しますって、その議場の権限というのはしっかりとお考え

になって、削除されるならば取り消しをやっぱり求めにゃだめなんですよ、あなたが。そう

いうことじゃないですか。 

○議長（簑毛正勝君） その件について、私の発言の取り消しについて、皆さん方御異議ござ

いませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしということでございますので、取り消させていただきます。 

 したがって、森口議員に対する２回目の答弁も削除することに御異議ございませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（簑毛正勝君） 御異議ありませんので、そのように取り扱います。混乱させて申しわ

けございませんでした。 

 議第１号について、ほかに質疑はありませんか。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

 ３番。豊永貞夫議員。 

○３番（豊永貞夫君） １点だけちょっと質問させていただきます。 

 15ページの４款衛生費の子宮頸がんについてであります。今回の補正は、高校１年生、16

歳相当の方を対象にされておりますが、高校１年生の方が２年生になる前の段階ということ

で、実質きょうが１月27日ですので、２月、３月の２カ月間、この２カ月間の期間も対象に

なるわけですが、この対象者に対する周知の方法をお答えください。 

○健康福祉部長（中村明公君） お答えいたします。 

 子宮頸がんワクチンにつきましては、接種開始時期から６カ月間に３回接種するというこ

とにされております。高校１年生、16歳相当につきましては、特例としてこの年度内に１回

でも接種をしておくと次年度において残りの回数を接種できるということになっております。

御質問にありましたとおり、残された期間２カ月でございますので、もれなくこの対象者の

方々にお伝えするために、そしてまた副反応等を含めて、よくこのワクチンについて御理解

をいただいた上で接種を受けていただくために、できる限り広報、それからホームページ、

それから学校等を通じまして、それから各個人あてに通知をするということで、この三本立

てで周知を図っていくということで考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君） ３番。豊永貞夫議員。 

○３番（豊永貞夫君） 今の周知方法で万全だとは思いますが、対象者の方には聞いてなかっ

たということがないように、周知のほうはよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（簑毛正勝君） ほかに質疑はありませんか。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

20番。大王英二議員。 
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○20番（大王英二君） 20番の大王です。今、子宮頸がんワクチン等々について質疑が行われ

ておりますが、議会のほうでもこれは全会一致で国等々に要望もしておりましたし、また南

九州市議会議長会の中でもそういった要望活動をして、市のほうも協力していただくという

ことで、非常に素晴らしいこと、よかったなと思っております。また、一般質問でもそれぞ

れの議員がやられたことで、本当によかったと思っております。 

 そういった中で、今、豊永議員が質問をされましたことに関連をいたしますが、まず16歳

ですね、あと２カ月、高校生ということになっていくわけですが、高校に行ってない方もい

らっしゃるだろうと思います。それと、何かの事情でやはり受けられない、例えば病気だっ

たりいろんなことで受けられない方もいらっしゃると思います。そういったところについて、

これは強制定期接種じゃありませんので任意になりますが、そのあたりについてのとらまえ

方、一生懸命周知をしていくんだと言われておりますが、そこのところについてをどうされ

ていくのかというのをもう一度確認をしたいと思います。 

○健康福祉部長（中村明公君） お答えいたします。 

 まず、高校に行っておられない方もあるわけでございますので、先ほど申し上げましたと

おり、広報のほか、住民票に登録されている方につきましては、各個人あてに通知をしてま

いりたいというふうに考えております。 

 それからもう一つ病気でございますが、これはこの要項の中に熱があったり、体調の不調

によって今年度内に予防接種を受けることができない場合は、それを認めるということにな

っておりますので、今年度内に１回、そういう事情でできない場合は、次年度に３回受けて

いただくということになるということでございます。 

 以上でございます。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君） 20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君） ということは、例えば本年度中、16歳ですよね、３月31日までに16歳

になられる方で、もし何らかの事情で受けられないときは、そういったものが証明できれば

次年度、23年度に３回受けられるということでよろしいわけですね。やはりこういったせっ

かくいいことでありますので、きちんと市民に徹底をしていただきたい。 

 それと次年度以降、先ほど笹山議員のほうからもるる質問があったわけですが、そのあた

りについても24年度からそういった定期接種等々につながっていくということでありますが、

きちんと、例えばその当該年度に受けられない場合というのがありますので、そういったこ

とについてもセーフティネットをきちんと周知徹底して、そしてやはり行政としてそこは何

らかの形で今後やっていただくことを要望したいと思います。 

 それと、先ほど笹山議員のほうからもありましたが、やはりこれは要望としてお願いいた

します。それぞれの資料等々出されているわけですが、やはりまず先ほど質問しようと思い

ましたが、答弁があったように、類似都市。結局先ほど追加金の問題、県名は言われました
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が、本来なら市まで聞きたいんですよね、この地域でやられているということで。でも今、

愛知県だったり、千葉県だったりそういったことでやっておりますよと。じゃ、その市町村

がどれぐらいの割合、比率でやっておられるのかと言われても、なかなか今答弁はできない

だろうと思います、現実問題として。もし答弁ができるんであれば答弁もしていただきたい

んですが、やはり基本的に、熊本県は14市がどうあるべきか。それと、九州内でどうあるべ

きか。それと、類似都市でどうあるべきかという基本的な資料をもって、やはり全員協議会

または議会にはきちんと説明をしていただきたいと思いますので、もし先ほど言われた、い

くつかの県名を言われましたが、そこが答弁ができるんであればいただきたい。これは要望

として、できなければそういった基本的な考え方の中でやはり説明資料、答弁は今後お願い

したいと思いますので、これで終わります。 

○議長（簑毛正勝君） ほかに質疑はありませんか。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

 １番。松岡隼人議員。 

○１番（松岡隼人君） １番議員の松岡です。今の子宮頸がん等のワクチン接種に関連してで

すが、先ほどから啓発ですね、周知等々の答弁があっておりますが、その辺の費用に対する

考え方をお聞かせください。 

○健康福祉部長（中村明公君） お答えいたします。 

 周知徹底を図るということで、広報等については経費等は発生しないと思いますけれども、

個人あての通知については郵送料が発生してまいりますので、これは事務費として必要だと

いうふうに思います。 

 予算につきましては、既決予算で対応させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○１番（松岡隼人君） 終わります。 

○議長（簑毛正勝君） ほかに質疑はありませんか。（「議長、15番」と呼ぶ者あり） 

 15番。仲村勝治議員。 

○15番（仲村勝治君） 15番の仲村です。15ページのやはり子宮頸がんについての質問なんで

すが、子宮頸がんの委託先が大体どこになるのか。これ、球磨郡の医師会も入るのか、人吉

市だけの医師会なのか。または、医者が外科医、また産婦人科医なのか、どういう具合にな

るのかもちょっとお尋ねしたいと思います。 

○健康福祉部長（中村明公君） お答えいたします。 

 委託先でございますが、これについては人吉市医師会と委託契約を締結するということに

いたしております。 

 それから、診療科でございますけれども、これは小児科を含めて産婦人科等に計画をして

いるところでございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、15番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（簑毛正勝君） 15番。仲村勝治議員。 

○15番（仲村勝治君） ２回目なんですが、６カ月に３回注射するわけですよね。ですから、

１カ所の病院で３回するのか、それとも別々に分けて３回でいいのかというところもちょっ

とお尋ねしたいと思います。 

○健康福祉部長（中村明公君） お答えいたします。 

 その接種を受ける医院等でございますけれども、これについては一つの病院でなくてもい

いということで、３回それぞれ違ってもいいということでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○15番（仲村勝治君） 以上で終わります。 

○議長（簑毛正勝君） ほかに質疑はありませんか。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

 18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 17ページでお尋ねをしたいと思います。３目観光費の中で印刷製本費、

ここで観光パンフ、これは日本語、英語、中国語、韓国語ですか、それをつくりたいと。こ

れはいいことだと思います。ですから、このことについては私も賛成するわけですが、せっ

かくですからそうした場合に、例えばそういう外国語、中国の方、または韓国の方、お見え

になって、それぞれのところでこのパンフがあるところでお尋ねがあることがあるかもしれ

ません。そうした場合に、そこらに対する簡単な説明といいましょうかね、この観光パンフ

は差し上げますとか、いろんなそういう会話があるかどうかはわかりませんが、そういうこ

とについての体制というのはどのように考えておられるんでしょうか。パンフそのものは結

構です。これはいいことだと私も思いますが、それを配布する、お配りする、お届けする、

実際来られた場合に外国人が来られた場合にそれについての簡単なやりとりというのは、そ

こらについての体制はどのようにお考えになっているのか、お尋ねしたいと思います。 

○経済部長（椎葉文雄君） おはようございます。お答えします。 

 そこが一番問題なところなわけですけれども、もちろん各宿泊所なり観光施設で簡単な英

会話等については対応していただける方がおられるところもあります。ですから、そういう

人の養成を図っていくということで、今回商工会議所でございますが、一応英語と中国語、

韓国語の初期といいますか、初歩的な会話の講座を今度していただくということで、市でも

そういう対応は今からもやっていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君） 18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 今、経済部長のほうから御答弁ありました。全くそうだろうと思いま

すし、市も積極的にタイアップをして進めていただきたい、そのように要望しておきたいと

思います。 

 終わります。 
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○議長（簑毛正勝君） ほかに質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ほかに質疑もないようですので、議第１号についての質疑を終了いたします。 

 次に、議第２号について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑もないようですので、議第２号についての質疑を終了いたします。 

 それでは、採決を行います。採決は分割して行います。 

 まず、議第３号についてお諮りいたします。議第３号について、原案のとおり決するに御

異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第３号は原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議第４号についてお諮りいたします。議第４号について、原案のとおり決するに御

異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第４号は原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議第１号についてお諮りいたします。議第１号について、原案のとおり決するに御

異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第１号は原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議第２号についてお諮りいたします。議第２号について、原案のとおり決するに御

異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第２号は原案のとおり可決いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

○議長（簑毛正勝君） 以上で、本日の議事は全部終了いたしました。これをもって、平成23

年第１回人吉市議会臨時会を閉会いたします。 

午後０時10分 閉会 
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。 
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平成23年３月第２回人吉市議会定例会会議録（第１号） 

平成23年３月１日 火曜日 

────────────────────────── 

１．議事日程第１号 

平成23年３月１日 午前10時 開議 

 日程第１ 会期の決定 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 議第５号 平成22年度人吉市一般会計補正予算（第10号） 

 日程第４ 議第６号 平成22年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計補正予算（第２号） 

 日程第５ 議第７号 平成22年度人吉市カルチャーパレス特別会計補正予算（第４号） 

 日程第６ 議第８号 平成22年度人吉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第７ 議第９号 平成22年度人吉市老人保健医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第８ 議第10号 平成22年度人吉市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第９ 議第11号 平成22年度人吉市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第10 議第12号 平成22年度人吉市介護サービス事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第11 議第13号 平成22年度人吉市水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第12 議第14号 平成22年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算（第６号） 

 日程第13 議第15号 平成22年度人吉市国民宿舎特別会計補正予算（第１号） 

 日程第14 議第16号 平成22年度人吉市工業用地造成事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第15 議第17号 平成23年度人吉市一般会計予算 

 日程第16 議第18号 平成23年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計予算 

 日程第17 議第19号 平成23年度人吉市国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第18 議第20号 平成23年度人吉市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第19 議第21号 平成23年度人吉市介護保険特別会計予算 

 日程第20 議第22号 平成23年度人吉市介護サービス事業特別会計予算 

 日程第21 議第23号 平成23年度人吉市水道事業特別会計予算 

 日程第22 議第24号 平成23年度人吉市公共下水道事業特別会計予算 

 日程第23 議第25号 平成23年度人吉市国民宿舎特別会計予算 

 日程第24 議第26号 平成23年度人吉市工業用地造成事業特別会計予算 

 日程第25 議第27号 人吉市消防団条例の一部を改正する条例について 

 日程第26 議第28号 カルチャーパレス管理条例及びカルチャーパレス利用促進委員会条

例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第27 議第29号 特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第28 議第30号 人吉球磨広域行政組合田園都市中核施設の事務委託に関する規約の
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廃止について 

 日程第29 議第31号 委託に関する協定の締結についての議決内容の一部変更について 

 日程第30 議第32号 公の施設の指定管理者の指定について 

 日程第31 議第33号 公の施設の指定管理者の指定について 

 日程第32 議第34号 工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更について 

 日程第33 議第35号 損害の賠償について 

 日程第34 議第36号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 日程第35 議第37号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについ

て 

 日程第36 議第38号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについ

て 

────────────────────────── ────────────────────────── 

２．本日の会議に付した事件 

 ・議事日程のとおり 

────────────────────────── ────────────────────────── 

３．出席議員（20名） 

１番    松 岡 隼 人 君 

２番    井 上 光 浩 君 

３番    豊 永 貞 夫 君 

４番    川 野 精 一 君 

５番    笹 山 欣 悟 君 

６番    村 上 恵 一 君 

７番    西   信八郎 君 
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午前10時00分 開会 

○議長（簑毛正勝君）  おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本

日の会議は成立いたしました。よって、これより平成23年第２回人吉市議会定例会を開会い

たします。 

 会議を開きます。 

 本日の議事は、議席に配付の議事日程第１号によって進めます。 

 議事に入ります前に、お手元に配付しております議長会の報告、その他の報告事項につき

ましては、口頭報告を省略させていただき、書類報告にかえさせていただきます。 

 なお、関係書類につきましては、それぞれ議会事務局に備えてありますので、御一覧いた

だきますようお願いいたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第１ 会期の決定   

○議長（簑毛正勝君）  日程第１、会期の決定については、去る２月22日に議会運営委員会が

開催され、会期日程等について協議がなされておりますので、これについて議会運営委員長

の報告を求めます。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

 ９番、永山芳宏議員。 

○９番（永山芳宏君）（登壇）  おはようございます。平成23年３月第２回人吉市議会定例

会に当たりまして、去る２月22日、議会運営委員会を開きまして、会期日程等について協議

をいたしておりますので、御報告申し上げます。 

 まず、会期につきましては、本日３月１日開会、２日午前10時から公益的施設の適正配置

に関する特別委員会、午後１時30分から球磨川水系の治水及び防災に関する特別委員会、

３日から７日まで休会、８日議案質疑、９日、10日一般質問、11日一般質問及び委員会付託、

12日、13日休会、14日予算委員会、15日、16日、17日総務文教委員会、厚生委員会、経済建

設委員会、18日予算委員会、19日から23日まで休会、24日委員長報告、採決、閉会というこ

とにいたしております。 

 一般質問の通告は３月４日金曜日午後３時に締め切りまして、登壇順番は抽せんにて決定

することにいたしております。 

 一般質問は一問一答制による一般質問で、質問回数につきましては制限なしとし、登壇

１回、２回目からは質問席にて行い、質問時間は従来どおり50分以内としております。また、

議案質疑の回数は、質問席から２回以内ということに決定しております。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（簑毛正勝君）  会期の決定については、ただいまの委員長報告どおりに決定するこ

とに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君）  御異議なしと認めます。よって、日程第１、会期の決定は委員長報

告どおりに決定いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第２ 会議録署名議員の指名   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第２、会議録署名議員の指名をいたします。 

 署名議員に13番、本村令斗議員、14番、立山勝徳議員を指名いたします。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第３ 議第５号から日程第36 議第38号まで   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第３、議第５号から日程第36、議第38号までの34件を一

括議題とし、直ちに執行部の説明を求めます。 

○市長（田中信孝君）（登壇）  皆さん、おはようございます。平成23年第２回人吉市議会

定例会の初めに当たりまして、市政に処する所信を申し述べる機会を与えていただき、まこ

とにありがとうございます。若干時間を拝借いたしますがお許しをいただきたいと存じます。 

 私は平成19年５月、市民の皆さまの温かい御理解と絶大なる御支援を賜り、市政運営の重

責を担わせていただき、議員各位とともに任期を満了することになります。 

顧みますとこの間、国政においては政権が自民党から民主党へ移り、自民党政権から含め

てこの４年の間に首相が５人も代わるなど混迷を深め、国会運営、政策の面におきましても

海図なき航海を続けているかのように感じております。経済面におきましてもリーマン・シ

ョック後の経済危機を克服したものの、失業率が若年層を中心に依然として高水準で推移す

るなど、いまだ厳しい状況にあります。地方にとりましては更に厳しい財政運営を余儀なく

され、地域間競争をいかに勝ち抜くか、いかに地域特性をアピールできるかが重要である一

方、地域間連携の重要性も再認識した４年間でございました。 

このような中、平成19年の市長就任以来、私は市民の声を大切にし、また議会の御判断を

仰ぎながら、私の政治信条でございます「公平、公明、公正なる、市民に開かれた、市民の

ための市政運営」に取り組んでまいりました。この信念のもと、地方が元気にならなければ

国も元気にならないと信じ、「市民みんなが健康で笑顔で暮らせるまちづくり」の実現に向

けて、「観光で食べられるまち、農業で食べられるまち、企業誘致」を政策の三本柱とし、

同時に行政の刷新を掲げた行財政改革を推進してまいりました。具体的には、総合計画を軸

とする行政運営と本市のあるべき将来の都市像を目指し、さらに私が皆様方にお約束いたし

ましたマニフェストの実現に向けて、市職員と一丸となって全力で取り組んできたところで

ございます。 

また、私は市長に就任して最初の所信表明において、ジョン・Ｆ・ケネディが大統領就任
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演説の中で使った言葉を引用した上で、「市役所が、あなたのために特別に何かをしてくれ

る時代は終わりました。市民の皆様一人一人が、町のために、職場のために、仲間のために、

近所のために、家族のために、さらには自分のために、何をなすことができるか、どのよう

な行動が、みんなや自分の幸せにつながることなのかを考え、あるいは感じながら、ともに

支えあい、励ましあい、いたわりあって、笑顔とその声が絶えない町にしてまいることが、

今後のまちづくりの大原則となると信じている」と申し上げました。 

私は、このメッセージの真意が市民の皆様の心に届いていると信じ、私自身、その信念の

もと、この４年間をひたむきに走り続けてまいりました。 

今議会は、今期最後の定例議会でございますので、これまで議員各位並びに市民の皆様と

ともに取り組んでまいりました市政の軌跡を総括して申し上げてみたいと存じます。 

まず、私が市民の皆様と直接語り合うことで、市政に対する理解を深めていただき、今後

のまちづくりを協働で進めていくことを目的として、就任した平成19年から４年間、市長と

語ろうひとよし“かがやき”づくりトークを開催してまいりました。時には厳しい御意見も

ございましたが、対話の中で相互の理解を深めることができたものと存じます。 

また、平成20年度には、市民の皆様から広く御提案をいただく組織「10年後の人吉を語る

平成100人委員会」を設置し、まちづくりについて計13回の会議を開催いたしました。平成

22年７月に委員会から、まちづくりについての提案書を提出いただいております。御提案い

ただきました内容につきましては、今後、本市策定の諸計画に反映させるなど、広く市政に

取り入れてまいらなければならないと存じます。 

平成20年９月市議会定例会におきまして、私は川辺川ダム建設事業の白紙撤回を求める表

明を行いました。その後、蒲島知事が同様に白紙撤回を表明され、ダム事業を巡るこの二つ

の大きな流れが、その後の球磨川水系の治水の問題、そして水没地域である五木村の再生の

問題に大きく影響を及ぼしてまいりました。この表明に対し、励ましや賛同する声を多数お

寄せいただいたことで決意表明の意義を確信もいたしましたが、長年にわたりダム事業に翻

弄されてこられました五木村の皆様に戸惑いや御心痛をおかけしたことに対しましては、非

常に悩み、心を痛めたところでございます。その五木村の再生に向けての問題でございます

が、期待されておりました今通常国会へのダム中止後の水源地域を救済する法律の提出が見

送られ、いまだに大きな課題となっております。これまで、球磨郡町村会、あるいは川辺川

ダム建設促進協議会を通して、国、県へ五木村の一日も早い再生に向けての政治判断を強く

お願いしてまいりましたが、今後もさらに流域の自治体と一体となって関係機関へ強く働き

かけをしていかなければならないと存じます。 

一方の治水問題でございますが、年々脅威を増す集中豪雨などに対し、一定の数字上の安

全度を設定してよりどころとする治水対策を容認しながらも、一貫して防災と減災への取り

組みによる安全確保を訴え、各種施策を進めてまいりました。計８回にわたる「ダムによら
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ない治水を検討する場」においても、当然、ハード整備などの施工とあわせて、ソフト対策

の重要性を主張してまいりました。平成23年度以降は、会議において、提示の要望があった

治水対策を進める上での事業予算や年次計画などについても言及されるものだと存じますし、

より具体的な治水対策、あるいは治水計画が示されるものだと期待をしているところでござ

います。今後も引き続き、流域治水の安全のために、地域防災力を高める対策などについて

求めていかなければならないと存じます。 

昨年実施いたしました日野熊蔵初飛行100周年記念事業でございますが、実行委員会を組

織いたしまして、テレビ熊本制作による郷土の偉人シリーズのテレビドラマ「空の開拓者    

日野熊蔵伝」をメーン事業に置き、約半年にわたって様々な関連事業を実施いたしました。

テレビドラマについては、全国ネットであるＢＳフジで放映し、日野熊蔵という存在、人物

像、功績を全国へ広め伝えるとともに、放映に合わせて本市のＰＲを行いました。 

また、年末の12月14日、本市寺町の生誕の地において記念式典を開催したほか、日本初飛

行と記録されている12月19日の東京都渋谷区代々木公園内の航空発始之地においての式典で

は、日野・徳川両家はもとより多くの関係者に御臨席を賜り、ささやかではございますが、

尊敬と善意の心に満ちた温かい記念式典を挙行することができました。これらの事業に関し

ましては、有形無形の華を添えていただきましたすべての皆様に、この場を借りて改めてお

礼を申し上げます。 

このような、市を挙げて、諸縁をたぐり寄せての取り組みが、年末の熊本日日新聞の社説

で取り上げられ、先人に学ぶ形での地域づくりとして評価していただき、まことに光栄に存

じます。今回の顕彰事業を通しまして、郷土の誇り日野熊蔵翁がその功績だけで評価される

のではなく、みずからの志に向かって勇気と使命感、そして誠実さをもって生きた人生その

ものが、我々に感動と感銘を与えるということが再認識できましたので、今後もこの事業の

第一の目的である子供たちに、さらに伝えてまいらなければならないと意を強くしたところ

でございます。 

姉妹都市関係でございますが、国内における交流につきましては、私の任期中に鹿児島県

指宿市とは30周年、静岡県牧之原市とは旧相良町の時代からいたしますと50周年という節目

の年を迎えることができました。 

さらに私は任期中に、交流を通して“ひとづくり”にも取り組んでまいりました。それは、

次世代を担う子どもたちに、世界における文化、歴史、考え方の違いを肌で感じてもらい、

また違いを受け入れ、認め合う、いわば寛容の精神を養い、世界からこのふるさと“ひとよ

し”のよさを再認識することで、郷土愛をはぐくむといったことでございます。心の中の地

平線・水平線を広げ、世界にはばたく進取の精神を身につけるという目的のもと、外国との

交流先の検討から始まり、現地訪問調査、ポルトガル共和国アブランテシュ市との姉妹都市

締結、さらには第１回の青少年交流派遣まで取り組めたことは、一つの成果としてとらえて
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いるところでございます。 

交通政策関係でございますが、平成23年３月12日の九州新幹線全線開業に合わせ、熊本－

人吉間に「ＳＬ人吉」の運行も再開される計画となっております。これまで、ＳＬの運行に

伴い、観光客の回遊性を高めるために「じゅぐりっと号」の運行、さらには市民の方々の生

活路線としての利便性を高めるため、循環型バス「さるく人吉」の運行に取り組むなど、観

光客を初め、地域内外の方々の交通手段の確保に努めてまいったところでございます。さら

には、昨年10月からこれまでバスが走っていなかった山間部を中心に、小型のバス、通称

“豆バス”が運行を開始し、交通空白地帯もかなり解消されてきたところではありますが、

バス路線に対する運行費補助の増加を初め、それぞれの地域で異なった課題も残されており、

現在運行しているバス利用の状況なども踏まえながら、地域の実情に合った公共交通手段の

確保が必要であると存じます。 

また、もう一つの公共交通であるくま川鉄道におきましては、少子化による通学利用者の

減や自家用車の普及により、鉄道利用者は年々減少をしており、開業当初からしますと利用

者が約６割にまで落ち込み、さらにはくま川鉄道を地域で支えるために設置いたしました人

吉球磨地域交通体系整備基金もここ数年で枯渇をするという状況を迎えておりました。就任

当初から、存続のためには経営の安定化を図るための新たな仕組みづくりや将来を見据えた

中・長期の運営計画が必要と存じ、これまで協議を重ね、ようやく人吉球磨地域全体での公

的負担による支援などを決定したところでございます。しかしながら、地域の負担だけに頼

ることなく、厳しい経営状況を打開するための鉄道利用増となる策を展開していかなければ

ならないものと存じ、地域とさらなる連携を図りながら、地域の宝であるくま川鉄道の利用

促進に努めてまいらなければならないと存じます。 

財政改革でございますが、市長給与20％削減につきましては、当選直後の平成19年６月議

会に御提案させていただき、同年７月から速やかに実施するとともに、新規採用者の抑制な

どマニフェスト及び定員適正化計画を着実に実行し、計画的に人件費の削減を図ってまいっ

たところでございます。その結果、職員給与費につきましては、平成19年度と平成21年度決

算額の比較において、１億9,200万円余りの削減効果があり、マニフェストの削減目標を大

きく上回る成果を達成できたところでございます。 

行政改革関係でございますが、平成20年度に第４次となる行政改革大綱「人吉市行政経営

戦術計画書」を策定いたしました。今回は、マニフェストや総合計画が目指すビジョン・目

標に向けて、これまで以上にスピードと柔軟性を持って、社会情勢の変化に対応できる行財

政システムの構築を図り、具体的な改革の道筋を示すことを目的としております。国におけ

る地域主権改革が推し進められる中で、本市におきましても市民ニーズの多様化に迅速かつ

的確に対応するため、本市の実態に即した80項目からなる実施計画のもと、事務事業に取り

組み、平成23年度まで計画的に推進していかなければならないと存じます。 
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入札制度改革では、入札及び契約事務の透明性・公平性を高めるために、平成19年７月か

ら予定価格の事後公表を行い、また、同年12月には、入札監視委員会を設置いたしました。

これらは、これまで公表していなかった事項についても公表し、また、職員以外の方に指名

の理由及び経費などを明らかにすることで、透明性を高め、職員が法令規則などを遵守する

ことに寄与しているものと存じます。 

また、一般競争入札の導入につきましては、平成21年10月に、地元業者育成の機会をでき

るだけ確保することも十分考慮しながら、条件付一般競争入札を試行いたしましたが、現在

の厳しい経済状況では、その本格導入につきましては、慎重に対処されなければならないと

判断しているところでございます。 

補助金の見直しでございますが、平成21年３月に人吉市補助金検討委員会から、本市の補

助金のあり方についての提言をいただき、それに基づき平成21年６月に人吉市補助金基本条

例の制定をいたしたところでございます。この条例に基づき、人吉市補助金審査委員会を設

置し、平成21年から平成22年にかけて、本市が平成20年度に交付したすべての任意補助金の

審査をしていただき、本市の補助金の交付が適切か否かにつきまして提言をいただいたとこ

ろでございます。今後はいただいた提言に基づき、補助金の見直しを検討していかなければ

ならないと存じます。 

第三セクターの経営健全化でございますが、平成21年度において、市が資本金、基本金そ

のほかこれらに準ずるものを出資している法人の将来にわたる経営の健全化に関し必要な検

討を行うため、人吉市行財政経営検討委員会を設置いたしました。平成22年３月30日にこの

委員会から「第三セクター３法人の経営健全化に関する提言」をいただき、くま川下り株式

会社、くま川鉄道株式会社、くま焼酎リサイクリーン株式会社の３社と本市との協働により

まして、提言内容に沿った経営改善計画の策定及び経営評価表の作成を行い、引き続きこの

委員会において、その内容の検討、評価をいただき、その結果につきまして公表を行ったと

ころでございます。今後も、第三セクターの経営健全化に向けて、官民一体となって努力し

ていかなければならないと存じます。 

防災関係でございますが、ダム建設の白紙撤回の表明をしましたとき、私は防災そして減

災を念頭においてまいりましたが、その一環といたしまして、平成20年度から毎年、継続し

て防災実働訓練を実施しております。本市と市民、防災関係機関が連携し、水害から市民の

生命を守り、かつ被害の軽減を図るために、避難訓練や水防対応訓練などを行っているとこ

ろでございます。 

また、平成22年６月には、新ハザードマップ（災害避難地図）を作成し、各家庭に配布い

たしました。球磨川水系一級河川の浸水想定区域や土砂災害警戒区域などを追加しておりま

して、市民の皆様に危険箇所を周知することが目的でございますので、ぜひ日ごろから確認

をされ緊急の避難時に役立てていただきたいと存じます。今後も災害から市民の生命、身体、
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財産を守るため、行政と市民の皆様が一体となった防災対策の推進を図り、安全・安心なま

ちづくりに取り組んでいかなければならないと存じます。 

まちづくり関係といたしましては、平成19年度から本市の地域情報を内外に発信し、地域

の活性化及び質の向上を図るため、まちづくり親善大使を任命してまいりました。これまで、

あらゆる分野で御活躍されている15人を任命し、本市の対外的な宣伝活動を初め有意義な情

報提供や、まちづくりについての御提言をいただいております。 

市民相談関係でございますが、市民の皆様に相談の窓口をわかりやすくするために、地域

生活課にありました市民相談窓口と、商工振興課にありました消費生活相談窓口を一本化し、

平成21年４月、市民課にくらし安心相談係を設置いたしました。さらに、多重債務などでお

悩みの方にもきめ細かな相談対応ができるよう、平成21年８月に県内市町村では熊本市、八

代市に次いで３カ所目となります消費生活センターを同係内に開設いたしました。長引く不

況の影響もあり、本年１月末までの相談件数は798件と昨年同時期に比べ10パーセント近く

増加しております。そのような中、問題が解決した市民の方々からは、お礼の言葉や手紙を

いただき、相談業務の必要性を改めて感じているところでございます。 

地域福祉関係でございますが、全ての人が住みなれた町で、いつまでも心豊かに暮らすた

めに、地域における要援護者（高齢者、障がいのある人、子育て家庭などを初めとする、日

常生活に何らかの援護を必要とする人）の生活課題の解決のための方策について定める人吉

市地域福祉計画を策定いたしました。この計画が目指す姿は、「すべての人が生きがいをも

って、互いに力を出し合い、安心して豊かに暮らせる幸せいっぱいのまちづくり」でござい

まして、「住民の力を最大限発揮できる体制づくり」、「すべての分野・すべての人が地域

福祉対象」などの七つの基本的な考え方と「『ご近所』基本のまちづくり～向こう三軒両隣

の復興～」という基本的な方向のもと、自助、共助、公助それぞれの取り組みを定めており

ます。 

あわせまして、平成21年度からは、厚生労働省の補助事業である安心生活創造事業を活用

し、地域において援護の必要な人を漏れなく把握し、そのニーズにこたえる体制づくりを行

っております。この事業は、平成23年度までの３カ年の予定で、全国で58の市町村が取り組

んでいるところでございまして、本市におきましてはこれまでに、市社会福祉協議会へ委託

して65歳以上のひとり暮らしの方に聞き取り調査を行い、小地域ネットワーク活動との連携

を図ってまいりました。さらには、事業者による安心生活応援団活動を立ち上げ、二重三重

の見守り体制、支援体制づくりを進めているところでございます。今後は、それらの活動を

維持していくための仕組みづくりなどにも取り組んでいかなければならないと存じます。 

次に、平成21年度から平成22年度の２カ年にかけて、「戦争体験と平和への想い緊急調査

事業」を実施いたしました。これは、戦後60年を超える長い歳月が経過し、戦争体験の風化

が危惧されている中で、戦争の悲惨さや平和の尊さを次の世代に継承していくための取り組
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みでございます。具体的な内容といたしまして、戦争を実体験された50人を超える市民の

方々の体験談集の作成や太平洋戦争時における当時の本市のマップの作成を行いました。今

後は教育の場においてもこの体験談集を活用していただき、戦争を知らない子供たちが、戦

争の悲惨さを知り、平和の尊さについて考え、さらに次の世代へ、未来へと大切に語り継い

でくれることを期待する所存でございます。 

障害者福祉関係でございますが、知的障害者授産施設希望ヶ丘学園、知的障害者授産施設

うぐいす荘及び養護老人ホーム延寿荘などの福祉施設については、社会情勢などの変化に迅

速に対応し、利用者本位のサービスを提供するとともに、安定的な経営基盤を確立するため

には、民営化が最適であるという結論に達し、平成22年４月から社会福祉法人の人吉市社会

福祉事業団へ民間委託をいたしました。このことにより、人吉市社会福祉事業団が、本市福

祉行政の充実と推進にさらに努められ、ほかの社会福祉法人のモデルとなる運営を行ってい

ただけるものと期待しているところでございます。 

児童福祉関係でございますが、就学前医療費無料化につきましては、私のマニフェストに

基づき、乳幼児医療費助成事業の完全無料化を、平成20年７月から５歳未満まで、平成21年

４月から就学前までに引き上げ、保護者の方の経済的負担の軽減を進めてまいりました。ま

た、申請手続きにつきましても簡素化を行い、市内医療機関につきましては、保護者の申請

手続きなしで助成ができるようにいたしており、保護者におかれましては利便性が向上した

ものと存じます。 

子育て支援対策でございますが、平成21年度に策定いたしました人吉市次世代育成支援行

動計画（後期計画）におきまして、本市の総合的な子育て支援施策を整理し、計画的な整備

を進めております。平成22年度におきましては、地域で登録会員同士が子供を一時的に預か

り、また保育所・幼稚園への送り迎えを行うファミリーサポートセンターの設置、イスミ本

店３階にあった九ちゃんクラブを１階空き店舗に移し、ミニ図書館やカフェコーナーを併設

した『ほっとステーション九ちゃんクラブ』の開設、子育て情報を一冊にまとめた人吉市子

育てガイドブックの発行、子育て応援担い手育成事業による保育サポーターや子育てボラン

ティアの育成など、子育てを重層的に支援する体制づくりを進めてまいりました。また、平

成19年12月に人吉市要保護児童対策及びＤＶ対策協議会を設置いたしまして、児童虐待やＤ

Ｖによる被害者に対し、市の関係各機関が連携して、被害者の保護と予防を行う体制を整備

いたしております。 

高齢者福祉関係でございますが、本市の高齢化率は急速に高まっており、30パーセントに

迫ろうとしております。とりわけ、75歳以上のいわゆる後期高齢者の増加が顕著でございま

して、迫りくる超高齢化社会を見据え、本市では、ハード、ソフト両面におきまして、きめ

細やかな高齢者福祉施策に取り組んでまいりました。 

まず、高齢者世帯の安全対策に関するマニフェストの実現についてでございますが、緊急
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通報機器の無料設置につきましては、これまで２回の要項改正を行いまして、対象者の拡大、

費用負担基準の緩和、手続きの簡素化などにより事業の拡充を図るとともに、市民の皆様や

関係者への説明会及び広報などを通じまして、その周知徹底に努めてまいりました。また、

火災警報器の無料設置につきましては、国の緊急経済対策を受け、75歳以上の高齢者世帯に

1,180世帯、延べ1,409個を設置いたしております。 

これらのマニフェストの事項に加え、新たな安全対策といたしまして、平成22年度から、

徘徊の心配のある方にＧＰＳ移動端末器を携帯していただくことにより、現在位置が確認で

きる認知症徘徊高齢者検索システム事業の運用を開始いたしております。また、対象者の詳

細情報を冷蔵庫の中に入れておき、救急活動に役立てていただくことを目的に、『命のバト

ン』を1,420世帯に配布いたしました。 

一方、ソフト対策としましては、平成18年に設置されました人吉市地域包括支援センター

に高齢者総合相談窓口を設置し、御本人や御家族を初め民生委員、町内嘱託員の皆様などか

らの御相談を受けております。実績といたしましては、平成19年度4,368件、平成21年度は

１万758件、さらに平成22年度は前年度を上回る相談件数が寄せられております。また、地

域の皆様と高齢者のあらゆる問題の解決へ向けて、「人吉市高齢者地域包括支援ネットワー

ク」を組織し、虐待・認知症高齢者の徘徊問題など地域ぐるみの見守りの充実を図っており

ます。これらの総合的な施策により、今後も、高齢者の方々が安全で安心して暮らせるまち

づくりに努めていかなければならないと存じます。 

高齢者の生きがい・元気づくりにおきましては、人吉市老人クラブ連合会の皆様が高齢者

福祉の最大の牽引車であることは自他ともに認めるところでございます。「健康、友愛、奉

仕」をスローガンに、これまでの活動に加え、シルバーヘルパー活動、子ども王国保安官活

動などの拡充を通じまして、高齢者の生きがい・元気づくりを推進されていることはもとよ

り、社会的貢献をいただいておりますことに深甚なる敬意を表する次第でございます。 

一方、介護予防事業といたしましては、できるだけ介護認定を受けることなく、元気に地

域で過ごしていただくために、デイサービスやデイサロン事業を積極的に展開してまいりま

した。デイサービスでは、介護サービス事業所３カ所と、温泉施設など３カ所を会場に、運

動機能向上、口腔機能向上、認知症予防などを目的に取り組みました。結果、維持・改善率

は84％にも及び、中にはボランティアとして、デイサービスをサポートする側に移行された

方もおられ、効果が上がっているところでございます。 

介護保険関係でございますが、高齢者人口及び後期高齢者の増加に伴い介護認定率も伸び

てきております。このことからサービスの充実を念頭に平成19年度から平成22年度までにお

きまして、高齢者が中・重度の要介護状態になっても、できる限り住みなれた自宅または地

域で生活を継続できるように、地域密着型サービス事業の基盤整備に力を入れてきたところ

でございます。小規模多機能事業所、認知症デイサービス、グループホーム、小規模特別養
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護老人ホームの設置は、平成22年度整備中を含め15カ所となりまして、介護保険事業におけ

る各生活圏域ともに充足できたものと存じます。 

今後、団塊の世代が高齢期に達し、介護サービスの需要も急激に伸びていく見込みである

ことなどから、在宅サービスや介護予防を重視した施策の推進に努め、これまで取り組んで

まいりました施策のさらなる強化・充実を図るとともに、新規プログラムの企画・立案、実

践を視野に入れながら、新たな高齢者福祉の展開を図っていかなければならないと存じます。 

健康づくり推進についてでございますが、本市では、平成12年に『ひとよしヘルスプラン

21』を策定し、市民との協働により健康づくり事業を展開していまいりましたが、急速な高

齢化や食生活を初めとする生活習慣の変化により、生活習慣病の増加を招き、医療費を圧迫

する状況となっております。これを受け、平成22年度におきまして、健康、教育、農業など

のさまざまな関係団体や、市民団体とのパートナーシップのもと、生活習慣病対策に重点を

おいた「健康増進計画・食育推進計画」を平成23年度から25年度までの３カ年計画とし、策

定したところでございます。 

すこやかな子育てを推進するための取り組みについてでございますが、情報が豊富にある

現代においても、子供への接し方や遊び方など、子育てに悩む両親がふえております。また、

一方では落ち着かない子供や、集中が続かない子供、うまくコミュニケーションをとること

ができない子供など、生活に困り感のある子供がふえているのが現状でございます。このよ

うなことから、少しでも子育ての悩みや困り感を解消し、安心して楽しい子育てが実現でき

るよう、出生後の早い時期に両親とかかわり、より具体的で丁寧に育児の方法を提供するこ

とが重要であるため、平成21年度から取り組んでいる乳幼児家庭全戸訪問事業、親子ふれあ

い教室や５歳児健康相談をさらに充実させ、子供の健やかな成長発達へつながるよう努めて

いかなければならないと存じます。 

農業振興関係でございますが、平成22年４月に宮崎県で発生しました口蹄疫では、本市も

家畜の移動制限の規制に入り、大きな影響を受けましたが、関係者の皆様の御協力により、

幸いにも本市での発生を阻止することができましたことに、心から感謝申し上げる次第でご

ざいます。しかしながら、韓国では口蹄疫被害が発生し、宮崎県など隣県においては鳥イン

フルエンザの被害も拡大しており、予断を許さない状況が続いていることから、今後も畜産

農家への啓発と畜舎消毒などの徹底した防疫対策をお願いしてまいりたいと存じます。 

私のマニフェストの一つとして掲げております「農業で食べられるまち」を実現するため、

これまで鋭意努力をしてまいりました。農産物ブランド化につきましては、平成20年３月に

策定いたしました人吉市農産物ブランド化基本構想に基づき、これまで健康を機軸とした農

産物の生産振興、販売促進への取り組みを行ってきたところでございます。具体的には、平

成20年の秋から販売を開始しました「医食同源ひとよし米」は、土づくりを基本とした生産

部会員の有機栽培の技術向上により、安全・安心はもとより食味のよいブランド米として定
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着してきているところでございます。 

また、徳島県上勝町の「葉っぱビジネス」をお手本とした比較的軽作業で生産できる農産

物でございますが、平成21年に開始した農商工連携によるトウガラシの契約栽培は、軽量野

菜で高齢農家に取り組みやすく、有害鳥獣の被害も少ない有望作物であり、今後も引き続き

人吉トウガラシ生産部会を中心とした人吉球磨地域での生産振興を図っていかなければなら

ないと存じます。 

さらに、キクラゲにつきましては、平成22年８月末に28戸の農林家などで、農事組合法人

「人吉きのこ生産組合」の設立をしたところでございます。平成23年度から本組合を中心と

して国産キクラゲの組織的生産、販売が行われますので、本市といたしましては、国内でも

有数の生産地となりますとともに、農産物生産者の所得向上につながっていくものと期待し

ているところでございます。 

また、農産物生産者の所得向上には、安定した販路の確保が最も重要であるとの認識から、

地産他商推進室を新設し、あらゆる機会をとらえて、大都市圏での本市農産物のＰＲはもと

より、出口である販路の確保に努めてまいりました。その結果、人吉産キクラゲや医食同源

ひとよし米を初めとする人吉産野菜の販路や企業とのタイアップによる販路を確保いたして

おります。今後は、ＪＡなどの協力も得ながら、さらなる販路拡大のため、農産物などの商

品企画開発、新興作物の産地形成などに、より一層力を入れ、地産他商の充実を図っていか

なければならないと存じます。 

米の生産調整関係でございますが、転作が始まって以来続けられてきました転作面積配分

が、平成16年度から米の生産目標数量の配分へと改正され、平成21年度まで５年間継続して

まいりましたが、平成22年度におきましては、農政の大転換の一歩となる戸別所得補償モデ

ル対策として、水田利活用自給力向上事業と米戸別所得補償モデル事業が実施をされたとこ

ろでございます。本対策は、平成23年度から農業者戸別所得補償制度として本格実施をされ

るわけでございますが、これまでの水田を対象としたモデル対策から、麦・大豆・そば・菜

種といった畑作物にも対象が拡充をされ、加算措置なども整備されるようでございます。ま

た、平成20年度から生産調整対象作物として取り組んでおります焼酎原料用加工米につきま

しても、これまでの３カ年の実績を踏まえ、本年度からは品種をミズホチカラに統一しまし

て振興を図っていかなければならないと存じます。 

農林整備関係でございますが、農業用施設につきましては、人吉市上田代町の県道大畑西

線から錦町横山の県道錦湯前線をつなぐ県営錦南部農道整備において計画延長9,000メート

ルのうち、平成20年１月末には人吉区間を含む4,550メートルが供用開始となっております。

残りの区間につきましても平成29年度完成を目指し整備をしていただいているところでござ

いまして、本市と上球磨地域を結ぶ利便性の高い農道として利用されるものと存じます。そ

のほか温泉町の湯本１号線や鹿目地区の野口２号線は、市の単独事業として、平成23年度中
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の完了を目指し継続して農道改良を進めております。 

また、かんがい施設につきましては、市が事業主体となります団体営事業としまして、大

野地区の農業用パイプラインが老朽化しておりましたので、取りかえ工事に着工し、平成20

年に完成いたしました。現在は、安定した農業用水の供給が可能となり、農業生産の維持向

上につながっているところでございます。また、田代溝は段塔町にあります取り入れ堰や、

導水路である山間部の開水路部分が老朽化し、用水不足を来しておりましたので、平成17年

度から改修に着工し、平成21年に完成いたしました。その結果、用水不足などが解消され、

年間を通して安定的な水の供給が可能となり、飼料作物などの転作作物の収穫が増加するな

ど、地域活力が向上したところでございます。 

次に、川辺川総合土地改良事業でございますが、相良村議会が、条件つきながら農水省新

案である既設導水路案で事業推進に方向転換したことを受け、利水関係６市町村が農林水産

省に出向き、本事業の推進要望を行ったところでございます。事業を進めていく上での条件

整備として、下流域で農業用水を取水している水利権者団体の同意が必要になりますが、ひ

とよし土地改良区については既に同意をいただいております。 

一方、相良村土地改良区では、事業からの除外表明者が多い二つの用水路掛を事業から除

外する方針が固められ、利水事業関係６市町村長会議にその報告をされたところでございま

す。平成22年10月には相良村土地改良区の新理事長が就任されたことを受け、川辺川総合土

地改良事業組合と同改良区との意見交換会を、同意が必要な相良村土地改良区の全組合員を

対象に、本年１月21日に相良村で、全首長参加のもと開催されました。会議の開催趣旨は、

農家の理解を求めるために事業内容の説明を行い、組合員の声を直接聞いて事業の方向性を

見出そうとするものでございまして、この結果を踏まえ、今後の対応につきましては、関係

市町村長と協議の上、本年度内に合意点を見出し一定の方向性を示されるものと存じます。

本事業は、球磨郡市北部台地の農業の発展のために計画されており、水を待ち望む農家のた

めにぜひとも手当てをしなければならない事業でございますので、そのために、関係６市町

村一体となって事業を推進していかなければならないと存じます。 

林業関係でございますが、本年は国連において定められた国際森林年でございます。森林

の多面的機能の重要性を再認識するとともに、森林・林業・木材産業の再生・発展に向けた

取り組みを一層進めるまたとない機会でございます。この記念すべき年に当たりまして、国

においては「森林・林業再生プラン」元年として木材自給率向上に向けたさまざまな施策が

計画されており、外国産材の影響や住宅着工数の減少などによる木材価格の低迷、それによ

る森林の荒廃が懸念されている林業業界に対し、今後抜本的な対策が講じられるものと存じ

ます。 

このような状況の中、本市におきましても、地球温暖化防止機能や保水機能を初めとする

森林の有する多面的な機能の重要性を再認識し、その機能を最大限に発揮させることを念頭
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に置きながら、これまで造林補助事業を活用した下刈り、間伐、作業道の開設及び整備など

を積極的に実施してまいりました。また、森林整備や木材利用を効率的に実施するため、緊

急経済対策の基金関係補助事業を活用して高性能林業機械の導入に取り組んできたところで

ございます。今後とも、国・県の補助事業を最大限に活用しながら林業の活性化並びに林業

従事者の雇用の安定を図っていかなければならないと存じます。 

有害鳥獣関係でございますが、市では昨年３月に人吉市有害鳥獣被害対策協議会を設立い

たしまして、平成22年度に国の補助事業を活用し、有害鳥獣捕獲用の各種機材の貸し出しや

モデル実証園の整備など、これまでさまざまな取り組みを行ってきたところでございます。

今後とも、市民の生活に甚大な影響を与えている被害に対し、補助事業を活用し、防除ネッ

トの整備など特にハード面の整備を積極的に行い、被害の発生予防と軽減に取り組んでいか

なければならないと存じます。 

中心市街地活性化関係でございますが、中心市街地活性化法に基づく基本計画の認定に向

け、民間と行政それぞれの立場で検討を重ねてまいりましたが、市民の皆様方と意見交換を

重ねる中、マニフェストの「アミューズメントタワー構想」を白紙とさせていただき、現在

は中心市街地の基本コンセプトを「城下町の風情」とし、にぎわい創出に向けたまちづくり

を進めているところでございます。そういった中、平成21年にはきじ馬スタンプ会と東・西

九日町商店街振興組合が地域商店街活性化法に基づく事業計画の第１号認定を受け、現在も

「球磨川軽トラックさんぽ市」などの各種事業を展開していただいております。また、商店

街におかれましては、国の補助事業を活用して西九日町商店街のアーケード撤去や、きじ馬

スタンプのカード化事業を推進されるなど、商店街活性化に向け活発に活動されております。 

球磨焼酎関係でございますが、球磨焼酎酒造組合を中心とした「ジャパンブランド育成支

援事業」に関しましては、平成20年度からの３カ年事業により、海外への販路拡大事業や国

内の首都圏を中心に試飲会などを実施し、一般消費者を初め流通業界、報道関係者など多く

の皆様に御来場いただきました。今後も、国内での球磨焼酎の知名度充実とブランド化及び

海外への販路拡大など、関係機関と連携しながら取り組んでいかなければならないと存じま

す。 

労働雇用関係でございますが、サブプライムローン問題に端を発し、世界規模に波及した

金融経済危機は、国内においても経済のみならず雇用問題にも深刻な影響を及ぼしました。

地方におきましても例外ではなく、本市の対策として、熊本県のふるさと雇用再生特別基金

事業及び緊急雇用創出基金事業に加えて市単独予算を投入し、雇用の創出に努めてまいりま

した。平成21年からの２カ年の総事業費が約２億9,200万円となる見込みでございまして、

雇用創出だけでなく地域における大きな経済効果があったものと存じます。しかしながら、

労働雇用情勢は相変わらず厳しい状況にあることは変わりなく、今後も関係機関と連携しな

がら引き続き雇用の創出に努めていかなければならないと存じます。 
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地域情報通信基盤整備推進事業でございますが、これまで高速インターネットのサービス

が提供されておりませんでした大畑・矢岳地区、大塚・田野地区において、本年４月から光

ファイバーによるサービスが受けられることになります。また、この地区における地デジ放

送の難視世帯には、同時に地デジ放送の再送信サービスを実施しまして視聴が可能となりま

す。あわせて、東大塚町桑木津留地区の携帯電話不感エリア整備事業につきましては、光フ

ァイバーとの接続を行い、３月からサービスを開始することといたしております。 

本年７月に完全移行となります地デジ放送に関しましては、これまで新たな共聴施設や高

性能アンテナ設置などによる支援を行ってまいりましたが、引き続き周知・徹底を図るとと

もに、国や放送事業者と連携しながら支援を行っていかなければならないと存じます。 

企業誘致関係でございますが、「人吉中核工業用地」につきましては、平成20年10月の市

議会臨時会におきまして、上漆田町にあります約10.8ヘクタールの用地を多目的運動広場用

地から目的変更の承認をいただき、具体的な企業立地に向けた整備事業を推進してまいりま

した。平成21年度には基本計画を策定、翌22年度に基本設計業務委託を実施いたしまして、

整備計画に必要な測量業務を行い、土地利用計画、利便性、施工性、造成費などを考慮した

整備計画区域の選定をいたしております。 

また、平成21年度からは、国土交通省による南九州西回り自動車道工事に伴い、約30万立

方メートルの建設発生土を搬入し、地域住民の御理解、御協力のもと整備事業に有効活用い

たしております。熊本県では、工業用地の地下水取水調査や地質調査を実施支援していただ

くとともに、企業情報の共有と連携を図りながら、雇用創出を図る誘致活動を積極的に展開

しているところでございます。 

梢山工業団地につきましては、平成８年から工業団地への立地が進まず、厳しい状況が続

いておりましたが、平成22年４月に南九州コカ・コーラボトリング株式会社人吉営業所が立

地して営業を開始、同年８月には誘致企業であります共栄精密熊本株式会社がキクラゲなど

の菌床製造・栽培に取り組むため、立地増設いたしております。菌床製造などによる農商工

連携につきましては、県内でも企業の異業種参入の先駆的な事業として、新たな雇用につな

がる農産物ブランド化事業を推進していかなければならないと存じます。 

観光振興関係でございますが、平成20年６月に青井阿蘇神社の国宝指定、翌平成21年４月

にはＳＬ人吉が復活運行し、11月には肥薩線全線開通100周年を迎えるなど、人吉球磨にと

りましては、まさに天の恵みをもたらした記念すべき年でございました。 

私は、就任当初から「観光で食べられるまち」を目指し、観光に重点をおいた施策を展開

してまいりました。肥薩線100周年事業を手始めに、ＪＲ人吉駅での記念イベントのほか、

人吉球磨の物産展を開催することで観光客を迎えるなどのソフト事業を実施するとともに、

人吉の玄関口であるＪＲ人吉駅の改修に合わせて観光案内所を再整備してまいりました。 

ＳＬ人吉は、平成21年４月に運行開始され、ことしも九州新幹線全線開業の日と同じ、



- 49 -  

３月12日から運行が再開されます。今後もＪＲ九州様を初め、関係団体の皆様方と連携を深

めながら、おもてなしの心や各種事業などを通して、観光地としての受け入れ態勢のさらな

る充実を図るとともに、九州新幹線全線開業の効果を最大限に活用できるよう努めていかな

ければならないと存じます。具体的には、ことしの10月から始まりますＪＲグループ旅客

６社と自治体などが協働で実施するデスティネーションキャンペーンにより、熊本、鹿児島、

宮崎の南九州３県の御協力のもと「はやとの風」、「いさぶろう・しんぺい号」、「ＳＬ人

吉」とを結ぶ観光ルートを積極的にＰＲし、本市への観光客の大いなる誘客を目指してまい

りたいと存じます。 

観光客を呼び込む本市最大の祭りとして開催いたしております、日本100名城人吉お城ま

つりでございますが、「いで湯と球磨焼酎・笑顔の里」のキャッチフレーズのもと、本年で

４回目を迎え、回を重ねるたびに実行委員会と市民が一体となっておりまして、相良700年

の歴史にはぐくまれた人吉城と城下町を核とした歴史や文化に基づいた祭りに生まれ変わり

ましたことに対し、心から感謝申し上げます。この祭りには、武者行列や鉦たたき少年隊が

新たに組織されるなど子供から大人まで参加していただき、さらには、地域の融和を図る事

業といたしまして、校区対抗の六調子大会を開催するなど、多くの市民の皆様に御協力をい

ただいており、祭りの来場者も年々増加しております。今後、県内はもとより九州有数の祭

りへと発展させ、全国からの観光客誘致をもって観光産業の浮揚を図っていかなければなら

ないと存じます。 

平成21年４月から開催いたしております「人吉じゅぐりっと博覧会」でございますが、本

市へお越しいただきますお客様へのおもてなしの心をさらに高め、その充実を図ることを目

的としまして、市民と行政が一体となって街中イベントを初め、音楽歌謡イベント、歴史文

化イベントなど様々な催しを積極的に開催してまいりました。ことしの春のじゅぐりっと博

覧会でございますが、３月12日に予定されています「九州新幹線鹿児島ルート全線開業」及

び「ＳＬ人吉運行開始」に伴うお迎えイベントをスタートとして、今回も市民の皆様と一体

となって実施してまいります。実施期間は、３月12日から５月末日まででございまして、こ

の間に、鍛冶屋町通りや九日町・新町での各種街中イベントや、灯りのイベントと組み合わ

せた野外コンサート並びに歌謡祭のほか、街かど資料館を初めとした歴史文化イベントなど、

多くの方々にお楽しみいただける催しを実施してまいります。 

また、本市観光の体制も大きな転換期を迎え、これまで任意団体であった人吉温泉観光協

会は、平成22年７月に一般社団法人人吉温泉観光協会として、法人格を持つ団体に組織を一

新しております。組織の法人化により、活動責任の明確化がなされ、社会的信頼度が高まっ

ているところでございます。会計管理の透明化など健全な運営が確保されることで、今後は、

協会独自の事業の展開、新規会員の拡大を図りながら、あわせて組織の基盤強化を行うこと

により、本市観光推進の牽引車として積極的に活動していただけるものと期待しているとこ
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ろでございます。 

土木関係でございますが、人吉橋梁補強・補修工事は、平成21年度から着手して、平成22

年８月に竣工することができました。また、本市が管理しております橋長２メートル以上の

橋梁288カ所につきましては、長寿命化修繕計画策定に向けた点検業務を平成21年度に行い、

従来の事後的な修繕及び架けかえから、予防的な修繕及び計画的な架けかえへと転換するこ

とで、費用の縮減と平準化を図ることを目的とした橋梁長寿命化修繕計画を作成していると

ころでございます。今後、修繕が必要な橋梁につきましては、計画的に修繕工事を実施して

いかなければならないと存じます。 

通学路として利用が多い岩本中神線の改良工事につきましては、平成４年度に着手し長期

にわたって事業を進めてまいりましたが、残り100メートルにつきまして、平成23年度の完

了を目指しているところでございます。また、青井二日町線につきましては、道路の補修に

加え、景観に配慮したカラー舗装を行っておりまして、平成24年度の完了を目指していると

ころでございます。そのほか、西駅嵯峨里線・戸越草津線など、生活関連道路の整備につき

ましても、計画的に進めていかなければならないと存じます。 

市道の維持につきましては、毎年、市単独費で修繕工事を行っておりますが、平成22年度

からは、新たに創設された社会資本整備総合交付金も活用いたしまして、紺屋町東間線、戸

越鹿目線など路面の状態が悪い道路の舗装工事を実施いたしております。 

都市計画関係でございますが、街路事業といたしましては、市の中心部を南北につなぐ重

要な幹線道路である都市計画道路紺屋町南町線外１線の道路改築事業に、平成８年から15年

にわたって取り組んでまいりました。平成20年には大橋の架けかえ工事を終え、九日町・大

橋間を随時供用開始してまいりましたが、現在、新町地区で行っております道路改築工事の

本年３月の完成をもちまして、事業が完了する見込みとなっております。これも多くの地権

者の方々の御理解と市民の皆様の温かい御協力のたまものであると深く感謝申し上げる次第

でございます。 

人吉駅前広場整備事業につきましては、平成21年のＳＬ人吉の運行開始や平成23年３月の

九州新幹線鹿児島ルートの全線開業というまたとないチャンスを生かすため、人吉駅前を人

吉球磨の玄関口として、これまで以上に旅の風情を感じさせる魅力的で個性的な空間にする

ことを目的に整備を行い、平成22年７月に完成することができました。今回の整備により、

ＪＲ九州様において改修された駅舎と調和した、相良700年の歴史を誇る城下町人吉の玄関

口にふさわしい、和風で落ち着いた雰囲気の駅前広場ができたものと存じます。 

この駅前広場を観光客の皆様には観光の拠点として、市民の皆様には憩いの場としても御

利用いただきたいと存じます。 

中川原公園整備事業につきましては、市民の皆様で構成された中川原公園基本構想委員会

から御提言いただきました「人吉城跡や球磨川と一体となった季節感があり、誰でも憩える
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自然公園を目指す」という基本理念に基づき、平成21年度に整備工事に着手し、平成22年

４月に工事が完了いたしました。その後、芝生の養生のため一部使用を制限しておりました

が、同年６月に全域の開放をすることができました。夏場にはバーベキューやキャンプ、一

年を通してはウォーキングやグラウンドゴルフなど、多くの市民の皆様に御利用いただいて

いるところでございます。 

鍛冶屋町通り街なみ環境整備事業につきましては、平成16年度から事業に着手し、平成19

年度以降におきましても、地域住民の皆様の御理解と御協力をいただきまして、５件の民家

修景助成を初め、案内灯籠や通路などの景観整備を行うことができました。今後も引き続き、

職人町としての特有の歴史・文化をはぐくんでおりますこの通りの貴重な資源を生かし、地

域住民の皆様の御協力をいただきながら景観整備を行い、活気ある町並みづくりに取り組ん

でまいりたいと存じます。 

市営住宅関係でございますが、平成14年度に策定いたしました「公営住宅ストック総合活

用計画」に基づき建てかえを進めておりました東間団地は、平成20年２月に高齢者にやさし

いバリアフリー仕様の木造住宅、９棟24戸が完成いたしております。また、ほかの市営住宅

におきましても、快適で安全な居住環境の維持を図るため、外壁や給水設備の改修、階段へ

の手すり設置などを行っているところでございます。今後の計画といたしましては、住宅ス

トックの効率的かつ有効な更新とライフサイクルコストの縮減につなげていくために「公営

住宅長寿命化計画」を策定し、適切な維持管理を行ってまいる所存でございます。 

学校施設でございますが、平成19年度におきまして、耐震の二次診断を行い、診断の結果

が基準値を下回った建物に対し、年次計画を立て、安全・安心な学校づくり交付金などを活

用しまして、耐震補強工事を行ってまいったところでございます。平成22年度現在、市内10

校で耐震補強が必要な５校のうち２校が完了し、平成23年度に２校を実施し、平成24年度で

残り１校の耐震補強を実施してまいりたいと存じます。また、耐震補強工事に合わせまして、

廊下の床の張りかえやトイレの改修など、施設の大規模な改修も行い、安全・安心かつ快適

な学習環境の整備を進めているところでございます。さらに平成22年度には、国の地域活性

化・公共投資臨時交付金を活用したエコ改修事業としまして、市内小中学校各教室に冷暖房

設備を設置し、暑さ寒さが厳しかった教室を児童・生徒が勉学に打ち込める、より快適な学

習環境へと改善を図ったところでございます。この冷暖房設備の設置に合わせまして、節電

と売電、さらに低炭素・循環型社会の構築に寄与することを目的とし、平成22年度に、安

全・安心な学校づくり交付金事業で太陽光発電システムを市内すべての小中学校に設置した

ところでございます。 

ＩＣＴ教育の推進についてでございますが、平成21年度から文部科学省の学校ＩＣＴ環境

整備事業及び総務省のユビキタスタウン構想推進事業に、また平成22年度から総務省の絆プ

ロジェクトに取り組んでおります。その内容といたしましては、教職員１人１台の校務用パ
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ソコンや児童生徒用のタブレットパソコンのほか、電子黒板などのＩＣＴ機器の整備を行っ

ているところでございます。あわせて、わかりやすい授業の実現や児童生徒の情報機器活用

能力の向上、教職員の校務負担軽減を図るために、教職員におけるこれらのＩＣＴ機器活用

のスキルアップにも取り組んでいるところでございます。 

特別支援教育の充実についてでございますが、通常学級に在席し、発達障がいなどで特別

な支援が必要な児童生徒を支援するために、特別支援教育支援員を平成20年度には7人、21

年度には10人、22年度には15人を雇用いたしまして、必要とされる小中学校に配置しており

ます。児童・生徒一人一人のニーズや適正に応じた支援をすることができ、教職員や保護者

からも大変歓迎されておりまして、学級及び学校経営が安定してきたところでございます。 

不登校問題解消に向けての取り組みについてでございますが、児童・生徒を取り巻く社会

環境及び構造の変化などにより、全国の小中学校における子供たちの不登校は、大きな社会

問題となっております。本市におきましても、教職員の献身的な努力にも関わらず、増加の

傾向にあり、その解消に当たるために、平成22年度から人吉っ子アドバイザー１人を配置し

ておりましたが、現在では３人体制に増員したところでございます。また、人吉市勤労青少

年ホームに学校復帰へのステップとなるよう適応指導教室として「かがやき教室」を設けて

おります。人吉っ子アバイザーによるかがやき教室での指導や教育相談、さらに、学校と家

庭との連携を密に図るパイプ役的な働きにより、不登校問題解消の兆しが少しずつ見えてき

たところでございます。 

児童の基礎学力の定着・向上についてでございますが、小学校３年生から応用的思考が求

められるようになり、それまでに基礎学力が身についているか否かが重要なポイントとなっ

ております。そこで、地域人材や夏休みを活用し、平成20年度から市内全小学３年生の希望

者を対象として「夏休みリテラシー教室」を開催しております。退職教師らによる学習サ

ポーターの指導のもとに、読み・書き・計算の学習を通して、基礎学力の定着や向上に努め

るとともに学ぶ喜びを味わい、２学期以降の学習意欲や家庭学習の定着につながるなど成果

を上げているところでございます。 

学校給食関係でございますが、平成19年４月から民間委託しました学校給食調理業務は、

３月31日をもちまして、委託契約期間が満了となりますことから、プロポーザル方式により

まして公募を行いました。県内外から５社が応募され、人吉市学校給食調理業務委託業者選

定委員会で厳正な審査の結果、株式会社人吉学校フーズが引き続き平成23年度から平成26年

度までの学校給食調理業務を行うことになりました。選定作業に携わっていただきました委

員の皆様には、心から厚く感謝をいたしているところでございます。 

幸福をテーマに、本当の幸せとは、心の豊かさとは何かを考える機会を設け、笑顔あふれ

る地域社会の構築を目指し、平成20年度から「幸福追求人間学講座」を開催いたしておりま

す。これまで、エジプト考古学者の吉村作治氏を初め、京都市立伏見工業高等学校ラグビー
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部総監督山口良治氏など４人の著名人の方々に御講演をいただいておりまして、参加された

多くの市民の皆様には、楽しく聴講いただいたものと存じます。 

平成20年から文部科学省の委託事業として、地域全体で学校教育を支援していく「学校支

援地域本部事業」を第二中学校区の小中学校を指定して取り組んでおります。現在、事業の

かなめとなります学校支援ボランティアに200人余りの方々に登録いただき、さまざまな支

援活動を実施していただいているところでございます。今後はさらに、ほかの校区におきま

しても、学校と地域の連携体制の強化と地域教育力の活性化に向け、事業の拡充を検討して

いかなければならないと存じます。 

「ひとよし春風マラソン」は、平成20年の第５回大会から、全国から多くの方々に参加い

ただけるマラソン大会を目指して「いで湯と球磨焼酎・笑顔の里」をキャッチフレーズに加

えて名称を新たにするとともに、内容につきましても充実を図ってまいりました。結果とい

たしまして、年々参加者も増加し、去る２月20日の大会には、過去最高となる3,968人の

方々にエントリーをいただくまでになりました。そのうち、1,200人余りの方々が、県外か

らのランナーでございまして、今後も観光を初め、本市経済への波及効果に大いに期待して

いるところでございます。 

「人吉お城まつり」に合わせて、平成20年に剣豪・丸目蔵人佐を顕彰する「第１回おどん

な日本一全国少年剣道大会」を開催いたしました。その後、第２回大会からは「おどんな日

本一高校生弓道大会」また「おどんな日本一相撲大会」を加え、「おどんな日本一武道大

会」として開催をいたしておりまして、市内外から多くの選手の皆さんに御参加いただき、

祭りに花を添えていただいております。 

平成20年11月には「いきいきとしたコミュニティの創造と健康で笑顔あふれる街づくり」

を目指し、子供から高齢者まで、だれもがいつでも参加できる、総合型地域スポーツクラブ

「カルヴァーリョ・ラッソ人吉」を設立いたしました。現在、14のスポーツ及び文化教室に

235人が会員登録をされ、楽しく参加いただいております。今後さらに、市民の皆様の御理

解のもと、本市らしい特色あるクラブ活動を推進していかなければならないと存じます。 

史跡人吉城跡関係でございますが、昭和36年に国の指定を受けて以来、今日に至るまで、

さまざまな整備事業を計画的に展開してまいりました。平成14年度に着手いたしました史跡

等総合整備活用推進事業につきましては、平成19年度の堀合門の復元をもって完了となり、

これまでの整備事業をまとめた「史跡人吉城跡整備報告書」を刊行したところでございます。 

球磨川沿いの人吉城跡防護柵の整備は、私がマニフェストでお約束いたしましたお城名城

作戦の一つでございまして、観光客及び市民の方々が史跡を散策された折に、球磨川沿いの

石垣上から川に転落することがないよう、安全対策の目的で、平成20年度から21年度の２カ

年にわたりまして、防護柵を設置いたしました。防護柵の仕様につきましては、国・県と協

議を重ね、日本100名城にふさわしく、史跡の景観にも配慮した四つ目垣仕様としたところ
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でございます。 

「史跡人吉城跡保存管理計画書」関係でございますが、平成15年度に中世城郭部分が国指

定として追加されたことを受け、平成21年度から新たな「史跡人吉城跡保存管理計画書」の

策定に着手し、まもなく完了の予定でございます。また、人吉城跡景観整備事業につきまし

ては、人吉市のシンボルである人吉城跡の景観整備を図るため、城跡内の樹種転換を行って

まいったところでございます。今後も史跡人吉城跡保存管理計画書を指針としながら、中世

城郭を含めた史跡全体の保存と管理及び適切な整備と活用を目指して各種事業に取り組んで

いかなければならないと存じます。 

青井阿蘇神社関係でございますが、平成20年６月９日、官報告示により本殿・廊・幣殿・

拝殿・楼門の５棟が国宝に指定されました。熊本県内に現存する建造物としては初めての国

宝指定となり、神社の指定では全国で37件目、九州内では大分県の宇佐神宮に次いで２件目

という快挙でございました。平成22年度におきましては、国の補助を受け、「本殿・幣殿・

楼門の差し茅工事」に取り組んでおりまして、まもなく完了の予定でございます。 

また、岩屋熊野座神社につきましては、関係者の方々の努力が実を結び、国の補助として

採択されましたことを大変喜ばしく存じます。保存修理事業の主な成果として、平成21年度

に拝殿と覆屋の解体工事、平成22年度に拝殿と覆屋の保存修理・復原工事及び鳥居の修復工

事を手がけてまいりました。今後の工程につきましては、引き続き、復原工事を行い、さら

には文化財防災事業も計画しておりますので、国・県の指導を仰ぐとともに、関係者の方々

と協議を重ねながら支援してまいりたいと存じます。 

カルチャーパレスでございますが、平成22年度に人吉球磨広域行政組合理事会におきまし

て、施設の老朽化に伴う改修について協議がなされ、そのうち空調機の改修工事が昨年11月

から始まり、このほど完了いたしました。そのほかの改修につきましては、市への移管後、

精査検討を行い、財政事業を勘案しながら、順次実施していかなければならないと存じます。 

また、自主文化事業につきましては、平成20年度まで年１回実施しておりましたが、住民

の皆様の要望をお聞きし、事業内容などの検討を行いまして、より幅広くさまざまな文化や

芸術の振興、発信を図るため、年々実施回数をふやして実施しており、多くの皆様に喜んで

いただいているところでございます。 

図書館関係でございますが、図書館資料の受け入れ、貸し出し、返却及び管理など利用者

の多様なニーズに対応するこれまでのシステムに加え、利用者がさらに利用しやすいさまざ

まな資料や利用環境を整えるため、平成21年10月に「図書館インターネット蔵書検索システ

ム」を導入いたしました。これによりまして、インターネットを利用した図書館外からの蔵

書検索や新着図書案内が可能となり、利用者の利便性向上が図られたものと存じております。 

上水道事業関係でございますが、平成19年度以降の４年間で給水戸数は120戸余り増加し、

平成22年度末で１万5,800戸ほどに達する見込みでございます。水道施設の整備関係につき
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ましては、平成19年度から大橋・紅取橋・人吉橋・蓑野橋の添架水道管の新設改良を計画的

に進めており、幹線水道管の改良や水源地などの施設整備も実施してまいりました。また、

平成20年度には水道事業のマスタープランとなる「人吉市水道ビジョン」を策定いたしてお

ります。これは水道事業の現状と将来の見通しを分析・評価した上で、目指すべき将来像を

描き、その実現のための具体的方策を示すもので、国の基本指針に基づき策定を行ったもの

でございます。 

平成21年10月から水道料金などのコンビニエンスストア収納を開始しておりまして、開始

当初の利用件数は月450件ほどでございましたが、現在は月1,800件を超える利用件数となっ

ております。コンビニエンスストア収納の導入により、料金支払い方法の選択肢をふやし、

充実させることで、お客様の利便性向上が図られたものと存じます。今後も人吉市水道ビジ

ョンなどの事業計画に沿った事業経営や施設更新を実施することで水道事業の経営安定化を

図り、低廉で清浄、かつおいしい水を提供できますよう努めてまいる所存でございます。 

公共下水道関係でございますが、昭和49年度の事業着手から現在の事業認可区域1,029ヘ

クタールの整備につきましては、順調に進捗しておりまして、未整備地区もあとわずかとい

う状況でございます。また終末処理場「人吉浄水苑」は供用開始からこの３月で29年が経過

いたします。機械・電気設備など施設の老朽化が目立っておりまして、平成20年度から第

２期改築更新工事に着手いたしておりますが、23年度は施設内の受変電設備の改築工事に着

手し、処理施設の機能維持や安全性の確保に取り組んでまいりたいと存じます。なお、平成

21年度末の公共下水道の普及率は72.4％でございまして、熊本県下14市では合志市、熊本市

に次ぐ３番目に高い普及率となっているところでございます。 

次に浄化槽関係でございますが、平成18年度から５カ年間の整備計画で行ってまいりまし

た循環型社会形成交付金事業が、この３月で最終年次を迎えており、５カ年で約140基、

5,000万円を超える補助を行うことで、浄化槽の普及を促進してまいりました。今後は平成

23年度から平成27年度までの整備計画を策定し、さらなる浄化槽の普及を図っていかなけれ

ばならないと存じます。 

これら生活排水処理施設の整備は、市民が健康で快適な生活を送る上で欠かすことのでき

ない重要な都市施設でございますので、積極的な取り組みにより、市民の皆様の要望におこ

たえしてまいりたいと存じます。 

以上、過去４年間にわたる主な市政の総括的な御報告を申し上げました。このほかにも多

くの事業を実施してまいりまして、すべてを御報告することはできませんでしたが、不安定

な国政に加え、財政面においても大変厳しい４年間に、このように大過なく市政を担当する

ことができましたのも、関係御当局並びに議員各位の格別の御高配と御支援、さらには市職

員全員の献身的な努力と市民各位の御理解、御協力のたまものでございます。この場を借り

まして、衷心よりお礼を申し上げる次第でございます。 
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○議長（簑毛正勝君）  ここで暫時休憩いたします。 

午前11時31分 休憩 

───────── 

午前11時46分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。 

○市長（田中信孝君）  訂正をお願いいたします。17ページでございます。17ページの青井

阿蘇神社関係のところでございまして、「本殿・幣殿・楼門の差し茅工事」と報告いたしま

したが、「幣殿・拝殿・楼門の差し茅工事」でございます。本殿というところが幣殿・拝

殿・楼門と御訂正をお願いいたします。幣殿・拝殿・楼門の差し茅工事と、本殿を削ってい

ただきまして幣殿と楼門の間に拝殿を入れていただくということでございます。 

訂正とお詫びを申し上げたいと思います。 

それでは、引き続きまして平成23年度の地方財政計画について、その概要を申し上げます。

国の平成23年度予算の基本理念は、政権交代後、新政権がゼロから取り組む最初の本予算で

あり、これまで先送りされてきた重要政策課題に着手し、解決していくための出発点としな

ければならず、とりわけ「経済成長」、「財政健全化」、「社会保障改革」を一体的に実現

し、元気な日本を復活させるための礎を築く必要があるとされております。このような基本

理念のもと、財政運営戦略に基づき社会保障関係経費の自然増に対応する地方の財源の確保

を含め、交付団体初め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、

実質的に平成22年度の水準を下回らないように確保することを基本として、平成23年度の地

方財政への対応を行うこととされているところでございます。 

このような方針のもとで策定されました地方財政計画でございますが、地方交付税は、平

成22年度に比べ約4,799億円、2.8％増の17兆3,734億円とされております。また、地方交付

税の財源不足を国と地方で折半する臨時財政対策債は、地方交付税の原資となる国税５税の

増収もあり、20.1％の減とされているところでございます。 

本市におきましては、法人の市民税が平成21年度を底として回復基調にあるところではご

ざいますが、個人の市民税は景気低迷の影響や就労人口の減少もあり、大幅な減収を見込ん

でいるところでございまして、平成23年度も平成22年度に引き続き、所要一般財源の確保に

相当な困難を要し、厳しい財政運営になることと存じます。 

このように厳しい状況ではございますが、平成22年度は平成21年度に引き続き国の施策と

歩調を合わせ、景気対策及び雇用対策に取り組んできたところでございます。平成23年度に

おきましても引き続き雇用の確保など、市民の皆様が安心して暮らせるための事業を行って

いかなければならないと存じますので、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願

い申し上げる次第でございます。 

次に、御提案申し上げております予算案、条例案、案件議案につきまして、概要を御説明
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申し上げます。 

議第５号平成22年度人吉市一般会計補正予算案（第10号）は、国・県の補助事業の決定に

よる事業費の確定や最終決算見込みによるもののほか、単独事業の補正を行うものでござい

ます。 

今回の補正予算は、歳入歳出にそれぞれ9,160万円を追加し、歳入歳出の総額を156億

5,519万円とするものでございます。 

議第６号平成22年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計補正予算案（第２号）は、歳入歳

出にそれぞれ２万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4,451万6,000円とする

ものでございます。 

議第７号平成22年度人吉市カルチャーパレス特別会計補正予算案（第４号）は、歳入歳出

にそれぞれ310万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億752万7,000円とする

ものでございます。 

議第８号平成22年度人吉市国民健康保険事業特別会計補正予算案（第４号）は、歳入歳出

をそれぞれ１億4,918万9,000円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ47億5,360万8,000円

とするものでございます。 

議第９号平成22年度人吉市老人保健医療特別会計補正予算案（第２号）は、歳入歳出をそ

れぞれ99万9,000円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ188万6,000円とするものでござ

います。 

議第10号平成22年度人吉市後期高齢者医療特別会計補正予算案（第２号）は、歳入歳出を

それぞれ1,133万7,000円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億5,956万7,000円とする

ものでございます。 

議第11号平成22年度人吉市介護保険特別会計補正予算案（第４号）は、歳入歳出をそれぞ

れ7,129万9,000円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ35億8,501万6,000円とするもので

ございます。 

議第12号平成22年度人吉市介護サービス事業特別会計補正予算案（第４号）は、主にサー

ビス計画費収入の減に伴うものでございまして、歳入歳出をそれぞれ80万3,000円減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,964万5,000円とするものでございます。 

議第13号平成22年度人吉市水道事業特別会計補正予算案（第４号）は、収益的収入及び支

出につきまして、収入の水道事業収益を2,697万8,000円減額し、収入総額を５億8,621万

3,000円とし、支出の水道事業費用を1,735万3,000円減額し、支出総額を５億3,087万2,000

円といたしております。資本的収入及び支出につきまして、収入の資本的収入を207万9,000

円減額し、収入総額を3,092万2,000円とし、支出の資本的支出を1,420万6,000円減額し、支

出総額を３億6,260万4,000円といたしております。 

議第14号平成22年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算案（第６号）は、歳入歳出を
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それぞれ205万1,000円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ14億4,242万6,000円とするも

のでございます。 

議第15号平成22年度人吉市国民宿舎特別会計補正予算案（第１号）は、歳入歳出をそれぞ

れ２万円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ23万1,000円とするものでございます。 

議第16号平成22年度人吉市工業用地造成事業特別会計補正予算案（第２号）は、歳入歳出

をそれぞれ12万2,000円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4,305万2,000円とするもの

でございます。 

議第17号平成23年度人吉市一般会計予算案について御説明いたします前に、今回の予算の

概要について申し上げます。 

まず、歳入のうち、主要一般財源の市税でございますが、特に個人の市民税が昨今の経済

情勢や就労人口の減などに伴い、大幅な減額が見込まれるところでございます。その他の税

につきましても固定資産税、市たばこ税、都市計画税などの減収が見込まれ、平成22年度当

初予算と比較いたしまして、9,980万1,000円の減、３月最終補正予算と比較いたしましても、

１億6,000万円余りの減収を見込んでおります。 

また、地方交付税でございますが、地方財政計画において交付総額で2.8％、4,800億円程

度の増とされているところでございます。そのうち普通交付税につきましては、昨年10月に

行われた国勢調査による人口が、速報値で３万5,601人と前回の平成17年度調査に比べて

1,982人、5.3％の減少が見られるところでございます。普通交付税は主に国勢調査人口や面

積を用いて算定されるところでございますので、国勢調査人口が減少している本市の交付税

の見込みも、過大見積もりにならないよう慎重に行われなければなりません。したがいまし

て、平成23年度普通交付税の額は地方財政計画の伸びは考慮せず、平成22年度当初予算計上

額と同額を見込んでいるところでございます。また、特別交付税は平成22年度最終見込み額

と同額の５億円、臨時財政対策債は地方財政計画で示されている20.1％の減額を見込んでい

るところでございます。 

次に、歳出につきましては、今年度は骨格予算で編成を行い、投資的経費のうち単独事業

につきましては、継続事業、緊急を要する事業のみを計上いたしております。安定した市民

生活に不可欠な社会保障関係経費につきましては、必要な予算を計上いたしております。ま

た、市民の皆様の雇用の確保と生活を守るための予算につきましても、県の基金を最大限に

活用し、計上いたしているところでございます。なお、社会保障関係経費などの伸びに伴う

財源不足を補うために、「財政調整基金」の取り崩しで対応をいたしております。歳入歳出

予算の総額は、138億7,112万5,000円でございまして、平成22年度当初予算と比較いたしま

すと0.8％の増となっております。 

議第18号平成23年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計予算案は、歳入歳出予算の総額を

それぞれ288万1,000円といたしております。 



- 59 -  

議第19号平成23年度人吉市国民健康保険事業特別会計予算案は、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ47億7,916万円といたしております。 

議第20号平成23年度人吉市後期高齢者医療特別会計予算案は、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ４億8,777万6,000円といたしております。 

議第21号平成23年度人吉市介護保険特別会計予算案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ36

億3,544万8,000円といたしております。 

議第22号平成23年度人吉市介護サービス事業特別会計予算案は、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ2,927万5,000円といたしております。 

議第23号平成23年度人吉市水道事業特別会計予算案は、収益的収入及び支出の予算額につ

いて、収入に水道事業収益5億5,640万2,000円を計上いたしております。支出では、水道事

業費用４億8,130万4,000円を計上し、当年度予定純利益6,951万9,000円を見込んでおります。

また、資本的収入及び支出の予算額は、収入に4,280万1,000円を計上し、支出を２億5,886

万9,000円といたしております。 

議第24号平成23年度人吉市公共下水道事業特別会計予算案は、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ12億2,093万7,000円といたしております。 

議第25号平成23年度人吉市国民宿舎特別会計予算案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

185万2,000円といたしております。 

議第26号平成23年度人吉市工業用地造成事業特別会計予算案は、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ258万円といたしております。 

議第27号人吉市消防団条例の一部改正案は、昼間に消防団員がいない鹿目町、田野町及び

矢岳町において、居住する町内の初期消火、延焼防止などを行うことで、駆けつけた消防署、

消防団が消火を効果的にできる機能別消防団員制度を新たに設けるため、条例の一部を改正

するものでございます。 

議第28号カルチャーパレス管理条例及びカルチャーパレス利用促進委員会条例の一部改正

案は、カルチャーパレスが人吉球磨広域行政組合から人吉市へ移管されること及びリハーサ

ル室などにおける冷暖房料を新たに規定することに伴い、条例の一部を改正するものでござ

います。 

議第29号特別会計条例の一部改正案は、平成22年度をもって人吉市老人保健医療会計及び

人吉市カルチャーパレス会計を廃止することに伴い、条例の一部を改正するものでございま

す。 

議第30号人吉球磨広域行政組合田園都市中核施設の事務委託に関する規約の廃止について

の案件は、カルチャーパレスが人吉球磨広域行政組合から人吉市へ移管されることに伴い事

務委託を廃止するため、地方自治法第252条の14第２項の規定において準用する同法第252条

の２第３項の規定により、議会の御議決をお願いするものでございます。 
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議第31号委託に関する協定の締結についての議決内容の一部変更についての案件は、平成

22年６月第３回人吉市議会定例会におきまして御議決をいただきました、終末処理場人吉浄

水苑の汚泥脱臭設備改築工事に係る日本下水道事業団との工事委託協定の協定金額の変更で

ございまして、協定金額１億8,380万円を１億2,370万円に改めるものでございます。 

議第32号及び議第33号、公の施設の指定管理者の指定についての２件は、副市長以下９人

の委員で構成する人吉市指定管理候補者選定委員会を５回にわたり開催し、慎重に審議を進

めてまいりました結果、人吉市老人福祉センターの指定管理者を人吉市老人クラブ連合会に、

人吉市国民宿舎くまがわ荘の指定管理者をくま川下り株式会社にすることにつきまして、地

方自治法第244条の２第６項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。ま

た、指定の期間につきましては、人吉市老人福祉センターが本年４月１日から平成28年３月

31日までの５年間、人吉市国民宿舎くまがわ荘が本年４月１日から平成26年３月31日までの

３年間といたしております。 

議第34号工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更についての案件は、平成22年

５月第２回人吉市議会臨時会におきまして契約の締結の御議決をいただき、平成22年９月第

４回人吉市議会定例会におきまして議決内容の一部変更の御議決をいただきました人吉市地

域情報通信基盤整備工事請負契約の一部変更でございます。これは、高速インターネット

サービス及び地上デジタルテレビ放送再送信サービスの加入者数が確定し、また、光ファイ

バーケーブルの敷設に伴う電柱共架の不承諾などの回答による敷設ルートの変更が生じたこ

とにより、契約金額を２億2,981万9,465円から２億3,361万5,838円に変更するものでござい

ます。 

議第35号損害の賠償についての案件は、平成22年12月31日午前９時10分頃、市道戸越鹿目

線で凍結防止剤頒布作業などを終えた市公用車が、市道上林中神線を下原田町方面から瓦屋

町方面へ走行中、佐川急便株式会社人吉店前Ｔ字路で前方車両が右折しようとしたため減速

したところ、車輪がスリップし前方車両に追突しようとしたためハンドルを左にきったとこ

ろ、車両左前部から相手方フェンスに衝突し、損傷を与えた事故に関し、相手方と人吉市と

の間で損害賠償の額を決定し、和解するものでございます。 

議第36号公平委員会委員の選任につき同意を求める案件は、中島祐一氏の任期が、本年

３月31日をもって満了となることに伴い、同氏を再任することにつきまして、議会の御同意

をお願いするものでございます。 

議第37号及び議第38号、固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める案件は、

徳澄貞夫氏及び赤坂重勝氏の任期が本年３月31日をもって満了となりますので、徳澄貞夫氏

の後任として佐無田学氏を、赤坂重勝氏の後任として宮原裕子氏を選任することにつきまし

て、議会の御同意をお願いするものでございます。 

以上、御提案申し上げております予算案、条例案、案件議案につきまして、概要を御説明
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申し上げましたが、詳細につきましては、所管の責任者から御説明させていただきたいと存

じます。 

訂正をお願いいたしたいと思います。22ページでございます。22ページの最初から４行目

の下のほうでございます。「財政調整基金」と読み報告をいたしましたが、「減債基金」で

ございます。減債基金に御訂正をお願いしたいと思います。財政調整基金から減債基金と御

訂正をお願いしたいと思います。 

議員各位におかれましては、慎重御審議の上、御協賛を賜りますようお願いを申し上げま

す。長時間にわたりましてまことにありがとうございました。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで暫時休憩いたします。 

午後０時12分 休憩 

───────── 

午後１時20分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  それでは休憩前に引き続き再開いたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）（登壇）  皆さんこんにちは。それでは私のほうから議第５号平

成22年度人吉市一般会計補正予算案（第10号）と、議第17号平成23年度人吉市一般会計予算

案について、補足説明をさせていただきます。多少長くなるかもしれませんがお許しをいた

だきたいと存じます。 

 今回の補正予算は、国・県の補助事業などの決定による事業費の確定や最終見込みなどに

よるものでございます。 

それでは、補正予算書の１ページをお願いいたします。第１条の歳入歳出予算の補正につ

きましては、事項別明細書により、第２条の繰越明許費の補正につきましては、第２表、繰

越明許費により、第３条の債務負担行為の補正につきましては、第３表、債務負担行為の補

正により、第４条の地方債の補正につきましては、第４表、地方債補正により、それぞれ御

説明をさせていただきます。 

８ページをお願いいたします。第２表の繰越明許費、補正の追加でございますが、２款総

務費、１項総務管理費の人吉インターチェンジバス待合所改修計画書作成業務委託料241万

5,000円は、バス待合所改修に向けてのＮＥＸＣＯ西日本と協議を進めているところでござ

いますが、待合所の所有が日本高速道路保有債務返済機構となっており、財産管理上、機構

との協議も必要となることから、協議に時間がかかるため繰り越すものでございます。 

３款民生費、１項社会福祉費の地域密着型サービス拠点等施設整備事業１億3,340万円は、

小規模特別養護老人ホームの施設整備と施設開設準備への補助事業でございますが、建設予

定地に防空ごうが複数発見されたために、調査、設計等に日数を要したため、繰り越すもの

でございます。 

老人福祉センター改修事業（きめ細かな交付金事業）790万円は、国の補正予算に基づく
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もので、設計に日数を要するために繰り越すものでございます。 

６款農林水産業費、２項林業費の緑の産業再生プロジェクト促進事業2,092万4,000円は、

高性能林業用機械等の購入の補助金でございますが、生産ラインにおける機械の組み立てな

どに時間がかかるために、年度内納入が困難になったものでございます。 

７款、１項商工費の青井阿蘇神社周辺中心商店街活性化緊急環境整備事業200万円は、県

が平成22年度における緊急経済対策の一環として、本事業の予算措置を現在県議会に上程さ

れているため、本市の予算措置も３月補正でお願いをしておりますが、年度内に完了いたし

ませんので繰り越すものでございます。 

８款土木費、２項道路橋梁費の道路維持補修工事1,000万円は、国の補正予算に基づくも

ので、十分な工期が確保できませんので繰り越すものでございます。願成寺西村線用地取得

費91万円、後村大坪線用地取得費275万5,000円、漆田下田代線用地取得費15万8,000円、瓦

屋地内第１号線用地取得費403万9,000円は、いずれも用地補償交渉、補償物件の撤去などに

不測の日数を要することから繰り越すものでございます。 

９ページをお願いいたします。地方道路等整備事業赤池古屋敷線第１号線750万円は、設

計に不測の日数を要し、発注が遅れ、年度内に完了いたしませんので繰り越すものでござい

ます。 

３項住宅費、市営住宅修繕事業1,833万1,000円から、10款教育費、５項社会教育費、武器

庫一帯遺構養生及び公衆トイレ通路改修事業（きめ細かな交付金事）526万1,000円までは、

国の補正予算に基づくもので、１月に予算措置をお願いしたものでございますが、十分な工

期や実施時期が確保できませんので、繰り越しするものでございます。 

10ページをお願いいたします。第３表の債務負担行為の補正でございますが、追加といた

しまして、市長・市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置等委託料。期間は平成22年度から

23年度。限度額が556万7,000円でございますが、平成23年４月24日に執行予定の市長・市議

会議員選挙のポスター掲示場設置委託につきまして、掲示板に間伐材集成板を採用いたしま

すが、加工に時間がかかり、当初予算では業務を期日までに完了させることが困難であると

考えられるため、債務負担をお願いするものでございます。 

第４表の地方債の補正のうち、追加の２件でございますが、まず社会資本整備総合交付金

事業債は、紺屋町東間線など、舗装工事６路線と、岩本中神線の改良工事に対する起債でご

ざいまして、限度額を2,590万円とするものでございます。公営住宅受水槽整備事業債は、

鬼木団地受水槽整備に対する起債でございまして、限度額を840万円とするものでございま

す。 

11ページをお願いいたします。変更でございますが、農業基盤整備事業債から現年発生補

助公共土木施設災害復旧事業債までのうち、下から３番目の公営住宅建設事業借換債を除く

６件の変更は、事業費の確定、最終見込みにより限度額を変更するものでございます。下か
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ら３番目の公営住宅建設事業借換債は、端数が10万円単位ということで、限度額を変更する

ものでございます。 

15ページをお願いいたします。歳入でございますが、１款市税、１項市民税から、20ペー

ジ、７項都市計画税までは、最終調定見込額及び21年度の決算における収納率などを勘案し、

それぞれ補正をいたしております。 

21ページをお願いいたします。２款地方譲与税、１項、１目地方揮発油譲与税から、27

ページの８款、１項、１目自動車取得税交付金までは、いずれも最終見込みによる補正でご

ざいます。 

29ページをお願いいたします。13款使用料及び手数料、１項使用料、６目土木使用料418

万3,000円の減額は、市営住宅家賃などの最終見込みによる補正でございます。 

31ページをお願いいたします。14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金

910万1,000円の増額は、生活保護費負担金の増などに伴うものでございまして、事業費の最

終見込みによる補正でございます。 

32ページをお願いいたします。２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金から、４目教育費

国庫補助金までの補正は、事業費の確定や最終見込みによるものでございます。 

34ページをお願いいたします。15款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金473万

2,000円の減額は、障害者医療費負担金の減などの事業の最終見込みに伴うものでございま

す。 

35ページをお願いいたします。２項県補助金、１目総務費県補助金734万3,000円の増額は、

産交バスの運行補助に対する生活交通維持活性化総合交付金の増などによるものでございま

す。 

36ページをお願いいたします。８目商工費補助金100万円の増額は、青井阿蘇神社周辺中

心商店街活性化緊急環境整備事業費補助金の増によるものでございまして、西九日町商店街

が行います石柱表示板を設置する事業に対するものでございます。 

37ページをお願いいたします。３項委託料、１目総務費委託料989万4,000円の減額は、当

初納税義務者を多く見込んだための県民税徴収費委託金の減や、参議院選挙費委託金の決定

によるものなどでございます。 

39ページをお願いいたします。16款財産収入、２項財産売払収入、１目不動産売払収入

240万1,000円の増額は、願成寺町上石清水の市有林などの土地売り払い収入によるものでご

ざいます。 

40ページをお願いいたします。17款、１項寄附金、２目総務費寄附金146万円の増額は、

古都人吉応援団寄附金として９名の方から新たに御寄附をいただいたものでございます。 

41ページをお願いいたします。18款繰入金、１項特別会計繰入金、６目水道事業特別会計

繰入金936万6,000円の増額補正は、当初、退職手当を水道事業特別会計で予算措置をしてお
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りましたが、人事異動により、一般会計から支払うことになったために、水道事業に勤務し

ていた期間に相当する退職金を繰り入れるものでございます。７目カルチャーパレス特別会

計繰入金1,000円は存目でございまして、カルチャーパレス特別会計が廃止されることに伴

う精算のためのものでございます。 

45ページをお願いいたします。３項貸付金元利収入、５目口蹄疫緊急対策資金貸付金元利

収入402万円の減額は、当初、140件分の貸し付けの枠を用意いたしまして、償還の元金収入

を予算措置をしておりましたが、実績が32件の借入でございましたので、減額するものでご

ざいます。 

46ページをお願いいたします。４項、３目雑入2,192万7,000円の増額は、２節民生費雑入、

生活保護費返還金と、47ページ、９節、教育費雑入、熊本県市町村振興協会交付金の増が主

なものでございます。 

48ページをお願いいたします。21款市債は、第４表、地方債補正で御説明をさせていただ

きましたので、省略をさせていただきます。 

歳出でございます。50ページをお願いいたします。２款総務費、１項総務管理費、１目一

般管理費1,508万円の増額補正は、退職手当の増が主なものでございます。これは、希望退

職者２名のうち一般会計の１名分と、当初、水道事業特別会計で予算措置をしていた１名が

人事異動に伴い、一般会計で支払うことになったための増でございます。 

51ページをお願いいたします。７目企画費6,810万7,000円の増額補正は、産交バスの運行

補助に対する地方バス運行等特別対策補助金と、くま川鉄道株式会社の経営安定化を図るた

め、基金に代わる新たな支援システムでございます人吉球磨地域交通体系整備助成金などで

ございます。 

57ページをお願いいたします。３款民生費、１項社会福祉費、３目老人福祉費621万6,000

円の減額は、地域密着型サービス拠点と施設整備補助金などの減によるものでございます。 

60ページをお願いいたします。３項生活保護費、２目扶助費3,057万6,000円の増額は、医

療扶助の伸びが主なものでございます。 

62ページをお願いいたします。４款衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費1,244万5,000円

の減額は、旧人吉し尿処理場解体工事費の減などに伴う人吉球磨広域行政組合負担金の減が

主なものでございます。 

64ページをお願いいたします。６款農林水産業費、１項農業費、４目畜産業費3,295万

5,000円の減額は、人吉市口蹄疫緊急対策資金貸付金の減が主なものでございます。これは

１件当たり30万円の140件分の貸付金4,200万円を予算措置いたしておりましたが、実績とし

て32件960万円の借り入れでございましたので、残額を減額するものでございます。 

67ページをお願いいたします。７款、１項商工費、２目商工振興費469万9,000円の増額は、

補助金の増額が主なものでございます。人吉市中小企業不況対策資金利子補給金は要項に基
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づくものでございまして、青井阿蘇神社周辺中心商店街活性化緊急環境整備事業補助金は、

県の緊急経済対策と歩調を合わせて行うもので、西九日町商店街に郷土の偉人などを顕彰す

る石柱表示板を設置する事業に対する補助金でございます。 

69ページをお願いいたします。８款土木費、２項道路橋梁費、３目道路新設改良費、19節

負担金・補助及び交付金388万2,000円の増額は、県営事業負担金でございまして、県道上漆

田東間下線の改良工事に伴う負担金の増でございます。 

73ページをお願いいたします。９款、１項消防費、１目消防総務費252万円の増額は、人

吉下球磨消防組合（退職手当特別）負担金の増でございまして、希望退職者の退職手当分な

どでございます。 

80ページをお願いいたします。10款教育費、７項学校給食センター費、１目学校給食セン

ター運営費980万7,000円の減額は、給食配送委託料の入札残などによるものでございます。 

83ページをお願いいたします。13款諸支出金、２項基金費、１目人吉市財政調整基金費

9,961万3,000円の増額は、任意積立金の増などでございます。 

85ページをお願いいたします。14款予備費に5,602万7,000円の増額補正をいたしておりま

す。 

以上で、議第５号平成22年度人吉市一般会計補正予算案（第10号）についての補足説明を

終わります。 

続きまして、議第17号平成23年度人吉市一般会計予算案について、補足説明をさせていた

だきます。 

予算書１ページをお願いいたします。第１条の歳入歳出予算につきましては、事項別明細

書により御説明をさせていただきます。第２条の地方債につきましては、第２表、地方債に

より御説明をいたします。第３条の一時借入金につきましては、最高限度額を20億円と定め

ております。第４条の歳出予算の流用につきましては、各項の経費の金額を流用することが

できる場合を定めております。 

７ページをお願いいたします。第２条の地方債でございますが、臨時財政対策債は地方財

政計画の伸びが20.1％の減となっておりますので、地方財政計画に従い見込んでいるところ

でございます。県営事業負担金債から一番下の防災対策事業債までの４項目につきましては、

それぞれの事業に対する地方債でございまして、地方債の限度額、起債の方法、利率及び償

還の方法を定めております。 

次に第１条の内容につきまして、主なものを事項別明細書により御説明をさせていただき

ます。 

10ページをお願いいたします。歳入でございますが、１款市税、１項市民税のうち、１目

個人が10億8,350万2,000円で前年度に比べ１億1,023万4,000円の減となっております。これ

は個人所得割の減などでございまして、就労人口の減などから前年度所得総額の落ち込みが
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予想されるため、減額となっております。 

２目法人が３億3,416万5,000円で、前年度に比べ7,180万2,000円の増となっております。

これは、企業によっては業績が若干回復しつつあり、法人税割が22年度最終補正でも約

8,000万円の増額補正を行っております。２項、１目固定資産税が16億4,804万9,000円で、

前年度に比べ2,938万6,000円の減となっております。これは土地の減などによるものでござ

いまして、時点修正による推定平均評価額の下落によるものなどでございます。２目国有資

産等所在市町村交付金が1,957万1,000円で、前年度と比べ48万6,000円の増となっておりま

す。 

11ページをお願いいたします。３項軽自動車税が8,333万8,000円で、前年度に比べ100万

2,000円の増となっております。これは登録台数の増によるものでございます。４項、１目

市たばこ税が１億7,449万1,000円で、前年度に比べ2,717万6,000円の減となっております。

これは、22年10月からの税率改正があったことや、嫌煙・禁煙傾向の高まりによる喫煙者の

減が影響をいたしております。 

12ページをお願いいたします。６項、１目入湯税が1,590万5,000円で、前年度に比べ229

万円の減となっております。これは昨年、口蹄疫の関係で宿泊客が減少いたしましたので、

22年度最終補正と同額を計上いたしております。７項、１目都市計画税が２億692万円で、

前年度に比べ400万5,000円の減となっております。これは固定資産税の減に準ずるものでご

ざいます。２款地方譲与税、１項、１目地方揮発油譲与税4,410万9,000円から、13ページ、

２項自動車重量譲与税１億619万5,000円、３款利子割交付金821万4,000円、14ページ、４款

配当割交付金217万2,000円、５款株式等譲渡所得割交付金122万7,000円、６款地方消費税交

付金３億9,047万2,000円につきましては、22年度の最終見込み額及び23年度の地方財政計画

の伸びを勘案して計上をいたしております。 

なお、13ページの２款、３項地方道路譲与税1,000円につきましては、21年４月から地方

道路財源の一般財源化に伴い、地方道路譲与税法が改正され、地方道路譲与税から地方揮発

油譲与税となったもので、今回、存目を計上させていただいております。 

15ページをお願いいたします。７款、１項、１目ゴルフ場利用税交付金が100万円、昨年

と同額でございます。８款、１項、１目自動車取得税交付金が2,390万円で、22年度最終見

込み額及び23年度地方財政計画の伸びを勘案して計上いたしております。９款地方特例交付

金は子ども手当の３歳未満に対する上積みに伴う増額等と、住宅借入金等特別税額控除によ

る個人住民税の減収分と、自動車取得税の減税に伴う影響額の補てんと合わせて5,592万

4,000円を計上いたしております。 

16ページをお願いいたします。10款地方交付税のうち、普通交付税につきましては地方財

政計画におきまして、地域活性化雇用等対策費など、4,799億円が増額になり、2.8％の増と

なっておりますが、本市の場合、国勢調査での人口減を考慮して昨年度と同額の42億円とい
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たしております。また特別交付税につきましても、22年度同額の５億円を計上いたしており

ます。12款分担金及び負担金、１項負担金のうち１目民生費負担金２億1,072万4,000円は、

前年度に比べ1,957万6,000円の減となっております。これは、児童福祉施設保護者負担金に

おきまして、多子世帯、３歳未満の第３子の保育料を無料化といたしますので、保護者の負

担金が減額になるなどが主なものでございます。 

18ページをお願いいたします。13款使用料及び手数料、１項使用料、８目教育使用料

3,262万円は、前年度に比べ2,218万7,000円の増となっております。これはカルチャーパレ

ス使用料の増が主なものでございます。 

20ページをお願いいたします。14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金

19億1,452万円は、前年度に比べ２億2,562万2,000円の増となっております。これは子ども

手当が３歳未満まで１万3,000円から２万円に、３歳以上中学修了までが１万3,000円が支給

される予定でございますので、子ども手当交付金の増などによるものでございます。 

21ページをお願いいたします。２項国庫補助金、３目土木費国庫補助金7,393万6,000円は

前年度に比べ1,889万9,000円の減となっております。これは昨年度、街路事業に対する地域

活力基盤創造交付金がございましたが、街路事業紺屋町南町線外１線の完了に伴い、今年度

は街路事業に関する歳入がないことなどによるものでございます。 

22ページをお願いいたします。15款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金６億

7,888万4,000円は前年度に比べ2,283万5,000円の増となっております。これは国庫負担金と

同様に、子ども手当交付金などの増によるものでございます。 

23ページをお願いいたします。２項県補助金、２目民生費県補助金１億1,026万1,000円は、

前年度に比べ１億7,040万2,000円の減となっております。これは、昨年度認知症対応型のグ

ループホームと、小規模特別養護老人ホーム開設に伴う介護基盤緊急整備等臨時特例交付金

がございましたが、今年度はございませんので大きく減となっております。 

24ページをお願いいたします。３目衛生費県補助金5,410万7,000円は前年度に比べ3,882

万7,000円の増となっておりますが、これは子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交

付金などの増によるものでございます。５目農林水産業費県補助金6,658万7,000円は前年度

に比べ4,118万9,000円の増となっておりますが、これは25ページをお願いします。２節林業

費補助金、緑の産業再生プロジェクト促進事業費補助金などの増によるものでございます。

３項委託金、１目総務費委託金7,444万4,000円は、前年度に比べ1,925万5,000円の減となっ

ております。これは、国勢調査費委託金の減などによるものでございます。 

30ページをお願いいたします。18款繰入金、２項基金繰入金１億7,691万9,000円は、前年

度に比べ１億7,372万6,000円の増となっております。これは５目減債基金繰入金の増に伴う

ものでございます。 

31ページをお願いいたします。19款繰越金に１億円を計上いたしております。 
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34ページをお願いいたします。21款市債につきましては、第３表で御説明をいたしました

ので省略をさせていただきます。 

36ページをお願いいたします。歳出でございますが、１款、１項、１目議会費が２億

3,668万6,000円で、前年度に比べ4,051万8,000円の増となっております。これは５月から議

員定数が２名減になりますので、議員報酬などは昨年と比べますと大幅な減になるものの、

37ページでございますが、19節負担金、補助及び交付金で地方議会議員年金制度見直しに要

する経費といたしまして、市議会議員共済会給付費負担金7,203万円を予算措置しているた

め増になるものでございます。 

38ページをお願いいたします。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費が８億

3,774万3,000円で前年度に比べ2,956万1,000円の減となっております。これは平成22年度に

おいては水道局退職予定者２名の退職金を一般会計から水道事業特別会計繰出金として予算

化をしておりましたが、23年度はこの繰出金がございませんので、減となっております。 

また41ページの補助金でございますが、地区公民館施設整備費補助金200万円は、大畑町

の地区公民館に対するものでございます。また人吉市民まちづくり応援事業補助金136万円

は、もやい事業に100万円、石水寺海棠まつりに36万円の補助金などを計上いたしておりま

す。 

45ページをお願いいたします。７目企画費4,687万3,000円は前年度に比べ1,938万3,000円

の減となっております。これは日野熊蔵氏の初飛行100周年を記念して行う記念事業委託料、

記念事業補助金などの減などによるものでございます。 

53ページをお願いいたします。４項選挙費、２目県議会議員選挙費1,225万1,000円は23年

４月10日執行予定の選挙費でございます。 

54ページをお願いいたします。３目市長市議会議員選挙費2,425万6,000円は23年４月24日

執行予定の選挙費でございます。 

55ページをお願いいたします。４目藍田財産区議会議員選挙費528万2,000円は23年５月執

行予定の選挙費でございます。 

56ページをお願いいたします。５目農業委員選挙費510万1,000円は23年７月執行予定の選

挙費でございます。 

58ページをお願いいたします。６目県知事選挙費1,540万6,000円は24年３月または４月に

執行予定の選挙費でございます。 

60ページをお願いいたします。５項、２目統計調査費228万9,000円は前年度に比べ1,357

万1,000円の減となっております。これは国勢調査に要する軽費の減などでございます。 

64ページをお願いいたします。３款民生費、１項社会福祉費、２目心身障害者福祉費７億

4,047万円は前年度に比べ6,285万3,000円の増となっております。これは障がい者の自立支

援給付費及び重度心身障害者児医療費助成事業などに要する経費の増によるものでございま
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す。 

66ページをお願いいたします。３目老人福祉費2,696万2,000円は前年度に比べ１億7,506

万6,000円の減となっております。これは平成22年度は認知症対応型のグループホームと小

規模特別養護老人ホーム開設に伴う地域密着型サービス拠点等施設整備補助金がございまし

たが、23年度はこの補助金がございませんので、大幅な減となったものでございます。 

また67ページの補助金でございますが、「ねんりんピック2011熊本」人吉市実行委員会補

助金500万円は、第24回全国健康福祉祭くまもと大会、愛称ねんりんピック2011（ふれ愛）

熊本における囲碁交流大会に係る経費でございまして、会場が人吉スポーツパレスで70チー

ム約210名の方の参加を予定しているところでございます。 

71ページをお願いいたします。２項児童福祉費、２目児童措置費21億9,838万3,000円は前

年度に比べ１億8,013万5,000円の増となっております。これは保育所運営費負担金や子ども

手当の支給による増でございます。 

73ページをお願いいたします。３項生活保護費、２目扶助費６億6,807万円は前年度に比

べ5,495万円の増となっております。これは生活保護受給者の増によるものでございます。 

75ページをお願いいたします。４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費１億2,423万

5,000円は前年度に比べ7,479万3,000円の増となっております。これは子宮頸がん予防ワク

チン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを接種する子宮頸がん等ワクチン接種緊急促

進事業による増でございまして、22年度の国の補正予算において措置されたものでございま

す。 

80ページをお願いいたします。２項清掃費、１目清掃総務費12億1,263万1,000円は前年度

に比べ7,914万5,000円の増となっております。これは人吉球磨広域行政組合負担金の増によ

るものでございまして、山江ごみ処理施設解体費や赤池ごみ処理施設運営費の増が主なもの

でございます。 

82ページをお願いいたします。５款労働費、１項労働諸費、４目地域雇用創出推進費１億

4,405万7,000円は、ふるさと雇用再生特別交付金事業及び緊急雇用創出事業でございまして、

合わせて123名の雇用の創出を行うものでございます。 

90ページをお願いいたします。６款農林水産業費、２項林業費、２目林業振興費7,923万

9,000円は前年度に比べ4,399万7,000円の増となっております。これはキクラゲ、シイタケ

を生産する農事組合法人人吉きのこ生産組合が行う生産施設の整備に対する補助が主なもの

でございます。 

92ページをお願いいたします。７款、１項商工費、２目商工振興費２億1,104万6,000円は

空き店舗を利用した創業支援事業に対する人吉市商店街活性化事業補助金や地上デジタルテ

レビ放送再送信設備保守点検委託料などを計上いたしております。 

94ページをお願いいたします。３目観光費5,629万4,000円は日本100名城人吉お城まつり
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の開催に伴う実行委員会への補助金、じゅぐりっと博覧会を23年度も引き続き開催するため

の実行委員会の補助金、ひとよし・くま旬夏秋冬キャンペーン実行委員会負担金などを計上

いたしております。 

101ページをお願いいたします。８款土木費、２項道路橋梁費、２目道路維持費9,821万

7,000円は前年度に比べ4,494万7,000円の増となっております。これは道路維持補修工事補

助などの増でございまして、社会資本整備総合交付金事業として下林北願成寺線など６路線

で舗装工事を行うものでございます。 

102ページをお願いいたします。３目道路新設改良費１億134万5,000円は前年度に比べ

3,534万5,000円の減となっております。これは今回の予算が骨格予算ということで継続事業

を継続したものの新規路線など政策的な経費は見送ったための減でございます。 

103ページをお願いいたします。５目橋梁新設改良費2,209万円は前年度に比べ7,790万

2,000円の減となっております。これは21年度から進めてまいりました交付金事業、人吉橋

橋梁補強補修工事が完了したための減でございます。３項住宅費、１目住宅管理費7,511万

円には公営住宅の長寿命化を図るための計画を策定する市営住宅長寿命化計画策定委託料が

計上されております。 

106ページをお願いいたします。４項都市計画費、１目都市計画総務費２億729万6,000円

は前年度に比べ１億1,386万9,000円の減となっております。これは公共下水道事業特別会計

繰出金の減などによるものでございます。 

107ページをお願いいたします。２目公園管理費9,013万3,000円は前年度に比べ1,254万

1,000円の増となっております。これは公園施設につきまして予防保全的管理による長寿命

化対策を含めた計画を策定するため、都市公園施設長寿命化計画策定事業などの増でござい

ます。４目街路事業費2,376万円は前年度に比べ4,511万2,000円の減となっております。こ

れは紺屋町南町線外１線の道路改良工事が22年度に完了したことによる減でございます。 

109ページをお願いいたします。９款、１項消防費、１目消防総務費３億9,576万2,000円

は前年度に比べ1,002万5,000円の減となっております。これは人吉下球磨消防組合負担金の

減に伴うものでございます。２目非常備消防費5,378万9,000円には矢岳、田野、鹿目に初期

消火のみを行う機能別消防団を結成いたしますが、その結成に伴う経費などを計上させてい

ただいております。 

113ページをお願いいたします。10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費１億6,601万

8,000円は不登校対策を充実させるため、人吉っ子アドバイザーを１名から３名へ増員に伴

う経費、特別に支援が必要と考えられる児童・生徒の増加に伴う特別支援教育支援員を15名

から16名へ１名増員の経費などを計上いたしております。なお、人吉っ子アドバイザーの事

業には住民生活に光をそそぐ基金繰入金を財源として充当いたしております。 

118ページをお願いいたします。２項小学校費、２目教育振興費5,072万1,000円は前年度
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に比べ1,983万6,000円の増となっております。これは新学習指導要領改訂及び教科書改訂に

伴う教師用の教科書、指導書、教材に要する経費などの増でございます。 

122ページをお願いいたします。５項社会教育費、１目社会教育総務費１億4,675万1,000

円は前年度に比べ4,412万9,000円の減となっております。これはカルチャーパレス特別会計

繰出金などの減などによるものでございます。 

129ページをお願いいたします。６目カルチャーパレス費が5,931万6,000円でございます。

「カルチャーパレス特別会計を廃止をいたしましたので、一般会計に新たに目を新設をして

計上いたしております。」 

138ページをお願いいたします。12款、１項公債費、１目元金12億4,130万5,000円は前年

度に比べ8,862万4,000円の減となっております。また、２目利子２億4,082万2,000円も前年

度に比べ1,670万7,000円の減となっております。これは、スポーツパレス建設事業で平成

７年に借り入れました地域総合整備事業債の償還が完了したことなどによる減でございます。 

139ページをお願いいたします。13款諸支出金、２項基金費につきましては各基金の運用

利息の積み立てを計上いたしております。 

141ページをお願いいたします。14款予備費に6,488万円を計上いたしております。 

最後に、今回の予算は骨格予算といたしまして、政策的な事業に要する経費などは除き、

年間を通じての経常的なもの、義務的なもの、継続的なものなどを予算化するという方針で

編成をしたところでございます。予算総額は138億7,112万5,000円でございまして、昨年度

と比べまして0.8％の伸びとなっております。これは３款民生費が約１億7,000万円、４款衛

生費が同じく１億7,000万円と、高齢化や社会的状況で扶助費や医療費が大幅な伸びとなっ

たことが原因と考えられます。 

大変長くなりましたが、以上で議第17号について補足説明を終わらせていただきます。よ

ろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

○市民部長（荒巻 通君）（登壇）  こんにちは。議第19号平成23年度人吉市国民健康保険

事業特別会計予算について、補足説明をさせていただきます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。第１条は、先ほど市長から説明がございましたの

で省略をさせていただきます。歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47億7,916万円とす

るものでございます。第２条、一時借入金の最高額を４億円とするものでございます。第

３条は、保険給付費の各項間の流用について定めるものでございます。 

 次に、事項別明細書により主なものを説明させていただきます。国保予算の性格上、歳出

から説明をさせていただきます。 

 16ページをお願いいたします。１款総務費、１項総務管理費のうち、１目一般管理費に

6,037万円を計上しております。国保担当職員の給与、諸手当の経常事務費、熊本県国保連

合会共同電算委託料が主なものでございます。 
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 17ページから19ページ、上段の１款、５項医療費適正化特別対策事業費までは省略をさせ

ていただきます。 

19ページの２款保険給付費、１項療養諸費は、医療費の支払いに要するものでございまし

て、療養給付費、療養費、それに審査支払手数料を合わせ28億9,144万1,000円を計上してお

ります。 

 20ページをお願いいたします。２項高額療養費に３億6,956万6,000円を計上しております。

高額な医療費につきまして自己負担額が一定の額を超えたときに、その超えた分を支給する

ものでございます。３項出産育児諸費は64人分2,690万1,000円を計上しております。 

 21ページをお願いします。４項葬祭費は100件分、200万円。５項移送費に20万円を計上し

ております。 

 以上、保険給付費の総額は７ページの総括表にもありますように32億9,010万8,000円とな

り、歳出全体に占める保険給付費の割合は68.84％でございます。 

 次に、22ページにかけまして、３款後期高齢者支援金は、75歳以上の医療費を保険者とし

て負担するもので、支援金と事務費拠出金を合わせ４億6,933万7,000円を計上しております。

４款前期高齢者納付金等でございます。これは、65歳から74歳の前期高齢者の偏在による保

険者間の負担の不均衡を、各保険者の加入者数に応じて調整を行うことによる納付金でござ

いまして、事務費拠出金を合わせ136万6,000円を計上しております。次の５款老人保健拠出

金は省略をさせていただきます。 

23ページをお願いします。６款介護納付金に２億2,517万7,000円を計上しております。介

護保険第２号被保険者を約4,400人と見込んでおります。７款共同事業拠出金は、高額な医

療費を保険者が共同で支援する事業でございまして、合計で６億4,541万円を計上しており

ます。 

 24ページ、８款、１項特定健康診査等事業費に3,267万1,000円を計上しております。生活

習慣病の前の段階であるメタボリックシンドロームに着目した健康診査及び保健指導に要す

る経費でございます。 

 25ページをお願いします。２項、１目保健衛生普及費1,460万4,000円は、医療費通知など

の郵送料、国保連合会共同電算委託料、はり灸マッサージ補助交付金等の費用でございます。

次の９款基金積立金から27ページの11款諸支出金までは省略をさせていただきます。歳出の

最後になります、12款予備費に2,711万2,000円を計上しております。 

 続きまして、歳入を御説明いたします。 

 予算書は８ページからになります。国保の予算は、事業の運営に要する経費から国庫支出

金、交付金等を差し引いた残りを国民健康保険税で賄うという仕組みになっております。し

たがいまして、平成23年度に被保険者の方に御負担をお願いする国保税は、医療費分、後期

高齢者支援金分及び介護納付金分を合わせた一般被保険者国民健康保険税を８億2,053万
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4,000円、同じく退職被保険者等国民健康保険税を6,390万6,000円と見込んでおります。 

 ９ページをお願いします。国保税の総額は８億8,444万円、歳入全体に占める国保税の割

合は18.51％でございます。次の２款、１項手数料は省略をさせていただきます。３款、

１項国庫負担金でございますが、療養給付費等負担金、高額医療費共同事業負担金、特定健

康診査等負担金を合わせまして８億6,402万円を計上しております。 

 次に10ページでございますが、国庫補助金は財政調整交付金、出産育児一時補助金などを

合わせまして２億6,082万2,000円を計上しております。４款、１項県負担金は、次の11ペー

ジの上段まで高額医療費共同事業負担金、特定健康審査等負担金を合わせまして2,679万

2,000円を計上しております。次の２項県補助金、１目県財政調整交付金に１億7,737万円を

計上しております。５款療養給付等交付金は、退職被保険者等の医療費に対する交付金でご

ざいまして、１億9,908万4,000円を計上しております。 

 12ページ、６款前期高齢者交付金は、前期高齢者の医療費を各保険者間で財政調整を行う

ことによる交付金でございます。10億5,663万3,000円を計上しております。７款共同事業交

付金でございますが、共同事業拠出金を財源として交付されるものでございまして、６億

6,398万7,000円を計上しております。８款財産収入は省略をさせていただきます。 

 13ページをお願いいたします。９款繰入金でございますが、１項、１目一般会計繰入金は

２億9,175万1,000円、一般会計から繰り入れるものでございます。２項、１目財政調整基金

繰入金は２億円の基金取り崩しをお願いするものでございます。10款繰越金、１項、２目そ

の他の繰越金に１億5,000万1,000円を計上しております。 

 14ページから15ページは省略をさせていただきます。 

 以上、平成23年度人吉市国民健康保険事業特別会計予算を御説明申し上げました。よろし

く御審議いただきますようお願いいたします。 

○健康福祉部長（中村明公君）（登壇）  こんにちは。続きまして、議第21号平成23年度人

吉市介護保険特別会計予算案につきまして、補足説明をさせていただきます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。第１条は、先ほど市長から御説明がございました

ので、省略させていただきます。第２条は、一時借入金の最高額を２億円とするものでござ

います。第３条は、保険給付費の各項間の流用について定めるものでございます。 

 それでは、事項別明細書によりまして主なものを御説明申し上げます。予算の性格上、歳

出から説明をさせていただきます。 

 12ページをお願いいたします。１款総務費、１項総務管理費に5,275万9,000円を計上いた

しております。介護保険関係職員の給料諸手当等の経常事務費が主なものでございます。 

 13ページをお願いいたします。２項、１目賦課徴収費126万4,000円は事務経費でございま

す。 

14ページをお願いいたします。３項介護認定審査会費のうち、１目介護認定審査会費
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1,676万9,000円は、要介護認定を行っていただく介護認定審査会委員の報酬等でございます。

２目認定調査等費1,828万円は、要介護認定のために主治医に作成していただく意見書に係

る費用等でございます。 

 15ページをお願いいたします。４項、１目趣旨普及費64万円は、介護保険料について市民

の方に周知広報するためのパンフレット等に係る費用でございます。５項計画策定委員会費

のうち、１目計画策定委員会費44万8,000円は平成23年度が第５期介護保険事業計画等策定

の年になりますため、事業計画等について審議していただく介護保険事業計画等策定運営委

員会委員の報酬等でございます。２目計画策定費105万円は第５期介護保険事業計画等策定

のために、国の意向を受けて行いました日常生活圏域ニーズ調査の分析委託料でございます。 

16ページをお願いいたします。２款は保険給付費でございまして、介護サービス費の支払

いに要する費用でございます。うち１項介護サービス等諸費は、要介護１から５までに認定

された方を対象とするサービスに係る費用でございまして、在宅サービスや施設サービス、

ケアプラン作成費用等、総額30億9,814万1,000円を計上いたしております。 

 17ページをお願いいたします。２項介護予防サービス等諸費は、要支援１及び要支援２と

認定された方を対象とするサービスに係る費用でございまして、総額１億2,256万4,000円を

計上いたしております。３項高額介護サービス等費は、介護サービスを利用された場合の自

己負担が一定の額を超えたときに、その超えた分を支給するものでございます。8,972万

6,000円を計上いたしております。 

 18ページをお願いいたします。４項、１目審査支払手数料356万5,000円は、介護サービス

事業所からの保険請求の審査に係る国保連合会への手数料でございます。５項特定入所者介

護サービス等費でございますが、これは施設サービスでは居住費や食費が利用する方の負担

となりますが、所得の低い方への負担軽減措置としまして限度額を超えた部分につきまして、

保険から支給されるものでございます。１億4,841万7,000円を計上いたしております。 

 19ページのうち３款、４款は省略させていただきます。５款は地域支援事業費でございま

して、１項介護予防事業費、１目介護予防特定高齢者施策事業費2,387万7,000円は、要支

援・要介護になるおそれの高い高齢者に対する通所事業等の介護予防事業費でございます。 

 20ページをお願いいたします。２目介護予防一般高齢者施策事業費2,123万5,000円は、お

元気な一般高齢者に対する通所事業等の介護予防事業費でございます。 

 21ページをお願いいたします。２項、１目包括的支援事業費は、地域包括支援センターの

運営費等でございまして2,805万7,000円を計上いたしております。 

 22ページ。２目任意事業費606万2,000円は、オムツ等の介護用品を支給する家族介護支援

事業費等でございます。 

 23ページ６款から25ページ８款までは省略させていただきます。 

 続きまして、歳入を御説明いたします。 
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 ６ページをお願いいたします。介護保険の歳出の大部分を占めます介護給付費等に要する

費用の財源は、基本的にその半分を国・県・市による公費負担で賄い、残り半分を保険料で

賄う仕組みになっております。また、保険料のうち65歳以上の第１号被保険者の保険料につ

きましては、３年ごとに策定する介護保険事業計画で見直していくこととなっておりまして、

平成23年度は第４期の３年目であり、第５期の策定の年でもあります。 

 １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料につきましては、第４期の月額

基準額4,854円を算定基準として現年度分特別徴収保険料と普通徴収保険料、それに過年度

分の滞納繰越分、普通徴収保険料を合計しまして総額５億3,842万1,000円を計上いたしてお

ります。２款は省略させていただきます。 

３款、１項国庫負担金は、介護給付費に対する国の負担金でございまして、現年度分と存

目の過年度分を合わせまして６億504万2,000円を計上しております。 

 ７ページをお願いいたします。２項国庫補助金、１目調整交付金は、市町村の財政力格差

を調整するための国の交付金でございまして、３億226万9,000円を計上いたしております。

２目及び３目は、地域支援事業に対する交付金でございまして、２目の介護予防事業に

1,060万9,000円、３目の包括的支援事業・任意事業に1,363万5,000円を計上いたしておりま

す。４款、１項支払基金交付金でございます。１目介護給付費交付金10億3,872万4,000円は、

40歳から64歳までの第２号被保険者から支払っていただく保険料についての社会保険診療報

酬支払基金からの交付金でございます。２目地域支援事業支援交付金1,273万1,000円は、介

護予防事業に対する交付金でございます。 

 ８ページをお願いいたします。５款、１項県負担金は、介護給付費に対する県の負担金で

ございまして、現年度分と存目の過年度分を合わせまして５億2,024万3,000円を計上してお

ります。 

 ２項県補助金は地域支援事業に対する県の補助金でございまして、１目介護予防事業に

530万4,000円、２目包括的支援事業・任意事業に681万7,000円を計上いたしております。

５款、６款は省略させていただきます。 

９ページをお願いいたします。７款、１項一般会計繰入金は一般会計からの繰入金でござ

いまして、１目は介護給付費に対して、２目は地域支援事業のうちの介護予防事業に対して、

３目は地域支援事業のうちの包括的支援事業・任意事業に対して、４目は職員の給与や事務

費に対して繰り入れるものでございまして、合計５億3,606万5,000円を計上いたしておりま

す。 

 10ページをお願いいたします。２項基金繰入金のうち、１目の介護保険介護給付費準備基

金繰入金は、基金に介護保険料の上昇を緩和するための積み立てをしておりまして、その基

金から繰り入れるものでございます。4,273万6,000円を計上いたしております。８款から11

ページ９款までは省略させていただきます。 
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 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○水道局長（多武芳美君）（登壇）  こんにちは。お疲れのところ申しわけございません。

あと５分間だけ時間をいただきます。それでは、議第23号平成23年度人吉市水道事業特別会

計予算案につきまして、補足説明をさせていただきます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。第２条の業務の予定量につきましては、給水戸数

１万5,810戸、総給水量398万2,862立方メートル、１日平均給水量を１万912立方メートルと

いたしております。建設改良工事として、配水管改良工事等を予定いたしております。第

３条の収益的収入及び支出につきましては、後ほど予算実施計画書により説明をさせていた

だきます。 

 ２ページをお願いいたします。第４条、資本的収入及び支出につきましても、後ほど予算

実施計画書により説明をさせていただきます。第５条、債務負担行為でございますが、上水

道マッピングシステム再構築事業は、平成12年度に導入、17年度に一部カスタマイズし、現

在使用しております上水道管路網図システムを再構築するものでございまして、その業務委

託期間及び限度額を定めております。第６条、企業債でございますが、上水道事業債の限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。 

３ページをお願いいたします。第７条、一時借入金の限度額を5,000万円といたしており

ます。第８条、各項の経費の金額を流用することができる場合を定めております。第９条、

議会の議決を経なければ流用することができない経費は、職員給与費１億3,223万6,000円、

交際費５万3,000円でございます。第10条、利益剰余金の処分でございますが、繰越利益剰

余金を減債積立金として3,224万9,000円処分することといたしております。第11条、たな卸

資産の購入限度額を1,022万円とするものでございます。 

 それでは４ページをお願いいたします。第３条、収益的収入及び支出の内容につきまして

御説明させていただきます。まず、収入でございますが、第１款水道事業収益を５億5,640

万2,000円といたしております。内訳といたしまして、第１項営業収益が５億5,602万1,000

円で、これは水道料金、各種手数料等でございます。第２項営業外収益が37万8,000円、こ

れは預金利息などでございます。第３項特別利益3,000円は存目でございます。 

 次に、５ページをお願いいたします。収益的支出でございますが、第１款水道事業費用を

４億8,130万4,000円といたしております。内訳といたしまして、第１項営業費用が４億

2,793万7,000円で、これは各施設の維持管理費、人件費、物件費などのほか、建物、構築物、

機械・装置などの減価償却費、それから構築物量水器などの撤去に伴います資産減耗費など

でございます。第２項営業外費用が4,955万1,000円、これは主に企業債の支払利息分と消費

税でございます。第３項特別損失が181万6,000円、これは過年度損益修正損等でございます。

第４項予備費を200万円計上いたしております。 

 6ページをお願いいたします。第４条、資本的収入及び支出の内容につきまして御説明い
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たします。まず、収入でございますが、第１款資本的収入を4,280万1,000円といたしており

ます。内訳は、第１項企業債が4,000万円、第２項工事負担金が280万円。これは、下水道工

事に伴う配水管移設工事などの負担金でございます。第３項固定資産売却が存目の1,000円

でございます。 

 次に、７ページをお願いいたします。資本的支出でございますが、第１款資本的支出を

２億5,886万9,000円といたしております。内訳は、第１項建設改良費が１億9,015万1,000円、

これは一般改良工事、負担金工事、起債対象工事の構築物費、機械及び装置費、営業設備費

などでございます。第２項企業債償還金が6,671万8,000円でございます。第３項予備費を

200万円といたしております。 

 それでは、前に帰りまして２ページをお願いいたします。資本的支出に対しまして、収入

が不足いたしますので、その補てん財源について御説明いたします。第４条の括弧書きでご

ざいます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億1,606万8,000円は、消費税及

び地方消費税資本的収支調整額802万8,000円、当年度分損益勘定留保資金１億7,579万1,000

円と、繰越利益剰余金処分額3,224万9,000円で補てんすることといたしております。 

 以上で、平成23年度水道事業特別会計予算案の補足説明を終わらせていただきます。よろ

しく御審議のほどお願い申し上げます。 

○総務部長（坂崎博憲君）  お疲れのところ大変申しわけございません。訂正を１点だけさせ

ていただきたいと思います。一般会計の当初予算説明の折、10款教育費、５項の社会教育費、

６目カルチャーパレス費の中で、「カルチャーパレス特別会計を廃止いたしましたので、一

般会計に新たに目を設置した」というふうに説明を申し上げましたが、今回廃止条例をお願

いしているところでございますので、「特別会計を廃止いたしますので、一般会計に新たに

目を新設して計上いたしております」ということで、御訂正をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願い申し上げます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

○議長（簑毛正勝君）  以上で、本日の議事は全部終了いたしました。本日はこれをもって

散会いたします。どうもお疲れさまでした。 

午後２時52分 散会 
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平成23年３月第２回人吉市議会定例会会議録（第２号） 

平成23年３月８日 火曜日 

────────────────────────── 

１．議事日程第２号 

平成23年３月８日 午前10時 開議 

 日程第１ 議第５号 平成22年度人吉市一般会計補正予算（第10号） 

 日程第２ 議第６号 平成22年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計補正予算（第２号） 

 日程第３ 議第７号 平成22年度人吉市カルチャーパレス特別会計補正予算（第４号） 

 日程第４ 議第８号 平成22年度人吉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第５ 議第９号 平成22年度人吉市老人保健医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第６ 議第10号 平成22年度人吉市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第７ 議第11号 平成22年度人吉市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第８ 議第12号 平成22年度人吉市介護サービス事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第９ 議第13号 平成22年度人吉市水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第10 議第14号 平成22年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算（第６号） 

 日程第11 議第15号 平成22年度人吉市国民宿舎特別会計補正予算（第１号） 

 日程第12 議第16号 平成22年度人吉市工業用地造成事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第13 議第17号 平成23年度人吉市一般会計予算 

 日程第14 議第18号 平成23年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計予算 

 日程第15 議第19号 平成23年度人吉市国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第16 議第20号 平成23年度人吉市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第17 議第21号 平成23年度人吉市介護保険特別会計予算 

 日程第18 議第22号 平成23年度人吉市介護サービス事業特別会計予算 

 日程第19 議第23号 平成23年度人吉市水道事業特別会計予算 

 日程第20 議第24号 平成23年度人吉市公共下水道事業特別会計予算 

 日程第21 議第25号 平成23年度人吉市国民宿舎特別会計予算 

 日程第22 議第26号 平成23年度人吉市工業用地造成事業特別会計予算 

 日程第23 議第27号 人吉市消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第24 議第28号 カルチャーパレス管理条例及びカルチャーパレス利用促進委員会条

例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第25 議第29号 特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第26 議第30号 人吉球磨広域行政組合田園都市中核施設の事務委託に関する規約の

廃止について 

 日程第27 議第31号 委託に関する協定の締結についての議決内容の一部変更について 
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 日程第28 議第32号 公の施設の指定管理者の指定について 

 日程第29 議第33号 公の施設の指定管理者の指定について 

 日程第30 議第34号 工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更について 

 日程第31 議第35号 損害の賠償について 

 日程第32 議第36号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 日程第33 議第37号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについ

て 

 日程第34 議第38号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについ

て 

────────────────────────── ────────────────────────── 

２．本日の会議に付した事件 

 ・議事日程のとおり 

────────────────────────── ────────────────────────── 

３．出席議員（20名） 

１番    松 岡 隼 人 君 

２番    井 上 光 浩 君 

３番    豊 永 貞 夫 君 

４番    川 野 精 一 君 

５番    笹 山 欣 悟 君 

６番    村 上 恵 一 君 

７番    西   信八郎 君 

８番    松 田   茂 君 

９番    永 山 芳 宏 君 

10番    福 屋 法 晴 君 

11番    森 口 勝 之 君 

12番    田 中   哲 君 

13番    本 村 令 斗 君 

14番    立 山 勝 徳 君 

15番    仲 村 勝 治 君 

16番    三 倉 美千子 君 

17番    山 下 幸 一 君 

18番    下田代   勝 君 

19番    簑 毛 正 勝 君 
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20番    大 王 英 二 君 

  欠席議員 なし 

────────────────────────── 

４．説明のため出席した者の職氏名 

市     長    田 中 信 孝 君 

副  市  長    林   健 善 君 
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健康福祉部長    中 村 明 公 君 

経 済 部 長    椎 葉 文 雄 君 

建 設 部 長    山 上   茂 君 

市長公室次長    井 上 祐 太 君 

総 務 部 次 長    松 田 知 良 君 

市 民 部 次 長    椎 葉 幹 夫 君 

健康福祉部次長    今 村 朱 美 君 

経 済 部 次 長    山 本 政 義 君 

建 設 部 次 長    宮 原 真 二 君 

秘 書 課 長    愛 甲 秀 樹 君 

総 務 課 長    中 村 則 明 君 

市 民 課 長    今 村   修 君 

福 祉 課 長    加 賀 邦 保 君 

商工振興課長    廣 田 五 浩 君 

管 理 課 長    中 川 一 水 君 

会 計 管 理 者    大 石 宝 城 君 

水 道 局 長    多 武 芳 美 君 

水 道 局 次 長    田 中 幸 輔 君 

教 育 部 長    赤 池 和 則 君 

教 育 部 次 長    小 林   勇 君 

教育総務課長    松 岡 誠 也 君 
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事 務 局 長              
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監 査 委 員                         松 江 隆 介 君 
事 務 局 長              

────────────────────────── 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局     長    永 田 正 二 君 

次     長    村 並 成 二 君 

庶 務 係 長    山 本 繁 美 君 

書     記    白 坂 禎 敏 君 

────────────────────────── ────────────────────────── 
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午前10時00分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本

日の会議は成立いたしました。よって、これより会議を開きます。 

 議事に入ります。 

 本日は、議案質疑を行います。議事日程は、お手元に配付してあるとおりでございます。

なお、質疑は一般質問にならないようにお願いいたします。 

────────────────────────── 

 発言の申し出 

○議長（簑毛正勝君）  質疑に入ります前に、執行部から議第14号平成22年度人吉市公共下水

道事業特別会計補正予算（第６号）及び議第24号平成23年度人吉市公共下水道事業特別会計

予算の訂正について、発言の申し出があっておりますので、これを許可いたします。 

○市長（田中信孝君）（登壇） 皆さんおはようございます。議長のお許しをいただきまし

たので、御提案を申し上げております予算案の原案訂正をお願いいたしたいと存じます。 

訂正をいたしますのは、まず議第14号平成22年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算

案（第６号）の第２表、債務負担行為の補正でございまして、今回追加いたしました項目の

期間の訂正をお願いいたします。なお、歳入歳出予算の総額に変更はございません。 

次に、その訂正に関連しまして、議第24号平成23年度人吉市公共下水道事業特別会計予算

案の債務負担行為の調書の訂正をお願いするものでございます。詳細につきましては、水道

局長から御説明を申し上げます。よろしく御審議の上、御協賛を賜りますようお願いいたし

ます。 

○水道局長（多武芳美君）（登壇） おはようございます。貴重な時間をいただきましてまこ

とに申しわけございません。 

それでは、お手元にお配りしております資料でもって、御訂正をお願いする箇所について

御説明させていただきます。 

議第14号平成22年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算案（第６号）の訂正をお願い

する箇所は、予算書の４ページでございます。第２表の債務負担行為の補正でございまして、

今回追加をさせていただきました人吉市浄水苑等運転管理業務委託の委託期間を、「平成23

年度から平成25年度」といたしておりますが、これを「平成22年度から平成25年度」に御訂

正をお願いするものでございます。平成23年度を平成22年度に訂正をお願い申し上げます。

この業務委託の履行は、平成23年４月１日を予定いたしておりますが、この補正予算を御議

決いただいた後、契約に向けての準備作業に入り、３月末までには契約を行いたいと考えて

おりますので、御訂正をお願いするものでございます。なお、22年度中の予算の執行はござ

いません。 

また、このことに関連しまして、議第24号当初予算書の26ページ、債務負担行為の調書に
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おきましても、前年度末までの支出見込額の欄に「平成22」を御記入お願い申し上げます。

なお、金額の支出はございませんので、金額の欄は空欄のままで変更はございません。 

以上、２カ所の御訂正をお願いするものでございます。議員各位には大変御迷惑をおかけ

いたしまして、まことに申しわけございません。議案の上程に当たりましては、今後二度と

このようなことがないよう、内容を十分に精査の上、提出してまいりたいと存じております。

今回の訂正につきましては御了承を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。まことに

申しわけございませんでした。 

○議長（簑毛正勝君）  ただいまの訂正については、御了承いただきますようにお願いいた

します。 

執行部に申し上げます。議案の上程に当たっては内容を十分確認の上、提出されますよう

御注意願います。 

それでは、直ちに質疑を行います。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第１ 議第５号   

○議長（簑毛正勝君）  まず、日程第１、議第５号平成22年度人吉市一般会計補正予算（第

10号）を議題といたします。 

  本件について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第２ 議第６号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第２、議第６号平成22年度人吉球磨地域交通体系整備特

別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

  本件について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第３ 議第７号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第３、議第７号平成22年度人吉市カルチャーパレス特別

会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第４ 議第８号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第４、議第８号平成22年度人吉市国民健康保険事業特別



- 87 -  

会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第５ 議第９号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第５、議第９号平成22年度人吉市老人保健医療特別会計

補正予算（第２号）を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第６ 議第10号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第６、議第10号平成22年度人吉市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第７ 議第11号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第７、議第11号平成22年度人吉市介護保険特別会計補正

予算（第４号）を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第８ 議第12号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第８、議第12号平成22年度人吉市介護サービス事業特別

会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第９ 議第13号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第９、議第13号平成22年度人吉市水道事業特別会計補正

予算（第４号）を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 
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────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第10 議第14号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第10、議第14号平成22年度人吉市公共下水道事業特別会

計補正予算（第６号）を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第11 議第15号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第11、議第15号平成22年度人吉市国民宿舎特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第12 議第16号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第12、議第16号平成22年度人吉市工業用地造成事業特別

会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第13 議第17号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第13、議第17号平成23年度人吉市一般会計予算を議題と

いたします。 

本件について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第14 議第18号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第14、議第18号平成23年度人吉球磨地域交通体系整備特

別会計予算を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第15 議第19号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第15、議第19号平成23年度人吉市国民健康保険事業特別
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会計予算を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第16 議第20号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第16、議第20号平成23年度人吉市後期高齢者医療特別会

計予算を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第17 議第21号  

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第17、議第21号平成23年度人吉市介護保険特別会計予算を

議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第18 議第22号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第18、議第22号平成23年度人吉市介護サービス事業特別

会計予算を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第19 議第23号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第19、議第23号平成23年度人吉市水道事業特別会計予算

を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第20 議第24号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第20、議第24号平成23年度人吉市公共下水道事業特別会

計予算を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 
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────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第21 議第25号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第21、議第25号平成23年度人吉市国民宿舎特別会計予算

を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第22 議第26号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第22、議第26号平成23年度人吉市工業用地造成事業特別

会計予算を議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第23 議第27号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第23、議第27号人吉市消防団条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第24 議第28号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第24、議第28号カルチャーパレス管理条例及びカルチ

ャーパレス利用促進委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第25 議第29号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第25、議第29号特別会計条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第26 議第30号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第26、議第30号人吉球磨広域行政組合田園都市中核施設
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の事務委託に関する規約の廃止についてを議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第27 議第31号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第27、議第31号委託に関する協定の締結についての議決

内容の一部変更についてを議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第28 議第32号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第28、議第32号公の施設の指定管理者の指定についてを

議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢議長、14番｣と呼ぶ者あり) 

14番、立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  まだ議長から、33号については言われておりませんけれども、同じよ

うな指定管理者の指定についての２件でございますので、質疑をいたしたいと思います。 

この指定管理者の指定については、副市長以下９人の委員で構成する人吉市指定管理候補

者選定委員会を５回にわたって開催して決めたということでございますが、その５回にわた

った委員会審議の経過。それからもう一つは他の希望者といいますか、候補者はなかったの

か。その点についてまずお尋ねをしておきたいと思います。 

議長、議事進行でいいですか。 

議案質疑については、昨日ありませんかと言われて、ないと言っておったんですが、ただ

私は基本的には、議案質疑については事前の通告は必要はないという考え方に立っています

ので、そういう立場で質疑をいたしましたので、その点、御理解をいただきたいと思います。 

○総務部長（坂崎博憲君）  おはようございます。お時間を取らせまして申しわけございませ

ん。 

まず、ちょっと答弁が逆になりますけども、まず福祉センターの件につきましては応募者

が２件ございまして、最終的には１件が辞退があって、１件だけの審査をしたというような

ことでございます。 

審査の経過でございますけども、先ほど議員がおっしゃいましたように、委員は副市長を

会長といたしまして委員が市長公室長、総務部長、市民部長、健康福祉部長、経済部長、建

設部長、水道局長及び教育部長の９人で構成をしているところでございます。第１回目の選
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定委員会は、昨年の10月13日に行っております。このときは、現在、指定管理の管理運営を

行っているものについて検証報告、モニタリングについて総務課から説明を受けたところで

ございます。２回目の選定委員会は、昨年の10月26日に開催をさせていただいております。

２回目はモニタリングの総合評価を行ったところでございます。また、このときには老人福

祉センター並びに国民宿舎の公募、非公募の考え方を担当課からお聞きしまして、老人福祉

センターを公募、国民宿舎くまがわ荘を非公募としたということでございます。３回目の指

定管理候補者選定委員会は、１月12日に開催をさせていただいております。これは、指定管

理者候補者の選定に当たります評価採点要領等について、この要領について審議を行ったと

いうことでございます。第４回目の選定委員会を１月25日に開催をいたしまして、このとき

には応募がございました申請者に対してのヒアリングを行っております。第５回目を２月15

日に開催をいたしまして、このときには評価採点結果を事務局で集計いたしまして、それぞ

れの候補者につきまして選定を行ったところでございます。 

以上、御報告申し上げます。(｢議長、14番｣と呼ぶ者あり) 

○議長（簑毛正勝君） 14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  ２回目。２度しかできないということですが、今の答弁の中で老人福

祉センターについては２事業者の申し出があった。あと国民宿舎くまがわ荘については申し

出が１社であったのでしょうか。これは今の答弁の中になかったのでお尋ねしているんで、

回数に入れるべきではないと私は思っての質問ですが、よろしいですか。 

○総務部長（坂崎博憲君）  国民宿舎くまがわ荘につきましては、公募をいたしませんでした

ので、１社、くま川下り株式会社のみの審査ということでございます。(｢議長、14番｣と呼

ぶ者あり) 

○議長（簑毛正勝君） 14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  ２回目になってしまうんですが、老人福祉センターについては公募し

て、それから国民宿舎については公募しなかったと。これは指定管理者に関する条例をよく

見ていないんでよくわからないんですが、どうしてそういう差ができたのかというのが一つ。

それからもう一つは、昨年の11月だったというふうに思っていますが、各指定管理者の自己

評価、所管課評価、そして総合評価、そういった評価結果が提示されているんですが、それ

との関係はどうなっているんでしょうか。 

以上、２点です。 

○総務部長（坂崎博憲君）  お答えいたします。公募、非公募になったいきさつにつきまして

は、担当課からの意見をもとに審査委員会において判断をしたというふうなことでございま

す。 

それと、評価につきましては、もちろん評価を、モニタリングを受けた後にそれに基づい

て、やはり参考にしながら公募、非公募も選定したというようなことでございます。 
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以上でございます。(｢議長、14番｣と呼ぶ者あり) 

○議長（簑毛正勝君） 14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  予告なしでありますから無理からぬことかなというふうには思います

が、これもですね、公募の関係については言われましたけれども、11月のいわゆる所管課評

価、事業者評価、総合評価、この評価の関係とはその選定にあたって何かあったのですかと

いう質問があったはずなんですが、その点についての答弁があっておりませんから、この点

も回数に入れないでお願いします。 

○総務部長（坂崎博憲君）  第２回目の選定委員会の中でモニタリングの評価を行ったところ

でございまして、その後、老人福祉センター所管の高齢者支援課、国民宿舎くまがわ荘の所

管課でございます観光振興課からそれぞれ公募、非公募の考え方を聞いて、選定委員会とし

ては先ほどから申し上げていますように、選定委員会としましては、老人福祉センターを公

募とした、国民宿舎くまがわ荘については非公募としたというようなことでございます。 

○14番（立山勝徳君）  終わります。 

○議長（簑毛正勝君）  ほかにありませんか。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  ただいまのやり取り等々の中で、所管課のほうからどういった意見が

あって公募か非公募にしたのか明確になっていないわけですよね、その理由というのが。や

はり議場でしっかりそこのところは説明責任を執行部は果たすべきだろうと思います。そう

いった意味で、どういった意見があって非公募にしたのか。その理由を明確にしないと、た

だ意見がありました、それじゃ私は通らないと思いますので、そこのところははっきりして

いただきたいと思います。 

○経済部長（椎葉文雄君）  おはようございます。私のほうは国民宿舎の件ですが、非公募に

した理由ということで答えさせていただきます。まずは人吉市公の施設の指定管理者の指定

の手続に関する条例第７条に、公募によらない指定管理者候補の選定等がうたわれておりま

して、その内容は、市長等は公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的か

つ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、事業効

果が相当程度期待できると認められるときは、第３条の規定による公募によらないで、人吉

市が出資している法人または公共団体もしくは公共的団体を指定管理者候補者として選定す

ることができるというふうになっております。 

今回の国民宿舎くまがわ荘につきましては、公募を実施しなかったわけですけども、そ

の理由といたしまして、指定管理者として選定されたくま川下り株式会社が、人吉市が出資

している法人であることがまず上げられます。そのほか、主な理由としまして、まず１点目

に、くま川下り株式会社は平成11年度から平成17年度まで、国民宿舎くまがわ荘の管理運営

について、利用料金制で受託していただきまして、平成10年度まで市直営のときには赤字経
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営であったのを、財政面で立て直していただき、業務遂行や維持管理運営状況も良好であっ

たという実績が上げられます。２点目に、これまで市における外部委託推進による経費節減、

効率化の政策と本市の重要な観光資源である球磨川下りの乗船客が減少していく状況の中で、

経営の安定化と経営の多角化を目的としたくま川下り株式会社との利害が一致したことで、

平成11年度からは国民宿舎くまがわ荘を利用料金制による委託業者に決定し、平成18年度か

らの指定管理につきましても、公募を行わず決定した経緯がございます。３点目といたしま

しては、平成18年度から指定管理者として国民宿舎くまがわ荘を経営する中で、施設の老朽

化が著しく進む中、健全経営に努められ、業務遂行状況も良好で、毎年の決算においても利

益を生み出してきた実績がございます。４点目に、他の指定管理施設 ―― スポーツパレス

等でございますが、につきましては、毎年債務負担で不足する財源部分の委託料を支出して

いるところでございますが、国民宿舎くまがわ荘につきましては、指定管理後、市費による

不足財源の補てんは一切行った経緯がございません。したがって、仮に公募により募集する

場合、経営上の赤字補てんとなる実質的な委託料はない条件で募集要項を作成することから、

経営に関する審査基準のハードルが高くなることが考えられます。５点目に、指定管理者と

して引き続きくまがわ荘を経営することで、くま川下り株式会社が多角的な経営が可能にな

り、会社本体につきましてもその経営安定化が図られることが上げられます。 

以上のことを踏まえまして、くまがわ荘につきましては公募しなかったということでござ

います。 

  以上でございます。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君） 20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  この第三セクターの移行のとき、るるこの議場で議論をさせていただ

いております。ただ、くま川下り、結局そのくま川下りの部分と、それと国民宿舎を合わせ

た総合体の中で経営をされておりますが、決算報告、報第４号ということの中で報告いただ

いておりますが、きちんとした、例えばくま川下りの部分で幾ら、例えば国民宿舎の部分で

利益が幾らというところの総務、人件費等々を含めたところの管理体制の報告がされていな

いんですよ。これは多分、私が議長のときに出していただくようにお願いをしておりました

が、出ていないんですよ。だからやはり、今後もしするんであれば、やはりくま川下りに対

して、管理部分を含めて国民宿舎の中の必要経費が幾ら、経費等々。くま川下り、その部分

が幾らといった形を今後とっていかないと、合算方式、連結方式それもいいんでしょうが、

中身が見えなくなってまいりますので、そこのところは今後、しっかりとした形の中でやっ

ていただく。そのように思っておりますので、あとそれぞれ委員会のほうで議論していただ

くと思いますので、これで終わります。 

○議長（簑毛正勝君）  ほかにありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 
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────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第29 議第33号   

○議長（簑毛正勝君）  議第32号の指定管理者の指定に関連して議第33号についても質疑が

ありましたが、改めて日程第29、議第33号公の施設の指定管理者の指定についてを議題とい

たします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第30 議第34号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第30、議第34号工事請負契約の締結についての議決内容

の一部変更についてを議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第31 議第35号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第31、議第35号損害の賠償についてを議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

  ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第32 議第36号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第32、議第36号公平委員会委員の選任につき同意を求め

ることについてを議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第33 議第37号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第33、議第37号固定資産評価審査委員会委員の選任につ

き同意を求めることについてを議題といたします。 

本件について質疑はありませんか。 (｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第34 議第38号   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第34、議第38号固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求めることについてを議題といたします。 
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本件について質疑はありませんか。(｢議長、20番｣と呼ぶ者あり) 

20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  議第38号について、質疑をさせていただきたいと思います。 

今回、御提案をいただいておられる方につきましては、さまざまな形の中で市の福祉関係

また建物関係等々で非常にいろんなアドバイスをいただいていることも承知申しております。

ただ、従来の固定資産評価委員の方とちょっと職種が違うのかなと思っております。特に今

回御提案をいただいておられる方が、市の請負業の関係の役職をされております。そういっ

た中で、他の自治体の中でこういった形、また、固定資産評価審査委員を選ぶ場合の基準と

いう考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

○総務部長（坂崎博憲君）  それでは、大王議員の御質問にお答えしたいと思います。 

今回新たに委員を選任するに当たりましては、各市における委員の構成、年齢、女性の選

任などについて考慮して御提案をさせていただいたものでございます。県下各市においての

委員の構成でございますけども、例えば１級建築士、土地家屋士、調査士、税理士、不動産

鑑定士、住民の代表としての不動産系の方などで構成されているようなところが多いようで

ございます。宮原氏におきましては、先ほど大王議員もおっしゃいましたように、宮原建設

株式会社の取締役でございまして、委員の兼職禁止に抵触しないかというような御質問であ

ろうというふうに感じます。地方税法425条の第２項によりまして、委員の兼職禁止を規定

しているところでございますけども、当該規定は委員の職務を完全に果たすために妨げとな

るような職を兼ねることを禁止しているというような規定でございます。つまり、本市にお

いては、本市に対する請負が宮原建設株式会社の業務の主要な部分を占めるという場合には

委員となることはできないということになろうかと存じますけども、当該会社が総合建設事

業として建築事業、土木事業、不動産の賃貸業など、市からの請負以外にも幅広く事業を行

われておりますので、宮原氏を選任することにつきましては、兼職の禁止に抵触しないとい

うふうに考えているところでございます。 

  以上、お答えいたします。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君） 20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  兼職等々の部分で、主なといった部分で、一般的な考え方として、

事業量等々を考えたときに、今後こういったことも当然、民間の活力、民間の方の御意見と

いうのがいろんな部分で反映されるといった部分も出てくるだろうと思います。そういった

中で、今、総務部長のほうから答弁がありましたように、兼職等々の部分の主な事業、主た

る事業の比率の問題だろうと思うんですけれども、大体想定としてどのくらいの比率で今後

とらまえていくのか、そのあたりについてお尋ねをしたいと思います。 

○総務部長（坂崎博憲君）  お答えいたします。実務提要あたりを参考にさせていただきま

すと、おおむね50％以上を占める場合には法に該当するものと認定しているというようなこ
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とでございますので、その線を一定の線ということで行っていきたいというふうに考えてお

ります。 

以上でございます。 

○20番（大王英二君）  終わります。 

○議長（簑毛正勝君）  ほかにありませんか。(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ほかにないようですので、質疑なしと認めます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

○議長（簑毛正勝君）  以上で本日の議事は全部終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。 

午前10時43分 散会 
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午前10時 開議 

○議長（簑毛正勝君）  おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本

日の会議は成立いたしました。よって、これより会議を開きます。 

 議事に入ります。 

 本日は、一般質問を行います。 

 議事日程は、お手元に配付してあるとおりでございます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

一般質問 

○議長（簑毛正勝君）  それでは、直ちに一般質問を行います。（「議長、６番」と呼ぶ者

あり） 

 ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君）（登壇） 今期、最終議会の一般質問のトップバッターを努めること

になりました、６番議員の村上でございます。しかし、傍聴席の空席状態を見ますと来月の

統一地方選が非常に怖いなというふうに感じております。登壇の順番を決めるくじ引きでく

じ運の悪い私が一番を引き当てたということは、我ながら驚いております。これで運を使い

果たしてしまうのか、はたまた、このままの勢いで選挙戦に突入するかは定かではありませ

ん。 

それでは、ここで今月末日を持って退職されます局長及び部長、職員の皆様方におかれま

しては、長い間の公務員としての市政発展のために御尽力されましたことに対しまして心よ

り御礼を申し上げます。今後は一市民として、市政発展と市民の幸せ向上のためにアドバイ

スとお力添えをいただければ私たちも心強く思う次第でございます。 

今回は３項目通告しております。観光行政、文化財保護と観光振興の一体化。災害予防の

観点から、球磨川の堤防の耐久度は。環境行政、環境美化条例の制定についてでございます。 

まずは、文化財保護の観光振興の一体化についてでございますが、施政方針の中では、今

期４年間の観光振興関係の実績の中で、平成20年６月に青井阿蘇神社が国宝指定されたこと

を上げられております。天の恵みと表現されておりますが、このことに至った裏側には関係

者の血のにじむような努力があったことは事実でございます。さらに、県内の重要文化財の

７割がこの地域に集中しているという事実は、観光振興という観点からしますとまだまだ宝

物があるのではという大きな希望を抱くわけでございます。ここで質問でございますが、現

在の国指定・県指定の文化財の数、そしてまた主なものは、また市指定の文化財の数はどの

くらいあるのか、お聞きいたします。 

○教育部長（赤池和則君）  おはようございます。お答えいたします。 

国・県指定の文化財の数でございますけれども、現在33件でございます。その内訳は、国

指定関係で国宝１件、国指定文化財で建造物２件、彫刻１件、史跡が２件の計５件。国指定
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登録文化財２件の合計で８件となります。県指定関係では、建造物４件、絵画１件、古文書

１件、彫刻３件、工芸４件、書籍１件、有形民俗２件、無形民俗７件、史跡１件、天然記念

物１件の合計25件となっております。 

また、これらの中で国宝青井阿蘇神社、国指定文化財として老神神社、岩屋熊野座神社、

願成寺木造阿弥陀如来座像、人吉城跡、大村横穴群、国指定登録文化財として旧国鉄矢岳駅

駅長官舎、さらに県指定文化財としては井口八幡神社、相良家墓地などが主なものとしてあ

げられるところでございます。 

次に、市指定文化財の数につきましては、建造物９件、彫刻９件、工芸20件、絵画６件、

書籍４件、古文書８件、歴史資料３件、史跡９件、名勝２件、天然記念物４件、無形民俗

２件の合計76件となっております。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君） 国・県だけでも相当数あるということで、本当に県内の重要文化財の

約３分の２がこの地域に集中しているという、今、証拠をお示しいただいたわけでございま

すが、私としてもちょっと勉強不足だなと、もっと知らなければいけない、知る必要がある

というふうに思った次第でございます。本当すばらしいことなんですよね。ですから議員、

私だけにとどまらず、全員で勉強会などもする必要があるんでもないかなというふうに今、

感じた次第でございます。 

次に、観光振興のこの観点から、この国・県、市指定の文化財の中で現在公に出している

観光パンフレット、この中に紹介されているもののこの国指定重要文化財の数はどの程度あ

るのか、これは経済部長のほうにお聞きします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  おはようございます。お答えします。 

現在、配布しております観光パンフレットで文化財が紹介されている数の質問ですが、人

吉市及び人吉温泉協会、ひとよし・くま旬夏秋冬キャンペーン実行委員会等で作成しました

パンフレットは７種類、リーフレットチラシ13種類、合計20種類がございますけども、この

中で国・県指定の文化財として主に人吉城跡、国宝青井阿蘇神社、三十三観音めぐり、無形

民俗文化財の鬼木の臼太鼓踊りなどを写真あるいは説明で掲載されているものが、パンフレ

ットで７種類、リーフレットチラシで８種類、合計の15種類でございます。その中で、各指

定文化財という表示があるものや文化財巡りコースの設定、あるいは地図に史跡文化財を図

案化したピクトグラムを用いて表示しているものが、パンフレットで３種類、リーフレット

チラシで３種類、合計の６種類というふうになっております。 

以上でございます。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君） これはパンフレットの数を今おっしゃったんですよね。私が聞いたの
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は文化財の数、紹介されている文化財の数をお聞きしたんですけど、いかがでしょうか。 

○経済部長（椎葉文雄君）  失礼しました。ちょっと聞き取りが間違っていたようでございま

す。 

数でございますが、人吉城跡、堀合門、青井阿蘇神社などを含めまして10種類程度あると

いうふうに思います。 

以上でございます。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君） 私も聞き取りミスだったかもしれません。10カ所ほどということで理

解していいんですよね、間違いないですよね。訂正があったら、また後で訂正してください。

どちらにしても、文化財の数からしたら紹介の数はまだ少ないんじゃないかなというふうに

は思っております。実際の文化財の数からするとアピールの余地はまだ大いにあって、飛躍

の可能性も秘めているということではないかなというふうに考える次第でございます。 

今度は教育委員会に質問をいたしますけれども、歴史館の開館ですね、平成17年に開館し

たと思いますが、開館以来の入館者数の推移はどういうふうに推移しているのか、また歴史

館においての企画展、テーマ展は年に何回ほど行っておられるのか、また22年度の実績はど

のようなものだったのかということをお聞きしたいと思います。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えいたします。 

人吉城歴史館は平成17年12月２日に開館し、平成23年２月28日現在で８万6,125名の方々

が来館をされております。年度ごとの入館者数は、平成17年度6,753名、平成18年度１万

9,179名、平成19年度１万4,521名、平成20年度１万6,268名、平成21年度１万7,821名、平成

22年度が２月末現在で１万1,583名、開館から５年２カ月が過ぎた現在、入館者数の年間平

均を見てみますと約１万6,500名となっているところでございます。 

次に、歴史館の企画展でございますが、３年前から春と秋に特別展、そのほかにテーマ展

を開催し、特別展示室を年間フル活用しているところでございます。平成22年度につきまし

ては、春季特別展として「人吉が生んだ植物学者前原勘次郎の世界」、秋季特別展として

「日野熊蔵と世界航空史」、テーマ展として「相良三十三観音と御詠歌」、「人吉藩と日野

熊蔵」「相良氏と関ヶ原」を行っております。今後も特別展、テーマ展を基軸にしながら来

訪者及び市民の方々のニーズに合わせた展示、テーマを掘りおこし、魅力ある充実した展示

企画を展開していきたいと考えておるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君） 入館者数に関しましては、開館時は結構ふえて、またちょっと落ちて、

また持ち直してというような状況のようですね。平均しますと１万6,500人ということです

から、こちらの市庁舎のほうから見てみますとよく大型バスで来られる姿もよく見受けます
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ので、まずまずではないかなというふうには思っております。 

そしてまた、テーマ展に関しましても努力をされているんじゃないかなと思うわけでござ

いますけれども、八代市の博物館の場合は確実に年４回の企画展をやって、ほかにもまた特

別展等をやっておられるみたいです。ということで、当市ももっとバージョンアップ等を行

いながら、またアピールも必要ではないかなというふうに思うわけでございます。 

青井神社の国指定への流れなど文化行政の努力、そして観光振興へのリンクの共同作業な

どにはさまざまなプロセスがあったと思うわけなんですが、ここで文化行政と観光振興のネ

ットワークといいますか、がうまいこといっているのかということで、貴重な文化財を観光

に生かしたいといういうふうに考えたときに文化課と観光振興課との連携はうまくいってい

るかどうか、ここをお聞きしたいと思います。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

人吉球磨地方には、熊本県下の文化財の３分の２が集まっているといわれており、国宝青

井阿蘇神社を初め三十三観音めぐりなど本市観光の大きな柱となっております。文化振興課

においては青井阿蘇神社が国宝に指定され、各地の観光関係者あるいは旅行エージェントな

どが当市に視察に訪れられた際、説明を行ってもらうなど観光に関しても協力をいただいて

いるところであり、パンフレット等の文面の構成など文化財関係の専門的立場で協力をいた

だくとともに、文化振興課で作成されておりますパンフレット等も観光振興課にて活用する

など観光客や市民の皆様への文化財の関心を高めるとともに、観光へつなげるようお互いに

連携を取りながら業務を行っております。 

また、毎年秋の三十三観音一斉開帳の時期には、人吉城歴史館での展示企画といたしまし

て三十三観音のパネル、宝院帳などを展示していただいているほか、じゅぐりっと博覧会の

展示部門であります人吉歴史回廊、人吉まちかど資料館にも中心的に動いていただくなど幅

広い活動で人吉観光に参画していただいております。文化振興課以外でも、健康福祉部主催

のじゅぐりっとマーチのウォーキング大会やＪＲウォーキングの際に市内の三十三観音めぐ

り、寺社仏閣をコースに入れていただいており、多くの皆様に歴史文化を楽しんでいただい

ているところでございます。 

以上でございます。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君） 今、お答えいただいたわけなんですけれども、観光振興という観点と

文化行政、文化財を守っていくという観点、その若干の基本的概念が違うものですから、観

光に生かそうという観点から文化振興課は見ていないんじゃないかなというふうには思うわ

けなんですよね。だから、一市民から見ると、「そうかな、そういうふうにうまくいってい

るのかな」というふうなふうにも感じとれるし、そう思う次第なんですよね。ですから、違

う視点からの発想で文化財を観光に取り入れるということで、非常に宝物はたくさんあるわ
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けですから観光立市をさらに押し進めるということで考えるならば、文化振興課と観光振興

課の横の連携強化をするという方法よりも、どちらかといったら文化財課を市長部局、つま

り市長公室に配置して観光振興課もそこに置きながら、置いた形で行っていくべきではない

かなというふうに思う次第でございます。 

２月の熊日新聞に、熊本市が同じように文化財課を市長部局に置くということで戦略を組

んでおられます。今後、数日後、あした、明後日、明々後日ですか、12日は４日後には新幹

線が全線開通するわけですから、大きな流れがこちらのほうにやって来る可能性もあるわけ

ですよね。そういう観点からもぜひ観光課、文化課を一つの大きな柱にしたものを市長公室

に配置したらどうかというふうに思うわけなんですけれども、市長はどのように思われます

でしょうか。あくまでも提案的な質問ですから、４月改選を迎えていますから微妙なところ

なんですけれども、市長のお考えとしてはどんなものかということでお聞きしたいと思いま

す。 

○市長（田中信孝君）  おはようございます。 

村上議員、御指摘のとおり、私も文化財保護と観光振興の一体的施策の展開といったもの

の必要性については常々感じているところでございます。御指摘のとおり、この人吉球磨に

は熊本県すべての文化財の７割から８割が存在していると、大きな一つの相良七百年の歴史、

伝統、文化に基づいた非常に貴重な文化財であります。よって、そのための機構改革という

ことはこれも一つの選択肢であるというふうに考えているところでございます。どのくらい

の自治体が文化財保護と観光振興の一体化を図る組織体制をとらえているのか、詳細は存じ

ませんが、知る限りでは今御指摘のとおり今回の熊本市のほか、久留米市などもそのような

体制を取られているようでございます。 

一方、開発行政を担う市長部局に、文化財保護行政を移管することを疑問視するという声

もございまして、そういう声も含めてさまざまな意見があるところでございます。つきまし

ては、教育委員会所管のまま連携を密にとっていくほうが望ましいのか、あるいは御指摘の

とおり市長部局のしかるべき部署に移管した方がより効果的であるのか、庁内でしっかり議

論をしていかなければならないというふうに思っております。 

また、部の名称変更や所掌事務等につきましては条例に定める事項でございますので、庁

内の議論はもちろんのこと議会にも御相談していくべきものと考えております。次回、機構

改革を実施する機会をお与えただくことができましたなら御提案を参考にさせていただき、

その時々の政策課題の解決のために最も適した組織体制を構築していかなければならないと

考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君） 県内の、本当７割がこの地に文化財があると、文化財の７割がこの地
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にあるという観点から考えれば、熊本市よりもおそらく多いわけですから、確実に多いわけ

ですから、熊本市がこのような形で市長部局に置くということですから、人吉のほうが先陣

を切ってもいいぐらいの企画なのではないかなと、方向性なのではないかなというふうに考

える次第でございます。 

歴史館の運営に関しましても、観光振興課とタイアップすればもっともっと活用に幅が出

てきますし、情報の発信力もアップするというふうに考えるわけでございます。また、新た

な観光資源となり得るような宝物がまだまだ残っているのではないかなというふうにも考え

るわけでございます。私も、知人等が人吉に来た際に青井神社、人吉城跡に連れていくんで

すけど、それだけではちょっともの足らないものですから、東林寺の磨崖仏、それと岩屋熊

野座神社、そして矢黒神社に連れていったことがあります。詳しい由来は知らないんですけ

れども、何となくパワースポット的な場所なんですよね。そういうところを連れていくだけ

で皆さん、何か神々しい感じがして「すごいですね」というふうにおっしゃいます。そうい

うことですから、視点を変えてそういう形の観光振興に生かせるという形ですから、ぜひ次

期、どうなるかわかりませんが、実行していただければというふうに考えております。 

続きまして、災害予防の観点から球磨川の堤防のことについてお聞きいたします。中心市

街地の市民の方から聞かれまして、球磨川の堤防の耐久性について尋ねられたんですよね。

そして、私としては全然即答ができなかったものですから、私なりに少しは調べてみたんで

すが、考えてみると、相当の年月がたっていると、経過しているということで、球磨川の危

機管理の面からも大変重要であり、今回質問するということになったわけでございます。 

40年の７月の大水害から約46年が経過するわけなんですけれども、現在の球磨川の堤防の

建設年は何年ぐらいなのか、何年なのか、お教えください。 

○市長公室長（深水雄二君） おはようございます。お答えいたします。 

今回の関連の質問につきましては、国交省のほうに一応お尋ねをしておりまして、そのこ

とを踏まえまして、それをもとにしてお答えをさせていただきたいと思っております。 

建設年はいつかという御質問でございます。お尋ねしましたところ、人吉市の特殊堤防整

備は昭和40年７月水害によりまして大きな被害を受けたことを契機としまして、昭和41年よ

り着手し、昭和60年度に整備が完了したということでございます。実際の工事といたしまし

ては、最初の特殊堤着手が昭和41年で九日町地区など２地区、３工区。最初の完成が昭和43

年に竣工しました宝来地区120メートル区間です。その後は順次、毎年300メートル程度の施

工を継続され、昭和52年度末には人吉市街地の球磨川右岸地区の約50％が完成し、昭和60年

度に下青井地区特殊堤が完成したということでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君） 九日町地区でいえば昭和43年に竣工したということなんですね。小学
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生のころだったなという記憶があったんですけど何年生ぐらいだったかなというようなこと

を考えたら、ちょうど６年生のときだったみたいです。工事が始まったときに水ノ手橋あた

りからの上流側をせきとめて中川原まで、そうしたら、こちら九日町側の球磨川の右岸側は

水がなくなったんですよね。そうしたら水溜まりがいっぱいできていまして、そこに魚がい

っぱい集まっていたんですよ。近所の方がバケツを持って、みんな魚を捕りに、ウナギやら

アユやら取りにいったんですね。そして、私たち子供もそこに参加して行ったんですけども、

消防団の方から「子供は来るな」いうことで言われたのをよく覚えております。小学校６年

生のときだったんですね、４年生のときに工事が始まって、そのころだったんですね。 

ところで、山田川の打ち出し、山田川の右岸側の打ち出しの堤防が崩壊したことがありま

したですよね。あれはいつだったのか、またその原因は何だったのか、お聞きしたいと思い

ます。 

○市長公室長（深水雄二君） お答えいたします。 

国土交通省八代河川国道事務所にお尋ねしましたところ、平成８年７月３日から８日にか

けての出水により、７月８日に山田川直下流の護岸が崩壊したという状況だったようでござ

います。原因は、断続的な降雨により護岸の基礎部分が洗堀、洗い流されといいますか洗堀

され、崩壊に至ったものということでございます。十数年前の出来事ではありますが、当時

の状況を市の担当職員であった者に私のほうから尋ねましたところ、崩壊した基礎部分はか

なり侵蝕といいますか洗堀されており、水深が10メートルほどもあったようであるというこ

とを聞きました。あらためて自然の驚異に驚かされた次第でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君） 平成８年なんですね、13年前ということになりますね。10メートルほ

ど水深があったってすごいですよね、結局オーバーハング状態であった、それがぎりぎり保

っておったのが出水によって崩落したということになるわけですね。これは、あの事故は非

常に近隣住民もびっくりしまして、あのときの記憶を今はもう忘れ去っているんですよね。

ですから、堤防の耐久度に関しまして言われたのに私もびっくりしたんですが、現在の鉄筋

コンクリート造りの堤防の耐用年数は何年なのか、またクラックなどの亀裂などの有無の状

況を調査したことはありますかということでお聞きしたいんです。 

○市長公室長（深水雄二君） お答えいたします。 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令というのがございまして、それによりますと鉄骨

鉄筋コンクリート造りなどの耐用年数は50年となっております。そこで、今回の御質問の特

殊堤についてでございますが、同じように国土交通省八代河川国道事務所にお尋ねしました

ところ、コンクリートの寿命はコンクリートそのものの材料、原材料の配合によっていろい

ろと変わるみたいですけれども、その材料や構造物が経験する環境、非常にわかりにくい表
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現ですが、経験する環境すなわち気候、外力、暴露状況、いかにさらされているかというそ

ういうような状況などによってそれぞれ異なるものであり、耐用年数につきましても点検診

断によりその構造物の健全性をもって判断すべきものという見解でございました。 

クラックの有無などの状況につきましては、毎年目視による詳細な堤防等点検を実施して

把握しておりますということで、点検の結果クラック等が確認された場合には経過観察を注

意して行うとともに、対策が必要なものにつきましては適宜補修を行っておりますという御

回答でございました。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君） 耐用年数は50年ということですし、竣工してから既に43年がたってい

るわけですからちょっと怖いなというふうに今感じた次第なんですね。コンクリートの耐久

性というよりも基礎部分とか、例えばクラックがあったとします、そうしたら、そこから水

が侵入して中が空洞化するおそれがあるわけなんですね。市街地の、私に聞かれた市民の方

も堤防の裏側はどうなっているんでしょうねというような怖い言い方をされたものですから、

そこら辺なんですよね。ですから、惨事が起こらないためにもこれは緊急にもっと綿密な調

査をすべきじゃないかなと思うわけなんですね。だから、裏側がどうなっているのかという

ところも含めてしっかりと調査をしておかないと、思わぬ事故につながる可能性もあるもの

ですから、ぜひ国交省にさらなる精密な調査を依頼していただくようにお願いしたいんです

が、いかがでしょうか。 

○市長（田中信孝君）  村上議員、御指摘のとおり、私自身も河川管理者である国に洪水時に

おいて最も心配しておりますことが破堤、大きな被害が想定されます堤防の決壊でございま

す。細心の注意と御対応をいただきますよう日ごろから国にもお願いをしているところでご

ざいます。 

また、毎年堤防等の点検を実施されているということでございます。村上議員も御指摘の

ように、御心配のようにさまざまな状況も予想されますので、今後も最新の専門的技術を持

って調査・対応をしていただくよう河川管理者である国に引き続きお願いをしてまいりたい

と存じております。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君） ぜひ、再度精密な、密な調査をしていただくようにお願いしていただ

きたいと思います。 

最近、思いもしないような事故や災害が多いように感じるものですから、危機管理の関係

からも早急に耐久度診断と調査を行っていただくように依頼していただきたいと思います。

そういうことで、この件につきましては終わります。 
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次に、環境行政、環境美化条例の制定についてお尋ねいたします。この問題に関しまして

は過去、平成12年と14年にも質問は行っております。今回が３回目の質問になるわけでござ

いますが、今期の最後の議会ということで、本来ならもう少し早めに行うべきだったなと自

分でも反省しているわけでなんですが、しかし、次期市政運営への投げかけということでと

らえていただければと思っております。 

市の衛生員連合会の皆様で不法投棄に対する巡回パトロールを行っておられますが、ここ

数年投棄場所の分布や件数などの状況はどのようになっているのか、お聞きします。 

○市民部長（荒巻 通君）  おはようございます。お答えいたします。 

人吉市衛生員連合会におきましては、議員御承知のとおり巡回パトロールを行っておられ

まして、廃棄物の不法投棄の調査・回収を年４回、市内の６小学校区ごとに実施されておら

れます。データとして残っております平成18年度から本年度までの実施状況についてでござ

いますが、人吉球磨クリーンプラザに搬入された不法投棄・一般廃棄物の量は、この５年間

で合計31.4トンとなっております。また、クリーンプラザでは受け入れられない自動車の部

品やリサイクル対象製品などはこの重量に含まれておりません。このうち、タイヤにつきま

しては511本を処分していただいております。 

先ほど申し上げました不法投棄された31.4トンの年度別内訳といたしましては、初年度の

18年度が最も多く9.7トン、19年度が6.6トンでございまして、20年度以降は年当たり５トン

前後で推移いたしております。また、同じく校区別で見てみますと、大畑矢岳校区が11.2ト

ンと突出しており、6.02トンの中原校区、4.8トンの東間大塚校区と続いております。不法

投棄の場所の特徴といたしましては、県あるいは市の境界を越えて持ち込まれているケース

が考えられ、県境や市境の交通の便がよく、人目につかないところに不法投棄が多く見受け

られる傾向にございます。また、ここ数年、回収量は減少傾向が見られており一定の成果が

上がっているものと推察されるところでございます。 

本年７月のアナログ放送終了に伴いまして、テレビや録画機材などの不法投棄が懸念され

るところでございますので、今後も不法投棄防止の啓発に努めてまいりたいと存じておりま

す。以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君） 衛生員連合会の皆様方は御苦労されていると思いますが、不法投棄に

関しては矢岳大畑校区が突出しているということですから、まさに県境を越えてこちらのほ

うに持ち込まれているんではないかなというふうに私も考えます。また、年に５、６トンで

すから結構な数なんですよね、量的にもそうじゃないかなと思います。 

また、ことしの７月24日にアナログ放送が終了しますのでブラウン管型のテレビが不法投

棄されるおそれがかなりあるということですから、そうならないためにも次善の策が必要な

のかもしれないというふうに思うわけでございます。投棄したものを不法投棄として投棄し
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た人を特定できたことは過去にあるのか、またそして罰則はどのようになっているのかお聞

きしたいと思います。 

○市民部長（荒巻 通君）  お答えいたします。 

廃棄物の不法投棄につきましては、人吉警察署や人吉保健所等とも連絡を取りながら投棄

者の特定に努めているところでございまして、郵便物や伝票などから割り出されるケースも

多々ございます。原因者が特定され次第、原状の復させることがまず基本でございますが、

特に悪質な場合は摘発を受けて、罰金刑が科された例も過去にございます。それらの捜査に

つきましては警察にゆだねているのが現状でございます。 

本市におきましては、参考までに申し上げますと罰金刑１件、撤去をさせられた件数が数

件あるということでございます。また、罰則に関しましては廃棄物の処理及び清掃に関する

法律第16条で規定されておりまして、投棄禁止に違反した場合には違反者が個人の場合、

５年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科とされております。違反者が法

人の場合は、その行為者を罰するほか、その法人には３億円以下の罰金刑を科することとな

っております。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君） 個人でも５年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、法人では

３億円ということですからすごい金額ですよね。それでも後を絶たないということはやはり

目が届いてないということで、やっぱりなめられているんじゃないかなというような感じが

しないでもありません。これは３億円というのはたしか上がったんじゃないかなと思うんで

すけれども、前はもっと低かったかなと私は、１億円でしたか。 

ポイ捨て投棄、不法投棄の禁止だけではなくて総合的な環境美化関連の条例を私は制定す

るべきじゃないかなと思ってここで質問をするんですが、熊本県下の場合、環境美化関連の

条例を制定するところは何市あるのか、どのようなところが制定しているのか、また球磨郡

の近隣の町村の状況はどうなっているのか。平成14年では県内が７市そして球磨郡では２町

７村という状況でしたから、またその後、またそうやって変化しているんじゃないかなとい

うことでお聞きいたします。 

○市民部長（荒巻 通君）  お答えいたします。 

総合的な環境美化条例ということでございますが、ビジョンを含む条例としましてさらに

スケールの大きい環境基本条例もございますので、それらを含めたところでお答えをさせて

いただきます。 

まず、県下各市の制定状況でございます。環境基本条例は、県下14市のうち熊本市や荒尾

市など八つの市で制定されております。残る６市のうち上天草市と阿蘇市は環境美化条例、

八代市は環境美化の推進に関する条例、合志市は美しいまちづくり条例がそれぞれ制定され
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ておりますので、未制定の市は玉名市と本市の２市でございます。 

続きまして、球磨郡の状況でございますが、あさぎり町、多良木町、湯前町、五木村、球

磨村の３町２村におきましては、いずれも環境美化条例を制定され、相良村と山江村がそれ

ぞれ美しい村づくり条例を制定されております。未制定は、錦町と水上村となっております。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君） 平成14年のころとは比較できないところは合併があったということだ

と思うんですけれども、単純に比較できないとは思いますが。郡市内の場合には現在でも人

吉市と隣接している錦町がまだ未制定、そして水上村が未制定ということで今答弁をいただ

いたわけなんですけれども、平成14年の答弁のときには錦町も制定されていると答弁されて

いるんですよね。おそらくされていない、廃案というか何というんですか、条例を廃止する

ことはおそらく考えられませんので、そのときの答弁が間違ったのじゃないかなと思うんで

すよね。そのときはごみ行政関連は福祉生活部でしたから、今の堀教育長が答弁されている

んですよね。議事録に既に載っていますので取り消しはできないと思いますけれども、もっ

とその正確を期していただいて答弁していただくように、よろしくお願いしたいと思います。 

やっぱり環境美化に関しましてそういう不法投棄を防ぐ、またポイ捨ても防ぐという観点

からしましたら、やはり郡市一帯で、エリア全体で取り組むのが一番理想的ではないかなと

いうふうに思うわけなんですよね。そういう観点からも、隣接の相良村、山江村、球磨村が

制定しているという状況ですから、美化区域を広げるためにも、また観光立市を標榜するた

めには当市でも制定が必要ではないかなと私は思うわけでございます。そういう意味から、

制定を今後進めていただきたいというふうな願いでお答えをいただければと思っております。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

環境美化条例を制定しております市町村におきまして、その制定前の状況はどうであった

のかということを想像しながらそれぞれの美化条例に目を通してみますと、地域住民や事業

所などが一体となって清掃活動をされる機会があまりなかったのではないかとの思いをして

いるところでございます。なぜならば、それらに、その環境美化条例にうたってある文言を

読みますと、ごく当然のことであったり、既に本市では実践していることにほかならないか

らでございます。 

本市で実践をしておりますことの例を申し上げますと、先ほどの部長答弁にもございまし

たとおり、衛生員連合会が中心となって不法投棄の調査・回収を実施されておられますが、

先般の大畑・矢岳校区の回収の際には国有林も管理しております森林管理所の職員や建設関

係業者の皆様方もボランティアとして多数参加をしていただいているところでございます。

また、このほかクリーン人吉早朝清掃や町内会単位での定期的な清掃作業、あるいは地球の

環をまもり隊の皆様によるごみ減量のための活動、さらには事業所の従業員の皆様によるボ
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ランティア清掃など市民の皆様や事業所による美化活動が既に定着していることはまことに

喜ばしく、また心から日ごろも感謝しているところでございます。 

このようなことから、他市町村と同じような環境美化条例は今さらながら制定する必要性

には乏しいというのが率直な考えでございます。しかし、議員御指摘のように、本市の観光

立市という観点から進める、強化するということを考えてみますと、現状よりハイレベルな

条例というものも協議検討すべき課題ではないかと、一定の基礎的なことは市民の皆様方に

よって非常にそれはすばらしい環境が整えられているということでございますので、一歩進

んだハイレベルな条例というものを協議検討するということが重要ではないかというふうに

思っているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君） おっしゃるとおり、市民の方々の努力また美化意識も高くて、実質的

な行動は非常に郡市の中でもハイレベルで一番トップクラスじゃないかなと私も思うんです

よね。しかし、そのやっていることの集大成を条文化しておく必要が私はあるというふうに

思うわけです。また、今、市長がおっしゃったように、ハイレベルな、もっと観光立市を観

点に他市とは違う観点からの美化条例、それは非常にいいと思いますので、ぜひ次期どうな

るかわかりませんけれども可能性は、そういう制定の方向性は見出してやっていただきたい

と。平成12年、14年、今回質問して、前市政の時にはその必要性を感じないという答弁でし

たので、私は必要性があるというふうに思っておりますので、ぜひ行っていただきたいと思

います。 

以上で質問を終わります。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで暫時休憩いたします。 

午前10時50分 休憩 

───────── 

午前11時03分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

 ８番。松田茂議員。 

○８番（松田 茂君）（登壇）  皆さん、こんにちは。８番議員の松田でございます。月日の

たつのは本当に早いもので１期４年間、私としては今回最後の一般質問になっております。

先立ちまして、今議会を最後に退職をなさいます公室長、議会事務局長、それから各部の部

長、市の職員の方々、長い間行政職のお勤め本当に御苦労さまでございました。今後は市政

発展のために、より一層御尽力賜りますようによろしくお願いを申し上げます。 

それでは通告に従いまして、一般質問をしてまいります。今回は大きく三つの点に対しま

して質問をしてまいります。第１番目に、農業振興策より、地産他商について。地場産業
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（農産物の加工、販売、育成）の拠点施設としての石野公園の活用方法について。第２に、

観光振興策より、再確認、地域資源を活用した観光地づくり。それから、第３に、スポーツ

振興策より、すばらしかった春風マラソン。以上、３点の御質問をしてまいります。 

それでは、一番最初の質問です。農業振興策より、地産他商について。約、発足をして

８カ月余りになりますが、この地産他商推進室、今までの取り組み状況、いかようなものが

あったのでしょうか、御質問をいたします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

地産他商推進室は本市の施策の３本柱であります農業で食べられるまちを推進するために、

昨年７月、農業振興課内に設置し８カ月が経過したところでございます。その間、販路拡大、

商品企画開発ＰＲ、地産地消の推進、そして本市農業応援団の創設を事業目標に掲げ、本市

の農産物生産者の収益向上のため、あらゆる機会をとらえて他地域が求めている農産物やそ

の加工品などの情報収集、そして本市農産物の出口であります販路の確保に取り組んでまい

りました。 

販路拡大では、大都市圏で開催される商談会や見本市へ数多く出向き、多くの企業との接

触、商談を重ねてまいりました。また、あらゆる情報をもとに、高級食材を扱う大手企業や

小売店などには個別にアプローチをかけまして販路の確保につなげております。商品企画開

発ＰＲでは、本市の農産物をいかにして他地域に売り込むか、あるいはどのようなものが受

け入れられるのか、そしてどのようなＰＲ戦略があるかなどの研究を行いまして、人吉産多

収穫米タチアオバを原料としてつくった球磨焼酎と医食同源ひとよし米を合わせたギフト製

品の販売をアシストしてまいりました。また、来年度11月に東京都庁の全国観光ＰＲコー

ナーでの本市のＰＲイベントを企画し、観光、商工との関係部署とともに連絡調整をして準

備をいたしております。 

地産地消の推進にも取り組み、推進室設置後すぐに市内に点在しております農産物直売所

を、点から線へ、そして網状にして人吉市地産地消直売所ネットワークを立ち上げておりま

す。これによりあらゆる情報の共有化を図りながら地産地消につなげるための足がかりを固

めております。加えて、直売所の各イベントへの出店サポートや医食同源ひとよし米の地元

での販売のサポートをいたしました。次に、大都市圏の熊本県人会や本市出身者で組織され

る会に出向き、本市農産物のＰＲと売り込み、そして本市農業を応援していただく人吉農業

サポーターの募集を行いました。これは個人で本市の農産物を買っていただくことはもとよ

り、できれば企業まで広がればとの思いもありました。このほか、本市で取り組むことので

きる農産物の情報収集、地産地消推進のための各種セミナーや勉強会に積極的に参加して知

識を習得し、職員の資質向上に努めております。 

以上でございます。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ８番。松田茂議員。 
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○８番（松田 茂君）  約８カ月ばかりの間の中で非常に多くの取り組みをなさっているのは、

今の部長の答弁でわかったわけでございます。非常にすばらしい取り組みをされているなと

いうのが率直で素直な感想として申し述べたいと思っております。 

そこで、今度は市長にお尋ねなんですが、こういうふうなもの、市長は常々マニフェスト

の３本柱の中でも農業で食べられるまちというものを標榜して常々語っておられますが、そ

の中で、市長ならではのやはりいろんなところでトップセールスとしてさまざまな取り組み

をなさってきたと思うんですが、この地産他商推進室と要するに同調したような形の中でど

のような取り組み方があったのか、その一端をお教え願えればと思っております。御質問い

たします。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

まだ短期間ではありますが、地産他商推進室が推進してきた事業の成果はということでご

ざいますが、まず販路の拡大、確保につきましてはあらゆる情報をもとに大都市圏の企業等

に個別アプローチをかけました結果、東京銀座のホテル東京コムズ銀座に本市の農産物を売

り込むことができました。このホテルは各地の農産物を豊富に使ったホテルの朝ご飯と、そ

れを取り扱いますシェフが有名なホテルでございまして、昨年の夏には本市直売所の野菜が

ホテルのダイニングルームに並んだところでございます。同じく、ことしの夏も並ぶ予定で

ございます。 

医食同源ひとよし米につきましては、各地の安心・安全なお米や高級米を中心に販売して

いる東京台東区の金澤米店での販売が決まり、現在インターネットで販売されているところ

でございます。また、沖縄県国頭村で人吉出身のお方が経営されておられるアバガーデンホ

テル沖縄から、人吉産ヒノヒカリがぜひほしいとの情報が入りましたので、すぐにＪＡにお

つなぎをし、現在定期的にＪＡから納入していただいているところでございます。大都市圏

で行われております県人会等にも積極的に出向きまして、本市の農産物のＰＲや売り込みを

図っているところでございます。出席できない会におきましても、ＰＲチラシの配布や試供

品の配布、買い取りでの本市農産物納入等を行ってまいりました。関西熊本県人会、大福岡

熊本県人会、東京繊月会、東京江原会に出席をいたしまして、東京熊本県人会にはチラシの

配布、東海熊本県人会には農産物の買取納入をいたしておるところでございます。 

そのような中、地産他商推進室の担当が昨年11月に開催されました関西熊本県人会に出席

した際、藤田観光株式会社の代表取締役社長末澤和政氏とお話をする機会があり、本市農業

の応援をしていただくという具体的なお話をいただくことができました。藤田観光株式会社

は御存じのように、東京の椿山荘、箱根の小涌園、大阪の太閤園や全国展開のワシントンホ

テルなどのラグジュアリーホテルのほかゴルフ場や水族館等を経営する巨大グループ企業で

ございます。昨年12月には私もフォーシーズンズホテル椿山荘東京に末澤社長をお訪ねいた

しまして、トップセールスをいたしているところでございます。その結果、今が旬の人吉球



- 118 -  

磨産のイチゴひのしずくを椿山荘やフォーシーズンズホテル椿山荘東京などの高級レストラ

ンで提供するように話が進んでいるところでございます。今後さらにＪＡと連携をしながら、

次々に旬を迎える本市の農産物を紹介し、安定した販路確保に期待を高めているところでご

ざいます。 

地産他商推進室を新たに設置して８カ月という短い期間、本市の農産物生産者の収益向上

を目指し、本市農産物の出口である販路の確保のため、思った以上のさまざまな展開ができ

たのではないかと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ８番。松田茂議員。 

○８番（松田 茂君）  今、さまざまな成果の中で驚いたのは、藤田観光と接点ができたとい

うすばらしい成果が、僕も思っても見ないような成果というふうに思っております。どれも

これも一流どころのお名前が上がってくるわけですけれども、やはり一番心配するのは、せ

っかく出口が見つかる、しかしながらロット数ですね、いつも市長がおっしゃるようにそれ

に見合うだけの数、品物が揃うのか、やはりそれが揃わないことには企業体としてはなかな

か取り扱うところ、要するに通年的に取り扱うことが非常に難しいんではないかと、そうい

うふうに思う次第です。 

やはり、今後はせっかくできた出口、その出口を閉ざさないためにもやはりロット数の確

保、そしてやはり四季折々、この人吉球磨、例えば本当に我々としては身近なコサン竹、コ

サン竹であるとかうるか、アユの苦うるかとか古うるか、非常に瓶詰めになっていて皆さん

方にはいろんなところに持っていったとき、最初は臭いでちょっとと思われるところなんか

もあるんですけれども、非常に取り扱い方法によってはおもしろい食材であると、そういう

ふうな評価も受けておりますし、それから先ほどおっしゃいましたお米、これも地元からの

米を持っていくんですから手前味噌な部分もあるかもしれませんけれども、どこに行っても

絶対負けない、そういうふうな要素を感じたわけですね。今おっしゃいましたように、さま

ざまなホテル等々は夕食、要するに都市圏でいうところの夕食よりも朝食に非常に力を入れ

ているホテル、そういうラインのほうが多いように私も認識をいたしております。そういう

ところには、ぜひとも四季折々の、そしてさまざまな角度から出てくる農産物を何とか絶え

間なく生産そして納入できるよう、そういうふうなシステムづくりをぜひともやっていって

いただきたい。そうすることによって、この人吉球磨産、ようするに農産物の出口が広がる

ことによってひいては農家の所得水準が上がっていく、そういうふうにして私も非常に期待

をするところであります。ぜひとも地産他商推進室もっともっと期待をするわけです。そこ

で質問なんですけれども、一所懸命おやりになっている部署はこの人吉市役所の中にもいっ

ぱいあります。いろんなところで市の職員の皆さん方もさまざまにおやりいただいている仕

事あるんですが、この地産他商推進室に限って言いますれば、やはりもっともっとバージョ
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ンアップをして、バージョンアップをしながら今おっしゃったように、例えば藤田観光の社

長なんかに僕たちみたいなむさい男が名刺を持っていっても、ふーんと言われるのがオチか

なと。やはり、それは地産他商推進室が持っていらっしゃる独特の雰囲気と申しますか、そ

れならではの雰囲気の中で、おそらくきちっとした会社の社長さんとお話ができる、そうい

う場面をつくられたかと思います。であるならば、今度はちょっと総務部長にお尋ねなんで

すけれども、さらに、さらにこれを発展的にバージョンアップさせるためのその道筋という

のがどうにか考えられないのか、その点についてちょっとお伺いをしたいと思います、これ

は組織としてです。よろしくお願いいたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）  こんにちは。それでは御質問にお答えさせていただきます。 

御質問は、さらなる発展への道筋はということでございますので御質問の趣旨を組織の位

置づけ、人員配置など組織体制に関する考えということで理解させていただきまして、お答

えをさせていただきたいというふうに存じます。 

昨年の７月に２名体制で新設しました地産他商推進室につきましては設置以来８カ月を経

過しておりますが、先ほど市長並びに経済部長が答弁のとおり、所属職員の頑張りと農業振

興課内及び関係各所との連携において着実に成果を上げつつあり、現在のところ期待される

組織機能を果たしているというふうに理解をしているところでございます。したがいまして、

組織体制につきましては当面現行どおりを考えているというところでございます。目下の重

点戦略でございます農業で食べられるまちを具現化するため構築した組織体制でございます

ので、今後現場の意見も踏まえながら状況の変化によりましては地産他商推進室だけに限ら

ず、農業振興課あるいは経済部全体を見通した上で人員配置を含めて柔軟に組織体制を見直

す場合もあろうかというふうに考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ８番。松田茂議員。 

○８番（松田 茂君）  答弁をいただきました。おっしゃるとおりだというふうに思っており

ます。しかしながら、何度か組織について御質問した経緯もあるんですが、やはり組織とい

うものもその都度都度によりましてはやはり強化をしたり見直しを図ったり、柔軟に対応し

ていくことこそがさまざまな活動の場を生み、そしてさまざまな接点を、要するに商売でい

うならば営業が柔軟にかけられると、そういうふうなものを私は思っている次第です。どう

かその付近も十分に踏まえていただきまして、この地産他商推進室に限ることなくほかの部

署におきましても柔軟性を持った組織運用というものを心がけをいただければ幸いでござい

ます。この項につきましては、これで一般質問を終わりたいと思います。 

それでは続きまして、地場産業という観点から農産物の加工、販売、育成、その拠点とし

て石野公園の活用方法はというところに結びつけていくような一般質問をしているわけです

けれども、まず１回目の質問でございます。これはさまざまに地産他商推進室の取り組みの
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中から、ブランドと言っていいんでしょうか、実力のある農産物と言っていいんでしょうか、

その付近は言葉を選ぶわけでございますけども、今、本当に持っている本市農業の実力、こ

れをどうとらえていらっしゃるのか、経済部長にお尋ねをいたします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

本市農業の実力の一部をブランド力として考えたときに、本市農産物の品質やロット、供

給量でございますが、の充実が求められることになります。そしてブランドには、長期間選

び、使い続けてくれる消費者という存在があり、その期待にこたえるものを提供し続けるこ

とで特別に支持され続ける商品、それがブランドだとも思います。そう考えましたときに、

本市の医食同源作物ながいき君の中の医食同源ひとよし米あるいはキクラゲ、トウガラシは

今その一歩を踏み出したばかりではございますが、ブランドを目指している有力な農作物で

あるということになります。とはいうものの、本市のすべての農産物は盆地特有の気象条件

であります寒暖の差によって、作物によっては糖度が高いなど良質な産品であることに違い

ありません。その一つ一つにストーリー性を持たせ他との差別化を図りながら、人吉ならで

はの産物として販売につなげていくことが重要だというふうに考えております。 

以上でございます。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ８番。松田茂議員。 

○８番（松田 茂君）  今、部長答弁でもありました一つ一つの作物等々にストーリー性を持

たせていくんだと、物語をつくっていこうじゃないかと、非常におもしろい、また消費者

ニーズに非常に受けるようなやり方の一端ではないかなと思っておりますし、それからやは

りどこにもないようにして差別化を図る、要するにこれだったらやっぱり人吉特有のもので

すよというものを、おそらく今、部長はおっしゃっていただいたと思うんですね。 

そこで、次の質問に入っていくわけですけども、そういうとらえ方を今後もっともっとど

ういうふうに具体的に結びつけていこうとしていらっしゃるのか、その点についてもう一回

お尋ねしたいと思います。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

先ほども述べましたとおり、本市は盆地特有な気象条件から作物によっては糖度が高いな

ど良質な農産物が生産されております。その良質な農産物を原材料として、あるいは加工品

として販売し、農産物生産者の収益向上につなげていくことがもっとも重要になってまいり

ます。そして、今このことの具体的な取り組みである本市で生産したものを他地域で商うと

いう地産他商としての事業展開をしているところでございます。本市農産物の売り込みと出

口である販路確保のため、東京有明のビッグサイトで行われました有機農産物マッチングフ

ェアやスーパーマーケットトレードショウ、東京池袋サンシャインでの食の見本市、神戸国

際展示場での旭食品フーデム2011など、ほかにも多くの商談会や試飲会に出向き多くの企業

等と商談を行っているところでございます。 
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以上でございます。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ８番。松田茂議員。 

○８番（松田 茂君）  じゃあですね、次にちょっと、今非常に気になるところがありまして

ね。答弁で、作物によっては糖度が高い、その糖度が高いことがうまみに関係するのかとい

うやはり食べる側の人間にとって非常に興味深い話が出てまいりますし、それからマッチン

グフェアとかスーパーマーケットトレードショウとか神戸の国際展示場での旭食品フーデム

2011であるとか、そういうふうなちょっとネーミング等々が出てくるんですが、ここでもう

少し具体的に、農作物によっては糖度が高いというのは一体本当はどういうことなのだろう

かと。それから、旭食品、ここでいうところの旭食品、神戸国際展示場でありましたフーデ

ム2011というのは一体どういうものなのか。そこで、うちの地産他商につながるものが一体

どういうふうにして紹介され、どういうふうなものになっていったのか、その付近をもう少

し詳しくお話をお聞かせいただきたいと思います。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

農作物は温度の高い日中に光合成から得たエネルギーと土から吸収された各栄養分を取り

まして、温度の低い夜に休むことで作物自体に糖分を蓄えます。そして、その寒暖の差が大

きいほど甘味、うまみとして糖度の高い良質の農産物になってまいります。それは、桃、柿

などの果実類やイチゴ、メロンなどの果菜類を初め野菜全般に言えることでございまして、

本市は朝夕の温度差が大きい盆地特有の気象条件から、そのメカニズムによりましてより糖

度の高い良質の農作物が収穫されるということでございます。 

次に、旭食品フーデム2011は、ことし１月27・28日の両日、神戸国際展示場で開催されま

した旭食品グループ主催の見本市でございます。旭食品グループは年商4,000億を売り上げ

る国内有数の食品卸業のグループ企業で、2008年の国内の食品卸売上ランキング８位の大企

業でございます。マーケティング、商品開発、情報システム機能、物流機能の各部門の事業

展開がなされておりまして、物流部門では常温商品、低温商品、酒類、菓子、日常用品など

２万4,000種の商品が365日24時間体制で機能している全国展開の大企業でございます。その

大企業グループ主催の見本市旭食品フーデム2011は神戸コンベンションセンターの中にござ

います神戸国際展示場の１階部分と２階部分の展示面積6,000平米すべてを使って開催され

まして、2,000人をはるかに超える一流企業のバイヤーが押しかけておりました。 

その旭食品株式会社の会長竹内克之氏は昨年11月に本市のまちづくり親善大使に御就任い

ただき、その御好意によりまして展示会場の中でも来場者が一番多く集まる通路にひとよし

タワーと呼ぶにふさわしい大きなブースをつくっていただきました。「人吉市味めぐり」と

大きく書かれたパネルには、球磨川下り、人吉温泉、球磨焼酎の仕込み風景などの写真が大

きく掲載されており、本市での親善大使任命式の様子も大きな写真パネルにて御紹介いただ

いております。ブースには球磨焼酎や人吉産キクラゲなどを並べ、本市のＰＲチラシとこの
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大きなパネルで、来場された一流企業のバイヤーや企業の代表者の方々に大きくアピールで

きたところでございます。また、国産キクラゲということで企業の皆様も大いに関心を持た

れた様子で本市のブースを訪れ、商談をいただいております。 

以上でございます。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ８番。松田茂議員。 

○８番（松田 茂君）  今、さまざまな糖度の高い野菜、果樹類の御説明と、それからフーデ

ム2011という旭食品グループの大きな食品展示場での様子をお伺いしたんですけれども、会

場が大きくなればなるほどそれはすばらしい会場でもありますし、それからこういうふうに

年商4,000億円を超えるような大企業の中での商談、大変すばらしいものであると思うんで

すね。しかしながら、僕が一つだけ危惧をするのが、そういう大きければ大きいほど、やは

り市が持っているアイテム数もそれに見合うものをやはり準備していかなければいけないん

ではないかなと、そういうことをしないと、やはりこれだけ多くのバイヤーが集まってくる

んですから他商品との競合もたくさんあるんじゃないかと、そういうふうに思っております。 

やはり、ここではすばらしいそういうふうな展示場等々を準備していただくだけのやはり

本市農業も大いに実力を蓄えていろんなバイヤー、いろんな食品関係の方々にさまざまな角

度からいろんな食品、食材の提供ができる、そういうふうな農業生産物の売り込みを図って

いただければますますこういう大きな、巨大なブースでの展示場で我が人吉の農産物を大き

くアピールすることができるんじゃないかなとそういうふうに考えております。農家の生産

者の皆様方にも日々本当に努力をしておいしい人吉産の農産物をつくってもらっているわけ

ですけれども、やはりその中でもさまざまにこの地域ならではの特化した農産物をもっとも

っと多くつくっていただきまして、そうして農業所得を上げていただいて、もうかる農業、

本当に農業で食べられるまちづくりに発展していければとそういうふうに思っております。 

続きまして、六次産業というところの話にちょっと話を移すわけですけれども、六次産業

とはそもそも一次、二次、三次産業、その一次産業がどういうものであるかというと、生産

の一次産業、加工の二次産業、流通販売の三次産業、１＋２＋３で大体六次産業というふう

にとらえているわけですけれども、平成23年３月１日施行の国の六次産業化法というのが施

行されております。この法律、私も農林水産省のホームページから資料を取り寄せまして若

干の知識で読み込みをさせていただいたんですけれども一体、大体具体的にどういうもので

あるのか少しお教え願いたいと思います。経済部長、よろしくお願いいたします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出など、及び地域の農林水産物の利用

促進に関する法律、これが略して六次産業化法というふうに呼ばれております。一次産業と

しての農林漁業と二次産業としての製造業、三次産業としての小売業等の事業との総合的か

つ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取り組みと、地域の
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農林水産物の利用を促進することによる国産の農林水産物の消費を拡大する地産地消の取り

組みが相まって、農林漁業等の進行等を図るとともに食糧自給率の向上等に寄与することを

目的とするものでございます。 

考え方といたしましては、国内商品マーケットの縮小、農業産出額の低下、農業所得の低

下、農山漁村地域における企業の撤退や公共事業の減少などの現状がある中、地域資源を有

効活用し、生産、加工、流通の一本化による新たな付加価値を創設することで農山漁村地域

の再生・活性化を図るというような趣旨のものでございます。 

以上でございます。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ８番。松田茂議員。 

○８番（松田 茂君）  答弁をいただきまして、話を聞いて、この法律もできたてのホヤホヤ

の法律ですのでなかなか私も読み込みが足りない部分があるんですけれども、非常に魅力的

な文言が並んでいるわけですね。こういう法律ができたということは、とりもなおさず地域

の活性化、またはそういう加工販売等々においてこの法律を利用することによってさまざま

な取り組みができるんではないかなと、そういうふうに期待を持たせるような法律じゃない

かなとそういうふうに思うわけですね。 

そこで御質問なんですけれども、この六次産業化法を活用して、ちょっとだけ読み込ませ

たんですけれども、これをどういうふうに利用したら地域と農業の活性化等々を生み出すこ

とができるのか、その付近の利用方法等について何かお考えがありましたらならばお考えを

お聞かせ願いたいと思います。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

全国的にも農産物価格の低迷や資材費の高騰による農業収益力の低下が見られる昨今、本

市におきましても農業者の安定経営や収益向上が叫ばれております。六次産業化法は農林漁

業と二次、三次産業との連携融合による地域ビジネスの展開や、農商工連携の推進なども視

野に入れました新たな付加価値の創設でございまして、本市におきましては23年度から農商

工連携でのキクラゲの菌床栽培と加工販売に取り組む運びとなっております。これだけにと

どまらず、六次産業化法による農林漁業の未来を切り開く産業創設総合対策として、六次産

業化プランナーによるアドバイスや加工販売に取り組むための施設の整備など国がさまざま

なメニューを提供しておりますので、市としましても今後農産物の生産、加工、販売までの

新たな取り組みができないかを模索して、この法律を利用できないかということも考えてま

いりたいというふうに思っております。 

以上でございます。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ８番。松田茂議員。 

○８番（松田 茂君）  答弁をいただきまして、模索をしていく、今まで答弁の中で模索をし

ていくという答弁を聞いたことがありませんでしたので期待していいのかと、この模索と、
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名前みたいですけれども、期待をしてまいりたいと思うんですが。改選を控えまして次のス

テージへ入っていくのもなかなか難しいと思うんですが、前々から石野公園の活用方法につ

いては私自身も非常に興味がありまして、さまざま執行部の皆様方と議論を重ねてきたとこ

ろであります。 

そこで、この項のところで市長にお尋ねをするんですけれども、石野公園においてこうい

う六次産業法等々を大いに利用をして、石野公園事態を活性化するためにもこういう農産物

加工施設等々を取り入れるような事業展開ができないのか。あそこでやっぱりそういうもの

ができればもっともっと人が集まるのになとそういう期待を込めまして、市長のお考えをお

聞かせ願えればと思っております。お願いいたします。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

六次産業化法による一次、二次、三次産業の連携・融合による地域ビジネスの展開の拠点

に石野公園を利用できないかとの御質問でございます。そこで、思い出しますのは大分県大

山農協の木の花ガルテンといういわゆるバイキングレストランのことであります。ここはま

さに農産物出荷の中でいわゆる出荷製品から外れた農産物を活用して、加工そして調理、そ

して販売ということを行っておられる先進的な地域ではなかろうかと思っておりますが、石

野公園は観光客を多く集める本市の観光スポットでもございますので、農家の皆様方が中心

となって農産物の加工、販売の施設を整備し、観光客へのアピールと収益も期待できるとな

れば私はかなりおもしろいものになるというふうに思っているところでございます。 

今後、農家の皆様方と行政とで何ができるか、どうすれば農家の皆様方の収益向上につな

がるかを協議し、拠点施設としての検討も行ってまいりたいというふうに思っております。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ８番。松田議員。 

○８番（松田 茂君）  ぜひとも、石野公園、あれだけの大きな施設は今後二度とつくれるこ

とはないと私は思いますので、先ほども部長の答弁の中にもありましたように国のさまざま

なメニューを利用していただきまして、何とか石野公園そういうふうなもの中でも活性化を

図っていただければなとそういうふうに思っております。この項は以上を持ちまして、一般

質問を終わりたいと思います。 

続きまして、観光振興策より、地域資源を活用した観光地づくりについて質問をしてまい

りたいと思います。これは再確認です。地域資源のすばらしさ、この人吉球磨地方には、自

然、文化、食、そして鉄道遺産群を柱としますようにさまざまに地域資源があるわけですけ

れども、再確認の意味で再度市長に御質問いたします。このすばらしき大自然、再確認どの

ようにお考えになっているでしょうか。御質問させていただきます。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

地域資源につきましては、この人吉球磨地方には世界に比類なきものが三つあるというふ
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うに過去にも答弁をさせていただいているところでございます。おさらいの意味で申し上げ

ますと、一つは日本三急流の球磨川を初めとした自然でございます。この自然の中にはカワ

セミを初めとした自然を代表する野鳥や河川敷に自生しますツクシイバラなど、この地域の

独自性を持った世界に比類なきものが存在しているというふうに考えております。二つ目は、

この地域に長年受け継がれてまいりました相良700年の歴史、伝統、文化でございます。通

常、支配者がかわりますと文化の破壊や人々の大きな移り変わりがございますが、相良家と

いう一つの武家に統治されてきた歴史が日本中はもちろん世界に比類のない文化を築き上げ

てまいったわけでございます。その代表が青井阿蘇神社であり、この地域の人々が敬い、守

り続けてきたのが国宝指定へとつながったものと存じております。三つ目は肥薩線でござい

ます。肥薩線は平成20年に100周年の歴史を迎えましたが、この肥薩線には線路上に近代産

業遺産に登録されておりますものが19件ございます。人吉駅には明治時代の石積みの機関庫

や転車台、ループ線、スイッチバック、さらには矢岳からの眺めは日本三大車窓の一つでも

あり、観光列車いさぶろう・しんぺい号で賑わっているところでございます。また、沿線上

には嘉例川駅や大隅横川駅を初めとした国指定の文化財もございます。 

食についてもということでございますが、この地域にはさまざまなおいしい食べ物が存在

しておりますけれども、やはり自然の恵みといいましょうか球磨川水系の恩恵によるアユや

ヤマメ、米と水による球磨焼酎が代表的ではないかと存じております。球磨焼酎は地理的表

示の産地指定を受け、世界に認めてられた名酒でもございます。そのほかにも明治から昭和

にかけ、この地域で産業を支えてきた山林資源や球磨川下り、ラフティング、サイクリング

ロード、さらには多くの温泉が存在するなど観光資源が存在しているのは言うまでもござい

ません。この地域における地域資源のすばらしさはその数の多さにあるというふうに自覚し

ているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ８番。松田茂議員。 

○８番（松田 茂君）  答弁いただきましたとおり、聞けば聞くほどこの地域には本当すばら

しいものが数多く存在するんだなと、やっぱりそれを絶対に有効に利用しながら、これもま

たひとつ市長がおっしゃっているように観光で食べられるまちづくり、それに大いに利用を

していかなければいけないと私もそういうふうに感じているところでもあります。やはり、

この大いなる自然資源は本当にすばらしいものがありますので、何とかこれをつなげていき

たい。 

そこで、あえて今回は、昨年の９月議会でも質問をさせていただきましたが鉄道遺産群で

すね、これを世界遺産へ登録をするんだとそういうふうに壮大な夢を語っておられましたし、

なおかつ私も何とかこれをユネスコの世界遺産登録にしたいなと、そういうふうに思う１人

の市民でもあります。そこで、その後の取り組みが期間はまだ短いんですけれども、どうい
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うふうな取り組みで動いているのかそのところを御質問させていただきます。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

本市が有する数多くの地域資源の中から世界に誇れる比類なきものとして歴史的、絶対的

価値を持つ肥薩線を世界遺産へ登録する構想を、本年度の９月議会に公表したことは記憶に

新しいところでございます。鉄道の近代化に情熱を捧げた人々の軌跡が峠を越え、そして誇

りに満ち、夢を託した明治の鉄路にその真髄を見ることができるわけでございますが、この

生きた鉄道博物館ともいえる肥薩線に九州新幹線からの旅人たちが乗り換える緩急自在のピ

ッチングともいえるおもてなしこそが、旅人の心を癒し、魅了してやまない戦略の一つと確

信しているわけでございます。 

さて、構想公表後の取り組みでございますが、まずは沿線自治体の意識を本市と同じベク

トルへ向いていただくために、ことし２月８日に開催されました肥薩線利用促進存続期成会

担当課長会議におきまして課長級以下、担当者の方々に対し構想の説明と今後の取り組みの

呼びかけを行ったところでございます。さらには同期成会の会員自治体の担当者の参加を募

り、２月21日に山口県萩市で開催されました世界遺産フォーラムに参加をして、世界遺産を

語る上で最も重要なキーパーソンであるユネスコ前事務局長の松浦晃一郎氏の基調講演や産

業遺産の世界的権威であるニール・コソン卿のお話をもとに世界遺産の最新情報を学び、見

識とモチベーションを高めたところでございます。その松浦氏が今年度の７月に行われまし

た世界遺産座談会の場において肥薩線のことを話題にされ、日本の近代化遺産で世界遺産に

なれる可能性があるという点では鉄道はその候補の一つになり、有力なカテゴリーとして真

剣に検討してもいいように思うと述べられたことも今後の活動に光と追い風をもたらすもの

と確信している次第でございます。 

いずれにいたしましても、活動の先行きは望洋としたものであり障壁も小さなものではあ

りませんが、世界遺産登録に最も必要とされるクレビレリティ（信頼性）という点に着眼点

を置き、これからの登録運動が地域を一つにする契機と考え、自治体間、官民そして住民間

の信頼と友情によりこの構想を実現させたいと存じております。今後とも皆様の暖かい御支

援と御協力をお願いするものでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ８番。松田茂議員。 

○８番（松田 茂君）  今、答弁をいただいたわけでですけれども、望洋とした中にもその可

能性は大いに見いだせると。やはり夢を追い続けることがこの実現の第一歩であると、そう

いうふうな答弁に聞こえたわけです。私も鉄道遺産群、なんとしてでも世界に誇れる遺産群

でありますので、この夢の実現に向かっては小さいながらも大きな夢をかけて取り組んでい

きたいとそういうふうに思う次第であります。 

そこで、この遺産群を利用しながら、次に御質問をしていくわけでございますけれども、
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市長は以前九州の温泉地を豪華観光列車でめぐる長期滞在型ツーリズムのモデルを確立をす

るとおっしゃっておられます。そのターゲットは、来る九州新幹線全線開業を期に九州を訪

れる観光客でありますというふうに明言をされているわけであります。そこで、豪華列車で

九州一周というＪＲ九州計画、観光需要を発掘へという新聞記事が載っておりました。ＪＲ

九州は2013年春か夏頃をめどに、九州を１周する豪華観光列車クルーズトレイン、これは仮

称でございますけれども、運行を始める計画を明らかにした。二泊三日程度で九州各地の観

光地をめぐり、料金は１人15万から20万円を想定、これは来る九州新幹線が、市長、試乗な

さったんですよね、熊本から博多まで30分、さあ乗ったぞと思ったらば防音壁、さあ景色だ

と思ったときはトンネルと、もうあっという間に着いてしまったというのが素直な感想であ

ったというふうに聞くんですが、真逆の発想であるわけですね、今回このクルーズトレイン

というのは。 

そこで観光地づくりにおきまして大いに利用しなければならないＪＲ九州との連携、その

中において2013年からのこういうふうなＪＲ九州が持っている構想、これをいかにように本

市も利用しながら大いに観光戦略の一つとして結びつけていきたいのか、そういう構想があ

りましたならば話をお聞かせ願いたいとそういうふうに思います。質問いたします。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

ＪＲ九州がことしの１月末に発表されました構想が、九州を一周する豪華観光列車クルー

ズトレインの運行でございます。この構想の特徴は2013年から、二泊三日程度で博多駅を発

着駅として大分県の湯布院や宮崎県の日南海岸など九州各県の観光地をめぐり、料金は大人

一人当たり15万円から20万円を想定しており、まさに欧州の豪華列車オリエントエキスプレ

スの伝統を引き継ぐものでございます。この列車の運行により新たな観光需要が発掘され、

九州新幹線鹿児島ルートとの相乗効果が期待されているところでございます。 

Ｄ51蒸気機関車と寝台列車という媒体の違いこそございますが、くしくもニワトリが先か

卵が先か、私が以前から夢物語として提唱してまいりましたスピード感あふれる動脈ともい

える縦軸エリア、それからスローライフを満喫できる静脈ともいえる横軸エリアとの連携が、

九州新幹線全線開業を期に実現されようとしていることは火を見るより明らかであり、非常

に喜ばしいことでございます。そして、今回の夢物語の実現こそがＤ51復活運動に拍車をか

け、肥薩線沿線を中心とする南九州中部圏域、特に人吉駅から吉松駅を基軸に観光圏を確立

する熊襲・隼人文化圏観光開発構想の実現の可能性も十分出てきたといっても過言ではない

と考えております。 

ＪＲ九州の二の矢、三の矢に期待し、関係機関にＤ51復活を根気よく働きかけるとともに、

まずは沿線自治体の組織体制の確立と復活に向けての署名運動と募金運動を中心に、沿線自

治体熟度と本気度を深めていきたいというふうに存じているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（簑毛正勝君）  ８番。松田議員。 

○８番（松田 茂君）  ぜひともＪＲ九州様との連携を密にしていただきまして、観光の目玉

ともいえるＤ51復活、それから世界遺産群への登録、なんとしてでも成し遂げる、そして観

光で本当に食えるまちづくりを私も一緒に提唱してまいりたいし、この夢の大きいものを実

現させたい、そういうふうに頑張っていきたいと思います。 

あと10分で終わりますので、続けさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

続きまして、最後の質問に入ります。スポーツ振興より、すばらしかったひとよし春風マ

ラソンについて御質問をしてまいります。それでは１回目の質問でございます。増加する参

加者の今後の対応はどういうものがあるのでしょうか。今後、参加者がどんどんどんふえて

くる、5,000人を超えるであろう大会になると思うんですね。この間、自分みずからが参加

して思いましたことは、やはりトイレが非常に少なかった。寒かったものですから女性の参

加者皆様方、応援の皆様方がずっと脇のほうにお並びになりまして、もちろん中のほうの公

共トイレも開放されたんですけれども、そこまで行き着かなかった。それから、不幸にして

もちょっと雨が降りまして、テントも用意をしてあったんですが、やっぱりそのテントでは

足りなかった。やっぱりこれだけ大きな大会になってまいりますとさまざまに予想だにされ

ないような現象等々が起こってくると思うわけですね。 

今後こういうふうなものにどういうふうにして対応されていくのか、具体的な部分をお話

くださればと思って質問いたします。教育部長、よろしくお願いいたします。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えいたします。 

第８回ひとよし春風マラソンは去る２月20日、ふるさと歴史の広場をメイン会場に開催し、

盛況のうちに無事に終えることができました。これもひとえに市民の皆様方はもとより関係

者の皆様、多くのボランティアの皆様の御支援・御協力の賜物でございまして、心から御礼

を申し上げたいと思います。 

当日は時折小雨がぱらつきましたが、遠くは北海道、沖縄から約3,700人の健脚自慢やフ

ルマラソン愛好家の皆様に御参加をいただき、大勢の市民の声援も受けながら楽しく走って

いただきました。レース後は女性団体などのボランティアの皆さんに準備いただきました郷

土料理つぼん汁やぜんざい、赤飯などで疲れを癒し、会場は満足感いっぱいの笑顔に満ちて

いたようでございます。 

今回参加者が前回より700人ふえたために、前回以上に駐車場やシャトルバスを準備し、

スタッフ等も増員し、選手や応援者の搬送を行ったところでございます。また、大会当日は

早朝から2,400名を超える選手が受付を行いましたので、受付スタッフの人員を増員して対

応いたしております。また、トイレにつきましても公共用トイレ以外に仮設トイレを受付周

辺とスタート地点、走路に36基を設置いたしましたが、受付周辺のトイレでは議員御指摘の
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とおり多くの行列ができ、待たれた方もたくさんいらっしゃったようでございます。次回は、

選手の見やすい場所に看板の表示や数をふやす工面も必要ではないかと考えているところで

ございます。 

増加する参加者への対応策というふうなことでございますけれども、参加者がふえてまい

りますと、先ほど申し上げましたトイレの確保もそうでございますが、コース内の救護対策

を初めランナーの安全確保やハーフの部においては時間制限の導入なども検討する必要があ

るかと考えております。会場内でのおしぼりサービスやドリンクのサービスもふえてまいり

ます。また、今回はつぼん汁、ぜんざいは販売用も含め4,500食分、赤飯は4,100食分を準備

いたしましたが、このボランティアグループによる炊き出しの量などもふえてまいりますの

で、今より多くのボランティアの皆様やスタッフの確保が必要になってくるかと考えます。

また、雨の場合につきましては、スタート地点の選手待機場のテント、ゴールされた後の休

憩のためのテントなどの増設、走路の安全確保などの対策を講じる必要も生じてくるかと考

えております。いずれにいたしましても、参加者の増加に伴いさまざまな対策が必要となっ

てまいりますので、これまで以上に多くの各種団体や関係機関との連携、協力を図っていか

なければならないと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ８番。松田議員。 

○８番（松田 茂君）  大会運営には本当に並々ならぬ努力をしていただいているんだなと感

じております。どうかトイレ、走路等々の問題、走路上におけるトイレの問題等々も改善し

ていただければと、そういうふうに思います。 

それでは、この項の２回目の質問ですが、コースと種目ですね、コースは今度は熊本の市

民マラソンもあるようですけれども、東京マラソンを見るにつけまして、やはり沿線の非常

に人の多いさまざまなところをまわっていくわけですけれども、人吉のほうもそういうコー

スの設定ができないかなというふうに思いますとともに、もう一つ、競技の部で親子の部と

いうのがありますですよね、これは基本的にはさまざまな親子ということですから、おじい

ちゃんおばあちゃんもお孫さんと一緒に走るようには聞いているんですが、ある市民の方が、

親子の部と書いてあるもので実際、「私は孫と走りたかったばってんが今回は走らんやった

ったいね」というふうな市民の声を聞きました。よかったらファミリーの部とかそういうふ

うな名称にしまして、今お孫さんをお持ちのおじいちゃん、おばあちゃんもお若いですので、

その方々も気楽に参加できるような、そういうふうなコース設定をもっともっと考えること

ができないのかな、そういうふうに思っております。その点について、お考えをお尋ねいた

します。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えします。 

現在、コースにつきましては会場周辺及びスタート地点から西瀬橋を渡った直後の西本酒
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店までの区間を３時間、交通規制により車両通行どめを行いまして実施しております。大会

コースに隣接する町内の方々には大変御迷惑をおかけしているところでございます。もう少

し中心市街地を走れないかというふうなことでございますけれども、ここ数年大橋、人吉橋、

紅取橋の工事などでコースの変更を行ってまいりました。さらに中心市街地を走るコースを

広げるというふうなことになりますと中心市街地に架かる三本の橋を通行どめするなど交通

規制の問題を初めさまざまな問題が発生してくることが考えられますので、大会全体の見直

しも必要になってくるかと存じます。今後、警察署との大会協議等の中でも検討課題とさせ

ていただきながら研究してまいりたいと存じます。 

また、ファミリーコースなど新たにつくれないかというふうな御質問でございますけれど

も、今、議員からおっしゃいましたとおり、現在２キロの部におきまして親子の部を設けて

おります。その中で御両親が出場できないときは御家族の方と楽しく走っていただくという

ふうなことにしております。この種目にエントリーしていただきまして御家族で大会を楽し

んでいただければと考えているところでございます。名称につきましては検討させていただ

きたいというふうに考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ８番。松田茂議員。 

○８番（松田 茂君）  大いに、今、検討課題もあるわけですけれども、もっともっとよりよ

い大会にしていくためにも参加者がより多く参加できるように、それからまたコースにしま

してももっともっとさまざまな角度から検討を願えればなとそういうふうに思います。 

それでは最後の質問です。私も自分自身もランナーとして５キロの部にエントリーをさせ

ていただいて走ったわけでございます。先ほど１回目の質問でもありましたように、遠くは

北海道や東京等々からも観光客として、またランナーとしてこの大会に御出場願っているわ

けですけれども、今後ますます観光という部分で、そして滞在をしていただけるという部分

での大会に発展していけばもっともっと経済効果が増すんではないかなと、そういうふうな

思いがするわけです。 

そこで、質問なんですがもう少し観光と連動したやり方というものは検討されないか、そ

の点についてお尋ねをします。 

○教育長（堀 秀行君） こんにちは。 

近年、観光振興策の一つとして、スポーツによる集客を目指したスポーツ観光への取り

組みが全国各地で進められているようでございます。本市におきましても観光人吉の浮上

が重要課題でございまして、ひとよし春風マラソンを実施することによって全国に人吉を

アピールし、集客につなげる絶好の機会ととらえているところでございます。姉妹都市で

あります指宿市の菜の花マラソンにおきましては、コースはアップダウンが激しく難所の

多いコースでありますが、沿道での温かい声援とおもてなしがランナーの皆様を励まし、
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306名で始まった小さな大会もマラソンブームとともに年々参加者がふえつづけ、今回30回

の節目を迎え２万人を超える大会となっております。この大会は指宿市観光協会に事務局

を置き運営をされておりまして、市職員を中心に市内のホテルや旅館などの観光関係者も

スタッフとして協力され、市民全体で「おもてなし日本一」を合言葉に取り組んでおられ

るようでございます。指宿市にいたしましても本市の大会にいたしましても、市民の皆さ

んの温かい御声援・御支援がなければリピーターはふえないと存じます。「人吉球磨は、

ひなまつり」期間中に開催されますひとよし春風マラソンの大会の趣旨は、地域スポーツ

の振興と観光振興が一体となった大会とすることでございます。この大会を通して本市の

魅力に触れていただき、大会のみならず今後の滞在型観光の誘客につながる大会となりま

すよう、これまで以上に観光振興課や人吉温泉観光協会などとの連携を図ってまいりたい

と考えているところでございます。 

また、そのために市民を初め関係者の皆さんと一体となってさまざまな工夫によるおも

てなしも考えていく必要もあるかと存じます。これまで大きな事故もなく大会が運営され

てまいりましたが、まだいろいろの課題もございます。大会終了後に行っておりますアン

ケート調査や市民や関係者の皆様の御意見等を参考にし、大会の再点検を行い、次回の企

画運営に生かし、今後さらに全国から多くの方々に参加いただけるスポーツ交流都市にふ

さわしい大会にしてまいりたいと存じているところでございます。 

以上、お答えいたします。(｢議長、８番｣と呼ぶ者あり) 

○議長（簑毛正勝君）  ８番。松田茂議員。 

○８番（松田 茂君） 答弁をいただきました。ぜひとももっともっと広がりのあるおもて

なしに満ちた観光都市としてふわさしい大会運営をやっていただければ、それに勝る要望

はございません。どうかスタッフの皆さん１年がかりで計画をされている大会でございま

す。気苦労それから体力面さまざまにお疲れになっているかと思いますけれども、来年も

もっともっとよりよい大会が運営できますように御尽力賜りますればと思っております。

来年の大会も大いに楽しみにしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上を持って、一般質問を終わります。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで暫時休憩いたします。 

午後０時14分 休憩 

───────── 

午後１時21分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君）（登壇） 17番議員の山下でございます。議員最後の質問となるかと思

いますが、また昼食後の時間帯で眠いと思っておりますがおつき合いのほど、よろしくお願
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いいたします。質問者があと３名の方がおられますので時間調整といいますか、そういうよ

うなことで簡潔に質問いたしますので、答弁は長く、よろしくお願いします。 

今回は２点ほど通告をしております。１点目は、大きく土木行政についてでございます。

２点目は、くま川鉄道基金について。以上、２点についてでございます。通告に従いまし

て、質問を進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

まず、１点目の大きく土木行政といっておりますけれどもちょびっとでございますので。

県事業の急傾斜地崩壊対策事業についてでありますが、一度経済建設委員会において現地

調査を行った経緯がございます。地元において事業内容についてお尋ねがありまして説明

ができませんでした。詳細について説明ができなかったためお尋ねするものでございます。

県事業でありますので詳細にはわからないと思っていますが、わかる範囲で結構ですので

よろしくお願いいたします。 

まず、１点目でありますが、事業の採択基準についてお尋ねします。 

○建設部長（山上 茂君）  こんにちは。お答えいたします。 

事業主体であります熊本県球磨地域振興局にお尋ねしてまいりましたので、その範囲内

でお答えをさせていただきたいと存じます。 

急傾斜地崩壊対策事業の採択基準についてというようなことでございますが、この事業

は急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止する

ために必要な措置を講じ、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的に進めら

れる事業でございます。国庫補助事業で取り組める採択基準でございますが、崖高10メー

トル以上、傾斜度30度以上、保全人家戸数10戸以上、全体事業費が7,000万円以上となって

おります。また、国庫補助事業の採択基準に適合しない場合でございますが、県単独事業

で対応しておりますが採択基準につきましては、崖高５メートル以上、傾斜度30度以上、

保全人家戸数５戸以上10戸未満、全体事業費についての基準はないところでございます。 

今回の井ノ口町急傾斜地崩壊対策事業でございますが、当地区は崖高30メートル、傾斜

度40度、保全人家戸数11戸でございますので、国庫補助事業で熊本県が事業主体となり進

めていただいているところでございます。なお、事業負担金でございますが、国50％、県

40％、市10％でございます。県単独事業は３分の１が市の事業負担金でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君） ２点目でありますが、事業年度や工期、工法等々についてお尋ねしま

す。 

○建設部長（山上 茂君）  お答えいたします。 

井ノ口町急傾斜地崩壊対策事業の事業年度及び工法はという御質問でございますが、事業

年度につきましては平成21年度から平成26年度を予定されております。平成21年度から事業
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着手していますが、初年度は地質調査、これはボーリングでございます、の委託と測量設計

業務委託、平成22年度事業といたしましては急傾斜地指定区域の北側になります部分から擁

壁工延長55メートルを繰越事業となりますが、予定されているところでございます。 

また、工法についてでございますが、斜面部分の安定を図るために擁壁工を施工いたしま

して、その上に落石防止のため落石防護柵が設置されます。法面の補強につきましては簡易

吹き付け法枠を施工される予定でございます。 

全体事業概要といたしましては、事業箇所は市道井ノ口地内第５号線と平行して計画をさ

れておりますが、全体計画延長270メートルで擁壁工延長270メートル、落石防護柵延長263

メートル、簡易吹き付け法枠工1,600平米の計画でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君） ３回目でありますが。球磨地域振興局よりおいでになり、職員は土木

関係の職員か林務関係の職員の方か定かでわかりませんが、砂防工事について話があったと、

地元の方から話がございました。こういうようなことで今回の事業に砂防工事も含まれてい

るのかお尋ねします。 

○建設部長（山上 茂君）  お答えいたします。 

砂防工事計画はあるのかという御質問でございますが、球磨地域振興局にお尋ねいたしま

したところ、井ノ口町におきましては現在のところ砂防計画はないとのことでございました。

井ノ口町急傾斜地崩壊対策事業の地元説明会が開催をされておりますが、その際、法面が洗

堀をされて砂利混じり土砂が濁水とともに流れ込み、非常に危険な箇所があるので何とかな

らないかとの御質問があったようでございます。県の回答といたしましては、国庫補助事業

の急傾斜地事業では対応ができないので、今回の井ノ口町急傾斜地崩壊対策事業と同時に県

単独事業として排水処理対策の側溝布設工事を行い、下流域の家屋の安全を図りたいとのこ

とでございました。 

以上、お答えします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君） 土木行政の２点目でございますが、なかなか進まない市道瓦屋芦原線

道路改良について、お尋ねします。 

この市道は県道坂本人吉線から起点瓦屋町から山田川を渡り、鬼木町芦原地区へ抜ける道

路でございます。起点は先ほど申し上げましたように県道より進入後は非常に狭く、火災等

が発生した場合は消防車の進入はできません。また、逆に終点山田川西に向かってちょうど

永田地区のところになりますけれども、永田地区の交差点でありますが、西の方向に向かっ

て、要するに永田から県道坂本人吉線に向かって、またこの入り口が狭窄で、普通車なら二、

三回ほど切り回しをしなければ進入できません、そういう状況であります。永田地区におい
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ては近年はマンションが乱立し、火災等が発生した場合は消防車は進入できない状況でござ

います。また中間点、市の監査委員の篠﨑監査委員の付近でございますが永田地区において

は特に狭く、夜間等においては離合がままならない状況でございます。特に近隣においては

土地開発による住宅化が進み、車両通行等々が多くなり離合が困難となっております。この

道路については測量は進んでいると思っておりますが、現在までの進捗状況はどうなってい

るのか、お尋ねします。 

○建設部長（山上 茂君）  お答えいたします。 

瓦屋芦原線は、起点は瓦屋町字内白田、県道坂本人吉線交差部でございます、終点側は鬼

木町字鶴村、これは市営住宅鬼木団地横で市道下林北願成寺線、通称農免道路に接続をいた

しておりまして延長983.8メートルでございます。この区間に三高橋が含まれております。

この路線の幅員でございますが、４メートル未満の区間が777メートルでございまして、約

８割の区間が整備がなされていないのが現状でございます。最近では先ほど議員おっしゃい

ましたように、瓦屋町側の宅地化が進み交通量もふえておりまして、道路拡幅の必要性が高

まりこの路線の道路拡幅の要望が以前から出されているところでございます。 

未整備となっております区間のすべての箇所を拡幅するのが望ましいわけではございます

が、住宅が張りついている箇所は移転補償費等に相当経費がかかることから、まずは物件の

移転が伴わない箇所から整備を行いたく事業計画を進めているところでございます。事業予

定地は、起点より約270メートル入り込んだところから終点側へ延長121メートルの区間でご

ざいまして、幅員６メートル区間から急に狭くなって危険なため、この区間の道路拡幅整備

を行いたく測量設計を実施し、地権者の方に事業の協力をお願いしているところでございま

す。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君） ２回目でありますが、県道坂本人吉線及び市道永田山江線との交差点

の今後の改良計画等をどのようにお考えておられるのか、お尋ねします。 

○建設部長（山上 茂君）  お答えいたします。 

県道坂本人吉線との交差部及び市道永田山江線交差部の改良計画についてでございますが、

県道坂本人吉線との交差部は県道改良工事が一部完了していないために交差点の出入りがし

づらいようでございます。それに市道瓦屋芦原線に平行して農業用水路も流れており、道路

幅員も約３メートル程度で離合も困難な箇所と認識はいたしております。また、市道永田山

江線の交差部につきましても幅員が狭く変則的な交差点でございまして、こちらも農業用水

路が交差点にあることから用水路の管理者とも協議が必要となりますが、交差点の整備の必

要性は認識しているところでございます。今後はこの路線の整備につきましては現在整備予

定箇所も含め、早期に整備が必要な箇所等の検討をしてまいりたいと考えております。 
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以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君） ３回目になりますが、私の考えでございます。まず、瓦屋地区の起点

と永田地区の終点入り口の交差点改良が私は先決と思っております。 

市長にお尋ねしますが、市長も通られたことがあるかと思っておりますが、市長の高級車

で一応永田地区より県道坂本人吉線まで通ってみませんか。火災などが発生した場合、大変

です。両入り口においては消防車は入れません。早急な改良をお願いしたいと思っておりま

すが、この件については建設部長に言いましても退職されますので、市長のお考えをお聞き

し、この件については終わりたいと思います。 

○市長（田中信孝君）  何度も個人の車で通行した経験がございます。一応建設部長が答弁し

ましたように、今後は交差点の整備につきましても、現在整備予定箇所も含め早期に整備が

必要な箇所等の検討をしてまいりたいというふうに考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君） 市長、通られたと今言われましたが、感想としてはどうですか、通ら

れて。それを私は聞きたいんです。どういうお考えを持たれたのか。夜も通ってみられまし

たか、そこあたりもお尋ねします。 

○市長（田中信孝君）  昼夜を問わず通った経験がございます。一番はやはりおっしゃるとお

り永田のあの交差点、あれを例えば左折、右折しようとするならばかなりおっしゃるとおり

ハンドルを切らなきゃいけないとこういうことは承知いたしているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君） 市長も御存じでしたから、通られてみられて感想を言われましたが、

なぜ言いますかと言いますと、あそこには保育園がありますね、ひまわり保育園ですか、も

う、失礼なことですけれども男性と女性とでは運転は大分違いますよね。あそこでやっぱり

脱輪されるわけなんですよ。やはりそこ辺りの皆さんが来てお助けせないかないという状況

たびたびあるわけなんですよ、あそこ。だから、ああいうところは早めにやっていただきた

い。やはり住民が困っておられるわけですから、広範囲ですね、ああいうところは率先して

私はやっていただきたい。それは中身も必要ですよ、中を、中間あたりをまずはそれこそ、

たしか監査委員がおられるからできないのかなと私は思っていますけれども、そのような状

況で、あそこは狭いんですよ。それは本当にどこいっても負けるところはございません、狭

くて。特にあそこは車が今多くて、皆さん本当迷惑しておられるわけなんです。脱輪したら

そこを上げてまわらにゃん、もうつまったわ、行かれんわというようなそういうような状況

でございますので、早くそこあたりはやっていただきたいと私は思っております。局部改良
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もいいと私は思っていますよ。これは要望でございます。市長が上がれたならば、ひとつよ

ろしくお願いしておきます。 

次、くま川鉄道についてお尋ねします。くま川鉄道基金のくま川鉄道出資金取り崩し同意

関係についてお尋ねします。 

私に送付されてきた文書に、存続の危機、次代へくま川鉄道を残すために、またくま川鉄

道を支えてきた基金拠出金取り崩しの同意についてのお願いというようなことで、市長名で

公文書用の封書が平成23年１月ごろだったですかね、発送されてまいりました。この拠出金

の取り崩し背景の状況についてお尋ねします。現在、年度途中でございますので正確な状況

はわからないと思っておりますが、概略で結構でございますのでお尋ねします。 

まず、質問の１点目でございますが、一度お聞きしたことがございます。年を取りますと

忘れます。もう一度お尋ねします。人吉球磨地域交通体系整備基金について、原資第１類か

ら第４類までについての内容の説明をお願いしたいと思います。 

１回目終わります。 

○市長公室長（深水雄二君） お答えいたします。 

原資には１類から４類までございまして、その類の説明ということでございます。人吉球

磨地域交通体系整備基金につきましては、くま川鉄道の経営を支えるために熊本県を初め人

吉球磨圏域の自治体や企業、住民などで協力し、約５億6,000万円を原資とし創設されたも

のでございます。 

基金の詳細を申し上げますと第１類から第４類までございまして、第１類は熊本県及び人

吉球磨圏域における自治体の負担金で総額２億8,500万円でございまして、そのうち人吉市

は3,500万円あまりの負担となっております。 

次に、第２類でございますが、これは企業や住民の方々からの拠出金でございまして総額

約8,900万円、そのうち人吉市における拠出額は約2,700万円でございます。 

次に、第３類でございますが、これは第２類と同様に企業や住民の方々からによります寄

附金でございまして総額約9,900万円、そのうち人吉市における寄附額は約2,900万円でござ

います。 

最後に、第４類でございますが、湯前線の代替輸送に要する鉄道車両施設整備などのため

に転換交付金の交付を受けたところではございますが、その一部を基金に積み立てたもので

ございまして、金額が約8,600万円でございます。なお、現在の基金残の状況でございます

が、平成22年９月末現在で、第１類が約4,300万円、第２類が約8,900万円、第３類が約

3,200万円、第４類が約700万円で、合計しますと約１億7,200万円でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君） ２回目になりますが。第２類拠出金と第３類寄附金の違いについて御
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説明をお願いします。 

○市長公室長（深水雄二君） お答えいたします。 

第２類拠出金それと第３類寄附金につきましては、いずれもくま川鉄道の運営を支えるた

めに企業や住民の皆様から御協力をいただいたものでございますが、違いといたしましては

第２類の拠出金は会社が解散をする際に返還することとなっておりまして、現行では原資の

取り崩しができないこととなっており、運用により発生いたしました利子のみを活用させて

いただいているところでございます。 

一方、第３類の寄附金は寄附行為により贈られたもので、もちろんこれは原資の取り崩し

が可能となっております。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君） ３回目でありますが、現在第２類拠出金の取り崩し同意作業を実施さ

れております。取り崩し作業に至るまでの経過及び同意作業を実施することになった最終判

断はどこでされたのか、お尋ねします。 

○市長公室長（深水雄二君） お答えいたします。 

先ほどの御質問の中でもお答えをさせていただきましたように、くま川鉄道の会社経営を

支えてまいりました人吉球磨地域交通体系整備基金の残額が昨年の９月末で約１億7,200万

円程度となっておりまして、そのうち第２類につきましては現行では原資の取り崩しができ

ませんので、取り崩し可能額は約8,300万円程度となっている状況でございます。 

その後、人吉球磨圏域の総務、企画担当課長による協議会を立ち上げ、くま川鉄道に対す

る新たな支援の仕組みづくりを検討してきましたが、その折りにこの基金は災害などの不測

の事態に備えるべく固定化して残しておくべきであるという意見が多数出されたところでご

ざいます。そのことと合わせまして開業以来20年以上が経過する中で、くま川鉄道の車両や

施設等の老朽化が著しいことを重視し、維持補修を実施できるまとまった財源の確保が検討

され、第２類の取り崩しに取り組めないかという提案がなされ、会議におきまして検討され

たところでございます。 

最終的には作業手順等については人吉市のほうへ一任されたことを受けまして、本市の顧

問弁護士と協議を行ったところでございます。結論から申し上げますと、第２類は先ほど申

し上げましたとおり、会社が解散する際に返還することとなっておりまして、現行では原資

の取り崩しができないこととなっておりますが、拠出者本人から返還されないことに対して

の同意を得ることにより取り崩しが可能になるという見解から、今回の同意作業を実施する

に至ったわけでございます。 

また、この作業を行うことの最終判断でございますが、昨年４月22日のくま川鉄道株式会

社取締役会に提案を行い、全員一致で実施について御了解をいただいたところでございます。 
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以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君） ４回目であります。年度途中でございますので概略で結構ですが、第

２類の拠出金の取り崩し同意作業の状況について、お尋ねします。 

○市長公室長（深水雄二君） お答えいたします。 

第２類拠出金の取り崩し同意作業につきましては、昨年の７月から当時の拠出者台帳の整

理をし、生存や転居先の確認作業を行い、平成23年１月に同意文書の発送を行っておるとこ

ろでございます。人吉市におきます拠出人数は5,741人で、拠出金額が2,748万5,200円でご

ざいますが、そのうち約３割強の1,863人が既にお亡くなりになっておりまして、残りの

3,878人に同意のお願いをしているところでございます。 

現在も同意書が返送されてきており、整理作業を進めているところでございまして、その

ほか球磨郡の自治体におきましても同様の作業を進めていただいており、平成23年３月末で

どの程度同意がいただけたのかということを確認することといたしております。ちなみに人

吉市における現状でございますが、平成23年２月末までに拠出人数1,320人で拠出額626万

2,000円の同意をいただいているところでございます。なお、拠出していただいてからもう

20年以上が経過をしておりますので、中には拠出していただいた方がお亡くなりになってい

る場合もございます。その場合は相続と同様の手続が必要となり、相続の権利がある方全員

から同意をいただく必要がございますので、今回の同意作業につきましては本人生存者のみ

を対象といたしまして実施を行ったところでございます。 

以上、状況を説明いたしました。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君） 質問が５回目になりますが、関連してお尋ねします。くま川鉄道株式

会社基金の拠出金取り崩し関係について、一市民より私の自宅へ文書の投稿がありました。

内容は、くま川鉄道に対する市長の取り組みについてと題してでございます。まず投稿され

た文書をちょっと読み上げますのでお聞きいただければと思っております。 

ちょっと読んでみます。「くま川鉄道に対する市長の取り組みについて。藤木社長は昨年

10月２日の人吉新聞で、米屋の仕事は半分にして社長を引き受けてくれと頼まれ、引き受け

た。鉄道の仕事も片手間でやるような余裕があるのか、赤字の会社で。実際社長は米屋の仕

事の方が多い、社員の話。今、くま川鉄道は市町村民に赤字補てんで拠出金の取り崩しをお

願いしている。皆様にお願いする前に社長、社員みずからが給料を下げるとか行動を起こさ

ないとおかしい。現に社長が10万円、事務方が３人で７万円も給料を上げるのはおかしい。

年間で204万円、社長は家業の忙しいだから半分でいい。社員の身を削って初めて拠出金の

お願いをするべきであるが。」という一市民て書いてあります。投稿された方より電話があ

りました。本人より留守でしたのでポストに入れておきました。読んでいただけましたかと
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のことでございました。私も、なぜ私のところにと尋ねますと、９月議会においてくま川鉄

道の運営についてお尋ねになっておられるから、ぜひ私の投稿についての質問をしていただ

きたいと何回も何回も自宅においでになりました。内容は、人吉新聞においてのくま川鉄道

社長藤木孝一さんと読むでしょうか、と新聞社とのインタビューについての件でありました。

新聞の掲載日は平成22年10月２日となっており、新聞を探し読んでみました。投稿の内容は

ほぼ同じ内容と思った次第でございます。本人の話の内容は、基金を取り崩してもくま川鉄

道株式会社の存続を続けねばならない現状の中において、なぜ社長は10万円、社員は７万円

も上げなければならなかったのか、鉄道の仕事が片手間でできるような余裕があるのか、社

員の話では米屋の仕事が多いとのことであります、あるそうです。 

そこで、会長であります市長にお尋ねします。市長はくま川鉄道では会長であります。市

長になられる前は社長であられたと思っておりますが、社長業は片手間でできるような仕事

でありますか、お尋ねします。投稿者は何の仕事でも、部下あっての社長であり、社長も一

所懸命仕事に没頭しなければ片手間では社長業はできないと思っていると、市長の考えをぜ

ひお聞きしていただきたいというようなことでございましたので、市長のお考えをお尋ねし

ます。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

９月議会でも答弁をさせていただきましたとおり、社長給料10万円というのは当初が15万

円のスタートでありましたので、さまざまに厚地洋一前社長の功績にかんがみて10万円を増

額し25万円としたわけでございます。それまでくま川鉄道株式会社の専務取締役は55万円収

受しておられたわけでございますから、それに比較しますとその半分以下、いわゆる経費節

減の中に取締役社長並びに社員の皆さん方にも御協力をいただいているということでござい

ます。 

それから、社長業というのは片手間でできるのかという御質問でございますけれども、当

然それは全力投球をしなければならないということでございます。 

以上、お答えをいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君） ６回目になりますけれども。市長、このインタビューの中で市長が言

われたことはどういう思いで、その片手間の、本人は片手間としか思えないわけですね、こ

の新聞を見られた場合は。だから、そのとき、なぜこういうことを市長が言われたのか、本

人はそれを聞かれているわけなんです。なぜ片手間で、片手間と、これは言い方がちょっと

まずいと私は思っていますけれども、本人が書いておられますから私は言っているわけです

けれども、そういうのは全力投球でやっていただきますと、そのときになぜ言われませんで

したか、これは。やっぱり、これを見られて言われるわけですから、それの感想を言っても

らわないと本人は納得されませんよ、私はそれで言ったわけですから。その方をなぜそうい
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うことで言われたのかを、ひとつお尋ねしておきたいと思います。以上です。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

現くま川鉄道社長藤木孝一氏におかれましては、前厚地洋一社長に続く二人目の民間人社

長として９月１日から御就任いただいたところでございます。藤木氏は私があえて言うまで

もなくふじき本店の社長として卓越した経営感覚をお持ちになっておられ、また社長就任前

には人吉球磨広域行政組合の行革推進委員会の会長として御活躍をしていただいたところで

ございます。よって、私は体調不良を理由に任期半ばで退職された厚地洋一氏の後任には藤

木氏をおいて適任者はないと判断し、社長就任をお願いしたところでございます。 

たしか社長就任の打診をした際、家業のふじき本店が相当忙しかったことから、前向きに

検討させていただくが少し時間をいただきたいという話があったことを思い出しております。

私は、できるだけ早い時期にくま川鉄道の社長職を引き継いでいただきたいと思っておりま

したので、これまで家業発展のため懸命な努力をされてきたことを聞き及んでおりましたの

で、鉄道の仕事を引き継いでいただくにしましても時間的余裕が必要と考え、まずは家業の

仕事を半分に減らしていただいた上で、鉄道の経営の立て直しに協力していただけないかと

いう思いを藤木氏に伝えたところでございます。新聞記事の中では誤解を招くような表現と

なってしまい、説明不足であったことを藤木社長も認められておるようでございます。しか

し、９月１日の社長就任直後から昼夜問わず、国・県、人吉球磨圏域の市町村、市町村議会、

さらにはＪＲ九州にも積極的に出向かれるなどくま川鉄道の再生のために粉骨砕身、常勤職

として頑張っておられるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君） ありがとうございました。言いますのが、私に何で来るのかなと私は

思っているわけですけれども、非常に電話のやっぱり、何と言いますか、お尋ねといいます

のが、やはりこの中でも私が申し上げましたように、今は社内がいろいろあっているそうで

す。そういうことも私に入ってくるわけなんですね。そういうことを私はわかりませんと、

大体こういうのを私が聞くのはおかしいんですよと、私が聞くそのものがおかしいと。ただ、

私がお尋ねしたのは結果的には拠出金の取り崩し関係があったから、それにかえて私はお尋

ねしているわけなんですけれども、やはり職員からこういうのがあるということは事実じゃ

ないんですか。私は、言わば仕事半分、社長業半分、そういうのを言われるわけなんですよ。

市長はそういうことはないと言われておりますけれども、現実に現場の方が言われるわけで

すから、そこあたりは私もわかりません、そこあたりは言われるままに言うんですけれども、

そこあたりをお尋ねになったことがありますか、そこあたりは。そういうことが出ていると

いうこと。なぜ、私はわからないわけですよ、私のところに来るもんですから、わざわざ何

回も何回もおいでになって言われるものだから、仕事を私が質問するのはやる範囲内じゃな
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いわけですね、言うなら。これは言うならば広域行政関係で言うべきものと私は思っており

ます。けれども、やはりそう何回もおいでになれば５回に１回ぐらいは聞いてやらないかん

ということがございますので、やっぱりそこらあたりは非常に今、不満になってるそうです、

爆発する寸前そうです、それまで言われるわけですから。いわゆる社長はおられん、会長は

市長ですけれども、そういうのは一つも耳に入っていませんか。そこあたりをお尋ねします。 

○市長（田中信孝君）  私に一部の社員の不平不満というのは聞き及んでいないところであり

ます。例えば、昨夜にしましても夜８時半まで社長は協議をしておられるということを私自

身も存じ上げておるわけでありまして、先ほど申し上げましたように昼夜を分かたず、しか

も社長自身にもそういう質問があるけれども事実かということも確認をいたしましたところ、

そういうことは一切ないと、常勤で全力で働いているということでございました。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君） 市長はお聞きして調査をされて、そういうことはないと言われました

が、説明に、その方に説明する場合にはそういうことは一切ないということで説明してよろ

しいですか。そこあたりを言ってもらわないと私は困りますので。こういう出ているのが事

実となった場合はどうされますか、市長は。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

社長業というのは、例えばその現場にずっとおるということでもないわけでありまして、

また出張もありますし、さまざまな会合、会議等々もあるわけであります。何を持って片手

間というふうにお感じになっておられる方があるとすれば、それは反省も私もして、社長も

顧みなきゃいけないと思いますけれども、社長業というのはさまざまな視点からさまざまな

場所の中で勤めを果たしていくわけであります。そこで、私といたしましては社長業として

全力を投球しておられるというふうなことを確信をいたしているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君） 議員最後の質問の中で、苦言ごとばかり市長に申し上げまして申しわ

けなく思っております。いろいろお願いしておきましたが、建設関係、建設部ですね、ある

いは道路改良なんかにいたしましても偏っては私はいけないと思っておりますので、もし市

長が再度される場合には広い目で見られて、やはり偏らない土木行政をやっていただきたい

と私は思っております。 

いろいろと苦言を申し上げまして申しわけなかったと思っておりますが、これも市民の立

場になってのことでございますのでお許しを願いたいと思って一般質問を終わります。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで暫時休憩いたします。 

午後２時10分 休憩 
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───────── 

午後２時22分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  では、休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、５番」と呼ぶ

者あり） 

 ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）（登壇）  ５番議員の笹山でございます。３月に入りますと、私は花粉

症で悩まされております。ことしのスギ花粉、非常に例年以上の飛散量があるようでござい

まして、現在目のかゆみ、また鼻水、それからくしゃみとすべての症状を持ちながら、今こ

の壇上に立っているところであります。４月いっぱいはこの症状が続きますので、この先ど

うなるのか思いやられますけれども、何とか一生懸命頑張っていきたいというふうに思って

いるところであります。 

また、３月31日付をもって退職されます職員の皆様におかれましては、長い間の公務員と

しての市政発展のための御奉仕、また大変御尽力されましたことに対しまして感謝と御礼を

申し上げたいと思います。大変お疲れさまでした。また、私も職員時代からそれぞれの立場

で御指導を賜りましたことに対しましても厚く感謝と御礼を申し上げたいと思います。今後

は一市民として、健康に十分に留意をされまして御活躍いただきますように御祈念を申し上

げる次第でございます。 

それでは通告に従いまして一般質問を行ってまいります。 

今回、市長の施政方針からということで通告をいたしました。今期４年間、市長が取り組

まれてこられた市政について総括をされながら述べておられます。かなり詳しく、また多岐

にわたり述べておられますけれども、その中から論点を絞りまして、１点目、交通政策関係。

２点目、入札制度改革。３点目、補助金の見直し。４点目、議第32号及び議第33号について

の以上４項目について質問を行ってまいりたいと思います。 

初めに、交通政策関係についてであります。ＳＬの運行に伴って観光客の回遊性を高める

ためのじゅぐりっと号の運行、さらには市民の方々の生活路線としての利便性を高めるため

の循環バスさるく人吉の運行に取り組まれてこられました。さらには、交通空白地帯の解消

を図るための豆バスの運行も昨年10月から実施をされております。そこで、まず初めに、こ

れまでのじゅぐりっと号及びさるく人吉の利用実績について具体的に説明をいただきたいと

思います。また、それに伴う効果についてはどのようなものがあったのかお尋ねをしておき

たいと思います。 

以上１回目を終わります。 

○市長公室長（深水雄二君） お答えいたします。 

まず、じゅぐりっと号についてでございます。じゅぐりっと号は平成21年４月25日のＳＬ

人吉に合わせ運行を開始し、その後平成22年３月１日からは市内循環型のバスさるく人吉が
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運行したことに伴い、観光客に特化したルートへ変更を行い運行を継続しております。 

利用状況につきましては、ルート変更後の昨年３月からことし１月までの11カ月で１万

626人の利用となっております。１日10便運行を行っておりますので、１日当たりにします

と32人、１便当たり3.2人の利用となっております。 

続きましてさるく人吉でございますが、平成22年３月１日から市内循環型としまして運行

を開始しております。利用状況といたしましては、運行開始の昨年３月からことし１月まで

の11カ月で１万898人の利用となっております。平日は上下16便、土日・祝祭日は10便の運

行を行っており、１日当たりにしますと33人、１便当たり2.3人の利用となっております。 

また、じゅぐりっと号、さるく人吉運行に伴う効果でございますが、まずじゅぐりっと号

につきましては議員がおっしゃいましたように観光に特化したルートとなっていることもあ

り、平日に比べ土日・祝祭日の利用、またＳＬ人吉やいさぶろう・しんぺい号の到着する時

間帯の利用が非常に高くなっていることから、観光客の利便性に対し一定の効果をもたらし

ていると思われます。しかしながら、昨年は宮崎県で発生しました口蹄疫の影響により６月、

７月の利用が極端に落ち込んだこと、また11月末のＳＬ人吉の運行終了に伴い12月以降の利

用が極端に減少してしまうことから、その利用は観光客の動向による影響を非常に受けやす

いという結果をもたらしています。 

続きまして、さくる人吉についてでございますが、じゅぐりっと号とは逆に土日・祝祭日

に比べ平日の利用が非常に高くなっているところです。特に、朝の早い時間帯の利用が多く、

利用目的といたしましても通勤、通学、通院といった用途が多く、高校生及び高齢者の方々

の交通手段として利用されているものと考えております。また、定期券の購入におきまして

も通学1,000円です、これが月平均12枚、通勤これが2,000円でございます、これが月平均16

枚となっており、定期的に利用される方々もおられますが、これからもっと利用されて増加

していくことを期待するものでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  １便当たりの利用実績が3.2人、2.3人と１便当たりの乗車率というこ

とになりますけれども、その利用率が多いのか少ないのか、それはまだ今後またさらに検証

を進めていかなければならないのかなと思っております。それについては今からの観光の政

策、またそれぞれの地域における特性を生かしながらの利用につながってくるのかなという

ふうに感じたところであります。また、少しずつ定期券等の購入とか増加傾向にあるという

ことであれば、それなりの利用はかなりあるのかなというふうに感じるところであります。 

ただ、その中で今のそういった利用実績等も踏まえながらも、ただ若干じゅぐりっと号と

さるく人吉を見たときにいろんな課題もあるのかなというふうにちょっと考えるところであ

ります。今後そういった、例えば二つの路線の課題等も踏まえながら今後さらにこの二つの
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やつを、二つのじゅぐりっと号、さるく人吉をどういった方向で取り組みをされるのか。そ

の辺についての考えがあればお聞きをしたいと思っております。 

それと、もう１点、実は市民の方から、さるく人吉とかじゅぐりっと号の運行費の経費は

どぎゃんなっとっとやろかというふうな、そういった質問もあっております。運行費の経費

はどうなっているのか、これについてもお聞かせいただければと思いますので、あわせてお

尋ねをしておきたいと思います。 

○市長公室長（深水雄二君） お答えいたします。 

今後どういうふうな方向、方針でやっていこうとするのか、それから運行の経費といいま

すか、それはどうなっているのかということであわせてお答えいたします。 

じゅぐりっと号及びさるく人吉につきましては、人吉が赤字補てん、運行費の補助として

赤字補てんとして補助を行う路線とは別に、産交バス株式会社様のほうで観光客を取り込む

ために、また地域住民の方が交通手段を確保するために会社の自助努力により、いわば自主

運行により実施をしていただいているところでございます。 

御質問の今後どのような方針、方向で取り組んでいくのかということにつきましては、産

交バスさんのほうと協議を進めていかなければならないのはもちろんのこと、独自に両方の

バスルートを検証してみますと、そのルートには重複する区間が多いため効率的な運行につ

ながっていないということが推察できます。このことは産交バスさんのほうも承知されてお

りまして、利用促進につなげるためには重複したルートの変更、また両方のバスの特徴、じ

ゅぐりっと号の利用が土日・祝祭日に高くなり、逆にさるく人吉は平日の利用が高くなると

いうことを考慮し、運行日の設定を含めた運行体系の見直しなどを検討されているようでご

ざいます。 

いずれにいたしましても本市といたしましては、産交バスさんのほうと連携を図りながら

じゅぐりっと号、さるく人吉の利用促進につながるよう、これまで以上にまた周知に努めて

いかなければならないものと考えております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  経費については産交バスさんの自主運行ということで努力をされてい

るようであります。そういった今後の路線のルート等の課題について、今答弁をいただきま

したように、確かに同じ所を走っていると、重複して路線であるというようなことは私も

ルートを見ながら理解をしているところなんですが、それをどういった形で、やっぱりじゅ

ぐりっと号、またさるく人吉の特長を生かしてやっぱり最大限の効果が上げられるような、

そういった交通体系を今後取り組むことが重要になってくるんじゃないかなというふうに考

えます。そこで、土日・祝日のそういった観光客を中心とした方たちの利用、また平日市内

の方がいろんな形で利用される場合のその利用、そういった部分をやっぱり総体的に考えな
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がら交通体系の見直しをこれについては今後一つの課題ではないかなと考えております。 

産交バスさんが自主運行されているということでありますので、ぜひその辺については執

行部のほうで十分な協議をしていただきながら、最大限の効果が上げられるような今後のそ

ういったルートの取り組み、交通体系の確立といいますかそういった方向の取り組みをお願

いを申し上げたいと思いますし、市民の方がさらに利用できるようなそういった周知をやっ

ぱり、私は執行部として行政の立場からはそういった周知をすることも一つの重要な役割だ

と思いますので、そういったこともあわせてお願いをしていきたいと思います。 

また、豆バスの利用これについてはまだ昨年10月からということで約５カ月ほどの実施に

なっていますけれども、こういった豆バスも利用の実績については大体どの程度になってい

るのか、これについてもちょっと説明をいただきたいと思っているところであります。また、

同じようにこの豆バスの運行に伴う効果、これについてはどういった効果があっているのか、

この辺もちょっとお尋ねをしたいと思いますのでよろしくお願いをしたいと思います。 

○市長公室長（深水雄二君） お答えいたします。 

豆バスの件でございます。昨年の10月から公共交通空白地帯の解消を図ることを目的とい

たしまして、通称豆バスによる新規４路線、上原田線、大柿線、小柿線、七地線のバス運行

が開始されたところでございます。これまでの豆バスの利用状況でございますが、上原田線

におきましては週２回月曜・木曜の運行でございまして、10月から１月までで合計258人、

１日当たりの利用7.4人の利用でございます。大柿線におきましては週２回火曜・金曜の運

行でございまして、10月から１月までで合計130人、１日当たりの利用3.7人の利用でござい

ます。小柿線におきましては、週２回火曜・金曜運行でございまして、10月から１月までで

合計59人、１日当たりの利用1.7人の利用でございます。七地線におきましては週２回月

曜・木曜の運行でございまして、10月から１月までで合計76人、１日当たりの利用2.2人の

利用となっているところでございます。 

豆バスの運行につきましては、新聞等でも何度となく取り上げていただき、運転免許を持

っておられない方からはこれまで通院や買い物にはタクシーを利用したり、家族に連れてい

ってもらうしかなかったが、バスが通るようになり本当に助かっていますといったような声

が届くなど好評のようでございます。その利用目的を確認しましたところ、高齢者の方の通

院、買い物という回答が最も多く、交通手段を持たない方の移動手段の確保につながってい

るものと考えております。 

また、新規４路線の運行とあわせて導入をいたしました65歳以上の免許返納者に対する半

額運賃制度につきましても、これまで42人の方が購入されており、高齢者の事故防止にもあ

る一定の効果が上がっているものと考えております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 
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○５番（笹山欣悟君）  豆バスについてもやはりかなり利用者の方からは、今答弁いただきま

した話を聞きますとかなりの好評をいただいているとそういった話のようでございます。や

はりそれなりの一定の効果は上がっているのかなと思いますけれども、ただ、この４路線以

外にもやはりそれぞれに考えられる交通空白地帯と、そういった部分があるんじゃないかな

と思っております。今後引き続きやはりそういった空白地帯をどのように解消していくのか、

そういったことも一つの今後の検討課題になるのかなという部分も考えているところであり

ます。 

ただ、そうしますと今度はやはり産交バス会社に対する運行費補助がどうなるのか、かな

り運行費補助の経費等についても年々増額をしているような状況の中でそういった運行費補

助も検討しながら、またさらにはそういった交通空白地帯の解消を進めるためにはどうしな

ければいけないのか、そういったことも今後検討する課題になるのかなというふうに考えて

いるところであります。さらに、やはり、私はやっぱりこういった豆バスのようなバスとい

いますか、こういった部分を多く取り入れながら一つでも多く空白地帯を解消することが公

平公正に市民の利益を供することになるのかなというふうに考えるところであります。その

辺について今後、今までの豆バスの利用等を検討しながら、さらにこの豆バスの利用といい

ますか、については今後どのように取り組んでいくお考えなのか。その辺をあわせて今後の

方針といいますか、その辺もあわせてお聞かせいただければ思いますので、その点について

お尋ねをしておきたいと思います。 

○市長公室長（深水雄二君） お答えいたします。 

昨年10月からの運行開始後、12月には各校区の老人定例会に出向き、豆バス運行への感想

を伺ったところでございます。その折り、豆バスが運行していることを知らないという声を

多く耳にしまして、継続的な周知の必要性を強く感じたところでございます。 

公共交通空白地帯の解消も含め、今後どのような方針で取り組んでいくつもりかという御

質問でございますが、現時点ではもうしばらくの間はきめ細かに周知を行い、現在の四つの

路線運行を継続しながら、その利用状況をしっかり把握していきたいと考えているところで

ございます。その後４路線の利用状況の検証を行い、さらにはその他の公共交通空白地帯の

解消も含め地域の実情にあった交通手段を検討させていただきたいと考えております。今回、

議員のほうも御質問を前からしておられますし、ほかの議員の方もいろいろ質問をされてお

ります。それほど、この交通空白地帯の解消については本当切実な、本当に高齢者社会に向

けて大事な問題というふうに認識をしております。今後は総合的な観点から財政も財源のこ

との含めながら検討していく必要があるのかと、そういうふうに思っております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  今、答弁いただきましたように、やはり一部にはまだ豆バスが運行し
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ているというのを知らない市民の方もかなりいらっしゃると思っています。その辺をやっぱ

り行政の責任としてやはり周知を図ることが一番重要なのかなと思いますので、その辺につ

いては常に周知を図られるようなそういった取り組みをひとつお願いをしたいと思いますし、

今後のこういった交通空白地帯の解消については、やはりある程度長い期間をかけながら少

しずつ解消していくと、いっぺんに解消するというのはかなり難しいところがあると思いま

すので、やはりいろんな検証を踏まえながら少しでも市民の利便性につながるような、そう

いったやっぱり交通空白地帯の解消に向けての取り組みが必要だと思っております。これに

つきましては今後そういった執行部の取り組みに期待をしておきたいと思いますので、ぜひ

そういった方向になるようにお願いをしておきたいと思っております。 

あと１点になりますけれども、くま川鉄道についてであります。くま川鉄道の中長期の財

政運営計画についてということで、先ほどの全員協議会の中で説明をいただいたところであ

ります。少子高齢化による通学利用者の減、もしくは鉄道利用者の減少、そういった状況の

中で、くま川鉄道の経営については本当に厳しい、大変厳しい状況に追い込まれていると、

そういった状況にあると思っているところであります。そのような中で、今回長期の財政運

営計画を説明いただいた中で１点気になったのが、平成22年度からそれぞれの自治体での負

担を決定した、今までそういったそれぞれの自治体からの負担はなかなか協議が進まなかっ

たというような状況の中で、今回22年度からは実際の負担を決定させていただいたというよ

うなことで説明をいただいたところであります。そのような状況の中でやはり今の経済状況、

もしくはそれぞれの各自治体の財政状況等を勘案したときに本当にこういった状況の中でそ

ういったそれぞれの自治体の公費負担というのが本当に今後も引き続きできるのかどうか、

非常にその辺についてちょっと心配をしているところであります。本当にきちっとした中長

期計画の中できちっとした公費負担と、そういったところが確約ができているのか、その辺

がなかなか今後どういうふうに財政状況を見たときに変わっていくのか不安をするところが

あるわけなんですね。ですので、ここで改めてそういった公費負担について今後きちっとそ

ういった方向で取り組むことができるのかどうか、その点について１点お尋ねをしておきた

いと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

御承知のとおり、平成元年の会社設立以来くま川鉄道は原資約５億6,000万円の人吉球磨

地域公共交通体系整備基金を運用、その益金を駆使して赤字補てん、さらには施設整備費な

どに充ててきたところでございます。バブル経済の崩壊後、金利の低下なども影響し、平成

13年度からはその原資を取り崩して赤字補てんを行ってきたところであります。その基金も

取り崩し可能な残高が平成21年度末には１億2,400万円までに目減りし、ここ数年で基金が

枯渇するまでの状況になっておりましたことから、基金は災害などの不測の事態に備えるべ

く固定化として、基金に変わる新たな補てんの仕組みづくりをなんとしてでもつくらなけれ



- 148 -  

ばならないと取締役会におきまして論じられてきたところでございます。 

また、平成元年の開業以来20数年が経過する中で老朽化した車両の更新を初め大規模な施

設設備等の改修が必要なことから、将来の財政見通しを踏まえたところの中長期財政運営計

画の策定の必要性を代表取締役として痛感していたところでございます。新たな補てんの仕

組みづくりにつきましては、平成21年度から人吉球磨圏域の総務、企画担当課長で構成しま

す新たな人吉球磨の地域公共交通の在り方を検討する会において、九州内の鉄道、第三セク

ターの先進地研修を行い、約１年半にわたる検討を重ね、新たな公費負担の仕組み案を構築、

人吉球磨圏域の首長の了承を得た後、各市町村議会において説明を行い、本市を含む10の自

治体すべてが今回の３月定例会市議会への予算提案に至ったところでございます。 

くま川鉄道中長期財政運営計画の中で示されております平成29年度までの経営安定化を図

るための自治体の負担は、多いときで7,000万円、少ないときで約4,000万円になっておりま

す。そこで御質問の各自治体が負担割合に基づき負担可能なのかということでございますが、

各自治体の首長も会社運営のためには負担は必要であるという認識は当然あるものの、各自

治体の財政状況はそれぞれに特質がございますのでそのあたりも勘案しましたところで、現

段階では負担割合に応じたところでの助成をお願いしていきたいということでお答えさせて

いただきたいと思います。ただし、車両の更新につきましては計画では詳細を固めておりま

せんので、基金を活用するのか、負担をお願いするのか、または別の手だてを講じるのか、

これからの協議の中で決定させていただくこととしております。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  確かに各自治体の財政状況が違いますので、本当に今後どうなるかは

わからないとは思いますけれども、ただ今回こういった形で協議が整ったということであり

ますので、そういった形でくま川鉄道の懸案点のための方策を今後やっぱり十分に協議をお

願いしたいと思っているところであります。 

また今回、今、市長が答弁されましたけれども、ひとつ気になったのがやっぱり車両の更

新なんですね。今、今後協議をしていかなければならないというようなことで答弁をいただ

きましたけれども、実は全員協議会の資料の中で私もこれ、説明いただいた中で気になった

のが輸送高度化事業というふうなことでの車両更新計画というようなことで予算化をします

よということで提示をしてあるわけなんですね。ところが、ただ予算化をしますよというこ

とだけで、その予算金額がどの程度になるのか全くこの中では示されていないわけなんです

ね。ですので、こういった、もし、車両の更新を行うということになれば、その車両の購入

部分についてはかなりの金額の負担が出てくると、そういったこともちょっと考えるわけな

んですね。ですので、例えば今までの説明の中でも、結局、今の保有車両については本当に

すべての車両が20年以上たっておって耐用年数を超えている、そういった段階に来ていると
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いうような説明もあっているわけなんですね。そういったことを考えてますと、やはりきち

んとした今後くま川鉄道をきちんと運営していくためには、そういった車両の更新計画、こ

れについてもある一定の方針を示さないといけないんじゃないかなというふうに思っている

ところです。やはりきちっとした車両の購入計画、例えば更新する予定の台数とか購入計画、

もしくは年度計画をある程度示しながらこういった中長期の財政計画の中には盛り込んで説

明していく、そういったことも必要じゃないかなというふうに思っておるわけなんですね。

その辺がやっぱり若干説明がなかったものですから、ここであえてまたお尋ねしますけれど

も、その辺の具体的な今後の方針等があるのかどうか、今、立てていらっしゃるのか、その

辺で説明できる範囲でも結構ですけれども、お答えいただければと思いますのでお尋ねをし

たいと思います。 

○市長（田中信孝君）  御指摘のとおりであります。ただ、車両更新８両、約、１台１億

2,000万円という高額な買い物でありまして、それからまた１両ずつ購入していくのが効果

的なのか、８両一挙に発注するのが効果的なのか、どのようにそのための予算措置をするの

か非常に今悩ましいところで、くま川鉄道株式会社におきましてもまた取締役会におきまし

ても悩ましい課題の一つであります。 

御承知の通り、今８両を保有いたしておりまして、すべて昭和62年製でございます。車両

が20年以上経過し、耐用年数を大きく上回っているところでございます。よって、運行安全

面というものがやはり運送事業の最も重要な課題であるというふうに認識しておりますが、

そういう観点からも早急に車両の更新計画を策定していかなければならないところではござ

いますが、先ほど申し上げましたように、例えば１両買うよりも２両、２両買うよりも３両、

やはり同じ工程を同時期に踏んだほうがそれは安くなるわけでございます。しかし、先ほど

申し上げました予算との関係もございますので、またその原資をどこに求めるのかというこ

とでいまだ解決していないところでございます。 

特に、今後少子化の影響により平成27年度までにこの圏域の中学校卒業予定者は年々減少

していくことが予想されていることから、最小の経費で最大の効果をもたらすといいますか、

この車両更新の問題は慎重に検討対応する必要があると考えているところでございます。つ

まり、今後の少子化に対して８両すべて必要なのかというところも検討課題の一つとなって

いるところでございます。いずれにしましても車両の更新は高額な費用が発生いたしますの

で、まずは必ず国・県の補助を確保しながら実施していかなければならないということは確

かなことだろうと思っております。しかし、国におきましても事業仕分け等に伴い補助制度

が再構築されているところでございますので、それを見極めながら更新の年度は明らかにし

た上で再度説明をさせていただきたいというふうに思っているところでございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 
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○５番（笹山欣悟君）  非常に難しい課題がかなりあるようでありますので、その辺は十分な

協議をお願いしたいと思っております。中長期計画の中では25年度から27年度にかけての計

画、予算化の計画というような形で説明いただいておりますので、それに計画にのっとった

ような形で実施できるようなそういった協議を今後早急に進めていく必要があるのかなとい

うふうにちょっと感じたところであります。非常に、本当にかなりの財源が必要となります

ので、その辺はそういったそれぞれの自治体の財政負担等も見ながら、またそれぞれやっぱ

りきちっとした国・県の補助を確保することも必要なことでありますので、その辺がきちっ

と確保できるような体制を取りながら、その辺の見極めをしながらこれからのくま川鉄道の

安全な運行ができるようなそういった車両の更新計画、早急に組み立てていただきたいと思

いますので、もしその辺が具体的にわかった場合にはまた説明をいただきながら、それに向

けて執行部と議会ときちっとした形で議論をしながら取り組めるようにお願いをしたいとい

うふうに思っているところであります。 

もう１点、実は私も人吉球磨交通体系整備基金における部分についても若干疑問があった

ものですから通告しておったところなんですけれども、先ほどの山下議員の質問と非常に同

じような質問の趣旨でしたのでこの点については割愛をさせていただきたいと思います。 

もう１点、実は全員協議会での席上、くま川鉄道社長も同席をされました。その中で、く

ま鉄振興券これについて新しい取り組みをしたいというふうなことで説明があったところで

あります。ある程度具体的な説明はその席上、社長みずから説明をいただいたところであり

ますけれども、改めてこのくま鉄振興券について具体的にどのように取り組んでいくのか、

この辺について、改めて説明をいただければと思いますので、お願いを申し上げたいと思い

ます。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

今回のくま鉄振興券の販売につきましては、当面何かの支出に財源を充てるというもので

はございませんで、新たな公費負担の仕組みに基づき圏域のすべての自治体が経営安定化の

ための助成金の予算計上を行っているところでございますが、会社といたしましても自治体

に依存するだけではなく、また自治体負担を少しでも減らすための増収策としてくま鉄振興

券の販売に取り組むものでございます。 

どのように販売をしていくのかという御質問でございますが、人吉球磨地域の皆様の御協

力はどうしても必要でございます。鉄道はもとより圏域の自治体職員一人一人が営業マンと

なって、１冊でも多くくま鉄振興券を購入していただくように努めていかなければならない

というふうに考えているところでございます。今その調整を行っているところと申し上げて

おきたいと思います。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 
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○５番（笹山欣悟君）  くま鉄振興券のそういった具体的な販売方法、そういった部分を説明

いただいたところなんですけれども、そういった販売をする前にくま鉄振興券というのはど

ういった形で取り組むのかとそういった部分の説明をいただければなということをちょっと

思ったところなんですね、その辺を私はまず聞いたところだったんですけれども。それの答

弁はなかったのかとちょっと思ったところであります。具体的には今さき、市長が一人一人

が営業マンとなってというようなことで答弁をいただきました。一つは、そこのところで私

が気になっていたのが、くま鉄振興券の収入を1,500万円、中長期財政計画の中でも1,500万

円計上してあるわけなんですね。その1,500万円計上してある収入が、私はどういった形で

支出の中で振り分けていくのかなと、どういった形に振り分けられるのかなというようなこ

とで気になっておったものですから、それを私はお尋ねをして、先ほどの答弁が出てくるの

かなとちょっと思ったところなんですね。 

ですので、一つは具体的には全協の中で藤木社長が答弁された中で気になったのが、例え

ばタクシーとかの利用にも使えますよというふうな説明があったわけなんですね。その辺は

今、運輸局のほうで許可を取っていると。そうした場合に、例えば振興券1,000円で購入し

た場合に、その1,000円で購入した部分をそういった、例えばタクシーで利用した場合にそ

のタクシーに券を払うわけでなんですね、例えば700円かかったら700円払うと、そうすると

あとはおそらくタクシー会社とくま川鉄道のほうでおそらくいろんな協定を結ばれると思い

ますけれども、例えば事務手数料の部分とか払った費用の部分がどういった形で券がくま川

鉄道からタクシー会社のほうに跳ね返ってくるのか、そういったことを考えたときに結局

丸々1,500万円、例えば1,500万円売り上げたときにその部分が丸々くま川鉄道の収入として

入ってくるのかどうかというのは疑問があるわけなんですね。そういった形はほかの会社の

ほうに流れていくと、やっぱり事務手数料で流れていくそういったところを見たときには本

当にこのくま鉄振興券の利用価値というのがどういった方向に進むのかと、そこがちょっと

気になっているところなんですね。もう一つは、こういったくま鉄振興券を販売することに

よってそれぞれの郡市民の方に周知をして利用してもらうことによって、その分を何らかの

形でくま川鉄道に恩恵を受けているんだ、与えているんだというような気持ちで購入する場

合もあろうかと思います。ですけれども、やっぱりそういった振興券の1,500万円という予

算がどういった形で流れていくのかというのは具体的にきちっとある程度明確に説明を聞い

ておかないと、本当にそれが丸々収入でとらえていいのかというふうなそういった問題があ

ると思いますので、その辺の考えについて、どうお考えかその辺だけちょっとお尋ねをして

おきたいと思います。 

○市長（田中信孝君）  失礼いたします。 

御指摘のとおりでございまして、丸々その1,500万円くま鉄振興券を販売したので、それ

がいわゆるそれはチケットとして、くま鉄の利用する際のチケットとしてということであれ
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ばその内の一部が丸々くま鉄側に利益として計上されるということでございます。このくま

鉄振興券というのはくま鉄４万人増計画の中の一環として発案されたものでありまして、で

きるだけ地域の交通機関、それから今後は商店等々とも連携して一つの地域振興券として考

えていこうではないかということでございます。が、果たしてそれが地域振興券とはなって

売れていったといたしましても、くま鉄の利用促進とそれから４万人増計画と、それから利

益につながっていくかというところは、非常に果たして御指摘のとおり疑問な点がございま

す。 

いずれにしましても、今、先ほど申し上げましたとおり調整中ということでございまして、

どうしたら目に見える利益または目に見えない利益として何が計上されていくのかというこ

とはよくよくこれは検討しなきゃならない、当然のことでございます。 

もう一度申し上げますがチケットだけに、くま鉄のチケットだけに活用していただくとい

うことにしましても、そこには当然ながら車両費、燃料費、人件費等々があるわけでござい

ますので、すべてが利益として計上されるということはないわけでございます。ただ、御指

摘のとおりこれは重々に調停、調整、検討していかなければならないというふうに考えてい

るところでございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  そういったくま川鉄道としての取り組みについては、私はやっぱり評

価をしたいと思っております。やはり何らかの会社が自助努力をすることによって少しでも

そういった懸案低下の一助となればやっぱりいいんじゃないかなと思いますし、そういった

いろんな計画の中でくま鉄をいろんな方たちに周知をして利用してもらうことも一つの重要

なことだと思いますので、ぜひその辺については今後やっぱり十分な協議をしていただきな

がら一定の方向性が、間違いない方向で取り組みをしていただければと思いますのでこれに

ついては今後注意深く見守っていきたいなと思っているところであります。 

あと１点、実はいろんな、今までそういったくま川鉄道に対する協議等についても事務局

レベルの中で地域公共交通活性化協議会とかいろんな協議会の中で協議をされてきていると

思っているわけなんですね。その中にはやっぱりそれぞれのすべての市町村の自治体が入っ

て協議をやっているというふうに思っているところなんですけれども、そういった広域的に

取り組みを考えていく、そういったことを考えた場合にあらゆる事務の簡素化とかいろんな

取り組みを考えても、私とすれば広域行政組合がありますのでそういった広域行政組合の事

業として取り組むことも一つのそういった方策になるのかなというふうにちょっと考えてい

るわけなんですね。それがいい効果が得られるのかどうかというのはわかりませけれども、

それも今後、一つのそういった人吉球磨のすべての自治体が協議をする上でも考えていくこ

とは重要かなと思っていますけれども、その辺の考えについては今の段階でどのようにお考
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えなのか、その辺についてもお尋ねをしておきたいと思います。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

くま川鉄道に関する業務を広域行政組合へ移管してはいかがかということでございますが、

たしか２年ほど前、決算審査に関する意見として基金の管理を広域行政組合で行うこと等を

検討されたいとの指摘があっておりました。私自身も認識しているところでございます。確

かに今回の新たな公費負担の仕組み、自治体負担をつくる過程におきましても人吉球磨圏域

の総務、企画担当課長により構成する任意の協議会のようなものを立ち上げ、協議を進めて

きたところでもあり、作業の進捗状況や負担案についての首長説明は広域行政組合の理事会

終了後にくま川鉄道の取締役会議を開催していただき説明を行ってきたところでもございま

す。 

そのような経過を踏まえ、今後くま川鉄道と自治体との関係などを構築していくべきなの

か、またそこに広域行政組合がどのようにかかわっていくべきなのか、結果それが本当の効

率化につながるのかということを行政組合とも、また取締役会とも、または理事会ともしっ

かりと議論をし、よりよい方向をやはり見出していく必要がある。やはり、ここは経営の効

率化ということが大きな目標になってくるというふうに思っているところでございます。い

ずれにしましても広域行政組合への事務移管につきましては早急に検討しなければならない

というふうに考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  私も広域行政組合に移管するのが効果的になるのかどうか、私もよく

わからないところであります。それで、やっぱり今、市長の答弁を聞いておりましてもかな

り難しい課題がかなりあるように感じたところでありますので、やはりその辺は今後方向性

をきちっと見据えていただきながらよりよい方向性に、また効率的な事務事業等も踏まえて

十分な協議をお願いをしたいと思っておりますので、今後そういった十分な慎重なる議論、

また協議を今後お願いをしていきたいと思いますので、この質問についてはこれで終わって

いきたいと思います。 

次に、入札制度の改革についてということであります。入札制度の改革につきましては予

定価格の事後公表、入札監視委員会の設置など一定の取り組みをされているということで説

明を聞いているところであります。ただ、条件付き一般競争入札制度の導入につきましては

平成21年10月に施行をされたということで施政方針でうたってありますが、本格導入につい

ては慎重に対処しなければならないとか判断をされたというようなことであります。市長の

お考えとすれば、ぜひ、この条件つき一般競争入札制度については実施をしていきたいとい

うようなことで話をしていただいていたというふうに思っているところあります。そういっ

たところからしますと、市長の入札制度の改革というふうな考え方からすると今回の入札制
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度改革についてはやっぱり一歩後退した考えになったのかなというふうにちょっと思ってい

るところですけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。お尋ねをしておきたいと思

います。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

入札制度のより透明性を高めるために、条件つき一般競争入札制度というのは非常に効果

的であるというふうに思ってマニフェストに掲げさせていただいたところでございます。そ

の導入につきましても施政方針でも申し上げましたけれども、地域経済状況が大変厳しいと、

そういう環境の中にあると、これが一番本格導入を阻害している要因ではないかと、阻害と

いいますか阻んでいる要因ではないかというふうに思っているところでございます。よって

これが難しい判断でございます。入札制度につきましては、地元企業の育成や受注機会の確

保を留意しながらも進めてきたところではございます。これまでも就任しましてから、予定

価格の事後公表や入札監視委員会を設置し、その審議概要の公表をしてまいりましたが、こ

れまで非公開にしてきた事項を公にすることで入札契約事務の透明性は高くなってきて、一

定の成果が得られたというところは判断しているところでございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  確かに地域経済状況が厳しくなればこういった入札制度の導入につい

ては本当に導入しにくい、そういった状況になるのかなと私もちょっと思うところでありま

す。ただ、私はその入札制度の改革につきましては平成19年６月議会それから21年の６月議

会、その２つの議会において公契約条例を制定をというような考えについて質問していると

ころなんですね。これも一つの入札制度の改革の一つだと私は思っております。そのような

２回にわたって公契約条例についてはどうですかというふうなことで質問をしておりますけ

れども、当時においても制定についてはいろんな問題、かなり厳しいハードルの高い課題が

かなりあるので非常に難しいと、そういったことを踏まえてやはり今後もやっぱり、ただ、

調査研究はしていきたい、そういうような答弁をいただいていたところであります。 

そのようなことを踏まえて、今回改めて公契約条例はどのように今の時点で思っていらっ

しゃるのかちょっと聞いておきたいと思いますし、もう一つは政策入札制度の導入、これに

ついても評価基準の一つとして、例えば障がい者の雇用状況とか男女共同参画の実施状況と

かボランティアの実施状況などを、それを採用しながら落札者の決定に資することは可能で

あるとも思うと、そういったような答弁もいただいているところなんですよね。ですので、

例えばこの辺について検討されてきたことがあるのかどうか、これをちょっとお尋ねをして

おきたいと思います。 

○総務部長（坂崎博憲君）  それでは、議員の御質問にお答えをさせていただきます 

これまでどのような検討をしてきたのかという御質問でございます。前回の答弁では公契
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約条例の制定につきましては難しいという状況を答弁をさせていただいたところでございま

す。現制度の中で改善できる部分がないかということで検討もいたしたところでございます。

まず、熊本県下の14市の公契約条例制定の状況を調査をいたしましたが、平成22年９月現在

におきましてどの自治体においても公契約条例制定の考えはないということでございます。

その理由といたしましては、雇用契約へ介入することの法的な裏づけの問題、条例違反に対

するチェック体制の構築による事務の繁雑化、中小企業事業者へ最低賃金の上乗せ支払を遵

守されることなどによる経営圧迫となることなどでございます。 

次に、現制度での取り組みでございますけれども、その一つといたしまして年度当初に発

注します業務委託につきまして、入札契約手続を早めにするために債務負担行為をお認めい

ただきましてできる限り早めの契約を締結するよう対応したところでございます。また、契

約期間を複数年契約できることとした長期継続契約を締結することができる契約を定める条

例、これもお認めいただいたところでございます。また、プロポーザル方式による業務契約

者の選考資料に、業務内容の内訳書を徴取しまして、雇われる方、労働者に支払われます賃

金等の確認をさせていただき、その支払いを遵守していただくようにお願いすることもその

対応の一つでございます。また、価格入札から転換を図るための政策入札制度の導入といた

しまして、21年12月に史跡人吉城跡御館跡及び周辺整備工事について、価格と品質が総合的

に優れた調達を実現することを目的といたしまして総合評価方式で契約を行いました。その

評価基準に、障がい者の雇用状況、男女共同参画の実施状況、環境への配慮などについては

採用はいたしておりませんが、地域の貢献度や配置技術者実績などを評価基準として採用し、

これまでの価格のみの競争でない政策入札の一環として試行をさせていただいたものでござ

います。 

 以上、お答えをさせていただきます。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  公契約条例についてはやっぱりなかなか難しいですね。今、本当に確

かにほかの自治体においてもなかなか取り組みが進んでいない、おそらく今一つか二つの自

治体でしか公契約条例は制定されていないんじゃないかなというふうに思っているところで

あります。ただ、こういったことを考えることによって少しずつやっぱり入札制度について

も変わってきたのかなというふうに思いますし、今、部長答弁されましたようにいろんな条

件等を導入をされながらこういった形での入札制度を取り入れていらっしゃる、非常にその

辺については評価をしたいと思っているところであります。 

ただ、最終的にはやっぱりそういった公正な労働基準をどういうふうに確立をしていくの

か、そういったことが一番重要になってくるのかなとは思っているところなんですね。ただ、

そこに行き着くまではいろんな課題等がまだあるようでありますけれども、今後改めてこう

いった入札制度を改革する中で今後どのようなことを取り組みを、今後こういったことを取
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り組んでいきたい、そういったお考えがあるのかないのか、その辺の考えをちょっと後１点

お聞きしておきたいと思いますが。 

○総務部長（坂崎博憲君）  笹山議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

入札制度改革の考え方の中で、これまでの価格競争からいわゆる質の競争を取り入れてい

くということは、その一つの手法であると考えております。都市部では清掃業務には庁舎管

理につきまして障がい者の雇用、育児制度の整備、介護制度の整備、ボランティア活動の実

績などを評価項目とした総合評価方式により契約を行っているところもございます。しかし、

このような労働福祉の制度を取り入れられるのは比較的規模の大きな会社においてと考えら

れますので、地方の中小企業にまだ制度として取り入れるのが難しい点が多いと思われます。

しかし、価格競争だけではそのしわ寄せが労働者にかかってくるということが予想されます

ので、今後どのようなことができるか、その契約の方法や評価項目などを検討させていただ

きたいというふうに考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  非常に難しいようでありますけども、やはり一つ一つできることから

取り組むよう私はお願いしたいと思いますし、入札のあり方についてもそれぞれの入札にお

いて取り入れ方が違うと思っているんですね。その中でやはりそういった、例えば総合評価

方式の入札を取れるとかそういった部分については、やっぱりそれぞれの入札について執行

部も取り入れながら方向性を見出していけばよりよい入札制度の方向性が見いだせるのかと

私は思っています。少しでもそういった入札制度改革を進めることによって、私はやっぱり

雇用の安定とか公正な労働の確保につながるようなことも視野に入れて取り組んでいくこと

が必要だと思っていますので、そういったことも勘案をしながら今後取り組んでいただきた

いというようなことでお願いをしておきたいと思っております。 

以上で、入札制度改革については終わりたいと思います。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで暫時休憩いたします。 

午後３時21分 休憩 

───────── 

午後３時35分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。ここで時間の延長をお願いいたし

ます。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  それでは次に、補助金の見直しについてということで質問をしていき

たいと思っております。 

補助金につきましては、人吉補助金審査委員会による任意補助金の審査について、補助金



- 157 -  

の交付が適切か否かについて審査をされまして、昨年の12月提言をされているようでありま

す。今後はいただいた提言に基づいて補助金の見直しを検討していかなければならないとい

うようなことで施政方針では述べておられます。昨年12月の全員協議会の中でこの補助金の

提言について、私たちには説明をいただいたところであります。いろいろと問題等もあった

と、議論もされたというふうに思っているところでありますけれども、まず１点目に今回の

平成23年度の当初予算編成、これにおきましてその補助金、任意補助金についてはその補助

金審査委員会の提言をそのまま反映されていらっしゃるのかどうか、これについてお尋ねを

しておきたいと思います。 

○総務部長（坂崎博憲君）  それでは議員の御質問にお答えをさせていただきます 

提言書の平成23年度当初予算への反映状況でございますが、まず審査結果の概要について

お話をさせていただきたいと存じます。平成22年11月25日に補助金審査委員会から市長に対

しまして提出されました提言書の中で、審査を行った任意補助金71件を４つのランクへ分類

してございます。４つのランクのうち、ランク１・２については３年後審査を行うもの、ラ

ンク３につきましては１年後審査を行うもの、ランク４につきましては原則交付すべきでな

いものとして審査結果をいただいたところでございます。 

提言書の当初予算への反映状況といたしましては、３年後及び１年後に審査部門につきま

しては基本的にこれまでどおり予算計上をいたしておりますけれども、ランク４の原則交付

すべきでないとされました８件の補助金につきましては補助金の交付という形ではなく、市

が直接事業を行うべきもの、事業内容を大幅に見直すべきもの、また自主財源での運営や事

業の実施が可能なものなどと御指摘をいただきましたので、審査結果に準じまして平成23年

度当初予算への計上はしなかったところでございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  基本的には提言に基づいて予算を取り組まれたということで理解をし

ておきたいと思っております。審査結果に準じて交付すべきでないと、原則交付すべきでな

いと判断をされた８団体の補助金については予算の計上をされていないというようなことの

ようであります。 

ただ、この８団体については、先ほど部長答弁されましたように市が直接事業を行うとか

大幅に見直すとか、また自主財源で運営とかそういったいろんな審査の結果であったと思っ

ております。ということは、そういった例えば市が直接行うべきものとした判断をした部分

等についても今回は予算は計上されていないということで理解をしておいてよろしいですか。 

○総務部長（坂崎博憲君）  先ほど議員の御答弁の中で、市が直接行うべきもの、私が答弁

させていただいた中で、市が直接事業を行うべきもの等につきましては、今回予算を市の

ほうの直接の予算として計上をさせていただいております。 
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 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  必要な部分については直接市の事業という形で計上されているという

ことであります。予算書をまたよく詳しく見ていませんのでどういったところにそういった

部分が計上されているかというのは私もちょっとまだわかりません。ただ、原則交付すべき

でないと判定をされた８団体のそういった任意補助金について、もう一つお尋ねしておきた

いのは、そういった交付すべきでないというふうに判定をされた団体に対してきちんと説明

をされていらっしゃるのかどうか、これをちょっとお尋ねをしておきたいと思っております。

また、もし説明をされた中で、団体はそれを納得しているのかどうか、その辺をどういうふ

うに判断をしていらっしゃるのか、お尋ねをしておきたいと思っています。 

また、11月、提言書の時期を考えてみますと、23年度の当初予算の編成等を考えた場合に

はおそらくそういった判断を下される下されないにかかわらず、23年度の補助金の申請とい

うふうな形で申請をしてあるのではないかとそういうふうにちょっと思っているわけなんで

すね。ですので、交付すべきでないというふうに判定をされた８団体の補助金についてはそ

の団体は23年度の補助金申請をされたのかどうか、それについてはいかがでしょうか。この

３点をちょっとお尋ねをしておきたいと思います。 

○総務部長（坂崎博憲君）  それでは議員の御質問にお答えさせていただきます。 

まず、交付しないとされた団体に対してきちんと説明をしたのかという御質問でございま

す。交付をしないとされた補助団体に対する審査結果の説明につきましては担当課、財政課

職員が直接補助団体の代表者の方々等と相対しまして時間をいただきまして御説明をさせて

いただいたところでございます。 

次に、説明に対して団体側が納得されたのかというような御質問でございますけれども、

団体側に取りましては長年交付されていた補助金が交付されないということで大変驚かれた

団体もございまして、その後、納得をされない団体につきましては市長から直接御説明をさ

せていただいたところでございます。 

最後に、当該団体から23年度の補助申請は出てきていないのかという御質問でございます

けれども、申請されなかった団体もございましたけれども、審査結果の先ほど議員がおっし

ゃいますように説明時期がおくれましたので、既に申請された団体もございまして３件は申

請をいただいたところでございます。 

 以上、お答え申し上げます。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  実は私も原則交付すべきではないという団体、８団体の一つの団体の

会長でもあります。ですので、私もそういった説明を受けました。市長からも直接説明を受

けたところであります。 
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ただ、私はあえてもう団体名は申しませんが、その団体で私も、ならば今後どういうふう

にその団体の活動を運営をすればいいのかというようなことについては副会長も含めた三役

の会議、そしてさらにはその部会の会員の方にも集まっていただいて部会の会員の方にもこ

ういった補助金の結果でしたというようなことで、今後この会の活動を進めていくにはどう

すればいいか、皆さんの意見をいただきたいというふうなことで会議もさせていただいたと

ころなんですね。その会議の中で、そういったそれぞれの会員の方からは非常に重要な会の

活動だから、ぜひこの会の活動は続けてほしいと、そういった意見がほとんどでありました。

ただ、今までの補助金の交付のあり方についてはやはり私たちも反省するべき点はたくさん

あった、自分たちも何がなされているのかわからない中で言われるがままに活動をしてきた、

その辺はみずからがやっぱり反省すべきじゃないのですかとそういった意見もさまざまにい

ただいたところであります。 

それで、私も今回の補助金の審査委員会のあり方についてすべてを否定するものではあり

ません。評価は一定の評価を私はしておきたいと思っております。やはりそういった審査を

受けたことによって私たちが当たり前のことのように思っていたことがやっぱり違う考えを

しなければいけないとか、やはり補助金の使い方については十分にいろんな方たちと協議を

しながら本当に有効に使う手だてを考えなければいけないとか、いろんなことを考えさせら

れ、また反省をさせられたところもあります。そういったことを考えますと、本当にそうい

った機会を与えていただいてよかったなというふうには思っているところであります。ただ、

そういったあり方について非常に理解しがたい部分もあるわけなんですね。そういったとこ

ろで、一つ会員の方から言われたことで非常にちょっと強く残ったことがあるわけなんです

ね。実を言いますと、結局提言書の資料の中でその他の欄を見てみますと、市が補助するこ

とが、この審査は交付する補助金が税金であると、そういった観点から市が補助することが

適切か否かという視点により審査したものであり、貴団体及び貴団体の活動の評価でありま

せんので御了承くださいというふうに書いてあるわけなんですね。そういった項目を見たと

きに、補助金の使途が税金である、補助金が税金であるということを考えて、市がその団体

に対して補助することが本当に必要なのか不必要なのかということの審査をして、不交付に

なったそういった団体について考えたときに、結局はそういった団体の活動についてはそう

いった市の税金は必要でないということですよねと、税金は必要ないですよねと、そういっ

たことを考えた場合にそういったことを結局審査委員会が提言をされて、それを執行部がそ

のままに実施をされたということであれば、執行部そのものもその団体に対する活動に対し

ては税金はいらないんだ、そういったことで理解せざるを得ないですよねというふうに言わ

れたわけなんですよね。非常に、私はああそういうことかなというふうなことで、私もそれ

に答えることはできませんでした。 

ですので、そういったように市民の方は考えていらっしゃる部分もあると思っています。
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ですので、ここでちょっとお尋ねしておきたんですけれども、そういったように考えて、市

民の方がおっしゃいましたけども、それについてはどのようにお考えなのかお尋ねをしてお

きたいと思います。 

○総務部長（坂崎博憲君）  議員の御質問にお答えをさせていただきます 

補助金審査会におきまして交付された補助金についての審査は行っていただいたわけでご

ざいますけれども、補助団体そのものの審査を行ったというものではございません。補助団

体におかれましてはそれぞれの活動において、それぞれ意義をお持ちになって一生懸命活動

されているというふうに認識を持っておりますので、決してその団体が必要でないと全く考

えていないところでございます。補助金交付は行政が団体に対して行う支援の一つであると

いうふうに考えておりまして、現金の交付による支援に限らず必要な物品を給付することで

の支援、人的な支援などはできるものと考えているところでございます。今後も可能な形で

の御支援をさせていただければと考えております。 

 以上、お答え申し上げます。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  支援のあり方についてはさまざまにあると思っています。ただ、私は

税金がその団体に対して必要なのかどうか、そういったことを考えたときに執行部は必要な

いというふうに判断をしたんじゃないですかというふうに聞いたからですね。それはおそら

く執行部のほうのそういった基本的ないろんなさまざまなことを考えて取り組みをされる部

分と、やっぱり市民の方が直接そういった資料を見せられたときに考える部分というのはか

なり感覚の違いがあるんじゃないかな、隔たりがあるんじゃないかなというふうに思ってお

ります。そこはやっぱり私は市民の立場に立ってそういった物事を考えていく必要があるの

かなと思っているわけなんですね。ただ、執行部はこう考えるからこのとおりという形じゃ

なくて、ですから、その辺は私はもう少し市民の立場に立ってそういった物事を考えていた

だきたいなというふうに思っているわけなんですね。 

あえて、これについてさらに質問をしたいという気持ちは持っていませんけれど、そうい

ったことをちょっと考えていただきたいなというふうに思っています。単純に考えたときに

はそうなるのかなというふうに私は思いますので、今後やっぱりそういったことを考えてい

ただきたいなというふうに思うわけなんですね。それとまた、もう一つは私は今回の補助金

審査会の提言についてはそういった任意補助金の団体に対する判断と執行部に対する提言が

あったと思っております。そういった二つの提言があったことを考えたときに、やはり一つ

はやっぱり執行部に提言をいただいた部分を十分に取り組む必要があったんじゃないかなと、

そしてその次にそういった団体に対する手当てをすべきじゃなかったのかなというふうに私

は思うわけなんです。と言いますのが、やはり補助金の交付要項等がきちんと定まっていな

かったから今までどうしようもなかった、だから補助金審査会で判断をゆだねたんだという
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ふうに思っています。そこできちんとした補助金の交付要項を制定をして、それに基づいて

取り組みをしなさいというふうに執行部に対して提言があったのであれば、そういった提言

を踏まえて執行部みずからがそういった交付要項のあり方等を十分に議論をやって、討論を

やって、そして交付要項を、規則を決めてそしてそういった市民団体に対する交付のあり方

をすべきじゃなかったかなというふうに思うわけなんです。ですから、例えば23年度におい

ては執行部のほうがそういった交付要項の規則をきちっと定めると、そして23年度において

は交付すべきじゃないというふうに判断された団体についても、例えば５割とか６割とかそ

ういったことを考えながら補助金は補助金として交付をしながら、ただ23年度中にきちっと

した要項、規則を制定しますのでそれに基づいて改めて判断を審査をさせていただきます、

そして24年度からそういった形で取り組んでいきますというような段取りがされてもよかっ

たんじゃないかなと私は思っています。そうすることによってそういった補助金の団体につ

いても１年間また考える余裕もありますので、その中でそういった団体の活動のあり方もま

た違った方向で活性化するような活動の見方を自分たちみずからが考えられることができた

んじゃないかなというふうにちょっと思っているわけなんです。そういったところで、私は

二段構えの取り組みそういったことをしてもよかったんじゃないかなと思っているんですけ

れども、その辺の考えについてはどのようにお考えなのか、これは執行部の考えを聞いてお

きたいと思っています。 

○総務部長（坂崎博憲君）  議員の御質問にお答えいたします。 

予算への反映するのは23年度予算はまず猶予を見て、平成24年度からでもよかったのでは

ないかという御質問でございますけれども、23年度の予算への反映はこれまで御説明申し上

げましたように、22年度中に補助金審査委員会から提言をいただき23年度予算へ反映するス

ケジュールというふうにしておりましたので、ランク４に分類されました八つの団体に対す

る審査結果については提言書の内容に準じて反映をさせていただいたところでございます。 

提言書の指摘では市に対する改善要望もあったところでございまして、そこを改めてから

でもよかったのではないかという御質問でございますけれども、まさしく議員の御指摘のと

おり、市に対しましても補助金審査委員会から交付や執行の具体的基準を明確にするよう規

則等の見直しを行うべきだという御意見をいただいております。これにつきましては、23年

度で補助金の交付基準等を定めたいというふうに考えているところでございます。 

予算へ反映しました８団体の審査は補助金基本条例に定めております補助金の基本原則の

基準に照らして判断させていただいたところでございまして、今回は予算の計上はいたして

おりませんが今後策定いたします交付基準等に沿った事業につきましては新たな対象になる

というふうに存じます。 

 以上、お答えをさせていただきます。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 
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○５番（笹山欣悟君）  当初からのスケジュールがこういうふうに決めておったから、もうそ

のスケジュールどおりに進めてきたんだというふうなことだと思っております。ただ、先ほ

ど言いましたようにそういったスケジュールがあっても、あくまでも私は提言は提言だと思

っております。その提言を踏まえて執行部がそれを十分に踏まえて協議をしながら、またそ

の精査をしながら、そして執行部がその提言を踏めた新たな段階できちっとした答えを出す

べきじゃなかったのかなと思っております。その辺が私は今回欠けていたのじゃないかなと

いうふうにちょっと思っているところであります。やはり、あまりにも最初から説明したス

ケジュールを遵守したいがためにそこまで強引にいってしまった。例えば11月25日に提言を

されて、23年度の予算編成はすぐに始まっていますよね。ならば、その提言書を執行部のほ

うでどれだけ時間をかけて議論をされたんでしょうか。本当にその提言書の中身を十分に執

行部のほうで検証をされて、本当にこのとおりでいいんだというふうな形でもっていかれた

のかどうかと、そういった過程が私は非常に不十分じゃなかったのかなというふうにちょっ

と思っているところであります。今後その辺は十分に検討していくべきじゃないかなという

ふうに思います。先ほど入札制度改革については後退じゃないかなという形で部長とやり取

りをしましたけれども、そういった部分はそういった市民の生活状況を見て、やっぱり合わ

せてスケジュールも変えることも必要じゃないかなというふうに思うわけですね。ですので、

改めて今回の補助金審査委員会の提言について執行部として取り組まれた今回の結果、これ

については性急すぎたと思いませんか。 

○総務部長（坂崎博憲君）  議員の御質問にお答えをいたします。 

平成21年３月に補助金制度検討委員会から提言を受けまして、足かけ２年かけまして本市

の補助金制度の見直しをさせていただいたところでございまして、補助金と基本条例の制定、

そして補助金審査委員会の設置及び審査を行ってまいったところでございます。今回、補助

金審査委員会の提言を尊重して、原則交付すべきでないとされた８団体の補助金は23年度予

算には計上していないところでございますけれども、審査結果を通知した後に各団体などか

ら審査結果やその後の対応についてさまざまな御意見、御要望、またお叱り等を賜ったとこ

ろでございます。議員の御指摘と同じく性急すぎるのではないかという御意見も伺っており

まして、補助団体の御理解が得られない部分がありながら当初のスケジュールに沿って事務

を進めてまいりましたことにつきましては、配慮が足りなかったというふうに感じ反省をし

ているところでございます。 

今後、市民と行政が協働にまちづくりを進めてまいるのに、市民の皆様方の御理解を得な

がら進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 以上、お答え申し上げます。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  これについてはやはりもう少し執行部のほうで十分な検証を踏まえな
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がら私は取り組んでいただきたかったということをあえて申し上げておきたいと思っていま

す。やはり市民の立場を考えて、先ほど部長答弁されましたように、市民と行政が協働によ

るまちづくりを進めると、そういった観点から考えられるのであればやはりもう少し市民の

立場の意見を十分に踏まえながら取り組んでもよかったのじゃないかなと、あくまでも提言

は提言として受け取りながら、それを執行部で十分な協議をやって答えを出して、そして取

り組んでもよかったのかなとそういうふうに思っていますので、今後市民の立場に立った行

政を、また協働づくりを進めるということであればそういったことを十分に踏まえて取り組

みをしていただきたいというふうに思っていますので、ぜひ今後そういったことがないよう

にお願いをしておきたいと思っております。時間もあまりなくなってきましたので次に進み

たいと思います。 

最後に、議第32号及び議第33号についてということで通告しました。議第32号及び33号に

ついては公の施設の指定管理の指定ということで、人吉老人福祉センターを老人クラブ連合

会に、また国民宿舎くまがわ荘をくま川下り株式会社に指定管理を指定するというふうな議

案であります。実を言いますと、昨日の議案質疑におきましてほとんど私が通告していた部

分についてはもう答弁があっているところであります。私は、議案質疑ではこの問題はちょ

っと答弁は引き出すことはできないというふうに判断したものですから一般質問として通告

をしていた次第であります。この議案についてはそれぞれの所属の委員会での審査もありま

すので、昨日の議案質疑で出た答弁等については重複を避けて若干質問してみたいと思って

いるところであります。 

１点は国民宿舎の指定管理については公募しなかった理由というふうなことで、答弁を昨

日されております。１点、老人福祉センターについて今回公募に至った経過、これについて

はお尋ねをしておきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○健康福祉部長（中村明公君）  それでは、お答えいたします。 

指定管理者の選定にあたりましては、人吉市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する

条例第３条におきまして原則公募によることと規定されております。さらに平成15年９月に

指定管理者制度が導入されましたが、その目的を達成するためには適切な指定管理者を選定

することが必要なことから、指定管理者の選定においては公正かつ透明性が確保された手続

により十分な審査を行った上で選定することが必要でございまして、この点につきましては

指定管理者制度導入後、指定管理者の運用についてというのが平成19年１月31日付の総務省

自治行政局長通知において示されておるところでございます。これにも複数の事業者から事

業計画書を提出させる旨を明示してございます。 

以上、申し上げましたように、公募の原則が公募に至りました最大の理由でございます。

このほかにも次のような理由がございます。 

まず、最初の指定管理者導入時には、それまでの管理委託者が引き続きして指定管理者と
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なった施設の割合は全国で72.4％となっておりました。これは最初の指定の際には外郭団体

等の従前の管理者の扱いが十分整理できなかったことや、外郭団体以外の担い手が不透明で

あったことなどもあり、非公募で外郭団体を特命した施設が多くあったことによるものと分

析されております。しかし、その後指定管理者制度が定着いたしまして、その目的また２巡

目の選定ということもあったかと思いますが、公募による選定の割合が次第にふえ続けまし

て、平成18年９月の調査では29.1％、平成21年４月の調査では40.0％となっております。近

年の熊本県内の状況を見てみましても、県下14市の老人福祉センターまたはそれに類する施

設のうち、指定管理者制度を導入している市が13市、そのうち公募により選定した市が６市

となっております。 

次に、一層のサービスの向上を図る観点から、競争の原理、これを導入いたしまして公募

に切りかえていく必要があると判断したものでございます。また、公募過程を経ないで、仮

に公募過程を経ないで選定した場合の客観的根拠についてでございますけれども、老人福祉

センターの管理運営が業務遂行上、特殊なノウハウでありますとかあるいは専門性が必要と

され、それに伴う指定管理者が特定の法人あるいは団体等に限定されるのかというこの問題

について検証いたしました結果、必ずしも特定の法人、団体等に限定されないのではないか

という結論に至ったところでございます。 

以上のことから、所管します健康福祉部といたしては公募することといたしまして、指定

管理候補者選定委員会にその旨を申し上げた次第でございます。 

 以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  それでは、あと１点お尋ねをしたいと思いますが。老人福祉センター

については指定期間が５年であります。国民宿舎くまがわ荘については３年であります。そ

の指定期間の根拠をお尋ねしたいと思います。 

○健康福祉部長（中村明公君）  お答えいたします。 

指定管理者の選定にあたっては５年とした根拠でございますけれども、地方自治法の第

244条の２第５項に指定管理者の指定は期間を定めて行うものとすると規定されているもの

の、どのくらいの期間にするかと、その施設の性格等を勘案して適宜定めることになってお

るようでございます。国の指針等は特に示されてはおりません。しかしながら、施設の設置

目的が達成されているか等、指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを自治体

が定期的に見直す機会を設けるため期間を定めて指定する必要があることから、指定の期間

につきましては一般的には３年から５年の間で設定されることが多いというふうに言われて

おります。 

それを裏づけますデータといたしまして、平成21年10月に総務省が公表いたしております

公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果、これによりますと全国における
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自治体の指定管理者制度導入施設の指定管理期間につきましては、５年が47.3%、３年が

32.6％、４年が10.4％、10年以上が5.6％となっております。５年というのが半分近くを占

めているようでございます。今回の老人福祉センターの指定管理の指定期間につきましては、

施設は老朽化しているものの、これまでも修繕改修工事を加えておりますことから当分の間

は適切な保守管理により使用は可能との判断をいたしております。したがいまして、今回の

指定管理者の指定期間につきましては施設の設置目的、現状等を勘案いたしますと、指定管

理者の運営のノウハウを活用し一定の成果を得るためには３年では不十分なこと、また利用

者へのサービス向上、それから指定管理者が雇用する従事者の雇用の安定等を考慮いたしま

して５年が適当というふうに判断をいたしたところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

今回、国民宿舎くまがわ荘の指定管理期間を３年間とした主な理由でございますが、国民

宿舎そのものの老朽化対策と、今後の国民宿舎事業としての施設利用について早急に検討し、

全体的な改善計画の策定を行う必要があるためでございます。現在の国民宿舎くまがわ荘は

昭和39年の供用開始以来、ことしで47年目を迎え、建物そのものも老朽化が進み、部屋にト

イレがない、防音の不備など現在の宿泊者ニーズとはかけ離れた施設となってきておりまし

て、営業も含め経営面での努力を続けてはいるものの宿泊での利用者は年々少しずつ減少す

る傾向にあります。また、一方で国営の国民宿舎事業は、自然休養地に建設された国民の誰

もが健全なレクレーションと健康の増進をはかるために気軽に利用できることを目的として

おりますが、近年は時代変化により減少し、熊本県でもわずか２カ所となっております。 

このような状況の中で、今後指定管理者制度の継続を前提として計画を立案し、大規模な

施設更新または建てかえを行うのか、あるいは国民宿舎事業の機能継続を前提に民間事業者

へ売却するのか、または施設の用途変更を行うのかなど幾つかの選択肢を想定しながら協議

を重ねる必要がございます。今後は早急に関係各課による調査検討を進め、必要に応じて外

部からの御意見もいただきながら指定管理者とともに十分協議した上、３年以内に明確な計

画を立て、今後の国民宿舎くまがわ荘の方向性を定めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

以上のような理由から、今回の国民宿舎くまがわ荘の指定管理期間につきましては３年間

ということで設定させていただいたところでございます。 

 以上でございます。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  指定の期間の根拠、理由を説明いただきました。５年、３年の根拠が

はっきりしておればそれはそれで問題はないのかなと思いますけれども、ただ、今、経済部

長が答弁されましたように国民宿舎については老朽化対策と今後の国民宿舎事業としての施



- 166 -  

設利用についての検討が必要である、また全体的な計画の必要がある、そういったことにい

たって３年が妥当だというふうに判断をされているようであります。３年以内に、例えば引

き続き国民宿舎事業として行うのか、あるいは民間に譲渡するのか、あるいはもう廃止をし

てしまうのか、それは一番、今からの国民宿舎事業を考える中では非常に大きな問題だと思

っております。その辺の方向性が本当に３年以内にきちっとした形で方向性が定まるのか、

若干私はちょっと不安な部分を持っているわけなんですが。ただ、その中で国民宿舎のあり

方というのが、観光地における国民宿舎のあり方というのがやっぱり今までもかなり大きな

重要な役割を果たしてきていると私は思っております。そういったところにも十分に検討し

ながら方向性を定めていく必要があるとは思っているんですが、そこで人吉における観光地

として観光地における国民宿舎としての位置づけ、これについては今の時点ではどのように

お考えなのか、お尋ねをしたいと思います。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

国民宿舎の目的の中には保健休養と福祉の向上というものが上げられておりまして、宿泊

料金と利用料金が安価であるため職場の団体旅行や老人会の忘年会等多く利用されておりま

して、宿泊利用者数につきましてもここ数年２万7,000から２万8,000人で推移しております。

温泉につきましても大変泉質がよいことから人気がありまして、低料金ということもあり、

夏場にはアユ釣り客の定宿として人気があり、遠くは大阪や東京からも連泊される方もいら

っしゃいます。また、球磨川下りとのセットとしても活用され、喜ばれております。また、

温泉目的に回数券が発行されておりますので、市民はもちろん郡市や小林市など県外からの

来客も見受けられ多くの方に利用されているところでございます。さらに、あの場所は元相

良家の下屋敷という歴史的な価値もあることから、観光的な価値は高いものと考えます。 

このように、市民はもとより観光客の皆様に気軽に利用していただく施設として、当然他

の民間施設とも結果的には競合する部分も出てきますが、利益の追求だけではない差別化さ

れた施設としての位置づけが必要であろうというふうに思っております。 

 以上でございます。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  やっぱり歴史的な価値とか観光的価値についての位置づけも高いとい

うような評価をされているようであります。そういったものを十分に踏まえながら今後の方

向性について検討していただきたいなというふうに思っているところであります。ただ、き

のうの質疑を聞いておってちょっと気になった点があるんですが、国民宿舎としての経費に

ついては独立して報告をしていないんじゃないかというような形で、ちょっときのうの大王

議員の質疑の中で指摘があっていたと思うんですね。私も、あれとちょっと思ったところな

んですけれども、そこであえてきょうは質問をちょっとしたいと思っているんですけれども。

そういったことであれば国民宿舎としての経営状況、これについては今どうなっているのか、
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これを若干説明いただきたいと思います。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

指定管理者であるくま川下り株式会社の会社全体の期別ごとの決算状況は毎年６月議会で

報告しているところでございますが、平成18年度指定管理者導入後の決算における単年度経

常利益及び経常損益は、平成18年度が1,804万円の経常赤字、平成19年度が1,655万9,000円

のまた経常赤字、平成20年度が206万6,000円の経常黒字、平成21年度が43万4,000円の黒字

というふうになっております。 

平成11年度から国民宿舎くまがわ荘をくま川下り株式会社へ委託してからは、会社経理の

観点から決算における損益計算書並びに貸借対照表は会社の全体経費で報告しておりますが、

事業概要と主な収入状況はそれぞれ、球磨川下りの遊覧船事業、国民宿舎経営による宿泊事

業、売店物販販売やラフティング等のその他の事業の分類でこれまでにも事業実績を報告し

ております。会社としての一本化された決算報告になるため、平成18年度からの指定管理後

の国民宿舎くまがわ荘だけの詳細な経理状況や決算状況については今まで報告できておりま

せんが、国民宿舎くまがわ荘の歳出経費に組み込まれた本社の人件費及び一般管理費の一部

など、この本社経営費を除いた国民宿舎くまがわ荘だけの経費を試算してみますと、平成19

年度を除いて一定の経常利益、黒字を計上していると考えております。しかしながら、あく

までも国民宿舎くまがわ荘はくま川下り株式会社へ指定管理していることから、国民宿舎く

まがわ荘の経営も会社全体の経営の一部となりますので会社全体の経営分析を今後も行いな

がら健全な経営に努める必要があるものというふうに考えております。 

 以上でございます。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  これはくま川下り株式会社のことですけれども、会社全体の経営分析

の中では今、先ほど部長が答弁されたような状況ですけれども、ただ、今からのそういった

くま川下り株式会社が自助努力をして経営をきちっとした黒字経営のほうに取り組んでいく

ためにはやはり全体的な経営分析も必要でしょうけれども、それぞれの部門ごとの経営分析

をきちっとしていくことも私は必要なのかなと思っています。そういった一つ一つの部門ご

との経費をきちっと分析をすることによって、さらにどこに力を入れなければいけないのか、

どこが赤字になっているのか、どこが黒字になっているのか、そういったところを分析する

ことによってよりよいくま川下りとしての発展性が出てくるのかなと私は思うところであり

ます。 

それで今の、例えば部長の答弁を聞いた中では、例えば国民宿舎を３年間指定管理をして

今後こういった指定管理を外すというようなことに例えばなった場合に、国民宿舎の宿泊事

業部門というのがくま川下りの経営から外れますよね。そうした場合に考えてみますと、今

の話の中では国民宿舎の部門についてはきちっと経常経費としては黒字経営で出しているん



- 168 -  

だ、その中からくま川下りの本社の役員の給与等もまかなっているんだというような話を聞

いた中では、例えば国民宿舎部分の事業だけをもし抜いてしまったらば実質的には今のくま

川下り株式会社としては赤字経営をしているのかなというふうに考えるところもあるわけな

んですね。そういったことで果たしていいのかなとちょっと思うところもあるわけですけれ

ども、そういった今からの分析のあり方、これについてはどのようにお考えでしょうか。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

くま川下り株式会社は本市の観光産業を担う会社として経営の安定化と多角化を目的に、

国民宿舎くまがわ荘の経営を受託したわけでございますので、くま川下り株式会社の基幹部

門である遊覧船事業、球磨川下りの乗船客が減少している状況の中で、宿泊事業が仮になく

なった場合を想定した場合に、現在の組織体制を含め大規模な経営改革が必要になるという

ことが予想されます。しかし、くま川下り株式会社は市が50％出資している三セクの法人で

もございますので、その経営の安定化を図ることも市としての努めであるというふうに考え

ております。また、天候に左右されない収入源の確保など、経営の多角化も十分検討してい

かなければならないというふうに考えております。 

この３年間の指定管理期間中も常に経営改善策を図りながら、先ほど述べましたように幾

つかの選択肢を十分に検討し、指定管理者とともに十分協議した上で明確な計画を立案して、

今後のくま川下りあるいは国民宿舎の方向性を定めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  ぜひ、市民が納得できる方向性を慎重に検討しながら導きだしてほし

いと、そういうふうにお願いを申し上げまして、一般質問を終わります。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで暫時休憩いたします。 

午後４時25分 休憩 

───────── 

午後４時37分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あ

り） 

12番。田中哲議員。 

○12番（田中 哲君）（登壇） 皆さん、こんにちは。12番議員の田中哲でございます。私も

まずもって今月で勇退される職員の皆さん方に御苦労さまの言葉をおかけしたいと思います。

ここ数カ月は皆さんは銀行員に追いかけ回されることと思います。御同情を申し上げます。 

今回は２点ほど通告しております。１点目は市町村合併問題についてでございます。２点

目は入札関係についてでございます。それぞれ一般質問の通告書の要旨に沿って質問したい
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と思います。 

では、通告に従いまして質問いたします。１点目の市町村合併問題についての質問でござ

います。昨今の経済状態の中でなかなか安定的な財政状態が望めない、また硬直化し、緊縮

した財政運営を強いられている人吉球磨地方の自治体、また少子高齢化が進み、過疎化の中

で非効率的運営が目立つようになってきた行政運営と人吉球磨地方を取り巻く情勢は大変厳

しくなってきております。そういう中で、人吉市町内会長嘱託員連合会と人吉市衛生員連合

会から人吉市議会に出された議員定数問題を初めとする要望書も出されたものと思っていま

す。平成20年６月の熊本県議会の溝口幸治議員の一般質問に対し、蒲島県知事は、「私が汗

をかいて議論が進むならば、地元市町村に直接働きかけたい」とし、合併推進に積極的にか

かわる姿勢を示し、合併問題は小規模の市町村の行財政基盤の強化に極めて有効な手段とし

た上で、人口10万人超の人吉球磨地域が一体となり、人吉藩を復興する気概で合併に取り組

むことを期待すると述べたとございます。 

田中市長は、この市町村合併問題に対して、平成19年６月の議会における村上恵一議員及

び平成20年６月の松岡隼人議員の一般質問に対し見解を述べられております。村上恵一議員

の一般質問に対しましては、市町村合併に対して広域的なまちづくりをめざす観点から、将

来的には人吉球磨地域が一体での合併が必要であると、しかしながら現状は合併推進への動

きは見えない、今後国・県の動向を見極めながら対応したいと、まずは町村の皆様方の考え

方をもう一度聞き直したいと答弁されております。また、平成20年６月の松岡隼人議員の一

般質問に対しては、今後は合併という手法だけにとらわれることなく、まずは企業誘致を初

め観光宣伝、観光浮揚のための組織の検討など地域振興の発展に寄与するさまざまな浮揚策

や地域課題に対しまして、人吉球磨10町村が一体感を持って力を合わせて全力で取り組んで

いくことが重要であると答弁されております。 

そこで、村上恵一議員、松岡隼人議員への答弁を踏まえましてお尋ねしますが、この４年

間合併問題に対し、国及び熊本県より何らかのアプローチがあったのかどうか、また町村の

動きについてお尋ねします。それと、町村の意見を聞かれたことがあるのかどうかもお尋ね

いたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）  それでは田中議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

この４年間、合併に対し国及び熊本県から何らかのアプローチがあったかどうかという質

問でございますが、国からは特に強い呼びかけはないところでございます。次に、熊本県に

おかれましては、平成19年度から20年度にかけて計５回開催されました基礎自治体に関する

勉強会や基礎自治体のあり方を考えるトップセミナーの開催などにより合併に向けての推進

が図られてきたところでございます。また、熊本県知事からは会議の折に、懇談の中で市長

に対し、合併の推進を図ってほしいと呼びかけはあっているということでございます。 

２点目の町村の動きについてということでございます。町村からのアプローチについての
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御質問でございますが、町村からのアプローチは現在までない状況でございます。 

次に、町村の意見を聞いたことがあるのかという御質問でございますが、先ほど申しまし

た基礎自治体に関する勉強会を通じて、市長におかれましては御意見をお伺いされておりま

す。その中で、それぞれの町村で大きな課題を抱えておられまして、例えば国における五木

村への生活再建補償法案の見送りや川辺川ダム利水事業問題などでございますが、そういっ

た状況にありまして現在までのところ合併に向けた周辺市町村の具体的な動き、機運は見ら

れないと聞いているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  12番。田中哲議員。 

○12番（田中 哲君） ２回目でございますが、先の６市町村での合併問題が人吉球磨地域合

併任意協議会を設立、その後相良村と人吉相良合併協議会という法定協議会まで立ち上げら

れたわけでございますが、その後、相良村長より合併協議会長宛に脱会申出書が提出され、

人吉市議会でも人吉相良合併協議会の廃止についての議案を全会一致で可決した経過がござ

います。 

そこで、田中市長は、先の合併問題の経過の中で何が一番合併を阻んだハードルだったと

思われているのかお尋ねします。それと、さきに５町村で合併したあさぎり町の合併につい

てどのような感想を持っておられるのか、ほかの町村についての評価がなかなか難しい面も

あろうと思いますが、あさぎり町の合併も含め平成の大合併についてどのように評価されて

いるのかお尋ねします。 

ところで、下球磨消防組合のほうも熊本県の30万人圏域構想のもと、平成25年をめどに八

代郡市、葦北郡、人吉市、下球磨それに上球磨と広域合併をスタートさせる予定でございま

す。田中市長は、過去の発言では幕藩体制時代の相良藩に戻る必要があるのではないかとい

うふうに言われております。私は幕藩体制時代の相良藩に戻るという言葉には違和感を覚え

ますが、もちろん市町村合併の規模の範囲を田中市長流の言葉のあやで、幕藩体制時代の相

良藩の支配地域になぞらえて言われたもので、現在の人吉球磨地域の１市４町５村を指すも

のと思います。さきの合併は人吉市、錦町それに相良村、五木村、山江村、球磨村の１市

１町４村で合併を目指したものであったと思います。イメージといたしましては下球磨消防

組合単位であったろうと思います。田中市長は、市町村合併についてどのような規模、組み

合せが現実的な合併と考えておられるのかもお尋ねいたします。 

また、平成の大合併以降どのくらいの市町村合併が行われたのか、その合併の方法等々も

お尋ねいたします。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

過去の合併問題において何が合併を阻んだハードルだったかと思われるかという御質問で

ございますけれども、当時の相良村長の言葉によると、自治体の規模の格差などによる１市
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１村の合併への不安や、電算システムの統合化基本方針に関する協議をめぐりシステム開発

スケジュールに関して異論があるということで、相良村長から法定協議会離脱の意向がなさ

れたと聞いているところでございます。 

また、あさぎり町の合併についてどのような感想を持っているのかという御質問でござい

ますが、あさぎり町長は大変頑張っておられますけれども、合併時に策定されました財政計

画も三位一体の改革などにより大幅に見直しが必要になるなど、非常に財政運営に苦慮され

ていると聞いております。また、あさぎり町議会の平成20年12月議会一般質問において、あ

さぎり町長の御答弁の中でも「総括的に言えば予想以上に周辺部の元気がなくなってきてい

ると思う。」とおっしゃっておられ、あさぎり町における地域間格差という問題が生じてい

るようでございます。また、あさぎり町の合併も含め平成の大合併についてどのように評価

しているかという御質問でございますが、平成の大合併についてということでお答えいたし

ますと、先ほどのあさぎり町長の御答弁にありましたように、中心部と周辺部においてのに

ぎわいに大変格差が生じてきている現状など、合併した自治体によっては地域間格差を生み

出しているところもありようでございます。 

また、財政問題につきましても合併当時に見込まれていた財源について、三位一体の改革

により地方交付税は大幅に削減され、財政力が弱い地方の自治体にとっては税を初めとする

自主財源の確保が困難となり、合併後の財政計画の見通しにつきまして結果的に非常に甘い

ものになってしまい、大変苦慮されている自治体もあると聞いているところでございます。

したがいまして、果たして平成の大合併が効果的だったかどうか、評価するにはまだかなり

の時間を要するのではないかと感じているところでございます。 

また、合併についてどのような規模組み合せが現実的な合併と考えているかという御質問

でございますが、過去にも御答弁させていただいているとおり、人吉球磨が一体感を持って

力を合わせ全力で取り組んでいくことが重要であると考えているところでございます。ただ、

平成の大合併は政治主導で行われた感は否めず、合併特例法に基づくいわばアメとムチによ

る合併促進であったといっても過言ではないと私自身思っているところでございます。やは

り地方の自治体は財政的にも疲弊しており、非常に弱い財政力同士の自治体が仮に一緒にな

っても、やはりその状況は打破できないといった負の連鎖を招くのがすべてであったと、合

併市の首長さんたちと九州市長会でお話させていただいたところでございます。かといって

合併を考えないということではございません。私自身、この問題を今一度大局的な観点から

見つめ直してみたいと思うわけでございます。当面は、合併よりも広域的な連携で重要課題

を処理していくべきだと思っているところでございます。 

以上、お答えといたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）  議員の御質問にお答えをいたします。 

平成の大合併後どのくらいの市町村合併が行われたのか、その合併の方法はどうだったの
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かという御質問でございます。 

平成の大合併とは、平成11年４月１日から22年３月31日までの全国的な合併推進でござい

ますが、平成11年３月31日現在で、全国で3,232市町村がございましたが、平成22年３月31

日現在では1,727市町村となっております。平成22年３月末市町村合併特例法の期限が切れ

た以降、現在まで全国の市町村で合併は行われていない状況でございます。 

以上、お答え申し上げます。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  12番。田中哲議員。 

○12番（田中 哲君） ３回目でございますが、私は人吉球磨の各自治体の財政状況が似たり

寄ったりの中で、行財政改革への要求は住民のマグマとしてたまっているものではなかろう

かと思っております。現に人吉市議会の定数削減を受けて、ある町村でも住民の中に人吉市

と同じ動きがあるように聞いているところでもございます。私たち議会人も真剣にこの合併

問題に取り組んでいかなければならないと思っているところでございます。 

ところで、田中市長は市長就任以来この４年間合併問題についてあまり発言されてこられ

ませんでした。そのことが合併について消極的との感が否めません。また、合併の問題を広

域連合にすりかえておられるように思います。来月に改選が行われます選挙でどなたが人吉

市長になられるかわかりませんが、市長としての答弁は拘束力また一貫性を要求されると思

います。そこで、田中市長は再選された場合に、市町村合併で田中市長自身がリーダーシッ

プを取る気概があるのかどうか、お尋ねいたします。また、田中市長が答弁されているよう

に、合併ばかりでなく地域振興の発展に寄与するさまざまな問題に人吉球磨が一体感を持っ

て取り組むことと、広域連合の重要性を答弁されております。それはそれとして大変重要な

ことだろうと思います。そのことも並行して実施していただきたいと思いますが、やはり合

併問題はそれらの問題と根本的に違う問題であろうと思います。どの首長にもどの自治体に

も問題はあろうと思いますが、ここはただ一人の郡市の市長として私はリーダーシップを取

るべきだと考えております。 

今回の市長選に向け、立候補予定の大王議員は田中市長が他の首長との意志疎通はうまく

いっていないように発言されたと新聞報道にあります。なかなか自己評価は難しかろうと思

います。そしてまた、いろいろな場面で田中市長の手法が独善先行と批判されておりますの

で、そのことがこの合併問題にも影響するとすれば、それは合併問題に大変なマイナスと考

えます。そこで、田中市長とほかの首長の信頼関係、意志疎通はうまくいっているのかどう

か、独善先行で聞く耳持たずでは意志疎通も難しいだろうと思いお尋ねいたします。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

先ほど部長も答弁をいたしましたけれども、すべての９の町村の首長の皆様方にお尋ねを

したところでございますが、合併に向けてはその機運にないというお答えでございました。

しかし、市町村合併で人吉市長がリーダーシップを取る気概があるかどうかという御質問で
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ございますが、市民の皆様方が合併にどれだけ理解を示していただけるのか、またそういう

思いがおありになるのか計り知れない状況でございます。私自身、市町村合併は地域主権の

推進、住民生活圏の広域化、少子高齢化の進行、国・地方を通じた厳しい財政状況等により

地域主権時代における地域の自立を確立する観点から重要な課題として認識をいたしている

ところでございます。先ほど申し上げましたとおり、大局的な観点から見つめ直したいと存

じております。 

また、人吉市長と他の首長の信頼関係、意志疎通はうまくいっているのかどうかという御

質問でございますが、意志疎通はうまくいっていると存じております。また、球磨郡との連

携は取れていないとの御批判もあるようでございますが、例えば長年の課題でありましたカ

ルチャーパレスの運営に関する諸問題の解消や、くま川鉄道株式会社これの経営安定化を図

る基金にかわる新たな支援システムでございます人吉球磨交通体系整備助成金の創設など一

致団結して人吉球磨の難題に今取り組んでいるところでございます。 

以上、お答え申し上げます。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  12番。田中哲議員。 

○12番（田中 哲君） 田中市長は平成の大合併の効果に疑問を抱かれ、そのことが合併をち

ゅうちょされているように見えますが、平成の大合併を教訓としてやはり蒲島県知事の発言

がありますように、合併を推進することが小規模の市町村の行財政基盤の強化に極めて有効

な手段だろうと思います。来期どなたが人吉市長になられましても他の首長との意志疎通を

図り、独善先行のそしりを受けることなく人吉の市長としてリーダーシップを取っていただ

きますように要望しておきます。 

２点目でございますが、日本の景気の低迷も相まって人吉の近年度の予算でも恒常的な経

常支出が多くなり、硬直化した予算の中でなかなか公共工事に予算が回せない。都会と違っ

て絶対的雇用の場がない、企業誘致も進まない、そういう中で人吉の雇用、特に若者の雇用

の受け皿となってきた建設業が苦心しております。年度末の予算でこの二、三カ月は仕事が

あるものの、新年度の４月からは仕事が途切れるといった状態を戦々恐々としているといっ

ても過言ではないと思います。よく日本のマクロ的経済を論じる中で、過去の景気刺激とし

ての公共工事への投資が本当に日本の経済発展に寄与したのか、国の国債の累積債務の増大

を招いたばかりではないか、将来への負担を招いたばかりではないかという見方がばっこし

ておりますが、これは私は一方的な見方であろうと思います。少なくとも地方においては若

者の雇用が増大したし、都会よりおくれていた多くのインフラが整備できたものと思います。

公共工事へ投資された借入金いわゆる建設公債でのインフラ整備は、現在の私たちがその

サービスを享受するばかりでなく次の世代もインフラ整備の恩恵を受ける、つまり次世代の

人たちも応分の負担をしてもらうことに、合理的な考え方から建設公債の発行が行われてき

たものと思います 
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また、そのインフラ整備で経済の発展が望め、税収の増が望めるといったことや経済の再

生産につながるといったことも望めるものと思います。一方、現在マスコミ等で将来にツケ

を残すと、声高に言われております借入金、いわゆる赤字国債は建設国債とは性格的に違う

ものであろうと思います。建設国債はその性格上、法律で認められた公債であり、赤字国債

は税収不足を補うための緊急的措置の公債であろうと思います。要は赤字国債の大部分が福

祉社会保障に回され、現在の世代のみが享受するサービスを現在の世代が完結しなければい

けない問題を次世代の人にも負担をかけている、先送りしているところに問題があるとこの

ように私は思っております。その最たるものが、現政権が押し進める現金給付のばらまきで

あろうと、このように思っています。 

以上のことから、私は公共工事が国が抱える累積債務の増大を招いたとか、将来への負担

を招いたばかりではないかという見方には断じてくみすることはできません。膨大な赤字国

債の解消は、社会保障的経費を含む現代の世代が享受するサービスのツケを次世代に回さな

いことが重要だろうと思っております。私は、人吉はまだまだ公共工事はおくれている、イ

ンフラ整備はおくれているとの思いであります。そして、何といいましても若者の雇用が緊

急の課題であると思います。 

そこでお尋ねいたしますが、人吉市の公共工事の予算はどのように推移しているのか。そ

れと建設業者は工事を落札するために必死の思いで積算をやっていると思います。しかし、

ここ数年公共工事の入札で不落する業者が多いと聞いておりますが、その原因について、ど

う思われているのかお尋ねいたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）  議員の御質問にお答えをいたします。 

まず１点目の、公共工事の予算はどのように推移をしているのかという御質問でございま

すけれども、毎年行っております決算統計における投資的経費の普通建設事業費の決算の推

移でお答えをさせていただきたいと存じます。本市の決算統計における投資的経費の推移を

見てみますと、普通建設事業における支出が平成18年度で約29億5,000万円、平成19年度で

約21億2,000万円、平成20年度で約16億4,000万円、平成21年度で約14億9,000万円の傾向で

ございますが、平成22年度につきましてはまだ決算数値が出ておりませんので３月補正予算

後のベースで約29億9,000万円となっております。 

２点目の不落の原因について、どのように考えているのかという御質問でございますが、

不落の原因につきましては種々の要因が組み合わされて発生しているというふうに思います

が、不落となったものについて分析と施工業者への聞き取り等をもとに考えますと、一番の

原因は工種、現場の状況、見積価格等について、市と業者の方々の考え方によりまして差異

が生じ、市が積算した価格と業者の方が積算した価格に開きがあると考えております。 

また、小規模な工事で現場が離れている場合、また数箇所の現場がある場合につきまして

が不落となるケースがあるようでございます。このような状況は、業者の方々にとっては社
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員の技術者が限られた状態でございますので、できる限り利益率が高い工事を受注したいと

いうことが背景にあるのではないかと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  12番。田中哲議員。 

○12番（田中 哲君） ただいま答弁されましたように、18年度と21年度では15億円も減って

いるというようなことでございます。そしてまた、不落の原因では市と業者の積算の違いを

言われました。いわゆる小規模な工事で現場が離れている場合、また数箇所の現場、それか

らまた隣接した現場について経費の計上等に違いが生じやすい、この辺をもう少し経費の向

上等で考慮していただければなと、このように思っているところでございます。 

２回目でございますが、いわゆる物価動向、資材購入等につきまして大手ゼネコンが購入

する価格と地方の価格が乖離しているとの話もございます。また、経費の積算についても現

場の状況を反映していないという話をよく聞きます。そこで、人吉市の公共工事の積算、設

計価格の見積もりはどこで行われているのか、その見積もられた設計価格は現状の、特に地

方の価格を適正に反映しているのか。特に経費の積算について、チェックはどういう体制で

行われているのかお尋ねいたします。 

また、入札後、現地と設計金額に工法等で歩掛かりに差異が見られるようなときには、設

計金額の変更ができるのかどうか、現在はどういう形で対処しているのかお尋ねいたします。 

○建設部長（山上 茂君）  御質問にお答えいたします。 

１点目の公共工事の積算、設計価格はどこで行っているのかとの御質問でございますが、

工事の積算につきましては各事業を所管する担当課またはその各事業を所管する課から設計

依頼を受けた課で行っております。 

２点目の設計価格は公共工事の積算というふうなことでございますが、公共工事の積算に

つきましては積算の歩掛かりというものがございまして、土木工事におきましては熊本県土

木部から出ております土木工事積算基準書を用いまして積算を行っております。単価につき

ましても同じく熊本県土木部から出されております統一単価の中には地域単価がございまし

て、生コン、アスファルト合材並びに砂等の骨材につきましては人吉球磨管内の山間部と、

これは五木でございますが、とその他の地域とにそれぞれ単価が決められておりますので、

工事施工場所によりその地域単価を使用することとなっております。県の統一単価にない場

合は、経済調査会発行の積算資料及び建設物価調査会発行の建設物価の単価を使用するとと

もに、特殊単価につきましては見積書を徴収し、使用するようになっております。 

それから３点目の経費の積算のチェックにつきましては、積算を行う担当課で設計担当者

以外の職員及び担当係長、課長が行っております。 

４点目の設計と現場での工法等の歩掛かりの差異が発生した場合には設計金額の変更がで

きるのかとの御質問でございますが、設計を行う際、現場の調査測量を行って設計を行って
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おりますが、実際に工事に着手した際、現場状況が設計とそぐわない場合も発生してまいり

ますので、その際は現場状況にあった歩掛かり及び単価等の変更を行っておりまして、現在

もそのように対応を行っているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  12番。田中哲議員。 

○12番（田中 哲君） ただいまの答弁で設計価格は適正であるというような答弁だったろう

と思います。３回目でございますが、ここ数年の公共工事の落札率はどのようになっている

のか、またいつごろから入札で不落が出るようになったのか、何件くらいの不落があったの

か、不落があった入札は経過としてどうなったのか、お尋ねいたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）  議員の御質問にお答えをいたします。 

まず、１点目の落札率につきましては平成17年度の全工事の平均落札率が約98％でござい

ます、18年度が約97％、平成19年度以降は20年度、21年度、22年度の今年度の２月15日前の

契約分までで毎年それぞれ約95％となっております。 

２点目、３点目の不落はいつごろから出るようになったのか、またその件数はということ

でございますが、平成17年度は不落はございません。18年度が１件ございまして、19年度か

ら不落となるケースがふえ始めまして、平成19年度は６件、平成20年度が８件、平成21年度

が10件、平成22年度が２月10日現在で14件の不落の入札が生じている状況でございます。 

４点目の、不落の場合はどのような処理を行うのかという御質問でございますが、その場

合は人吉市工事入札事務処理要領によりまして直ちにその旨を担当課に通知し、関係書類を

返却をいたしております。担当課では関係書類が返却されたときは、当該工事の施工方法の

妥当性、設計書及び仕様書等につきまして違算等の有無を調査検討を行いまして、その積算

について妥当であるときは当該工事の指名がえを行い、再度の指名競争入札を執行をいたし

ております。また、その積算が妥当でないと判断された場合には直ちに設計変更を行い、原

則として指名業者につきましては変更することなく再度入札の手続を行い、指名競争入札を

執行することとなります。 

以上、お答え申し上げます。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  12番。田中哲議員。 

○12番（田中 哲君） ４回目でございますが、近年、業者の見積価格の積算技術が向上いた

しまして役所の設計価格とあまり変わらないほどの見積もりができるところまできておりま

す。公表されている物価動向、経費率が同じなら役所の設計価格も業者の見積価格も同じに

なるのが自然でございます。しかしながら、落札時の予定価格が発注者によって故意に低く

設定されることにより業者の見積もりと隔たりが発生することになります。この発注者によ

って故意に低く設定される価格分をいわゆる歩引きといわれているのは御承知だろうと思い

ますが、先ほどの答弁で設計価格の見積もりは手順にのっとっているとの答弁でございまし
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た。設計価格は適正であると答弁されたと思います。 

その設計価格から歩引きして、落札時の上限価格をいわゆる予定価格としておられると思

いますが、この設計価格から歩引きして予定価格とする、その歩引きとされる根拠はどこに

あるのかお尋ねいたします。適正に見積もられたと言われる設計価格を故意に引き下げるの

は発注者の横柄ではございませんか。みずから設計価格の適正な価格を否定することになり

はしませんか。予定価格内で業者が落札できるように入札価格を下げる努力、これは企業努

力の範疇でしょうが、しかしながら発注者が積算の根拠もなく歩引きすることは、例えは悪

いですが発注者による業者へのピンハネではないでしょうか。このように勝手に発注者が価

格を下げるこの歩引き制度を廃止することはできないのか、お尋ねいたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）  議員の御質問にお答えをいたします。 

１点目の予定価格の設定につきましては、人吉市契約規則第16条第３項に基づきまして取

引の実例価格、需給の状況、履行の難易度、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮いたしま

して適正に定めているところでございます。 

次に２点目のいわゆる歩引きにつきましては、県内の市町村におきましても７割以上の自

治体におきまして実施をいたしている状況にございますが、これからも工事内容に応じて適

正に予定価格を算定していきたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  12番。田中哲議員。 

○12番（田中 哲君） ５回目でございますが、歩引きの廃止についての質問、坂崎総務部長

には答弁が難しいだろうと思います。そこで、直接市長にお尋ねしますが、この歩引き制度

を廃止することはできないのかお尋ねいたします。ただいまの説明でも何の法的根拠もない

ようでございますが、廃止しない場合はその説明をどのようにされるのかお尋ねいたします。

よろしくお願いいたします。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

いわゆる歩引きにつきましては先ほど総務部長が申し上げましたとおり、さまざまな要素

を総合的に判断して適正に判断していきたいと考えております。厳しい予算計上の中で、市

長としましても経済性を確保していくことも考えていかなければなりません。少額の工事に

つきましては歩引きをしていない工事もございますが、取引の実例価格、需要、履行の難易

度、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮し、他市の状況、落札率の状況も確認していきな

がら、また必要とあらば入札監視委員会にも相談することも検討していきながら、適正に予

定価格を算定していきたいと存じております。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  12番。田中哲議員。 

○12番（田中 哲君） 私はなんの法的根拠もない、また、たまには疑惑を持たれる歩引きを
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廃止するべきと思いますが、ただいまの市長の答弁のように市長の裁量権として続けるので

あれば、関係団体ばかりでなく市民にも納得いく説明をする必要があると思いますし、入札

監視委員会の意見もぜひ聞いていただき、その結果の公表をお願いしておきたいと思います。 

６回目でございますが、予定価格の事前公表についてお尋ねいたします。近年予定価格の

事前公表はよく話題になっておりますが、予定価格の事前公表についてどのような経過のも

とに公表されるようになったのか、その予定価格の事前公開のメリットとデメリット、どの

くらいの自治体が公表しているのか、人吉市として予定価格の事前公表に対してどのような

考えを持っておられるのかお尋ねいたします。 

また、導入についての考えがあるのかもお尋ねいたします。その場合、方法といたしまし

て発注金額高による事前公表があろうと思いますが、この発注金額が一定以下のものによる

事前公表についてもお尋ねいたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）  議員の御質問にお答えいたします。 

１点目の予定価格の事前公表が導入された背景には、予定価格の漏えいによる数々の不正

事件等が発生したことが背景にあると思われます。 

２点目の予定価格の事前公表のメリットとデメリットにつきましては、メリットといたし

ましては不正な入札の抑止力、予定価格の漏えい等の不正行為の防止、入札契約にかかわる

透明性の確保などが上げられます。デメリットといたしましては、予定価格が目安となり競

争力の低下、落札率の高止まり、談合の助長、建設業者の見積もり努力を損なわせることな

どが考えられます。 

３点目の国・自治体の公表状況でございますが、平成22年９月１日現在におきましてすべ

ての国の機関では事前公表は行われていない状況でございます。都道府県におきましては事

前公表のみが20自治体、事前公表及び事後公表の併用が16自治体、事後公表のみのが11自治

体でございまして、熊本県内市町村45自治体につきましては事前公表のみを実施していると

ころが33自治体でございます。事前公表と事後公表の併用が３自治体、事後公表のみが９自

治体となっております。 

４点目の事前公表についてどのように考えているかという御質問でございますが、やはり

先ほどの予定価格の事前公表をすることのデメリットとして考えられます点を心配をしてお

ります。 

５点目の導入については、今のところ考えていないところでございます。 

６点目の、工事発注金額の一定以下のものについて事前公表をすることはできないかとい

う御質問でございますが、少額の工事につきましてはどのような落札率になるのかの推移を

見ながら、また競争力を高める施策も考慮しながら試行をしていくということも検討をさせ

ていただきたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（簑毛正勝君）  12番。田中哲議員。 

○12番（田中 哲君） ７回目でございますが、ただいま発注金額が一定以下による事前公表

は検討するとの回答でございました。ぜひ導入の方向で検討していただきたいと、このよう

に思っております。 

次に、公共工事の継続的技術力、品質管理の維持向上の観点からお尋ねいたします。私は

将来も恩恵を受けるであろう、また次世代が負うインフラ整備の負担を軽減するという意味

から、そして若者の雇用の受け皿として安定的継続的な公共工事の発注は必要であろうと思

っております。この安定的継続的公共工事の発注なくしては建設業者の技術力も品質管理能

力も維持できなくなり、ひいては高コスト、公共工事の品質低下を招き、市民の税負担に跳

ね返ります。また、近年の公共工事の減少が建設業者の撤退や体力減少が人材や建設機械の

保持を難しくし、いわゆる災害にすぐ対応できないといった事態が発生しております。こと

しの冬、東北・北陸地方を襲った豪雪の除雪作業では、身近な建設業者の人材と機械力が不

足し、マスコミ等では災害対応空白地帯なる言葉で紹介されております。人吉も災害時、特

に水害、土砂災害、それに災害復旧に頼りになっているのが建設業者の人材と機械力でござ

います。この建設業者が当てにならなくなった場合、当然行政で補完しなければならなくな

ります。結局は市民に大きなツケが回ることになります。 

そこで、業者の継続的技術力の維持向上の観点からと、それに災害対応空白地帯をなくす

ために公共工事の一定の発注高確保は必要であると思いますが、このことに関してどのよう

に思っておられるのかお尋ねいたします。 

また、人吉市は建設業及び管工事業と災害協定を締結されております。災害時に出動及び

待機要請を行った場合等の人件費、特に待機時間や時間外等経費、それに出動時の災害補償

についても明確にする必要があろうと思います。公共工事の減少により以前の体力がなくな

っている建設業の企業努力にも限界があろうと思いますので、お尋ねいたします。 

一方、この発注者側も継続的技術力の維持と技術力の向上なくしては日進月歩の技術力に

対応できなくなり、公共工事の品質低下を招き、それが市民の高コストにつながるといった

ことも想定されるところでございます。技術力、品質管理の監督管理を行う技術職員の確保

は継続的に行われていく必要があろうと思います。 

そこで、現在、技術職員の人数と配置、及び年齢構成はどうなっているのか。技術力、品

質管理の面から不安はないのか。近年の技術職員の採用状況はどうなっているのか。また、

技術職員の意見は尊重されているのかについてお尋ねをいたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）  議員の御質問にお答えいたします。 

質問項目が多いので、多少時間を要しますがお許しをいただきたいと存じます。 

１点目の継続的な公共工事の必要についてでございますが、議員がおっしゃいますように

継続的な公共工事の必要性を感じているところでございます。特に、これからは道路、橋梁、
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学校、市営住宅、上下水道等の公共土木建築物等の長寿命化のための維持・整備が中心とな

ってきますので、できる限りの財源を確保しながら公共工事の安定的な、継続的な実施をし

てまいりたいというふうに存じます。 

続きまして、災害協定を締結しております内容等についてのお答えをさせていただきます

が、まず災害協定を提携しております人吉市建設協会、人吉市管工事協同組合、人吉球磨塗

装組合、人吉市電気工事協同組合、人吉市下水道排水設備組合の皆様を初め市内の建設業各

位におかれましては、日ごろから本市の地域防災に多大なる御協力を賜っておりますことを

この場をお借りしまして深く感謝申し上げます。 

さて、議員の御質問の災害協定に伴う災害時の出動、待機にかかわる人件費及び災害補償

についてでございますが、各協会と提携内容が若干異なりますので、例として18年５月に人

吉市建設協会と締結しました大規模災害時の支援活動に関する協定をもとに御説明をさせて

いただきたいと存じます。まず、支援活動といたしましては、市が管理する公共土木施設の

被害情報の収集、報告及び簡易な応急措置、そして市が緊急に行う必要があると認め、指示

をする応急措置となっております。また、支援活動に要した費用負担といたしましては、市

が指示した応急措置につきましては市で負担し、その他被害状況の収集報告及び簡易な応急

措置は人吉市建設協会が負担することになっております。費用の積算につきましては、熊本

県土木部実施設計単価表に基づき、お支払いすることになっております。災害補償について

は支援活動中に事故があった場合は、会員企業の責任において対処していただくことになっ

ております。 

次に、内水排除ポンプ設置に関する要請でございますが、毎年人吉市建設協会を初め市内

建設業者に御協議をいただき、水害の防御に努めているところでございます。球磨川等の水

位が一定基準を超えたとき、また超えるおそれが高まったときに担当業者へ内水排除ポンプ

の設置要請を行っております。連絡を受けた担当業者は休日、夜間を問わず、また大雨や風

が強い日など悪天候な中でも対応していただいているところでございまして、ポンプや発電

機の手配、設置、稼働操作、撤去までの作業を行っていただいております。これらにかかわ

る費用はポンプ使用としてお支払いをしており、積算として機械のリースは市場価格で積算

し、機械の運搬費、取りつけ撤去の作業労務費、現地待機中の労務費は県の実施設計単価を

もとに積算をしているところでございます。この内水排除ポンプ設置業務は各業者におかれ

ましても大変御苦労が多いことと存じますので、業者の方の業務負担が過大にならないよう

見直してまいりたいと存じます。引き続き市民の安全・安心のために御理解と協力を賜りま

すよう重ねてお願いを申し上げる次第でございます。 

続いて、技術職員についてでございます。まず、技術職員の人数の配置についてお答えい

たします。現在、地方公務員法の改正により、技術吏員、事務吏員の区別がなくなり一様に

職員となっておりますので、ここで言う技術職員の定義につきましては採用時に土木及び建
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築の技術職で採用した者、事務職で採用されたが現在は土木及び建築にかかわる業務を担当

している者とさせていただきます。ついては部課長等の管理職や現在技術職としての業務を

行っていない者も含んでおりますので御了解をいただきたいと存じます。部局ごとの配置人

数を申し上げますと、市長公室に土木１人、経済部に土木３人、建設部に土木15人、建築

５人、水道局に土木７人、教育部に土木１人と建築１人、計土木が27人、建築が６人でござ

います。また、これらの年齢別構成を見ますと、土木については50代が10人、40代が５人、

30代が６人、20代が６人の計27人でございます。建築については50代が１人、40代が１人、

30代が２人、20代２人の計６人でございます。 

次に、技術力品質管理の面から不安はないかということでございますが、まず基本的な知

識、技能などにつきましては、専門の学科を修了し、競争試験をクリアしてきた職員を採用

しておりますし、中には入庁前に民間企業での職務経験などを持つ職員がおりますので各職

員とも既に入庁時点では相応の技術力を保持しているものと考えております。その点におい

ては不安はないところでございますが、一方で複雑な現場の状況や求められるニーズを踏ま

えた公共工事の設計、施工監理ということにつきましては、やはり職務経験の積み重ねによ

って実務能力が培われるというところがございますので、そういうところがあると考えてお

ります。これらについてやはり担当工事の件数や難易度といった現場経験が必要でございま

すので、近年のように工事数が減少してまいりますと職員一人一人の経験の蓄積がやや不足

するといったことは否定できないというふうに考えております。ついては、これらの対応に

つきましては、大卒程度の技術職採用試験の実施など高度かつ専門的知識を持つ職員を計画

的、定期的に採用するなど人材確保に努めるとともに、現場経験と平行して研修期間での専

門研修を受講させたり、さまざまな工種工法や事務職経験など多様な経験を積ませるために

定期的、計画的な人事異動などにより今後とも技術職員の人材育成に努め、技術力の向上、

品質管理を図っていく必要があると存じております。 

次に、近年の技術職員の採用状況でございますが、過去10年間、平成13年度以降でござい

ますと、まず土木につきましては平成14年度に１人、15年度に１人、16年度に２人、19年度

に１人の計５人でございます。次いで建築につきましては平成21年度１人でございます。特

に平成17年度以降は定員適正化計画の実施期間でありまして、全庁的に採用抑制、人員削減

を図ってきたところでございますが、技術職を各１人ずつ採用するなど計画的、定期的に技

術職員を採用してきたところでございます。 

最後に、技術職員の意見は尊重されているのかということでございますが、技術職員に限

らず人材育成の指針であります人材育成基本方針にはあらゆる職種、職階の意見を反映させ

ておりますし、自己申告書、各種ヒアリング、職員アンケート等によりできるだけ職員の多

様な意見、要望などを聞きながら、限られた予算、人材の中で人事管理や人材育成を進めて

いるところでございます。ただ、研修等については研修担当部署でも各部局でも相応の予算
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を確保しているところではございますが、人員配置については現場の意見、要望どおりにい

かない部分があることも事実でございます。なお、ここ３年間は保健福祉系の専門職の採用

を進めておりましたので土木等の技術職の採用はございませんでしたが、平成23年度は退職

や昇任等に伴う補充の観点からこれら技術職の採用計画を検討しているところでございます。 

大変長くなりましたけれど、以上でお答えとさせていただきます。（「議長、12番」と呼

ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  12番。田中哲議員。 

○12番（田中 哲君） ただいまの答弁で、技術職員の数、水道局に土木７人て言われたと思

いますが、７人でよろしいんでしょうか。 

○総務部長（坂崎博憲君）  水道局に土木は７人でございます。（「議長、12番」と呼ぶ者

あり） 

○議長（簑毛正勝君）  12番。田中哲議員。 

○12番（田中 哲君） いずれにしましても、人吉市建設協会と締結した協定も５年近くにな

ろうとしております。まずは、協会の意見を聞いてみることも必要であろうと思っておりま

す。また、技術職員の確保は現場の技術力、品質管理の監督管理の面から大変重要であると

思いますので、継続的な確保が行われますように、それとシャイな技術職員の要望等に配慮

いただきますようにお願いしておきます。 

以上で、一般質問を終わります。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで暫時休憩いたします。 

午後５時45分 休憩 

───────── 

午後５時58分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あ

り） 

10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君）（登壇） お疲れさまです。本日最後です。10番議員の福屋です。まず

初めに、３月31日をもって退職される議場でお互いにいろんな議論をしてきました椎葉経済

部長、山上建設部長、荒巻市民部長、深水市長公室長、多武水道局長、大石会計管理者、小

林教育部次長、宮原建設次長、大変お世話になりました。また、職員の方も大変お疲れさま

でした。また、私８年間大変心からお世話になりました永田正二議会事務局長には残り少な

い時間ではありますが、まだまだ勉強をさせていただきたいなとお願いをしておきたいと思

いますが。また、人吉市の発展のために皆さん御尽力をいただきますようお願いをし、通告

に従いまして、一般質問をしてきたいと思います。 

まず初めに、通告ですが、１点目に、人吉市消防団ということで消防隊について、機能別
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消防団員制度について、非常時メール送信について。２点目に、学校教育から、学校林につ

いて。３点目に、市民の声からということで積雪対策について、質問をしていきたいと思い

ます。 

まず初めに、人吉市消防団組織として、消防隊についてですが、これまで非常時のメール

発信について、前回平成20年３月議会でも質問をしております。広域消防から一番に情報が

入ってくる総務部でありますが、この指令が入ってきてから、非常災害とか出動が出てくる

ときにゼロ番隊を市役所内に設置してもらえんかなということを提案しておりました。そこ

で、現在の消防団の定数と実動人員はどのように変化しているのか、また当時市職員67名が

団員として参加をされておりましたが、現在市職員で何人の方が団員として参加をされてお

られるのか、まず初めにお尋ねをしておきます。 

○総務部長（坂崎博憲君）  それでは御質問にお答えいたします。 

人吉市消防団の定数は現在512名でございます。これは平成８年の組織再編時に定めたも

のでございまして、変わらず現在に至っております。実員数は現在平成23年３月１日現在で

452名でございます。また、市役所に勤務している消防団員は、同じく３月１日現在で70名

でございます。この中には女性消防隊員８名を含んでおります。 

以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 平成８年から512名ということで変化がないということで答弁をいた

だいたんですけど、出初め式などに行ったときに年々減っているんじゃないかなということ

で、定数が減っているんじゃないかなということでちょっとお尋ねをしたんですけど、ただ、

市役所のほうの職員の方が２名増加されているということでゼロ番隊にだんだん近づいてい

るのかなということで期待をしているところです。いろんなところに走ると思うんですけど、

この三つを同時進行で質問していきたいと思っております。 

次に、今回市長の提案のところで提案がありましたように、田野、矢岳、鹿目地域に初期

消火・延焼防止に対応していただくための機能別消防団員制度を新設されるようですが、そ

もそも機能別消防団員制度というのがちょっとよくわからないものですから、その説明をい

ただきたいと思います。 

○総務部長（坂崎博憲君）  議員の御質問にお答えさせていただきたいと思いますが、先ほ

どちょっと説明不足であったかと思いますけど、消防団員の定数というのが512名なんです

が、実際いる消防団員の数は452名ということでございます。 

それでは、機能別消防団員制度のことについて御説明をさせていただきます。この機能別

消防団員制度は消防団員の確保策の一つとして総務省が考案したものでございまして、団員

数の減少に歯どめをかけ、地域防災力の低下を防ぐことを狙いとしているところでございま

す。地域によってさまざまな形態があろうかと思いますが、今回本市が鹿目町、田野町、矢
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岳町の３町内に機能別消防団員制度の導入を検討いたしましたのは、次の理由によるもので

ございます。 

一つ目は、３地区とも消防署からかなり離れておりますので、消防署員の到着までに時間

を要するということでございます。二つ目は、３地区とも現役消防団員はいるものの勤務地

が地域外であるため、特に平日の昼間は有事の際の対応に時間を要する可能性が高いという

ことでございます。三つ目は、３地区とも小型ポンプやホースなどの消火資機材を載せた積

載車がございますので、何とかこれを活用したいということでございます。 

いずれにしましても初期消火を迅速に行うことで、被害を最小限度に食いとめることを目

的としております。各地区在住の消防団員経験者の方を中心に、今一度地域防災のために力

を発揮をしていただきたいと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 今、答弁をいただいたんですけど、消防署から遠いとか昼間消防団員

がいないというようなお話だったんですけど、田野、矢岳、鹿目というところがいないとい

うことですけど、そのほかにも昼間、消防団いないのはいっぱいあるんですよね。地域で、

市内から遠いと言われますけど、田野地域に行くよりも高仁田に行くほうがまだ遠いんです。

矢岳に行くとしても途中の大野とかいろんなところもあるわけです。だから、そういうとこ

ろで地域がいっぱいあると思うんですよね、人吉には。そういうところの安全・安心につい

てどのように機能別というのが対応するのかなというのが１点です。今、答弁を聞いて不思

議に思ったんですけど、その点はどのように考えていかれるんですかね、今後。 

○総務部長（坂崎博憲君）  今回の３町内の機能別消防団につきましては、その町内の消防

活動について従事をしていただくということが基本でございまして、先ほど申しました積載

車も含めまして条件が揃っているというようなことで、順次整備をさせていただいたという

ところでございます。 

以上でございます。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） いろんな意味で、やはりそういうことを考えても広域消防のほうから

総務課のほうに情報が最初に入ってきますので、やはり一番最初に入ってくるところで、組

織ではないですけど俗にいうゼロ番隊というんですけどね、そこに設置するのが一番いいん

じゃないかなということなんですよね。消防に入っておられた方もたくさんおられますので、

この70名もおられますので、やはり人吉市の職員が一番に走っていけるような安心・安全を

つくるためにも、この中にやはりゼロ番隊をつくるのが私は一番いいということを考えるん

ですけど、そのあたりはどう思われているのかなということをお尋ねしておきます。 

○総務部長（坂崎博憲君）  御質問にお答えいたします。 
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議員のおっしゃるように、消防団事務をつかさどる市役所には消防署から火災等の第１報

が入ります。火災が発生した場合、庁内放送等で情報を受けた市職員の団員は、所属長の許

可を受け、自分が所属する消防団の詰め所に行き、着替え等を済ませて現場に向かうという

のが通常の流れとなっております。これまでは、市役所に消防車両がございませんでしたの

でこのような流れでの対応となっておりましたが、ことしの１月、財団法人日本消防協会か

ら本市消防団に多機能型消防車両の交付がございましたので、先日の消防団幹部会議で配備

先を協議をいたしたところでございます。その結果、車両は市役所の車庫に格納することと

し、平日の昼間、すなわち就業時間内は本庁舎に勤務する市職員の団員がその車両に乗って

出動し、休日や夜間は市役所近隣に住む消防団幹部が乗って現場に向かうということに決ま

ったところでございます。 

勤務時間内に市職員の団員がこの車両で出動する場合は、原則として火災が発生した地域

を管轄する方面隊に所属する団員が乗ることにしております。例えば、東校区で発生した場

合は第１方面隊第１分団が出動するということになります。このように、消防車両の交付に

より、議員のおっしゃるような体制が整いつつございます。現在、校区を基本として市職員

団員を３班に分けることを検討しておりますが、部によって団員数に差がございますし、車

両に乗れるのは本庁舎及び人吉城歴史館に勤務する団員に限られますので、団員数が偏らな

いように班編制をしたいと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） ことし、消防協会から多機能型の消防の車両が入ったということで、

私もこれを市役所に置かれるんですよという情報をいただいたんです。だから、ゼロ番隊を

つくられるのかなというふうな感じでいたんですけど、やはりさっきの多機能と一緒で、市

役所の組織も多機能というような格好になりますかね。それか、例えば出て行った場合には

職員ですから、その方面隊、方面隊となるんだろうと思うんですけど、とらえ方としてはこ

れも多機能型消防団員じゃないかなというふうに思っているんですけど、その辺はしっかり

やってもらえればいいことであって、このあたりの今後のいろんな人間とか、今度条例に出

ていますので、金額とか出ていますけど、いろんなことは委員会のほうでいろんな質問が出

てくると思いますので、これはそちらのほうで議論していただきたいなと思っております。 

次に、そのときに同じようにゼロ番隊をするときにメール送信についても質問しておりま

したが、当時の部長から、消防団幹部等に発信しております消防団配信システムにおいては、

管理運用上の問題から消防団幹部に限定をさせていただいているとの答弁でした。それで、

その後、今後についてはさまざまな意見を伺いながら慎重に検討するとの話でありました。

それからもう４年ぐらいが過ぎるんですけど、何のそういう話もありませんし提案もされて

いないんです。そして、この間にどのような意見の集約といいますか、検討とかそういうの
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がされてきたのか。 

それとつい最近なんですけど、聞くところによりますと本市からも行っております消防議

員さんですね、こちらの方にはメール配信がされているという話を聞いたものですから、消

防議員に関してはどちらのほうからか、総務部なのか広域なのか、どこから配信されている

のかお尋ねをいたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）  議員の御質問にお答えをいたします。 

普段発信する緊急情報メールのほとんどは火災の情報でございます。市では消防署からの

電話で火災発生の知らせを受けたら、直ちに団長以下消防団幹部70名に火災の種別、現場、

状況等を一斉送信をいたしております。御質問の消防団幹部に限定している送信先をその後

どう検討したのかということでございますが、一度に大量のメールを送信すると不具合が生

じ、緊急情報が流れないのではないかという懸念がございましたので、登録者数をある程度

絞るために線引きをしたところでございました。これまでの送受信の状況を見ますと、メー

ルが届かなかったケースの多くは受信者側の設定の問題であったようです。しかし、受信設

定の規制を解除しても届かない例が数件報告されていますので、携帯電話会社や情報システ

ム担当に相談し調査を行ったところでございますけれども、問題の特定には至っていない状

態でございます。したがいまして、問題解決に至っていない現状ではこれ以上登録者をふや

すことは運用上好ましくないと判断しているところでございます。 

なお、消防組合議員に送られておりますメールは、消防本部か人吉下球磨消防本部からの

ものでございます。こちらは所属消防署員を初め人吉下球磨管内６市町村の団長、副団長、

消防組合議員あてに、対象地域や災害規模などにより送信先を選択して発信されているよう

でございます。管理運営上、これ以上登録者をふやすことは困難であるとの見解を人吉下球

磨消防組合からいただいているところでございます。 

以上、お答えさせていただきます。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 消防議員のほうには消防組合のほうからメールが発信されるというこ

とで、市の消防団のほうには市の多分総務課から発信するということですね。庁内に対して

は、例えば火災出動とかそういうのがあった場合には庁内放送をされるのかどうか、まず

１点だけお願いいたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）  御質問にお答えいたします。 

火災の一報が入りますと庁内放送をすぐさま行うような体制を取っているところでござい

ます。 

以上でございます。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 消防議員とか消防団あたりには配信がされるし、市庁舎でそういう一
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報が入ったら庁舎内に放送がされるということですので、例えば、私の案じゃないんですけ

ど、考え方ですけど、例えば議会事務局大変だと思うんですけど、例えば総務部に、例えば

私に送信してくださいよというときにできなかったらほかの部署ですよね、そこからでも配

信できるとかそれができないのかなということなんですよ。だから、そういう手だてを考え

てもらえないのかなと、これはなぜこういう話をするのかというのは、私の家の真ん前に工

作車がとまったことがあるんですよ、一回、道の真ん中にあの大型の。それでびっくりしま

して、風呂の途中だったもので着がえて外に出たら、天日の水が漏れて、それが煙に見えた

ということでワンワンやってきたことがあるんですよね。そういうときも町内からいろんな

電話が来るわけですよ、近くで、うちの辺りでしょっちゅう火事があってたものですから、

そのあたりにですね。だから、そういうときに例えばメールを配信をしていただければ町内

とか近所だった場合にどこですよというお知らせもできるわけです。それとか、自分の家の

近くだったりした場合には手伝いにも行けると思うんですよね、入るなと言いなさっかもし

れませんけど、私は一回そのままで、これは実際に入ったことあります、消防団員が足らず

に田んぼの中、ＰＣＬというのがありますけれど、あそこで火災があったときには田んぼの

中、手伝い、ホースが引けなかったものですから入ったことがあるんですよね。 

そういうことがあるもんで、できないだろかということなんですよ。だから、例えば部長

たち、部長が会議がありますので、こういうことで私たちからメール配信できんですかとい

う話があったときに、その中でお話し合いをされて例えばどこかでできますよというような

方法を取っていただくというそういうことができないのかなということをお尋ねをしておき

ます。 

○総務部長（坂崎博憲君）  議員の御質問にお答いたします。 

地域生活課から消防団のシステムを使いまして流す方法は、先ほど申し上げましたように

困難であるというふうな認識でございます。御提案の件は、大変心配されたりということで

あるということは十分認識できるところです。議会の事務局の話もされましたので、議会の

事務局あたりとそういうことが可能かどうかお話をさせていただきたいと存じます。 

以上でございます。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 私が言いわけみたいに、近くにおったらいろいろなことができますよ

ということを話したのも、田中市長の所信表明、就任されたときもそうですけど、今回もそ

うなんですよね。今回は文言の言い回しが大分変わっているんですけど、市長の言われたの

が、やはり、何と言いますか、ジョン・Ｆ・ケネディの話をよくされるんですけど、市役所

があなたのために何かをするんじゃなくてというような話をされますよね。じゃ、私たちも

人吉市民だから、人吉市民がそういう安心・安全のために何かあるときには、私たちもでき

るんじゃないかなという気持ちなんですよね。ただ、消防団員と違うから入るなじゃなくて、
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やはり私たちも少しでもお手伝いをできればいいんじゃないかなというのを考えるんですよ。

じゃあ首長の市長がこういうことを言われているんだったら、その方向にいろんな話し合い

の中でしていただくのが一番市民の安心・安全につながるんじゃないかなと考えたわけです。

だから、今後部長会とかあると思いますから次年度に向けて、23年、退職されますので下の

方に申し送りをしながらも23年度そういう方向で、総務部長は残っておりますのでそれの指

揮を執っていただいて、いい方向になるようにお願いをしておきます。この件は終わります。 

次に、学校教育から、学校林についてお尋ねをしていきます。学校林について、平成20年

２月に学校林の収益金の活用についてということで議会に陳情があり、当時の委員会で採択

をしております。それで質問に入るんですが、まず初めに堀教育長は学校林についてどの程

度の認識を持っておられるのか。また、そのとき学校長が知らないというような話を聞いて

おりますので、各学校長は学校所有の学校林についての認識があるのかお尋ねをいたします。 

○教育長（堀 秀行君）  学校林についての１回目の質問の中に２点あったと思いますが、前

段のほうは私のほうでお答えさせていただいて、後段については部長が答えさせていただけ

ればと存じます。お答えいたします。 

学校林は昭和30年代に始まって50年以上の歴史を持つ事業でございまして、その目的は森

林資源を培養保全すること、及び愛林思想を涵養することであると認識しているところでご

ざいます。しかし、現在は学校林が設置された昭和30年代当時とは少子高齢化等の社会的状

況、山林不況等の経済的な状況、学校の教育課程の状況と学校林を取り巻く現状が大きく異

なってきております。最近はいろんな課題を抱えて活動が停滞している状況ではないかなと

存じているところでございます。したがいまして、学校林の現状と課題を整理し、今後のあ

り方について検討する時期に来ている認識のもとに、担当課に検討を指示しているところで

ございます。 

以上、お答えいたします。 

○教育部長（赤池和則君）  各学校長の認識については、私のほうからお答えいたします。 

校長に対し調査を行いましたが、最近５年間において学校林を利用した学習活動をした学

校はありませんでした。また、間伐・枝打ち等の維持管理活動も行われていないようです。

人事異動等により数年ごとに校長も教諭も交代していくというふうな状況の中で引き継ぎ等

も行われず、議員おっしゃいましたように学校林の存在も知らなかったといったところもご

ざいました。学校林に対する認識が薄くなってしまっているという現状であるようでござい

ます。 

以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 時代が流れるのが早くて、今、教育長が昭和30年代ということですか

ら、もう五十五、六年たっているということで私が生まれてすぐぐらいから始まったのかな
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ということで、知らないのは当たり前かなと思います。ただ、この学校林のことを学校長が

知らないということで、やはりどのような経過でこの学校林が始まったのか、その所期の目

的、それと場所、広さ、そして今日までの経過とか現在の状況、樹齢、何年ぐらいのがある

のかとか、それと学校林が設置されたときの開始されましたと言いますか、そのときの地域

との関係で、これは多分間伐するまでには下刈りをしたり、植林をし、下刈りをし、間伐ま

では地元の方の協力がないとこれはできないということだと思いますので、その付近につい

てお尋ねをしていきます。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えします。 

本市に学校林条例ができたのは昭和30年でございます。それに前後してほとんどの学校に

学校林が設置されました。条例制定以前に学校林を設けているところもございましたが、そ

れらにも条例を適用することとしております。 

学校林設置の目的は、条例の第１条で森林資源の培養、保全と愛林思想の涵養となってお

ります。また、第４条で学校林の収益はその学校の増改築、その他必要とする経費に充てる

とございますので、財源確保もその目的の一つであったと思います。当時は戦中戦後の乱伐

によって荒廃した山林に植林を進めることが急務とされた時代背景の中で、全国的に学校林

活動が奨励をされたようでございます。その後、昭和30年代、40年代ころまでは地域住民、

保護者の方々等の協力のもとに、植林、下刈り、枝打ち、間伐などの維持管理を行い、教育

活動にも活用されていたようでございます。 

しかし、高度経済成長を経て国民の価値観も変化し、学校の教育課程も見直されるという

経過の中で、昭和50年代以降は児童・生徒の活動に利用されることがほとんどなくなってま

いりました。それに加えて、安い外国産材が大量に輸入されるようになり木材価格が低迷し

たため、一つの目的であった学校への収益充当という面でも価値が下がったこと。また、過

疎化のため児童・生徒の数が減少し、地域の林業従事者も減少し高齢化して活力がなくなっ

たことなどのため学校林も放置された状況となって、現在に至っております。 

現在、休校のところを含めて市内８校の小中学校に合計12カ所、約19ヘクタールの学校林

があります。学校から離れたところが多く、学校林として利用しやすい場所とはいえないと

ころでございます。12カ所のうち市有林を借用しているところが７カ所、約15ヘクタール、

国有林を借用しているところが５カ所、約４ヘクタールとなっております。国有林のうち

３カ所は借地契約を結んで３年ごとに契約を更新しております。２カ所は分収林契約を結ん

でおりまして、伐採して収益があった場合に２割を国が、８割を市が受け取るというもので

ございます。 

林齢は場所によって異なりますが、約50年から70年でございまして、成木となっておりま

す。 

地域との関係でございますが、初期のころは保護者を初めとする地域住民の方々が植林、
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下刈り、枝打ち、間伐などの維持管理を行っていたようでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 詳しく御説明いただきました。そこで、前にも学校林については仲村

議員が質問されているんですけれど、これまでに校長以下ほとんどタッチされていないわけ

ですね、学校林については。これまでの経過の中でどこかの小学校か中学校か、そこで学校

林を処分したという事例があったら、それをちょっと教えていただきたいと思います。 

それと、もし処分されているんであったら、どれくらいの規模で、例えば条例の中では一

般歳入に入るとかいろんなものがありますから、そのときの、何といいますか、処分金がそ

ういうのがどのようになったのかというのをちょっと教えていただきたいと思います。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えいたします。 

これまでに学校林の条例の趣旨に添って伐採されて、その収益を活用したという事例は記

録にございません。学校林本来の処分ということではありませんけれども、昭和58年に人吉

東小学校の学校林のほとんどの部分が高速道路及び関連事業の用地として買収されましたの

で、学校林を廃止しております。その際に、その対価の一部で人吉東小学校に遊具施設を設

置した例がございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） ということは、そこを用地として、その中に学校林があったから学校

林で大体これぐらいだろうという値段といいますか、単価、それとジャングルジムを設置さ

れたというので、そのあたりが同じような金額だったので処分をしてしまったというような

認識でよろしいんですかね、そのあたりは。そこをお尋ねします。 

○教育部長（赤池和則君）  議員がおっしゃいますように、その当時どういうふうなことを、

補償費とかそういうふうなことで歳入として上がったのかというふうなことはちょっとわか

りませんけれども、その立木の相当分というふうなことで約310万ほどの遊具施設を設置し

たというふうな記録になっております。 

以上、お答えします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） その辺は310万ということでジャングルジムが310万だったのか400万

かわかりませんけど、処分して学校に使用していただいたということで立木も生きた使い道

をしていただいたかなと思います。 

ところで、現在廃校とか休校になっている学校がありますね、そこが持っている学校林と

いうのがあるんですけど、この取り扱い、これはどういうふうになっているのかなというこ

とが１点。現在見てみますと、学校教育の中で学校の改修工事からすべて学校林を使わずに
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国・県、市の事業として行われているわけですね。だから、今後学校林を学校に利用すると

いうのは私は考えられないと思うんですけどね。それで今後の使用されることが、立木を学

校林として使用されることがあるのかどがんかですね、そういう課題についてどう考えてお

られるのか、ちょっとお尋ねをいたします。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えいたします。 

学校が廃校になった場合の学校林の取り扱いでございますが、以前段塔分校が廃校になっ

たとき大畑小学校に移管された例がございます。今回、大塚小学校が今月末で廃校となりま

すが、学校林は同校区を継承する田野小学校に移管するというふうなことになると考えてお

ります。 

また、現在、校舎の耐震改修と合わせ大規模改修に年次計画で取り組んでいるところでご

ざいますが、その財源は国からの交付金や起債等を充てておりまして、学校林からの収益は

期待できませんので、学校林の処分は行っていないところでございます。 

次に、現在の学校林の管理状況でございますが、最近において学校やＰＴＡの活動として

間伐や枝打ちなどの維持管理をしたところはございませんでした。学校林の今後の利用計画

についても調査を行いましたが、具体的な活用計画はありませんでした。また、学校による

維持管理は時間的にも困難であり、保護者にも林務作業の経験、知識を持っている方がほと

んどおられず協力は難しいとのことでございます。そのため、今後学校林を維持していって

も時代背景が変わってしまった現在では、その設置目的として活用していくことは困難であ

るというふうに考えております。そのような現状を踏まえて今後の学校林の課題というふう

なことで、５点考えております。 

１点目、学校から離れていて交通事情が悪く、児童・生徒の移動、活用が困難であること。

２点目、学校の教育課程に余裕がなく学校林を活用する時間が確保できないこと。３点目、

長く放置されているため荒れており、今後も学校による管理は困難であること。４点目、経

営規模が小さいため、人件費設備等を考慮すれば単独で伐採搬出するのは効率ではないこと。

５点目、木材価格の低迷のため伐採・搬出しても収益が上がる見込みが少ないことなど、学

校林の今後の課題というふうなことで考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 学校林の今後ということでも学校林はこのまま存続するのもいかがな

ものかなと、今のうちに考えるべきじゃないかなというような課題がいっぱい出てきたわけ

ですよね。学校林の課題としても学校林の中には国有林借り上げと市有林とありますね、そ

れとか分収林とか。このあたりで国有林借り上げの学校林、このあたりを、もういらんけん

国に返しますよというた場合に、国はどのような対応を取ってくれるのかなというようなこ

と。先ほど20％、80％のこういうのがあるということだったんですけど、それも国がしてく
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れるんじゃないかなということなんですよ。それと、何といいますかね、国に返還するため

に、国に返すためにはこういう規定があるんですよとか、そういうのがあるのかなというこ

と。それと年間の借上料というか、伐採もせずにずっと借りているわけですから年間どれぐ

らいの借上料を払っているのかなと。それと、市有林この処分、今、市有林についての処分

はどのように取り決めがあるのか。この２点について、お尋ねをします。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えします。 

国有林の契約は借地契約と分収林契約の２種類がございます。借地している３カ所、約

２ヘクタールでございますけれども、合計で年間６万4,000円の借地料を支払っております。

分収林契約の２カ所については負担はございません。管轄しております森林管理署にお尋ね

しましたが、借地契約の場合は伐採・搬出の判断及び作業は借り主である市が行い、更地に

して返還するのが原則というふうなことでございます。また、分収林契約の場合は伐採・搬

出の判断及び作業は国が行って、収益が出た場合に契約の割合に沿って分配されるというふ

うなことでございます。 

市有林の場合は特に取り決めというふうなものはございませんで、市の関係部署と協議し

て伐採・搬出することが可能でございますが、現場の状況は国有林に比べてかなり雑木も多

く、材質的には劣るようでございますので、現況のような山林木材不況の中で伐採・搬出し

ても収益を出せるかどうかは難しかろうというふうに考えているところでございます。 

以上、お答えします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 借地の場合には更地にしてきれいにして返さないといけないというこ

とで大変難しい問題があるのかなと思うんですけど、ただ、分収林の場合には地元といいま

すか、その地域の方にいろいろお話を聞いたら、国のほうにもう返還をしますということを

したら、国のほうが自分たちで勝手に切って、計画を立てて、それを８対２ですよね、先ほ

ど部長答弁がありましたように80％は地元に返してくれるんだというような話がありました。

そして、切った後の国有林といいますか、それに植栽もしなくてもいい、何もしなくてもい

いというのがこの分収林の、何といいますかね、２官８民ということですか、何かよくわか

らないような名前なんですけど、そういう取り決めがあるという話があったんですよね。今

説明されたように、この学校林の中にその分収林でそういう、もう返還しますとこちらが言

うだけで対応してくれるのが矢岳小学校が持っているんですよね。矢岳小というのは休校な

んです。お話をあのあたりで聞いても二度と学校ができるのかなというような話をされてい

たんですけれども、矢岳町には分収林の0.75ヘクタールと1.65ヘクタール、ここが60年と50

年のスギ、ヒノキこういうのがあるんです。こういうのはお金を今までに約400万近く、350

万から400万近く払っていくんだったら、こういうところから処分していったらいいんじゃ

ないかなと思うんです。それが一番いいんじゃないかなと。そこで、処分するにも、学校林
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条例というのがあるんですけど、この条例の中にうたってあるんです。校長とのお話し合い

はほとんどされていないというのを最初に答弁をいただいたんですけど、学校林条例という

市のがあるんですけど、第６条に学校林処分については学校長の意見を聞いて市長と教育委

員会合議の上決定するという項目があるんです。校長は知らない、それと教育委員会も話も

聞かないと、じゃあどこがするんだろうと。こういうふうにいらないやつはやはり教育委員

会の中で話をされて、校長にお話を伺って、校長がいやもうわかりませんからこれはどうに

か処分してくださいと言ったら、市長にどうしますかと言ったら、市長が処分しますと言っ

たらそれでできるんです。 

そうしたら、国から借りているところは市長と教育委員会でお話をされて、国有林の借り

上げの分収林、これについては返還しますという回答さえ出していただければ、すぐすぐに

はできないかもしれませんけど、その後何年間の間にできていくんだろうと思うんです。こ

こは休校なんですよね。廃校のところの大塚小学校も廃校になってきているんです。だから、

そういうところがいっぱい今から出てくるんです。西大塚町にも0.98、これがあるんですけ

ど、そしてここは国有林で平成24年３月31日までの借地契約なんです。この借地契約をする

のはちょっと私よくわからないんですけど、その後継続するのかどうか、このときにまたい

りませんといったら国がこの件についてはこっちで勝手に切って、更地にして返せというの

か、さきほどの答弁で。 

この処分について、教育委員会として学校長と話をされて市長に提案をするとか、今学校

林を利用されない、わからないという答弁ですので、今後学校林を処分する方向にやはり考

えていく時期じゃないかなと私は思うんです。もう55年ぐらいたっていますから、条例も何

も変わっていません。まず、校長に意見を聞かれたり、矢岳町の分収林を返還するとかそう

いう意思は教育委員会としては持っておられませんか。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えいたします。 

国有林も市有林も今のところ処分を前提にした検討というふうなことをしたことがござい

ませんでしたので、学校長の意見を聞いたこともなかったというふうなことでございます。

今後のあり方として、学校長にいろいろとアンケートを取ったというふうなことの内容で先

ほどのお答えをしたということでございます。 

そういうふうなことで、今後、今、御意見いただきましたようなことを検討していきたい

というふうに考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 学校林については非常に難しいと思うんですけれど、この条例という

のはその時代時代にやはり沿って生きていかないと意味がない条例だと思うんです。これか

ら、30年、40年たっていくわけですけど、何もしなかったら今70年というのが、私が手でし
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てもつかまえられません、これは２人ぐらいかかりますね。この70年は今、調査員によった

ら、この場所の木は非常にいいから売れるんだよという話もあるそうです。ただ、70年スギ

といったら年々大きくなっていっているんでしょうけど、中にはそれが朽ちていく木もある

そうです。だから逆にもったいないんです。朽ちてほかの木を倒して全部無駄にしていくの

か、処分できるものは処分をしていくというような方向に考えていただきたいなと。 

それと、この中身というのを考えていただきたいというのが、造林及び保育第５条なんで

すけど、造林及び保育管理に必要な経費が、これは市がこれを支弁し学校林から生じる収益

は一般歳入に受け入れるとありますが、一般歳入として受け入れた場合に、万が一売ったと

き、この入ってきたお金はまた学校だけに使わないかんのか。じゃあ、そのとき学校に使え

なかったら、そのお金ですね、販売したときの。これはどうなるのかな、どこにおくのか、

学校林条例はありますけど、学校林を公売したときの基金条例とかはないんです。だから、

この条例というのを、結論なんですけど、市長を筆頭に教育長も地域の校長先生、民間の地

域の方といろんな話し合いをしていただいて、とにかくいい方向、手だてをしていただきた

いなということと、もし、そういうことになった場合には地域の方が今大体65歳から70歳で

すね、そのころ一生懸命された方が。だから、その地域で何か活用できるような方向に、例

えば１割でもいいですから地域のことにお使いくださいというような、そういう使えるよう

なことができないかなということなんです。こういうことを市長にちょっと考えていただき

たいなということで、市長このことをどのようにお考えになるのかなというのをちょっと最

後にお尋ねしたいと思います。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

学校林に関しましては、さまざまに制定された条例によりまして縛りがあるようでござい

ます。先ほども御説明しましたとおり、段塔校が廃止したときはその近隣の大畑小学校に帰

属をするということでございます。もし廃校ということであれば近隣の小学校に帰属をして

いくということではなかろうかと思います。が、しかし地元の方々としてはみずからが植林

をし、そしてみずからが育てて、みずからのボランティアによる労働によってその学校林と

いうものが今まで守られてきたと。その学校林というものが他の校に帰属していくというと

ころの割り切りがなかなか難しいということでございます。それだけ、地元の学校にも愛着

があたったし、そして学校林自体にも愛着があったということではなかろうかというふうに

思っているところでございます。よって、今後地元の皆様方、大塚も再三再四、公民館にそ

れが使うことができないかどうかということは申し入れがあったところでございますけれど

も、そのことも公民館等にいわゆる廃校となるということであれば、また帰属が変わってく

るということでございますので、なかなか難しい問題が横たわっているようでございます。 

しかし、地元の皆様方の思いというものをどのように大切にし、お応えすることができる

かということは研究してまいりたいというふうに思っているところでございます。 
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以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 市が市民に何をする時代じゃなくて市民が市のために働く時代ですの

で、こういうのもその時代時代に沿った条例に変えていくことによって、また市民も市のた

めに一生懸命働いていただくんじゃないかなということもありますので、どうかこのあたり

は検討ということで今後いい方向に進んでいくように地元あたりと協議をしていただきたい

なということで要望をしておきますので、よろしくお願いしておきます。 

最後に、市民の声からということで、除雪について質問をいたします。昨年末から新年に

かけまして、人吉市では記録的な大雪に見舞われました。この積雪により交通機関が機能し

なくなりましたが、このような事態が生じたことに山間部を初め町内会、このような方々か

ら要請・要望というのが市にあったのかどうか、もしあったとすればどのような要請・要望

であったのか、お尋ねをしておきます。 

○建設部長（山上 茂君）  お答えをいたします。 

この冬は例年にない大雪に見舞われ、山間部では深いところでは数十センチにものぼる積

雪となりまして、交通に支障を来すなど市民生活への影響が出ておりますが、特に積雪の大

きかった矢岳町や田野町、東大塚町桑ノ木津留から除雪や路面凍結の対策について対応をお

願いしたいというようなことで市のほうに要請が行われております。 

以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 今回は山間部中心にいろんな要請があったようです。そこで、要請が

あった場合の除雪作業の手順ですね、町内会長とか山間部の方から、市民の方から受けられ

て、そのことに対して対処の方法ですね、その流れ、これについてお尋ねをしておきます。 

○建設部長（山上 茂君）  除雪作業の手順というようなお尋ねでございますが、除雪作業の

場合の手順でございますけれども、まず本格的な冬が到来します前に市内各所、橋梁、山間

部道路などに事前に融雪剤を配置し、これは塩化カルシウムでございます、を配置し、積雪

の際には直ちに散布できるように備えております。また、積雪が予想されます場合には休日

にかかることもございますので、あらかじめ職員の連絡体制を確認をいたしております。町

内会長や住民の方から除雪要請の連絡がありますと、職員で作業手順の打ち合わせをした後、

班に分かれまして橋梁や急勾配、急カーブなど著しい凍結や積雪など、緊急を要する箇所に

について重点的に融雪剤の散布を行っております。 

また、山間部などの道路につきましては、積雪状況を確認しながら融雪剤の散布や人力に

よる除雪を行っております。今回のような積雪が大きい場合はチェーン使用による交通規制

の実施や建設業者への機械作業、これはグレーダーとかトラクターショベルなどでございま

すが、こういった除雪作業の依頼を行います。その際には、積雪が予想される場合に備えま
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して除雪業者への事前連絡を行っているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 職員の方も休みとか夜間とかも受けられたら一生懸命やっておられる

ということで大変お世話になっております。 

そこで、夜間とかいろんな場合に要請を受けてからも時間がかなりたってどうしようもな

いのかなと、地元の方は大変困られるということもあるんだろうと思います。そういうとき

に市として、また執行部として積雪対策について今後の考え方、こういうことがもし方針で

もあれば御答弁をいただきたいと思います。 

○建設部長（山上 茂君）  お答えいたします。 

今後の対策はというようなことでございますが、積雪の場合の今後の対策につきましては、

まず通行の安全を確保するため、国道や県道の交通規制の状況を踏まえながら市道につきま

しても同様の対応を行う必要がございます。同時に、早期の交通解放に向けた迅速な除雪作

業体制の整備や、山間部の市道につきましては相当な延長を抱えておりますので幹線道路を

重点に、除雪が必要な範囲の把握や積雪に応じた除雪方法、また関係住民の方々へのタイヤ

チェーン等の備えつけのお願いなどにつきましても今後検討をしたいというふうに考えてお

ります。 

以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） できるだけ早期に対応していただきたいと思います。積雪があって、

これまでに地域の方々、市民の方、こういう方が何か除雪をお願いをし、そういうことをさ

れていて時間がなくて地元で対応したいなということで、何か除雪作業についていい案がな

いかなということを提案されました。地元の方々に話を聞いたときには、トラクターの前の

ほうにアタッチメントをぽんとつけてそういう対応もできるんだというような、こういうこ

とを市のほうがお話をしていただければできるんですよという話をされているんですけれど

も、これはいろんな問題があるのかなと思いますけれども、こういう機材を地元に置けるの

か置けないなのか、対応の仕方とかいろんな問題があると思うんですけれども、そのことに

ついて、御答弁をいただきたいと思います。 

○建設部長（山上 茂君）  お答えいたします。 

地元へのそういった協力依頼ができないかというような御質問だったと伺いますが、除雪

につきましては積雪のたびに献身的な地元町内の御協力をいただき、また、農業機械を利用

した除雪作業を行っていただいております町内もございまして、大変ありがたく感謝を申し

上げる次第でございます。 

幹線の市道につきましては原則的に建設業者への除雪作業を依頼し、集落の生活道路で危
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険性がない路線につきましては地元の皆様の暖かい御協力によりまして除雪をしていただけ

ればというふうに考えておりますけれども、機械使用よる事故の発生や除雪経費の負担など

課題もございます。今後どのような方向が望ましいのか関係町内と協議を行いながら検討し

てまいりたいというふうに考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 今、答弁のように機械を使用した場合の事故というのが、これは一番

大切なことだろうと思います。万が一事故があったときに市の責任というのが非常に大きく

なってきますので。ただ、できたら、何といいますかね、地域内小さい道路とかそういうあ

たりに対しては地元町民でもできるのかなというのがありますので、できましたら今後そう

いう地域に行かれたら地域の方々といろんな話し合いをされながらも、地元町民がいい方法

で、安全で安心に通勤ができるようにとか、そういうことを話し合いをしていただければな

と思います。 

そうして、積雪対策ということで塩化カルシウムの散布というのが、これは非常に効果が

高いですね。私も山江のほうに、山のほうに行ったとき、大河内のほうに行ったときにまい

ていただくところを通ったんですけど、この効果というのはすぐ目に見えて、これは安全に

いいなということで見てまいりました。この塩化カルシウムについてなんですけれども、置

かれている場所、これがわかりにくいということで、何か置く場所の規定ですね、ここに置

かないけんとかそういう規定というのがあるのかないのか。またシーズンが終わりましたら、

この塩カリがどのように対処されているのかということです。つい最近といいますか、きの

う、おととい、ある場所でこれ２俵を見たんですよね。これは市としての対応です、これは

県道だからかもしれませんけど、そのあたりをどう対処されているのかお尋ねをいたします。 

○建設部長（山上 茂君）  お答えいたします。 

融雪剤、塩化カルシウムの配置規定等についてのお尋ねでございますが、融雪剤を配置す

る場所につきましては特に規定はございませんが、例年配置している場所を参考にしながら、

特に凍結が予測される橋梁の両側や山間部道路の沿線、急勾配や急カーブの箇所などを重点

に配置をいたしております。また、町内の保管倉庫や町内会館、町内会長様宅等へもあらか

じめ配置をさせていただいておりますが、さらに町内から要請がある場合、必要に応じて在

庫している融雪剤の範囲の中で対応いたしております。 

また、配置した後の後の処理というようなことでございますが、例年４月の中旬頃になり

まして、雪が大丈夫だというような時期まで確認をいたしまして、配置していた残りのそう

いった塩化カルシウムにつきましては職員で回収をいたしているというようなところでござ

います。 

以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 今の答弁で急カーブとか勾配のところ、こういうところに配置をして

いただいているという答弁をいただいているんですけれども、このカルシウムはやはり私た

ち市民が安全対策のためにも対応できる場所、こういうところ、町内会長のお宅とか会館に

ということで御説明がありましたが、そのとおりだと思います。危険な箇所に置いておいて

もそこには行けないんですよね。うちの前でも一度あったんですけど、曙橋まで取りに行く

のに行けないわけです、まくのに。やはり安全な場所から持っていけるというような対策を

やはり常に考えていただきたいなということです。 

それと、そういう対策を考えておられるというのもよくわかります、今の答弁で。ただ

１点だけ、雪が降った場合に塩カリがある場所は雪が積もってしまったらどこにあるかわか

らないんです。石の上に積もったのか塩カリの上に積もったのか場所がわからないんです。

だから、そのあたりを、例えば、私の考えといいますか、実際行ったときに、１月３日にど

んどやにいったんですけど、市長も来られたんですけども、ある場所で入っていったら埋ま

ってしまって動けなくなったものだから、塩カリはないかなと思ってもなかったんです。聞

いたら、横にあるたいと言われたんです。埋もれているものでわからなかったんですよ。だ

から、そういう場所に何かマーカーといいますか目印、置いているときぽんと立てるような

何かそういうのができないのかなと、そういう時期だけそういう目印を立てていただくのも、

これはいいんじゃないかなと思うんですけれども、そういうことができないかお尋ねをいた

します。 

○建設部長（山上 茂君）  お答えをいたします。 

設置をされてもわからないと、場所の表示、方法等についてのお尋ねでございますが、御

指摘のとおりせっかく各町内に配置をいたしましても効果的に使用できなかったり、また道

路沿線の配置した場所がわかりにくい場合も見受けられますので、今後配置する箇所の明確

化を図るよう表示方法、例えば旗を立てるなど、そういった表示方法につきまして検討して

いきたいというふうに考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 検討していきたいということは、しないということかなと思うんです

けれども、やはり検討するんじゃなくてそういう方向性、安心・安全の方向に考えていくよ

うなことを、山上部長ももう最後ですので次期部長に必ずやるんだよというような申し送り

をしておいていただきたいなと思います。 

最後に、住民の通勤、通学の安全・安心対策としていち早く除雪作業を、山間部のほうで

は地元の方が機械を使ってやっておられます。こういう人たちに何からのことができないの

かなということで、執行部としてこういう方たちにどういうようなことを考えていますか、
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何か持っておられるのかなと思いましてそのことをお聞きしておきます。 

○建設部長（山上 茂君）  お答えいたします。 

先ほどの検討につきましては実施に向けて検討させていただきたいと存じますので、補足

いたします。 

それから、除雪につきましては関係町内の方にはこれまでもこういった献身的な御協力を

いただきまして大変有り難く思っておりますし、この場を借りまして心から感謝を申し上げ

る次第でございます。先ほど申し上げましたように、どうしても人力での御協力というとこ

ろまでは、私たちも生活道路でございますので我が家の前周辺につきましては何とか地元の

ほうでお願いしたいというふうには考えておりますが、今やっていただいておりますのが機

械力を使っての作業というようなことでございますので、先ほど答弁申し上げましたように

いろんな事故があった場合にどうするのかとか、それから除雪の経費をどうするのかとかい

うようなことを含めまして地元の方と十分協議をしながら方向性を定めたいというふうに考

えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  10番。福屋法晴議員。 

○10番（福屋法晴君） 山上部長には最後に実施をするというような答弁をいただきました。

本当にありがとうございます。やはり人吉市民の安心・安全のために、執行部、議会全員が

その方向に向かっていくのが一番じゃないかなと思っております。本議会で退職される部長

を初め皆さん、市民になられたらやっぱり市民の代表としていろんなことを、自分の今おら

れた部署に対して提言をしていただいて、市長を筆頭に人吉市民の安心・安全に向けてみん

なで進んでいくのが私たちの目的の行き着くところだと思いますので、今後とも協力をいた

だきながら、人吉がよくなればいいと思います。 

これで、私の一般質問を終わります。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

○議長（簑毛正勝 君）  以上で本日の議事は全部終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。 

午後７時15分 散会 
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午前10時00分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本

日の会議は成立いたしました。よって、これより会議を開きます。 

 議事に入ります。 

 本日は、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 議事日程は、お手元に配付してあるとおりでございます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

一般質問   

○議長（簑毛正勝君）  それでは、直ちに一般質問を行います。（「議長、18番」と呼ぶ者あ

り） 

18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君）（登壇） 皆さん、おはようございます。18番の下田代でございます。

朝から和やかな雰囲気の中で質問をさせていただきます。御承知のように、北アフリカ、エ

ジプトの政変、そしてリビアの内戦、さらにニュージーランドの地震と、国内では政局の混

迷、企業活動と国民生活を直撃します原油の高騰など厳しい情勢に直面いたしております。 

通告は、教育の将来と農業についてでございます。 

まず、教育の将来でございます。地方における教育の役割は、基礎教育の充実、技術・技

能教育の充実ということを理念といたしまして、これまで太宰府のリンデンホール小学校、

小中一貫教育、そして連携の例を上げながら幾たびとなく質問をいたしてまいりました。長

年の課題でありました小学校における英語教育が、ようやく平成23年度から指導要領の改定

で小学校においても外国語活動として新設をされてまいりました。そこで、お尋ねをしてい

きたいと思います。 

まず、教育の将来についてでございます。外国語活動の趣旨と狙い、これはどうなってい

るんでしょうか。これをまずお尋ねしたいと思います。さらに、授業への取り組み、これは

どうなされていきますか。１回目の質問といたします。 

○教育長（堀 秀行君）  おはようございます。お答えをいたします。 

平成20年３月28日に改定された小学校学習指導要領が、この４月より全面的な実施となり

ます。この小学校学習指導要領では小学校の５、６年児童を対象に、外国語活動が新設され

ました。小学校学習指導要領では、外国語活動の狙いを次のように規定しております。 

外国語を通じて言語や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーションを

図ろうとする態度の育成を図り、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながらコミュ

ニケーションの素地を養う。また、この狙いを踏まえ、小学校学習指導要領では次のように

内容を規定しているところでございます。ちょっと長いですけれども、大変重要な点ですの

で引用いたしたいと存じます。 
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外国語を用いて積極的にコミュニケーションを図ることができるように、次の事項につい

て指導する。一つ、外国語を用いてコミュニケーションを図る楽しさを体験すること。二つ、

積極的に外国語を聞いたり話したりすること。三つ、言語を用いてコミュニケーションを図

ることの大切さを知ること。大きな２番目として、日本と外国の言語や文化について体験的

に理解を深めることができるよう、次の事項について指導する。一つ、外国語の音声やリズ

ムなどに慣れ親しむとともに、日本語との違いを知り、言語のおもしろさや豊かさに気づく

こと。二つ、日本と外国との生活、習慣、行事などの違いを知り、多様なものの見方や考え

方があることに気づくこと。三つ、異なる文化を持つ人々との交流等を体験し、文化等に対

する理解を深めること。なお、教育課程における外国語活動の位置づけは、第５学年及び第

６学年において、それぞれ年間35単位時間、１単位時間は45分間でございますが、その授業

時間とすること。英語を取り扱うことを原則とすることと規定されておるところでございま

す。 

外国語活動の狙い及び内容については以上でございますけれども、本市におきましても小

学校学習指導要領で示された狙いや内容を確実に実施してまいりたいと存じているところで

ございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 教育長からお答えいただきました。確かに新しい方策として、要する

に中学校へ行くまでの段差をなくしていくというのがその大きな狙いであろうと思います。 

それでは、そうした場合に授業時数が35時間、これは解説にもありますとおり、そうした

場合に５、６年はよろしいんですね、その後がどうなるのかなと。その次の質問でも出しま

すけれども、そこにもちょっと独自の方法を考える必要があるのかなという気もするわけで

す。だから、そこらについても後ほど質問をしてまいりたいと思いますが、それはこの質問

にかかわってまいります。いわゆる、これまでの言うならば英語教育、語学教育との連関が

どうなるのか。例えば、これまではＡＬＴを駆使しながら小学校の中・低学年のそこらにあ

ったんじゃなかろうかと思うわけです。そこらについてはどうでしょうか。お尋ねをしたい

と思います。 

○教育長（堀 秀行君）  お答えをいたします。 

今回の学習指導要領改訂により、小学校第５学年及び第６学年、その二つの学年において

外国語活動が新設されました。ここに至るまでに小学校における外国語教育はさまざまな審

議会等で検討されてまいったところでございます。既に昭和60年代からの課題でございまし

て、およそ20年間の経緯を経て、今回の外国語活動新設となったわけでございます。 

中でも、平成８年７月の第15期中央教育審議会第一次答申において、小学校における外国

語教育については教科として一律に実施する方法は取らないが、国際理解教育の一環として
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総合的な学習の時間を活用したい。特別活動などの時間において、地域や学校の実態に応じ

て子供たちに外国語、例えば英会話等に触れる機会や外国の生活、文化などに慣れ親しむ機

会を持たせることができるようにすることが適当であると提言されております。この提言に

より、平成12年に改訂された学習指導要領、現行の学習指導要領でございますが、それに総

合的な学習の時間が設けられ、英会話等が取り扱いの１項目に取り上げられ、全国の小学校

においてこの英会話を取り扱うことになったところでございます。本市もその例外ではござ

いません。 

さて、現行の小学校学習指導要領のもと、小学校での英語活動の広がりに一定の成果が出

てきたことを受けて、小学校での英語活動が国の戦略として次のステージに進められるのは

十分理解できるところでございます。これまでの小学校英語活動では、目標や内容を各学校

で定める総合的な学習時間等での取り組みがほとんどでありましたため、その取り組み内容

に相当のばらつきがあるのは致し方ないことだったと考えられておるところでございます。

そこで、教育の機会均等の確保や中学校との円滑な接続等の観点から、国として各小学校に

おいて共通に指導する内容を示すことが必要になり、小学校学習指導要領に外国語活動が新

設されたと理解しておるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 今、詳細に教育長のほうからお答えをいただきました。 

先ほどもちょっと言いかけましたけれども、これまではばらつきがありながらもやはり英

語教育というのは英語に触れる時間があったわけですね。多分にそれは、学校においては低

学年もあったんじゃないかと、高学年じゃなくて低学年、中学年、高学年とそれぞれあった

んじゃないかと。今回はきっちりと５、６年と、高学年になってくるわけですから、そうし

た場合に、低学年、今まで慣れてきた低学年またはそこらのそういうことをやってこられた

ところの低学年、中学年、そこらについてはどうお考えなのか。例えば、５、６年というの

はこういうきちんとルールにのっとってきましたので、そこらは人吉市独自で、または学校

独自でやっていくのかどうかということについて、お聞かせいただければと思います。 

○教育長（堀 秀行君）  今、議員御指摘のことについては、低学年をどうするかと、そうい

うことについては現段階では詳細に計画をしていないところでございますが、やはり必要性

は私は認めておるところでございまして、何らかの工夫ができればなと考えているところで

ございます。 

以上、お答えします。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 教育長がおっしゃいましたように、低学年、中学年、ぜひ工夫をして

いただいて、そしてやっぱりそこらに取り入れることができるように進めていただきたいな



- 209 -  

と思っておりますので、そういうふうにお願いをしておきたいと思います。 

次にまいります。いわゆるこういう外国語活動、これを進めるために環境整備といいまし

ょうか、言葉が適切かどうかわかりませんが、学校または地域、そこらでどうとらえて、ど

う考えておられるのかについてお聞かせをいただきたいと思います。 

○教育長（堀 秀行君）  お答えをいたします。 

本市では、この４月からの小学校学習指導要領の全面的な実施に向けて、計画的な環境整

備に努めてまいったところでございます。何より大切なことは、新設された外国語活動の授

業の充実でございます。市内すべての小学校５、６年生が同じ内容、レベルの外国語活動の

授業を受けることができる環境を教育委員会として保障していかなければならないと考えて

おります。 

そこで、平成20年から22年度の３カ年間、人吉市教育研究所に英語部会を設置し、年間指

導計画の見直し、あるいはコミュニケーションの素地を養うための教材の開発と授業研究な

どに取り組んでまいりました。特に、指導計画は外国語活動の狙いや内容に沿ったものに丁

寧に見直され、１時間の授業展開まで示してあるところです。その結果、どの小学校でも外

国語活動の狙いを達成するために、同じ内容、レベルの授業を受けることができるように準

備をしておるところでございます。 

また、例えば授業で使う英語、クラスルーム・イングリッシュを小学校、中学校で可能な

限り共通にするなど、小学校の授業と中学校の授業との格差をなくし、子供たちが抵抗感な

く中学校英語に取り組めるような研究も進めてまいりました。それと同時に、市内すべての

小学校でこの２年間、平成21年度、平成22年度でございますけれども、外国語活動を先行実

施し、それに伴い中学校への派遣数を減らして、それまで４日ないし20日減ということでご

ざいます、すべての小学校５、６年の外国語活動、年間35単位時間、先ほど申したとおりで

ございますが、にＡＬＴが入れる体制を準備いたしました、整備いたしました。その体制の

中、授業を進める担任とＡＬＴとの授業における役割分担等を現場レベルで試行錯誤してま

いったところでございます。なお、ＡＬＴにつきましては来年度も２名の任用を計画してい

るところでございます。そういう体制で行くかどうかについては今後検討の課題があります

けれども、今のところそういうことで考えているところでございます。 

加えて、本年度は小学校での外国語活動の授業について、学校訪問以外にも市教育委員会

から指導主事を派遣して、授業参観及び指導等も実施してまいりました。さらに、学校に配

置した電子黒板を活用した授業の推進を図り、楽しくてわかりやすい外国語活動の授業づく

りを各学校で進めているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 取り組みについて積極的な姿勢といいましようか、それについてもお
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答えをいただきましたが、その中で、今お答えされた中で、慎重にかつ詳細にというような

ことで教材あたりの開発も研究されたということは、その教材というのはきちんとできてい

るようで、実際は新年度から活用されると思いますから、どのような内容の教材なのか。そ

れからもう一つは電子黒板を駆使していくということで、これはＩＣＴ教育ということでま

た後ほどお尋ねしたいと思いますけれども、当然それにはソフトがありますし、そのソフト

はやっぱり現場の、いうならばやっぱり担任あたりが中心になるのじゃないかなという気が

します。そういう場合にそういうような態勢というのがきちんとできているのかどうか、そ

こらについてもお聞かせをいただきたいと思います。 

○教育長（堀 秀行君）  教材はどうなっているかということでございました。かなり、議員

のお言葉をお借りすると、詳細に、緻密にということでございまして、そのような線でつく

っておりますけれども、非常に量的にも多うございますので細かくは御説明できませんけれ

ども、そういうつくられた教材を大いに活用しながら授業を進めていくということになろう

かと思います。 

以上、お答えいたします。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 今、詳細な資料をここでいちいち御披露でなくても結構なんですが、

一言で言えば副読本のようなものでしょうか、違いますか。はい、わかりました。 

では、次にお尋ねしてまいりたいと思います。まず、小中学校における一貫教育といいま

しょうか、そして小中連携といいましょうか、これはこれまでも総合的なことで質問をいた

してまいりました。しかし、今回は英語に限ってできないことはないということで、特に連

携はできるわけですね。そうした場合にそこらについてどうお考えなのか。例えば先ほど申

し上げた低学年、これは低学年は１、２年生ですから少々無理をするかなという気もします

けれども、やはり中学年３、４ということになりますとそれなりの判断力もありますし、い

わゆる好奇心も強くなってくるわけです。そうした場合に、人吉市独自の英語教育、先ほど

申し上げた連携も含めて、それについてはどうお考えなのかということをお聞きしたいと思

います。 

○教育長（堀 秀行君）  お答えをいたします。 

本市としては、今後も小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領の狙いや内容に沿った

形で、児童・生徒一人一人に確かな学力を育成すべく継続して努力してまいりたいと考えて

おるところでございます。つまり、基礎的、基本的な知識・技能、課題を解決するための思

考力、判断力、表現力と、あるいは学習意欲をすべての教育活動でバランスよく育成するこ

とが児童・生徒に確かな学力をはぐくむ上で何より重要であるかなと考えているところでご

ざいます。したがいまして、本市教育委員会といたしましては、特に英語教育のみを特化し

た組織等は現時点では考えていないところでございます。すべての教育活動を通して確かな
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学力を生むという基本的な枠組みの中で、小学校の外国語活動、中学校の教科学習である外

国語へと滑らかにつなぐことや、英語に関する学びが、児童・生徒にとって価値あるものと

なるよう今後も研究、実践を推進していくことに力を注いでまいりたいと存じているところ

でございます。 

以上でございます。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 今、一所懸命努力をしていきたいということでございますが、私はか

つて中高一貫とか連携とかそういうことも含めた中での質問で、かつてリンデンホール小学

校、太宰府にあります、これは英語を一貫して教育で英語を使っていくと。国語以外はすべ

て英語で授業を行っているという小学校、これは私立なんですけれども、この話も例を取り

上げながら質問したことがあります。それから、さらにここは、私が、平成15年でしたから、

行ったのが。当然高校に入る、大きな成果を挙げてきているようでございますし、さらには

外国語を駆使していく、英語を駆使していく上で国際人を育成するという大きな目的が達成

がされるんじゃないかと。リンデンホール小学校の狙いというのは、そう思っているわけで

す。 

それはそれとして、石川県金沢市、これは御存じと思いますけれども、ここは小中一貫の

英語教育、これは2004年から教育特区として取り組んでおります。それで、そこらは小学校

３年生から５年生ということで、市独自の副読本をつくっているようでございます。それは

後でお取りになればわかると思いますが。それで、６年生になれば中学１年のいわゆる教科

書等を前倒しでやっていくというようなことで大きな成果を挙げてきていると。英語だけが

できればいいというものじゃないんでしょうが、やっぱりこれからの国も力を入れる外国語

活動、特に英語ということになっているようでございますから、ここらについてはそういう

例もあるということでございます。教育長もぜひこの先進地、ここらについては調査また視

察をされてはいかがかなと思います。そういうことで申し添えておきたいと思います。 

そこで、小学校の外国語活動の一つのあり方としまして、私の考えなり申し上げてみたい

と思いますが、いわゆる言葉、これは教育長は専門家ですから、言語は幼少から慣れ親しん

だ方がいいと。それから言葉というのは体感で覚えていく、環境で自然に覚えていく、人に

ふれあうことで覚えていく、そういうことが言われておるわけです。これは専門家の御意見

ですから多分そうであろうと思います。小学校での外国語活動というのは、先ほどの御答弁

にもありましたように、いわゆる外国語に触れたり体験したりする機会、この提供であると

いうことになっているようです、大きな狙いは。そうすると、外国の生活習慣と文化を楽し

く知る、見る、そのことによって知らず知らずにして外国語が身についていくということで、

それは大事なことであろうと思います。 

そこで、お尋ねしますというよりも提言に近いかもしれません。まずお尋ねのほうはＡＬ
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Ｔ、来年度も２名という体制のようですが、私としてはぜひもう１名増加をしていただいて、

そして年間35単位ですか、そこらについてやっぱりしっかりとしたサポートといいましょう

か、各小学校２名では大変だろうと思いますし、中学校も見ていくと思いますので、そうい

うもう１名の体制。これは市長もお聞きになっておりますから、これは教育長のほうに申し

上げておきますけれども、十分そこらは相談をされて、ぜひもう１名増加をしていただけれ

ばどうかなと思うわけです。これはそういうふうにお願いをしていきたいと思います。 

それから、実は、例えばこれは一つの考え方として、こういうことに子供たちに慣れ親し

ませる、そして地域がどうそれにかかわっていくかということで一つの考え方としまして、

外国語見聞教室そのようなものを開設されたらどうであろうかと。例えば学校内でもいいで

しょうし、地域内でも結構でしょうし、もちろんボランティアということでやっていけばど

うなのかなと。いわゆるそのスタッフというのは外国で生活をしていた人とか、それから外

国旅行経験の豊富な方とか、そしてまた在住の外国人の方とか、そういうことをボランティ

ア活動でやっていただいて試してみればどうかなというふうに私は考えたわけですが、そこ

らについてお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。教育長でなければ市長にお考

えをお聞きしても結構ですが。 

○教育長（堀 秀行君）  ただいま下田代議員から貴重な御提言をいただきました。先ほど答

弁の中でも申し上げましたように、例えばＡＬＴについてはまだ、基本的な他の学年につい

ては計画を持っていないということを申し上げました。今後、取り組む課題だと思っており

ますので、その中でＡＬＴの増については、これは財政当局のお考えもあるかと思いますが、

努力をしてまいりたい、御相談をしてまいりたいというふうには思っております。 

先進地視察についても、できればしたいなと思う気持ちはいっぱいでございますけれども、

努力をさせていただきたいという言葉でとどめさせえていただければありがたいなと思いま

す。 

以上でございます。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 市長にお尋ねしたいと思います。外国語教育は大事なことでございま

すし、今、教育長に申し上げたことにつきまして、やはり市長も先進地、これについては教

育長と御一緒されてぜひ見ていただきたいなと思いますし、それから先ほど申し上げました

外国見聞教室といいましょうか、これは仮の名前でございますからいいか悪いかはわかりま

せん。そういうようなことについてどうお考えなのか、市長のお考えがあればお聞かせいた

だきたいと思います。 

○市長（田中信孝君）  おはようございます。お答えをいたします。 

百聞は一見にしかずと申しますので、そういう視察というのは大変有効であるというふう

に考えております。ただ、私の経験から申しますと駅前留学もしたことはございませんが、
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やはりきちっとした単語とそれと文法さえあれば外国に行って十分通用すると。発音等々は

それは話にならないというふうには思いますけれども、やはりそういう外国において、また

は外国人と接することによって多くの体験を得、そしてまたは新しいいわゆる言い回しであ

るとか単語も学ぶことができるわけでございまして、あらゆる場面でそういう機会を提供し

ていくということは大切だろうと思っております。そのことが、ひいては子供たちに地平線、

水平線を押し広げてあげる、つまりポルトガルのアブランテシュ市との交流も含めまして大

切ではなかろうかというふうに考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 外国語活動、これについては一応これで終わりたいと思います。 

次は通告をいたしておりましたＩＣＴ教育の今後について、これについてお尋ねをしてま

いりたいと思います。ＩＣＴ教育の今後についてでございますが、このことは12月定例会で

質問させていただいていろいろ御答弁をいただいております。ＩＣＴ教育がさらに推進をし

ていくというそういう観点から、そういう願いからの質問になります。 

お尋ねをいたします。各小学校における教職員のそういう技術の習得、習熟度といいます

か達成度といいますか、そこらについてはどうなっているでしょうか。まず、お尋ねをした

いと思います。 

○教育部長（赤池和則君）  おはようございます。お答えいたします。 

御承知のとおりＩＣコーディネータを１人、ＩＣＴ支援員を市内７小学校に１人ずつの計

７人を１月から３月までの３カ月間雇用いたしまして、これまでに購入いたしましたＩＣＴ

機器の設置、操作等につきまして教職員の支援を行ってきているところでございます。先生

方のＩＣＴ操作のスキルにつきましてはかなりの個人差があり、特に不得手の先生方にとり

ましては、短期間の支援ではありましたが重宝がっていただいているようでございます。 

この間の習熟度等についてでございますけれども、短期間でありスキルアップ研修をして

測定をするようなことなどはしておりませんので、今回のことでどのくらい習熟度が上がっ

たかというふうなこと等についてはわからないところでございますけれども、例えばタブレ

ットＰＣの起動の方法からパソコンと電子黒板や実物投影機等との接続や操作、また学級通

信等の作成のポイントなど、学校からの要望がありましたことに基づいて支援をしておりま

すので、基礎、基本的なことにつきましては確実に向上しているというふうに考えていると

ころでございます。また、質問、要望等がありましたことを含めましてマニュアル等の作成

もしていただいておりますので、今後にもつながっていくものというふうに考えているとこ

ろでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、18番」と呼ぶ者あり）  

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 
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○18番（下田代勝君） 今、部長のほうから習熟度についてはかなりの成果が上がってきてい

ると、そういうお答えをいただきました。しかしながら、きちんと習熟度がどうなのかとい

うことをやっぱり把握をしていただいて、これは教育という大事なことを受け持つわけでご

ざいますから、即、児童・生徒に影響していくわけでございますので、そこらについてはち

ゃんとした把握をお願いをしておきたいと思います。 

それから、次にまいります。これは確認の意味の推進する意味での質問ですから次へ行き

ます。ＩＣＴ教育を通して学力テスト等における主要科目、いうならば算数・理科・社会で

しょうか。これらについての平均点を５点アップ、これは具体的にやっていきたいとそうい

うお答えも12月にあったわけでございますが、それについて指導方法といいますか、教育技

術といいましょうか、それらはどういうふうにお考えなんでしょうか。私もそこらがずっと

考えてきているところでございますので、具体的におわかりになればお聞かせいただきたい

と思います。 

○教育長（堀 秀行君）  お答えをいたします。 

本市におきましては、これまで文部科学省や総務省の三本の国の事業を活用いたしまして、

ＩＣＴ教育の環境整備に力を注いできたことは議員御承知のとおりでございます。これから

はわかりやすい授業の実現のために、電子黒板、タブレットパソコン等のＩＣＴ機器を積極

的かつ効果的に活用した授業を展開するとともに、従来の授業のスタイルのすばらしさや良

さを生かした授業を組み合わせる、そういうことでの工夫や研究も行い、その結果として子

供たちと教師のＩＣＴ機器活用能力向上や教職員の公務負担軽減が図られ、さらに学力の向

上につなげてまいりたいと思います。いずれにしろ、緒についた、ハード整備はある意味で

は整備をされたというふうに判断をしておりますけれども、ソフト面についてはこれからや

っぱり性根を入れて取り組んでいくということが必要であろうかと考えているところでござ

います。 

以上、お答えをいたします。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 教科の５点アップというのは最終目標であろうかと思いますが、最終

でなくてそれは10点でも20点でも上がればいいわけでして、とりあえず５点ということはや

はり具体的な数値が出てきておりますので、やはりそこらのところはしっかりとらえながら

努力をしていただきたい。特に、教材の工夫とかいろんなことが出てこようと思うんです。

そこらについてもやっぱりしっかりとした指導で進めていただきたいなと思います。そうい

うことをお願いをしておきたいと思います。 

それから次に、これもＩＣＴ、ＩＴ教育にたけた人材も確保をしていきたい、そういった

努力をしたいという教育長のお答えもあっております。今は教職員のほうも人事異動の終盤

かなという気がいたします。そうしますと、教育長も相当努力をされているようですから、
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具体的なことはお答えにくいと思いますので、見通しといいましょうか、抽象的に見通しが

たっているんでしょうか、御努力のことはどうでしょうか、お聞かせください。 

○教育長（堀 秀行君）  お答えをいたします。 

ＩＣＴ教育を推進するためには、ＩＣＴ機器の操作のみならず授業での活用や展開能力等

というのが必要になることは当然でございます。すべての教職員がそのスキルがあればそれ

にこしたことはありませんが、それぞれ男女の差もあるし年齢の差もございます。いろんな

差があって、全部が全部精通するというわけでは現状ではありませんので、検証を積み重ね

ながら、あるいは創意工夫を重ねていく段階を踏みながら、そういったスキルを身につける、

あるいは授業方法を身につける教師を育成していきたいということは常に考えているところ

でございます。 

しかし、中には高いスキルを持ち合わせた有能な先生がいらっしゃるということも事実で

ございますので、そのような人材を市内の小中学校に配置できればスムーズにスキルアップ

も図られると考えております。したがいまして、12月議会で答弁いたしましたように、その

人材確保につきましては私なりには精いっぱい努力したつもりでございますけれども、結果

がどうであるかということは、議員の皆様、あるいは市民の皆様、保護者の皆様の評価を待

ちたいと思います。 

以上でございます。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 教育長がお答えになりました。人材の確保、これは、人材は大事でご

ざいますから、今お答えになりましたように一肌も二肌もやっぱり脱いでいただいて、しっ

かりと頑張って確保に努めていただきたいと、そこらについても教育長の責務ではないかな

と思いますので、そういうお願いをしておきたいと思います。 

それから、ＩＣＴコーディネーター支援員の継続について。私は、これは継続してほしい

ということでございますが、それについてどうお考えなのか。例えば、この事業を始めて

３カ月ですから、今までお答えいただきましたようにまだまだこれからが大変だろうと思い

ます。そうした場合に、人材の確保、習熟度そういうことも含めて、このＩＣＴ教育、せっ

かく設備としては全国でもトップレベルにきたわけですから、そこらの成果を大きく上げる

ためにはやっぱり支援員、ここらをせめてことし１年ぐらいは、来年度１年ぐらいは配置を

しておくべきではなかろうかと。例えば７名とかそういう多人数でなくても１名でも２名で

もそういう配置というのは私は必要ではないかと思うんですが、そこらについてどうお考え

ですか、教育長。 

○教育長（堀 秀行君）  お答えをいたします。 

支援員の配置については部長が説明した、御答弁申し上げたとおりでございます。市長と

この間懇談する機会がございまして、「教育長、もう学校のハード整備は済みましたよ、大
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体。あとはソフト面が大事ですよ。そしてその中でもマンパワーをどうするか」というお話

もあっておるところでございます。 

そういうことを踏まえながら、今後市長とも十分協議をして相談をして進めてまいりたい

と思っているところでございます。 

以上でございます。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） ハード面では確かにトップレベルです。あとはバランスが取れるよう

に、今度はマンパワーですか、今おっしゃったように。そこらをハードのほうに遅れること

がないようにしっかりと詰めていただきたい、そのように要望しておきたいと思います。教

育は終わります。 

次に、通告をいたしておりました、これは農業関係についてでございます。農業について

質問をいたしてまいりたいと思います 

御承知のように、世界におきます食料事情というのは、これは国連の調査によりましても

2050年ごろには逼迫した状態になると、そういうふうに言われております。そして国際的課

題でありますＴＰＰ、これは我が国農業に大きな影響を及ぼす問題として懸念をされており

ます。さらに国内の農業は米価の低迷もありますし、耕作放棄地、農業就業者の減少、そし

て就業者の高齢化などの厳しい状況が続いております。そのような中で、人吉市農業はどう

あるべきか、お尋ねをしていきたいと思います。 

まず、人吉市農業のあり方についてでございますが、私はかつて人吉市農業基本計画、ま

たは基本条例について質問をいたしております。これはその後どうなっているのか、まずお

尋ねをしたいと思います。 

○経済部長（椎葉文雄君）  おはようございます。お答えいたします。 

議員も言われましたように、国内の農業は農業従事者の高齢化や後継者不足に伴う農業就

業人口の減少や耕作放棄地の増加、農業資材の高騰、米価の下落、食料自給率の低迷などに

加えましてＴＰＰ問題、あるいは家畜伝染病の発生など厳しい状況にありまして、本市の農

業情勢も同様な状況でございます。また、国際的な情勢につきましても、人口増による食料

不足、干ばつなどによる、異常気象による主要穀物の生産の変動など将来に非常に不安があ

るものも事実でございます。 

こういった中、本市の農業のあり方ということでございますが、農業あるいは農村は食料

を安定的に供給する重要な機能と水源涵養など多面的な機能をも持っておりますので、こう

した機能を保全するためにも地域農業をぜひ支えていかなければならないというふうに考え

ております。具体的には、現在国が自給率向上のために進めております農業者戸別所得補償

制度や農地・水・環境保全向上対策事業、中山間地域等直接支払制度の推進を図るとともに、

本市におきましては市が推進しております医食同源ひとよし米、トウガラシ、キクラゲを初
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めといたしまして既存の主要農産物を大規模経営農家、小規模及び高齢農家などにそれぞれ

の経営状態に応じた生産振興を今後も引き続き、ＪＡなど関係機関と一体となりまして農業

で食べられるまちを目指して取り組んでまいりたいというふうに考えているところでござい

ます。 

二つ目の農業基本計画、基本条例の質問でございますが、平成21年３月、議員の質問の中

で農業基本計画策定の御要望がございましたが、現在、本市の農業基本計画に当たるものと

しましては農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想、農業振興地域の整備に関する

法律に基づく人吉市農業振興地域整備計画書、あるいは人吉市農産物ブランド化基本構想が

ありまして、これに沿って農業振興を進めているところでございます。 

次に、人吉市農業基本条例の制定につきましては、前回の御質問で大変有意義であるとお

答えしておりますが、いまだ関連法令等の研究や関係機関の御意見を伺うまでに至っていな

いところでございます。今後、研究検討を重ねてまいりたいというふうに存じます。 

以上でございます。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 農業基本計画についてはお答えもありましたように、ブランド構想と

かいろんなことを個別じゃないですね、やはり農業基本計画に類するというんですか、そこ

らでしっかりやっておられると思います。ただ、基本条例につきましては、今、部長もお答

えされましたように、やはり策定をしたほうが有意義だと私も考えております。例えば農業

者の責務とか、それから企業の責務とか消費者の責務とかいろんなこともちゃんと入ってき

ますし、そこらをお互いが守りながらいろんなことを進めていく、そうすると農業に対する

理解も深まっていくということで、これはぜひ研究を重ねていただいて策定をしていただけ

ればと思っております。 

そこで、次にまいりたいと思います。人吉ブランド化への道、これはいわゆる、昨日も松

田議員のほうからいろいろ質問がありまして御答弁もあっているようでございますが、この

ことについて重複するところは避けていただいて結構です、そういうようなことでこれをお

尋ねしていきたいと思います。ブランド化というものはやっぱり数量、品質、年月、やっぱ

りこれが大事でございまして、相当の条件整備が必要となってまいります。基本的には人吉

のものはよいと、要するにメイド・イン・ジャパンというのが、今は非常に世界でも日本製

品ならばというようなことで名が売れているわけでございまして、いうなら冠「人吉」これ

が終極のブランドじゃなかろうかと思うわけでございます。 

そこでお尋ねしたいと思います。この人吉ブランド化への道、これについてどうお考えな

のか、お聞かせいただきたいと思います。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

議員がおっしゃいますように、ブランド化としての品質面、数量面など充実していくには
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長い年月がかかるものというふうに思っております。ブランドとはほかにない魅力や価値を

提供し続けることにより特別に支持され続ける商品であるということで、そういうふうに考

えております。ブランド化の条件としましてはほかには真似ができないオンリーワンの魅力

がありまして、消費者に対し高い品質感や信頼感、愛着を持ってもらう商品を提供し続ける

ことというふうに思っております。そこで、本市は盆地特有の気象条件であります大きな寒

暖差によりまして、きのうも申し上げましたように糖度の高い良質な農産物が生産されてお

りまして、それらの情報をいかに発信して、ストーリー性を持たせながらブランド化して販

売につなげていくということが非常に重要であるというふうに考えております。 

つきましては、これらを踏まえまして平成20年に策定しました人吉市農産物ブランド化基

本構想を基本としつつ、本市の生産団体やＪＡなど関係機関とも連携を図りながら、農家所

得の向上のために人吉市農産物ブランド化の取り組みを進めてまいりたいというふうに思い

ます。 

以上でございます。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） ブランド化についてはきのうの質問でも御答弁がありまして、十分に

詳細にやり取りがありましたので、私もよく理解はいたしているところでございます。 

そこで、一つの方法としてブランド化を、それに付加価値を付けるということはまたいい

のかなという気がいたしまして、それについて申し述べてみたいと思います。農産品、人吉

ブランドとしてアイガモ農法によります医食同源米、これは定着をしてきているようでござ

いますが、その使われたアイガモ、実は数量を聞きますと二、三百羽といいましょうか、そ

れくらい活動してくれたといういうことのようでございます。あるところでお聞きしまして、

そのアイガモはどうなりますかと聞きましたら、いただいておるようです、ということのよ

うでございまして、いただかれるのも結構なことでございますが、田んぼの雑草とまた自然

の飼料といいましょうか、これで育ったアイガモ、これはいうならば同源米に付属するよう

な、またそれを付加価値を上げるようなことにならないのかなと。例えばこのアイガモあた

りの薫製あたりができるとすれば、同源米と一緒にそういうことになるのかなということで、

まずそこらの踏み出していくこともいかがかなと思うわけでございますが、それについて、

部長、どうでしょうか、そういうことは。アイガモは大体どのくらい使いますか。そしてそ

れは私がお聞きしたように、それぞれ食していただいているというところでしょうか、それ

はどうでしょうか。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

現在、皆さん活用されているアイガモが全部で何羽ぐらいかというのはちょっとここで把

握しておりませんけれども、今ほとんどのアイガモが一応鹿児島のほうから借りてきている

というのもありまして、任務が終わったらそちらにお返しするというような部分が結構ある
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というふうに聞いております。そうでないアイガモ、こちらで自由になるようなアイガモに

つきましては、今おっしゃいましたように医食同源米と同時に、アイガモを利用した商品化

といいますか、そういうのも検討しながら同時にブランドとして今から売り出さればという

ふうに思ってはおります。 

以上でございます。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） アイガモの貸し出しがあるとは私も知りませんでしたが、でき得れば

そこらも自前でできればいいかなという気がいたします。そこらは今後の問題であろうと思

います。 

そこで、市長に二つだけお尋ねしたいと思います。やはりブランド化への道ということで

ございますが、やっぱりブランド化というのは人吉の場合、農産物に限らず人吉の家具等も

ありますし、例を挙げますといろんなものがあると思います。そしてまた、技術とか技能と

か人材、そういうことのソフトのブランドというのもあるんじゃないかなと思います。さら

には観光等もあるでしょうし、芸能等もそういうものを含めて、いわゆる総称して人吉その

ものがブランド化としてほしい、そういう思いであるわけですが、それについて市長はどう

お考えなのか。 

それからもう一つ。いわゆる現在、農業振興課に地産他商推進室がございます。これも画

期的に非常に活動はしているようでございますが、人吉市全体のセクションとしまして、こ

うなれば市の開発から、そしてまた営業までそこらを担う、例えば開発営業部とかそういう

ものはどうなのかなと。例えば営業といいますと企業あたりでは花形事業部でございまして、

そういうことからすると人吉市のいわゆる花形、売り出しの総称、いわゆる総括としてその

ようにいかがかなと思うわけでございます。 

この二つについてお聞かせいただきたいと思います。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

ブランド化につきましては、現在、農業で食べられるまちづくりを進める中で、農業を中

心に進めさせていただいているところではございますが、下田代議員が申されましたとおり

農産物だけではなく観光、または企業誘致、その他も含めまして人吉市全体を外に向かって

情報発信していく、人吉のよさを知ってもらうということが人吉ブランドにつながっていく

ものと考えているところでございます。 

そこで、世界に比類なきものがいつも三つあるというふうに申しております。人吉球磨の

自然、相良七百年の歴史、伝統、文化、文化財、そこから生み出された技術、または世界遺

産としての可能性がある肥薩線など、この三つが人吉まるごとブランド化という基軸になっ

てくるのではなかろうかと、御質問を受けて考えたところでございました。 

そこで、人吉をどのように売り出していくかということでございますが、農産物に限らず
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観光等も含めて職員の皆さんには常々地域全体を売り込んでいこうと、つまり営業すること

により市民の方々に稼いでいただく、儲かっていただくということを常に意識し、そのよう

な行動を心掛けてほしいと語りかけ、働きかけもしているところであります。経済部のみな

らずあらゆる職員各層にもそういった意識が浸透してきているものと認識をいたしていると

ころでございます。その中でも、経済部につきましてはより一層よそに売り込む意識を持っ

て仕事に取り組んでいただきたいと願っているところであり、職員もよくその思いにこたえ

ていると常々感じているところでもございます。 

さらに、この取り組みを進めるために、または強めるために組織機構を見直し営業部をつ

くってはどうかと御提案でございますが、御指摘のように名は体を表すと申しますので、こ

れまで以上に売り込むという意識がその営業部という名前に込められ、醸成されてくるので

はなかろうかと思っております。例えば、現在の経済部などが営業部という部署名を持つこ

とによって、それは選択肢としてあり得るというふうに考えたところでございます。また、

議員の御指摘のように、人吉市全体のブランド化、広い意味で地域の付加価値を高めていき、

それを売り込むということを意識した組織体制を構築するということも今後問われてくるだ

ろうというふうに思っております。 

聞くところによりますと、佐賀県武雄市においては農商工観光部門を総括する営業部を設

置して、佐賀のがばいばあちゃん課、いのしし課などのユニークな課名を持って観光や特産

開発などの取り組みをされておられ、知名度も上がっているようでございます。そこまでユ

ニークな部署名を冠するまでには踏み切れるかどうかわかりませんが、本市におきましても

意識といたしましては同じような意気込みのもと、地産他商推進室を設置した次第でござい

ます。 

一方で、部の名称変更または新設等につきましては条例に定める事項でございますので、

庁内の議論はもちろんのこと、議会にも御相談していくべきと考えております。明確なお答

えにはなりませんが、次回機構改革を実施するときに、せっかくの御提案でございますので

参考にさせていただきたいというふうに考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 人吉市の産物が、人吉という名称が全国に、そして大きく望めば、世

界にと広がることを非常に期待するところでございます。 

次に質問したいと思います。まず、中山間地農業のその後、実はこの中山間地につきまし

てはこれまでも幾たびか質問をいたしてきておりますし、それからまた、農業基盤整備の一

つのしてエタノール、マイクロ水力発電につきましては12月の定例議会でもいたしておりま

したけれども、エタノールこれについて質問いたしてまいりたいと思います。 

いわゆる市内の自己保全とか耕作放棄地この現状はどうなっているんでしょうかというこ
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とでございますし、郡市の状況もわかっておればお聞かせをいただきたいと思います。さら

に、エタノールこれにつきましては、米というのは非常に精製度といいましょうかエタノー

ル精製度が非常に高いようでございまして、多収穫米といいましょうかそこらを利用してエ

タノールをつくればどうかというようなこともお尋ねをしていきたいと思います。そしてま

た、後ほどお尋ねしたいと思いますが、副市長にもこのことについてちょっとコメントをい

ただきたいなと思っておりますので、後ほどまたお願いしたいと思います。これについて、

部長お願いをいたします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

まず、中山間地農業のその後ということでございますが、中山間地域におきまして不整形

農地が多いことに加えまして農業従事者の高齢化も進み、また有害鳥獣被害なども数多く出

ておりまして、個々の農家では農業経営の継続が年々厳しくなっていることは御承知のとお

りということでございます。本市ではこうした中山間地域の農業を維持するために、集落営

農を進め、農地・水・環境保全向上対策事業や中山間地域等直接支払制度に取り組んできた

ところでございます。また、鳥獣被害対策につきましては追い払い対策としてロケット花火

の無料配布、あるいは人吉市有害鳥獣被害対策協議会による電動ガンや箱ワナの貸付、狩猟

免許取得助成などを行っているところでございます。さらに、農業機械を含めた各種支援に

つきましては、人吉市農業活性化対策事業補助金で対応をしているところでございます。不

整形農地の区画整備などに対する本市独自の対策は、まだやっていないところでございます。 

次に、市内の自己保全地、耕作放棄地の現状でございますが、自己保全地、調整水田を合

わせまして約112ヘクタール、耕作放棄地が約266ヘクタールとなっております。球磨郡内の

状況でございますが、自己保全地と調整水田を合わせまして約429ヘクタール、耕作放棄地

が約600ヘクタールというふうに聞いております。 

次に、多収穫米を活用したバイオエタノールへの取り組みにつきましては、既に新潟県で

実証事業が全農を中心として進めておられるようでございますが、原料米価格はキロ当たり

20円となっております。これは主食用米の10分の１以下となりますので、コスト面から考え

ますとエタノールをつくる会社の誘致や会社の立ち上げについては非常に厳しいのではない

かというふうに考えているところでございます。よって、本市におきましては現在、自己保

全地や耕作放棄地の解消策の一つとして取り組んでおりますトウガラシやキクラゲの生産振

興と、また、多収穫米の栽培につきましては、ＪＡ及び地元酒造会社等との連携をしながら

焼酎原料用加工米の生産振興を今後も継続して振興してまいりたいというふうに思っており

ます。 

次に、マイクロ水力発電でございますが、農業関連としましては設置場所として農業用水

路への設置が考えられますが、発電量の小さいがためにハウスの照明や農業用施設などの空

調などへの利用が考えられますが、これにつきましては法的手続の関係やメンテナンスにか
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かるランニングコストを考えますと、採算性が低いといったような課題もあるようでござい

ますので、さらに研究を重ねていかなければならないというふうに考えているところでござ

います。 

以上でございます。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） ただいまお答えをいただきました。中山間地は非常に農業の労働条件

も就業状況もいろんな面で非常に条件が悪いわけですね。だから、やっぱりここらについて

はしっかりと留意をしていただいて、やっぱりきちんとした計画を立てていただきたいなと

思います。やっぱり中山間地というのが日本農業の一つの支えをしているのかなということ

も考えられますので、そこはよろしくお願いをしておきたいと思います。 

それからエタノール、マイクロ水力発電についてでございますが、やはりこれは新潟の例、

これを挙げていただきました。確かにキロ当たり20円といえば安うございます。しかし、こ

れは栽培の方法にもよろうかと思いますし、いろんなことができると思いますけれども、し

かし考え方を変えればエタノール生成には、先ほど申し上げたように米が非常に効率的と、

米は効率で一番ということになれば、企業は原材料は安く手に入る。そうすれば、企業立地

ということが可能かもしれないし、企業においては原材料が安く入れば製品の利益率が高い

と。そこには雇用が生まれるし、雇用と生産者の結びつき、いわゆる農家との結びがあれば、

きのうも６次産業という言葉がありましたけれども、新しい産業、雇用形態の発生があるの

かなという気もいたします。いわゆる、御承知のように化石燃料が枯渇をしていく、さらな

る原油高騰が危惧されている中、現在も上がっておりますけれども、産業、特に農業の基盤

整備には大きくこのエタノールというのは寄与できるんではないかと思います。例えば農業

機械、ハウスの暖房とか散水等そこらについてもエネルギー源として大きな期待ができるの

ではないかなと思います。 

それから、マイクロ水力発電につきましては12月定例会でも質問しておりますので、詳細

には申し上げません。ただ、国も奨励をしておりますし、県も新エネルギー産業振興室を担

当にしておりまして、積極的に導入を図ってきているようでございます。これからも国・県

それからＮＥＤＯ、これは新エネルギー・産業技術総合開発機構、この総称でございますが、

この助成措置等をも含めてあらゆる検討を進めていただきたいなと思います。 

そこで副市長にお尋ねをしたいと思います。中山間地農業の振興については今、耕作放棄

地につきましても部長のほうから答弁がありました。副市長は現地あたりをよく見ておられ

ると思いますので、これらについてどういうお考えなのか。例えば田野、矢岳これも中山間

地でございますし、これは一つの例でございますから、ここに限らず中山間地農業、放棄地

等についてどのようにお考えなのかなという気がいたします。それについてお尋ねをしたい

と思います。 
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○副市長（林 健善君）  お答えいたします。 

中山間地域を含めまして、農業関連の施設及び現場には経済部の担当者とともに何度か伺

っておりますし、またプライベートにおきましても農業従事者の方々とお酒なども飲みなが

ら話をしているところでございます。中山間地域につきましては農業従事者の高齢化や耕作

放棄地の増加のみならず、有害鳥獣被害の深刻さというものについては、特に改めて認識を

したところでございます。しかしながら、そのような中におきましても集落営農に積極的に

取り組んでおられる大畑麓集落や、大地上原田のように法人化をして農業経営を行っている

方々、さらには全国でも有数のグリーンツーリズム先進地として農家民泊を営んでいる方々

など頑張っておられる方々もたくさんいるものと思います。 

中山間地域対策につきましては、平成12年度から農林水産省が中山間地域等直接支払制度

を実施するなど、これは全国、人吉市に限らず全国的な課題でございます。しかしながら、

そのような制度がありながらもいまだに確たる成功モデルがないというのが実情でございま

すので、その中で新たな活路を見出すというのは、他の地域の真似をするのではなく、やは

り人吉市独自の取り組みを行っていくということが何よりも大切だと思っております。 

そのためには、現在頑張っておられます方々を支援するということはもちろんのこと、耕

作放棄地対策の一環として取り組んでおりますトウガラシやキクラゲ、焼酎原料用加工米の

振興にまずは全力を挙げていくということが必要だと思っております。いずれにしましても、

中山間地域対策は一朝一夕に解決できるような課題ではございませんので、関係者で知恵を

出しあってできることから取り組んでいきたいと思っているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 副市長からお答えをいただきました。幸いにしまして副市長は中央省

庁からの出向でございますから、いわゆる中山間地、ここらの振興につきましても、今お答

えをいただきましたように、そしてまたエタノールとエネルギーの開発等につきましても、

ぜひ中央省庁の情報といいましょうか、そこらについても力を貸していただきたいなと思い

ます。よろしくお願いをしておきたいと思います。 

それでは、一応それぞれ答弁をしていただきました。ここでまとめておきたいと思います。 

教育というのは、教育長も御存じのとおり百年・万年という年月ということは、これは誰

でも言っているとおりでございます。だから、新しい改訂要領で小学校の外国語活動、ＩＣ

Ｔ教育、この推進にはいろんな制約があろうと思います、支障もあると思います。しかしな

がら、例えば補助がないからとか、補正がないからとか、予算がないからとか、人が足りな

いとか、そういうマイナス思考じゃなくて、そういうことになりますと先が見えなくなりま

すので、やはりぜひ今から試行ということで頑張っていただきたいなと思います。 

そして、原油が今、高騰しております。きょうも150円台、ガソリンのレギュラーで150円
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台になっているんじゃないかと思いますが、農業基盤、特にこれからの農業、いわゆる産業

基盤とも言っていいんでしょうが、その一つとして燃料としてのエタノール、これは非常に

大きな力を持ってくるんではなかろうかと思います。国もＮＥＤＯも、そして県もこの開発

にはしっかりと力を入れているようでございますから、人吉市もあらゆる方法を探って、そ

してそこらを駆使してしっかりとした推進をしていただきたいと、このように強く要望をし

て一般質問を終わります。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで暫時休憩いたします。 

午前11時16分 休憩 

───────── 

午前11時28分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、16番」と呼ぶ者あ

り） 

16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君）（登壇） 皆様、こんにちは。16番議員の三倉でございます。 

通告に従いまして一般質問を行います。質問は２項目について通告しております。１項目

めは認知症について４点。２項目めは、ひとよし春風マラソンについて５点。通告に従いま

して質問を行います。 

それでは、１回目の質問に入ります。１項目の認知症につきましては、高齢者の増加に伴

いまして、認知症高齢者数は増加することが見込まれております。熊本県は全国よりも高い

推計値になっていますが、人吉市は県よりも高齢化率が高くなっていますので認知症者も多

いのではないかと思われますが、実際はどうなのか。ここで１点目の質問をいたします。人

吉市内の認知症者数の現状及び国・県内の状況をお尋ねいたします。 

○健康福祉部長（中村明公君）  こんにちは。それではお答えいたします。 

認知症と診断された高齢者数は、国・県、市ともにはっきりとした統計報告がなされてお

りませんので、介護認定時の主治医意見書等の情報から、国・県につきましては推計値を、

市におきましては実数をお答えさせていただきます。 

国における認知症高齢者は平成22年、208万人と推計されております。65歳以上高齢者の

約7.2％を占めています。県におきましては、平成22年、５万人と推計され、65歳以上高齢

者の約10.7％を占めております。本市におきましては、平成22年、1,320人で、65歳以上高

齢者の12.6％で、国・県と比較いたしますと高い数値となっております。今後ますます高齢

化に伴い、増加することが予想されるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君） ２点目の質問をいたします。現在、市が行っています認知症患者へ
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の対策、何がなされているかということをお尋ねいたします。 

○健康福祉部長（中村明公君）  お答えいたします。 

認知症者のうち介護認定を受けておられる方につきましては、介護保険の在宅サービスと

いたしまして訪問介護、認知症対応型などのデイサービス、グループホーム、小規模多機能

居宅などを利用されております。また、施設サービスといたしましては、特別養護老人ホー

ム、老人保健施設、療養型医療施設などを利用されております。それぞれの介護サービスに

おいて認知機能の維持、低下防止に努めていただいております。 

それから、認知症による徘徊の心配のある高齢者への対策といたしましては、一つ目に高

齢者見守りネットワーク事業を行っております。この事業は、事前に本人の特徴、徘徊をさ

れる地域、徘徊時の対処の仕方、写真などを掲載した情報提供書を地域包括支援センターで

受け付けております。その情報提供書は、町内嘱託員と地域の関係者、タクシー協会、金融

機関、介護サービス事業所等の関係機関、それから警察署、消防署などの公的機関に配付さ

せていただきまして見守りのお願いをし、行方不明の場合には早期発見のために捜索に協力

をしていただき、安全に保護するための事業でございます。平成23年２月末現在、25名の方

が登録をされております。 

二つ目に、昨年12月に補正予算で予算を計上させていただきました認知症徘徊高齢者位置

検索システム事業でございます。この事業は、高齢者の方にＧＰＳ機能のついた携帯電話の

ような機器を所持していただき、行方不明時はパソコン、携帯電話からのアクセスで高齢者

の方の現在地を表示し、いち早く発見し保護するものでございます。この事業は、高齢者見

守りネットワーク情報提供書をいただいている方が対象になりますが、現在25名のうち９名

の方は入院、入所をされておりますので、残り16名の方の御家族等に、担当ケアマネージ

ャーを通して１月上旬に本事業の周知、説明をしていただきました。希望する旨の回答をい

ただいたのは、現在のところ１名でございます。希望をされない方の理由といたしまして、

紛失の心配があるが４名、持って出かけるが無理であるという方が６名、外出することがほ

とんどなくなった等が５名となっております。希望をされなかった方につきましては、再度

市から利用を促進するための説明をさせていただいているところでございます。また、現在

高齢者見守りネットワークに情報提供をいただいていない方につきましても、必要に応じて

情報提供書の提出、位置情報検索システムの活用を考えていただくよう、担当のケアマネー

ジャーに再度依頼をしたところでございます。 

それから、認知症を理解していただくための対策といたしまして、全国的な取り組みとい

たしまして平成16年12月に名称が「痴呆」から「認知症」というふうに呼び方が変更になっ

たことを契機といたしまして、認知症を知り、地域をつくる10カ年のキャンペーンが展開さ

れております。これは認知症を理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援するサポー

ターと呼ばれる方を一人でもふやし、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを市民



- 226 -  

の手でつくり上げていこうというものでございます。本市では、このサポーターを養成する

ための講師役であるキャラバンメイト40名を平成20年９月に養成し、同年10月からサポー

ターの養成に取り組んでおります。平成23年２月末現在、小学生から高齢者の方まで、57団

体2,148名の方の養成を行ったところでございます。平成28年度末までに3,000名の養成を目

指しております。 

以上、お答えいたします。 

先ほど間違って、御説明いたしました。23年度末までに3,000名の養成を目指していると

いうころでございます。28年度と申したそうでございます。失礼いたしました。（「議長、

16番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君） それでは、次の３点目の質問を行います。現在、市が行っている認

知症の予防対策についてお尋ねいたします。 

○健康福祉部長（中村明公君）  お答えいたします。 

現在、市が行っている認知症予防対策についてでございますが、できるだけ介護にならな

いための介護予防事業として運動機能向上、口腔機能向上、認知症予防などを目的に、介護

サービス事業所３カ所と温泉施設等３カ所でデイサービスを行っております。平成23年２月

末現在、御利用いただいている方は164名で、そのうち認知予防を目的に55名の方がストレ

ッチや脳を活性化させるゲームなどを通して心身のリハビリに取り組まれております。また、

生活の中で物忘れが心配になってきたと言われる方々のために、平成21年５月から市役所に

おきまして月に１回、専門医による相談会を実施しております。精神科の病院を受診するの

には少しちゅうちょされる方でありますとか、認知症ではないかと心配されている本人や家

族などが受診の必要性や対応の仕方などを御相談されております。開始から平成23年２月ま

での相談件数は41件でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君） ただいま御答弁いただきまして、本当にできるだけ介護にならない

ためのデイサービスとか物忘れ相談とかが行われていることがわかりました。一方、医療の

面から見ますと、このごろ高度な機械を持つＭＲＩ、新1.5テスラＭＲＩというそうですが、

それではより小さな病変をとらえまして、そういうことが可能になったということですね。

そして、特殊な撮影とか解析機能を搭載しておりまして、認知症の早期発見が可能だという

ことです。本当の認知症の早期発見が可能というのはすごくいいことだと思いますが、認知

症というのは本当に誰もがかかる疾患なんですよね。それで例を話しますと、連れ合いの名

前もわからないし、あんたはんは誰ですかねとか、子供の名前もわからない、帰る家もわか

らないということですね。帰るとすれば自分が生まれたところに向かって帰るということで、
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そういう例もありまして、私が近年聞いたことでは８カ月行方不明になられまして、それが

認知症だけとは限らないんですが、やっと見つかったそうですね。警察のほうから連絡があ

って、九州内の遠いところだったということです。髪はぼうぼうで、そういう見る影もなか

ったと親が話をされましたけれども、そういうようなひどくなる症状があるのが認知症です

ので、そういう前に早くわかるようになれば本当に一段、この対処的療法よりも結局脳内の

ことを検査してわかれば、私たちも受診したいなと思うところでございます。人吉市にもそ

ういう高度な機械を持たれる機関が複数箇所ございますので、少しおかしいなかというよう

なことが起きてきますと、おかしいよなというのはちょっと物忘れがひどかったり、ちょっ

と認知症にかかりかけじゃないかなというようなことを周りが感じた場合は、これは本人は

全然わからないんですよね、そういうことを。それが周りが気づけば悪化を予防するような

指導というのか、その機械を受診もしたりして早くわかるような手だてをすれば、本当に周

りの人とか、家族が一番ですけど、そういう迷惑をかけずに済みますし、何よりも本人が救

われると思いますので、そういう指導も取り入られる、そういう予防もできるかもしれない

ような進んだものが、機器が出てきたということも皆さんにお知らせをするような方向でい

ったほうがいいんじゃないかということで提案をしておきます。 

次に、４点目の質問をいたします。認知症といいますと、県が指定している認知症医療の

中核となる医療機関、認知症疾患医療センターというのが設置されているということですが、

それは認知症の早期診断とか身体合併症への対応、それと医療と介護の連携を図るために国

が設置基準を決めて、そして県が指定をするわけですけれども、熊本県では８カ所指定され

ているということです。その中では県民の方が身近な医療機関で認知症の相談とか受診等が

できる体制が構築されておって、認知症と疑われる場合かかりつけの医師に相談し、専門医

への受診につなげていくというような仕組みだそうです。それが熊本県では認知症患者の、

先ほども数がふえているということを数的に示されましたけれども、熊本県でも急激な増加

が見込まれている中、認知症対策の県の重要施策の一つとして位置づけて、医療、介護、地

域支援の三つの柱を立てて相互的に推進していっているということです。 

ここで質問いたします。人吉球磨にどうしてないのか。なぜ人吉球磨が地域拠点型セン

ターに指定されなかったのかをお尋ねいたします。 

○健康福祉部長（中村明公君）  お答えいたします。 

熊本県が指定している認知症医療の中核となる医療機関についてでございますが、認知症

疾患医療センターと呼ばれておりまして、熊本大学病院を基幹型センターとし、県内を七つ

の圏域に分けて地域拠点型センターが指定されております。本市は、八代、水俣、人吉を

１つの圏域として、八代市にございます平成病院の管轄となっております。熊本県へ確認い

たしましたところ、国が定める実施要項としまして、専門医設置などの人的要因、ＣＴ必置

の物的要件が定められているようでございます。平成21年７月に設置された時点で、指定要
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件を満たす医療機関が人吉管内にはないということでございました。 

以上、お答えいたします。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君） それでは、医療機関が指定要件を満たせば、これからでも追加指定

ができるのでしょうか、お尋ねします。 

○健康福祉部長（中村明公君）  お答えいたします。 

熊本県の担当課からは人的要件は満たっているので、物的要件が整えば国にその旨を伝え、

地域との連携ができる医療機関かどうかも含めて国の判断を仰ぎ、指定することは可能であ

るとお聞きしているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君） 今、御説明いただきましたけれど、医療と介護と地域支援というの

を総合的に推進していくというセンターですので、結局八代、水俣、人吉で八代といいます

けれど、なかなか認知症患者を連れて通院というのも、受診するというのも大変だからとい

うこともあります。ですので、人吉球磨にもぜひ認知症患者の医療センターが設置されるよ

う努力していただきたいと思います。関係者もそういう希望を持っております。 

次に、２項目めの質問に入ります。ひとよし春風マラソンについてでございます。先月、

２月20日に開催されました第８回ひとよし春風マラソンには、昨年よりもちょうど700人多

い3,968人の参加申し込みがあったということです。 

ここで１回目の質問をいたします。実際に参加されたのは何人だったでしょうか。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えします。 

今回の大会は、これまでの最高となります3,968人の皆さんにエントリーいただきました。

そのうち、大会に実際に参加された皆さんの数は3,758人でございました。 

以上、お答えします。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君） それでは210名の不参加があったということですね。 

次に、２点目の本市経済への波及効果についての質問に入ります。参加されました一つの

例を話しますと、例えば人吉高校の出身の方が一人、東京から参加をされております。参加

申し込みをされまして、家族で人吉へ来られています。その一人のために横浜から同級生が

応援に来られました。マラソンの前夜は人吉で同級生が集まったわけですけれども、人吉在

住のたまたま同級生の２人にお祝い事があって祝賀会を開いたわけです。そのときに、福岡

から、鹿児島から、熊本から、球磨郡から、そして地元30人ぐらいの宴会がなされておりま

す。次には二次会、ホテルへ、くまがわ荘へ、実家へ、友人宅へとみんな泊まったわけです。

そして、泊まる前、その後は二次会ですね。そういう数人がそういうのがおられましたけれ



- 229 -  

ども、次の日には集まってカメラを抱えて、走るところどころに誰が立つという形で写真を

撮って応援しようというような話でされております。そして、その次の日、終わった次の日

はお墓まいりに連れていったり、五木へ案内したり、ホテルに連泊された方もおられました。

そして、同級生１人がマラソンに参加されることで人吉市にどれぐらいお金が落ちるのかな、

経済効果があるのかなというのが、そういう行事を知ったからでございまして、そしてまた、

ある山あいのところで尋ねることがありましたら、静岡から来られたと、一人がですね。そ

れが、昔、親にいろいろしてあげたら息子さんが走りに見えて、そして終わった夜は６人ぐ

らい高齢者夫妻のところで宴会をされたそうです。とても嬉しかったとおっしゃっていまし

たね。それと、それじゃあ来年もこんなふうに来なっせと言ったからですね。それまでは元

気にしとかんばんて、結局デイサロンや何やらで努力してというようなこともあって、すご

く経済だけじゃなくていろんなものへの波及があっているなと思ったんです。 

そこで質問いたします。人吉市経済への波及効果はどれぐらいあったのかをお尋ねいたし

ます。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えします。 

本市経済への波及効果についてというふうなことでございますが、今回の大会の参加者数

のうち、地域別の参加者を見てみますと、人吉球磨を除く熊本県内から約1,100人、熊本県

外からは遠くは北海道、沖縄から約1,300人の皆さんにエントリーをいただいておりまして、

応援の皆様を合わせますと、人吉球磨以外からかなり多くの皆さんが本市に訪れていただい

たものと考えております。 

このような中、市内のホテル・旅館にお尋ねしましたところ、少なくともマラソン関係で

約330人余りの宿泊があったというふうなことでございまして、その中には大会前々日や大

会当日など二泊三泊されたお客さんもおられたというふうなことでございます。また、当日

大会終了後は約2,400人の方が温泉に入浴されておりまして、お土産もかなり売れたという

お話もお聞きしているところでございます。インターネットを見ますと、参加者の方が市内

のこんなお店で食事をした、こんなお菓子を食べたといったことや、お土産などが写真つき

のブログで多く紹介されておりまして、人吉市のグルメをたくさんの方に堪能いただいたよ

うでございます。 

このようなことから、あくまで参考ではございますが、宿泊客と日帰りの平均消費額を使

いまして、大会の宿泊者数並びに人吉球磨地域以外からの参加人数で観光消費額を単純に積

算をいたしますと約2,400万円という推計額になります。さらに、会場でのおもてなしのつ

ぼん汁、ぜんざい4,500食、赤飯4,100食分の材料につきましても、地産地消ということで地

元食材を使用いたしまして、各種目入賞者には医食同源ひとよし米を初め地元産品を商品と

して贈呈させていただいているところでもございます。 

このように、参加料950万円を含む大会予算の中から、参加商品や食材、会場設営、ポス
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ター・パンフレット印刷、大会準備品などさまざまな経費のうち地元に約700万円が還元さ

れておりまして、合わせますと経済効果としてあくまで参考ではございますが、少なくとも

3,100万円という金額は推計されるのかなというふうに存じます。また、そのほかにもさま

ざまな要因による経済的効果もあったのではないかと考えるところであります。金額面だけ

ではなく、大会に関しては毎回参加者の皆さんから、スタッフの方々の対応がよかった、沿

道から名前を呼んで応援してもらい勇気づけられた、嬉しかった、つぼん汁や赤飯がおいし

かった、来年も参加しますといったお礼や感謝の手紙、メールをいただいております。また、

大会開催に際しましては、九州各県はもとより遠くは広島、山口まで約１カ月をかけまして

ポスターや2,500枚の申込書を配布し、キャンペーンを回っておりまして、このようなこと

が本市のイメージアップやＰＲにもつながっているのではないかと考えているところでござ

います。 

以上、お答えいたします。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君） 今、経済的なものもお話いただきましたけれども、本当に参加した

もの、ボランティア600人という数字が出ておりましたけれども、私たちも前日から、周り

の方たちは数日から、数カ月前からされたと思います。つぼん汁4,500つくるため、そして

ぜんざいのおもちをつくため、本当に大変でございました。70名ぐらいが婦人会館の跡に集

まりまして、早くから切ったり、本当に腰が立たんようになったというぐらい寒いところで

行ったわけですけれども、4,500これ以上どがんすっとかな、また来年もふえればとかいい

ながら、がんばらんばんね元気なうちはと、本当に高齢化されておりますので若い人は少な

いんですよ。私のほうがまだ若いほうと思うぐらいですね、それくらいの方たちが集まって

いただいてボランティアをいたしております。次の日もまたですけれども、でも市のために

すごく経済的に効果があったとすれば、あるということが皆わかれば、がんばらなならんと

いう気持ちになると思うんですよね。私も、ただ友人が来て、こういうことがあって、やっ

ぱりお金を大分使ってもらったなということだけでなくて、ひとよし春風マラソンがあった

ことでどれぐらい効果があったのかなというのを皆さんも知っていただいて、それにまた、

それがどんなことに使われるのかなと思いながらもおりましたけれども、すごく効果があっ

たということで、よかったなと思っています。また、元気なうちはがんばらなくちゃならな

いのかなと思いながらおります。 

次に、３点目の古都人吉応援団寄附金についての質問に入ります。春風マラソンの翌日は、

また翌日は都会から帰られた、夕食も一緒にしたわけですけれども、人吉のことがとても懐

かしいんですね。高齢化がしている、どこも一緒だなと、田舎は特にそうねという話になり

ますけれども、財政状況も厳しくなっている、そういうようなお話が出て、本当、ふるさと

人吉という思いというのが伝わってきたんですね。だから、その場を借りて、人吉のふるさ



- 231 -  

と納税というのを説明をいたしました。そうしたら、あらそんなことがあると、あるとなら

ば少しでもできんことはないよねというような言葉もありまして、でもどうしたらいいかわ

からないというような言葉が返ってきましたものですから、そこで質問したいと思います。

古都人吉応援団寄附金の件を、どんな場所で、どんな方法でＰＲされているのかお尋ねいた

します。 

○市長公室長（深水雄二君）  お答えいたします。 

ふるさとを離れて生活をされている方々が、生まれ育ったふるさと、思い入れのある町な

ど何らかのゆかりのある地方公共団体、いわゆるふるさとへ寄附金という形で応援していた

だくと、税額控除される制度がこのふるさと納税制度でございます。 

従来の考え方を大きく変える制度のため、まだまだ制度自体も寄附の方法も全国的によく

知られていないのが現状であり、本市も例外ではございません。しかしながら、従来の取ら

れるイメージであった税金について、選んで納めるという自発的行為に基づいて自治体に寄

附ができるようになったことは、今後の自治体経営において資金の確保が重要な要素である

中で、本市の稼ぎ仕事として有効策であり、効率的かつ効果的なＰＲの浸透こそが寄附額の

増加に直結するものと考えております。 

そこで、本市が現在まで実施しましたＰＲ方法としましては、寄附の方法やモデルケース

を掲載したリーフレットを各団体に配布する方法が主なものでございます。配布しました主

な団体としましては、熊本県人会や東京繊月会などに定期的に配布をさせていただいており

ます。また、毎年いろいろな同窓会が催されている際に、市の職員を通じてのリーフレット

の配布と同制度の説明、さらには本市出身の著名人、有名人に対しましても知人を通じて

リーフレットを配布させていただいており、心温まる善意をいただいている状況にございま

す。特に、今年度は数多くの会合等で配布させていただく機会をいただき、過去３年間で寄

付額が最も多い年度となっております。なお、一度寄附をいただいた方に対しましても県内

外を問わず、一過性に終わることのないよう継続しての寄附のお願いをしているところでご

ざいます。 

ちょっと個人的な話にもなりますけれども、昨年私のほうは還暦を迎えまして、ある高校

の同窓会を10月９日にいたしました。このときには実行委員会をいたしまして、各市役所、

各郡の役場の職員も実行委員会に参加をしておりまして、その場でこの応援団条例といいま

すか寄附金の寄附の制度のについて、各役場、市役所、市を含めてのブースをつくりまして

宣伝をしております。190人以上も集まりまして盛大に行われましたけれども、東京方面を

含めていろんな人が集まったものですから、一つの宣伝はなったのかなと思っております。

こういうことも人吉市だけがするんじゃなくて連携を取っていくのも一つのＰＲの方法かな

と思っております。 

まだまだ周知不足の点もございますけれども、新たな寄附をしていただく方を獲得するた
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めにも市民お一人お一人に宣伝マン、営業マンになっていただくなど、今後ますますＰＲの

方法、またその浸透に工夫を重ね、根気強くすそ野を広げていきたいと考えておりますので、

御理解を賜りたいと存じます。三倉議員におかれましてもこれまでいろいろ御支援をいただ

きましたけれども、今後ますますお力添えをいただきたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君） 今、いろんなＰＲを、本当に思ったよりも努力をなさっているのは

わかりました。私も、例えば自分の同級会でふるさとに行っても残ったお金をどうしようか

と、私なんかすぐに、ああ、学校に寄附とかいろいろ思うんですけれども、そぎゃんせんち

ゃよかばいというような声がやっぱり、私は田舎のほうなもので返ってきたりしたことがあ

りましたけれども、少しでも本当に、額は大きくなくても数が多かったら大きな額になるわ

けですから、中学校卒業とか高校とかいろんなところで、本当に今おっしゃったように市民

一人一人がちょっと意識してＰＲをしたら、案外とふるさと納税にはつながるのかなと思っ

ていましたので、また機会があれば私たちも説明していきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

次に、４点目の質問に入ります。参加者の方、応援者からの要望及び意見についてを質問

いたします。一つ目は、第１回マラソンから知っている方だったものですから、去年も来て

いただきましたねとお話かけますと、その方がおっしゃったのに、もう８回連続で来ておっ

とですばいと、それであと２回で10回だから、10回目の時に、10回目になったら、10回連続

出場者には何か記念の賞状でももらえるとかなとおっしゃったものですから、そうですね、

そんなことも考えられますねと、そういう気持ちを述べていただきました。それで、ちゃん

と市長には伝えておきますと話をしたことがあったんですね。 

それと、もう一つはまず要望としてですが、高速バスを利用して参加される方が飛行機で

来て、高速バスで降りて、ちょっとインターからの交通手段が少ないというようなことを言

われておりました。私は一回そういうようなことがあったものですから、市にお話したとき

に、人吉から高速に乗りますとじゅぐりっとバスの時間表がおいてあったんですね、高速バ

スに。ちゃんと私の気持ちは伝わったんだなと思ったんですけれども、そういう努力はして

いただいていると思いますけれども、そういう声が聞かれました。 

また一つは、人吉のインターのバスとかタクシーに乗ろとしても待たなくちゃならないて

ですね。待つときに、年寄りも多いし自分たちも年のうちだし、腰かける長いすの一つでも

いい、それも屋根つきがいいなということでした。その人の場合は雨でびしょぬれで、待っ

ている間にびしょぬれになったということでした。なんで高速のあそこでおりませんでした

と言ったら、次に乗ろうとする人たちがいて乗れなかったし、傘も持っていなかったという

ことですね。そういうことで要望が出ております。屋根つきの待合所。簡単でいいですから
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近くに設置していただければというのがありました。 

それと、もう一つは公衆電話がほしいなというのも幾つも聞いております。というのは、

今は携帯がありますのでそう不便じゃないのかなと思ったんですが、今こういう経済状態で

すので携帯電話を持たない人がいるんですよね、結構。お年寄りの人たちもそうですし、そ

の携帯電話を家に忘れて、それを家の人に持ってきてほしいといったときに、どういう連絡

をしていいかわからないというのがあって、私はちょうど、何かそわそわされている人があ

ったからお聞きしましたらそういうことでしたので、私が、携帯電話いいですよ、かけてあ

げますからと言ってかけたんですけれども、電話番号を覚えていらっしゃればいいんですよ

ね。家の電話番号を覚えいていらっしゃらないですから、電話帳もないですからどうしよう

もないというのもありますし、ある人はちゃんと覚えていらしてかけてあげたことがありま

すけれど、本当に公衆電話というのが設置できたらいいなと思っております。ただ、何千円

以上月にお金がでないとできないというのもありますけれども、ここもちょっと考えていた

だきたいと思います。 

それで今の３点でしたけれども、要望が出ておりますので、それについて御答弁をお願い

したいと思います。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

平成20年の第５回大会から「いで湯と球磨焼酎・笑顔の里」をキャッチフレーズに、大会

名をひとよし春風マラソンと改め、内容の充実を図ってきたところでございます。結果、

年々参加者も増加し、今回の大会には過去最高となります3,968人の方々にエントリーいた

だくまでに成長してまいりました。これもひとえに大会を支えていただきます市民の皆様方

を初め関係各位の御理解と御協力のたまものと、心から感謝申し上げる次第であります。 

さて、御質問にありました方以外にもこれまで８回連続で参加していただいている選手の

方々もいらっしゃるかと存じますが、皆様方には毎回大会を盛り上げていただき、この場を

お借りいたしまして、心から御礼を申し上げたいと思います。10回大会につきましては、私

どもも一つの節目の大会であるというふうに考えておりますので、記念の催し物等を検討し

てまいりたいと存じております。その中で、御質問にありました10回連続参加いただきまし

た方々への記念品等も準備させていただきたいというふうに思っているところでございます。 

また、高速バスを利用して参加される方から、インターからの交通手段が少ないというこ

とでございますが、恐らく都市圏からの御参加していただいた方と思っております。現在、

インターまでの交通手段は、昨年３月からのさるく人吉の運行やインター線の増便により、

以前と比べると随分利便性は高まっていると思っております。したがいまして、遠方から高

速バスを使って春風マラソンに御参加された方に対し御不便を感じさせましたことは、大会

運営の責任者といたしまして私自身大変心苦しく思っているところではございますが、御理

解を賜りたいというふうに思っております。 
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また、九州新幹線全線開業に伴いまして、八代－人吉－宮崎間、16本の高速バスが運行さ

れますので、それに接続するためのまた交通手段というものも今後考えられていくものとい

うふうに思っております。 

次に、バス待合所の改善につきましては、以前から御要望を多数いただいておりまして、

夏場の暑い時期、また議員御指摘の雨の日などには高齢者や子供連れの方々に特に御迷惑を

おかけしていることにつきましては、これまた心苦しく感じているところでございます。私

はこのバス待合所を人吉の玄関口の一つと位置づけておりまして、管理者であるＮＥＸＣＯ

西日本に対し、ゆっくり座って待つことのできるバス待合所の整備ができないものかとこれ

まで何回も要望を行ってきたところでございます。現在は、昨年の９月議会において、人吉

ＩＣ高速バス停整備に関する委託料の予算を認めていただきましたので、整備に向けた協議

をＮＥＸＣＯ西日本と現在進めているところでございます。今後できるだけ早い時期に整備

に取りかかることができるよう、鋭意努めてまいりたいと考えているところでございます。 

また、公衆電話につきましては、どこの場所という特定というものがお伺いしておりませ

んけれども、これはＮＴＴの営業政策の一つであろうかと思いますが、逆に携帯電話の普及

によりまして公衆電話、またはピンク電話等々の撤去が相次いでいるというふうに聞いてい

るところでございます。これもやはり費用対効果、採算の問題というものがあろうかと思っ

ているところでございますが、そういう御不便をこおむっておられる方々に対し、大会本部

において何らかの対応をするということは考えられるというふうに思っているところでござ

います。 

以上、御答弁申し上げます。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君） ただいま御答弁いただきましたけれども、要望を出されるのは、人

吉にいらっしゃっているということですので、ぜひぜひ検討していただきたいと思います。 

次に、５点目の医療救護担当よりに入ります。前回までは２キロ、３キロの人たちが走っ

てゴールしますと、多くの子供がどっと救護所に来ておりました。私もずっと救護所にいる

んですけれども、ことしは走った後、来た人が少なかったんですね。ただ、洋服も両膝・両

肘が破れたりした子供が親に連れられてきましたけれども、数は多くはありませんでした。

道路状況がよくなったんだなと私は解釈したんですけれども、ただ、今回というのは10キロ

とハーフを走った方がゴールされた後は大忙しでした。中には、片脚、靴の外まで真っ赤に

して来られたんですよ。それで、どういうけがかなと思って見ましたら、まめができている

んですよね、足の底に。それも３センチ、４センチ、初めてあんな大きなまめ、それがつぶ

れているものですから、それと指の間もまめができてですね、そういう人がいらっしゃいま

した。それでちゃんと措置して、先生もおられましたし簡単な措置をして病院に行かれるよ

うにお勧めしたんですけれども。そういうのがありましたし、気分が悪い、ふらふらする、
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そして走って汗びっしょりと、雨もちょっとありまして、着がえさせようと思っても着るも

のはどこか遠くに置いてあるというような状況でした。それで、私たちも反省はしたんです

ね、もうちょっとたくさん毛布とかいろいろなものを持って、毛布というのは汚れますので

ね、というのは思いましたけれども、そういう状況でした。それともう一つ、無線のほうか

ら、本部のほうから連絡をいただいたのは、今、大柿、小柿のところでちょっと、ですから

遠い所ですよね、そこから今、足を引きずってやっと歩ける状態と、ところが収容車には乗

られないんですよ、歩いて絶対ゴールしたいとおっしゃるからと電話がありました。ああ、

ことしもかなと思ったんですが、それがお１人じゃなくて５人ぐらいですね。ただ、お１人

の人は黙って、途中から走ってゴールしていたから周りの方たちも心配されたようでしたけ

ど、そういう状況なんですよね。それで、走る人の心構えというんですか、今まで、ことし

ではなかったけれども、前には大学をことし卒業するから記念に初めてハーフを走りました

とか、挑戦、自分の体調を全然考えないでそういう挑戦をされている方がありましたし、そ

れと今度も靴も新しいのを履いて、慣れないのをですね、自分は運動しないでということが

やっぱり目立ちますので、何らかの走られる方への走るための心構えですか、そこら付近を

もう一つ抑えていただきたいなと思います。やっぱり私たちは何が来るかわからないと、救

護するときにはすごく、お医者さん１人はおられますけど、心配になりますので何かおこら

ないようにですね。それと参加者の心構えといったものを事前にということと、もう一つは

そういう四、五人ぐらいの歩く人がことしもあって、交通規制の場合は９時半から12時半ま

でですか。12時半までですよね、それではそれ以上かかってゴールされる方があるわけです

ね。やっぱり収容車で、救護車というのは後からついてきますし、交通規制が解除されたと

きにはとても町なかは大変というか危ないということですね。ですから去年も要望があって、

私も実行委員会でお話をしたんですけれども、要望は入れておいたんですけれども、ことし

もそういうのがありました。それで十分用心していかなくちゃならないと思うんですけれど

も、この要望と言いますのはお医者さんもですし、救護者全員の要望でございます。そこで、

執行部の御答弁をお願いしたいと思います。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えする前に、先ほどの答弁の訂正をさせていただきたいと思

います。 

経済効果の御質問のところで、ポスターや２万5,000枚の申込書をと言うべきところを

2,500枚と言ったようでございます。「2,500枚」を「２万5,000枚」に訂正をさせていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、お答えいたします。出場選手全員の皆様にはゼッケン引換証を通知する際、参

加者の皆様へということで、健康管理に十分注意し、途中で体の異常に気づいたら無理をし

ないで早めに競技を中止してくださいという注意書きを記載し、お送りしているところでご

ざいますが、毎回転倒によるすり傷等を負う方、嘔吐、気分が悪くなったり、足や靭帯を痛
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める方、まめができた方などがいらっしゃいます。ランナーの皆さんは大会を楽しんで走る

方、記録を目標に走る方などさまざまな思いで参加をされておりますが、少々無理をしても

救護車に乗らず、最後まで走りきりたいという方がほとんどのようでございます。これまで

の大会で大事に至ったことはありませんが、今回4,000名に近い方々がエントリーされ、

ハーフの部には1,300人を超える皆さんにエントリーをいただいています。今後さらに参加

者がふえると考えますと、さまざまな事態が生じることも予想されると存じます。マラソン

に参加される皆さんのおいては自己管理が基本かと存じますが、初めて参加される方や長い

距離を走る方もいらっしゃるかと思いますので、大会会場では事前の健康チェックも行って

おりますが、参加者の皆さんがいかに自分の体調に気をつけていただけるか、さらに大会中

けがや体調を崩されたランナーの救護体制などについても、今大会の反省点を含めさまざま

な御意見をお聞きしながら次回大会に向けて検討してまいりたいと存じます。 

２点目の交通規制の時間帯でございますが、現在、大会の交通規制は午前９時半から12時

30分まででございまして、交通規制解除後にコースを走られるランナーには車等に注意し、

歩道部分を走っていただくことにいたしております。今大会の最終ランナーの記録は３時間

14分でございまして、約30人の方が規制解除の12時30分以降にゴールをされております。各

地で開催される大会を見ますと、制限時間を設けている大会、設けていない大会などさまざ

まですが、設けている大会ではハーフにおいては３時間から３時間30分が多いようでござい

ます。大会運営上、参加された皆さんの安全を確保するということは大変重要であると考え

ております。ただし、交通規制の時間を延長することについては、市民の皆様への影響を考

える中で、特にコース沿線の住民の皆さんの御理解が必要でございますし、警察との十分な

協議も必要となってまいりますので、今後さまざまな課題等を含め検討してまいりたいと存

じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君） ただいま御答弁いただきました。本当にいろいろな要望や提案を申

し上げましたけれども、それを実行していただくのは大変だと思います。安全の面からは、

私はまずは安全に終わるということが第一だと思いますので、御検討をいただきまして改善

いただきますようにお願いして、私の質問を終わります。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで暫時休憩いたします。 

午後０時23分 休憩 

───────── 

午後１時30分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開をいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あ

り） 
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 ４番。川野精一議員。 

○４番（川野精一君）（登壇）  こんにちは。４番議員の川野精一です。きょうも元気にまい

りたいと思います。 

まずもって本年度で退職を迎えられる市職員の皆さん、市民のために心血を注ぎ、そして

市政発展へ御尽力、本当にお疲れ様でした。私もこの４年間、皆さんの人間味あふれる生き

ざまを通してさまざまな教えと感動をいただきました。本当にありがとうございます。そし

て、今後も何よりお元気でお過ごしいただき、変わらぬ御指導を賜りますようお願い申し上

げます。 

今回は観光関係と健康関係について質問いたします。 

まず、観光関係の二次交通の利便性についてですが、間もなく開業を迎えます新幹線全線

開通をにらみ、１月に大阪のＪＲ西日本営業本部へ熊本県のＰＲに出向きました。その際、

新幹線さくらには秋口ぐらいまで当面団体枠がないことを知りました。つまりは、個人また

は小グループの観光客、またはビジネス客から動き出すということです。個人客が主流の昨

今ですので、担当部長さんも到着駅からの二次交通の整備を訴えられておりましたが、人吉

球磨のように、古きよき歴史と文化が残る町では、レンタサイクル、それも電動アシストつ

きの自転車の需用がふえるとの話を聞きました。実際、ＪＲ九州がパック商品にしている電

動アシストつき駅前レンタサイクル楽チャリは利用率も高いようです。環境問題への関心や

健康意識の高まりで観光客などの自転車利用が急増しているのを受けて、今、電動アシスト

自転車の貸し出しが自治体や観光関連団体などによって全国各地で行われております。 

当地人吉駅にも楽チャリがありますが、台数が少ないのか利用できなかったとの声も聞か

れます。今後利用の増加が見込めると思いますが、楽チャリやくま川鉄道のレンタサイクル

について、現在の利用状況と今後の利用見込みについてお尋ねいたします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

ＪＲ人吉駅構内にあります人吉市観光案内所におきましては、全部で12台の電動アシスト

つき自転車、通称楽チャリを保有しておりますが、そのうち６台につきましては他の駅での

申込者や団体客に対応するため確保してあり、通常は６台を貸し出ししております。なお、

平成22年１月から12月までの１年間の利用台数は、ＪＲ利用者が840台、一般が50台の合計

890台でありました。 

また、くま川鉄道でのレンタサイクルでございますが、こちらは電動アシストつき自転車

ではなく普通の自転車でございますが、保有台数は大人用、子供用合わせて38台で、平成21

年10月から事業を開始しており、昨年１年間の利用台数は683台というふうになっておりま

す。 

議員御指摘のとおり、九州新幹線全線開通の影響により、今後ＪＲを利用した観光客の増

加が見込めることもあり、また電動アシストつき自転車は経済性ばかりでなく環境にも優し
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い、いわゆるエコ的な乗り物でもあることから、使いやすい利活用を検討してまいりたいと

いうふうに存じまず。 

以上でございます。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ４番。川野精一議員。 

○４番（川野精一君）  ありがとうございます。電動アシスト自転車の導入はＪＲの利用客で

なく観光客の自動車から自転車への乗りかえや既存のレンタサイクル利用客の満足度向上が

目的といわれています。将来的には駅前ではなく、市内の駐車場脇にサイクルステーション

を設けて、市民も利用できたり、中心市街地の活性化にもつなげられないだろうかと思いを

めぐらせいているところです。 

観光地は山あり谷ありで起伏の多いところもありますが、坂道でもすいすいと自然と触れ

合いながら健康的に観光できること、そして楽に遠くへ行けることが電動アシスト自転車の

何よりの魅力です。実際、多良木－人吉間を毎日通勤している人もいるぐらいです。また、

原城の坂や東林寺の坂も座ったまま上れます。 

それでは次に、レンタサイクルの具体的な利用例などありましたら、教えてください。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

例えばくま川鉄道におきましては、車両に自転車を一緒に乗せることができるようになっ

ておりまして、自転車を載せる代金が260円ということで区間による料金の変動はないわけ

でございまして、年間約120台ほどの利用があっているようでございます。 

そこで、自転車を車両へ積載していかなくても済むように、主要駅である人吉駅、おかど

め幸福駅、あさぎり駅、多良木駅、湯前駅においてもレンタサイクル事業を始めております

ので、現在貸し出した駅に利用後も返すこととしておりますが、利用状況を見ながら、将来

的は貸し出した駅以外の駅でも返却が可能となるように準備をしているところでございます。

できるだけ多くの方々に利用いただけるよう周知に努めておられますので、今後の参考とさ

せていただきたいというふうに思います。 

以上でございます。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ４番。川野精一議員。 

○４番（川野精一君）  ありがとうございます。くま川鉄道さんにしても電動アシスト自転車

を導入して、より広域を楽に回れる商品の開発などで付加価値をつけることも可能かと思い

ます。サイクリングロードを使ったり、三十三観音めぐりやツクシイバラツアーなど、春・

秋の観光シーズンにはぴったりなアイテムだと思います。 

電動アシスト自転車は一時より値が下がったものの、まだ高価ですが、投資のしどきでは

ないかと思う次第です。人吉駅前とあわせて導入を計画されてはいかがでしょうか。椎葉経

済部長、いかがでしょうか。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 
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先ほども答弁しましたように、レンタサイクルの需要が年々増加してきておりますし、Ｓ

Ｌ人吉にあわせたスローな旅にピッタリなアイテムだというふうにも思っております。今後

の滞在型観光にあわせましてニーズをしっかりと把握しながら、観光協会等とも協議しなが

ら台数をふやしてまいりたいというふうに思います。 

以上です。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ４番。川野精一議員。 

○４番（川野精一君）  ありがとうございます。それでは、続きまして姉妹都市である指宿市

との協力体制について質問いたします。 

先般、人吉市と姉妹都市の間柄にある鹿児島県指宿市の旅館・ホテルの女将さんたちが人

吉を訪れ、人吉市の旅館の女将さんたちと連携して観光客誘致を行うことが発表されました。

市長も言われておられましたが、九州新幹線全線開業での受益地の一つは指宿市ではないか

私も思うところです。指宿市との観光協力体制は必須と考えますので、どのような政策を進

められるのかお尋ねいたします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

人吉市の旅館のおかみの会であるさくら会と指宿市のおかみの会であります華の会が連携

して、お客様へのサービス向上並びに両市の誘客増加を目指した一つの試みとして、玉手箱

プランが発表されたところでございます。このプランは、例えば人吉市に宿泊されたお客様

が１年以内に指宿市を訪れ、おかみのメッセージを宿泊先に提示すると玉手箱がプレゼント

されるという内容でございますが、詳細は今後決定されるようでございます。 

この両市のおかみの会の交流を通して、人吉市の山の温泉と指宿市の海の温泉が深いつな

がりを持ち、お互いの地域の活性化につながっていくことを期待しております。これまでも

人吉市と指宿市は、姉妹都市としてさまざまな交流を行ってまいりました。姉妹都市となっ

てから、祭りの面では人吉お城まつりと指宿温泉祭での交流を当初から毎年続けておりまし

て、両市の小学生を交互に受け入れする人吉市子ども会育成連絡協議会による交換会を通し

て子供たちの交流が継続して行われ、スポーツ面でも野球やバレーボール、バドミントンの

スポーツ交流、太鼓におきましても人吉市の球磨川太鼓と指宿市の湯豊太鼓は長年交流を続

けているところでもありまして、人吉市と指宿市は観光誘客の面での協力体制も取りやすい

ものと考えております。 

九州新幹線鹿児島ルートの全線開業により鹿児島県最大の観光地でもある指宿市は、関西

地方、あるいは中国地方にかけての観光客の大幅な増加が見込まれるところでございますが、

一方、九州南部の内陸部にある人吉市に観光客を誘客する仕組みづくりと情報の提供を実施

していく必要があります。まず、九州新幹線で素早く鹿児島中央駅に到着し、日豊本線と肥

薩線の観光列車はやとの風といさぶろう・しんぺい号を利用して人吉にお出でいただき、人

吉市での宿泊観光の後、ＳＬ人吉で八代・熊本経由で帰っていただくというゆっくりとした
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旅を満喫していただくファースト・アンド・スローの観光を前面に打ち出し、その魅力を露

出し、観光情報を積極的に発信することで本市の観光客増加に努めていく考えでございます。 

以上でございます。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ４番。川野精一議員。 

○４番（川野精一君）  ありがとうございます。人吉市と指宿市、先人の御努力でこれまでの

交流で培われた絆もあります。お互い協力し合って輸送客に貢献できれば南九州の滞留効果

も上がると思います。また、両市議会の交流なども図れれば得るものも大きいのではないか

と思うところです。 

次に、具体的な協力体制の構築案などございましたら教えてください。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

鉄道で熊本から人吉を通り指宿へ行くとしたら、ＳＬ人吉、いさぶろう・しんぺい号、は

やとの風、指宿のたまて箱といった観光列車が四つも走っているのは、この肥薩線から指宿

へ行く路線だけであることに、まず注目したいというふうに思っております。 

また、肥薩線は19も鉄道近代化遺産が残る、鉄道ファンには垂涎のルートでもあります。

スピードの新幹線に対し、スローな観光列車と魅力ある鉄道を前面に出していくことが、本

市と指宿市を結ぶ最良のＰＲであるというふうに考えております。現在、指宿から新八代駅

までは霧島・指宿のんびり切符として、ＪＲ様にはフリー切符を組んでいただいておりまし

て、本市の観光パンフレットでも紹介をしているところでございます。今後は、姉妹都市で

もありますので、両市の観光パンフレットにそれぞれの観光を紹介するコーナーを掲載する

など、南九州の魅力を伝えていく政策を検討してまいりたいというふうに存じます。 

以上でございます。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ４番。川野精一議員。 

○４番（川野精一君）  ぜひとも新年度の姉妹都市交流に相互協力の強化を盛り込んでいただ

きたいと思います。 

次にまいります。続きまして健康関係。口腔衛生の意識向上について質問いたします。ま

ず最初に、歯や口腔の健康づくりが全身の健康の保持増進に重要な役割を果たしていること

は、既に皆様も御存じのことと思います。しかしながら、人吉市健康増進計画、食育推進計

画の策定に携わった同計画策定委員会には、前身の健康増進計画ヘルスプラン21に携わった

人吉市歯科医師会が含まれていませんでした。それはなぜでしょうか。質問いたします。 

○健康福祉部長（中村明公君）  お答えいたします。 

人吉市健康増進計画、食育推進計画は、健康増進計画と食育推進計画を合わせた計画であ

り、平成23年度から平成25年度までの３カ年計画でございます。この計画は、子供から高齢

者まで、生涯を通した健康づくりを推進するための計画であることから、計画策定の委員の

選定に当たってはライフステージごとの健康問題、生活習慣などの課題についての現状を把



- 241 -  

握するため保育園連盟や老人クラブ連合会など、また基本となる食育を推進するために農業

生産から消費までをカバーする地産地消推進協議会などの関係組織、団体等から委員を選定

させていただきました。 

今後は計画の進捗状況の確認、評価、見直しを行うために、人吉健康づくり推進協議会の

委員として歯科医師会にもお入りいただき、専門的立場から御意見をお願いしたいと考えて

おります。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ４番。川野精一議員。 

○４番（川野精一君）  ありがとうございます。健康づくり推進協議会の委員として参加され

るということですね。わかりました。 

今回、私は県議会が超党派でつくったという熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例につ

いて、人吉市議会12月定例会での笹山議員と執行部の一般質問でのやりとりを聞いておりま

して、科学的根拠や既にフッ化物洗口を行っている先行例の現状が知りたくなり、複数の歯

科医の先生や幼稚園のお話を聞いてきました。 

そこで質問ですが、熊本県議会９月定例会で上程可決され、11月１日から施行された熊本

県歯及び口腔の健康づくり推進条例を受けて、執行部としてどのような取り組みを行いまし

たか、お尋ねいたします。 

○健康福祉部長（中村明公君）  お答えいたします。 

現在、乳幼児期から小学校低学年に対しては、検診時や幼稚園、保育園及び小学校に出向

き、基本的な歯磨きの大切さを伝える歯磨き教室や虫歯予防に関するフッ化物の効果などの

情報提供を実施しております。高齢者については、口腔機能向上のための介護予防教室の開

催や、戸別に訪問をし虫歯予防や歯周病予防のための口腔ケアの方法、義歯等の管理指導等

を行い、必要に応じ歯科の受診を進めるなどの活動を実施しているところでございます。 

また、県の御指導により、二、三年前から人吉市内の３幼稚園がフッ素洗口を実施されて

おります。しかしながら経過年数が浅く、虫歯有病率状況を表すデータは現在のところはご

ざいませんが、人吉市保健所にお尋ねいたしましたところ、保護者の感想といたしましては、

子供の歯への関心が高まった、歯磨きが好きになったと喜ばれている方もおられるというこ

とでございます。 

また、人吉球磨管内でも四、五年前から、湯前町や水上村等乳幼児検診や保育園などでフ

ッ素洗口、フッ素塗布等のフッ化物を取り入れた取り組みが実施されているようでございま

す。県の資料によりますと、虫歯保有率が減少した、保有率は横ばい状態、あるいは保有率

が上昇した等その効果についてはさまざまな評価があるようでございます。人吉市といたし

ましては、まずは歯磨きが基本であることから歯磨き指導を重点に行い、フッ素塗布やフッ

化物洗口等の取り組みについては、関係機関と協議しながら今後検討していきたいと考えて
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おります。なお、県条例の推進につきましては第１条の目的を初め、基本理念や県との連携、

関係者の役割等それぞれが役割を果たしていくべきものと理解しているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ４番。川野精一議員。 

○４番（川野精一君）  ありがとうございます。私が聞き取りをしました幼稚園も開始して

２年ほどで、まだフッ化物洗口の効果が見えてこないとのことでした。先例とされています

玉東町の例でも、1995年に保育園２カ所、2007年から小学校２校と中学校１校が洗口を開始

して、2009年度に小学校６年生と中学校３年生を調べたら大きな効果があったということで

すから、継続は力なり、地道に続けた結果ということでしょう。 

次に、虫歯予防について学校はどのような取り組みをしているのかをお尋ねいたします。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えします。 

まず、平成21年度12歳児の一人平均虫歯数及び都道府県順位につきましては、熊本県は

2.6本で全国ワースト２位でございます。人吉市は3.46本で、県内47市町村の中で38位とな

っており、決して芳しい状況ではございません。 

各学校における虫歯予防の取り組みについての御質問でございますけれども、主な取り組

みは、一つ、給食後の毎日の歯磨きや歯磨き指導、２点目、フリー参観時や学校の時間を利

用した口腔衛生についての授業、３点目、保健だよりでの啓発、４点目、学年通信で歯の治

療率を記載してのお知らせ、５点目、歯磨きカレンダーを実施し、その結果を保健だよりに

記載してのお知らせ、６点目、治療について保護者に懇談会で説明する、７点目、歯科衛生

士による指導、講話などでございます。また健康診断後に口腔衛生だけではございませんけ

れども、ほかの耳鼻咽喉科とかそういうふうな疾病があった場合には異常について保護者に

通知をして、長期休業中に治療をしてほしいとか、そういうふうな受診の結果を学校に出し

ていただくようなお願いもしているところでございます。そのように、養護教諭や担任の先

生たちが指導等に当たっているというふうなことでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ４番。川野精一議員。 

○４番（川野精一君）  最近はプリントを家庭に回しても保護者が見ていなかったり、それか

ら学級懇談会を開いても参加が少なかったりで、先生方が保護者へ「啓蒙」活動をしても保

護者への正確な指導ができない状況があると思います。子供たち自身が自分の歯は自分で守

るというような意識を持たせることが必要なのではないかと考えます。 

次に、今後の取り組みについてお尋ねいたします。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

虫歯や歯周病の予防など歯や口腔の健康づくりを進めていくことは総合的な健康づくりの

上からも大変重要でありまして、日ごろからバランスの取れた食生活や正しい歯磨きについ
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て家族、学校、職場など地域全体で取り組んでいくことが必要であると考えております。 

乳幼児期においては歯科診療、歯科検診、歯磨き指導の充実、学齢期においては歯科保健

教育、指導の充実、また成人期には歯周病による歯の喪失を防止し、口腔機能の向上を図る

ために歯周病疾患検診を実施するとともに、かかりつけ歯科医における口腔ケアの重要性に

ついての啓発を行うことが重要だと考えております。さらに、高齢になっても自分の歯を持

ち、かむ力を維持するため、定期的に歯科検診を受け、訪問口腔指導など歯科保健サービス

を利用しながら、80歳になっても20本以上自分の歯を保とうという8020運動を推進してまい

りたいと存じております。 

さらに、虫歯予防に関し、さまざまな視点からの情報提供、相談体制の強化など市民の皆

様が正しい知識を持ち、歯と口腔の健康を保つことができるよう支援するとともに、生涯を

通して歯や口腔の健康が維持できるよう支援体制を構築してまいりたいと存じているところ

でございます。 

フッ化物洗口等のフッ化物応用についてでございますが、まずは歯磨きが基本であること

から歯磨き指導を重点的に行い、フッ素塗布やフッ化物洗口等の取り組みについては今後さ

らに検討してまいりたいと思っているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ４番。川野精一議員。 

○４番（川野精一君）  ありがとうございます。実は、ブラッシング、歯磨きがすごく難しい

という例が一つありまして、これは20年ほど前の話なんですけれども、文部省の指定を受け

て、ある歯科医の先生が球磨郡の小学校に行かれて、とにかくその小学校は虫歯が多かった

のでそれで指定されて治療というんですか指導をしに行かれました。子供の口の中というの

はそれこそ十人十色で歯並びが違うと言ってもいいぐらいなので、何をされたかというと、

石こうで歯形を取って、子供たちは自分の歯形に色というんですか色素をつけまして、それ

を歯ブラシで研くんです。そうすると、こういうこすり方、磨き方をすればきちんと取れる

のか、自分の口を、自分の歯形を手に持ってやったんだそうです。そうして、自分の口の中

の形をイメージして歯ブラシをした。そうすると、虫歯が激減したそうなんです。普通にブ

ラッシングをやっても必ず磨き残しがあって、プラークが残る、そのプラークからう蝕が始

まるというふうに僕も今回勉強させてもらいました。 

それで、・・・「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・」（「議長、議事進行」と呼ぶ者あり） 

○５番（笹山欣悟君）  今、川野議員が質問されていますけれども、私が12月議会に11項目の

執行部に対してこういった問題があるんじゃないかということで提起をしております。それ

を、私が11項目問題点を指摘したことを歯科医師会に聞いてコメントを聞いてきたと、その

コメントをこういった場で発表すると。私は執行部に対して、こういった問題があるから検

討してほしいとそういったことで言っているわけですので、そういった部分の問題について、

そういった歯科医師会からのコメントをこういった議場で、私は、何も今、川野議員の質問

を聞いて初めて、私の問題提起の部分を１項目１項目、歯科医師会のコメントを述べていら

っしゃいます。それは川野議員自身の答弁でありませんので、その辺は議長のほうで取り計

らいをしていただきたいと思っております。 

○議長（簑毛正勝君）  暫時休憩いたします。 

午後２時07分 休憩 

───────── 
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午後２時31分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開をいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あ

り） 

４番。川野精一議員。 

○４番（川野精一君）  皆様には貴重なお時間を浪費してしまい申しわけありませんでした。 

それでは、私が先ほど申し上げました、ここで、12月議会で出たさまざまな問題提起につ

いてから笹山議員の議事進行前までの発言について取り消しをお願いいたします。 

○議長（簑毛正勝君）  ただいま４番議員より、発言の一部を取り消したい旨の申し出があ

りましたので、お諮りいたします。 

申し出のとおり、許可することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君）  御異議なしと認めます。よって、発言の取り消しは申し出のとおり許

可することに決しました。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

４番。川野精一議員。 

○４番（川野精一君）  それでは続けさせていただきます。 

まず、経済的に家庭で行えない子供の差をなくす意味では、集団で行うことの方法が意義

があるというふうに考えます。それから、私の調べた範囲、フッ素物利用については65年の

プロセスがあっておりまして、それについてはアレルギー等の心配はないという確信を持っ

ております。それから、人吉市歯科医師会の中ではフッ素洗口についてのコンセンサスは取

れてはおりまして、推奨をしている立場ということを確認いたしました。危険性については、

副作用は適量、適法で行う限り問題がないということ。内服薬でも副作用がありますが、適

量、適法で内服する限り安全であると厚生労働省が言っているのと同じであるということ。

もちろん使用法を間違えないように十分に指導することが大事であります。養護教諭でなく

とも学校歯科でもできることだということを確認しております。 

それから、フッ素洗口を行う場合は行政、学校、学校歯科医、学校薬剤師、保護者等がや

り方などいろいろな問題点を十分に話し合い、やろうかということになれば実施したらよい

と考えます。フッ素洗口を希望しない子供たちには、容器を水に入れて同じように洗口して

差別をなくす方法もあります。関係者が十分に話し合い、納得できたら実施してもよいとい

う形で進める学校なのかそうじゃないのか、それを考えていただきたいというふうに私は思

います。また、今、フッ素洗口につきましては小学校ではマイカップを持っておりまして、

そのマイカップにポンプでぴゅっとして洗口するということで、紙コップの使用はないとい

うことでございます。 

とにかく、フッ素洗口を行うに当たっては一部に負担を押し付けるのではなく、皆で子供

の健康のために年を取っても自分の歯で食べ、要介護者にならないために子供のころから歯
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及び口腔の健康教育をすることが大事で重要なことと考えます。 

以上の考えを持って、市長にお尋ねいたします。県条例の実施についての見解を求めます。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

フッ素塗布もしくはフッ化物洗口におきまして、さまざまに議論を持っておられる方もい

らっしゃいます。そして逆に、これを促進することによって虫歯を解消していく一つの手段

として考えておられる方もいらっしゃるわけでございます。そういうさまざまな意見を、ま

ずは我々といたしましても学校現場に求め、そして議論を高めながら、そしてどういう方法

が一番実施に向けて、安心・安全な環境を構築することができるかということを一つ一つ積

み上げていかなければいけないというふうに思っております。そういう環境の中で、初めて

県条例の実施ができるというふうに考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ４番。川野精一議員。 

○４番（川野精一君）  これをもちまして、一般質問を終了いたします。ありがとうございま

した。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで暫時休憩いたします。 

午後２時37分 休憩 

───────── 

午後２時56分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。 

ここで４番議員より、発言の申し出があっておりますので、これを許可します。（「議長、

４番」と呼ぶ者あり） 

４番。川野精一議員。 

○４番（川野精一君）（登壇） 発言の訂正をさせていただきます。発言中に、「啓蒙」とい

う言葉を発してしまいました。正しくは「啓発」でございます。お詫びいたしまして、訂正

いたします。 

○議長（簑毛正勝君）  ただいまの申し出のとおり、訂正方よろしくお願いいたします。

（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君）（登壇） 13番議員の本村です。それでは、通告に従いまして一般質問

を行ってまいりたいと思います。質問内容は５点あります。まず１点目、住宅リフォーム助

成制度。２点目、ダムによらない治水対策。３点目、誘致企業。４点目、介護保険制度。

５点目に下水道事業に関して質問をしてまいりたいと思います。 

それでは、まず１点目の住宅リフォーム助成制度について質問してまいります。消費不況

の中、市民の暮らしは本当に大変になっています。２月９日に建設業者の方々と懇談したと
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ころ、仕事が全くないと言われていました。そのような状況の中、住宅リフォーム助成制度

を行っている自治体から、この制度が住民から大好評であることが報告されています。近隣

の多良木町では、住宅リフォーム助成制度が昨年７月から始まりました。住宅の修繕、補修、

増改築のための工事などを対象に、10万円以上の工事費の20％以内で、20万円を上限に町が

補助を行います。現在64件申し込まれており、995万円の補助金に対して、請負総額は8,383

万円、約９倍の経済効果があったことが明らかになっています。 

このように、この制度は地域経済への活性化へ波及効果が大きいために、昨年末で全国の

180の自治体に広がっています。まず市長に、この制度を行うかどうかの前に、認識につい

てお伺いいたします。住宅リフォーム助成制度は魅力のある制度だと思いませんかというこ

とについて、お伺いいたします。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

リーマンショック以来の経済不況の中で、または新築住宅の着工件数が減る中で、こうい

う一つの経済振興施策というものは効果的なものであるというふうに認識いたしております。

（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） 市長も経済効果の高い施策だということでした。住民からも大変喜ば

れております。私が調べてみると、この制度の期待の大きさを表す出来事が各地で起こって

います。滋賀県近江八幡市は住宅リフォーム助成制度を、昨年度と今年度に続いて来年度の

実施を目指して予算案に計上しました。昨年８月16日の申し込み受付初日には、１番に申し

込もうと前夜８時ごろから市役所前で市民２人が徹夜で待つ人まであらわれました。当日は

早朝から受付の列ができ、受付開始の午前８時半には150人余りが市役所を取り巻くように

並びました。初日の申し込みは282件あり、150件程度の助成を予定していた市の予想を一日

で大きく上回っています。窓口になっている市商工観光労政課の担当者も、この期待の大き

さに驚きましたと語っているそうです。 

このように、住民から喜ばれ、地域経済の活性化へ波及効果が大きい住宅リフォーム助成

制度を人吉市でも行うべきではありませんかということをお伺いします。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

住宅産業のすそ野というのは大変広いものであると。よって経済波及効果が大変大きいと

いうふうに思っているところでございます。 

先ほども申し上げましたとおり、新築住宅の着工件数が落ち込んでいる中で住宅リフォー

ムの需要が拡大しますと、中小の地元の業者の皆様方の仕事が確保されるだけでなく、地域

経済の活性化にも大きく寄与するものと認識をいたしているところでございます。 

さて、去る２月22日にニュージーランドで大地震が発生し、ビルが倒壊するなど大きな被

害が出たところでございます。日本人留学生を含む被災されました方々には心からお見舞い
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を申し上げたいと思います。 

私たちが住んでいるこの日本におきましても頻繁に地震が発生しておりまして、児童・生

徒の安全が第一であるとの考えから、現在、小中学校の耐震改修工事を進めているところで

ございます。平成７年の阪神淡路大震災では、多くの住宅が倒壊したことにより多数の方々

が犠牲となられました。その現場は私も目の当たりにしたところでありますが、今後は住宅

の耐震化をどのように促進していくかということも、人吉にとりまして大きな課題となって

いるのではなかろうかと思っております。 

住宅リフォーム制度につきましては、経済対策としてだけではなく市民の安全を守るとい

う観点から、特に耐震改修の助成制度につきましても、今後、財政状況なども勘案しながら

取り組みを検討していきたいと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） 耐震化も非常に必要であると思います。多良木町のやっている住宅リ

フォーム制度の要項がここにありますけど、多良木町は耐震化のはここに入っていないんで

すけど、太陽光発電等のＣＯ２削減につながる工事あたりを、要項の中にそういうのにも使

えるというになっております。そういった面で耐震化も、条例でするか要項でするかあるん

ですけど、そういうようなものの中に入れてやるという方法もあると思いますので、検討さ

れるということで、その辺を含めて検討をぜひしていただきたいということを申しておきた

いと思います。 

それでは、２点目のダムによらない治水対策についてお伺いしていきます。球磨川の治水

対策において、この人吉市で早急に対策が必要なのはやはり人吉橋左岸の未改修部分の河道

拡幅と築堤だと思います。この部分は状況が前進しつつあるという話も聞きます。 

そこで、この部分の改修に向けての取り組みが、今どのような状況にあるのかお答えくだ

さい。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

人吉市地区における直ちに実施する対策として、人吉橋下流左岸の掘削、築堤があるわけ

でございますが、御承知のとおりこの場所につきましては、地権者との用地協議が必要にな

ってくるわけでございます。現在、国土交通省八代河川国道事務所において、鋭意地権者の

方と用地協議を進めているというふうにお伺いをしているところでございます。 

以上、お答えいたしす。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） 用地協議中ということで、これ以上、中に質問するのは難しいと思い

ますけれども、これがぜひうまく協議がまとまって、この治水対策が進んでほしいというこ

とを述べておきます。 
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それで全般的な治水対策ですけど、３月29日に行われたダムによらない治水を検討する場

の第７回会合において、国土交通省は直ちに実施する対策で想定される370億円から440億円

の総事業費及び工期を示していました。ところが、６月23日に８回目の会合が行われて以降、

９回目の会合を行われる様相が見えません。何回か各自治体に打診はあったと担当課に聞い

ていますが、日程調整などについても、国に８回までの積極性が見えないように思います。

このような状況ですが、市長は積極的に治水対策の予算をつけるよう国に求めていくべきだ

と思いますが、その点について市長はどうお考えでしょうか。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

ダムによらない治水を検討する場というのが、第８回が昨年６月23日に開催されまして以

来、二度ほど各出席者に日程調整等が行われたわけでございますが、日程調整が整わず実施

に至っていないのは御承知のとおりでございます。 

実は今週の月曜日、７日の夕方に国土交通省八代河川国道事務所の笠井所長さんと熊本県

の河川課、川辺川ダム総合対策課の御担当者が来庁され、現在の状況についての報告があっ

たところであります。内容につきましては、３月に予定していた第９回の会議が県議会や流

域市町村の議会のスケジュールで開催できなかったので、現在の検討状況について全市町村

長に説明あるいは意見聴取をして、実際の検討の場を開催するまで個別であっても議論を深

めていきたいということでございました。 

また、第８回が６月23日に開催されてから現在までの間、第７回や第８回で出た宿題につ

いて国交省、熊本県で検討し、さらには直ちに実施できる対策が予算さえあれば本当にすぐ

着手できるのかなど、事業レベルの課題についても検証を行っていたということでございま

した。 

私といたしましても一日も早くダムによらない治水を検討する場を再開をしていただきた

いと、新たな治水の方針等について結論をいただきたいというお願いを申し上げたわけでご

ざいますが、中期あるいは長期の治水対策の整備方針についてしっかりと、再び議論はしな

がら、すぐやれる治水対策については、つまり短期ですね、示された短期の治水対策につい

ては待ったなしで予算をつけていただいて実行してほしいと強く要望したわけであります。 

それからまた、ソフト対策といたしまして、人吉市の防災無線、これも社会資本整備交付

金等々による早急なる対応をお願いしたいというふうに強く要望したところであります。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） ぜひとも、そこのところはしっかり取り組んでいただくようにお願い

いたします。 

それから、３番目に企業誘致のことについて質問してまいります。３月１日に開催された

全員協議会において、人吉市中核工業用地整備事業の概要の説明がありました。この人吉市
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中核工業用地については、平成20年10月の人吉市議会臨時会において、議会としても用地の

目的変更を承認した経緯もあります。私も企業の地域への進出については、雇用進出のうえ

で歓迎するものです。しかしながら、その後のリーマンショックの影響は大企業にも大きな

影響を及ぼしました。そこで、この人吉市中核工業用地整備事業についても、今後の事業の

進め方を検討しておく必要があると思います。そこで、この質問を行います。 

まず、市民の中では人吉市中核工業用地整備事業について、まだ知られていない部分もあ

ります。ここで、この事業の事業場所、開発面積、工業用地有効面積、概算事業費がどのよ

うなものかお答えください。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

中核工業用地整備事業につきましては、先日３月１日の全員協議会にて報告させていただ

きましたが、まず第１期の整備計画区域としまして、現在国道221号線沿いに保有しており

ます上漆田町の約10.8ヘクタールの工業用地に、その東側の農業振興地域である平坦な畑地

を含めた区域でございます。開発面積は18.72ヘクタール、工業用地有効面積は11.76ヘク

タールと計画をしております。また、概算事業費は、約９億7,600万円と試算しているとこ

ろでございます。 

以上でございます。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） 今の答弁の中で、工業用地有効面積が11.76ヘクタールだということ

でした。担当課で聞いたところ、錦町の九州武蔵などは３ヘクタール程度だということです

から、約その４倍になるということになります。実際、現地を見てきましたがかなり広いこ

とがわかりました。平成20年10月の臨時会の議事録を見てみますと、当時の井上経済部長は、

誘致する企業の業種について、半導体、電子関係、こういった大手メーカーであるというこ

とでございますと答弁していますが、この大手メーカーというものを実感させるものでした。 

さらに、平成20年10月の臨時会の議事録を見てみますと、現在、人吉市が所有する土地に

加えて、さらに取得しなければならない用地について、当時の井上部長は、用地購入につい

ては先行取得で持っていかないといけないと答弁しています。リーマンショックが起こった

以降の今日においても、先行取得で用地購入をしようと考えているのか、お伺いします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

先ほど説明しました第１期としての整備計画区域内におきまして土地の取得を考えており

ますが、この取得を計画している中に約４ヘクタールを超える農振地域が含まれており、除

外後の農地転用に農林水産大臣の許可を必要とすることから、現在、熊本県との事前協議も

最終の段階に入っております。早期に農振の除外を行い、土地所有者への説明会を開催した

いというふうに考えております。その後、土地所有者への同意が得られましたならば、用地

の先行取得を行ってまいりたいというふうに考えております。 
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以上でございます。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） そうしたならば、先行取得する用地の費用は一体いくらで、その財源

はどこから持ってこられるのか、お答えください。 

○経済部長（椎葉文雄君）  取得する経費につきましては、畑、山林等を含む用地取得費及び

１件の建物の移転補償費でございますが、これが約２億500万円。また人吉市土地開発基金

を取得する財源として考えておりまして、この基金の現在高の範囲内で取得する計画でござ

います。 

以上でございます。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） それだけかかるということなんですが、それだけかけて用地を先行取

得しておいて、人吉市中核工業用地に企業が進出してくる見通しがあるのか、お伺いします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

現在、熊本県と連携を図りながら企業の誘致活動を行っておりますが、その機密性の観点

から具体的な企業名の紹介はあっておりませんし、現状としていろんな企業からの打診もあ

っておりません。リーマンショック後、企業は設備投資を控えており、大変厳しい状態にご

ざいますが、熊本県におかれても県南地域の内陸部に整備した工業用地として人吉市中核工

業用地を積極的に企業に紹介していただいているところでございます。 

また、本市といたしましても関東・関西方面に企業訪問を行い、本市の地域資源を活用し

た九州工場としての人吉立地や、南九州の要衝というエリアの拠点性を生かした立地の提案

をするなど、誘致活動を積極的に行っているところでございます。 

以上でございます。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） ここから市長に質問していきたいと思うんですけれども、1990年代の

後半には土地開発公社が土地を買いあさり、広大な土地が利用もされずに塩漬けになってい

る状態が大問題になりました。全国で塩漬けになった土地は1,797ヘクタール、取得価格は

３兆646億円以上となっています。その背景には、地方自治体がバブル経済が破綻しても土

地の先行取得をどんどん進めたことにあります。そのときの歴史の教訓を生かしていくべき

だと思います。リーマンショック以降、企業の動向が大きく変わったと思います。先行取得

で用地購入をしておいて、その後本当に企業が進出してくるのか何の懸念も持っておられな

いのか、お伺いしたいと思います。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。 

何の懸念もないということはないわけでありまして、先ほど部長も答弁させていただきま

したとおり、どこというところも決まっていないわけでありますから、その懸念がないとい
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うことはございません。 

しかし、バブル崩壊後各地の、日本全国各地の土地が塩漬けになったという事実はござい

ますが、しかし、それから景気回復を迎えまして、そしてその塩漬けになった土地、10年ぐ

らい塩漬けにされたところもあるようでございますけれども、それはそれとして、また用地

として売却をされていったという経緯もございます。 

要は、商品、品物がない限りは、この辺を埋め立てて11ヘクタールぐらい用地ができます

といっても、企業というのはやはりそこに敏速性を求めているわけでございまして、やはり

用地というものは持っておく必要があるというふうに思っております。それが先行取得とい

うことに関しまして御懸念をいだいておられるようでございますけれども、これは当然なが

ら財政状況等を勘案しながら、相談しながら、これはやっていかなきゃいかんということで

ございます。 

さまざまにこれが、何年後にどこが、どのような形で、どれぐらいの規模でどんな業種で

ということの保障がない限り、懸念が全くないということはないわけでございますけれども、

土地という商品をもって全力投球し、雇用の安定に努めてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） バブルの後には景気がよくなって、その後用地もふえただろうという

ことなんですけれども、じゃあ今現在、景気が、経済状況がよくなっていくという見通しは

お持ちなのか、ちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども。 

○市長（田中信孝君）  日本全国、人口減少社会を迎えております。それから少子高齢社会を

迎えておりまして、全国的に日本の経済の規模が縮小していく傾向にあるということは、も

う事実でございます。 

しかし、独自の技術を持ち、独自の経営を行っているという企業もあるわけでございまし

て、これからどういう場面で、どういう分野で、どう展開していくかということは私も予想

はつきませんけれども、やはり南九州のこの人吉市の環境の中でも立地ができるという、そ

ういう企業に焦点を絞りながら今、努力をしているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） 景気がよくなるというか経済状況がよくなるということに関して、日

本政策投資銀行参事役の方が１月15日付の朝日新聞に話をされているんですけれども、経済

停滞は国際競争に負けた結果ではない。内需の縮小こそ病気だ。賃上げ、内需拡大、売上増

加という好循環を生む第一歩というふうに述べられているんですね。内需の拡大が非常に大

切だと言っているんですけれども、それを大きく妨げる現象が今、日本で起こっていると思
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います。それが、大企業のため込みです。 

10年前、1998年には143兆円だった大企業のため込みが、2009年には244兆円に増加してお

ります。これを私は、賃上げや雇用をふやして、このお金を出させてこそ景気回復につなが

るし、そのことを絶対やらなければならないと思っているですけれども、今の段階ではそう

いうふうな政治の状況がなっていませんので、なかなか景気の経済状況がよくなるのがまだ

まだ見えてこないと思います。そういった状況の中で、私は今回の土地の先行取得はあまり

にもリスクが大きいと、やはり再検討も必要ではないかというふうなことをまず申しておき

たいと思います。 

もう１点なんですが、仮に企業が進出してきたとしても、今の大企業には地域の雇用を守

るという社会的責任を果たそうという気がないのが問題だと思っています。リーマンショッ

ク以降、全国で大量の派遣切りや雇い止めが問題になりました。錦町にある九州武蔵やＮＥ

Ｃセミコンダクタでも大量の派遣切りや雇い止めがなされました。九州武蔵は武蔵精密工業

の関連会社ですが、この武蔵精密工業は570億1,500万円の内部留保を持っていました。また、

ＮＥＣセミコンダクタはＮＥＣの子会社ですが、ＮＥＣは約１兆円近い内部留保がありまし

た。このように会社の体力が十分にあるのに派遣切りや雇い止めがなされました。このとき、

人吉市がどれだけ大変な目にあったのかを市長は痛いほど知っておられると思います。 

九州武蔵やＮＥＣセミコンダクタで派遣切りや雇い止めが起こったときに、私はよく担当

課と意見交換をいたしました。そのときに人吉市の地元企業は、経営が大変でも解雇者を出

さないように頑張っていたことがよくわかりました。私は安定した雇用を生み出し、住民本

位での地域経済を活性化させるためには、大企業に奉仕のごとく巨額の支出をすることより

も、地域に根ざした中小企業や地場産業、農林水産業を支援することこそ必要だと思ってお

ります。地元企業の解雇を出さない取り組みは、このことをよく示していると思うというこ

とを述べてこの質問については終わり、次の質問に入ってまいります。 

４つ目に介護保険制度について質問してまいります。特別養護老人ホームが足りず、全国

の入居待機者は10年前の10万人から、ついに42万人を超えました。私たちが行った市民アン

ケートにもこの実態を伺わせる声が書かれていました。特養老人ホーム等の施設が不足して

いる。希望者は順番待ちである。何年待てばよいかという声もあるというものです。人吉市

に特養ホームの待機者がどれくらいおられるのか、お伺いします。 

○健康福祉部長（中村明公君）  お答えいたします。 

熊本県の調査で、平成21年７月１日時点での本市の特別養護老人ホームの待機者は371人

でございます。これは延べ人数でございまして、これから重複申込者、施設において予約的

な申し込みであると判断している人、最近１年以内に入所の打診を断った人、要支援者等を

差し引いた実人数は252人でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） そのような特養ホームの待機者が増加したために、介護のため離職せ

ざるを得ない実態も広がっています。３月７日に行われた参議院予算委員会で、山下芳生議

員の質問に、細川律夫厚生労働大臣は13万人にのぼると答弁しています。また、老老介護の

問題がマスコミでも大きく取り上げられています。特養ホームの待機者をなくすことは待っ

たなしの課題だと思います。人吉市は、特別養護老人ホームなどの施設をふやすべきではあ

りませんかということをお伺いします。 

○健康福祉部長（中村明公君）  お答えいたします。 

先ほどお答えいたしました252人の方のうち184人の方は、介護老人保健施設や介護療養型

医療施設などの施設等に入所されての待機でございまして、在宅での待機者は68人でござい

ます。この在宅待機者の解消のため、平成21年度に小規模多機能事業所１カ所、グループ

ホームを各圏域ごとに３カ所整備いたしまして、平成22年度から稼働しております。 

また、平成22年度にはグループホーム２カ所と小規模特別養護老人ホーム１カ所を整備い

たしまして、来年度から開設予定でございます。これによりまして、地域密着型サービスは

全部で15カ所となります。この基盤整備によりまして待機者が解消されるものと考えており

ます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） ぜひともこの取り組みによって、待機者が解消していただきたいと思

います。この問題につきましてはそういうことですので、また以降、市民の声等を聞きなが

ら必要になって質問してまいりたいと思います。 

そして次の質問に移ってまいります。下水道事業について、下水道料の問題です。先ほど

も申しました市民アンケート結果を集約してみますと、市民の暮らしが大変厳しくなってき

ていることが浮かび上がっています。「あなたの暮らしは以前と比べてどうですか」という

質問に対する回答では、「やや悪くなった」と「悪くなった」という回答が全体の72％を占

めていました。さらなる市民の暮らしを守る施策の充実が求められていると思います。その

中で、公共料金の引き下げも大切だと思います。 

市民の中には、下水道料が高いという声もあります。そこで、まず下水道料がどのように

決められるのか、お伺いします。 

○水道局長（多武芳美君）  こんにちは。水道局関係にも御質問をいただきありがとうござい

ます。御質問にお答えいたします。 

まず、公共下水道事業には二つの大きな役割がございます。一つは汚水の排除。それから

もう一つは雨水、雨水の排除でございます。雨水の排除に係る経費は公費で賄い、汚水の排

除については下水道使用者が負担することとなっております。つまり、雨水公費、汚水私費
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の原則でございます。 

本市の下水道使用料の算定方法はおおむね４年間の財政計画を策定いたしまして、その

４年間の下水道使用料収入見込額と汚水処理に要する経費の見込額を算定いたします。その

使用料収入見込額と汚水処理に要する経費の見込額の差により、現行料金で賄えるのか、使

用料を値上げしなければならないのか、また使用料を値下げできるのかの判断材料といたし

ております。 

使用料の改定につきましては、下水道事業運営審議会に諮問をし、審議会の中でさまざま

な調査検討を行っていただきまして使用料改定案を市長に答申していただいております。そ

の結果、使用料改定が必要となれば、議会に御提案、御議決をいただいて、新しい下水道使

用料とさせていただいているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） 決め方については今わかったところです。それでは、ほかの自治体と

比べて人吉市の下水道料が高いのか安いのかを知る必要があると思います。14市あたりの比

較を出されていると思いますが、標準的な家庭の水量の場合、人吉市の下水道料はいくらで、

県下で何番目に高くなっていますか。また、一番安くなっている市の下水道料はいくらです

か。 

○水道局長（多武芳美君）  ２回目の御質問にお答えいたします。 

なお、金額及び順位等につきましては、いずれも平成22年３月末現在の数値でお答えいた

します。 

下水道使用料金の比較に用います標準的な世帯の使用水量として、総務省及び国土交通省

ともにその水量を20立方メートルといたしておりますので、20立方メートルの水量で御質問

にお答えさせていただきます。 

まず、人吉市の20立方メートル使用時の下水道使用料金は消費税込みで3,339円でござい

ます。熊本県下14市では何番目に高いかとの御質問でございますが、高い方から５番目でご

ざいます。 

次に、熊本県下14市で一番安い市と使用料金でございますが、一番安いのは合志市でござ

います。消費税込みの1,890円でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） 県下14市の中でも５番目に高いのがわかったんですが、もう一つ、市

民の中では上水道料との比較で高く感じられるという方がおられるようなので、下水道の場

合の20立方メートル使用時、先ほど答えてくれましたけど、ちなみに上水道で20立方メート

ル使ったときの料金はいくらでしょうか。 
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○水道局長（多武芳美君）  20立方メートルの水道料金は、一般的な家庭で使用されています

口径13ミリの料金体系でお答えさせていただきます。 

消費税込みで2,320円でございます。ちなみに、県下14市では20立方メートルでは一番安

い水道料金でございます。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） 今の２回の答弁であったように、人吉市の下水道料は県下14市におい

て５番目に高い額になっています。また、市民の中から、水を捨てる下水道の料金が水を得

る上水道の料金より、なぜ高いのかという声もあるところです。人吉市の下水道料を引き下

げることはできないか、お伺いします。 

○水道局長（多武芳美君）  それでは、３回目の御質問にお答えいたします。 

現在の下水道使用料は、平成17年度に改定しました下水道使用料を適用しているところで

ございます。平成20年度に人吉市下水道事業運営審議会に今後の使用料の見直しについて諮

問を行い、審議会の中で慎重に審議していただいた結果、現行の使用料体系を平成24年度ま

では据え置くとの答申をいただき、その答申どおり据え置いているところでございます。 

しかしながら、審議会で検討されました財政状況の中身を申し上げますと、平成21年度か

ら24年度まで現行下水道使用料を据え置くとした場合、年間で約3,400万円、４年間で約

１億3,000万円の資金不足が生じる財政状況でございました。しかし、その不足分は資本費

平準化債等でまかなえるとして据え置かれたところでございます。 

つまり、本来下水道使用料で賄わなければならない資金不足額を、資本費平準化債という

借金と一般会計繰入金の一部に依存しているのが現状でございます。また、下水道事業にお

きましては徹底した経営改善に向けた取り組みを行っておりまして、まず職員数でございま

すが、下水道課においては平成17年度に13名在席していた職員数を現在は10名で業務を行っ

ております。さらに、平成21年度からは浄化槽に関する所掌事務を環境部門から下水道課へ

移管したことに伴い、10名の職員のうち２名は浄化槽担当として一般会計で人件費を賄って

いることから、下水道特別会計からの支弁職員は８名でございます。これ以上の人員削減は

不可能ではないかと思っているところでございます。 

また、補償金免除繰上償還の実施や、終末処理場人吉浄水苑等の運転管理業務を包括的民

間委託にするなど、徹底したコスト削減に取り組んできたところでもございます。一方、歳

入におきましては、人吉市全体の人口減少や近年の節水型家電商品の普及、さらに長引く景

気低迷による大口需要の伸び悩みなどから、下水道使用料収入そのものは平成17年度をピー

クに横ばいからやや減少に転じている状況でございます。このようなことから、現在の状況

のもとで下水道使用料の引き下げを行うのは大変難しいところでございます。どうかこのよ

うなさまざまな状況を御理解いただきたいと存じております。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（簑毛正勝君）  13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君） 今、水道局長は値下げをできない理由をいろいろと述べられました。

そこで、私は答弁でも述べられました一般会計から下水道会計の繰入金の推移を調べてみま

した。 

そうすると、平成11年には８億600万円あったものが、平成12年度から７億円台、平成16

年度は６億円台、平成17年から５億円台、平成19年度から４億円台と減り続け、平成21年度

には３億8,000万円となっています。人吉市が本気で下水道料を「引き上げ」ようとしたな

らば、一般会計の繰入を減らさなければできるはずということを申し上げて、私の質問を終

わります。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで時間の延長をいたします。ここで暫時休憩いたします。 

午後３時43分 休憩 

───────── 

午後３時52分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。 

────────────────────────── 

発言の申し出 

○議長（簑毛正勝君） ここで、13番議員より発言の申し出があっておりますので、これを

許可します。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君）（登壇） 大変失礼いたしました。今の質問の一番最後の部分です。下

水道料のかかわる部分で、最後のところで「値下げ」と言うべきところを「値上げ」と言っ

てしまいました。訂正方よろしくお願いいたします。 

○議長（簑毛正勝君）  ただいまの申し出のとおり、訂正方よろしくお願いいたします。

（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

２番。井上光浩議員。 

○２番（井上光浩君）（登壇） 皆さん、こんにちは。２番議員の井上でございます。本市の

春の訪れを告げるひとよし春風マラソン、大畑梅園まつりも盛況のうちに終わり、また現在

は九日町通りでは人吉球磨はひなまつりも行われております。早いもので、議席をいただい

て４年近くがたとうとしております。議場において、さまざまな議案の審議、一般質問にお

いては同僚議員の質問、執行部の答弁等々の議論を聞き、私自身すばらしい時間を過ごせた

と感じております。 

４年近くの議員活動の中でいろいろな思い出がございますが、一番印象に残っております

のは、今議会議場におられました職員の方が亡くなられたことでございます。御遺族の悲し

みは時がたっても失せることはないと思いますけれども、この場を借りて御冥福を祈る一人
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であります。 

それでは、通告に従いまして一般質問を行います。市長の施政方針より、まず１点目は九

州新幹線全線開業による観光施策について。２点目は、通称豆バス運行後の交通空白地帯に

対する今後の施策は。３点目、くま川鉄道との今後の連携と利用促進策はについてでござい

ます。 

きのうの一般質問で笹山議員が質問をされております交通政策関係と重複する部分がある

かと思いますけれども、私の観点で質問をしたいと思っております。また、質問の中では似

たような答弁を求めるところがございますけれども、進行上お許しをいただきたいと思って

おります。 

１点目の九州新幹線全線開業による観光施策についてでございますが、平成23年３月12日

に迫りました全線開業に向けてマスコミ報道等による効果もあり、沿線地帯は盛り上がりを

見せていると感じております。あわせて、肥薩線では熊本－人吉間ＳＬ人吉の運行も再開を

されます。本日の熊日の予約状況では12日、13日は満席という状況でございました。本市の

観光地としての魅力を発信するチャンスであることは多くの人が認めるところでございます。  

そこで、改めてお聞きしますが、九州新幹線全線開業に向けて、現在までどのような観光

施策を行われてこられたのでしょうか。お尋ねをいたします。 

１回目、終わります。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

まず、熊本県では九州新幹線全線開業に先立ち、熊本サプライズと銘打ち、平成21年度、

22年度と県内各地でさまざまな取り組みが展開されてきました。人吉球磨では新幹線熊本づ

くりプロジェクト人吉球磨地域推進本部で官民一体となった取り組みを行っており、10種類

のプロジェクトを実施してまいりました。今まで行ってきた事業の磨き上げを行い、さらな

るおもてなしで観光地としての魅力を向上させるとともに、新たな取り組みとしては球磨川

サプライズとしてカッパ捜索隊を実施しております。 

本市独自の取り組みといたしましては、全線開業を見据え、２年前からじゅぐりっと博覧

会を春、秋に開催しており、２カ月にわたりさまざまなイベントで人吉市をおとずれた観光

客の皆様をおもてなしの心でお迎えしております。ことしも新幹線開業日にあわせ、じゅぐ

りっと博覧会のプレイベントとしまして九日町の人吉雅の賑や、ＳＬ人吉も平成23年の運行

を同じ12日に再開しますので、人吉駅での歓迎イベントを行います。 

継続して実施しております人吉球磨はひなまつりにおいては、さらに充実を図り、人吉球

磨全10市町村の紹介を行うことができ、おひなさまの展示につきましても皆様の御協力で

100カ所以上の施設、商店、民家で飾っていただくようになりました。また、人吉球磨のガ

イドブックやスィーツめぐりん本の発行、くま川鉄道によるカフェトレインの運行、３月か

らはかっぱモバイルラリーなど、県の新幹線対策予算を活用して取り組んでおります。 
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このように九州新幹線全線開業に向け、各種事業の情報発信やイベントの実施により、観

光客誘致及び受け入れ態勢の整備に努めているところでございます。 

以上でございます。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ２番。井上光浩議員。 

○２番（井上光浩君） 各種事業の情報発信、またイベントの実施により、観光及び受け入れ

態勢の整備を進めてきたということでございます。 

各報道でもございますけれども、今、熊本県、九州ということでございますけれども、沿

線の自治体の懸念材料というのは、最大の懸念材料は通過点になってしまうのではないかと、

田中市長もよく言われております。その歯止めということで肥薩線等々のＳＬ運行があるわ

けでございますけれども、今回肥薩線と新たに新八代－宮崎間を走る高速バスの連携はどの

ようになっているのでしょうか。新幹線から乗り継ぎ状況、また時間、本数などＪＲ等々と

の協議、本市からの要望などは行われているのでしょうか。お尋ねをいたします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

九州新幹線全線開業に伴い、新たな交通手段として人吉インターのバス停留所を発着する

高速バスはＢ＆Ｓみやざき – Ｂ＆Ｓというのはバスと新幹線という意味らしいですけれど

も、の名前で宮崎駅から新八代駅を約２時間10分で結びます。約１時間に１本の割合で、

１日16便が往復いたします。人吉からこの高速バスに乗車いたしますと、40分後に新八代駅

に到着し、その20分後には新幹線さくらに乗車が可能となっており、博多駅にはその50分後、

待ち時間を合わせまして合計１時間50分で到着することとなります。博多から人吉へ向かう

場合も同じ16便でございまして、新八代駅に到着後７分の待ち時間で高速バスに乗車できま

すので、博多駅から約１時間50分で人吉インターに到着することができます。 

肥薩線と新幹線との連携では、スピードの新幹線に対し、心癒されるスローな旅を観光列

車ＳＬ人吉、いさぶろう・しんぺい号により提供し、歴史ある肥薩線をさらなる発展と利用

促進につなげたいというふうに考えております。 

ＪＲへの要望等でございますが、肥薩線利用促進存続期成会では平成23年１月に肥薩線利

用促進存続に関する要望書を提出されており、肥薩線の増便や肥薩線の新八代駅への乗り入

れ、いさぶろう・しんぺい号を利用する観光客の皆様に好評を得ております大畑駅、矢岳駅

に地元の皆様に頑張っていただいております特産物販売所がございますので、この大畑・矢

岳駅における観光列車停車時間の延長などを要望しております。おもてなしの心でさらなる

肥薩線の利用促進を図ってまいりたいというふうに存じます。 

さらには、ＪＲにはＤ51機関車の復活と、世界遺産登録へ向けたさまざまな取り組みを行

う上での御協力もお願いしております。今後も引き続きＪＲと連携を密にし、官民一体とな

った協力体制で人吉観光を発展させていきたいというふうに考えております。 

以上でございます。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（簑毛正勝君）  ２番。井上光浩議員。 

○２番（井上光浩君） 今、答弁がありましたけれども、宮崎から新八代駅までということで、

２時間10分で結ぶということでございます。以前でしたら、宮崎から鹿児島といいますとち

ょっとうろ覚えでございますが５時間近くバスではかかっていたんじゃないかなと思ってお

りますけれども。要するに、新八代駅からそのまま宮崎のほうに持っていこうというような

戦略もあると私は思っております。中継点に人吉がございますけれども、肥薩線だけではな

く、人吉インターでお客様が降りていただくような観光施策等々が必要になってきていると

いうのが私の感想であります。 

今、答弁がございましたけれども、今後、より一層に官民一体となって協力体制を取って

いただき、またＪＲ九州との連携も密に取っていただいて観光人吉を盛り上げていただけれ

ばと思っております。この点につきましては、この質問は終わります。 

次に、通称豆バス運行後の交通空白地帯に対する今後の施策はと、そして３点目のくま川

鉄道との今後の連携と利用促進策ということは連結しておりますので、一括して質問をさせ

ていただきたいと思っております。 

通称豆バス運行後の交通空白地帯に対する今後の施策についてでありますが、昨年10月よ

り運行が開始されている通称豆バスの利用状況については、笹山議員の質問に対し、新４路

線、上原田線週に２回、一日当たりが7.4人、258人。大柿線週に２回、一日当たり3.7人の

130人。小柿線が週に２回の一日当たりの1.7人、59名。七地線におきましては週に２回の一

日当たり2.2人、76名の乗客があったというところでございますけれども、これはバス会社

の自主運行ということでございました。 

そこで、運行を開始して５カ月ほど経過をしたところでございますが、新規４路線の運行

について、地域からの反応はどのようなものか、また要望等は上がっているのでしょうか。

お尋ねをいたします。 

○市長公室長（深水雄二君）  お答えいたします。 

その前に、自主運行というのはじゅぐりっと号とさるく人吉でございます。御質問は豆バ

スですので、それについてお答えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

御質問の新規４路線の運行に対する地域からの反応、要望ということでございます。まず、

新規４路線の運行に際し地域の方々の反応につきましては、昨日の笹山議員の御質問にもお

答えさせていただきましたように、これまで通院や買い物にはタクシーを利用したり、家族

に連れていってもらうしかなかったが、バスが通るようになり本当に助かっていますといっ

た声が多く寄せられるなどおおむね好評のようでございます。 

10月からの運行開始後、校区の老人会定例会に出向きまして、バス運行に対し感想などを

お伺いしたところ、バスの運行を知らなかったという声も多く聞かれ、まだまだ周知不足を

感じたところでございます。今後は、産交バス様と十分に連携し、引き続ききめ細かな周知
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を図っていかなければならないと考えております。また、先月開催されました中原校区町内

会市政懇談会におきましては、馬草野地区までバスが来ているので、せっかくならば約１キ

ロメートル先の尾曲地区まで延長できないか、さらに尾崎地区においてバス運行ルートの変

更ができないかというような御要望もいただいているところでございます。 

以上、お答えします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ２番。井上光浩議員。 

○２番（井上光浩君） 今まで路線バス等と再編計画を協議をされてきた中で、バス路線の整

理、統合を含めた効率化、バス路線の利用促進、財政負担の軽減等々を勘案されてこういう

ふうに進めてこられたと思います。 

そこで、市内を走る路線バスの現在の運行状況は市内だけですので、確か９系統、下田代

行きが１系統、大塚行きが２系統、鹿目行きが１系統、田野行きが２系統、山江温泉セン

ター行きが１系統、人吉インターチェンジが２系統であると思います。今回、循環型バスと

いうことで、そのあと路線バスに加え循環型バスとしてさるく人吉、観光客の回遊性を高め

るためのじゅぐりっと号の運行を導入されてまいりました。 

昨年10月、交通空白地帯解消のための運行であったと、豆バスの運行であったというわけ

でございますが、先ほど答弁にありましたとおり、老人会等々から、また市政懇談会等々か

ら要望を受け、現在運行をされておる豆バスの今後の運行工程、平成23年度になるわけです

けれども、時刻またコースの変更、増便などを含めて運行工程の検討がなされておるのでし

ょうか。お尋ねをいたします。 

○市長公室長（深水雄二君）  お答えいたします。 

運行工程の検討がなされているかという御質問でございます。結論から申し上げまして、

現時点では新規４路線は現行のままで利用促進を図っていきたいと考えているところでござ

います。定着しつつある運行時刻やコースの変更を行うことは、利用者にとって逆に混乱を

招くことにもなりかねませんので、もうしばらくの間は現在の運行を継続し、産交バス様と

も十分に連携を図りながら利用促進につながるよう努めてまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ２番。井上光浩議員。 

○２番（井上光浩君） 通称豆バス、新規４路線の運行により地域によって交通空白地帯が解

消されたところもあるが、市内全域を考えますとまだまだ交通空白地帯が残っている現状で

あります。 

財政面からいいますと、路線バス補助金、年々増額をする一方でありまして、平成18年度

においては4,889万7,000円でございましたけれども、21年度5,294万円と増額をしておりま

す。また、財源においては、県の補助金は年々下がっておりますけれども、一般財源の持ち

出しがふえているという状況であります。この状況を勘案しまして、今後交通空白地帯につ
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いて、これ以上バス会社の負担がどんどんどんどんふえてしまっては、ある面、交通空白地

帯には何もできないような状況になっていくと。半ばあきらめ的なところで空白地帯の方の

要望があるのは実情であります。 

そこで、地域の実情にあった交通手段の確保が必要と考えますが、別に考えられるものは

ないのでしょうか。お尋ねをいたします。 

○市長公室長（深水雄二君）  お答えいたします。 

まず初めに、現在本市が取り組んでいますバス政策について、少し御説明をさせていただ

きたいと思います。 

バス政策の大きな課題としては２点。１点目が運行体系の効率化、２点目が財政負担の軽

減でございます。この大きな課題を解決していくための基本的な考え方が四つほどございま

して、まず一つ目が市内環状線の確立、これはさるく人吉、じゅぐりっと号などの運行でご

ざいます。次に、二つ目がバス空白地帯の解消、これは御質問の豆バスによる新規路線の拡

充などでございます。次に、３つ目が地域性に配慮した交通手段の導入、これはデマンド交

通導入の検討でございます。そして、最後に四つ目が圏域をまたぐ路線の整備、これは市町

村横断型の17系統の再編でございます。 

ここ数年の取り組みは基本的な考え方に基づき実施してきたものがほとんどでございまし

て、御質問の地域の実情にあった交通手段の確保ということは、このうち３番目の地域に配

慮した交通手段の導入に該当すると思っているところでございます。これまでの取り組みに

ついて検証してみましたときに、公共交通空白地帯の解消につきましては豆バス運行により

ます４路線の拡充を行いましたものの、空白地帯が解消したとは決して言いがたく、特に山

間部におきましてはきめ細やかな公共交通の手段の確保には至らず、心苦しく思っていると

ころでございます。したがいまして、さらなる公共交通空白地帯の解消に取り組むためには

財政負担の面も考慮に入れながら、路線バスによる運行形態を抜本的に見直さなければなら

ないと考えているところでございます。 

県内におきましては、財政負担の軽減や利用促進を目的といたしまして、路線バス運行の

見直しを行い、地域の実情にあったきめ細やかな交通手段、いわゆるデマンドタクシーでご

ざいます、それへの転換を図られた事例があります。菊池市、上天草市のほうで実施をされ

ておられます。そういうところもございますので、そういった事例も参考としながら新年度、

来年度におきましては地域の皆様に希望の持てるような交通の手段の検討を進めてまいりた

いと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ２番。井上光浩議員。 

○２番（井上光浩君） 交通空白地帯、解消したとは言いがたいというような答弁でございま

した。また、デマンドタクシーも検討の視野に入れているというような答弁だったと思いま
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す。 

少し時間をいただきますと、代表的なところがございまして、矢岳を申し上げますと人口

数は82名ほどいらっしゃいますけれどもほとんどの方が高齢者でございまして、また、大畑

地区も大変交通の便が悪うございます。大畑といわず大野とか小川内とか、いずれも９月定

例議会でも申し上げましたけれども、完全な交通空白地帯でございます。大塚におかれても

桑木津留等々もそうでございます。 

そういった中で、やっぱり経費補助が一番高いのも、やっぱり私どもの地元でございます

下田代域など、また鹿目等々は補助金の分配が高いのではないかと私どもは予想しておりま

すけれども、デマンドタクシーということを視野に入れておられますので、少し紹介をいた

します。茨城県にあります神栖市デマンドタクシーというのがございます。これは市の商工

会議所が中心になってやられておりますけれども、導入の目的というのが非常に私が今質問

をしているとおり当てはまっております。循環バスに代わり、車を運転しない高齢者など、

移動の手段を持たない市民を主な対象者として日常の行動における移動手段をすることを目

的としたというような導入目的でございます。まさにこれが当てはまるのではないかなと思

います。高齢者などのためにデマンドタクシーを導入することは、やはり早急に全国の自治

体で考えられることだと私は考えておりますけれども、その点を踏まえて田中市長のお考え

はどのようにあるのでしょうか。お尋ねをいたします。 

○市長（田中信孝君）  日本全国で高齢社会が進んでおりまして、特にこの圏域は平均より速

いスピードでそれが進んでいると。高齢者を初めとします交通弱者、また買い物弱者に対す

る交通手段の確保といったものは、これから重要な課題であります。豆バスが走っている

ルート、またはまったく豆バスも、さらにほかの交通手段もないという交通空白地帯はまだ

たくさんあるわけでございまして、中にはみずからその地域がＮＰＯ法人でもつくって運行

しようではないかという考えをお持ちの方もいらっしゃるわけでございます。それだけ、地

域には交通空白地帯の解消へ向けた要望というものが強いというふうに思っております。 

そこで、現在のバス路線の形態、こういうものがどう今後あるべきか、維持すべきか、ま

たは整理をしてさまざまな、もう一度交通体系の構築をしなければならないのか。それに対

しまして財政負担の問題というのはまったく切り離せないわけでありまして、私といたしま

してはそういうことをすべてを勘案し、できるだけ早く地域の実情にあった交通手段の確保

というものをしていかなければならない。その一つがデマンド型タクシーの導入ということ

ではなかろうかというふうに思っているところでございます。 

利用者の方々の利便性の向上とともに、その交通空白地帯を解消することによって公平性

というものも進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ２番。井上光浩議員。 
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○２番（井上光浩君） 市長のほうからもデマンドタクシーへの積極的な導入を検討したいと

いうことでございます。要望でございますけれども、やっぱり市全体的に空白地帯、交通空

白地帯おのずとあるわけでございますので、どうか積極的に、早急に導入の検討に入ってい

ただきたいと、協議に入っていただきたいということを強く要望を申し上げまして、この項

目は終わります。 

続きまして、くま川鉄道と今後の連携と利用促進策はということでございます。もう一つ

の公共交通でありますくま川鉄道との組合せを中心に協議を重ねられていると、交通網の施

策を協議されていると思いますが、そのほかにも国土交通省のメニューの中にも交付金事業

等々あると思いますが、そのようなことを検討されているのでしょうか。お尋ねいたします。 

○市長公室長（深水雄二君）  お答えいたします。 

これまで人吉球磨圏域の首長を初め熊本県交通事業者、地域住民の代表の方など計23名に

より構成されています人吉球磨地域公共交通活性化協議会におきまして、くま川鉄道を基軸

とした地域公共交通の活性化に取り組んできているところでございます。 

この協議会におきましては、平成22年度から国土交通省における地域公共交通活性化再生

総合事業という補助事業の中で、くま川鉄道利用啓発のためのキャッチフレーズの募集、Ｋ

ＵＭＡ１、ＫＵＭＡ２をメーンとしたカレンダーの作成・配布、さらにくま川鉄道を側面的

に支援する組織がまんちょ会の会員増などに取り組んできたところでございます。 

御質問のくま川鉄道との今後の連携と利用促進策はということでございますが、これにつ

きましては努力目標として掲げておりますくま川鉄道年間利用者４万人増の計画の中で取り

組んでまいりたいと考えております。 

具体的な取り組みといたしましては、昨日笹山議員の御質問にもお答えしましたように、

４月以降になると思われますがタクシーにも利用できる共通券くま鉄振興券の販売が予定さ

れているところでございます。さらに、このくま鉄振興券をバスにも利用できるよう現在産

交バス様と協議も進めておりまして、最終的にはすべての交通事業者の間で使用することが

できる仕組みを構築していきたいと考えているところでございます。議員にも御支援、御協

力をよろしくお願いしたいと思っております。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ２番。井上光浩議員。 

○２番（井上光浩君） この点につきましては同僚議員からの質問もあっておりまして、基金

取り崩し等々につきましても山下議員のほうから質問もございましたので、この点につきま

してはどうか利用促進を図っていただき、市民だけではなく郡部の皆さんの交通の足を確保

していただきますよう、切に要望をいたします。 

少々短い質問でございましたけれども、３月31日をもちまして退職をされます職員の皆様、

またこの議場におられます部長、局長の皆さん方には御指導、御鞭撻いただきまして誠にあ
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りがとうございました。今後は体に御自愛をいただきまして市政発展に御尽力いただきます

ことを切にお願い申し上げまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで暫時休憩いたします。 

午後４時32分 休憩 

───────── 

午後４時46分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あ

り） 

７番。西信八郎議員。 

○７番（西信八郎君）（登壇） こんにちは。７番議員の西信八郎でございます。本日６番目

ということで、皆さんお疲れのことと思いますが、もうしばらくお付き合いのほどよろしく

お願いします。明るいうちに帰宅していただきたいと思っております。また、３月31日付で

定年退職されます局長、部長、公室長並びに職員の方々には長い間、市政発展のため御尽力

いただきましてありがとうございました。これからも、体に気をつけられ、いろいろな場所

で頑張っていただきたいと思っております。大変お世話になりました。 

それでは、通告に従いまして一般質問を行います。１に、農業関係といたしまして、農業

者戸別所得補償制度について、次に米の生産目標数量の配分について。２に、教育関係とい

たしまして、消費者教育について、子供の貧困と就学援助について。３に、消防関係といた

しまして、機能別消防団について質問をしたいと思います。 

まず、農業関係として、農業者戸別所得補償制度についてであります。このことにつきま

しては昨年12月議会で質問をしたわけでありますが、国策ということで明確にわからない部

分がありましたので、今回も質問をしたいと思います。平成23年度本格実施されますこの制

度とモデル対策の変更点の概要はどうなっているのでしょうか。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

制度の概要につきましては、モデル対策の変更点を申し上げることで説明にかえさせてい

ただきます。まだ詳細な23年度の要項等が来ておりませんが、平成22年度のモデル対策から

の主な変更点としましては、水田活用の所得補償に畑作物の所得補償が加えられ本格実施さ

れます。まず、水田活用の所得補償関連でございますが、平成22年度のモデル対策において

実施されました米の所得補償と米価変動補てん交付金、麦、大豆、飼料作物、米粉用米、飼

料米、ＷＣＳ用稲、そば、菜種、加工用米、二毛作助成、構築連携助成につきましての単価

の変更はございません。 

変更点としまして、地域の実情に即して麦、大豆等の戦略作物の生産性向上、地域振興作

物や備蓄米の生産に向けた取り組みなどを支援する産地資金が創設をされます。これに関し

ましては、去る２月８日の本市水田農業推進協議会総会において、白ネギ、インゲン、トウ
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ガラシ、ニンニクを地域振興作物として交付単価を上げる承認がなされましたので、現在、

県の協議会へ承認申請を行っているところでございます。 

次に、畑作物の所得補償でございますが、まず対象作物は熊本県においては、テンサイ、

でん粉原料用バレイショを除いた麦、大豆、ソバ、菜種となっております。 

交付対象者でございますが、対象作物ごとの生産数量目標に従って販売目的で生産する販

売農家や集落営農というふうになっておりまして、販売農家については販売実績がある者、

または共済加入者、集落営農につきましては代表者を定めた規約を作成し、対象作物につい

て共同販売経理を行っているものとなっております。 

交付金でございますが、反収増や品質向上の努力が反映されるよう数量払いを基本とし、

営農を継続するために必要最低限の額が面積払いとして交付されます。 

交付単価でございますが、全国一律になっておりまして、まず面積払いとして、前年度の

生産面積に対して10アール当たり２万円が先に交付をされます。そのあと数量払いとして、

当年産の標準的な生産費と標準的な販売価格との差額が単位重量当たりの単価で先に交付さ

れた面積払いを差し引いて交付されますので、結果的には作物によって10アール当たり２万

円から４万円程度が交付されるのではないかというふうに考えているところでございます。

さらに加算措置としまして、麦、大豆等の畑作物については地域間、農業者間の品質格差が

大きいため、数量払いの交付単価において品質に応じて単価の増減が行われる品質加算、地

域の耕作放棄地再生利用計画に従って畑の耕作放棄地に麦、大豆、ソバ、菜種を作付けた場

合に、平地で10アール当たり２万円、条件不利地で10アール当たり３万円が最長で５年間交

付される再生利用加算、制度加入者が農地利用集積円滑化事業により面的集積するために新

たに６年以上の利用権設定をした農地の面積に応じて、設定年度に10アール当たり２万円が

支払われる規模拡大加算が講じられるようでございます。その他集落営農が法人化した場合

に、法人登記等事務費相当額として定額の40万円が支払われる支援や、米の備蓄制度につい

ても従来の回転備蓄から棚上げ備蓄への変更もあるようでございます。 

以上でございます。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ７番。西信八郎議員。 

○７番（西信八郎君） 答弁いただきましたところによりますと、畑作も今回から対象になる

ということでございますが、現在市では対象者数、対象面積、交付金額の概算がわかるでし

ょうか、質問いたします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

国がこれまで水田農業を主体とした政策を行ってきたため、現在本市では水田台帳は管理

しておりますが、畑作台帳につきましては作成完了していないところでございます。よって、

対象者、対象面積等については現在のところ把握はできていないところでございます。 

そこで、先の３月２日に開催しました市とＪＡ農家振興組合長合同会議において、全農家
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に対して畑地のおける対象作物の作付け状況調査票の配布を各地区農家振興組合長さんにお

願いをしたところでございます。 

以上でございます。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ７番。西信八郎議員。 

○７番（西信八郎君） 現在調査中ということで、畑作部分も交付金対象となるということで、

この部分は増となるということで、農家の方もまた畑作に意欲が出てくるんじゃなかろうか

と思っております。推進のほどをよろしくお願いしたいと思います。 

新たな実施体制について、質問したいと思います。23年度から協議会の名称が「水田農業

推進協議会」から「農業再生協議会」に変更となりますが、その内容はどのようになってい

るでしょうか。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

国におきましては、農業者戸別所得補償制度では米だけではなく麦、大豆等の畑作物も含

めた生産数量目標の検討、生産振興等が必要となることを踏まえ、従来の水田農業推進協会

の名称を農業再生協議会に改めるというふうになっております。また、事務局や運営主体に

ついては、現場の混乱が生じないように従来からの継続性に配慮して、行政またはＪＡ等農

業団体のいずれもが担当できるというふうになったところでございます。 

さらに、本制度の目的であります農業経営の改善、自給率の向上を達成するためには作物

をつくる担い手の問題、農地の問題をあわせて論議し、方向付けを出していくことが必要で

あるとして、都道府県市町村段階において水田農業推進協議会、担い手育成総合支援協議会、

耕作放棄地対策協議会については地域の実情も踏まえまして、遅くとも平成23年度中には整

理統合を進めることというふうになっているところでございます。 

県の対応方針におきましては、県水田農業推進協議会の名称につきましては、名称を熊本

県農業再生協議会へ変更するとともに、新制度に組み込まれた対策が実施できるよう国が今

後示す実施要項等に基づき規約規定の改定をするというふうになっております。ただし、協

議会の整理統合につきましては、本県では水田農業推進協議会、耕作放棄地対策協議会を含

む担い手育成総合支援協議会がそれぞれの組織や目的をもって活動していることから、当面

それぞれの組織体制を継続し、連携して実施していくというところになったところでござい

ます。 

なお、この件に関しましては、既に本市の水田農業推進協議会でも同様の対応を求める旨

の通知があっておりますので、本市としましては今後の各協議会総会等においてお知らせす

るとともに、適切な対応をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

以上でございます。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ７番。西信八郎議員。 

○７番（西信八郎君） 県の対応を検証しながら、農家が取り組みにおいて戸惑わないように
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しっかりとした実施体制を整えていただきたいというふうに思っているところでございます。 

次に、12月にはまだわかっておりませんでしたが、人吉市の23年度における米の生産目標

数量はどのようになっているのでしょうか、質問いたします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

人吉市の米の生産目標数量でございますが、平成22年度の3,108トンから平成23年度は76

トン減の3,032トンとなっておりまして、面積に換算いたしますと平成22年度が598ヘクター

ル、平成23年度が581ヘクタールとなり17ヘクタールの減となっております。これを転作率

に直しますと、平成23年度は41.55％となるところでございます。 

以上でございます。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ７番。西信八郎議員。 

○７番（西信八郎君） 生産目標数量配分ルールにおきましては22年度から10アール以下の小

規模農家へも配分となっておりますが、小規模農家がこの米戸別所得補償制度に参加するこ

とができるのでしょうか。また、交付対象となり得るのでしょうか、質問いたします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。 

小規模農家におきましても戸別所得補償制度への加入は可能でございますが、加えまして

本市水田農業推進協議会では農地面積が少ない農家も有効に農地の活用ができるよう、生産

目標数量の一律配分後、戸別間で双方の同意があれば米の生産目標数量のやり取りを行う戸

別間調整ができるものというふうにしております。しかしながら、米については自家消費分

として交付対象面積から10アールが控除されますので、農地面積が10アール以下の農家の方

が戸別間調整で米を作付されても米戸別所得補償交付金の対象とはならないところでござい

ます。 

そこで、10アール以下の農家の方が米の交付金を受け取る方法としましては、集落営農組

織の構成員として制度加入されますと、集落組織全体の主食用米作付面積から10アールが控

除となりますので、米の作付をして米戸別所得補償交付金を受け取ることが可能となるとこ

ろでございます。なお、制度加入につきましては、米においては前年度の米の販売実績があ

るか、または水稲共済への加入、米以外の作物におきましては作物の販売が要件となってお

ります。 

以上でございます。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ７番。西信八郎議員。 

○７番（西信八郎君） 御答弁いただきましたただいまの小規模農家もこの制度に加入でき、

また集落営農に入れば交付金も対象になるということでございます。この制度の推進におき

ましてはＪＡ営農座談会が３月７日・８日に行われ、また人吉市水田農業推進協議会の説明

会が人吉地区が３月14日午後７時から東西コミセン、中原地区が３月15日午後７時から中原

コミセン、西瀬地区が３月16日午後７時から西瀬コミセン、大畑地区が３月17日午後７時か
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ら大畑コミセン、間地区が３月18日午後７時から東西コミセンということで行われるようで

ございます。 

毎回お願いしているところでございますが、この制度に加入するためにはモデル対策と同

様、契約等が必要であると思いますので、説明会等に参加されなかった農家へも啓発、連絡

等を十分に行っていただきたいというふうに思っているところでございます。ただ、心配い

たしますのは、国における予算がまだ国会を通っていないということ、予算的な裏づけがな

いということですね。昨年の実績を見て加入者が増大し、予算がパンクするのではないかと

いうことであります。こういうことがないように、国にしっかりと要望等を上げていただき

たいというふうに思っております。これを持ちまして、この件については質問を終わります。 

次に、教育関係として、消費者教育について質問します。平成19年の消費者庁発足に伴い、

消費者教育が消費者安全法に盛り込まれました。そのような中、子供たちまでがインターネ

ットオークション詐欺やデート商法、携帯電話の広告メールによる不当請求などの被害に遭

っている現状がありますが、本市におきましては子供たちの消費者被害の相談等はあってい

るのでしょうか、質問いたします。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えします。 

本市におきましては、本年度学校に子供たちの消費者被害等の相談報告はあっておりませ

んけれども、消費生活センターに子供の保護者から、被害ではございませんがインターネッ

ト関連での相談が１件寄せられておるようでございます。議員がおっしゃるとおり、携帯電

話やパソコンを利用する子供の低年齢化、インターネットや電話による情報通信サービスの

普及により、子供達も大人と変わらない消費者トラブルに巻き込まれる可能性が増大してい

ると感じているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ７番。西信八郎議員。 

○７番（西信八郎君） 答弁いただきましたように、本年度は相談が１件だったということで

したが、これから先、子供たちの消費者トラブル等も心配されると思います。国でも平成22

年３月30日に消費者基本計画が閣議決定され、それを受けて文部科学省から消費者教育推進

についての通知が出されています。また、この春、小学校を皮切りに中学校、高校と適用に

なる新学習指導要領でも消費者教育に対する記述が加わっています。 

私たちが健康で快適な消費者生活を送るためには、必要な知識や技術の習得はもちろんの

こと、おのずからが考えて適正な判断をし、主体的に行動することが求められます。やがて

社会の担い手となる子供たちにとっても同じだと思います。飽食の時代に生まれ育った今の

子供たちが正しい金銭感覚を持つことは、将来に向けて大変重要なことだと思いますが、現

在学校現場ではどのような消費者教育がなされているのでしょうか、質問いたします。 

○教育長（堀 秀行君）  お答えをいたします。 
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現代社会における消費者問題はますます複雑化、多様化しており、若者を含めた、あるい

は子供を含めた消費者トラブルは急激に増加しているようでございます。このような現状の

中で、現代社会を生き抜くためには消費生活についての必要な知識を身につけ、豊かで安心

した生活を送るための消費者教育が必要であり、学校教育の中でも取り組んでいくべきこと

であると認識しておりますし、議員御指摘のとおりでございます。 

現在、小学校では主に５・６年生の家庭科の「身近な消費生活と環境」という単元で、も

のや金銭の使い方と買い物について学習しております。中学校では社会科や技術・家庭科の

家庭分野で、消費生活の法や家庭生活と消費について学習をしております。具体的には、議

員がおっしゃいましたインターネットオークション詐欺や携帯電話の広告メールによる不当

請求の事例などを初めマルチ商法やキャッチセールなどの危険性、クーリングオフ制度や消

費者保護制度、消費生活センターの役割などについて実際の事例を通して学習をしていると

ころでございます。 

今後、中学校では新学習指導要領の内容にのっとり、これまで以上に自分や家庭の消費生

活に関心を持ち、消費者の基本的な権利や責任についての理解を深めていくことになってお

ります。また、国においても、議員御指摘のとおり消費者基本計画の中で消費者教育を受け

られる機会の充実を図っていくなど、消費者の自立のための基盤整備がなされております。

このように、私たちが安心で快適な消費生活を送るためには必要な知識を身につけることは

もちろんのこと、みずから考えて適正な判断をし、主体的に行動することが求められており

ます。このことは、やがて社会の担い手となる子供たちにとっても同様で、幼い頃からの消

費者教育が重要であると考えております。今後、学校教育はもちろんのこと、関係機関との

連携も図りながら、現代社会を生き抜く力を具体的に身につけさせるための消費者教育の推

進に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ７番。西信八郎議員。 

○７番（西信八郎君） 子供たちへの消費者教育の推進は、答弁いただきましたように非常に

大事な教育だと思いますので、推進に向けてよろしくお願いしたいと思います。これを持ち

まして、この質問を終わります。 

次に、子供の貧困と就学援助についてであります。我が国は貧しい発展途上国に比べます

と、総体としては豊かでございます。しかし、貧困ということは、毎日の生活、社会の中で

強く感じるものであり、所得の中央値の半分に満たない所得しかない総体的貧困率というこ

とではＯＥＣＤ（経済協力発展機構加盟国）いわゆる先進国の中では、平均より高く格差が

大きいと報道されています。特に、一人親世帯の子供の貧困率は58％と最も高いということ

でございます。 

次に、貧富の差が子供の学力や健康の差になることが心配されます。塾の経営者からは、
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経済的な事情で塾に通えなくなった子供がふえていると聞いております。子供の貧困が、健

康や学習に影響を与えると一生その影響が及び、また貧困が１世代だけでなく世代を越えて

連鎖していくとなれば社会を不安定化させる原因にもなるものであります。子供の健康に資

するような貧困対策とともに、たとえ親が貧困であっても、能力と意欲のある子供には学習

の機会を与える社会でなければならないと思います。 

ここで質問いたします。本市の就学援助の取り組みの内容、及び現状はどうなっているで

しょうか。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えします。 

本市の就学援助につきましては義務教育の円滑な就学ができるよう、学校生活を送る上で

必要な費用の一部を援助しております。その援助の内容は、学用品費、新入学学用品費、給

食費、校外活動費、修学旅行費、学校保健安全法で定める学校病の治療に係る医療費がござ

いまして、それぞれの費目ごとに国の基準額に基づいて市が援助額の決定と援助をしている

ところでございます。 

対象となる世帯の認定基準は、国の生活保護基準の1.3倍以下としておりまして、平成21

年度実績では小学校で191人、中学校で116人、計307人に対して2,300万円ほどを就学援助を

行っておりまして、毎年増加している傾向でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ７番。西信八郎議員。 

○７番（西信八郎君） 意欲のある子供たちが学習機会をそがれることがないよう、経済的支

援あるいは現在行われている教職員経験者の指導による小学３年生を対象とした夏休みリテ

ラシー教室のような学習のできる場の創設など、市独自の就学援助の拡充はできないもので

しょうか。 

○教育長（堀 秀行君）  お答えいたします。 

経済的理由で進学や就学が妨げられるということについては、ある意味ではあってはなら

ないことだろうというふうに私も認識しておりまして、絶えず教頭会及び校長会ではそうい

う子供がいないように目配り気配りをしてほしいと、そしていろんな情報を教育委員会に届

けてほしいと、教育委員会が持っている制度はお知らせしますが、教育委員会でない制度に

ついてはいろいろ情報を集めて学校に提供をいたしますというようなことで努めているとこ

ろでございます。 

御存じのとおり本市の教育委員会では、大学、高等専門学校、高等学校または専修学校に

進学するための奨学金制度は設けております。しかしながら、義務教育については先ほど部

長が申し上げましたように、就学援助にて援助をしているところでございます。他の市町村

においても同様の対応をしておりまして、義務教育の就学に対して独自に奨学金制度を設け

ているところはございません。しかし、議員も今おっしゃいましたように、経済的支援はと
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もかく、意欲のある子供の学習機会を確保し、基礎学力の定着を図るための手だては必要で

あると思っております。 

現在、市教育委員会では教職員経験者の指導のもと、「小学６年生」を対象に夏休みリテ

ラシー教室を実施しております。また、中原小学校では放課後などにボランティアの指導に

よる補習教室をするといったことも実施されております。中原小学校の事例を参考にして、

学校及び関係団体と協議、相談しながら検討してまいりたいと思います。市長からもたえず、

ただ塾とか、放課後の子供たちの勉強をみる機会を考えようというふうな指導も受けている

ところでございまして、一所懸命頑張ってまいりたいと思います。 

以上、お答えします。訂正をさせていただきたいと思います。教育経験者の指導のもと、

「小学３年生」を「６年生」と言ったそうでございます。訂正させてもらいたいと思います。

どうも申しわけございませんでした。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ７番。西信八郎議員。 

○７番（西信八郎君） 国による高校授業料の無償化といったことだけではなく、不況期の中、

我が市独自の就学意欲のある子供たちのための就学援助策の充実を図っていっていただきた

いというふうに思っているところでございます。 

次に、消防関係としまして機能別消防団について質問いたします。このことにつきまして

は、平成21年３月定例会におきまして早期に取り組んでほしいというような要望をしたとこ

ろでございます。その折、市長の答弁は、関係機関で十分に議論を交わしていただき、本市

の実情に応じた最良の取り組みがなされることを期待しているというようなことでございま

した。また、この件に関しましては、昨日福屋議員も質問されておりますので重複する部分

は割愛しながら質問を進めたいと思っております。 

今回、導入を予定されている機能別消防団の概要についてお尋ねをいたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）  西議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

今回、導入を予定しております機能別消防団員の概要についての御質問でございます。き

のうの福屋議員への答弁と一部重複するところがございますけれども、御了承いただきたい

と存じます。 

この機能別消防団員制度は地域防災体制の中核的存在である消防団において、地域人口の

減少や若年性人口の減少に伴い、団員の確保に苦慮する消防団がふえ、全国的に団員数の減

少が続いていることから、総務省が団員確保対策として特定の活動のみ参加する団員の導入

及びその団員の処遇について整備し、地域防災体制の充実を図ることを目的とした制度でご

ざいます。 

今回、本市が導入する機能別消防団員制度の目的は、消防署、消防団員が早急に駆けつけ

ることが困難な地域において、従来より配備しております消防積載車や消防資機材を地元の

住民の方で使用可能にし、初期消火を迅速に行うことで被害の拡大を防ぐことを目的として
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いるところでございます。導入する対象町内は鹿目町、田野町、矢岳町の３町内でございま

す。この地区にはポンプ小屋もあり、積載車を初め消火資機材が整っております。人員につ

きましては各町内10名程度を予定しております。また、対象者につきましては地元在住の消

防団ＯＢ及び町内の自主防災組織員とし、40歳以上の方で平日昼間に地元にいらっしゃる方

としております。所属は町内が属する消防団の各分団といたしまして、階級は全員団員でご

ざいます。 

活動内容としましては、地元町内における消火活動、年１回程度の管轄消防団との合同訓

練、定期的な小型ポンプと資機材の点検でございます。その他の消防行事や行方不明者の捜

索等へは参加はいたしません。地元の消火活動に限定したものでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ７番。西信八郎議員。 

○７番（西信八郎君） 今議会の議案にも上がっている部分がありますが、機能別消防団員の

処遇について質問いたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）  御質問にお答えいたします。 

機能別消防団員の処遇についてでございます。まず、報酬でございますが、年報酬6,000

円といたしております。これは基本団員との消防活動の頻度、活動区域などを比較いたしま

して格差を設けたものでございます。また、出動手当につきましては、基本団員と同等に

１回の出動につき1,500円といたしております。 

次に、公務補償でございますが、基本団員と同様に消防団員等公務災害補償の対象となり

ます。 

被服等につきましては、法被、ヘルメット、半長靴を貸与いたします。ただし法被は上着

のみ貸与。ヘルメットにつきましては、基本団員と区別できるよう色を変える予定でござい

ます。なお、これらの内容につきましては、地元町内と協議の上、御承諾をいただいている

ところでもございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ７番。西信八郎議員。 

○７番（西信八郎君） 出動に際しましては、公務災害等が心配されるところでありましたが、

基本団員と同様に消防団員等公務災害補償の対象となるということで安心したところでござ

います。また、お話を聞きますと、消防活動におきましても初期消火が主なもので、基本消

防団員が到着すると随時交替して後方支援に回るということでございますので、現場での混

乱も回避できるのではないかというふうに思っております。 

次に、消防団員の数の推移と、機能別消防団員の今後の拡充について質問いたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）  議員の御質問にお答えいたします。 

まず、消防団員数についてお答えいたします。昨日、福屋議員にも一部お答えさせていた
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だいておりますけれども、昭和57年に573名いた団員が年々減少し、平成８年度に組織再編

を行い512名の定員となったところでございます。そして、ここ数年の団員数は平成15年度

が496名、平成16年度が491名、平成17年度が476名、平成18年度が472名、平成19年度が451

名、平成20年度が447名、平成21年度が458名、平成22年度、今年度が445名と減少傾向にご

ざいます。 

機能別消防団員の今後の拡充についてでございますが、消防団員の減少傾向は今後も継続

する可能性が十分考えられるところでございますので、基本団員の確保とをあわせまして機

能別消防団員の拡充も検討すべき課題であるというふうに考えております。ただし、今回の

制度導入に至っては、消防団幹部の皆様、人吉市消防委員会の方々と協議を重ねまして本市

の現状に適した導入形態として導入をさせていただくものでございますので、当面はこの体

制を維持しつつ、地域の環境変化や社会情勢の変化などにより、必要に応じ機能別消防団員

の拡充について検討してまいりたいというふうに存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ７番。西信八郎議員。 

○７番（西信八郎君） 答弁いただきましたように今後消防団員数の減少傾向は留まらないと

思いますので、体制の整備及び団員が不足している部から補充するような形ででも機能別消

防団員の拡充を考えていただきたいというふうに思っているところでございます。 

このことを強く要望いたしまして、私の一般質問を終わります。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

○議長（簑毛正勝君）  以上で本日の議事は全部終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。 

午後５時30分 散会 
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午前10時00分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本

日の会議は成立いたしました。よって、これより会議を開きます。 

 議事に入ります。 

 本日は、昨日に引き続き一般質問を行い、その後、委員会付託を行います。議事日程は、

お手元に配付してあるとおりでございます。 

────────────────────────── 

発言の申し出 

ここで、執行部から議案の訂正について、発言の申し出があっておりますので、これを許

可します。 

○市長（田中信孝君）（登壇）皆さんおはようございます。貴重なお時間をいただきまして、

まことに申しわけございません。議長のお許しをいただきましたので、御提案を申し上げて

おります予算案の原案訂正をお願いいたしたいと存じます。訂正をいたしますのは、まず議

第５号平成22年度人吉市一般会計補正予算案、事項別明細書の２歳入でございまして、説明

の訂正をお願いするものでございます。 

次に、議第17号平成23年度人吉市一般会計予算案、事項別明細の３歳出でございまして、

説明の訂正及び給与費明細書の１特別職の職員数の訂正をお願いするものでございます。な

お、歳入歳出予算の総額に変更はございません。 

詳細につきましては、所管の責任者から御説明を申し上げます。何とぞ御了承賜りますよ

うお願いをいたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）（登壇）おはようございます。貴重なお時間をいただき、まことに

申しわけございません。 

それでは、お手元にお配りしております資料で御説明をさせていただきたいと存じます。

資料の１ページをお願いいたします。 

議第５号平成22年度人吉市一般会計補正予算案の訂正をお願いする箇所でございますが、

予算書の18ページでございます。事項別明細書の２歳入でございまして、１款市税、４項、

１目市たばこ税、１節現年課税分の右の方の説明欄の変更後の調定額２億50万8,000円を

２億58万円に御訂正をお願いするものでございます。 

次に、資料２ページをお願いいたします。議第17号平成23年度人吉市一般会計予算案の訂

正をお願いする箇所でございますが、予算書の46ページでございます。事項別明細書の３歳

出でございまして、２款総務費、１項総務管理費、８目公平委員会費、１節報酬の右の説明

欄の委員等報酬２人分、公平委員会委員報酬２人分としておりますが、これを委員等報酬

３人分、公平委員会委員報酬３人分に御訂正をお願いするものでございます。 

次に、２ページの中段の給与費明細でございます。予算書は142ページの給与費明細書で
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ございまして、１特別職でございますが、区分が本年度、その他の特別職、計の職員数をそ

れぞれ1,602人、1,624人、区分が比較、その他の特別職、計の職員数をともにマイナス22人

としておりますが、これを区分が本年度、その他の特別職、計の職員数をそれぞれ1,604人、

1,626人、区分が比較、その他の特別職、計の職員数をともにマイナス20人に御訂正をお願

いするものでございます。 

以上、３カ所の御訂正をお願いするものでございます。議員各位には大変御迷惑をおかけ

いたしましてまことに申しわけございません。議案の上程に当たっては、内容を十分に精査

の上、提出をしたところでございますが、初歩的なミスをしてしまい、まことに申しわけな

く思っております。今後は二度とこのようなことがないように初心に返って予算書の作成に

当たってまいりたいと存じます。今回の訂正につきましては、御了承賜りますようよろしく

お願いを申し上げます。 

○議長（簑毛正勝君）  ただいまの訂正については御了承いただきますようお願いいたしま

す。 

執行部に申し上げます。議案の提出に当たっては十分なチェック体制を取られますようお

願いします。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程の追加について   

○議長（簑毛正勝君）  ここで、日程の追加についてお諮りいたします。一般質問の前に、議

第39号人吉市予防接種事故災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてを日程に追加

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、直ちに議題と

いたします。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

追加日程 議第39号 

○議長（簑毛正勝君） 執行部に提案理由の説明を求めます。 

○市長（田中信孝君）（登壇）大変恐縮に存じますが、ただいま追加提案いたしました議案

につきまして、御説明申し上げます。 

議第39号人吉市予防接種事故災害補償条例の一部改正案は、市がみずから実施する予防接

種に係る事故の災害補償に関し、迅速に対応するため条例の一部を改正するものでございま

す。詳細につきましては、所管の責任者から説明させていただきます。議員各位におかれま

しては、慎重御審議の上、御協賛賜りますようお願い申し上げます。 

○健康福祉部長（中村明公君）（登壇）おはようございます。私から補足説明をさせていた
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だきます。子宮頸がん予防ワクチン接種に係る予算につきましては、１月の臨時議会でお認

めいただき、２月から既に実施しているところですが、今回の予防接種を実施するためには、

同時に条例改正案を御提案申し上げておかなければならないところでございました。提案の

時期がおくれ、議員各位並びに市民の皆様に多大な御心配と御迷惑をおかけいたしましたこ

とをお詫び申し上げます。幸いにも現在までのところ副反応についての報告は受けておりま

せんが、予防接種に当たっては決められた手順で一つの事故も発生しないよう対処してまい

りたいと考えております。 

さて、この条例は予防接種法に定める予防接種以外の予防接種に係る事故の災害補償につ

いて定めるものでございます。今回の改正案は、１月臨時議会でお認めいただき２月から実

施しております子宮頸がん予防ワクチンと、国の施策として決定し、今回、当初予算に計上

させていただいておりますヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンが予防接種法に定める予

防接種でないことから、この条例に基づく災害補償の対象とするため、関係条文を改正する

ものでございます。現条例の第３条は予防接種法で定める予防接種以外で人吉市が実施する

予防接種を個別に列挙した条文となっておりますが、このワクチンを含め今後新たにワクチ

ンを追加する場合、その都度条例改正が必要となるため、市がみずからの行政措置として実

施するすべてのものを対象とする内容に改正することで、迅速に対応できるようにするもの

でございます。なお、附則により、この条例は平成23年２月１日以降に発見された事故から

の適用となっておりまして、現在実施している子宮頸がんワクチンにも適用される内容とな

っております。また、現在第３条に規定しているインフルエンザ及び日本脳炎につきまして

は、既に予防接種法に規定されている予防接種のため、事故が起きた場合には予防接種法に

基づき補償されることになります。 

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（簑毛正勝君）  ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。（「議長、５番」と

呼ぶ者あり） 

 ５番。笹山欣悟議員。 

○５番（笹山欣悟君）  提案の理由の説明はわかったんですけども、一つ確認しておきたい

のは、みずから行う、市がみずからの行政措置で行うということですね。市が行政措置とし

て行う部分と、みずから行政措置として行う部分の違いがあるのかどうか、なぜここにみず

からという字句が入るのか。それともう１点は、その後の第２項についても、市が行う、そ

れをあえて市がみずから行うというふうに変える理由、これについてちょっと説明いただき

たいと思います。 

○議長（簑毛正勝君）  暫時休憩いたします。 

午前10時13分 休憩 

───────── 
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午前10時34分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。 

○健康福祉部長（中村明公君）  大変時間をとりまして申しわけございませんでした。それ

では、お答えいたします。 

「市がみずからの行政措置として行う」と、「市が行う」という規定に明確な違いはござ

いません。今回の改正に当たり、全国市長会が発行しております予防接種事故賠償補償保険

の手引きの準則を参考にさせていただいたところでございます。文言の規定の仕方になりま

すが、予防接種法に基づく予防接種と区別して、市が行う予防接種と明確に規定するために、

みずからの行政措置という文言で指定しているものでございます。 

以上、お答えいたします。 

○５番（笹山欣悟君）  理解できました。結局は市の責任として行う予防接種についてを、

この災害補償条例の中に規定をするんだと、そういうことで理解をしたいと思いますので、

終わります。（「議長、議事進行」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  あえて議事進行で発言をしたいと思いますが、きょうは一般質問

３日目ということで、10時から一般質問を開会をする、そういう予定になっておりましたが、

けさになって緊急に議会運営委員会を開催して、一般質問の冒頭に追加提案を入れるという

ことは確認しましたけれども、それも皆さん、考えてみてください。条例案というのは法律

なんです。市にとっては法律なんです。その法律の追加提案をですね、開会日は３月１日で

すよ。にもかかわらず、一般質問のきょうになって追加提案をする。その執行部のていたら

くは何ですか、これは。少なくとも法律の提案をしようというならば、提案日、開会日ぐら

いにはきちっと提案するのが本筋じゃないんですか。11日もたった今、追加提案をする。し

かも一部はもう既に実施をされた内容について触れているわけです。このような事態が、予

定どおりきょうの一般質問を再開できないという事態になっています。執行部の不手際その

ものであることは間違いありません。後ろに一般質問が10時からあるということで傍聴に来

られた皆さん方に対して、皆さん方はどういうふうに考えますか。傍聴には来てくださいと

言いながらも、その方たちに対して、30分も40分も待たせるという事態になること。そして

その引き金は今回の執行部の不手際にあると私は思いますし、その点について、あえて発言

をさせていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（簑毛正勝君）  他に質疑はありませんか。 (｢なし｣と呼ぶ者あり) 

ほかにないようですので、質疑を終了いたします。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第１ 一般質問   
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○議長（簑毛正勝君）  それではこれより、一般質問を行います。（「議長、14番」と呼ぶ

者あり） 

 14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）（登壇） 皆さんおはようございます。14番の立山でございます。私

は、昭和62年３月に、当時の国鉄を退職をいたしまして、初めて市会議員に出していただい

てから、前福永市長時代の５期20年間、現田中市政の中で１期４年間の議会活動、議員活動

をさせていただきました。24年間を振り返ってみますと、万感胸に迫るものもありますけれ

ども、とにもかくにも24年間の永きにわたって私の議員活動を支えていただいたすべての

方々に心から感謝とお礼を申し上げたい、このように考えています。さらにはまた、きょう

もおいでをいただきましたけれども、傍聴席から私の発言を見守っていただきました傍聴者

の皆さん方にも厚くお礼を申し上げたいと思います。 

６期24年間、実は一般質問は無欠席でございまして、きょうが通算96回目の一般質問とい

うことになったわけですが、最後の一般質問を何にしようかなということで考えました。し

かし、田中市長が１期４年間の田中市政の総括を施政方針の中でされておりますので、その

中から二、三取り上げまして質問をしたいということで通告をいたしました。この一般質問

を通じて、これからの市政の発展と市民の幸せにつなぐことができるならばいいなと、そう

いう思いを込めながら質問をいたしたいと思います。 

まず１点目でありますが、川辺川ダム建設中止の方針が打ち出されました後の課題につい

てお尋ねをします。田中市長は、平成20年９月議会において、歴代の市長としては初めて川

辺川ダム建設の白紙撤回を求められました。この市長の英断は昭和40年代からダム建設に反

対し、あるいはダム建設に疑惑を持っていた人々に大きな勇気を与え、さらに蒲島熊本県知

事のさらなる白紙撤回を求める表明は、ダム建設の流れを大きく変え、建設中止へと連動を

いたしました。しかし、川辺川ダムの建設を中止するという方針の転換は新たな課題を惹起

しました。その一つは、国の方針に従い、心ならずもダム建設に同意し、ダム建設を前提と

する村づくりを進めてきた水没予定地域の村づくりをどう再生をするのか。これが一つであ

ります。もう一つは、球磨川水系の治水対策をダムに代わってどう具体的に進めるのか。こ

れが二つ目の課題であります。田中市長は、ダムによらない治水を検討する場を初め、関係

する会議には毎回出席をされ、水没地域の生活支援策、ダムによらない治水対策について積

極的に発言をされてきました。私も昨年９月の一般質問でも取り上げ、詳しくお尋ねをした

経緯があるわけでありますが、そこでお尋ねをしますが、昨年の９月以降、ダムによらない

治水を検討する場の会議は、開催をされたのかどうか。開催されなかったとするならば、な

ぜされなかったのか。その点についてまずお尋ねをします。 

１回目を終わります。 

○市長公室長（深水雄二君）  おはようございます。お答えいたします。ダムによらない治
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水を検討する場の第８回が昨年の６月23日に開催されて以来、昨年の８月から９月、そして

今年になって３月と、２度ほど出席者に日程調整等が行われたものの、実施には至っていな

いというのが実情でございます。喫緊の状況でございますが、昨日の本村議員のほうにも市

長のほうから御報告を申し上げましたとおり、今週の月曜日、３月７日でございますが、国

土交通省八代河川国道事務所の笠井所長と、熊本県河川課川辺川ダム総合対策課の担当者が

来庁されまして、現況と今後の予定についてお話を伺ったところでございます。流域の自治

体を個別に訪問をしているということですが、お話によりますと、３月に第９回を開催する

予定で、準備をしておりましたが、県議会や市町村議会もあり、調整がつかなかったという

ことでした。その間、これまで出された宿題の検討と、直ちに実施する対策の詳細な部分ま

で検証を行っていたということでございました。 

今後の予定でございますが、市町村長を個別に訪問し、検討の状況を説明した上で、特に

引き続き検討する対策などの計画箇所に位置する市町村などの意見を十分に聞いて、個別で

あっても議論を詰めていきたいとのことでした。そして、その結果を第９回の検討する場で

示していきたいということでございました。個別協議は今後も続くということで、第９回の

開催の時期については具体的には言及されませんでした。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  第８回のダムによらない治水の場の開催を最後に、現在まで開催を

されていないということであります。 

そこで、さらにお尋ねですが、昨年の８月の段階で約束をされました。球磨川流域の治水

対策の直ちに実施をする課題、一つは人吉橋下流部左岸を掘削するとともに、築堤をする。

二つ目は、川辺川直轄管理区間、左岸の堤防未整備地区においては段階的に築堤を行う。

３番、市房ダムは現状の利用水量は確保、治水水量を確保しながら洪水調節機能を発揮でき

るよう操作規則を変更する。４番、必要に応じて堤防の質的強化を図る。そして万江川合流

部分については拡幅する。これらの直ちに実施するべき課題はどうなっているのでしょうか、

お尋ねします。 

○市長公室長（深水雄二君）  はい、お答えいたします。直ちに実施する対策についてでご

ざいます。治水につきましては、直ちに実施する対策の中流部での対策である堆積土砂の撤

去や宅地かさ上げ、上流部での人吉橋下流左岸の掘削・築堤、川辺川直轄区間左岸の段階的

築堤、市房ダムの利水容量は確保しつつ、操作規則の変更、堤防の質的強化、球磨村渡の内

水対策について、それぞれの地区での事情があると認識しております。また、一部だけをと

らえての対策ではなく、上流部の対策であっても中流部、下流部の河川改修を踏まえつつ、

対策を講じなければならない治水対策は技術的にも非常に難しいし、課題も多いと思われま

す。それが引き続き検討する対策になれば、さらに地域課題も多くなってくるだろうと思わ
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れます。しかし、これらは我慢強く検討していかなければならないし、すぐにやれるべき治

水対策や防災無線の整備など、減災に関するソフト事業については先行して行ってほしいと

強く思うところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  今答弁をいただいたんですが、何のために直ちに実施をする課題で

あったのか。それが全然考えられていない。去年は幸い大した水害はありませんでしたけれ

ども、今年ももうすぐ雨期が迫ってくるんです。その間のブランクというのが今後どういう

水害につながっていくかわからないという状況の中で、例えば球磨川左岸の問題とか、ある

いはそのしゅんせつの問題とか、そういったものは下流域の部分について配慮することなく

大体できる課題なんですよ。それがいまだにできていないということは、これは国の怠慢じ

ゃないかなというふうに私は考えています。 

そこでさらにお尋ねをしますが、水没地域の生活支援についてであります。川辺川ダムの

建設が発表されてから長い間、建設反対を堅持しながらも建設を促進する国の方針に押され

て苦渋の選択を余儀なくされ、心ならずも同意して、ダム建設を前提とする村づくりを推進

してきた五木村の生活再建について、どのような状況になっているのかお尋ねをします。 

○市長公室長（深水雄二君）  お答えいたします。五木村の再建に関する御質問でございま

す。平成21年８月末に民主党への政権交代があり、川辺川ダムの建設中止が方針として表明

されたわけでございますが、国の動きとしましては、まず前原国土交通大臣が川辺川ダムの

現地を視察後、五木村住民との意見交換を行われました。その中で、政府の方針転換を謝罪

された上で、ダム本体工事は中止するが、生活関連の四つの事業については継続する。生活

関連の四つの事業を完成させるまでは中止という法的な手続きに入らない。球磨川の治水に

関しては、ダムによらない治水を検討する場を尊重し、国としても検討する。そして、全国

の公共事業中止後のモデルとなるような補償措置を規定した法案を平成22年の通常国会に提

案することを約束されております。その後、平成22年６月20日には三日月国交副大臣が五木

村を訪問され、意見交換の中で五木村の生活再建を協議する場を国、県、五木村によって設

置することが確認されております。これらのことから、球磨川の治水については国、県、流

域によるダムによらない治水を検討する場で協議を行う。五木村の生活再建については、五

木村、国、県による五木村の今後の生活再建を協議する場で協議をするといったすみ分けが

行われているところでございます。この五木村の今後の生活再建を協議する場は、平成22年

７月に設置されてから４回の通常会議と５地区の住民からの意見聴取が実施されているよう

でございます。しかしながら、前原大臣のときに約束をされた全国のモデルとなるような公

共工事中止後の生活再建に係る補償法案については、平成23年の通常国会にも提案されるこ

となく、この状況に対し、今年の２月４日には五木村から国へ、五木村生活再建補償法案通
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常国会提出見送りへの抗議が行われたところでございます。これを受けまして、２月17日と

18日の両日、熊本県、流域市町村、球磨郡町村会、同町村議会議長会の連名により、県選出

衆参両院議員、国土交通省に対しまして五木村振興に関する提案及び要望が実施されたとこ

ろでございまして、市からも林副市長が参加をしております。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  ただいま答弁をされましたように、裏舞台では進んでおったわけで

すが、２月23日の衆議院予算委員会の速記録を見てみますと、国の答弁といたしまして、川

辺川ダム関係の熊本県五木村との間で生活再建協議を行っている。しかしいろいろとまだま

とまっていないところがありまして、先には進めません。そういうような国の答弁があって

おります。つまり、国としては、遅滞の原因は肝心の熊本県と五木村の話がまとまらんから

やれないんだよと。現場のほうは、五木村の抗議行動もありましたように、国に対して早く

やってくれと言っているんですね。そこらあたりをお互いに押し問答みたいに、ある意味で

は責任のなすり合いみたいな様子が私は感じ取られるんですが、そのことを含めて田中市長

ずっと関係会議に出ておられますので、どういうようにそこらあたりの判断をされているの

か。あるいは今後、どのような現地としての、あるいは人吉市としての手を打ったほうが事

が速やかに進むのか。その点についての判断見解をお願いしたいと思います。 

○市長（田中信孝君）  おはようございます。お答えをいたします。２度にわたって生活再

建補償法案が提出を見送られたわけでございます。よって五木村の皆様方の失望というもの

は多大なものがあるというふうに感じております。我々流域の者たちも非常に残念に思って

いるところでございます。先日３月４日に社民党の阿部知子政審会長ら社民党の皆さんの御

訪問を受けました際にも、地元の中島隆利議員が国土交通委員会において非常に頑張って川

辺川ダム建設中止後の五木の問題をやってもらったというお話を直接御本人からお伺いをい

たしました。その折、立山議員も同席しておられましたが、私からもこの五木の問題につい

てはくれぐれもよろしくお願いを申し上げたいと、阿部知子政審会長にお願いしたところで

ございます。やはりここはもう、政治決断ということが大きい問題でございまして、今後は、

いやこれからも党派を超えた高い部分での御理解・御支援をいただきたいというふうにお願

いをしているところでございます。 

五木村川辺川ダムの問題は、人吉と球磨郡町村会での要望、県と流域による要望、町村会

での要望あるいは川辺川ダム建設促進協議会での要望においても、特に熊本県選出の国会議

員の皆様方、与党や野党といった党派の区別なくすべての皆様方へ御協力をお願いしている

最大の課題でもございます。今後も機会あるごと熊本県、流域、人吉球磨、あるいは川辺川

ダム促進協議会というさまざまな枠組みをもって、あるいはその総力をもって特別措置法に

なるか一般法になるかわかりませんが、まずは公共工事中止後の生活再建に係る補償法案、
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この整備を要望していかなければならないと考えているところでございます。要は、この人

吉市または私といたしまして、この総力をもって何らかしらの強いアピール、行動をとって

いかなければ、わざわざ国土交通大臣が来られて中止を宣言され、そして生活再建を約束さ

れた以上、これは国の責任としてしっかりとやっていただかなければならないというふうに

考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  この問題はですね、国の方針転換に絡む問題でありますし、当然、

市長が言われるように国の責任においてやるべき課題でありますが、しかし国が先送りをす

ればするほど、その被害をこうむるのは水没予定地域であった五木村を初めとする周辺の水

没地域でございます。さらには直ちに行う施策についても、ダムによらない治水対策が直ち

にするべき治水対策がおくれればおくれるほど、その被害をこうむるのは流域市町村の住民

であります。そこのところを十分に国に訴えながら、ただいま市長が答弁をされました方向

でぜひ最大限の努力をしていただきたい。このように要望しておきたいと思います。 

続きまして、生活と観光を目指す交通政策ということでお尋ねをします。 

観光客が市内の回遊性を高めるために「じゅぐりっと号」、市民生活の利便性の向上を目

指して「さるく人吉」、そして昨年10月からは市内のバス空白地帯を埋めるために豆バス

４路線の運行が始まりました。これはそれぞれのバスの利用状況などについては質問があっ

ておりますので割愛をいたしますが、２点だけ質問をしたいと思います。 

まず、豆バスの運行に関してでありますが、産交バスに対する赤字補てん金5,400万円の

範囲で運行するとの約束であったと聞いています。近頃、ガソリンを初め油類の値上げが始

まっています。5,400万円オーバーする事態になったとき、市の補てん金は増額をするのか

どうか。この点についてお尋ねをしておきます。 

もう１点は、９月議会で私の一般質問では、豆バスの運行日を毎週月曜日と金曜日の運行

と説明をされたと思っています。しかし、ふたを開けてみますと火曜と木曜という運行日が

入っております。私にも住民の方から指摘がございましたし、そのいきさつについては説明

をいただきたいと思います。 

以上、２点です。 

○市長公室長（深水雄二君）  お答えいたします。２点ありました。空白地帯解消のための

バス運行の補助金との関連、それから曜日設定と、この２点でございます。 

平成22年10月からの豆バス運行によりまして、一部の地域におきましては公共交通空白地

帯が解消されたところではございますが、他の地域においても今後積極的に進めていかなけ

ればならないものと考えております。この運行するためにも運行経費が必要になりまして、

それに伴う補助金の増額も予想されているところではございますが、その補助金につきまし
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ては最初5,200万、5,000万相当の金額の範囲内でやっていこうという方針でございますので、

その中で今後この交通空白地帯の解消につきましては考えていかなければならないと考えて

おります。この公共交通空白地帯の解消につきましては、今やっておりますけども、今後は

その検証を行いながら、いろんなところの要求が今も出ておりますので、その辺を検証しな

がら今後の対応をしていきたいと思っております。 

もう１点の曜日につきましては、現在豆バスの新規４路線の運行につきましては週２日の

曜日運行となっております。議員御質問の曜日設定につきましては、地域にお住まいの方の

通院などの利用状況を調査し、利用の多い月曜日または金曜日をそれぞれの路線運行日とし

て設定をさせていただいたところでございます。本来ならばどの路線も月曜日と金曜日で設

定できればよかったのですが、導入した豆バスは４台であり、この４台を有効に使用するた

めにもこの４路線以外の路線でも活用できるようにしましたことから、このように少し変則

的な運行になったところでございます。ちなみに、上原田線は月曜、木曜、大柿線は火曜、

金曜、小柿線は火曜、金曜、七地線は月曜、木曜というふうなところで、当初は月曜、金曜

を設定しておりましたけども、いろんな御要望、調査等によりまして、そして４路線以外の

路線でも活用できるようにということで、このような４路線の曜日設定になった次第でござ

います。 

以上、お答えいたします。 

失礼しました。答弁に少し足りない部分がありましたので、もう少し補足して説明させて

いただきます。 

補助金の範囲内でやるという趣旨のところでございますけども、地方バス路線運行費補助

金の範囲内で路線の拡充を図っていくためには、既存路線バスの運行形態そのものを見直さ

なければならないものと考えております。具体的に申し上げますと、既存路線において平均

乗車密度が極めて低い路線などは、再度利用状況等を検証した上で、高率、効果的な交通手

段への転換、つまりデマンド交通の検討を進めていかなければならないということでござい

ます。県内では、平均乗車密度にある一定の基準を設け、それ以下のバス路線についてはデ

マンド交通、予約タクシー、そういうふうな交通でございます。それらの転換を図っておら

れる自治体もあるようでございます。今後はそういう先進地の取り組みも参考にさせていた

だきながら、地域性に配慮した交通手段をこの地方バス路線運行費補助金の範囲内でやって

いきたいと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  ただいまの答弁では、一応私は5,400万が上限だというふうに聞いて

おりましたけども、その枠内で企業努力をしてもらう。そういうふうに理解しておいていい

ものかどうか、確認をしておきたいと思います。 
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それから、バス運行の曜日の変更についてはこれは車両運用上やむを得ずそういうふうに

なったかなという一面もございますので、現在、車両４両の運用の中ではやむを得なかった

かなというふうに理解をしておきたいと思います。ただし、曜日の変更についての周知のあ

り方が当初の段階で不足をしていたというのは事実のようでございますから、その点につい

ては留意をしていただきたいと思います。 

それから、豆バス運行については、先日の一般質問でもいろんな注文、例えば上原田線の

延長をしてほしいとか、尾崎町内の方を回ってほしいとか、いろんな要望があるということ

についても検討いただきたいと思いますが、私に寄せられましたそれ以外の問題では、お年

寄りの方ですけれども、バスを乗降するときにどうもやっぱりステップが高すぎて乗ったり

降りたりが困難をする。何か補助の踏み台あたりが何らかの形で準備できないのかという要

望もあっておりますので、その点についてもあわせて御検討いただきたい。このように考え

ているところであります。 

続きまして、くま川鉄道の存続に向けてということで質問をいたします。くま川鉄道につ

いては、今まで３人の同僚議員から質問をされましたが、その答弁を考えながら、あるいは

整理をしながら質問をいたします。 

じゅぐりっと号、さるく人吉、豆バスも、そしてくま川鉄道も過疎地を走る公共交通機関

であります。そして、これらの交通機関はいずれも利用者、いわゆる乗る人が少ないという

共通点があります。したがって、黒字で自主運営をする、経営をするということは非常に厳

しい状況にあるというのは当然のことであります。しかしそれでも存続をするということに

なりますと、私は三つの要素が必要だと思っています。一つは運行をする会社の経営努力、

企業努力であります。２点目は、住民の生活を支えるという行政の立場での公的支援が必要

であるということであります。もう１点は、地域住民の理解と協力、つまり十分に利用して

いただく。この三つがですね、やはり過疎の公共交通機関が存続をする三つの要素だという

ふうに思っていますが、この三つの要素に対してそれぞれどのような施策がされているのか、

またされなければならないのか。その点についてお尋ねをいたします。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。私も立山議員おっしゃるとおりだと思います。

三つの側面があるということでございます。まずはやはり、会社の企業努力、これがもう根

本であります。その根本を支えるものとして、公的支援の確立、それから住民の理解と協力、

いわゆる利用であります。この三つ、いずれも欠落することはできない要素でございまして、

地域公共交通は維持できないと思いますし、この三つがそろって初めて将来に向けての展望

が描けると存じております。そういう観点に立ちまして御答弁をさせていただきます。 

まず、会社の企業努力でございますが、直近の取り組みを二つ挙げさせていただきたいと

思います。まず一つ目が、一昨年に導入しました63歳定年制でございます。この制度を導入

しました狙いは、社員の新陳代謝による人件費の削減と、人材育成でございます。これまで
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ＪＲ出身者の方には即戦力として会社運営に貢献していただいておりますが、出向して来ら

れる方の年齢が50歳後半に達しておられるため、63歳の退職時期に退職者が集中することと

なり、結果、会社の人材育成にはつながらないということでございます。また、運転手に限

らず事務職におきましても、会社の将来を見据え、地域に貢献したいという意欲ある若い人

を年次的に採用することにより、会社の将来の人材育成につなげていくことができればと考

えておるところでございます。二つ目は、今議会の中で何度となくお答えをさせていただい

ておりますが、くま鉄振興券の販売でございます。少子化の影響により、今後、人吉球磨圏

域の高校生の数はますます減っていくことが予想され、それに伴う通学定期収入が減少して

いくことは確実なことでございます。通学定期の減収分を少しでも補っていくため、人吉球

磨地域の皆様にこれまでよりも１回でも多く乗っていただけるよう、会社一丸となってくま

鉄振興券を販売することで増収につなげてまいりたいと考えているところでございます。 

次に、公的支援の確立でございます。市民生活を公平にするための自治体支援策でござい

ますが、具体的には基金に代わる各自治体による公費負担の仕組みを構築したところでござ

います。会社の自助努力というものは当然必要なことではございますが、公的支援があると

いうことは、今、くま川鉄道の会社の状況におきましては経営の安定化にもつながりますし、

何よりも安心安全運行が確保され、交通弱者の皆様の交通手段を維持できるからでございま

す。 

次に、住民の理解と効力、つまり利用でございますが、すなわち支援を受けている市民が

どう向き合うかということでございます。最も大切なことは何よりも「乗って残そう」とす

る意識を持っていただくことでございます。豆バスの運行についての御質問でもお答えさせ

ていただきましたが、市におきましてはバス運行に際しましても、相当の補助金を支出して

いるところでございます。その補助金も年々増加傾向にあり、これを解消するために最善の

策といたしましては、言うまでもなく多くの方に乗っていただく、御理解と御利用でありま

す。結果、乗客がふえれば会社の収入増につながり、ひいては補助金の削減にもつながるこ

とになるからでございます。 

今後、地域公共交通を維持していくためには、この圏域にお住まいのお一人お一人に、バ

ス、鉄道を移動のためのルーティンとしての意識を持っていただくことを強く期待するもの

でございます。 

最後に、新聞に投稿された記事を一つ御紹介してみたいと思います。「年老いても長年住

み慣れた家と地域で安心できる生活環境は、公共交通機関の有無は大きな比重を占めている。

私たちはこのことを再認識して、豆バスを利用し、お互いに利用しあい、さらに便数もふえ

て老後に不安のない地域での生活を豊かにしたいものである。なくなってしまってからその

ありがたさを感じることがないように。」という記事でございます。まさに私自身が市民の

方々にお願いしたいことを述べていただいたものでございます。 
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以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  ただいま市長のほうから、地方の公共交通機関を存続するための条

件３要素についての取り組みを発表していただいたわけですが、ぜひそのような形で市長み

ずから頑張っていただきますようにお願いをしておきたいと思います。特に過疎地は単なる

人間が減るというだけではなくて、必ず高齢化という現象を伴いながら過疎になっている。

そういう地域でございますから、それらに対する公的サービスをどう確保していくのかとい

うことは行政も一生懸命に、あるいは地域の高齢者もそれなりにやはり一生懸命に、自分た

ちの公共交通機関をどう守るかという立場でも、意識の改革も必要かというふうに思います

ので、この３要素に対して果敢に取り組んでいただくようにお願いをしておきたいと思いま

す。 

そこで、くま川鉄道中長期財政運営計画書、これは全員協議会で説明を受けたものであり

ますが、この計画書はくま川鉄道の取締役会議で確認決定をされたものであるかどうか。こ

の点が一つです。もう一つは車両の交換といいますか、車両の入れかえ、この問題が今後の

経営を大きく左右していくというふうに思っています。もう20年以上の古い車両でございま

すから、交換の時期に来ているのは明らかですが、財政上、それが許されるのかどうか、今

ある古い車両を年々修繕費をつぎ込みながら存続させていったほうがいいのか。ここでもう

新しく車両を入れかえて、そして修繕費が要らないような形で車両の確保をしたほうがいい

のか。ここらあたりの損得勘定が経営上は一番大きな問題になるかなというふうに思います

から、その点についてどう考えておられるか、お尋ねをしたいと思います。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。まず計画の素案を昨年11月９日の取締役会にお

いて説明をいたしました。その後、圏域の総務課長、企画課長会議における御意見、御要望

等をお聞きし、さらに見直しを行い、今年の１月14日の取締役会においておおむね御了承を

いただいたところでございます。ただし、車両更新につきましてのみ更新計画をお示しした

ものの、多大な経費負担が発生することを各首長が心配され、結論を出すことができなかっ

たところでございます。よって、車両の更新につきましては再度協議を行い、改めて検討さ

せていただくということにいたしております。取締役会の了承を得ているということでござ

います。 

それから、車両の更新についてという、これが一番多額の費用を要する課題でございます

が、一昨日の笹山議員の御質問にもお答えさせていただいたところでございますが、大きな

課題、問題が二つ考えられると思います。まず１点目が、将来の保有台数の問題でございま

す。現在、くま川鉄道が保有している８台の車両につきましては、御承知のとおりすべてが

20年以上経過し、耐用年数を大きく超えているところでございます。車両運行の安全性を考

慮した場合、早急に車両の更新計画を策定していかなければなりませんが、今後、人吉球磨
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圏域の高校生は年々減少していくことが予想され、結果、通学利用者の減少につながってい

きますので、更新する車両の台数をどれぐらいにするのかということが喫緊の課題として

１点出てまいるわけでございます。２点目の問題でございますが、いわゆる経費の問題であ

ります。車両の更新には高額な費用、１両につき１億2,000万円が発生いたしますので、国

県の補助を確保し、実施をしていかなければならないということは言うまでもございません

が、国における事業仕分けにより、補助制度が不透明になってきておりますので、新しい補

助制度を見極めながら、自治体の負担をどうするかという課題についても今後判断をしてい

かなければならないと考えているところでございます。 

御質問の車両を維持しながら年次計画で購入していくやり方と、短期的にまとめて購入す

るやり方の比較でございますが、まずまとめて購入しますと、年次的に購入するよりも１台

当たりの単価１両につき１億2,000万が相当下がるようでございます。経費の削減にはつな

がっていくようでございます。一方で、車両を維持しながら年次計画で購入していくやり方

は今後、車両の車検に当たる全般検査時に修繕等の費用がますます増加していくことは間違

いがなく、負担の増加につながっていくものと予想されています。鉄道の試算によりますと、

約8,000万円を超える経費が発生するようでございます。そこで、どちらを選択するかとい

うことでございますが、やはり一度にまとめて購入をするやり方のほうが、会社にとりまし

てもまた自治体にとりましても、現段階ではベストではないかと思っております。しかしな

がら、一度にまとめて購入しました場合、各自治体において相当な負担が予想されますので、

購入時期、購入台数を含め、その財源として基金を活用するのか、負担をお願いするのか、

別の手だてを講じるのかといったことをしっかりと議論していかなければならないと考えて

いるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  車両の交換については、今、４点ぐらいにわたって市長のほうから

答弁をいただいたわけでありますが、一つは経費の問題がございます。経費の問題につきま

しては一括購入のほうがはるかに割引率といいますか、そういった面では有利であろうなと

いうふうに私は考えているところです。それから、古い車両と新しい車両といいますと、当

然修繕費の問題が一方は大幅に発生する、一方はもうほとんど要らないということになるわ

けですが、その辺の経費の問題と、それからやはり新しい車両とも旧型の古い車両になりま

すと、運行上のいわゆる交通の安全運行という立場からすれば、新しい車両の方が当然、そ

の性能的にも優れていますし、安全運行のためのそれぞれの機能も備えているということで

ありますから、できましたら私の判断としては、各関係町村の御理解がいただけるならば一

括で取りかえてもらったほうがいいのかなと、そういう思いを現場の人たちの声を聞きなが

ら感じていますので、その点は十分検討いただきまして、できるだけ早急にやはり決定をし
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ていただくことが大切だということを要望しておきたいと思います。 

続きまして、３番目でありますが、人吉城跡の整備と中世城跡についてということでお尋

ねをいたします。 

人吉城跡は昭和36年に国の史跡指定を受けてから今日まで、さまざまな整備事業を展開し

ながら現在の城跡となり、市内観光の大きなポイントになっています。平成15年には隣接す

る中世城郭が新たに追加指定され、21年度から始めた史跡人吉城跡保存管理計画書がやがて

完了するとの予定とのことであります。そこで、中世城跡の整備についてお尋ねをいたしま

す。 

まず初めに、近世城と呼ばれる城、中世城と呼ばれる城の違いはどうなっているのでしょ

うか。例えば構造上の違い、あるいは場所、面積、そういったものを含めて御説明をいただ

きたいと思います。 

○教育部長（赤池和則君）  こんにちは。お答えいたします。まず年代的な違いでございま

すけれども、中世城は相良長頼が1198年に人吉に入り、平氏の御家人であった矢瀬主馬佑を

攻め、人吉城に入城したと言われ、古文書によりますと1205年に人吉庄の地頭の職につき、

その頃、人吉城の修築が始められたと言われております。一方、近世城は相良家第20代当主

長毎により、1587年から中世城の一部分、現在の三の丸、二の丸、本丸を近世城として改修

を始め、17世紀中頃にはほぼ完成したと考えられております。江戸時代を通じ、人吉藩の役

所などとして使用され、明治時代に入り、1875年城内の建物等の払い下げにより取り壊され、

現在、石垣が残っているというふうなことでございます。 

次に、築城目的面からの違いでございますけれども、中世におきましては南北朝時代にな

ると上相良、下相良の争乱が相次ぎ、1448年、第11代当主長続が球磨郡を統一し、さらに葦

北、八代、北薩摩方面に進出し、その拠点として中世城は本格的な城郭として整備拡張が行

われております。一方、近世におきましては徳川家康が江戸に幕府を開き、将軍を中心とす

る幕藩体制が整えられ、人吉球磨地方は人吉藩となり、新たな統治の拠点とし、藩政を施行

するため中世城を近世城へと改修しながら、西外曲輪を藩の重臣を配置するための武家屋敷

として整備が行われております。 

最後に、構造上の違いでございますが、中世城は基本的に自然重視型の城郭でございまし

て、人吉城の場合は、球磨川と胸川の合流点近くのシラス台地の突端部を利用し、自然の地

形を防備に生かしながら、斜面部には大規模な横掘、縦掘がつくられ、さらに大きな空堀に

より平坦部が切られ、郭が形成されておる構造で、中世城は江戸時代の探源記によりますと、

上原城、中原城、下原城、原城外廻、西の丸、内御城の各郭により形成されていたことがわ

かります。一方、近世城は基本的に石垣を使った城郭でございまして、人吉城の場合は自然

の地形を生かした中世城を豊後から石工を多数呼び寄せて石垣造りの城として修築しており、

球磨川と胸川の合流部に当たる西外曲輪部 ―― 現在のふるさと歴史広場一帯でございます
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けれども、を拡張整備し、武家屋敷として、また中世城の内御城は本丸、二の丸、三の丸と

してさらにその他の郭は武家屋敷等に利用しているという構造になっていたところでござい

ます。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  ただいま中世城と近世城の違いについて詳しく説明をいただきまし

たが、その説明をいただいた中世城の整備についての施策、例えば敷地の取得、発掘調査の

方法、建造物の復元、そういった問題についてお尋ねをいたします。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えいたします。敷地の取得状況でございますが、平成15年

８月27日に中世城部分７万8,403.71平方メートルが追加指定を受け、中世城と近世城の指定

面積は21万6,122.12平方メートルとなり、その後、国庫補助事業により追加指定地内の私有

地の公有化を始めております。平成15年度に私有地３筆、平成16年度に私有地５筆、平成17

年度に私有地14筆、平成18年度に私有地３筆、平成19年度には私有林、山林１筆の買い上げ

を行い、ほぼ完了している状況でございます。 

次に、発掘調査の方法につきましては、本年度から中世城の中枢部に当たる上原城跡にお

いて、城の機能、構造、さらに城が使用されていた年代の解明と整備のための本発掘調査の

基礎資料を得る目的で、３カ年の計画で上原城跡の全域を対象とし、試掘調査を実施してい

るところでございます。本年度の調査におきましては、中世の堀跡、溝跡、通路跡、建物の

柱跡、竪穴遺構等を検出しており、遺構の残存度は極めて良好でございます。竪穴遺構につ

きましては、相良氏が東国の御家人であったことからも、当時の武家社会の文化が相良氏の

入国と同時にストレートに伝えられたものとして考えられるところでございます。 

今後、さらに継続的な試掘調査を経て、その後、整備のための本発掘調査へと展開してま

いる所存でございますが、調査の成果につきましては、大いに期待をしているところでござ

います。 

３点目に、整備における建造物復元についてでございますが、発掘調査結果、全域に建物

跡等が良好に検出でき、建築史の立場から確実に建物の規模が検証できるようなことになり

ますと、文化庁の復元検討委員会の許可がいただける可能性が大となり、中世城整備の先進

地でございます青森県の根城跡のように、建物の立体復元整備も可能と考えられるところで

ございます。この点につきましては、発掘調査を鋭意進めていく中で、建物跡の遺構は考古

学、文献学、建築学の各分野から十分に検討していかなければならないというふうに考えて

いるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  そこで、中世城と近世城が隣接しながら、一体のものとして存在を
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する。これはもう全国的にも非常に珍しい貴重な存在であることには間違いありません。こ

の中世と近世を一体的なものとして整備をし、保存をし、管理をしていくことになれば、史

跡としての価値も高くなりますし、また学術的な立場からの価値も非常に高くなるというこ

とでありますし、観光資源としても付加価値がつくということになるというふうに思います

し、そういった意味では修学旅行の見学地あたりにも大いにやはりＰＲをすることができる

のではないかということで考えるわけですが、この学術的な資源と観光資源とを活用して、

どのようにこれを今後の人吉の発展につないでいくのか。それも大きな一つの課題でありま

すし、そういう立場から、どのように考えておられるかお尋ねをしたいと思います。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えいたします。中世城と近世城の一体的整備につきまして

は、人吉城跡の史跡価値が中世から近世まで一貫してこの地を治めた相良氏の領国支配の拠

点であることから、中世から近世への移り変わりがわかる城という視点で、その移り変わり

が来訪者及び市民の方々にわかっていただけるような整備手法といたしまして、例えば中世

城跡から近世城跡へとアプローチができる園路、中世城と近世城を一体化した総合説明板の

設置等が考えられ、人吉城跡全域を視野に入れた総合的な整備計画を策定していきたいと考

えております。 

人吉城跡の学術的活用につきましては、来る３月21日に本年度の上原城跡発掘調査の成果

を市民の方々に理解していただくために、現場説明会を行うこととしております。今後も調

査のたびにこのような説明会を実施し、市民の方々の中世城跡への御理解を一層深めていた

だきたいと思っているところでございます。さらに人吉城歴史館におきましても、テーマ展

示等を通して発掘調査の成果を随時披露してまいりたいと考えているところでございます。 

また、観光資源としての活用につきましては、人吉市のホームページを利用いたしまして、

全国百名城の一つとしての人吉城跡、中世から近世への移り変わる人吉城跡を前面に打ち出

しまして、総合的な視野に立ち、人吉城の歴史及びその魅力を全国に情報発信し、人吉市の

観光行政の核の一つとなるようなＰＲを推進してまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  人吉城は天守閣こそありませんけれども、全国百名城の一つであり

ますし、相良藩700年の統治のシンボルでもございます。人吉城跡は中世城と近世城跡が一

体的に整備されていくならば、学術的にもまた観光資源としても一層その価値が高まり貴重

な城跡ブランドという形で整備していただくように、関係の担当課を先頭にしてぜひ頑張っ

ていただくようにお願いしまして、この質問については終わります。 

続きましては、行政改革の成果についてお尋ねをします。施政方針の中で、マニフェスト

及び定員適正化計画を着実に実行し、計画的に人件費の削減を図ってきた、その結果、職員

給与費については平成19年度と平成21年度決算額の比較で、１億9,200万円余りの削減効果
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があり、マニフェストの削減目標を上回る成果を達成できたと報告されています。 

お尋ねですが、まず正規の職員数と再任用職員を初めとする非正規職員数について説明を

いただきたいと思います。 

○総務部長（坂崎博憲君）  それでは、議員の御質問にお答えをさせていただきます。職員

数の推移について、職種ごとに平成19年度から22年度までの各年度４月１日現在の人数でお

答えをさせていただきたいと存じます。 

最初に、正規の職員、教育長含むいわゆるフルタイム勤務の一般職の推移でございますが、

平成19年度367人、20年度350人、21年度347人、22年度340人となっております。田中市長が

就任しました平成19年度と21年度の比較においては、20人の減、5.4％の減となっており、

さらに19年度と22年度の比較においては27人の減で7.4％の減となっております。 

続きまして、再任用職員等の数の推移ということでございます。まず再任用職員について

でございますが、この中には任期付き短時間職員も含まれております。平成19年度２人、20

年度７人、21年度８人、22年度10人となっております。年々増加しておりますのは、退職年

度が新しくなるにつれ、国民年金部分の支給年齢が引き上げられておりますので、以前に比

べて再任用を希望される方が増加していることが原因でございます。 

次に、嘱託職員でございますが、平成19年度110人、20年度107人、21年度110人、22年度

128人となっております。平成22年度に18人の増となっておりますのは、県の基金事業であ

ります雇用創出事業、及びその他の新規事業としてくらし安心相談業務、不登校対策での新

規雇用、特別教育支援員の拡充などにより、増員になったものでございます。 

次いで、臨時職員でございますが、平成19年度10人、20年度13人、21年度24人、22年度22

人となっております。例年では継続事業及び産休代替職員としておおむね10人程度で推移を

しているところでございますが、21年度につきましては、定額給付金支給業務６人を初め、

九州市長会の開催、広報紙の充実、その他の新規単年度事業により、別途11人を雇用してお

ります。また、22年度におきましては、同じく継続事業及び産休代替に加え、緊急雇用対策

分として別に10人雇用をしている状況でございます。 

以上、お答え申し上げます。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  ただいまの報告を聞きますと、正規職員のほうは田中市政になって

から20人減ということでございますが、その分を非正規雇用でカバーしているんじゃないか

というふうに思って注目をいたしておりましたけれども、緊急雇用対策とか新しい景気対策

による雇用がふえただけであって、正規の職員の部分をカバーするために特にふやしたとい

うことはなかったかなというふうに判断をしているところでございますが、そこで、部長に

お尋ねしたいんですが、この20人の減員というのは公的サービスの低下にはつながったのか、

つながらなかったのか、その辺の判断を聞いておきたいと思います。 
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○総務部長（坂崎博憲君）  お答えをさせていただきます。市民サービスの低下にはつなが

っていないというふうに判断をいたしております。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  そこで、ただいま報告をいただきました職員定数の適正化の着実な

実施が、職員の人件費にどのように反映をしてきたのか、その内訳について説明をいただき

たいと思います。 

○総務部長（坂崎博憲君）  それでは、お答えをさせていただきます。まず、市長が施政方

針の中で述べました、職員給与費の19年度と21年度決算額の比較において、１億9,200万円

余りの削減効果の内訳についてでございます。 

まず、ここでいう職員給与費について御説明させていただきたいと存じます。職員給与費

は、本俸であります給料に期末勤勉、扶養、住居、時間外などの諸手当を合計したものを言

い、退職手当、児童手当を除いたものでございます。施政方針でお示しした数字の対象とな

る職員は、教育長を含む一般職と再任用職員でございまして、市長、副市長、監査委員等は

含まれておりません。これらの職員給与費が平成19年度決算で「約29億8,530万円」、平成

21年度決算で約19億9,340万円だったことから、差し引き１億9,190万円を削減効果とさせて

いただいたところでございます。 

なお、定員適正化計画及び市長のマニフェストの数値目標は、一般職の定数における目標

でございますので、削減の方法につきましては定員適正化計画では期間中の採用人数を退職

者数にかかわらず、一定にすることにより、またマニフェストでは新規採用者の採用抑制は

自然退職者に対し50％削減を目標とするとされております。計画期間中、おおむね定年退職

者の50％採用を基本としつつも前年度の希望退職者数等を考慮しまして、採用枠を６人に固

定し、各年度の退職者数よりも抑制することにより、定員削減を図ってまいったところでご

ざいます。 

以上のように、採用を抑制することにより定数削減し、その結果として、経費の削減を図

ってまいりましたが、平成19年度決算と21年度決算の比較において、年度途中での採用、退

職、給与改定や昇級、昇格の影響、人事異動による会計間の移動なども行われておりますの

で、免職などの個別の退職理由別に削減額への跳ね返りを見ていくことは非常に困難であり、

細かく金額の内訳をお示しすることは難しいところでございます。つきましては、19年度と

21年度の比較において、増減分の内訳を御説明をするということで御了承をいただきたいと

存じます。 

まず、年度間比較における一般職員の減員数は、全会計において34人でございます。その

内訳はまず、定年退職が19人、希望による勧奨退職が７人、合わせて26人でございます。い

わゆる私どもが一般的に考える退職者が、全減員数の76.4％となっております。 

次に、死亡、自己都合による退職が２人で5.9％、懲戒等によるものが２人で5.9％、及び
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他自治体への出向や指導主事の転出によるものが、これが４人で11.8％となっております。

この間の増員につきましては、新規採用12名、指導主事等の転入２人、計14人となっており

ます。よって、減員34人に対して増員が14人でございますので、差し引き20人の減員となっ

ております。定年希望による勧奨を合わせて計26人のいわゆる一般的な退職者に対して、12

人の新規採用を行っており、新規採用を50％以内に抑制しているところでございますので、

市長マニフェスト及び定員適正化計画による削減は14人分と言えるかと存じます。当然これ

は大きく決算額に影響しているものと考えているところでございます。また、死亡、自己都

合２人、及び懲戒等によるもの２人、計４人については、計画外の減員でございますので、

採用計画には反映はしておりませんが、実態として４人減少していますので、決算額への影

響は生じていると存じます。 

広域行政組合と多良木町にそれぞれ１名ずつ派遣している職員については、定数外となっ

ておりますので、減員に２人計上しており、職員給与費の決算額にも反映されているところ

でございます。しかしながら、派遣が終わりますと本市の職員として復帰しますので、実質

的な減員とは言えないところでございます。 

次いで、指導主事につきましては、交代により増減が相殺されますので、職員給与費、決

算額に与える影響は少ないと考えております。 

以上、お答えを申し上げます。 

訂正をお願いいたします。職員給与費の19年度決算額のときに、「約29億8,530万円」と

申し上げたそうでございますけども、正確には「約21億8,530万円」でございます。大変申

しわけございませんでした。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  ただいま、職員定数の適正化とその分の費用削減について詳しく説

明はいただいたんですが、特別職の方は外してあるということでございまして、改めてお尋

ねしますが、市長を初めとする特別職の場合に、マニフェストによる削減等もございますか

ら、そのトータルとしてどのように削減されているのか、その内訳についても説明をいただ

きたいと思います。 

○総務部長（坂崎博憲君）  議員の御質問にお答えをいたします。まず、市長以下特別職及

び教育長の給与削減による実績及びその内訳について、お答えをさせていただきます。 

まず、市長については就任直後の19年６月議会に議案を提出をさせていただき、同年７月

から給料月額を20％削減しているところでございます。この効果につきましては、平成23年

３月末現在で、給料分が788万7,600円、期末手当分が225万1,631円、合計の1,013万9,231円

の削減となっております。 

次に副市長、監査委員、教育長及び元収入役については、平成20年３月に議案を提案させ

ていただき、同年４月から給料月額を副市長は10％、監査委員、教育長、元収入役について



 

- 300 -  

は５％削減をしているところでございます。これにつきましては、今年度末現在におきまし

て、副市長で給料分241万200円、期末手当分72万5,351円、合計の313万5,551円の削減でご

ざいます。次に、監査委員で給料分の80万1,000円、期末手当分で24万1,063円、合計の104

万2,063円の削減でございます。教育長で給料100万5,900円、期末手当分で35万788円、合計

の135万6,688円の削減、さらに元収入役につきましては平成21年３月末の退任までに、給料

36万7,200円、期末手当11万7,886円、合計の48万5,086円の削減となっております。これら、

市長以下特別職及び教育長の給与削減額の総合計は、1,615万8,619円となっております。 

続きまして、不祥事に関連して減額した市長等の給与の額でございますが、市長について

は平成20年３月から同年の５月までの３カ月間、10％の減額。平成20年７月、10％減額。平

成21年10月から同年12月までの３カ月間、20％の減額。平成22年４月、20％の減額。計４回、

措置をしております。これらの削減額は期末手当分を含めまして138万6,801円となっており

ます。 

次に、副市長についてでございますが、平成20年７月、５％削減。21年10月から同年12月

までの３カ月間、10％減額。平成22年４月、５％減額。計３回、措置をしております。これ

らの削減額は、期末手当分も合算して39万5,722円となっております。 

次に、監査委員でございますが、平成21年10月、10％削減。削減額は４万4,600円となっ

ております。 

次に、教育長でございますが、平成21年10月、10%削減。平成22年４月、10%削減。計２回、

措置をしております。これらの削減額は、期末手当分も合算して20万6,270円となっており

ます。 

最後に、元収入役でございますが、平成20年７月、５％削減。削減額３万6,000円となっ

ております。これら不祥事に関連する削減措置の総合計は、206万3,993円でございます。 

以上、お答え申し上げます。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  それぞれ、職員の場合と特別職の場合の削減額について報告を受け

たわけですが、そこで市長のほうに最後にお尋ねをしますが、適正人事と人事効果という形

でお尋ねをします。 

行政改革というのは、行政という組織がその目的を十分に達成するために組織の機構ある

いは指示指令系統、そういったものを能率的にあるいは効率的に改善することによって、そ

の行政目的をより向上させる、そういう立場で行われるものだというふうに認識をいたしま

す。それで、機構改革あるいは指示指令系統の改善に伴って、それぞれできてきますポスト

に誰を配置するか。人的配置というのが行政改革の最後のポイントになっている。そういう

ふうに認識をしているわけですが、そういった立場からしまして、市長はどのようにこの部

内の人事問題について、さらには人事効果について、あるいは部外の場合にも、これは幅広
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い市民の方々の中から委員会とか審議会とか協議会の委員をそれぞれ人選をしていただいて、

そういった委員会、審議会、そういったものを組織をしまして、いろいろ諮問をしたり意見

を聞いたりするわけですけれども、こういった場合の人選の仕方、そういったものについて

どのように認識をされているのか。このことについてお尋ねをしたいと思います。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。適正な人事、いわゆる適材適所ということでご

ざいますが、私の人事に対する基本的な考えにつきまして、述べさせていただくことでお答

えとさせていただきたいと存じます。 

まず、副市長などの常勤の特別職につきましては、市政の発展に大きく寄与することがで

きうる能力を持ち、かつ人格、識見ともに優れていること、これは衆目一致するところであ

ろうかと思います。議会の選任同意に際しましても、支障なく同意いただけるような人選を

心がけていきたいと考えているところでございます。 

次に、常勤の一般職の人事でございますが、やはりリーダーになる者の人事が組織の命運

を決めると考えておりますので、部長、課長あるいは係長といったラインの職員につきまし

ては、働く者の模範となるような人物を登用したいと考えております。だからといって特別

の人格を必要とするということではございません。職場のリーダーに必要なことは、市政の

ビジョンや組織の使命をしっかりと理解し、他のメンバーにもそれらを明確に示し、みずか

らの仕事に高い水準を設定することであり、そのリーダーの仕事ぶりが他の模範となるとい

うことでございます。そのように職場のリーダーの仕事に対する行動と責任が、人と仕事に

対する敬意を集め、高め、働く者の仕事ぶりを決めるのでございますので、職員の人事に関

してはそのようなことを踏まえていきたいと考えているところでございます。 

最後に、嘱託員、各種審議会委員などの非常勤特別職の方々の人選につきましては、まず

第一義的にはそれぞれの条例、規則、要項等で定められた要件を満たしていただくことが最

重要であろうかと存じております。 

次いで、推薦の方法等が例規などに明記されているものであれば、その手順に従って推薦

された方々に対し、委嘱していくことになろうかと存じます。さらに、その職にふさわしい

人格、識見を備えておられる方であることはもちろんでございますが、専門的知識を必要と

される職につきましては、そのような知識をお持ちの方々にお願いをしていくことになろう

かと存じております。 

また、現時点では明文化された指針等があるわけではございませんが、各種の審議会、委

員会などの中で広く市民の皆さんの御意見をいただくような職につきましては、その職にふ

さわしい人格、識見をお持ちであることが必要であると同時に、できるだけ多種多様な意見

となるよう、女性や若年層などの登用にも配慮するなど、年齢、性別、職業などに偏りがな

く、バランスのよい構成となることが肝要であると思っておりますところで、担当部署から

相談があった場合などには、そのように伝えているところでございます。 
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以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  人事問題というのは、ある意味では非常に結果論ということで評価

される場合がございますので、非常にやはり難しい課題ではありますけれども、市長が言わ

れましたようなそういった人選の進め方にのっとって、今後とも適材適所、そういった立場

での人事配置をされて、最大の人事効果が発揮できるような形で頑張っていただきたいなと

いうふうに思っています。あちこちから聞こえてきます声というのは、見る人の目によって

いろいろと評価も出てきますし、願わくばそういった立場からの評価がたくさん出てこない

ような形で頑張っていってほしいものだということを要望しまして、この件については終わ

ります。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで、暫時休憩いたします。 

午後０時10分 休憩 

───────── 

午後１時30分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  それでは、実は私も午前中から午後までかかって質問するのは初め

ての経験でございますけれども、まだ時間が残っておりますので、通告どおりに質問させて

いただきたいと思います。 

農業で食べられるまちに関しては、既に質問をされていますが、その答弁では、人吉市農

産物ブランドになりつつある医食同源ひとよし米、トウガラシ、キクラゲについては生産体

制と販路確保はできている、出口は確保してある、そういうような答弁でありましたので、

１点だけお尋ねをしておきたいと思います。 

そういうことで、出口が決まった購買者のニーズに的確にこたえるためには、ニーズにこ

たえる生産量の確保及び品質の向上と維持、これが非常に大切だと思いますが、行政として

その点についてどのように生産指導あるいは栽培技術の向上を図っておられるのか、まずお

尋ねをします。もう１点は、さらに生産者の生産意欲というのが非常に大切だというふうに

思っています。この生産者の生産意欲を高めるためにどのような配慮をされておるのか。 

以上、お尋ねをします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。トウガラシの販路等は既にいろいろと話してお

りますが、数量的には平成22年度におきましては乾燥重量10トンほどの受け入れ要望があり

ましたが、天候不順等の影響により、収量が当初の予定を下回り、球磨郡市全体でトウガラ

シに関しましては4.5トン程度の出荷となったところでございます。本年度におきましても、

昨年度と同量の受け入れ希望があり、取引先の需要に対応できるよう、生産部会を中心に生
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産体制の充実が図られているところでございます。 

次に、キクラゲにおきましても、トウガラシ同様、本市と農業参入の協定を締結している

企業を通しまして、国内産の取引を希望される大手の食品卸売り業者、量販店、スーパーな

どへの販売が予定されております。需要量といたしましては、食品卸売業者が生の重量で約

100トン、量産店、スーパーなどで約40トンというふうに、合計の140トン程度が見込まれて

いるようでございます。なお、人吉市きのこ生産組合では本格稼働を始める23年度において

約100トンの出荷を計画されているところでございます。 

また、供給体制についてのお尋ねでございますが、トウガラシにおきましてはことしは昨

年の反省を踏まえまして、生産部会では収穫や乾燥方法などを部会内で十分な話し合いをさ

れまして、しっかりとした耕作基準を定め、取引先の納入業者を初め関係機関と連携し、よ

り高品質のトウガラシを目指されております。このような取り組みが実現されますと、販売

価格も上がり、部会員の生産意欲も上がってくるのではないかというふうに思っておるとこ

ろでございます。 

キクラゲにおきましては、生産組合が中心となり、国内有数の種菌メーカーであります森

産業株式会社から販売技術指導を受けながら、栽培マニュアルにしたがった高品質で安定的

なキクラゲ生産を計画しているところでございます。本市としましても、今後、トウガラシ

生産者、及びキクラゲ生産者の方々の高品質で安定的な生産による取り組みに対しまして、

支援を行ってまいりたいというふうに思っているところでございます。 

以上でございます。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  ただいま答弁をいただきましたような状況のようでありますから、

せっかく確保できた出口、購買者、お得意さんが、長くお付き合いをいただきながら、ちゃ

んとやっぱり購買者のニーズにこたえていく、それが人吉ブランドの確立に最も必要な条件

だというふうに思いますし、そういう立場で努力をされることを期待しておきたいと思いま

す。 

続きまして、農家の戸別所得補償制度モデル対策の実施状況について、お尋ねをいたしま

す。 

我が国の食料自給率を高めるとともに、農家の所得向上を図るため、平成22年度から農家

の戸別所得補償制度が導入されました。その実施状況、加入状況について、まずお尋ねをし

ます。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えいたします。平成22年度戸別所得補償制度モデル対策の

実施状況について、お答えいたします。まず、申請状況でございますが、校区ごとに申し上

げますと、人吉地区41件、中原地区81件、西瀬地区86件、藍田地区90件、大畑地区41件の計

339件となっております。なお、大畑地区においては集落営農の２組織をそれぞれ１経営体
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として計算しておりますので、これを農家個人に直しますと合計395件となり、本市登録農

家数1,728戸に対しまして、22.85％の申請状況となっているところでございます。 

次に、各事業について申し上げます。まず、米戸別所得補償モデル対策事業でございます

が、10アール当たり１万5,000円の定額部分が申請者、交付者数とも268人、交付対象面積は

１万8,771アールで、交付金額が2,815万6,500円というふうになっております。変動部分に

つきましては、既に新聞報道等で御存じかと思いますけれども、10アール当たり１万5,100

円の交付があるようでございますので、申請者268名に対して2,834万4,000円程度の交付金

が本年度３月末までに交付されるようでございます。よって、米戸別所得補償モデル対策事

業の交付金の総額は5,650万円程度になる見込みでございます。 

次に、水田利活用自給力向上事業でございますが、申請者は263人、交付者数は２種類以

上の作物について交付される方もおられますので、延べ480名となっております。作物ごと

の交付単価でございますが、麦、大豆、飼料作物が10アール当たり３万5,000円、ＷＣＳ米

粉用、飼料用米といった新規需要米が10アール当たり８万円、ソバ、ナタネ、加工用米が10

アール当たり２万円、二毛作助成が10アール当たり１万5,000円、確定はしておりませんが

野菜、果樹などその他の作物が10アール当たり１万円、地力増進作物が10アール当たり

9,000円となっております。 

そこで、作物ごとの交付面積と交付金額でございますが、麦が99アール34万6,500円、大

豆が110アールで38万5,000円、飼料作物が6,497アールで2,273万9,500円、新規需要米が

6,979アールで5,583万2,000円、ソバ、ナタネが５アールで１万円、加工用米が958アールで

191万6,000円、二毛作助成が7,495アールで1,124万2,500円というふうになっております。 

また、未確定部分といたしまして、その他の作物が4,696アールで469万6,000円、地力増

進作物が23アールで２万7,000円が本年３月末までに交付されるようでございますので、水

田利活用自給力向上事業の交付金総額は9,718万8,200円となる見込みでございます。よって、

平成22年度戸別所得補償制度モデル対策の交付金総額は１億5,368万8,000円程度になる見込

みとなり、平成21年度まで実施しておりました産地確立交付金額の約3,700万円と比較いた

しますと、１億1,660万円程度の増額というふうになっておるところでございます。その他、

加工米につきましては県の球磨焼酎等ブランド確立推進事業の焼酎原料米助成として10アー

ル当たり２万5,000円の総額263万5,600円も交付されます。さらに国の耕畜連携粗飼料増産

対策事業としまして、交付単価が10アール当たり１万1,877円となりましたので、わら専用

稲、水田放牧、資源循環を合わせまして６件に262万4,000円が交付されるところでございま

す。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  ただいま、農家の戸別所得補償制度モデル参加実態、加入率とそれ
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に対する補助金等の額を詳細に報告をいただいたわけでありますが、以前の産地確立事業に

対しまして、１億1,000万以上のいわゆる農家に対する配分金がふえている。そういう状況

が今明らかになっているわけですけれども、それにいたしましても参加率が全体で22.85％、

これだけの参加であるということは非常に今、人吉市の農家はもったいないことをしている

んじゃないかなという気がしてならないんです。 

そこでお尋ねをしますが、このように私の判断では非常に参加率が少なかったというふう

に思っていますけれども、こういった低い参加率になって終わったという原因の分析や、あ

るいは原因に対する判断、そういったものはどう考えておられるのかお尋ねしたいと思いま

す。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。人吉での加入者が少なかった理由ということで

ございますが、昨年度までの水田農業構造改革対策事業と今回のモデル対策の交付金をもら

われた方の数で比較しますと、昨年度が263名、今年度が395名ですので、132名の増という

ふうになっております。しかしながら、全体的には22.85％ということですので、参加者と

しては少なかったというふうに感じているところでございます。その理由を推測しますと、

まず本制度が新規事業であり、これまでの水田農業構造改革対策事業と違い、事業の種類に

よって米の生産調整達成を要件とするもの、しないものがありまして、農家の理解度に非常

に個人差があったことが一番の理由ではないかというふうに思っております。その他、対象

作物の作付けはしているが、自家利用のみであること、水稲共済に加入していないなどの交

付要件に満たなかった方もおられますし、高齢化や後継者不足により対象作物の作付けがで

きなかった等々、考えられるところでございます。 

以上でございます。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  参加率が少なかった原因について、推測という形の中で今答弁をい

ただいたわけでありますが、いずれにしろ、農産物の生産量を上げる、そして農家の所得を

少しでも上げるという立場でのこのせっかくの所得補償制度でございますので、できるだけ

周知徹底をしながら、この十分な活用をしてもらうように今後とも十分周知徹底をされるよ

うに、これはもうＪＡ等の取り組みが一番かなというふうに思いますけれども、できるだけ

市としても、こういったせっかくの制度が本当に生かされるように、活用できるように、指

導体制をきちっとしていただきたいなということをまず要望しておきたいと思います。 

それからもう一つですが、この制度導入によって、農地の利用率あるいは農産物の生産量

はふえたであろうかというふうに感じているんです。つまり目的とした農産物の量をふやす

あるいは農地の利用度をふやしていくという趣旨目的に合致したのかなという面もあります

から、その点について、把握ができておれば報告をいただきたいと思います。 

○経済部長（椎葉文雄君）  農地の活用率が向上したかということでございますが、自己保
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全管理農地と、調整水田農地面積の平成21年度と22年度を比較しますと、約4.7ヘクタール

減っておりますので、農地の活用率は若干向上したのではないかというふうに思っておりま

す。それと、生産量につきましては、まだ把握していないところでございます。 

以上でございます。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  それでは、次の質問に移りますが、人吉市の農業委員会としては、

市内の遊休あるいは不耕作農地、そういったものについて調査をされてきたわけですが、そ

の調査の結果について、実態を報告していただきたいと思います。 

○農業委員会事務局長（村田定美君）  こんにちは。では、御質問にお答えいたします。遊

休農地の面積、筆数と今後の取り扱い等についてでございますが、本市の遊休農地は農業委

員会において平成19年度から調査を行ってきておりまして、平成22年８月のデータによりま

すと、本市の農地面積約1,860ヘクタールのうち遊休農地面積約266ヘクタール、筆数が約

3,300筆で、農地全体に占める遊休農地面積の割合が約14.3％となっています。今後の取り

扱いでございますが、現在、農業委員会では遊休農地の所有者等の意向調査を平成22年度中

に終了し、データをまとめることで進めているところでございます。調査後は、台帳、地図

情報等の整備を行い、遊休農地と情報の閲覧ができる状態へ作成することにしております。

遊休農地を耕作地としてもう一度有効活用することは容易ではございませんが、関係機関と

連携しながら、耕作希望者による活用へつなげる利用調整を図っていかなければなりません。

なお、農業委員会は毎年１回、農地の利用状況を調査し、所有者等への指導や通知等を行う

ということで、今後、山林化した農地などにおいて、活用しにくい農地につきましては、必

要に応じて地目変更手続き等を促すことにもなろうかと存じます。 

以上、お答えします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  今報告をいただきましたように、全体で、全農地の14.3％が不耕作

地あるいは遊休農地ということでありますが、これだけの農地が農地として活用されていな

い。非常にやっぱり損失があるなというふうに思いますし、また今も言われましたように、

この14.3％の中で元の農地に返せないような山林化したような農地あたりもあるかなという

ふうに思いますから、そこらあたりはきちんと整理をされて、ここまではやっぱり後を有効

活用ができる農地、これから先は無理だろうという農地、そういった選別の方法あたりをど

うされるのか。さらには地図とか台帳に、その不耕作農地のあり場所を地図に落として台帳

整備して、その面積を確認できるようにするわけでしょうから、そういった準備ができ上が

った後の活用方法についてはどういうことにされるのか。例えば農業委員会が仲介をして、

貸し手借り手の関係を農業委員会が中心になって媒体をしていくのか。あるいはもう当人同

士の貸し借りの関係という形の中で整理をしていくのか。そこらあたりについて農業委員会
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としての役割をどう考えておられるのか、お尋ねをしたいと思います。 

○農業委員会事務局長（村田定美君）  御質問にお答えいたします。お尋ねの台帳、地図情

報を整備した後の具体的な活用方法ということでございますが、農業委員会事務局での閲覧

はもちろん、全国農業会議所の農地情報提供システムの貸したい、売りたい農地の情報の登

録や、熊本県農業公社において構想があります熊本県下の耕作放棄地データベースなどにも

登録いたしまして、耕作を希望される方が容易に必要な情報が得られるように、広く提供し

てまいります。また、遊休農地の活用に伴います耕作希望者等の発掘に関しまして、導入作

物の検討や販路の確保は遊休農地再生利用の極めて重要な要素となっています。適地適作が

基本となりますが、労働力、技術力、資本力等を考慮して、導入品目を選定しなければなり

ません。農地の利用目的や農地の状態、鳥獣被害状況等によって、おのずと導入作物が絞ら

れてきますので、現在の本市の取り組み事例を視野に入れながら、先進事例などを参考に果

樹、特用作物、景観作物、畜産への利用なども考えられます。栽培から流通、販路まで地域

ぐるみで取り組みを行うことが再生した遊休農地での営農の定着に極めて重要な要素になる

と察します。遊休農地の再生利用を促進、確保するため、国県の支援策を活用していただく

こともできますので、今後、担い手育成総合支援協議会や農地利用集積円滑化団体でありま

すＪＡなどとの働きかけにより、利用調整を行いながら農地の効率的な利用を図ることがで

きればと存じます。その効果としまして、担い手、農業生産法人、一般法人、または新規就

農者などの耕作希望者と、遊休農地の地権者とのマッチングが整いまして、農地法第３条許

可での売買や貸借、または農業経営基盤強化促進法による貸借の申し出がされることで、農

用地利用集積計画による利用権設定がなされ、耕作放棄の解消につながるものと期待してい

るところでございます。 

なお、売買及び貸借に伴う価格調整につきましては、当事者間での話し合いとなりますの

で、売買価格は農業委員会でわかっている周辺の取引状況を参考に提示することもあります。

賃借料につきましては、標準小作料制度の廃止に伴いまして、現在は１年間に利用権設定さ

れ公告された賃貸借における賃借料情報を提供しておりますので、参考にしていただきまし

て、当事者間で決定していただくことになります。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  遊休農地の活用については、今、答弁をいただいた、そういう方向

でよかろうと思っていますが、それを実施するに当たっては、先ほど質問をいたしました農

家の戸別補償制度、ここらあたりも有効に利用活用しながら取り組みをされたほうがよかろ

うと。私が言わんでももう十分おわかりだというふうに思いますけれども、そういった農家

の戸別補償制度を活用しながら組み立てていく、そういったことについても御配慮をいただ

きたいというふうに要望しておきたいと思います。 
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それでは、次でありますが、生活環境改善問題についてお尋ねをします。市民の方が健康

で快適な生活ができる生活環境改善の施策として、公共下水道事業と浄化槽設置事業を進め、

下水道は平成21年度末で水洗化率72.4％で県下第３位、家庭用浄化槽についてもここ５年間

で140基を設置したとのことでありますが、今後はどのように進めるのか、そして今の設置

の状況はどうなっているのか、お尋ねをしたいと思います。 

○水道局長（多武芳美君）  御質問にお答えいたします。まず、公共下水道は昭和49年10月

に第１期148ヘクタールの事業認可を受け、事業に着手し、昭和57年３月20日に一部供用を

開始いたしております。今月の３月20日で丸29年になります。公共下水道事業も供用開始か

ら30年目に入ろうとしております。第１期以降第２期の事業認可から現在の第６期の事業認

可へと区域拡大を行いまして、事業認可面積1,029ヘクタールを平成27年３月31日までの事

業完了予定で取り組んでおります。これまでの公共下水道の普及状況は、先ほど議員が申さ

れました平成22年３月末現在で、下水道普及率は72.4％になっております。 

次に、浄化槽による整備でございますが、浄化槽の整備区域は、公共下水道事業認可区域

外の区域が整備対象区域となります。浄化槽の整備は平成18年度から平成22年度までの５カ

年間、循環型社会形成推進地域計画により、事業を実施してまいりましたが、さらに平成23

年度から平成27年度までの５年間の推進計画に基づき、公共下水道の認可区域外において、

整備推進を図ることといたしております。 

また、浄化槽の設置状況でございますけれども、平成22年３月末現在におきまして、これ

まで市が補助をしてきた浄化槽の数でお答えさせていただきますけれども、499基、平成

２年から平成22年３月まででございますけれども、市が補助をした浄化槽の数は499になっ

ております。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  現在までの設置状況について、今報告をいただいたんですが、今後

どうするかという問題が残っております。そこで、熊本県としては熊本生活排水処理構想

2011ですか、このようなプランを立てまして、この中で県下全体を掌握しながらやっていく

という方向だというふうに受けとめておるわけですが、これとあわせて、人吉市は今後、ま

だ未設置の部分、下水道区域に入っていない部分、そこらあたりについてどう対応していく

のか、お尋ねをします。 

○水道局長（多武芳美君）  御質問にお答えいたします。熊本県では現在、熊本生活排水処

理構想2011の計画作成をいたしております。既に市町村の素案及び意見を集約いたしており

まして、６月末日までには計画の発表がされる予定となっております。この構想は、熊本県

の全域を対象に、公共下水道、集落排水、浄化槽等のすべての生活排水処理施設ごとにエリ

ア分けを行いまして、より効率的かつ経済的な生活排水処理施設整備の将来像を示すととも
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に、その整備を着実に促進していくための推進計画を明らかにするものでございまして、平

成23年度から平成32年度の10年間を計画期間とした構想でございます。この構想の中での本

市の構想でございますが、公共下水道全体計画区域1,194ヘクタールを公共下水道による整

備区域とし、それ以外については、浄化槽による整備としているところでございます。 

なお、県の構想は平成27年度に見直しを予定されておりますので、本市も県に合わせて見

直しの必要があると考えておりますので、県構想の見直し時期に合わせて、住民の意向やま

た経済性、地域の特性等を考慮しながら、本市の公共下水道区域及び浄化槽区域の将来像を

構築し、生活環境の整備を行っていきたいというふうに考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  そこで今、水道局長の答弁を聞いて、現在のいわゆる県の排水処理

構想2011では、人吉市の場合には６期区までで公共下水道としては終わりだということがま

ず第一ですね。第２点は、県の構想がしかし27年にはまた見直されるということがあるので、

それに合わせて今はまだ区域に入っていない地域について、新たに入れるかどうかをその時

点で検討するということでありますね。そうしますと、今から、23年から27年までに、例え

ば下水道が来ているところの隣接地あたりがどっちを選択すればいいのか。もう長く下水道

区域にならないんだったら早く浄化槽をつけますよと。しかしなるんだったらもう少し我慢

して、区域内、下水道の区域内に入ってくるのを待ちたい。そういった悩みの判断が、なか

なかできない区域ができてくるんじゃないかというふうに思うんですが、せっかく浄化槽を

自分でつくったとしても、また公共下水道の区域内に入ってしまうならば、そこは自分でつ

くった浄化槽はまた下水道に新たにつなぐという、二重の投資が必要になってくるんですが、

そこらあたりはどうなんでしょうね。 

○水道局長（多武芳美君）  はい。下水道で整備する区域、浄化槽で整備する区域について

は、現在ではこの第６期でもって下水道整備区域は終了ということで考えております。ただ、

県の構想におきましても27年度に見直しということでありますので、その時点に合わせて、

もし住民の意向等が大きければ、変更の可能性もあるのかなと。現時点におきましては、私

どもは第６期でもって下水道整備は一応、平成27年３月31日まで事業認可をいただいており

ますので、その時点までは第６期の整備を鋭意進めていきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  今言われましたように、６期区で終わりだということで、もう未来

永劫にそれでいくんですよいうことであれば、周辺の住宅については、もうどうせ来ないん

だから浄化槽設置だという方向で進めると思いますが、27年度また新たに入る可能性がある
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とするならば、どうしたらいいのかという、非常に当事者としては迷う部分だなというふう

に思いますし、そこらあたりについては今の答弁の中ではなかなかすっきりとできないよう

ですけれども、問題点だなというふうにとらえておいていただきたいと思います。 

それから、１期から６期工事区まで今あっているわけですが、その中で、水洗化率がどの

程度になっているのか、なぜ進まないのか、そこらあたりについて見解を求めておきたいと

思います。 

○水道局長（多武芳美君）  御質問にお答えいたします。公共下水道の加入率、いわゆる水

洗化率でございますけれども、平成22年３月末現在で89.2％でございます。つまり、今で約

11%の方が下水道を使用できるにもかかわらず、使用されていない状態でございまして、こ

れら未接続世帯の方々への接続の促進が大きな課題となっております。私ども下水道課にお

きましては、その加入促進策として、下水道管渠の工事が完了しましたら、接続が完了し、

接続が可能となった世帯につきましては、下水道への速やかな接続のお願いと、早期接続に

対する助成策や、無利子の融資制度などを紹介したチラシを１軒１軒訪問しまして、配布い

たしております。 

また、例年９月に実施しております下水道の日の行事に合わせまして、下水道の効果と普

及促進の広告を地元新聞等にも掲載するとともに、今だ水洗化されていない世帯につきまし

ては、戸別訪問を行いまして、水洗化をお願いしております。 

また、広報ひとよしに下水道の使用に当たってのお願いとともに、未水洗化世帯への接続

のお願い記事を掲載し、周知を図っているところでございます。 

今後とも水洗化の促進は水道局の大きな課題ととらえ、努力していかなければならないと

いうふうに考えております。この未水洗化世帯の理由は幾つかあろうと思います。経済的な

問題がその一番大きな問題というふうにとらえております。そのあたりの解消についても、

今後努力していかなければいけないというふうに思っておるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  ようやく私が目指すところに焦点が合ってきたんですが、その下水

道に切りかえができる地域にあってなぜできないのかということの大きな一つに、公道に接

した場合と、私道に接した場合の市の下水道設置の対応があまりにも不平等である。公道に

接した場合には１戸あってもそこまで下水道を、少なくとも公共桝までは市の責任で設置す

るわけです。しかし、私道に接しておれば、５軒以上あるならば市が公共桝までは持ってい

きますよ。しかし、それ以下については市はしません、自分たちでやってください、自分た

ちの共同作業でするならば、以前は３戸だったんですが、３戸以上が共同作業でするならば

補助金を出しますよ、２戸以下はだめですよというのが今まででした。しかし、この間それ

が、その補助金を出す場合が、３戸から２戸に減ったということなんですが、しかし、現状
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では、それも家が建ってから２年以内でないとだめですよという、そういった制約があるわ

けですね。同じ人吉市民で同じ固定資産税を納めて、都市計画税も納めて、その上に受益者

負担金があればそれも出しながら、公道に接したところはいわゆる木戸柵まで市がやってく

れる。私道に接しておるならば５軒以下であれば、４軒以下であれば、市ではしません、自

分たちでやってください。しかも、２戸以下であれば、補助金も出しませんと、不公平なん

ですね。何回もこの点については私は指摘をしました。いまだに改善されない。こういう実

態があるということは水道局長、十分御承知なんですよ。なぜ改善ができないのか。前回や

ったときに、それは今までこういうことで設置をしてきましたから、今までやった人に対し

て不公平がありますからできませんというのが市の考え方ですね。そういう考え方に立てば、

条例の改正とか規則の改正はできないんです。こういうふうに改正した方がいいということ

であれば、前のことはその時点で解決した問題ですから、これから先の問題はやっぱり、よ

りベストな方向で改正をしていく、その勇気があるのが当然じゃないかと私は思っています。 

そこで、その点について水道局長、どうぎゃんしたらそういった私道に接した住居がです

ね、いまだに水洗化できるのにされない、解消策としてどういうふうに考えておられるんで

すか。 

○水道局長（多武芳美君）  御質問にお答えいたします。私道への下水道管渠の設置につき

ましては、立山議員には平成18年の６月議会から幾度となく御質問をいただきました。その

間、水道局長、私で３人目でございます。私が担当となりました平成20年度にこのことにつ

いて下水道事業運営審議会に諮問を行い、答申を得て、下水道共同排水設備助成規則の改正

を行ったところでございます。私道を利用する家屋が３戸以上という条件を２戸以上と条件

を緩和したところでございます。しかし、平成21年４月１日以降に処理区域として公示する

区域から適用することとしておりましたので、それ以前に公示していた区域は適用されなか

ったところでございます。今後は、いかにしたら私たちの大きな課題であります水洗化率の

向上が促進するのか、水洗化率の向上の阻害要件は何なのか、さらに局内で十分に協議をし、

また下水道事業運営審議会等にも諮問を行いまして、また他市の状況等も参考にしながら、

各種条件の緩和等につきましても鋭意取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  先ほど申しましたように、この問題については何回か取り上げてき

た経緯があるわけです。その点で今、局長のほうから答弁がございましたけれども、局長も

今度で勇退されます。私もこの次は出ません。あんまり局長とここでやり合っても、この先

の進行の度合いが自分たちの責任でやれないという立場だというふうに思っていますから、

これ以上は申し上げませんが、市長も同じような立場です。この次、当選されるならば、お

お、やりますよということになるかもしれませんけれども、今の局長答弁で、きょうのとこ
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ろは了解せざるを得ない、了解しておきたいというふうに思いますから、ぜひ、しかし規制

の緩和については、規制の緩和じゃなくて、より公平性をどう打ち出していくのかという課

題ですから、そういう認識の中で解決をしていただきたいというふうに思います。 

そこで、あんまり時間がありませんので、最後の財政の展望について若干触れておきます

が、新年度予算138億7,112万5,000円の骨格予算が提案をされました。昨年に比して0.8％の

伸び。その中で特徴的なのは個人市民税が１億1,000万減っている。そして、民生費が全体

で56億、構成比が40.4％なんですよ、民生費がですね。これは昨年に比べて3.2％の伸びと

いうことになります。こういう状況の中で、先ほど速報として全協で説明を受けました国勢

調査の人口に関して言うならば、３万5,601人ということで、５年前の平成17年の調査に比

べて1,982名減っている。つまり、減少率が5.3％ということになるわけですが、これは私ど

もが今までシミュレーションをしてきました人口の減少が実績として証明をされた、そうい

う形になっておりますし、今後、シミュレーションどおりにこの減少が続くであろうと。同

時に、単に人口が減るだけじゃなくて、一方では高齢化率がさらに高まっていくであろう。

高齢化率の高まりは、この民生費56億、構成比40.4％ということはさらに高まっていく、大

きく増大していくだろう。そういうことなんですね。ですから、ここを踏まえて、この人口

減少と高齢化現象ですね、ここらあたりを組み合わせながら、今後の予算展望はどういうふ

うになっていくんだということを、厳しいけれども、もうすぐ現実の問題としてとらえなが

ら、念頭に置きながら、今後のやっぱり行政運営をやらざるを得ないというふうに思います。

できたならば、もうちょっと所得が上がるような、いわゆる農業で食えるまちとか観光で食

えるまちとか、企業誘致というので所得を上げることができればいいんですが、しかし、こ

の現実だけは変わらないということですから、そこを展望した場合に、今後の財政について

どう展望されているのか、非常に概略的かもしれませんけれども、これはひとつ、市長のほ

うから言ってもらったがいいかなというふうに思います。 

○市長（田中信孝君）  平成19年に就任させていただきまして以来、人口減少社会、それか

ら少子高齢社会、これによります経済の規模の縮小というものをお話を申し上げてきたとこ

ろでございます。いよいよ火を見るより明らかな傾向が如実になったわけでございますが、

今後の財政運営につきましては、人口減少もさることながら、年齢別の人口構成が重要にな

ってくるのではないかと考えております。年齢別に見た本市の人口構成は全国的な傾向と同

じく、いわゆる団塊の世代が最も多くおられます。この世代の方々は、これまで市内の企業

やさまざまな産業において活躍をされているところでございますが、ここ数年のうちに大半

の方がリタイアされることになり、高齢化が加速していくわけでございます。すなわち給与

所得や事業所得で生活をしていた方々が、主に年金所得で生活されることになりますので、

所得が現役時代に比べ減少し、市内の消費額が減退するのではないかと考えているところで

ございます。また、今後の就労年齢人口も減少していくと考えられますので、これも市内に
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おける消費が減退する大きな原因となるのではないかと危惧しているところでございます。

いよいよ年金経済社会へ入るということでございます。この人口減少及び人口構成の高齢化、

就労年齢人口の減少は、市の財政運営にとりまして、歳入では自主財源である市税の減、ま

たは地方交付税の減、歳出では特に扶助費や医療保険、介護保険、特別会計繰出金などの社

会保障費の増としてあらわれてくるのではないかと考えているところでございます。いわゆ

る自主財源はますます細り、社会保障関係費はますます増大をしていくということでござい

ます。 

今後の財政運営においては、人口減少社会の中であっても安定した自主財源の確保を行う

ことで、市民の皆様が安心して暮らせるまちであることが最も必要なことであるという考え

にあるわけでございます。 

そこで、そこのヒントが徳島県の上勝町であり、鹿屋市の「やねだん」ではなかろうかと

思っております。生産労働年齢人口だけでなく、労働意欲の高い高齢者人口の方々も含めて、

農業、観光の発展で、１人当たり所得をふやしていただき、企業誘致などで就労人口を確保

してまいりたいと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）  財政問題については、今、市長の方から答弁をいただいたわけです

が、とにかく人口減少、高齢化、それに伴って出てくるであろう厳しい状況、これを何とか

今度はカバーするために、市長が言われました、観光で食える、あるいは農業で食える、企

業誘致、そういった努力が必要だということでありますから、その点については、このデメ

リットを乗り越えるための努力をそれぞれがしっかりとやっていただくということが一番だ

というふうに思います。 

そこで、いよいよ時間になりましたので、きょうは最後の質問ということでちょっと欲張

って質問項目を上げたものですから、あんまり私の意見は言わないで、聞く一方の質問だっ

たかなというふうには思っていますけれども、最後と思えばどうしても欲張ってくるという

ことでありますので、許していただきたいと思います。 

そこで、最後でございますから、少しごあいさつをさせていただきたいと思いますが、今

年３月で勇退をされます退職予定者の皆さん、長い間、市民の幸せと市の発展を願いながら

御尽力をいただき、ありがとうございました。退職はされましても、まだまだ60歳前後でご

ざいます。人生80年時代にあっては、60というのはある意味ではまだ若者と、ある意味では

退職は新しい人生のスタートではないかというふうに考えております。かつて私たちが経験

したことのない高齢化社会は、さらに進行をいたします。そのような高齢化社会の中にあっ

て、例え豊かではなくとも、安心して暮らせる人間社会、郷土人吉をつくるために、豊かな

行政経験を活用していただきたいと念願をする次第であります。私もまた、今期限りで勇退
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をいたしますが、市民の幸せと市の発展を願う、目的はお互いに共有しながらも、執行機関

と議決機関という立場から、議論し、切磋琢磨しながら御指導いただき、まことにありがと

うございました。そして、市長を初め同僚議員の方々、４年に１度のチャレンジと試練の日

が近づいてまいります。よりよい郷土人吉市をつくるための新たな挑戦、チャレンジであろ

うと理解をいたしております。４月24日には当選の祝杯を上げ、郷土の発展に頑張ってもら

うことを祈念して、私の一般質問を終わります。 

以上です。ありがとうございました。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで、暫時休憩いたします。 

午後２時29分 休憩 

───────── 

午後２時43分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

１番。松岡隼人議員。 

○１番（松岡隼人君）（登壇） 皆さん、こんにちは。１番議員の松岡隼人でございます。

九州新幹線全線開業をあすに控え、本市でもあす、あさっては人吉駅、九日町、文化苑など

でさまざまな催しが予定されております。私も球磨人吉への観光客誘致のために市民の皆様

とともに汗を流してまいりたいと思います。 

さて、本年３月いっぱいをもちまして退職されます職員の方におかれましては、長年、市

政発展のために御尽力いただきましたことに対しまして、心から敬意と感謝を申し上げます。

また、私個人に対しましても、御指導、御鞭撻いただきましたことに対しまして、重ねて御

礼を申し上げます。ありがとうございました。今後も健康に十分留意をされ、場所は変われ

ども、これまで積み重ねてこられた知恵と経験を生かし、引き続き市政発展のためにお力を

貸していただきますよう、よろしくお願いいたします。 

それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 

１点目は、教育振興より教育振興基本計画について。２点目に、安全対策より大村横穴群

の今後についてです。 

まずは、教育振興基本計画について、計画を策定するべきだという立場から質問を行いま

す。現在、国政に象徴されるように我が国は混沌としております。その原因は、日本人とし

ての誇りや絆の欠如にあるのではないでしょうか。日本では自分に自信が持てない子供、自

分に誇りを持てない子供が増加しております。なぜ自分に誇りを持てない子供が増加してい

るのでしょうか。それは、親や祖先を敬うことをしないからです。では、なぜ親や祖先を敬

わないのでしょうか。それは、そういう教えを受けていないからだと思います。戦後、日本

の家族形態は大きく変化し、３世代、４世代同居の大家族から核家族化へと移り変わりまし

た。このことは、先人たちが長年かけて積み重ねてこられた経験と、そこから生み出された
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知恵がぷつりと途切れてしまうことを意味します。これは我が国にとって大きな損失です。

戦後の焼け野原から奇跡的な復活を遂げた我が国は、物の豊かさは手に入れました。しかし、

代わりに失ったものも少なくありません。拡大、成長一辺倒だった我が国も、国際社会の中

での経済成長のスピードが緩やかになってきています。また、団塊の世代の退職時期にさし

かかり、同時に人口減少社会に突入いたしました。平成17年には10万人を超えていた球磨人

吉の人口も約９万5,000人になり、20年後には７万人を下回ると予測されています。球磨人

吉管内の有効求人倍率については、昨年の12月現在0.74倍です。一番低い６月は0.29倍でし

た。拡大社会しか経験したことのない私たちは、これまで人類が経験したことがない縮小す

る未知の世界へ足を踏み入れました。縮小する社会ではさまざまなひずみが見られるように

なりました。そして、その現代社会のひずみは最初に社会の中で最も弱い子供たちに現れて

います。子供たちが通う学校では、家庭、地域が行うべきことまでも担い、本来行うべき業

務に支障を来しています。私たちは変化する社会のひずみを受けている子供たちをそのまま

見過ごすわけにはまいりません。子供たちの最後の砦となっている学校、その業務が増大す

る中、学校だけに責任を押しつけずに、親であったり祖父母であったり地域であったり教師

であったり、できる人が、できるところで、できることを行える社会の仕組みをつくる必要

があります。一言で言うと「絆」、つまりつながりを強くすることが子供たちの誇りを取り

戻すことに結びつく、そう私は考えます。本市は、こども王国保安官や二中校区学校支援地

域本部事業、一中のコミュニティ・スクール等に象徴されるように、地域の方は学校支援に

対するボランティア精神がとても旺盛で、地域全体での子育てが行われています。しかし、

地域の方の努力があるにもかかわらず、不登校の子供や朝ご飯を食べてこない子供が年々増

加していることもまた事実です。 

そこで、本市の子供の現状、課題について、教育委員会はどういう認識をお持ちですか。

また、子供の現状を知るために、アンケート調査等は行っておられるのでしょうか。教育長

にお尋ねいたします。 

○教育長（堀 秀行君）  今、松岡議員がお述べになりました、現在の子供を取り巻く状況、

その分析、認識あるいはそこから生じてくる教育的課題という言葉を述べられましたけれど

も、私は随分と共鳴するところがございました。そういうことを前提としながらお答えをし

たいと思います。 

本市の子供の現状についてでございますけれども、都市圏の子供たちに比べ、本市の子供

たちは豊かな自然に囲まれ、地域の方々の温かい愛情と熱意、関係者の努力に支えられなが

ら、全体的に見ると幸福で充実した生活を送っているのではないかと考えているところでご

ざいます。しかしながら、本市においても過疎化や少子化の進展、高齢社会の到来、産業構

造の変化や国際化、高度情報化の進展など、予想をはるかに超えた社会情勢の変化の波が押

し寄せ、ライフスタイルの変化や価値観の多様化などの、子供たちを取り巻くさまざまな状
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況の中、家庭や地域の教育力の低下や社会全体のモラルの低下などの課題が見られます。子

供たちの現状といたしましては、学習意欲や規範意識の低下、勤労観やふるさとを愛する態

度の未成熟、体力、運動能力の低下等の問題がございます。特に人間関係づくりなどの基本

的な生活能力が欠如している子供たちや、自己肯定感を持てない子供たちが増加してきてい

るように認識しております。今後、我が国にとってはこれまで以上に変化の激しい時代が到

来することが予想されますので、このような現状に対応する地域社会を含めた教育システム

の再構築が重要な課題となってくると考えているところでございます。 

続きまして、子供の現状を知るためのアンケート調査についてでございますけれども、文

部科学省や熊本県教育委員会による各種調査が実施されており、人吉市教育委員会といたし

ましては、その調査結果をもとに子供たちの現状を把握し、課題を明らかにし、学校と情報

を共有しながら、その解決に向けて取り組んでいるところでございます。 

また、各学校も子供たちの実態を把握するために、独自に調査アンケートを行い、その結

果から、子供たちの課題を明らかにし、その課題解決に向けた教育計画の作成や、教育活動

の工夫を行い、実践しているところでございます。 

以上でございます。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  １番。松岡隼人議員。 

○１番（松岡隼人君）  本市の子供たちは全体的に見て充実した生活を送っているが、家庭や

地域の教育力の低下や社会全体のモラルの低下などの課題があると。また、子供たちの現状

として、基本的な生活能力の欠如や自己肯定感を持てない子供が増加しているので、現状に

対応する地域社会を含めた教育システムの再構築が必要だと。また、アンケート調査も実施

して、それに対応しながら行っているというような答弁だったと思います。 

子供たちは、この国の未来です。教育は10年後、20年後のこの国の姿です。我々が我々の

地域を、この国をどうしたいかが教育、そう私は思います。教育は行き当たりばったりでは

なく、長期ビジョンが必要です。人類がこれまでに足を踏み入れたことのない世界へ進む我

が国、我が地域の礎は人であり教育である、そのように思っています。そのような中、国に

おかれましては平成18年に教育基本法が改正され、道徳教育について前文に、公共の精神を

とうとぶことが挙げられ、教育の目標として、豊かな情操と道徳心を培うことなど、育成さ

れるべき国民の姿が示されました。愛国心については、教育の目標の一つとして、伝統と文

化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会

の平和と発展に寄与する態度を養うことが挙げられております。また、生涯学習の理念、大

学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育、学校、家庭及び地域住民などの相互の連帯協力、

そして教育振興計画が追加されています。17条の教育振興基本計画の項には、政府は教育の

振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策について

の基本的な方針及び講ずべき施策、その他必要な事項について、基本的な計画を定めること
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とし、２項で地方公共団体も教育に関する基本的計画を定めるよう努めるものとされており

ます。 

現在、本市には毎年作成される人吉市の教育概要はございますが、教育の長期ビジョンは

ございません。早急に本市の教育の方向性を明確にし、長期計画を策定すべきです。また、

本市の平成22年度人吉市の教育概要にも目標の明確化及び施策の推進として、教育振興基本

計画の策定、検討と記されております。私もぜひつくるべきだと思いますが、本市でもつく

ると認識してよろしいのでしょうか。教育長にお尋ねします。 

○教育長（堀 秀行君）  お答えいたします。議員のおっしゃいますとおり、改正されまし

た教育基本法の中で、地方自治体においても国の計画を参酌して、その地域の実情に応じた

教育のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めることとされておるところでござ

います。このような中、本市におきましても地域の実情に応じた独自の基本理念を掲げ、教

育の目標を明示した教育振興基本計画を平成23年度に策定予定の第５次人吉市総合計画との

整合性を図りながら策定し、今後、社会における価値観が多様化する中、社会に貢献し、さ

らにはみんなが幸福で充実した生活を送れるような地域の特性を生かした教育の充実と、よ

り具体的な施策及びその施策の実現を目指した道筋を示してまいりたいと存じているところ

でございます。 

以上、お答えします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  １番。松岡隼人議員。 

○１番（松岡隼人君）  ぜひそのようにしていただきたいと思います。教育振興基本計画を作

成するに当たっては、策定委員会を組織し、アンケート調査を実施。その後、その分析、課

題抽出を行い、解決策の提示、それをもとにたたき台を作成し、パブリックコメントにかけ

て策定というような手順になるのだろうと、私自身思っておりますが、現在の教育振興基本

計画策定に当たっての進捗及び期限、いつまでに策定されるのか、そのあたりが決まってお

りましたらお答えをいただきたいと思います。 

○教育長（堀 秀行君）  現在のところ、進捗状況を御報告するような取り組みというのは、

具体的にまだないところでございますけれども、この教育振興基本計画は、先ほど申し上げ

ましたように国の計画あるいは市の総合計画を参酌しながら、地域の実情に応じた計画を策

定することとなっておりまして、人吉市の将来像とまちづくりの基本理念を示す、本市にお

ける上位計画であります、第５次人吉市総合計画との整合性を図る必要があると考えており

ますので、人吉市総合計画の策定のスケジュールを勘案して、人吉市教育振興基本計画を策

定することになるかと存じているところでございます。 

以上、お答えします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  １番。松岡隼人議員。 

○１番（松岡隼人君）  総合計画との整合性を図りながら策定をしていきたいと。進捗は今の
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ところ具体的な進捗はまだないということだったと思います。私が思います教育振興基本計

画とは、人ひとりが生きていくために学び、成長していく過程に誰が、どう関われるか、学

び、経験するために、なるべく多くの機会を提供できるような計画を作成するべきだと思っ

ています。学校教育とか社会教育とか、行政の縦割りで考えるのではなく、人の成長を中心

にその成長の瞬間、ステージにどれだけたくさんの人がつながることができるかを考えるべ

きだと思っております。人ひとりとのつながり、つまり絆が強くなるような、具体的な内容

を記したものが本市の強みを生かした特色のある教育振興基本計画になるであろうというふ

うに信じております。 

これまで質問を行いながら、私の教育や教育振興基本計画に関する考えを述べてまいりま

したが、本市の目指す教育像や柱、今後、これから策定していかれます教育振興基本計画に

対しての考えを教育長にお尋ねいたします。 

○教育長（堀 秀行君）  質問にお答えいたします。現在、教育委員会では毎年、教育方針

を作成しておりまして、その中で、人吉市教育基本方針を示しております。その基本方針と

いうのは、社会の進展に対応する教育を構築しながら、自主的創造的に生きていくために、

恵まれた自然や文化、歴史のもとで知、徳、体の調和のとれた子供の育成と、人権尊重を基

底に据えて、生涯にわたって健康的な生活を営むことのできる生涯学習社会の実現を目指す

となっておりまして、現在の人吉市の目指す教育像、すなわち柱としておるところでござい

ます。この教育方針に基づき、さらに具体的な生きる力の育成、地域やふるさとを支える人

づくり、差別の根絶を目指す教育啓発の推進という、人吉市教育努力目標を示し、学校教育

における努力目標と、社会教育における努力目標を掲げているところでございます。教育振

興基本計画につきましては、地域の実情に応じた本市独自の教育理念を掲げ、先ほど申し上

げました学校及び社会教育の努力目標、すなわち課題を克服するために、より具体的な施策

及びその施策を実現させることを目指した、本市の長期的教育のビジョンであると認識して

いるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  １番。松岡隼人議員。 

○１番（松岡隼人君）  地域の実情に応じた本市独自の基本理念を掲げた本市の長期的教育ビ

ジョンが教育振興基本計画になるであろうということでした。私は、子供を学校だけに押し

つけず、人吉市や球磨人吉全体で学ぶ道筋を具体的に示す横断的な計画をつくるべきだとい

うふうに思っております。まだまだ具体的な内容には入って、取りかかっておられませんの

で、ここで策定に当たってのお願いといいますか、私の希望を述べさせていただきたいと思

います。 

作業を進めるに当たっては、なるべくオープンにして、たくさんの市民を巻き込んでいた

だきたいと思います。策定までのプロセスがとても大事です。市民が当事者意識を持てるよ
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うな縦の張り合わせでなく、横の積み重ねという作業を行いながら、生きた計画を策定すべ

きだと思います。役所だけでつくった格好いい計画はやめていただきたいと思います。格好

悪くても、いろんな方の汗が入った計画のほうが生きてくると思います。そして、策定後は

定期的に検証を行うべきだと思っております。つくって満足ではなく、つくってからがス

タートですので、計画を実行に移していただきたいと思います。 

計画策定を通じて、人吉から子供たちの自信と誇りをぜひ取り戻してまいりましょう。本

市にはそれが可能な人材と環境がそろっていると確信をしております。できることは私も協

力していきたいと思います。 

これで、教育振興基本計画については質問を終わります。 

続きまして、大村横穴群の今後の対応について、質問をいたします。昨年４月20日早朝、

大村横穴群西端の壁面で崩落が発生いたしました。それを受けて私は地域住民の安心安全を

確保するために、大村横穴群について昨年の６月、９月、12月に一般質問を行ってまいりま

した。懸念されるほとんどの課題については、早急に対応していただきましたが、大きな課

題が一つ残っております。今回はこれまでの経緯を簡単にまとめた上で、残った課題につい

て本市の考えと対応をお尋ねしてまいります。 

大村横穴群西端の壁面崩落直後、本市はすぐに県とともに対応に当たられ、崩落した岩盤

の撤去、草木等の伐採、不安定な岩の除去作業等を実施。その後、出っ張っている岩塊をア

ンカーピンによる岩塊部分を固定する工事を実施され、崩落現場の応急処置は完了していま

す。私は、崩落を受けて地元住民の方への聞き取りや、地元町内会長とともに、現地及び周

辺調査を実施いたしました。その結果、素人判断ですが、崖の上部に関しましては工事済み

で、ベストとは言えないが安全性はある程度確保してあるのではないか。崖と上部の工事済

みの間の斜面に立つ樹木等は、岩盤に悪影響を与えている可能性があるのではないか。また、

史跡東側、人吉西小学校の通学路である通称竹坂市道西校登校道路線の安全性についても、

完全に安全とは言えないのではないかというふうに執行部に対しまして指摘をさせていただ

きました。執行部におかれましても、同様の認識を持たれ、毎年定期的に岩盤に悪影響を与

えそうな樹木の伐採、除去を行っていくことを決定し、竹坂に関しましては、既に樹木の伐

採、除去が行われております。 

これまで、崩落事故発生から１年も経たない期間で、住民の意見を真摯にとらえ、本市の

判断のみで対応できることは早急に対処されました。一連の取り組みに対しましては、地域

住民の評価も高く、同時に大変喜んでおられます。 

さて、崩落は民家が建ち並ぶ近くで発生し、現場は城本急傾斜地崩壊指定危険区域として

指定されておりますので、球磨地域振興局と現地確認を行い、本市は近隣住民の安心安全を

早急に確保するために、急傾斜地崩壊対策事業として採択していただくよう、県に強く要望

を行いました。しかし、岩盤崩落した急傾斜地の所有者は人吉市であり、急傾斜地崩壊防止
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工事と施工することが技術、財政面などから困難とは言い難く、県が急傾斜地崩壊防止工事

の事業主体とはなり得ないとの理由で、採択には至りませんでした。そういうことで、現在

一つの大きな課題が残っております。それは、この地域の住民の安心安全を早急に確保する

という根本的な問題です。私は、県が事業を採択しなかった場合に備えて、本市としての方

向性を明確にしておくべきだと質問当初から訴えてまいりましたが、いまだに決定をされて

おりません。坂崎総務部長は、９月議会において市の最大の責務は市民の方々の生命と財産

を守ることなので、早急な対応を図る、また、庁内関係部署においても連携を図り、住民の

方々の安全性を確保する施策を今後も講じていくとおっしゃっております。 

昨年12月議会でも同じ質問を行いましたが、その後、本市ではどのような検討が行われ、

どのような方向性が確立され、今後、本市としてはどのような対策を取られるのか、総務部

長にお尋ねいたします。 

○総務部長（坂崎博憲君）  それでは、松岡議員の御質問にお答えをさせていただきます。

西側の大村横穴群における崩落部分につきましては、アンカーピンによる岩塊固定工事が終

わり、安定化されたものと存じます。工事期間中は地域住民の方々には大変御迷惑をおかけ

いたしましたし、御協力をいただき、感謝を申し上げる次第でございます。 

さて、その後の対応でございますが、去る１月14日に教育部の職員が文化庁に赴き、崩落

箇所の現状報告と今後について協議を行ってまいったところでございます。その協議の中で、

文化庁としては補助事業として整備することも可能であるとのことでございました。そこで、

２月初旬に関係部署が集まりまして、文化庁との協議内容の報告とこれからのことについて

協議を行ったところでございます。協議の内容でございますが、補助事業としての取り組む

場合のタイムスケジュール、補助率、工法、財源等について協議検討を行うとともに、補助

事業の場合、東側の保存修理工事と同様の手続きが必要となり、工事着手には最短でも２年

はかかるということなどを確認したところでございます。さらに３月に入り、協議を行って

おります。その中で、先ほどの国の保存修理工事に関して再度確認を行うとともに、文化庁

の保存修理工事で実施する場合、東側と同じように西側も指定区域全体を対象とした工事に

なることから、長期にわたる工事期間が必要となるため、文化庁の保存修理工事以外の方法

はほかにないか、経費、財源等も含め協議検討を行ったところでございます。 

このように、関係部署による協議を今後も行いまして、文化庁の保存修理工事の事業計画

提出が現在のところ７月予定とのことでございますので、それまでには市としての方針を固

めて取り組んでまいりたいというふうに存じます。 

また、その他防災面から住民の方々の安全安心を確保するために、今後も関係部署により

ます崖のり面の樹木の伐採や、上部に存在します排水溝の点検清掃などを行うとともに、大

雨が継続的に続くことが予想される際に出されます土砂災害警戒情報が本市に発令された場

合には、地域住民の方々に注意喚起の通報等を行うなど、地元町内会の御協力をいただきつ
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つ、連絡体制の強化を図ってまいりたいと存じます。 

以上、お答え申し上げます。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  １番。松岡隼人議員。 

○１番（松岡隼人君）  本市職員が文化庁へ赴き、保存修理工事の協議を行っておられること

を初め、それ以外の方法も経費、財源等を含め、協議検討をされている。また、７月までに

は市としての方針を固められる。そして、十分な安心安全が確保されるまでは、できること

を適宜やっていくといったような答弁だったと思いますが、ぜひそのように進めていただき

たいと思います。 

今回の質問が今期最後となりますが、引き続き市民の立場に立って、課題解決に向けて全

力で取り組んでいただきますよう心から切にお願いを申し上げまして、私の一般質問を終わ

ります。 

ありがとうございました。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ３番。豊永貞夫議員。 

○３番（豊永貞夫君）（登壇） 皆さんこんにちは。３番議員の豊永貞夫でございます。ち

ょっと早すぎたものですから、まだ心の準備がしておりませんが、頑張って質問してまいり

ます。 

まずもって、３月31日をもって退職されます部長、局長を初め職員の皆様におかれまして

は、大変御苦労様でございました。退職されましてからは、一市民として市発展のために御

尽力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、通告に従いまして一般質問をいたします。今回は、三つの項目で質問していき

ます。 

まず１番目に、民生委員・児童委員について。二つ目に、ふるさと納税について。３番目

に、市民の声からでございます。 

まず初めに、民生委員・児童委員についてでありますが、この件は昨年９月議会でも少し

ではありましたが質問しておりました。高齢者所在不明問題のときで、民生委員の方にはさ

まざまな調査作業など、大変御苦労していただいたと思います。昨年の高齢者所在不明問題

では大問題になりましたが、これまで表には出てこない問題が表面化したという点では、大

きな意味があったのではないかと私は考えております。本市では、高齢者所在不明問題はな

かったわけですが、今の日本の社会構造は大きく変化してきていることを改めて考えさせら

れた問題でもありました。血縁で言えば単身者、ひとり暮らしがふえ、地縁で言えば一つの

土地で暮らし続ける人が少なくなり、企業の終身雇用も崩れて職場での縁も薄くなってきて

いる状況は、いわゆる絆が急激になくなりつつあり、そして見逃すことができないのは、縁

をつくることができる人とできない人との格差が大きく広がっているという現実であります。 

昨年の夏、大きな社会問題となった、地域から孤立する高齢者がふえる中で、地域全体で
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高齢者を支えるネットワークづくり、在宅で安心して暮らせることができる仕組みづくりは、

地域福祉の新しい要請でもあります。９月議会での答弁で、本市ではさまざまな取り組みに

よって高齢者の見守りがなされていることを確認することができたわけですが、さらに地域

福祉の担い手である民生委員の存在が大変重要になってくるわけであります。 

新聞報道で昨年12月の民生委員の改選で、熊本を含む35都道府県で定数に届かず、欠員が

ふえたとありました。 

そこで、まずは人吉市の状況はどうなのかをお尋ねいたします。 

○健康福祉部長（中村明公君）  それではお答えいたします。本市の民生委員・児童委員の

改選状況につきましては、昨年12月１日の改選時、定数99名に対しまして欠員が８名でござ

いました。その後、民生委員推薦会を１回実施いたしまして、新たに６名の方に委嘱を行っ

ておりますので、現在欠員は２名となっております。参考でございますが、平成23年１月末

現在で全国では定数23万3,905人に対し、委嘱数が22万8,550人で、充足率97.7％。熊本県で

は、定数4,145人に対し、委嘱数が4,050人で、充足率97.7％。本市の充足率が98.0％となっ

ております。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ３番。豊永貞夫議員。 

○３番（豊永貞夫君）  答弁でありましたとおり、全国的にも民生委員の欠員が相当数あり

まして、本市においても今現在、２名の欠員が出ているわけであります。12月から３カ月ほ

ど経っておりますが、まだ２名の欠員になっている要因、また民生委員の推薦するのに苦労

されている要因とは何なのか、お尋ねいたします。 

○健康福祉部長（中村明公君）  お答えいたします。欠員になったり推薦するのに苦労する

というなり手不足につきましては、民生委員・児童委員の活動が身近な生活相談から高齢者

の方の見守り、児童虐待への対応など、複雑化、多様化していることが大きな要因となって

いるようでございます。また、昨今のマスコミでも大きく取り扱われました、高齢者所在不

明問題で、民生委員・児童委員の役割への期待が一層高まったことにより、負担が重いとい

う意識が生じ、民生委員・児童委員に就任することに対して敬遠されることにつながってい

るのではないかというふうに思われます。このほかにも任期が３年と長いことや、厚生労働

省で定める選任基準の中の原則75歳未満という就任時の年齢制限も要因の一つとして挙げら

れております。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ３番。豊永貞夫議員。 

○３番（豊永貞夫君）  多種多様な問題への対応や、高齢者に限らず児童委員も兼ねておられ

ますので、子育てに関する相談も受け、市や社協へつなぐ仕事など、地域住民の生活状況の

把握、相談、援助など、非常にハードな活動だろうと思います。困っている人を何とかして
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あげたいというボランティア精神が強くないとできない職務であると考えます。 

次に、民生委員の活動手当についてですが、民生委員・児童委員には給与は支給されない

規定ですが、県や各自治体から活動費や報酬などが出ていると思いますが、県下14市の状況

をお尋ねいたします。 

○健康福祉部長（中村明公君）  お答えいたします。本来、民生委員・児童委員は、民生委

員法第10条において、給与は支給しないと規定されているところですが、熊本市を除く13市

で熊本県から５万8,200円の手当が個人に支給されております。また、本市では社会福祉委

員報酬として委嘱をさせていただき、年額２万6,100円を支給しております。県下各市の個

人に対する手当の状況でございますが、熊本市が11万円、八代市が４万2,000円、荒尾市が

３万円、水俣市が２万7,000円、山鹿市が４万3,000円、菊池市が３万円程度、上天草市が

１万1,000円から１万5,000円、宇城市が１万8,000円、天草市が４万2,000円となっておりま

す。なお、玉名市、宇土市、阿蘇市、合志市の４市につきましては、個人に対する活動手当

は支給されておりません。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ３番。豊永貞夫議員。 

○３番（豊永貞夫君）  答弁にもありましたとおり、自治体によっては支給にばらつきがある

ようであります。活動費や報酬をもらうために民生委員・児童委員をされているわけではな

いでしょうが、今後ますます高齢化が進む中で、民生委員の活動はさらに重要な職務になる

と考えます。その中で、活動費も各自治体でばらつきがあるわけですが、今後、民生委員の

なり手不足を解消するには、活動費、社会福祉委員報酬の見直しも必要ではないかと考えま

す。 

この改善の考えについてお尋ねします。 

○健康福祉部長（中村明公君）  お答えします。民生委員・児童委員の皆様の負担の軽減を

図る上では、これまで以上に市民生委員・児童委員協議会や事務局であります社会福祉協議

会との連携を密にしていくことで、民生委員・児童委員の皆さまの声をお聞きすることが大

変重要だと認識しております。また、民生委員・児童委員はどのような存在でどのような活

動をしているのかを地域住民の皆様に理解していただくよう努めると同時に、民生委員・児

童委員活動の重要性を呼びかける方策も検討する必要があります。そして、個人に対する活

動手当である社会福祉委員報酬の見直しについても検討が必要でございますが、市の財政状

況を見ながらその財源確保も含め、今後慎重に検討してまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ３番。豊永貞夫議員。 

○３番（豊永貞夫君）  今後ますますなり手不足の問題が出てくるんじゃないかと心配をして

いるんですが、民生委員・児童委員の負担も軽減することができるならば軽減していただき
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たい。また、今現在２名欠員になっている町内が早く欠員解消ができるようにしていただき

たいと思います。そのためにも、福祉委員報酬費の見直しを強く要望いたしまして、この項

目は終わります。 

次に、ふるさと納税についてであります。古都人吉応援団寄附については、昨日、三倉議

員からも質問されておりましたが、内容はもう少しＰＲ方法を考えてほしいという要望だっ

たと思います。私とは内容は重複しておりませんので、そのまま質問いたします。 

古都人吉応援団寄附であるふるさと納税は、平成20年10月から開始され、全国から多くの

方々から寄附をいただいております。本市ホームページからも確認できますが、これまでの

寄附額の状況と寄附された方の人数と県内外の状況をお尋ねします。 

○市長公室長（深水雄二君）  お答えいたします。本市のふるさと納税制度は、さかのぼる

こと平成20年９月に富国有徳を掲げ、名こそ惜しけれの矜持と気概を掲げ、市の発展と市民

幸福向上を願って有志各位の浄財をお願いすることを趣旨としてスタートいたしました。そ

して、今日まで約２年半の間、晴れやかな志を持った多くの方々から善意を賜っております。

具体的な人数、件数と寄附額でございますが、３月１日現在で72名の方と三つの団体から総

額529万1,000円の寄附を賜っております。また、その県内外の内訳でございますが、熊本県

内が23件で271万円、また県外は件数が最も多い東京都の11件を初め、次に多い神奈川県の

10件、その他全国各地から都合52件で258万1,000円の寄附を賜っております。今後もふるさ

と寄附制度のなお一層の周知を重ね、皆様から賜りました善意につきましては、鎌倉武士の

系譜を引く先人から引き継がれてきました地域の宝を生かし、笑顔のまちづくりを実現する

ために活用させていただくための努力を今後も続けていきたいと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ３番。豊永貞夫議員。 

○３番（豊永貞夫君）  答弁でありましたとおり、529万1,000円の寄附をいただいているよ

うであります。県内外の人吉応援団の方々から、六つの項目の中から選んで寄附をいただい

ておりますが、この寄附金をもとに、事業実施されたものがあれば、その状況をお尋ねしま

す。 

○市長公室長（深水雄二君）  お答えいたします。本市のふるさと納税制度は六つの使い道

から寄附者が指定できるわけでございます。その内訳でございますが、一つ目、ふるさとの

自然環境及び地域景観を保全・活用するための事業。二つ目、将来の地域を担う子供たちを

応援する事業。三つ目、地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業。四つ目、歴

史や文化資源を保存・活用するための事業。五つ目、観光資源の充実など活力に満ちたまち

づくりのための事業。そして最後が、その他目的達成のために市長が必要と認める事業と、

以上６項目を掲げております。そして、この項目を用いての事業の実施状況でございますが、

今年度実施いたしました日野熊蔵初飛行100周年記念事業に６番目の項目のその他目的達成
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のために市長が必要と認める事業として、いただきました寄附から100万円を充当させてい

ただいております。実績としましては、現在のところ当該この事業のみでございます。 

以上、お答えします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ３番。豊永貞夫議員。 

○３番（豊永貞夫君）  本年度の日野熊蔵初飛行100周年記念事業に100万円を使われたとい

うことであります。現在この事業だけの実施であるという答弁ではありました。このふるさ

と納税は以前、長野県の泰阜村の寄附条例の紹介をしながら提案させていただいた経緯があ

りますが、寄附をされる方が項目の中からみずから選んで寄附ができるというもので、自治

体にとっては自主財源を確保すると同時に、住民参加型の施策推進を促す効果もあり、また

寄附をされる方が何を望んでいるのかが寄附の状況を見ると一目でわかるという機能を持っ

ております。人吉応援団寄附の状況を見ると、寄附が余り集まっていない項目がありますが、

各項目は人吉市にとってはどれも必要な事業であるとは思いますが、項目の見直しあるいは

項目の事業内容を具体的に示すことで、何をしたいのかがわかりやすいのではないかと思い

ますが、その点についての考えをお尋ねします。 

それから、各項目の寄附の目標額の設定も必要だと思います。寄附される方は、寄附がど

れだけ集まったら、貯まったら事業を実施するのかわからないままに寄附をされている状況

だろうと思いますので、目標額設定の考えもお尋ねいたします。 

○市長公室長（深水雄二君）  ２点、お尋ねにお答えいたします。本日現在で最も寄附額が

多い項目が６番目の項目であるその他目的達成のために市長が必要と認める事業で194万

7,000円でございます。一方で、最も寄附額が少ない項目が４番目の項目の歴史や文化資源

を保存・活用するための事業で４万円といった状況でございます。そうなると、必然的にこ

の４番目の項目が見直しの対象となることが考えられるわけでございますが、本市のふるさ

と納税制度をつくり上げた当時の背景に、寄附をいただく方のさまざまな御希望に添った事

業を展開できるように、さらにはどの時代にあっても重要性の高い項目として、政策的に重

要なものをある程度まとめた形で項目を設定させていただいた経緯がございます。また、本

市は国宝青井阿蘇神社を筆頭に、相良700年の歴史を持つ歴史、文化が豊かな観光都市でご

ざいます。九州新幹線全線開業を迎える中で、今後も本市が観光都市として全国にアピール

していくための地域資源としても、歴史、文化といった項目は、特に重要な戦略として位置

づけており、寄附の多寡、多い少ないとしては、少ないのが現状でございますが、政策とし

ては重要なものととらえております。したがいまして、今後、地域間競争が激化する中で、

より魅力のある項目を見い出すことで、さらに全国から貴重な浄財を集めるという提案は非

常によい御提案であると存じますが、過年度を見ますと、１件で多額の寄附をされるケース

もあり、項目ごとの寄附額が逆転することも十分考えられますので、この数年は様子を見て

検証を行なうことも含め、今後の検討課題とさせていただきたいと存じます。 
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また、もう一つの御提案の、寄附の項目ごとにあらかじめ事業と金額の目標を示す手法を

今御提案をいただきました。現在の本市の運用方法としましては、項目に沿った事業を展開

する場合に、寄附金を財源の一部として事業に充当する手法をとっており、あらかじめ事業

の設定と金額の目標の設定はしていないわけでございます。先ほどもお話をしましたとおり、

政策的な大まかなくくりとしているのが特徴でございます。議員の御提案である具体の事業

を示すという方法もまた非常におもしろいし、さまざまなやり方があるものだと考えます。 

今後は、議員の御提案も十分に検討させていただき、特定の方々だけが得をすることのな

いよう、それぞれの事業を所管する各部等において、事業の優先順位と設定金額の妥当性を

慎重に検討する必要があると考えておりますので、こちらの提案につきましても、今後の検

討課題とさせていただきたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ３番。豊永貞夫議員。 

○３番（豊永貞夫君）  今答弁いただきました。私もどの項目も必要だと思います。先ほど

も述べましたが、もう少し具体的に内容を示すことで、寄附をされる方もわかりやすいんじ

ゃないかと思いますので、ぜひ御検討していただきますよう要望いたします。 

もう一つ要望ですが、本市ホームページのトップページに、ふるさと納税のバナーをつけ

ていただければと思います。以前のホームページではあったと思いますけども、今のホーム

ページのトップページはシンプルにはなって見やすいとは思うんですが、県外の方から見る

とやはりあったほうがいいんじゃないかと。中に入っていくとわかるんですけども、トップ

ページに設置したらまだわかりやすいんじゃないかと思いますので、その点も要望しておき

ます。 

この項目は終わります。 

次に、市民の声からであります。春風マラソンについて。この春風マラソンについては、

松田議員、三倉議員も質問されておりましたので、重複する部分は割愛しますが、１点だけ

質問させていただきます。 

今年の参加出場者は3,758人と過去最多を記録し、県外からの出場者も年々ふえてきてお

り、春風マラソン大会の注目度はますます高くなっているのは間違いないと考えます。 

質問いたしますのは、車いすマラソンについてであります。実は本市で車いすマラソン競

技に出場されている方からの要望がありまして、ぜひ春風マラソンの開催に合わせて、車い

すマラソン大会も開催してほしい、できないだろうかという訴えでございました。車いすと

いっても障がい者の方が自宅や病院で使用する車いすではなくて、カーボンやチタン等、素

材を使用し軽量化されたレーサーと呼ばれる競技用車いすでの車いすマラソンであります。

以前、田中哲議員も要望されたようでありますが、コースや路面などの問題で実施は厳しい

という答弁であったようであります。私も市民の声からの要望を受けましたので、車いすマ
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ラソン大会の開催についての考えをお尋ねいたします。 

○教育部長（赤池和則君）  お答えします。近隣の車いすマラソンとしては、大分国際車い

すマラソンや、種子島などで実施されているようでございます。車いすマラソンにつきまし

ては、トップクラスの選手で平均時速が30キロを超え、下り坂では最高時速が50キロを超え

るというふうに言われております。春風マラソンのコースは全般的に平坦で走りやすいと言

われておりますが、場所によっては狭い幅員、路面の凹凸、往路及び復路でのランナーの交

差、あるいは厳しい右折左折等がございます。このようなことから、同大会におきましては

車いすランナーのスタート時間を通常のランナーとずらしたとしても、交通全般、選手の安

全確保を考えますと、ランナーと同時での実施は難しいのではないかと考えているところで

ございます。本市におきます車いすマラソンの開催の可能性につきましては、御質問の趣旨

も踏まえまして、今後の検討課題とさせていただきたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ３番。豊永貞夫議員。 

○３番（豊永貞夫君）  答弁で、やはりコースや路面の問題、選手の安全性を考えるならば、

現状では厳しいという答弁でありました。要望された方もコースや路面の問題があることは

知っておられました。その上で要望されたわけですので、九州各県でそれぞれ車いすマラソ

ン、健常者のマラソンと合わせてされているところが各県ございます。そういうところの先

進地を視察していただきまして、ぜひ実施に向けて検討していただきたいと思っております。

強く要望しておきます。 

ちなみに、九州内で開催されている大会では、健常者のスタートよりも５分から10分前に

スタートするのが普通ですが、距離は10キロあるいはハーフというところが人気があるとい

うことでありました。 

最後に、田中市長にお伺いしますが、今後ますます注目度が上がってくると思われます春

風マラソンと車いすマラソンを同時開催することについての考えをお尋ねいたします。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。障がい者スポーツにつきまして、近年さまざま

な大会が国内外で開催されているということは御承知のとおりでございます。特に2008年の

北京パラリンピック、昨年カナダのバンクーバーで開催されました冬季パラリンピックでの

日本人選手の活躍は記憶に新しいところでございます。現在、障がい者スポーツはリハビリ

テーションの延長のみならず、スポーツとして楽しむという意識の高まりの中、生涯スポー

ツや競技スポーツなど、障がいのない人々と同様に多様な目的で行われているところでござ

います。その結果、ノーマライゼーション社会の構築に向け、障がい者の自立や社会参加を

支援するという役割も果たすようになっているところでもございます。車いすを使った競技

としましては、車いすテニスやバスケットボール、陸上競技などがございますが、パラリン

ピックの正式種目として実施されるなど、競技性の高いものとなっておるようでございます。
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車いすマラソンにつきましても、国内外でさまざまな大会が開催されておりまして、国内に

おいても大分国際車いすマラソンを初め各地で大会が開催されておりまして、先月開催され

た東京マラソンのように、一般のマラソン大会に合わせて開催される大会もふえてきている

ようでございます。今回、ひとよし春風マラソンにおいては、視覚障がい者の方が伴走者の

方とともに５キロの部を完走しておられます。このように、障がいを持つ方々がさまざまな

スポーツを通じて日々、生き生きと充実した生活を送られることは、大変すばらしいことだ

と考えておりますし、また過酷なスポーツに挑戦される姿は障がいのある方のみならず、見

る人すべてに大きな勇気と深い感動を呼び起こしてくれるものでございます。 

車いすマラソンを春風マラソンの一部門として開催できるかどうかにつきましては、先ほ

ど教育部長が申し上げましたとおり、大変難しい課題がございます。どのような大会であれ、

開催できるかなど、その可能性について、今後さまざまな面から研究させていただきたいと

いうふうに思っているところでございます。 

いずれにしましても、大会実施に当たりましては、ハード面においてもさまざまな課題が

あるわけでございますが、一方で、市民の皆様方の御協力のもと、障がい者団体やボランテ

ィアの人材育成など、障がい者の皆さんが安心して参加できる環境を整えていくことも今後

大切なことではないかと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  ３番。豊永貞夫議員。 

○３番（豊永貞夫君）  ぜひ実施に向けて検討していただければと思います。 

市内にこの競技をされている方が２名ほどいらっしゃいますので、きょうの答弁を含めて

報告していきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

これで一般質問を終わります。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで、時間の延長をいたします。ここで暫時休憩いたします。 

午後３時52分 休憩 

───────── 

午後４時06分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

11番。森口勝之議員。 

○11番（森口勝之君）（登壇） 11番の森口です。ただいまお休み時間に、とんでもないニ

ュース、大災害のニュースが飛び込んでまいりました。同じ我が日本国民がですね、今東北

地方、関東地方で非常に今苦しんでおられます。これ以上災害が大きくならないように祈り

ながら、我々も何かお手伝いできることがあれば早急に手を打ちたいと思いますので、私の

一般質問、相当部分カットして、10分程度で終わらせていただきたいと思います。 

まずもって、本年３月末、退職される職員の皆さん方、本当にお疲れさまでございました。
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とりわけ定年退職をされる皆さんは、私と同い年でありまして、同級生ということでござい

ます。これまでいろいろ御指導いただきまして、本当にありがとうございました。これから

楽しい人生を送っていただきたいと思っております。 

通告いたしておりますのは、３件でございます。地域振興策ということで、１点目が、農

産物の人吉ブランド発掘について。これは超具体的な案件であります。それから２点目が、

中心市街地の活性化について。それから３点目が、人吉球磨の認知度アップ作戦についてと

いうことでございますが、いずれも提案型であります。提案型と言いましても、こんなのは

いかがでしょうかという程度でございますので、特段原稿もつくっておりませんし、ちょっ

と話し言葉での質問になるかもしれませんが、お許しをいただきたいと思います。 

まず一途最初、お聞きしますが、市長はナスビの佐土原ですね、佐土原。人吉ナスビと言

っている方もいらっしゃるそうでありますが、あの佐土原が故事来歴のついた人吉独自の野

菜であると。人吉の伝統的な野菜であるということは御存じでありましたでしょうか。１回

目です。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。佐土原ナスへのお尋ねでございますが、一般的

に佐土原ナスといえば宮崎県産というふうに思っていたところでございます。聞きますとこ

ろ、60数年前の戦時中に本市の農家の方が熊本から持ち込まれ、現在に至っているというこ

とでありまして、このことにつきましても存じ上げておりません。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  11番。森口勝之議員。 

○11番（森口勝之君）  実は、ある方と漬物談義をしておりまして、そのときに、私も漬物

好きなものですから、実は森口さん、佐土原は人吉しかなかとよというお話をされました。

私はにわかには信じられなかったんです。普段食べている佐土原は全国銘柄で、どこ行って

もあるものとばかり思っていたものですから、全く信じられませんでした。それで、これは

もう人吉青果市場の内藤社長、野菜の専門でありますから聞いたほうが早いなと思って行き

ましたら、案の定そうなんですね。人吉しかないですよと。ただ、陸送ができないと、伝統

的に首をナイロンかわらすぼかでくくって出荷されるもんだから、実が柔くて、送っている

うちにくずれてしまう。全部傷物で商品にならないから、こっちでしか売れてませんと。た

だおいしいから八代あたりからも買いに来てますよというお話を聞きまして、そこでまた二

度びっくりしまして、別件で給食センターに行きましたら、皆さん御存じなかったんです。

所長がネットで出してくれましたら、今さっき市長、御案内いただいたような、御紹介いた

だいたようなこういう故事来歴がわかりまして、これで三度私びっくりしたんです。 

来歴とか特徴とか産地、産地は蓑野町ということになっていますけれども、まさに我々が

全然思ってもみなかった品物が、実は人吉独特のナスビであったと、佐土原であったという

ことでですね、本当にびっくりしました。これぞまさに御当地グルメで、安くてうまくて地
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元の人に愛されて、御当地しかないというのが、そういう食材であるとかお料理であるとか

が御当地グルメなんだそうですが、それに匹敵するような食材じゃないかなと思いました。

食べ方としては、漬物が主流です。即席でも食べられます。私が非常に印象に残っているの

は、正月、ここでお亡くなりになりました松山強さん、寿司職人でございまして、あの方が、

飲んだ後によく握っていただいたのが、この佐土原のお寿司だったんです、お漬物でですね。

要するに、ナスが寿司ネタなんです。これがうまくてですね、非常に私は印象に残っている

んですが、こういうものも創意工夫すると、付加価値をつけると、本当に高級食材になるん

じゃないかというような気がしております。例えば陸送に弱いということでございましたけ

れども、これを１個１個くるんで出荷するとかですね、桃とかあれと同じように。そうする

と、ナスビでは京都の水ナスが超有名なんですが、あれと同じ、それ以上に大化けするよう

な品物になる可能性を秘めているなと思っております。 

そこで、その実は種が残っておりました。１戸のところしか確認しておりませんけれども、

ずっと受け継がれた種がですね、まだあるんです。 

そこで、私は個人的に限界がありますので、そういうものを、ちょっと調査研究してみら

れる、人吉の要するに以前からあるブランド品として調査研究してみられるおつもりはござ

いませんでしょうか。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。蓑野町で栽培されている佐土原ナスにつきまし

ては、今後、生産農家の方々から御意見を伺いながら、本市独自の農産加工品として広く情

報発信し、販売できないか検討させていただきたいと、お聞きして思ったところでございま

す。 

今回御指摘の佐土原ナスなど、本地域で昔から生産されてきた本市独自の身近な農産物に

ついても、これを機会に情報収集をさせていただき、人吉の名称をつけたブランド作物とし

て、広く売り出すことができないか、ＪＡ初め関係機関などと検討させていただきたいと存

じております。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  11番。森口勝之議員。 

○11番（森口勝之君）  新規ブランド創出事業、これも非常に大事なことだと思いますが、

一方で、今あるものを再発見してそれに磨きをかけていくというのも非常に大事なことでは

ないかと思いますので、ぜひとも研究をしてみていただきたいと思っております。 

次に、中心市街地の活性化についてでございます。これにつきまして、私はいろいろ申し

上げたいことがございましたですけれども割愛いたします。それで、お聞きしたいポイント

は、社会実験的に中心市街地のあの道路を、歩行者天国をしてみられたらいかがでしょうか

ということです。もちろん、ただ車を入れないぞというだけじゃ何にもなりませんので、そ

のためには、そのときには何か売店が出るとか、地産地消の品物が出るとか、海産物が出る、
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いろんな工夫があるんでしょうけれども、私は実験的にしてみる価値はあるのかなと思って

おります。全国いろいろ眺めわたしてみますと、相当しているところもありますし、それで

人が戻ってきたというところもありますし、逆効果だったところもあるんです、実は調べて

みると。ですからそういうのをつぶさに調べながら実験的にやってみられるのはいかがでご

ざいましょうか。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。議員御指摘のとおり、郊外店の進出やモータリ

ゼーションの進展を初め、社会的経済的要因から、住民の皆様方の消費形態あるいは生活形

態が大きく様変わりをしておりますことから、中心市街地の現在の現状があるわけでござい

ます。活性化に向けた具体的な方策は求められているというのはもう周知の事実でございま

す。混沌とした社会情勢の中では、おっしゃいましたとおり、逆転の発想といいますか、必

要不可欠だろうと私も考えているところでございまして、私のマニフェストの中でも中心市

街地や駅前周辺を歩いて暮らせるまちづくりとして掲げてまいったところでございます。こ

れまでも幾度となく答弁をいたしてまいりましたが、本市の中心市街地は、金融機関や福祉

医療機関、宿泊施設や商業施設、住宅、交通の結節点など、まさしく国土交通省が提唱して

おられますコンパクトシティとしての機能を持ち合わせているわけでございます。しかしな

がら、町にはまだまだ賑わいが少ないという点につきましては、住んでみたい、訪れてみた

いと思っていただけるような魅力あるまちづくりの必要性を感じているところでございます。 

御提案のありました歩行者天国につきましても、有効な手段の一つかと存じております。

既に御承知かとは存じますが、今月20日には毎月第３日曜日に開催されております球磨川軽

トラックさんぽ市が場所を変えまして、西九日町通りを通行どめにし、開催されることとな

っております。このような取り組みを大いに支援しつつ、魅力あるまちづくりに今後も取り

組んでまいる所存でございますので、議員におかれましてもさまざまな御提案、御提言を賜

れば大変ありがたいと存じているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  11番。森口勝之議員。 

○11番（森口勝之君）  今20日の件お聞きしまして、非常に結構なことだと思います。ちょ

っと今思い出しましたけれども、私が市議に立候補したいと決めた理由、幾つもあるんです

が、そのうちの一つが、大橋が架けかえられる前だったものですから、何とかいいアイデア

がないかなということで、いろいろ自分なりに考えておったことがありまして、議員になり

まして一途最初の質問で取り上げたんです。歩道が両脇に3.5、3.5の計画でした、今そうな

っています。それを片側に詰めて７メーターの歩道にしたらどうだと、車道と分離してです

ね。そうするともう公園になりますから、橋の上が。橋上公園になるじゃないかと。そこを

浴衣姿のですね、市民なり観光客の皆さんがそぞろ歩きしている、非常によろしいんじゃな

いでしょうかという質問をしたんですが、時既に遅し、そのときは、もう詳細設計もできて
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おりまして、アイデアはいいけれども、もう無理ですよということで、もちろんだめだった

んですけれども、その件についてはいまだに私はもったいなかったなという気がしておりま

す。それとか、議員になる前なんですが、例えばどんどんどんどん寂しくなってくる、人通

りが途絶える理由は、駐車場がないという話だったものですから、それならぽんと道路を締

め切って道路を駐車場にすればいいんじゃないかとか、いろんな、先ほどおっしゃった逆転

の発想、思い切ったことを仕掛けていくのも一つの手ではないかなと思っておりますので、

どうぞいろんな市長なりのアイデアを出し、また我々もいろんなことを思いつきましたら御

提案をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしておきます。 

次、３点目。人吉球磨の認知度アップ作戦。これは小学３年生程度の発想なんですが、要

するに「キュウマ」問題であります。人吉「キュウマ」問題でありましてですね、これにつ

きましては松田議員も御自分の実体験からいつか本会議場で発言なさいました。私は20年

６月、林副市長が着任された直後の議会で球磨焼酎の新作か何かのときに発言いたしまして、

球磨焼酎と言ってもわからんと。漢字で球磨焼酎と書いてあっても読めんと。これは何とか

しなきゃいけないんじゃないですかと発言したのを覚えています。それを証言してもらうた

めに林副市長に質問させていただきましたですね。総務省のバリバリの方ですから、こちら

に来る前に球磨という土地柄を御存じ、あ、間違えました、ごめんなさい、御存じでしたか

と言ったら知らなかったと、球磨という漢字を読めましたかと聞きましたら読めなかったと

証言をしていただきまして、それが普通なんですね、都会では。だから何とかですね、読め

ないものを前面に出して売り込んでもしょうがないなということで、はたと思い当たったの

がふりがな大作戦であります。要するに、ほとんどパンフレットを見ましてもポスター見ま

してもふりがなついたのありません。１枚だけあるんですけど、それ後ほど申し上げますが、

それで、この際、外に発信していくポスター、パンフレット、チラシ、そういった類のもの

にはすべて「くま」とふりがなをつける。これはつけたからといって印刷代上がるわけでも

ないと思うんですが、それとかお土産品のラベル、お土産店に行ってみました、ホテルのお

土産店。球磨と名のつくものはいっぱいあります。球磨の何々というのが。一つもふりがな

がついたのはないんです。だから、「球磨焼酎」と書いてありますけれども、ふりがながふ

ってない。従業員さんに聞いたら、やっぱし読めない人が多いということで、あらゆる球磨

と表記するものについてはもうふりがなをつけると。単純な発想なんですが、そういうふり

がな大作戦というのも考えてみるのもいいのかなと思っておりますが、いかがでございまし

ょうか。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。球磨の「球」という文字は辞典をみましても

「たま」とか「きゅう」とかしか読みが載っておらないわけでございます。元来、日本国内

には読み方がわからない地名が数多くございまして、「くま」という読みが入る河川につき

ましても、久しいという文字に万と書く愛媛県の久万川、あるいは千という字に曲、曲がる
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と書いて、長野県の千曲川など、例を挙げていくと際限がないような気がいたしております。

球磨の語源につきましては諸説ありまして、定説というものはないようでございますが、ど

この地名におきましても長い歴史と培われた文化の中でついてきたものだと思っております。

議員がおっしゃるように、関東や関西の方々、「くま」と素直に読める方は確かに少ないも

のと考えられ、パンフレット等に読み仮名をふるというアイデアは認知度を上げるために必

要な方法ではないかというふうに考えております。しかしながら、都市圏と同時に、特に人

吉球磨郡内にも配布するものにつきましては、かえって失礼に当たる場合もあるのではない

かと考えられますので、市内や球磨郡内、県内及び県外、関東圏、関西圏などの都市圏とい

った具合に、パンフレット等の配布先、ターゲットに応じた使い分けも必要ではないかと感

じたところでございます。最も人吉球磨の認知度を上げるためには、球磨焼酎を初めとする

人吉球磨ブランドを確立し、それをアピール、販路拡大を図っていくとともに、新幹線開通

を目前に控え、都市圏からのお客様をいかにたくさん人吉球磨においでいただくか、その観

光戦略を充実させることが非常に大事なことであると考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  11番。森口勝之議員。 

○11番（森口勝之君）  ポスターで１枚だけふりがなをつけたのがあるとさっき申し上げま

したのは、ごくごく最近気づきましたけれども、球磨焼酎酒造組合さんがつくりましたカレ

ンダーがありまして、各メーカーのラベルが貼ってあって、カレンダーなんですが、そこに

「球磨焼酎」とありまして、よく見ると「くま」とふってありました。非常に私はうれしゅ

うございました。そういったふうに、「くま」とふってあるだけで見た人が何の違和感もな

く読めるわけですから、ぜひとも今後パンフレット等々にはふりがなをつけるように運動を

していただければと思っております。 

もう10分以上経過しました。申しわけございません。 

最後ですけれども、12月議会で私は冒頭、おしゃべりをしすぎまして議長からとめられま

した。そのときお話しさせていただいたのが例の「ゴパン」ですね、あれを全国津々浦々

4,900万、5,000万世帯、全部配っちゃったらどうだと。それでも今の子ども手当の予算より

も安い分で済むよと、とんでもない発言をしましたけれども、実はそれやっちゃった自治体

が出てまいりまして、これ新聞に報道されておりましたが、福島県の湯川村というところで

す。これはもちろん、ただで全家庭配ったんじゃないんですが、ちょっと短いですが、ちょ

っと読んでみます。米所で知られる福島県湯川村が21日、米からパンをつくるサンヨー電気

の家庭用パン焼き器ゴパンを村民が購入する際に半額分を補助することを決めた。同社によ

ると、自治体の購入補助は初めて。ゴパンの実売価格は１台５万円前後。同村は１台につき

２万5,000円を補助することとし、100台分の250万円を計上した補正予算を同日の臨時村議

会で可決したと。補助は村が米の消費低迷を打開しようと考案。同社がゴパンをＰＲするイ
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ベントで同村米を使ってもらうことも計画している。サンヨー電気広報部は、生産者ではな

く消費者を補助するのは画期的だと話したという記事が載っておりました。同調していただ

いた自治体もあったのかなと思っておりまして、そういう少し破天荒なアイデアでございま

すけれども、時にはそういうのも必要なのかなと思っております。 

これで一般質問を終わります。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで暫時休憩いたします。 

午後４時30分 休憩 

───────── 

午後４時40分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）（登壇） 20番議員の大王でございます。今期議会の最後の一般質問で

あり、また私自身にとっても最後の一般質問であり、大変感慨深いものであります。20年前、

この議場へ市民の皆様の御支援をいただき、入ってまいり、そしてこの20年間、さまざまな

中で執行部の皆さん、そして市民の皆様の声を励みに市政の発展、そして市民の皆様の負託

にこたえるために、いろんな形の中で議論をさせていただきました。福永市政16年の中で、

ある意味では両極に立ち、さまざまな議論もさせていただきました。そして田中市政４年の

中では、議長職としてさまざまな形の中で市民の福祉、そしてさまざまな形の中の御支援ま

た御協力の中で、一つでも市民生活が安定向上するために、議長として務めさせていただき

ながら、今はいろんな思いの中で登壇をさせていただいております。そういった中、今、国

を初め地方の議会を取り巻くさまざまな問題、信頼の問題、政治に対するそれぞれの市民、

国民の思い、それにどうこたえていくのか、そのときに本当に覚悟をもって私はやっていか

なければ、この人吉市、そして人吉球磨のふるさと、そしてさまざまな中の国政におきまし

ても沈没してしまうのではないかという危惧を持っております。 

今回、田中市政の４年間の中の総括のことで施政方針の中で触れられております。そうい

った中で、まず農業問題について触れさせていただきます。 

農業で飯が食える、そういったことを標榜されております。農業振興のあり方について、

今議会におきましても６名の議員が発言をし、さまざまに提言をされております。農産物の

ブランド化等々の問題もあるだろうと思いますが、それぞれの立場、特に農業者に接する観

点も違うわけであり、また商業ベースの観点から、また農業政策の観点からの質問がされた

わけであります。考え方に相違点もあるだろうと思いますが、今議会におきましても予算計

上がされております。そういった意味で、まず執行部は執行部としてきちんと議会へ説明を

する責任があります。そして、その説明によって議会はそれが可か否かという判断をするわ

けであります。 
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まず、論点を整理するために、市長として現在の人吉の農業、また農業生産力についてど

のようにとらえておられるのか、まず第１点にお伺いしたいと思います。 

○市長（田中信孝君）  お答えをいたします。御承知のとおり、農業従事者の方々が高齢化し、

そしてその担い手がますます不足していくと、そういう傾向の中に日本全国、そして人吉市

もあるわけであります。農業で食べられるまちというふうに申しますと、それはもうほとん

どの人が農業では食べられない、食べられないからいわゆる農業従事者、後継者がふえてい

かないのであると、そういうお話をされるわけでございます。しかし、そのやはり担い手、

後継者の育成をどのように図っていくかといいますと、やはり農業で食べられるまちを標榜

し、どうのようにしたならば農業で食べられるかを研究し、そして関係機関とも連携をとり

ながら農業で食べられる環境づくりをしていかなければならない。それが大きな私の課題で

あるというふうに思っているところでございます。よって、耕作放棄地、遊休農地等々も先

ほどありましたように、人吉市の全体の耕作地の11.4％にも広がっているという環境の中で、

いやこれはもう人吉市だけではなく、日本全国同じような傾向であることは御承知のとおり

であろうと思いますが、そういう中でもしかし成功をしている地域もあるわけでございます。 

先ほど御答弁もさせていただきましたとおり、徳島県の上勝町であるとか、または鹿屋市

の「やねだん」であるとか、そういう人々が老若男女、連携することによって、一つの地域

活性化が図られているという事実もあるわけでございまして、そういう観点から農業で食べ

られるまちというものを、生産力がだんだん低下していく中でも、やはりその農業で食べら

れるまちという目標に向かって進んでいく必要があるというふうに考えているところでござ

います。 

以上、お答えいたします。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  そのことは、農業で食べられるまち、誰もが思うことであり、そして

また農業に従事される方、またさまざまな商業ベースの方からしても、農業従事者が潤うこ

とによっていろんな経済活動、消費に結びつく、そういった思いがあるだろうと思います。

ただ、目標を掲げた、じゃあどういった意味で、その現実に後継者の担い手育成等々に取り

組んでおられるのか。これはもう実務的なことだろうと思います。以前、活性化補助金とい

うものを福永前市長のときに提案をされております。これにつきましても立山議員、それと

私、そして今、監査委員として篠﨑さんがいらっしゃいますが、一緒になって１年間、農業

の現場、いろんなものを話し合いながら、そういう補助金のあり方、そして身近な形で活性

化できる、そういったことを１年がかりでやってまいった経緯があります。 

では、具体的に後継者育成として何をされているのか、お伺いしたいと思います。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。農業の後継者問題ということでございますが、市

としましては、人吉市農業担い手対策助成金の中で、新規就農者に対しましての上限20万円
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の助成を初め、この担い手育成総合支援協議会の中で、いろんな講座あるいはセミナー等を

開催して後継者の育成に当たっているところでございます。 

以上でございます。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  担い手育成事業ということで、20万円の補助をし、また講座等々を開

いておられるということであります。しかし、現実の問題として踏まえたときに、やはり農

業で業として飯が食える、そういた営農指導体制とか、さまざまなものが私は必要だろうと

思っております。ソフト事業の感覚ではなく、やはりハード事業の面のやはり整備または支

援というものが私は必要になってくるだろうと思います。そういったことが今、人吉の市政

の中で本当にされているのだろうか。それぞれに活性化補助金の運用等々によって支えられ

ているところもあるだろうと思います。そういった中で、昨年、活性化補助金につきまして

も議会を通過をしております。しかし、途中で議会に説明がない状況の中で、要項を変更さ

れております。議会には何も説明がないんです。議会にはＡという案で提案をし、通った後

はＢという形でされている。このことはどういったことでしょうか。そこについて、まずど

のように変更をされたのか、その経緯について、まずはお伺いしたいと思います。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。今回の交付基準の見直しの内容でございますが、

まず平成22年度から新たにスタートしました、戸別所得補償制度の導入により、米の生産調

整未達成農家へのペナルティが廃止されたことに伴い、交付対象者を生産調整達成農家に限

定しないことに改めました。このことに伴い、米の生産調整未達成者からの交付申請が増加

するというふうに考えられましたので、より多くの農家へ御利用いただくため、農業活性化

条件整備事業の交付限度額の見直しを検討し、助成額の限度額を現行の100万円から50万円

へ変更しました。次に、国の水田農業構造改革対策の廃止に伴い、関連する転作作物推進助

成事業などを廃止し、トウガラシや焼酎加工用米、クリの品種でありますコロタン、キクラ

ゲなどの生産振興を図るために、新たに農産物ブランド化推進事業を導入したところでござ

います。 

以上の内容に変更するため、昨年４月に人吉市農業活性化対策事業交付要項の一部を改正

を行ったところでございます。 

以上でございます。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  戸別補償等々の問題、そして国の農業政策等々の展開に基づいたとこ

ろ、そしてまたブランド化等々の問題等々によって要項の変更をされたということでありま

す。しかし、現実の問題として補助金がそういった継続的なものの予算の配分、またそうい

う明示をされていること等々について特にブランド化する食品についてのみ、されているこ

とについて、私はこの補助金のあり方として、元々スタートした折、そしてまた３戸以上に
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ついて、これは予算を提案すると、提示をすると、集団的なものであるということであった

わけであります。以前、３戸で申請をされ、活用が１戸だけが活用された。そういったこと

で、その補助金は返納をされた経緯もあります。まさか１戸の農家に補助はされてないと思

いますが、いかがでしょうか。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。通常の農家につきましては、３戸以上というのを

原則としております。ただ、認定農業者につきましては、１戸でも助成をしております。 

以上でございます。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  いや、だから今回あったんですかとお聞きしております。認定農業者

にされると、だから今回の22年度の予算の中で、活性化補助金の中で要項変更等々をされた

わけですよね。だからその中で、そういった場面があったんですかとお聞きをしているわけ

ですから。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。22年度、今年度におきましては１戸にというとこ

ろはなかったというふうに思っております。だから、機械補助ですよね、言われておるのは。

だから、農業活性化条件整備事業、これについては一応、１件もなかったと、１戸はですね。 

  以上でございます。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  あの、固定をするのではなくて、この項目、この項目、この項目じゃ

なくて、活性化補助金の中でそういったものがあったんですかということをお聞きしている

わけですから、前日もらった資料にはあったはずですから、もう言います。先週いただいた

資料の中にはあったわけですよね。現実問題として50万の補助が。私はブランド化をするん

であれば、しっかりと活性化補助金じゃなくて、きちんと人吉の農業の柱として見える形で

私はすべきじゃないんですかと言っているわけですよ、基本的には。活性化補助金は活性化

補助金として、従来の農業を支える場面があります。たくさんの要望が入っております。し

かし、本当にする気があれば、モデル事業とこういった品物をするんだという形で市単独費

でもきちんと予算に計上すべきじゃないでしょうかと。見えない形でするんではなく、そう

いった幹の部分をつくらずに、枝葉の部分のそういった議会に見えない予算のやり取りをや

っておられることがおかしいんじゃないですかというのが基本的な考えなんです。農業で飯

が食える、食おうとするんであれば、やはりきちんと、そこはこういう政策を打ち出し、や

はり自信を持って私はすべきだろうと思います。そういった中で、そういう思いがあります。

また、政治というものはそういうべきものだろうと思っております。そういった中で、特に

ブランド化という中でトウガラシ、医食同源米について、またキクラゲについて取り組んで

いくということを言われております。逆に言えば、今、同僚の松岡議員のほうから昨年、ト

ウガラシの販売価格、買い取り価格が2,000円から450円に下落をし、大変困っているという
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質問もありました。じゃあ、一体現状として、そのブランド化に今向けて、それぞれ天候不

良等々もあるだろうと思います。では、今どれだけの作付け面積をし、販売額があっている

のかということをトウガラシには21年度と22年度を出していただければと思っております。

また、医食同源米についても、いろんな意味で発言をされて情報発信をされておりますが、

今現状として、例えば20年度産米、そして21年度産の米がどういった形で今流通をしている

のか、本会議場でも多分委員会の中でも１回も多分説明をされていないと思います。やはり

進めるんであれば、やはりきちんとした情報を出し、それをきちんと検証をし、やはり次な

る一歩を踏み出す。ただ言葉だけではなく、やはりそういったものがやはり積み重ねとして

しっかりとした力になっていくだろうと思いますので、そういったことで質問をしますので、

答弁のほうをよろしくお願い申し上げます。 

○経済部長（椎葉文雄君）  まず、トウガラシの生産状況でございますが、21年度の取り組み

農家は29戸で、作付け面積が150アール、出荷数量は乾燥重量で2.3トンでございました。22

年度は取り組み農家が31戸、作付け面積が230アールで、出荷数量は乾燥重量で2.7トンとい

うことでございます。 

次に、医食同源ひとよし米の販売状況でございますが、ＪＡにお尋ねしたところ、平成20

年度産につきましては、白米換算で無農薬米が12トン、減農薬米が19トンの計31トンが出荷

され、年間契約の消費者オーナーや市内の販売店等々に御利用いただいたようでございます。

また、21年産は白米換算で無農薬米が12トン、減農薬米が12トン、合計24トンが出荷されて

おります。 

以上、販売数量につきましては以上でございます。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  トウガラシにつきましてはですね、一応、販売額、生産額、面積、戸

数を言われましたので、一応販売額をお願いしたいと思います。それと、医食同源ひとよし

米の出荷先、主な出荷先、パーセンテージとして分かるだろうと思います。そのことについ

て、10％以上の部分についての相手先を教えていただければと思います。 

○経済部長（椎葉文雄君）  まず、トウガラシの販売額でございますが、平成21年度が418万

6,000円、平成22年度が456万3,000円というふうになっております。 

それから、医食同源ひとよし米の販売先でございますが、先ほど言いました、年間消費者

オーナー、その他に主なところとしまして、学校給食センター、あるいは地元焼酎業者、旅

館、ホテル、あるいは市内の店舗、その他各種イベントや郵便物のチラシでの販売等々が主

なところでございます。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  今、本当、椎葉経済部長には唐突な数字的なもの、先日経済部、椎葉

部長また山本次長のほうからちゃんと資料ももらって質問をさせていただいているんですけ
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れども、やはり言葉ではなくしっかりとした情報を私は出すべきだと。さっきも言ったよう

に、言葉の議論、遊びになって、実態がなかなか見えない。そういったことが私はこの本会

議場で行われることが、次のステップにつながらない。だから現実問題として、皆さんから

いただいた資料ですから、これについてはまた別の機会で、委員会でも出していただければ

と思いますが、やはりしっかりそのあたりは丁寧に議論をするためにも、そして現実を見つ

めるためにも、しっかり私はすべきではないのか。そういうことで質問をさせていただいて

おります。 

それと今回、キクラゲ等々に関する関連の予算案が計上をされております。その相手先の

法人とその会員数、役員、定款、そしてその補助内訳、残はどのようになっているのでしょ

うか。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。昨年の８月に農事組合法人人吉きのこ生産組合が

発足したところでございますが、今回の補助の相手先は、この生産組合の組合員の皆様方で

ございます。一応、この組合には30人の方が加入されておりまして、農林業経営者が16名、

農業従事者が４名、その他が10名というふうになっております。23年度の予算に計上してお

りますが、本組合において一応キクラゲの栽培棟28棟をつくりまして取り組んでいただくと

いうことになっております。この内訳ございますが、まずハウスが全体28棟でございますが、

4,834万6,000円、その他栽培棚あるいは加湿器、換気扇、その付随の設備が全体で3,305万

円程度になっているところでございます。 

以上でございます。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  一応30名と、で、事業費が8,000万ぐらいですね。8,000万を超えてお

ります。その補助内訳を教えてください。それと、これはどういった部分で執行部の方がお

思いなのかわかりませんが、産廃問題でいろんな意味で福永市長と対峙をしながらやってい

たときも、相手側の法人の会社の役員名簿とか定款はきちんと要求をすれば出してくれてい

ました。今回補助金を出すわけですよね。新しい法人なんです。既存の法人であればいろん

な部分でわかりますが、判断がつきますが、新しい法人でどういった方たちがやっておられ

るのか、どういった組合構成なのか、どういう定款なのか、全く見えないんですよ。見えな

い中で予算審議をしろと皆さんはおっしゃるんです。私は、資料を出してほしいと申しまし

たよね。先ほど、何分前ですか、出しますと。そういうのが皆さんの今の姿勢なんですか。

きちんと情報を出し、説明責任を果たし、そして議会は議会として、それに基づいて判断を

する、そして議決機関としての責任を負う。これが二元代表制、そして両輪と言われるそう

いう部分ではないのでしょうか。 

市長、部下に命じてください、出すように。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。特段、隠し立てをしているというわけでもござい
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ませんので、それは当然出すべき資料は出さなければならないというふうに思っております。 

以上、お答えします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  まず、先ほどの補助の内訳でございますが、事業費としまして、

全体額が8,139万7,000円、それから、そのうち国の基金が50％、県の補助金が５％、合わせ

まして55％になりまして、この額が4,263万5,000円、それから市の今回予定しております補

助額を25％と設定しておりまして、1,938万円というふうになっております。 

先ほどの組合の定款、名簿の件でございますが、これにつきましては一応、組合のほうに

お聞きしたほうがよかろうということで、組合の代表者の方にお聞きしたところ、その時点

では一応出してくれるなというような返事があったものですから、私たちもそれのほうの意

見を尊重しまして、出さなかったところでございます。また、名簿は若干個人情報等も入っ

ておりますので、その辺も御理解いただければというふうに思います。 

以上でございます。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  いや、私は開会後お願いしたんですよね、開会後。当然、皆さんが予

算を計上された後です。そして名簿について、個人情報だから配慮をしてください、じゃあ

補助金認められないでしょう。おかしいでしょう。やはり、市民の税金も使うわけです。そ

して県の基金も使うわけですから、こういったメンバーの方がこういう具合にしますよと、

責任もって私は出すべきだろうと思います。それが私は行政だろうと思いますし、その関係

者の皆さんにそのように、また補助金を使う以上、それは当然のことですと、私は行政のほ

うから指導するのが当たり前のことだろうと思います。それはちょっと違うんじゃないでし

ょうか。やはり情報をきちんと共有し、そしてその判断の中でやはり基づいていく、前へ向

いていく、そういったことが私は必要だと思います。委員会できちんと出されるのか、また

私は今の状況の中では反対せざるを得ません。それはルールですから。補助金を申請して、

どういったメンバーがいるんですかと、きちんと会員名簿はそれぞれあると思います。出さ

れるのが普通です。それが出せない理由がどこにあるのか、私はわかりません。そのことに

ついては、執行部のほうで相手側ときちんと話し合いをしていただき、きちんと委員会審議

等々もあるだろうと思いますし、それぞれの議員にもぜひこれは配付していただくようお願

いを申し上げ、次の質問に移らせていただきます。 

次に、福祉政策の基本理念ということで通告をしております。福祉政策といった形の中で

しておりますが、医療、介護、そのあたりの政策も含めて御答弁をお願いしたいと思います。

開業医、そして介護施設の関係者、民生委員、町内会長さん、または保育園の保護者、また

保育園を運営されている施設関係者の皆さんを初め、市民の皆様からいろんな御意見、また

時には苦情をいただいております。そして、相談もあっております。それぞれに家庭環境に

よってこの福祉、医療、介護については御意見も違います。例えば、就学前の子供さんを、
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または保育園、幼稚園料の問題、そして子供さんが小学校、中学校へ行けば学校の教育環境

の問題、また小学校のときのできれば医療費を無料にしてほしいとか、そういう御意見もあ

ります。そして、お父さんやお母さん、そしてじいちゃん、ばあちゃんが病気になったり、

介護のお世話になってくると、やはりそういったものに対するいろんなものの見方、考え方

でいろんな御意見もいただくわけであります。そして今、一番民生委員さんや町内会長さん

が言われることに、またいろんな御意見の中で、おひとり暮らしの高齢世帯、また高齢者の

お二人暮らしの世帯において、いろんな心配、将来に対する不安があり、そういった相談が

一番多いと言われております。特に、高齢者におけるところの年金、また所得格差の社会の

ひずみによって、さまざまな問題、課題も起きております。医療政策と介護政策の一つの考

えとして考えたときに、命のハード事業とすれば、福祉政策は命のソフト事業だと私は思っ

ております。 

そこでお伺いをするわけでありますが、市町村は総合行政であります。まず、今、健康福

祉部担当部署としては、福祉政策、医療政策、また介護政策について、どのような課題をも

っておられるのか、そして今後、どのようなことを指針としてとらえておられるのか、まず

もってお伺いをしたいと思います。 

○健康福祉部長（中村明公君）  お答えいたします。答弁が広範囲にわたりますので、少々長

くなりますけれどもお許しをいただきたいと思います。 

まず、児童福祉関係でございますが、平成21年度に策定いたしました、人吉市次世代育成

支援行動計画後期計画を着実に推進していく上で、施策の充実、新規事業への取り組みとあ

わせまして、事業主、職場、地域など、市民と一体となった子育て支援の風土づくりを進め

ていく必要があると思います。地域で子育てを応援する風土づくりを進めるために、市民の

皆様への意識啓発と、連携した体系的な施策の推進を図っていくことが重要であるというふ

うに認識をいたしております。 

次に、障がい者福祉についてでございます。現在、障害者自立支援法は、利用者負担料で

問題があり、負担軽減等の見直しは行われてきておりますが、今後は同法律は廃止され、新

たな法律が平成25年８月に施行予定であります。ただ、新たな法律の具体的な内容について

は示されておらず、今後、先行きが不透明であります。このことから、障がい者の皆様も大

変、将来に対して不安をお持ちになっているというふうに理解しております。障がい者福祉

の面では年々、障がい者の方が増加傾向にありまして、国の制度改革により、福祉の事業費

が年々増加傾向にあります。今後は、障がい者の方が満足していただくニーズに対応するた

め、福祉サイドだけでなく、医療、保健サイドとも連携協力を行いまして、福祉の向上と健

康増進を図りながら、十分な障がい福祉サービスを提供してまいりたいと存じます。 

次に、生活保護行政についてでございます。生活保護行政につきましては、高齢化の進展

によりまして、年金等の経済的な問題や景気低迷の長期化に伴い、離職し、就労意欲がある
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ものの、就労場所が確保できず、生活困窮に陥り、そのことによる相談や申請が増加してお

ります。また、離職の原因の中に、傷病や精神疾患を原因とする相談もふえてきております。

さらに相談、申請世帯も単身世帯から複数世帯へ変化がみられ、多種多様な援助の必要性が

出てまいりました。生活保護におきましては、生活困窮による来訪者及び生活保護受給者の

方の相談内容が複雑多岐にわたることから、個別ニーズに応じた的確な指導、援助を行う必

要がございます。また、自立助長という観点から、個々の状況に応じた日常生活、社会参加、

就労自立等を目指し、個々の抱える問題を的確に把握し、支援実施を組織的に、また地域を

含めた取り組みが必要というふうに考えられます。 

次に、地域福祉についてでございます。地域福祉におきましては、制度の谷間や増加、多

様化するニーズに対する公的福祉サービスの限界、善意の支え合いの限界が顕在化しており

まして、支援を拒否される方も含めた漏れのない基盤支援体制の構築が求められております。

地域福祉に関しましては、平成22年度に策定いたしました地域福祉計画をもとに、御近所基

本のまちづくり、向こう三軒両隣の復興を基本方針といたしまして、生活の場である御近所、

町内での助け合い、支え合いを支援することといたしております。 

次に、保健行政についてでございます。近年、生活習慣病が増加し、検診受診者の中でも

生活習慣病に関連する問題を抱える人が増加いたしております。病気を早期に発見し、早期

治療をするために各種検診を、また生活習慣病予防を目的に特定検診、特定保健指導を実施

しておりますが、生活習慣を振り返る機会となる検診の受診率が低い現状にあります。検診

受診率向上のために、電話や訪問による受診勧奨や、追加検診を実施しておりますが、今後

はさらに市民に身近な地区組織や医療機関などの協力を得ながら、受診率向上に取り組んで

まいりたいと考えております。 

次に、保健行政側からみたといいますか、子育て支援について、お答えいたします。子育

てにつきましては、情報は豊富にあるものの、実際の育児に関しては、子供への接し方や遊

び方など、子育てに悩む両親がふえている状況にあり、また一方では、生活に困り感のある

子供がふえているのが現状でございます。子供の精神発達の面からも、早期発見、早期支援

が特に大切であり、球磨圏域乳幼児発達相談事業や、受け皿としての療育施設などの拡充に

取り組むとともに、両親の子育ての悩みや困り感を解消し、安心して楽しい子育てができる

よう、支援してまいりたいと存じます。さらに、子供の健やかな成長、発達へとつなげるよ

う、検診、相談事業などの充実を図りながら、多方面からの育児支援をすることが必要と考

えております。 

次に、介護政策についてお答えいたします。まず一つ目の課題といたしましては、介護保

険制度を継続するには、給付と負担のバランスが大変重要でございます。現在、本市の保険

料は国県より高い状況にあります。また第５期介護保険計画では、国は1,000円程度高くな

るのではないかとの予測が出されています。そういうふうになりますと、本市におきまして
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も保険料の値上げが必要になり、さらに負担が大きくなるものと考えられます。保険料が国

や県より高い理由といたしましては、高齢者が多いことが挙げられます。高齢化率、後期高

齢化率ともに国県に比べかなり高い割合を占めていることが大きな要因でございます。一方、

保険料を納付しているのに必要なサービスが受けられないといった御意見があるため、地域

密着型サービスの整備に取り組んでまいりました。これまでに15カ所整備したことで、ほぼ

充足するものと考えております。また、高齢者の生きがい対策、健康づくり対策の推進、さ

らにはできるだけ介護を必要とせず、例え介護が必要になっても悪化しないように、介護予

防事業の充実を図り、介護保険給付の抑制に努めることが重要だと考えております。今後、

市民の方々の声をお聞きし、第５期介護保険事業計画策定の中で、将来を見据えた保険料の

設定と事業の計画を行ってまいる所存でございます。 

二つ目の課題に、低所得者対策がございます。対策といたしましては、年金等の収入が少

ないために、介護サービスの利用ができない高齢者に対しましては、社会福祉法人等による

利用者負担軽減制度や、食費、居住費の負担軽減、高額介護サービス費、また境界層措置な

どの負担軽減制度を御利用していただき、できるだけ希望される場所での生活が維持できる

ように努めていく所存でございます。また、今後も低所得者のみならず、高齢者の在宅生活

を支えていくためには、公的支援だけではなく、地域の活動を担うさまざまな団体との協働、

連携を図り、インフォーマルサービスも組み合わせた対策が必要と考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  ただいま一定の答弁をいただいたわけであります。多岐にわたって本

当、小さな子供さんから高齢者の方、いろんな要望、またいろんな政策を展開していかなく

ては本当に難しいんだなと、改めて実感をし、そして情報発信の大切さ、そして情報の共有

化、そして行政だけではなく、やはり地域との連携、また医療機関、それぞれの福祉機関と

の連携、そして県また国の政策、法律等々のそういった部分について、やはりしっかりとし

た考えで取り組んでいただきたいと思うわけであります。 

そういった中、市民の方々から言われるのは、国民健康保険税の問題と、そして介護保険

料の問題について、どうにかしてほしいと。先ほど言われましたように、高齢化率が高い、

また入っている保険等々の問題ではやはり国保世帯が多い、そういった問題もあるわけであ

ります。 

市民の義務として、税として、料として払わなければいけないことはわかっておりますが、

生活困難になる額面だけの所得ではない、そういったこともあり、市民生活を本当に守って

ほしいという声であります。本当であれば質疑のときすればよかったんですけれども、議第

８号平成22年度人吉市国民健康保険事業特別会計の補正予算の中で、保険税が5,266万2,000

円減額にされております。どのようになっているのか、その減った理由等々についてお伺い
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をしたいと思います。また、平成22年度人吉市介護保険特別会計補正予算における、歳出に

おける保険給付費が7,196万2,000円の減となっております。介護を利用しなかったと、ただ

単に判断をしていいのか。そのあたりについても答弁をいただきたいと思います。 

○市民部長（荒巻 通君）  お答えいたします。平成22年度予算の国保税につきましては、当

初予算で10億936万1,000円を計上しておりましたが、７月１日の本算定時における現年度分

調定額、所得額でございますけども、調定額の減に伴う再算定を行いまして、９月議会には

目標収納率を当初予算と同じく一般被保険者分90％、退職被保険者分99％といたしまして、

8,202万5,000円を減額補正し、９億2,733万6,000円としております。今回提案いたしており

ます補正予算の国保税につきましては、１月１日現在の調定額に毎月末の収納率の推移から

勘案したところの最終予想収納率を乗じた額で計上いたしております。 

平成20年度の本算定時における国民健康保険被保険者数は１万1,467人でございまして、

全体の総所得金額が約69億5,036万円、21年度におきましては本算定時における国民健康保

険被保険者数は１万1,262人で、全体の総所得金額が65億4,649万円でございまして、対前年

比5.81％の減でございます。平成22年度の本算定時における国民健康保険被保険者数は、

１万864人で、全体の総所得金額は約59億8,562万円でございまして、対前年度比8.57％の減

であり、平成20年度の総所得額と比べますと13.88％の減でございます。このようなことが

原因となりまして減額をさせていただくことになっております。 

以上、お答えいたします。 

○健康福祉部長（中村明公君）  お答えいたします。これは給付費が減ったからではございま

せん。18年度以降の給付の実績をみてみますと、年々ふえておりまして、ちなみに平成21年

度の給付費実績が30億9,492万1,875円、対前年度比が106.24％というふうになっています。

それから平成22年度の３月時点での給付実績でございますが、これが33億6,774万円でござ

います。対前年度比108.82％ということでございます。 

そこで、その減額補正の理由についてでございますけれども、介護保険の給付費におきま

しては、例年、当初予算を前年度同等と新規分を加えた額で計上いたしまして、12月補正に

て実績に基づき、補正いたしておりましたことから、今年度におきましても、例年どおり、

12月の補正時に３月から７月までの５カ月分の実績と、その実績に基づく伸び率を用いまし

て、８月から２月までの７カ月分の給付費を算出したところでございます。減額の理由の一

つが、８月から11月までの実績が、12月補正時に見込みましたほどには伸びなかった。この

ことによるものでございます。 

それから、二つ目の理由でございますが、給付費に対する国庫負担金等が減少したことに

よるものでございます。例年、国庫負担金は多めに交付されておりまして、平成20年度は約

3,900万、平成21年度は約1,500万円というように、翌年度の精算にて償還いたしております。

しかしながら、今年度におきましては見込んでおりました交付額よりも約3,700万円少なく
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交付決定されましたことから、歳入が減少いたしまして、それに合わせて歳出である給付費

をぎりぎりの金額で見込んだ、見込み直したということでございます。そういうことでござ

います。どうぞ御了承いただきますよう、お願いいたします。 

以上、お答えいたします。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  どちらにしても高齢化率が上昇してまいります。そうすると誰でも病

気になるのは当たり前です。ただ、なったときにどう対応していくのか。早期に治療をする

のか、また介護等々につきましても、やはり皆さんが一緒になって横の連携をとることによ

って、その料というのが下がります。そうすることによって、いろんな部分の市の一般財源

等々もそこにつぎ込むことが少なくなってきますので、他の事業費に使える、いろんな意味

でいい形になるだろうと思いますので、横のそれぞれの連携をとっていただいて、本当に安

全安心な地域づくり、そういった政策を展開してほしいと思います。 

お金の切れ目が命の切れ目と言われないように、そういったことが市民の方から言われな

いような政策をしていただきたいと思います。 

では次に、中核工業団地についてであります。この件につきましては、本村議員のほうか

ら昨日一般質問がされております。昨日の答弁で、今のところは何も進出企業の予定はない

ということがあったわけでございますが、先日、全員協議会において、総額概算事業費とし

ての９億7,631万等々について、造成工事等々で起債を起こすんだと、そして起債を５億

6,000万程度起こしますと、そしてその利子が３億5,000万程度になりますという説明があり

ました。これは財政当局、また経済部として、きちんとした議論の結果として受けとめてい

いのか、まずはお伺いしたいと思います。 

○総務部長（坂崎博憲君）  大王議員の御質問にお答えします。先日、全員協議会の前に、財

政課においては経済部のほうと協議の時間を持っております。その際、先行取得は土地開発

基金で先行するということでございましたので、実際起債をするときに、土地開発基金で買

い戻しをしてほしいという話をさせていただいております。当然、その時点では具体的な見

通しがあって買い取りがあるものだというふうに我々は認識しているところでございます。 

以上でございます。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  だから、総事業費が約10億、そのうちの５億6,000万程度、それを起

債で起こすんだと、軽々に言われて、金利が、利子が3,000数百万だという御説明があった

んですよね、全員協議会の中で。基本的には、先行取得というのはここの中核工業団地に説

明があったときに、先行取得をし、そしていろんな部分で企業誘致等々がある程度めどがつ

いた時点で造成工事に入っていくんだと、そのときには起債というのも考えざるを得ないだ

ろうという説明があったわけですね。だから、今の段階の中で何もない中で、造成まで入っ
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て起債を起こすんですかと、そういう形でとらえていいんですかということにつながります

ので、これは経済部長だろうと思いますので、よろしくお願いします。 

○経済部長（椎葉文雄君）  お答えします。今までも企業との交渉のめどが立ったところで造

成に入っていく計画というのを説明しております。その方針は変わっておりません。したが

いまして、今回説明いたしました第１期区域の中で、先ほど言いましたように、土地の取得

に関しましては土地開発基金、その後の造成につきましては企業との交渉の中で、ある程度

進出の可能性のめどが立ったところで地方債を財源として実施させていただきたいというふ

うに考えているところでございます。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで、暫時休憩いたします。 

午後５時44分 休憩 

───────── 

午後５時55分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  では次に、観光振興についてであります。施政方針の中でも平成20

年６月青井阿蘇神社の国宝指定、また平成21年４月ＳＬ人吉号復活、11月には肥薩線全線開

通の100周年等々について触れられております。天の恵みとして表現をされております。青

井阿蘇神社国宝指定については、前福永市政の折に調査費が計上され、溝口県議等々によっ

て県議会でも質問がされております。非常に連携がよかったのかと。その中で田中市長も文

部科学省に行かれましていろいろ御尽力をいただきまして、そういったいろんな連携によっ

てそういったものが実ったんだろうと思っております。また、ＳＬ人吉号については、ＪＲ

九州の経営的戦略があったわけであろうと思います。ただ、ＳＬ人吉号、これにつきまして

はあそＢＯＹとして人吉から阿蘇へ行ったときに管理をされておられました得田さんのほう

から、年に１回はぜひ人吉へ里帰りをしてほしい。里帰りをしないと、これは許可ができな

いというようなことがあり、そういった縁があり、こういった形に結びついてきたのではな

いかなと思っております。やはり一つ一つの事業がやはり行政の積み重ね、それといろんな

人たちの絆、そして連携によってでき上がってきたんだろうと、改めましていろんな人にこ

のことについては私自身としましても感謝を申し上げたいと思います。ただ、だからといっ

てこれだけで終わってしまってもなかなか観光地としての人吉の魅力、人吉球磨の魅力とい

うのはないだろうと思っております。次の一手が必要であります。 

だから、私なりに観光地とはということで、地域の文化や環境をさらに光り輝くものとし

て、そして守り、育て、生かしていくために行うことが観光地として必要なことであろうと

思います。そして、新たな快適環境をつくり出し、文化を生み出すことが将来につながって

いくことだろうと確信をしております。 
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現在、人吉、または人吉市におられるいろんな観光関係者の方も、それぞれ御尽力をされ、

さまざまな企画等々も提案をしながらやられております。しかしながら、どういった方向に

いくのか、やはりその指針をしっかりとして明示をしなくてはいけないだろうと思っており

ます。観光地についての分類としまして、立ち寄り型の観光地、滞留型の観光地、または宿

泊型の観光地として言われております。そして、人が観光地に求めるものは、価値観の多様

化によってそれぞれ違ってくるだろうと思います。日常生活と全く異なるものを求めて来ら

れる方、または活動は日常的でありますが、居住地と全く違う雰囲気を求める方、それぞれ

求めるものが違います。 

人吉市の観光地戦略としての考え方について、お伺いをしたいと思います。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。少子高齢社会、そして人口減少社会という中で、

経済の規模が縮小をしていく、何としても定住人口に歯どめをかけたい、または交流人口を

ふやしていきたいというのは、これはもう日本全国、どこの首長も同じようなことを考えら

れるのではなかろうかと思っております。その中でも人吉市というのは、非常にその観光の

素材というのは大変恵まれた地域であるということが言えると思います。いつも申し上げて

おりますとおり、人吉市には三つの世界に誇るべき宝がある。それは一つは、人吉球磨の自

然であり、そして二つ目には相良700年の歴史、伝統、文化、そしてそこから生み出された

文化財や技術であります。それからもう一つは、やはり肥薩線という、この鉄道産業遺産、

これを何としても世界遺産へ押し上げていきたい。松浦晃一郎という前ユネスコの事務局長

も可能性のほどをお話をいただいているわけであります。そういう可能性があるものに、今

後チャレンジをしていく。まず、この人吉球磨の自然におきましては、やはりこの人吉球磨

全域で、例えば市房の市房杉トレッキング、これが癒し、ヒーリングとして認定をされたと

ころでもございます。五木方面へ、そして今度は球磨川、これをダイナミックにラフティン

グ、またはカヌー、または球磨川下りと、それに宿泊ということになりますと、そこに温泉

があり、そして夜の体を癒してくれる球磨焼酎があると。そして食としてはアユを初め農産

物がさまざまにあるということだろうと思います。そしてもう一つは、この青井阿蘇神社が

国宝に御指定いただきましたけれども、他にも国指定の重要文化財は五つあるわけでござい

まして、こういうものがいつ国宝指定になってもおかしくないというふうに思っているとこ

ろでございます。そういう柳の下に２匹目のドジョウがいるかどうかわかりませんけれども、

やはり人吉球磨の中での例えば城泉寺であるとか青蓮寺であるとか、猫寺であるとか、そう

いう国指定の重要文化財に対しても力を合わせてこの運動も行っていかなければならないの

ではないかと思います。 

それからもう一つ、中世城の発掘が始まりましたけれども、立山議員も御指摘のとおり、

近世城と中世城が連なって存在しているというところは日本全国でも大変珍しいわけであり

まして、こういうものが大きな観光の素材になってくるとも思っているところであります。
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それからやはり、ＳＬ人吉の魅力としてうたわれておりますのが、川線の魅力。それからも

う一つ、矢岳にありますＤ51、これも先ほど申されました得田さんの御了解も得て、ぜひ復

活をしてほしいというお言葉もいただいているわけであります。 

そういう、さまざまな人吉の、球磨の可能性、これを拾い上げて、そして一つの形にして

いくというのが今後の観光戦略であろうというふうに思っております。ただし、非常に時間

がかかる。肥薩線の世界遺産登録運動にしましても、最低でも15年というふうに言われてい

るところであります。しかし、息の長いやはり運動も今後、続けていくことによりまして、

名実ともにアジア有数の、もしくは世界有数の観光地として名実ともにその地位を築いてい

くための一歩一歩というのは大切じゃなかろうかというふうに思っているところでございま

す。そのようなさまざまな観点から運動を進めていくというのが将来に向けての大きな要素

であるというふうに思います。 

ただ、今度は九州新幹線があす開業いたします。それに伴い、どのような方策を打ってい

くかということで、約２年間にわたりまして４回開催しましたじゅぐりっと博覧会のバージ

ョンアップであるとか、旬夏秋冬キャンペーンのバージョンアップであるとか、または今後

人吉市の玄関口であります駅と、それから中川原の改修は終わったところでございますけれ

ども、町の中に「城下町の風情」というテーマは中心商店街の皆様方からいただいておると

ころでございますので、城下町の風情をどう演出していくのか、観光客の皆様方に足をとめ

ていただくような環境を整えていくのか、そういうことが今後の課題、戦略であろうという

ふうに思っております。 

以上、お答えいたします。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  今、市長の方から答弁がありましたように、１日にして成らず、やは

り一つ一つ丁寧にやはり地域連携を、そしていろんな先人たちの思いにしっかりこたえるた

めに、いろんな知恵を出し、アイデアを出し、そして人の絆を大切にしながら、私はやはり

やっていくことが将来のこの人吉市、また人吉球磨をいかに輝かせるかの第一歩だろうと思

いますので、そういった執行部のほうも各関係団体としっかり意思疎通をしていただくこと

をお願い申し上げ、次の質問に入りたいと思います。 

市民の声より、４項目を通告しております。 

まず、市民団体との関係についてであります。住民の行政参画についてさまざまな議論が

されております。また、そのことは自治体の体力また自治体の能力等々に直結をするのでは

ないかなと思います。やはり住民の方が行政に参加すること、また参画をし、いろんな行政

のサポートをすることは、やはり地域の活性化に非常につながる。私はそのように考えてお

ります。 

そういった中、今回通告をしておりますことは、衛生員連合会のごみ袋に対する市行政の



 

- 349 -  

対応についてであります。 

ごみ袋の導入につきましては、故谷岡議員とさまざまに議論を行い、広域行政の問題、そ

して手数料及び補償料の公金的な位置づけの問題、委託の透明性、入札の透明性、また妥当

性について、いろんな形の中で議論をこの本会議場でもいろいろ議論をし、谷岡議員のほう

が代表して質問をされた経緯があります。 

ここであえて述べさせていただきますが、このような質問をすると、衛生員連合会対して、

そしてそのあり方について質問をするのではないかという情報が時として発信をされます。

また、多々あります。間違った情報発信を執行部のほうで流される経緯も昔ありましたので、

ここは正確に答弁をしていただきたいと思います。 

私は、衛生員連合会が発足をし、そしていろんな町内会長さんが兼任をされております。

また、町内においてはまたいろんなごみ分別の形もつくられ、地域の環境だったりいろんな

形の中で御尽力をいただいていますことを本当に感謝を申し上げたいと思います。また、校

区の不法投棄も率先していろんな形の中でボランティアでやられている。そういったことに

対して、感謝をしているからこそこういった質問をさせていただいております。 

衛生員連合会長のお宅へ市のほうからこのごみ袋の件につきまして、御説明というかお願

いに行かれたとお伺いをしております。どのような経緯でその行かれる理由になったのか。

また、そのときにどのような説明をされたのか。まずはお伺いしたいと思います。 

○市民部長（荒巻 通君）  お答えをさせていただきます。導入の前段の部分につきましては、

大王議員のほうから御説明がありましたので、今回、衛生員連合会の会長さんのお宅に説明

に行くことになったことにつきまして、御説明をさせていただきます。 

市と衛生員連合会では、ごみ袋取り扱い事務をお願いしておりまして、衛生員連合会で受

託をされておられます。先ほどおっしゃいましたけども、現在まで市民の皆様には市指定の

ごみ袋を利用していただいているところでございまして、導入以来、現在まで衛生員連合会

の皆様方には指定ごみ袋の運用に一方ならぬ御理解御協力を賜っていることに対しまして、

この場を借りまして、改めて厚く御礼を申し上げます。 

そういった中で、補助金審査委員会で人吉市の補助金を審査される中で、平成22年６月に

人吉市の有料ごみ袋のシステムは衛生員連合会が事業主体となっておりまして、手数料を収

受管理されているというようなことで、指摘の内容としましては、ごみ処理に関する手数料

は条例によって具体的な金額を定めて、市が直接収納すべきもの、その使途につきましては、

予算・決算を通じ、市民の代表である議会のチェックを受けまして、市民に明らかにするべ

きものであると、現在の市のやり方については考えていただきたいというような指摘を受け

たところでございます。そういった中におきまして、補助金審査委員会の担当部でございま

す総務部と、それから市民部のほうで協議を行いまして、会長宅に指摘があったこと、そし

て協議をした内容につきまして、御説明に伺ったのでございます。会長宅には、総務部から



 

- 350 -  

２名、市民部から３人、合計５人で訪問いたしました。これは平成22年10月８日のことと存

じます。 

このときには、お伺いした目的は、補助金審査委員会から指摘があったこと、そして今後、

協議をお願いしたいことをお伝えするために訪問したものでございます。総務部と市民部の

協議の中で、役員会の中で話すべきではないかとの意見もございましたけども、筋といたし

ましてはまず会長にお話すべきとの判断に至りましたので、５人で伺ったものでございます。 

以上、お答えいたします。 

○20番（大王英二君）  議事進行でお願いします。話、説明の内容を言わないと、協議をしま

した、行きましたじゃなくて、どういった説明をされたのかが答弁として返ってこないわけ

ですよね。ただ協議、市民部と総務部で話をし、その協議の結果を伝えに行きましたと。内

容が答弁として返ってこないでしょう。何を伝えられたのか。そこを言わないと、何も次に

進みません。 

○市民部長（荒巻 通君）  お答えいたします。平成22年６月に補助金審査委員会の委員から

指摘があった内容についてお伝えにまいったわけですけども、人吉市の有料のごみ袋のシス

テムは、衛生員連合会が事業主体となり、手数料を収受管理されているが、ごみ袋、ごみ処

理に関する手数料は条例によって具体的な金額を定め、市が直接収納すべきもので、またそ

の使途についても予算・決算を通じ、市民の代表である議会のチェックを受け、市民に明ら

かにするべきものであり、現在の人吉市のやり方は地方自治法に抵触するおそれがあるとの

指摘を受けたところでございます。そういったことを御説明をしたわけでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  そんなに優しい言葉じゃなかったと思います、お話を聞いたら。違法

性がある、違法だ、あなたたちは裁判を打たれたらどうするんですかというようなお話もあ

ったように聞いております。地方自治法のどの部分で抵触するんですか。 

○議長（簑毛正勝君）  ここで、暫時休憩します。 

午後６時16分 休憩 

───────── 

午後６時36分 開議 

○議長（簑毛正勝君）  休憩前に引き続き再開いたします。 

○市民部長（荒巻 通君）  お疲れのところお時間をとらせてしまいまして、まことに申し

わけありません。先ほど地方自治法という発言をいたしましたけども、取り消しをさせてい

ただきたいと思います。補助金制度検討委員会の指摘に基づき協議する中で、平成17年5月

26日、廃棄物処理法第５条の２第１項の規定に基づく廃棄物の減量その他の適正な処理に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な指針、平成13年環境省告示第34号
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の一部が改正されたことを知るに至ったところでございます。この改正で、市町村の役割と

して経済的インセンティブ、動機づけを活用した一般廃棄物の排出抑制、再生利用の推進、

排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるため、一般廃棄物処理の有料化の

推進を図るべきであるとの記載が追加され、国全体の施策の方針として、一般廃棄物の有料

化を推進することが明確化されました。また、国においては有料化の進め方等を示すなど、

地方公共団体の取り組みの支援に努めると表現されております。これを受けまして、平成19

年６月には環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部廃棄物対策課から「一般廃棄物処理有料

化の手引き」が示されたところでございます。この手引き２ページによりますと、有料化と

は、市町村が廃棄物処理についての手数料を徴収することと定義されております。このよう

なことを踏まえて、会長のところにおじゃまをしたわけでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  ただいま市民部長のほうから法律等々の問題、支援等の問題が答弁が

あったわけでございます。なぜこの質問をするかと言いますと、衛生員連合会のＯＢの方、

数名の方から、私たちは市の行政からお願いをされ、そして一生懸命環境問題等々に取り組

んできたんだと。それが今までやってきたことは法律に違反をしている、違法行為だという

ことの話があっていると。議会できちんと認めていただいたのに、一体どうなっているんだ

ということの発端であります。そういった指針が19年の６月ということであれば、田中市政

が誕生してからの問題なんですよね。前の方の問題ではなく、田中市政のときにきちんと整

理をしなきゃいけなかった。そしてまた、こういった問題があるんであれば、やはりそうい

った団体にきちんと、そういう法律に基づいて、こういう具合に関わっておりますと、丁寧

に私はすべきだろうと思います。それがやっぱり聞くところによると、やはり高圧的な発言

もあったやに聞いております。そういうのが本当に市民との共同参画、協働、そしてまた市

民の参画をお願いする行政の立場ではないと思いますので、そういった誤解がないような形

の中で進めていただきたいと強く要望し、この件については終わらせていただきたいと思い

ます。 

次に、人権についてということで通告をさせていただいております。この件につきまして

は、学校給食の選定基準委員会の委員の問題でございます。12月の議会の中でるる議論があ

ったわけでございます。そして、委員会の中でもるる議論をし、そしてその中で担当職員の

方のお話と、それと、それに伴う選定委員の方の就任を要請された方とのお話で、非常にか

い離があったと。やはり基準要項をつくるんである一番大切なときでありますので、基準を

やはりきちんとした協議をする時間を私はとる必要があったと思います。 

正直言いまして、10月５日行かれたときに、熊本市内でその方は２時に会議が予定として

数カ月前から入っていたそうです。市のほうは、10月20日１時半から会議を開催をしており
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ます。熊本市内で２時に会議があって、人吉市は１時半に設定をするわけですよね。そして、

おくれて来ますと言われたからというのが、本会議場の執行部の答弁でありました。一般的

に考えれば、夜だったら間に合います、夕方だったらどうにか間に合います。その方にも確

認をしました。その方もおくれてだったら来ますよとはっきり言いましたと。ただ、自分は

２時から会議があるから、夜会議をされるんだろうと思っていたと。でも執行部は１時半に

しているんですよ。自分たちが就任をお願いするんであれば、やはりきちんとした対応をし

なくてはいけない。そのままで終わっているんですよ。いろんな方からこの件について、彼

はどういった人間なんですかという言葉も聞きました。彼がおくれてくると言ったじゃない

ですかと、いや、実はこういう時系列ですよとお話をしましたら、じゃあどっちが悪いとか

そういうものではなく、やはり執行部がきちんとした形の中で、それは対応をすべきではな

かったのかという御意見が圧倒的でございました。そのことについて、私はこの本会議場で

一般質問、また答弁のやり取りの中で、そういった答弁というのは80回ここに、本会議場の

本会議にいますが、やり取りはなかったと思います。やはりそういった個人の名誉を傷つけ

たわけですから、その点については、教育長として何らかの形の答弁をいただきたいと思い

ます。 

○教育長（堀 秀行君）  お答えをいたします。選定委員会の会議の第２回目の会議のこと

についての関連だろうというふうに思います。失礼しました、第１回目の。非常にその中で

十分なコミュニケーションがとれずに聞き違い、あるいは勘違いというものがあったという

ふうに思いますし、そういう面ではじくじたる思いもあるわけでございまして、名誉棄損と

いうようなことについては私はそういうふうにはとらえていないところでございます。そう

いうことで、もちろん最後の協議会に私は出席いたしましたけれども、その中でお約束をい

たしました。懇切丁寧に今後、選定委員会にしろ事務事業を進めていくと。それからもう一

つは、やはりコミュニケーションが少し不足しているんじゃないかというふうなことで、や

はり人間関係がスムーズにいくようにコミュニケーションを十分に今後とっていきたいとい

うふうなことでしていきたいという決意も述べさせていただいたところでございます。そう

いうことで、私はとらえているところでございます。 

以上でございます。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  名誉棄損に当たるとか、議場がですね、そういう答弁をされ、そして

委員会の中で全く違った結論が出たんです。だからそういう、個人的な問題等々もあります

が、しかし基本的にはやはり、執行部の答弁のあり方の問題なんです。やはりそのあたりに

ついてはしっかりとした精査をしていかないと、第三者の方はこういう場合に発言ができな

いんですよね、本会議場で。一方的な質問、一方的な答弁で第三者の方を語るときに、本当

にそれでいいんですか、執行部。堀さん、堀さんに全然似合わない答弁だろうと思います。
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20年来お付き合いさせていただきますが、謝るところは謝って素直に頑張ってこられるのが

私は堀さんだろうと思います。何らかいろいろあるのかなと思いながら聞いておりますが、

しかしこれはやはり執行部の答弁の今後のありようとして、第三者の方等々について、答弁

をするときには最大限の配慮をしていただきたい。そうしないと、いろんなその方が知らな

いところで、いろんな形の中でこの方について話があっているのも事実であります。 

執行部の方の中で、熊本の会議ばうっちょいて何で来んやったんだろうかなと言われた方

がいるやにも聞いております。会議の重要性は本人が知るだけであります。常に市が優先と

いうことでは、やはりその方はその方なりに判断をされ、また数カ月前からの会議で絶対は

ずされない用事であっている会議です。それにあえてぶつけられた人吉市の姿勢については

疑問を持たざるを得ないと私は思っております。 

いろいろ言ってもこれは選考委員会無事終わって、それぞれの選考委員の決定の中で決ま

ったことです。それはそれとしますが、やはり議会の執行部、議会における答弁の重み、そ

のあたりについて十二分に今後気をつけていただきたいということを強く要望し、次の質問

に移らせていただきます。 

次に、郡市連携についてでございます。人吉市、特に市長公室におかれましては、さまざ

まな事務局を持っておられると思います。まず、そのことについてどのような事務局体制な

のか、いろんなものを持っておられると思いますので、そのことについてお伺いをしたいと

思います。 

○市長公室長（深水雄二君）  お答えいたします。市長公室、特に企画課におきましてはい

ろんな協議会、期成会を持っておりまして、構成団体は宮崎県のほうの自治体が入っている

協議会もありますし、あとは人吉球磨だけで構成している期成会もありまして、いろんなパ

ターンがあります。その中で、主なものとして、一つ代表的なものを挙げましてちょっと説

明をさせていただきたいと思っております。 

川辺川ダム建設促進協議会がございます。人吉球磨に加えまして、流域の八代市と芦北町

が加わりまして、12市町村で構成をしている団体でございます。市長がダム中立、その後の

ダム白紙撤回をする中で、会長は球磨村長さん、事務局は人吉市の市長公室企画課、それぞ

れの会員、市長村長もダム自体に関しての考え方はさまざまでありまして、非常に難しい状

況の中で協議会運営をゆだねられてまいりました。しかしながら、それぞれの思いがあって

もダム建設事業については封印、ダムによらない治水を検討する場に協議場所を移して治水

対策を検討しております。そして現在は、ダム計画の水源地域である五木村の生活再建が最

大の課題であり、ダムの賛否を超えて協議会の中にとどまっていただき、それこそ地域連携

をして国、県への要望活動に邁進しているところでございます。そして、球磨川の河川改修

を求める期成会である球磨川上中流改修期成会、これは人吉球磨と芦北町で構成する期成会

でございまして、会長は球磨村長さんでございます。においても、球磨郡町村会においても
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同じ方向を向いた中で行動をともにしているところでございます。成果については一日も早

く治水対策、五木村再建が解決することにかかっております。これは私の預かっています市

長公室企画課で抱えております広域的な連携をしておる協議会でございまして、その他の所

管でもそれぞれいろんな連携をしておる会を持っておるところもございますので、代表して

私が今市長公室企画課で預かっている協議会を説明させていただきました。 

以上です。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  今、市長公室のほうから代表する協議会等々、答弁があったわけであ

ります。以前、同僚のというか田中哲議員のほうからスマートインターチェンジについての

御質問があったと思います。その中で市長は積極的に前向きな答弁をされたと思っておりま

す。そういった中、遅々と進んでいない。球磨郡の町村会は最重点項目として陳情を上げて

いるんだと。地元選出の金子代議士のほうからも、国土交通省のほうから早く地元一体とな

ってその協議会を立ち上げ、促進期成会を立ち上げ、やってほしいと。もう私たちは待って

いるんですよと、早くなぜ人吉球磨はまとまってやらないんですかという御意見を昨年の12

月だったと思いますが、いただきました。錦町長ともるる話をしまして、人吉市が頑張って

もらわないとなかなか進まない。私は、そのスマートインターチェンジができることによっ

て、通称農免道路の交通渋滞もある分では解消できるのかなと。御存知のとおり人吉市の人

口60%から65%が川北に住んでおりますし、球磨郡におきましては逆の65%から70%が219沿い

を使っていますので、いろんな意味で総合的にスマートインターチェンジができ上がれば、

そういった交通渋滞も解消できるし、そして中核工業団地が、もしいろんな部分の中で話が

進んでいくことによって、そういった交通のアクセス等々、将来像も描けるのかなと思って

おります。そういった意味の中で、そういった要請が来ていることについて、どのように市

長はお考えなのか、お伺いしたいと思います。 

○市長（田中信孝君）  お答えいたします。遅々として進んでいないということでございま

すが、遅々としてはおりますけれども、進んではおるところであります。例えばその連携と

う観点からお話をさせていただきますと、やはり人吉市を除きまして９の町村の首長さんた

ちのスマートインターチェンジに対する考え方もさまざまに温度差がやはりあるわけであり

ます。そのことは御承知だろうと思います。そういう調整をやはり図っていかなきゃいけな

い。中には費用対効果ということに関して、一体どういう物差しではかるのかということも

おっしゃっている首長さんもいらっしゃいます。それからもう一つは、やはりほかのスマー

トインターチェンジの事例を見てまいりますと、やはりそのスマートインターチェンジで走

ってしまったがゆえに、さまざまな地元とのあつれきもできたという事例もあるわけであり

ます。それからもう一つ大きな、これが遅々としている原因は、やはりその実施設計並びに

事務局の経費の捻出をどこからするのかということでございます。さまざまに温度差はある



 

- 355 -  

中で調整をしてまいりまして、いわゆる一番の経費の問題に関しましては、今後ふるさと市

町村圏基金の中から捻出することができるかどうか、真剣に協議をするというところで話が

あったところでございます。確かに私自身も金子代議士から、国交省のほうは準備ができて

いると、もっと早くやってくれんかと、法定協議会をというふうなお話でございましたので、

同じような御説明をしているところでございますが、それを金子代議士のお話を受けて、皆

さんの中でまずは実施設計と事務局費を認めようではないかというところには至ったところ

であります。 

以上、お答えいたします。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  この話が出て２年余りたつわけでございますので、やはり時期を逃し

てしまうと、当然政権がかわったり国の考え方も変わってまいりますので、その分は早くや

はり取り組むところは取り組んでいただきたいと思います。そのことがやはり連携を初め、

この人吉球磨の発展につながると思っておりますので、その点についてはよろしくお願いし

たいと思います。 

では、次に中心市街地についてということで、これは副市長にお願いしたいと思います。

中心市街地、老舗の店舗が倒産をしました、九日町の。中心市街地活性化と、いろんな言葉

では言っておりますが、なかなか厳しいのかなと。その中で、中心市街地の九日町、鍛冶屋

町、紺屋町、あのあたりを含めたところではなく、本来の中心市街地の概念と、どういった

形で今後とらえておられるのか、その点についてお伺いをしたいと思います。 

○副市長（林 健善君）  お答えいたします。中心市街地の範囲を含めて、概念的なお答えで

ございますが、基本的に中心市街地というものは地域にあり、まちの顔でありまして、その

都市の中心的な機能を有している場所であると思っております。現在、本市におきまして、

中心市街地という区域は平成10年に制定されました旧中心市街地活性化法に基づきまして、

平成11年３月に策定をしました人吉市中心市街地活性化基本計画に位置づけられております

区域というものが基本になっていると思います。当該区域は、相良藩時代の城下町という位

置づけに基づきまして、西は宝来町の人吉レックス付近から、東は上新町の新馬場踏切付近、

北はＪＲ肥薩線から南は灰久保町、老神町、新町付近までを区域とし、その中でも九日町、

紺屋町、大工町、鍛冶屋町、二日町といった地区というものを重点整備地区として位置づけ

ているというのはこれ基本だと思います。 

その中心市街地でございますが、商業や観光、医療や福祉、文化や教育、そして住環境、

交通といったようなさまざまな住民に密着した生活体系に対応しうるものが必要であると考

えております。それらが一つでも多く整備された地域というのが中心市街地であると思いま

す。さらに付け加えますならば、新たにつくり出されたような市街地ではなく、歴史的にも

風土的にも、いにしえから本市の中心として栄え、また今後も本市の中心として栄えるべき
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地域で、地域住民が愛着と誇りを持てる地域であると考えております。 

本市の中心市街地を見てみませば、金融機関や福祉医療機関、宿泊施設や商業施設、住

宅・交通の結節点といったものが集約された地域でございます。また、これらの地域は相良

藩の職人町、商人町として栄えた地域でありまして、人吉球磨の中心的な役割を担ってきた

という歴史的な意味合いも強いわけでありますので、中心市街地と呼ぶにふさわしい地域で

あると認識をしております。 

いずれにしましても、地域住民の生活と交流の場でありますので、地域における社会的、

経済的、及び文化的活動の拠点となるのにふさわしい魅力的な中心市街地をつくっていかな

ければならないと考えておるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君）  20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）  中心市街地の概念、範囲等々あるわけでございますが、現実問題とし

て宝来から上新あたりまで行ったときに、本当、空洞化がひどうございます。本当にいつの

間にかこんなに廃墟の町になってしまったんだろう。そういった感じがします。駐車場が非

常に多くなって、家に人が住んでいない。昔はここには何屋さんがあったんだろうなとか、

今言われるように、魚屋さん、肉屋さん、野菜屋さん、そういった生鮮３食料品店が市街地

から消えているのも事実です。やはりそういったものが消えていく、本当にそれでいいのか。

まちづくりとしては本当にいいのか。もう一度考え直さなくてはいけないだろうと思います。

確かに観光等々の問題もありますが、中心市街地として城下町風にされるということを標榜

されておりますが、本当の意味でそこに人が息づく、そういった温もりのあるまちづくりに

きちんとした形でやはり私は考えていかなくてはいけないだろうと思います。商業ベースの

観点からの問題ではなく、やはり本当の意味でのまちづくりというものはどういうものなの

か考える。私は思っております。このことについては答弁は要りません。 

最後にまとめさせていただきたいと思います。先ほどからいろいろ質問をさせていただい

ておる中で、情報の共有化というものをお願いしております。情報を共有しないと、同じス

タートラインに立てないんです。同じスタートラインに立てないということは、当然考え方

も違います。そして議論をする。難しいことです。よく言葉で、空中戦、地上戦という言葉

を使います。やはり、執行部と議会はいろんな意味で情報を共有し、登る道は違うかもしれ

ないけれども、市民の生活をしっかり守り、そして将来に誇れるふるさとをつくっていく、

そういった立場であろうと思います。その中で、情報を出さずに議論だけするということは、

議会側としてはできないわけであります。やはり執行部が執行部として何たるものなのか、

しっかりと考えていただき、今後、市民の生活の安定向上、また議会は議会の中で議員とし

て誇りを持って、提案型の一般質問もいいだろうと思います。ただ、正すべきところはしっ

かりと正していただくことを今後の人吉市議会のあり方としてお願い申し上げ、20年間大変
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お世話になったことに対して、心から感謝申し上げ、最後の言葉とさせていただきます。本

当にありがとうございました。 

○議長（簑毛正勝君）  以上で一般質問は全部終了いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第２ 委員会付託   

○議長（簑毛正勝君）  次に、日程第２、委員会付託を行います。 

お諮りします。議第５号から陳第43号まで、一括して各委員会に付託することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君）  御異議なしと認めます。 

よって、各議案を局長より付託いたします。 

○議会事務局長（永田正二君）  それでは、委員会付託事項を申し上げます。 

付託事項は、お手元に配付しております平成23年３月第２回人吉市議会定例会各委員会付

託事項表のとおりでございます。 

なお、議第５号平成22年度人吉市一般会計補正予算（第10号）につきましては、３ページ

の［別記１］に記載のとおり、議第17号平成23年度人吉市一般会計予算につきましては、

４ページの［別記２］に記載のとおり、それぞれ各委員会付託でございます。また、陳情の

件名等につきましては、５ページに記載してありますので、念のため申し上げます。 

なお、人事案件につきましては、委員会付託はございません。 

以上でございます。 

────────────────────────── 
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各委員会付託事項表 

議第５号 平成２２年度人吉市一般会計補正予算（第10号）    各委［別記１］ 

議第６号 平成２２年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計補正予算（第２号）総文 

議第７号 平成２２年度人吉市カルチャーパレス特別会計補正予算（第４号） 総文 

議第８号 平成２２年度人吉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 厚生 

議第９号 平成２２年度人吉市老人保健医療特別会計補正予算（第２号）   厚生 

議第10号 平成２２年度人吉市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）  厚生 

議第11号 平成２２年度人吉市介護保険特別会計補正予算（第４号）     厚生 

議第12号 平成２２年度人吉市介護サービス事業特別会計補正予算（第４号） 厚生 

議第13号 平成２２年度人吉市水道事業特別会計補正予算（第４号）     厚生 

議第14号 平成２２年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算（第６号）  厚生 

議第15号 平成２２年度人吉市国民宿舎特別会計補正予算（第１号）     経建 

議第16号 平成２２年度人吉市工業用地造成事業特別会計補正予算（第２号） 経建 

議第17号 平成２３年度人吉市一般会計予算           各委［別記２］ 

議第18号 平成２３年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計予算       総文 

議第19号 平成２３年度人吉市国民健康保険事業特別会計予算        厚生 

議第20号 平成２３年度人吉市後期高齢者医療特別会計予算         厚生 

議第21号 平成２３年度人吉市介護保険特別会計予算            厚生 

議第22号 平成２３年度人吉市介護サービス事業特別会計予算        厚生 

議第23号 平成２３年度人吉市水道事業特別会計予算            厚生 

議第24号 平成２３年度人吉市公共下水道事業特別会計予算         厚生 

議第25号 平成２３年度人吉市国民宿舎特別会計予算            経建 

議第26号 平成２３年度人吉市工業用地造成事業特別会計予算        経建 

議第27号 人吉市消防団条例の一部を改正する条例の制定について      総文 

議第28号 カルチャーパレス管理条例及びカルチャーパレス利用促進委員会  総文 

条例の一部を改正する条例の制定について 

議第29号 特別会計条例の一部を改正する条例の制定について        総文 

議第30号 人吉球磨広域行政組合田園都市中核施設の事務委託に関する規約  総文 

     の廃止について 

議第31号 委託に関する協定の締結についての議決内容の一部変更について  厚生 

議第32号 公の施設の指定管理者の指定について              厚生 

議第33号 公の施設の指定管理者の指定について              経建 

議第34号 工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更について    経建 

議第35号 損害の賠償について                      経建 

議第39号 人吉市予防接種事故災害補償条例の一部を改正する条例の制定に  厚生 

     ついて 

陳第43号 2011年度年金引き下げの撤回と無年金・低年金者に緊急措置を求  厚生 

    める陳情 
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［別記１］ 
 

議第５号 平成２２年度人吉市一般会計補正予算（第１０号） 

○予算委員会    第１条 歳入予算の補正（全款） 

          第４条 地方債の補正 

○総務文教委員会  第１条 歳出予算の補正 

              １款 議会費 

              ２款 総務費（２項 徴税費及び３項 戸籍住民

基本台帳費を除く） 

              ９款 消防費 

              10款 教育費 

12款 公債費 

13款 諸支出金 

              14款 予備費 

          第２条 繰越明許費（２款 総務費、９款 消防費、10款 

教育費） 

          第３条 債務負担行為の補正（２款 総務費） 

○厚生委員会    第１条 歳出予算の補正 

             ２款 総務費（２項 徴税費及び３項 戸籍住民

基本台帳費を除く） 

             ３款 民生費 

             ４款 衛生費 

５款 労働費（１項３目 シルバー人材センター費） 

         第２条 繰越明許費（３款 民生費） 

○経済建設委員会  第１条 歳出予算の補正 

             ５款 労働費（１項３目 シルバー人材センター

費を除く） 

             ６款 農林水産業費 

             ７款 商工費 

８款 土木費 

11款 災害復旧費 

         第２条 繰越明許費（６款 農林水産業費、７款 商工

費、８款 土木費） 
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［別記２］ 
 

議第17号 平成２３年度人吉市一般会計予算 

○予算委員会    第１条 歳入予算（全款） 

第２条 地方債 

第３条 一時借入金 

第４条 歳出予算の流用 

○総務文教委員会  第１条 歳出予算 

              １款 議会費 

              ２款 総務費（２項 徴税費及び３項 戸籍住民

基本台帳費を除く） 

              ９款 消防費 

              10款 教育費 

              11款 災害復旧費（４項 文教施設災害復旧費及

び５項 その他公共施設公

用施設災害復旧費） 

              12款 公債費 

              13款 諸支出金 

              14款 予備費 

○厚生委員会  第１条 歳出予算 

              ２款 総務費（２項 徴税費及び３項 戸籍住民

基本台帳費） 

              ３款 民生費 

              ４款 衛生費 

５款 労働費（１項３目 シルバー人材センター費） 

11款 災害復旧費（１項 厚生労働施設災害復

旧費） 

○経済建設委員会  第１条 歳出予算 

              ５款 労働費（１項３目 シルバー人材センター

費を除く） 

６款 農林水産業費 

７款 商工費 

８款 土木費 

11款 災害復旧費（２項 農林水産施設災害復

旧費及び３項 公共土木施

設災害復旧費） 
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［提出陳情件名］ 

  陳第43号 2011年度年金引き下げの撤回と無年金・低年金者に緊急措置を求める陳情 

 

［継続審査件名］ 

○総務文教委員会 

  陳第29号 改正国籍法に関する意見書の提出を求める陳情 

  陳第30号 多目的運動広場建設に関する陳情 

 

○厚生委員会 

  陳第39号 国民健康保険財政への国庫負担割合を医療費総額の45％に戻すことを 

       求める意見書の提出に関する陳情 

  陳第42号 「所得税法第56条の廃止」を求める意見書提出に関する陳情 

 

○経済建設委員会 

  陳第38号 歴史ある曼荼羅川の再生を願う陳情 

  陳第41号 国の責任による安心・安全な国土づくりと出先機関の存続を求める意見 

     書提出に関する陳情 

────────────────────────── ────────────────────────── 

○議長（簑毛正勝君）  以上で本日の議事は全部終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。 

午後７時05分 散会 
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平成23年３月第２回人吉市議会定例会会議録（第６号） 

平成23年３月24日 木曜日 

────────────────────────── 

１．議事日程第６号 

平成23年３月24日 午前10時 開議 

 日程第１ 議第27号 消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第２ 議第28号 カルチャーパレス管理条例及びカルチャーパレス利用促 

           進委員会条例の一部を改正する条例の制定について 
                                      総 文 

 日程第３ 議第29号 特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第４ 議第30号 人吉球磨広域行政組合田園都市中核施設の事務委託に関 

           する規約の廃止について 

 日程第５ 議第31号 委託に関する協定の締結についての議決内容の一部変更 

           について 

 日程第６ 議第32号 公の施設の指定管理者の指定について          厚 生 

 日程第７ 議第39号 人吉市予防接種事故災害補償条例の一部を改正する条例 

           の制定について 

 日程第８ 議第33号 公の施設の指定管理者の指定について 

 日程第９ 議第34号 工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更に    経 建 

ついて 

 日程第10 議第35号 損害の賠償について 

 日程第11 議第５号 平成22年度人吉市一般会計補正予算（第10号）     各 委 

 日程第12 議第６号 平成22年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計補正予算 

（第２号） 
                                     総 文 
 日程第13 議第７号 平成22年度人吉市カルチャーパレス特別会計補正予算 

           （第４号） 

 日程第14 議第８号 平成22年度人吉市国民健康保険事業特別会計補正予算 

           （第４号） 

 日程第15 議第９号 平成22年度人吉市老人保健医療特別会計補正予算（第２ 

           号）                          

 日程第16 議第10号 平成22年度人吉市後期高齢者医療特別会計補正予算（第   厚 生 

           ２号） 

 日程第17 議第11号 平成22年度人吉市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第18 議第12号 平成22年度人吉市介護サービス事業特別会計補正予算 

           （第４号） 



- 366 -  

 日程第19 議第13号 平成22年度人吉市水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第20 議第14号 平成22年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算    

           （第６号） 

 日程第21 議第15号 平成22年度人吉市国民宿舎特別会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議第16号 平成22年度人吉市工業用地造成事業特別会計補正予算 経 建 

           （第２号） 

 日程第23 議第17号 平成23年度人吉市一般会計予算 各 委 

 日程第24 議第18号 平成23年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計予算 総 文 

 日程第25 議第19号 平成23年度人吉市国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第26 議第20号 平成23年度人吉市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第27 議第21号 平成23年度人吉市介護保険特別会計予算        
  厚 生 

 日程第28 議第22号 平成23年度人吉市介護サービス事業特別会計予算 

 日程第29 議第23号 平成23年度人吉市水道事業特別会計予算 

 日程第30 議第24号 平成23年度人吉市公共下水道事業特別会計予算 

 日程第31 議第25号 平成23年度人吉市国民宿舎特別会計予算  
                                     経 建 

 日程第32 議第26号 平成23年度人吉市工業用地造成事業特別会計予算 

 日程第33 議第36号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることについ 

           て 

 日程第34 議第37号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め 

           ることについて 

 日程第35 議第38号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め 

           こるとについて 

 日程第36 陳第30号 多目的運動広場建設に関する陳情          総 文 

 日程第37 球磨川水系の治水及び防災に関する特別委員会委員長の報告 

 日程第38 公益的施設の適正配置に関する特別委員会委員長の報告 

 日程第39 人吉球磨広域行政組合議会の報告 

 日程第40 人吉下球磨消防組合議会の報告 

 日程第41 川辺川総合土地改良事業組合議会の報告 

 日程第42 委員会の閉会中の継続審査及び調査について 

────────────────────────── ────────────────────────── 

２．本日の会議に付した事件 

 ・日程第１から日程第42まで議事日程のとおり 

 ・追加日程 
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  発議第７号 人吉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

  意見第34号 御溝川をはじめ熊本県管理河川における治水対策の早期実現を 

        求める意見書 

  意見第35号 川辺川ダム建設事業中止後の水源地域の振興を求める意見書  

 ・議事進行に対する執行部発言 

────────────────────────── ────────────────────────── 

３．出席議員（20名） 

１番    松 岡 隼 人 君 

２番    井 上 光 浩 君 

３番    豊 永 貞 夫 君 

４番    川 野 精 一 君 

５番    笹 山 欣 悟 君 

６番    村 上 恵 一 君 

７番    西   信八郎 君 

８番    松 田   茂 君 

９番    永 山 芳 宏 君 

10番    福 屋 法 晴 君 

11番    森 口 勝 之 君 

12番    田 中   哲 君 

13番    本 村 令 斗 君 

14番    立 山 勝 徳 君 

15番    仲 村 勝 治 君 

16番    三 倉 美千子 君 

17番    山 下 幸 一 君 

18番    下田代   勝 君 

19番    簑 毛 正 勝 君 

20番    大 王 英 二 君 

  欠席議員 なし 

────────────────────────── 

４．説明のため出席した者の職氏名 

市     長    田 中 信 孝 君 

副  市  長    林   健 善 君 

監 査 委 員    篠 﨑 國 博 君 

教  育  長    堀   秀 行 君 



- 368 -  

市 長 公 室 長    深 水 雄 二 君 

総 務 部 長    坂 崎 博 憲 君 

市 民 部 長    荒 巻   通 君 

健康福祉部長    中 村 明 公 君 

経 済 部 長    椎 葉 文 雄 君 

建 設 部 長    山 上   茂 君 

市長公室次長    井 上 祐 太 君 

総 務 部 次 長    松 田 知 良 君 

市 民 部 次 長    椎 葉 幹 夫 君 

健康福祉部次長    今 村 朱 美 君 

経 済 部 次 長    山 本 政 義 君 

建 設 部 次 長    宮 原 真 二 君 

秘 書 課 長    愛 甲 秀 樹 君 

総 務 課 長    中 村 則 明 君 

市 民 課 長    今 村   修 君 

福 祉 課 長    加 賀 邦 保 君 

商工振興課長    廣 田 五 浩 君 

管 理 課 長    中 川 一 水 君 

会 計 管 理 者    大 石 宝 城 君 

水 道 局 長    多 武 芳 美 君 

水 道 局 次 長    田 中 幸 輔 君 

教 育 部 長    赤 池 和 則 君 

教 育 部 次 長    小 林   勇 君 

教 育 総 務 長    松 岡 誠 也 君 

農 業 委 員 会                                村 田 定 美 君 
事 務 局 長              

監 査 委 員                         松 江 隆 介 君 
事 務 局 長              

────────────────────────── 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局     長    永 田 正 二 君 

次     長    村 並 成 二 君 

庶 務 係 長    山 本 繁 美 君 

書     記    白 坂 禎 敏 君 

────────────────────────── ────────────────────────── 
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午前10時00分 開議 

○議長（簑毛正勝君） おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本

日の会議は成立いたしました。よって、これより会議を開きます。 

 議事に入ります。 

 議事に入ります前に、去る３月11日に発生しました東北地方太平洋沖地震によって尊い命

を亡くされました犠牲者の御冥福をお祈りいたしまして、黙祷を捧げたいと思いますので、

御起立をお願いいたします。黙祷。 

〔黙祷〕 

○議長（簑毛正勝君） お直りください。黙祷を終わります。御協力ありがとうございました。 

 これより議事に入ります。議事日程は、お手元に配付してあるとおりでございます。 

 それでは、早速、議事日程に従い、各委員長の報告を求め、順次、採決をいたします。

（「議長、議事進行」と呼ぶ者あり） 

────────────────────────── 

○議長（簑毛正勝君） 20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君） 20番の大王です。先ほど東日本の震災の中で黙祷をされました。た

だ今回、各市町村それぞれ義援金等々自治体で決められております。議会といたしましても、

議長のお計らい、または全議員の関係で他の自治体の議員より倍額のものを義援金として送

らせていただいております。人吉市としてそのあたりについて、どのような形でされていく

のか。他の自治体のほうは早急にもう３月議会の中で決められております。きょうが議会最

終日でありますので、その点につきましては議長、執行部に対して、また議員のそれぞれの

御意見をいただきまして、きょう３月議会最終日として、やはり一定の人吉市としての態勢

を私は求めたいと思いますし、そのようになっていただくのが当然の筋だろうと思います。

やはり人吉市として人的なもの、そしてまた受け入れ態勢等々もありますが、やはり他の自

治体と同じように、やはり義援金をきちんとした形でお送りして支えるのが私たちの役目で

はないかと思いますので、議長、どうぞそのあたりについては、きょう中に何らかの形で、

はっきりと市民の皆さんに見える形で人吉市の対応をお願いしたいということで、議事進行

の発言とさせていただきます。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの大王議員の発言に対しまして、後でその対応をしたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第１ 議第27号から日程第４ 議第30号まで 

○議長（簑毛正勝君） それでは、まず、日程第１、議第27号から日程第４、議第30号まで

の４件を議題とし、総務文教委員長の報告を求めます。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

 18番。下田代勝議員。 
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○18番（下田代勝君）（登壇） おはようございます。総務文教委員会に付託をされました

日程第１、議第27号から議第30号までの４件につきまして審査の結果を御報告いたします。 

 日程第１、議第27号は、人吉市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

す。これは、消防団員の減少、遠隔地、これは鹿目、田野、矢岳等でございますが、におけ

る住宅火災の初期消火を行うために、機能別消防団員を設置するものであります。これにつ

きまして、身分保障は一般団員と同様とし、各町内10名程度の構成ということで説明があり

ました。審査の中で、現団員512名にさらに増員をするのか。それから、分団との連携活動

はどうなっていくんであろうか、女性の活動は、また参加は、年齢構成は、災害補償等は、

また被服等はという質問がありました。団員数は現512名の中で賄っていくと。実質現在452

名程度でございまして、そういう説明がございました。分団の指揮系統に入って現地では

チーフを定めておきたいということでございます。それから町内事情で女性も団員として参

加できますし、年齢は40歳から70歳ぐらいまでを考えている。公務災害の適用、報酬等も支

給をされるということでございます。それから、被服は、はっぴ、上衣といいますか、団服

といいますか、ヘルメット、半長靴等も貸与するなどの質疑応答がありまして、全員異議な

く認めることに決しました。 

 日程第２、議第28号はカルチャーパレス管理条例及びカルチャーパレス利用促進委員会条

例の制定についてであります。これは、いずれも人吉球磨広域行政組合田園都市中核施設の

人吉市への移管に伴うものであります。人吉球磨広域田園都市中核施設設置条例の廃止、こ

れは22年12月でございます、同じく人吉球磨広域行政組合田園都市中核施設の事務委託に関

する規約が廃止をされることによるものであります。すなわち、カルチャーパレス管理条例

を人吉市カルチャーパレス条例に改めて、第１条においてカルチャーパレスの名称と位置、

条例別表の第１で、これは６条関係になりますが、その中でホール棟楽屋についてコイン冷

暖房を設置し、利用料１時間当たり200円を規定したものであります。カルチャーパレス利

用促進委員会条例の一部改正は、条文名のカルチャーパレス利用促進委員会、これを人吉市

カルチャーパレスに改めるものであります。審査の結果、いずれも異議なく認めることに決

しました。 

 日程第３、議第29号は、特別会計条例の一部を改正する条例の制定であります。人吉市老

人保健医療会計は、平成20年度から後期高齢者医療制度が創設をされたことにより、老人保

健医療制度は、平成19年度限りで廃止をされたものであります。経過としましては、その一

部事務組合が存在しましたので、３年間に限って特別会計の存続は義務づけられていたもの

であります。このたび３年間が経過しましたので、特別会計を廃止するものであります。 

次に、カルチャーパレスは人吉球磨広域行政組合施設で、同組合の事務委託に関する規約に

おきまして、人吉市の歳入歳出予算とは分別して計上すると規定されていたために、特別会

計が設置されていました。今回、人吉市の施設として管理されていくことになるとされてお
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りますので、特別会計を廃止するものであります。意見としましては、人吉市老人保健医療

会計は、移行期間３年間の間で実際に終わっているのかと。これは、もう実態はないという

ことでございまして、これらの質疑応答がありまして、全員異議なく認めることに決しまし

た。 

 日程第４、議第30号は、人吉球磨広域行政組合田園都市中核施設の事務委託に関する規約

の廃止についてであります。これは、12月人吉市議会定例会におきまして組合規約の改正、

財産処分が同文議決をされております。今議会では、残っております事務委託の廃止につき

まして、広域行政組合と人吉市の間で同文議決を行うものであります。審査の結果、全員異

議なく認めることに決しました。 

 以上でございます。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。（「議長、14

番」と呼ぶ者あり） 

 14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君） 総務委員長にお尋ねしますが、議第27号人吉市消防団条例の一部を

改正する条例の制定の中で報告をいただいたんですが、機能別消防団員の設置は現在のと

ころ３町内に限りということですけれども、考え方として、今後ますます高齢化が進んで

いく中で、この現在の３町内からさらに拡大をする、そういう方向性を含めて設置をされ

ているのかどうか、そこらあたりについて、もし議論をされておるならばお尋ねをしたい

と思います。この１点です。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君） 18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） ただいま御質問がありました機能別消防団員につきましては、現在

のところ３町内ということでございますが、当然今御質問がありましたように、今後につ

いてもそこらには入ってくるんではなかろうかということでございます。そういう含みの

あるところでの説明であったと思っております。 

 以上です。 

○議長（簑毛正勝君） ほかにありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ほかに質疑もないようですので、採決いたします。議第27号から議第30までの４件につい

て、総務文教委員長報告どおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第27号、議第28号、議第29号、議第30号は原案可決確定いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第５ 議第31号から日程第７ 議第39号まで 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第５、議第31号から日程第７、議第39号までの３件を議
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題とし、厚生委員長の報告を求めます。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

 12番。田中 哲議員。 

○12番（田中 哲君）（登壇） 皆さん、おはようございます。厚生委員会に付託されまし

た日程第５、議第31号から日程第７、議第39号までの３件の審査の結果を御報告いたします。 

 議第31号委託に関する協定の締結についての議決内容の一部変更については、平成22年

６月22日付、議第63号議案にて議決いたしました人吉市公共下水道根幹的施設の建設工事委

託に関する協定の締結について、協定金額の変更を行うものでございます。この委託工事は、

平成20年度から24年度までの５カ年で実施する人吉浄水苑第２期改築工事の中の１件で、改

築更新工事を平成22年度と23年度の２カ年の債務負担行為で日本下水道事業団に委託し、実

施しているもので、平成23年度分の金額について１億530万円を6,010万円減額し4,520万円

とし、協定金額を１億8,380万円から１億2,370万円とするものでございます。その理由は、

委託を受けた日本下水道事業団が工事業者を選定する際に行う競争入札の結果、予定事業費

との差額が生じたため、協定金額の減額を行うものでございます。 

 審査の過程で何社が入札に参加したのか、その落札率は、工事は大丈夫か、低価格の調査

を行ったのか、会計検査はどこが受けるのか等の質疑があり、一般競争入札で６社が参加し、

落札率は64.23％で、日本下水道事業団が国土交通省の九州地方整備局に申し入れ、事業団

が独自で調査を行った。その結果、低価格での工事への影響はないとの報告を受けたとの説

明でございました。委員会としては、このような議決の変更がないように申し入れたところ

でございます。 

 議第32号公の施設の指定管理者の指定については、人吉老人福祉センターを人吉市寺町21

番地、人吉市老人クラブ連合会を平成23年４月１日から平成28年３月31日まで指定管理者に

指定するものでございます。審査の過程で公募に２件の応募があったと聞くがとの質疑に対

し、１社は久栄工業で、途中辞退されたとの報告がございました。 

 議第39号人吉市予防接種事故災害補償条例の一部を改正する条例の制定については、人吉

市予防接種事故災害補償条例の第３条第１項中「市が行う次の各号に掲げる予防接種」を

「市が自らの行政措置として行うすべてのもの」に改め、同項各号を削り、同条第２項中

「市町村」の次に「又は医療機関」を加え、「市が行う」を「市が自ら行う」に改めるもの

で、交付の日より施行し、改正後の人吉市予防接種事故災害補償条例の規定は、平成23年

２月１日以降に実施した予防接種に係る事故から適用するもので、今回の改正は２月より実

施している子宮頸がん予防ワクチンと国の施策として決定されているビフワクチン、小児用

肺炎球菌ワクチンが予防接種法に定める予防接種でないことから、この条例に基づく災害補

償の対象とするための改正で、今後新たにワクチンを追加する場合、その都度条例改正が必

要となるため、市がみずからの行政措置として実施するすべてのものを対象とする内容に改

正することで、迅速に対応できるようにするものとの説明がございました。審査の過程で市
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民への予防接種の周知徹底についての要望がございました。 

 以上３件、慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と

呼ぶ者あり） 

 質疑もないようですので、採決いたします。議第31号から議第39までの３件について、厚

生委員長報告どおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第31号、議第32号、議第39号は原案可決確定いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第８ 議第33号から日程第10 議第35号まで 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第８、議第33号から日程第10、議第35号までの３件を議

題とし、経済建設委員長の報告を求めます。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

 11番。森口勝之議員。 

○11番（森口勝之君）（登壇） おはようございます。経済建設委員会に付託を受けました

日程第８、議第33号公の施設の指定管理者の指定について、審査の結果を報告します。本

件は、人吉国民宿舎くまがわ荘の指定管理者を人吉市下新町333番地１、くま川下り株式会

社に指定するもので、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるもの

であります。 

 審査の中で、くま川下り株式会社の自己評価や指定期間について質問があり、執行部より

指定管理候補者選定委員会の審査については、その自己評価を参考に社長、支配人等にヒ

アリングを実施し、管理、運用の実績、取り組みといった項目について評価を行った。指

定期間を５年から３年に変更したのは、施設そのものが老朽化しているためであり、今後

プロジェクトを立ち上げ経過を見ながら更新について検討するとの答弁がありました。ま

た委員からは、国民宿舎くまがわ荘は、人吉球磨の観光にとって代名詞的な施設でもあり、

３年後の見直しに当たっては存続を含め十分な検討をしてほしいとの要望も出されており

ます。慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

 次に、日程第９、議第34号工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更について、

審査の結果を報告します。本件は、平成22年５月11日付、議第52号議案をもって議決され

た人吉市地域情報通信基盤整備工事に係る工事請負契約の締結についての議決内容の一部

を変更するものであり、第３契約金額中２億2,981万9,465円を379万6,373円増額し、２億

3,361万5,838円に改めるものであります。主な変更内容は、１、地上デジタルテレビ放送

再送信サービス加入世帯の増、２、光ケーブルの架線工事に伴う自営柱の増加であります。 
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 審査の中で主な質疑内容は、１、７月24日アナログ放送終了後の状況については、基本

的にはゼロ世帯になると考えている。２、視聴料・利用料については無料。ただし、受信

料は自己負担である。３、耐震度合いについては、標準的な対応は可能。４、地デジチ

ューナーについては、非課税世帯等には支給するというものであります。現地視察も踏ま

え、慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

 次に、日程第10、議第35号損害の賠償について、審査の結果を報告します。本件は、市

公用車が平成22年12月31日午前９時10分ごろ、人吉市上林町971番地１、佐川急便株式会社

九州支社人吉支店敷地内のフェンスに衝突し、損傷を与えた事故に関し、損害賠償の額を

決定し和解するものであり、賠償額は12万3,900円であります。 

 審査の中で委員から、公用車の事故がふえているようであり、今後は事故防止に万全を

期すようにとの意見が出されました。現場確認も踏まえ、慎重審査の結果、全員異議なく

認めることに決しました。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と

呼ぶ者あり） 

 質疑もないようですので、採決いたします。議第33号から議第35までの３件について、経

済建設委員長報告どおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第33号、議第34号、議第35号は原案可決確定いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第11 議第５号 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第11、議第５号を議題とし、各委員長の報告を求めます。 

 まず、予算委員長の報告を求めます。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

 16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君）（登壇） 皆様おはようございます。予算委員会に付託されました

議第５号平成22年度一般会計補正予算（第10号）のうち、第１条歳入歳出予算のうち歳入

（全款）、第４条地方債の補正について審査の結果を報告いたします。 

 今回の補正につきましては、国・県の補助事業の確定や最終見込みによるものであり、

総額にそれぞれ9,160万円を追加し、予算の総額を156億5,519万円とするものです。 

 地方債補正につきましては、社会資本整備総合交付金事業債2,590万円の紺屋町東間線な

ど舗装工事６路線と岩本中神の改良工事に対する追加補正等です。 

 委員から、基金運用利息が軒並みに減額だが、その理由はとの問いに、預金利率が低減

したためと答弁がありました。また、子ども手当を保護者から申請されなかった例はある
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かとの問いに、そのような例はないなどの答弁がありました。 

 慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（簑毛正勝君） 次に、総務文教委員長の報告を求めます。（「議長、18番」と呼ぶ

者あり） 

 18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君）（登壇） 総務文教委員会に付託をされました日程第11、議第５号平

成22年度人吉市一般会計補正予算（第10号）のうち、１款議会費、２款総務費、９款消防

費、10款教育費、12款公債費、13款諸支出金、14款予備費、第２条明許繰越費、第３条債

務負担行為の補正について審査の結果を報告いたします。 

 まず、繰越明許費でございますが、２款、１項総務管理費、人吉ＩＣバス改修計画作成業

務委託料241万5,000円は、ＮＥＸＣＯネクスコ西日本との協議に時間を要しているもので

ございます。９款、１項消防費、消防団作業服購入事業831万3,000円は、消防団員の採寸

等に時間がかかっているというためであります。10款教育費、２項小学校費のうち1,628万

2,000円は、東小のトイレと西瀬小、中原小体育館のトイレ改修工事費でございます。３項

中学校費のうち297万8,000円は、二中剣道場床改修費でございます。111万円は二中プール

ろ過機改修工事でございます。５項社会教育費526万1,000円は、人吉城跡武器庫一帯の遺

構養生及び公衆トイレの通路改修であります。債務負担行為補正556万7,000円は、市長・

市議会議員選挙ポスター掲示板設置等委託料でございます。 

 歳出の主なものとしましては、２款、１項総務管理費1,508万円の増額補正であります。

主なものは、３節職員退職手当4,331万1,000円でございます。繰出金1,633万6,000円の減

額で、水道事業特別会計繰出金の減でございます。７目企画費6,810万7,000円の増額補正

の主なものは、産交バス運行に対する地方バス運行など特別対策補助金とくま川鉄道の人

吉球磨地域交通体系整備助成金でございます。９款、１項、１目消防総務費252万円の増額

補正は、人吉球磨消防組合（退職手当特別）負担金の増で、消防組合の希望退職者の退職

手当分でございます。２目非常勤消防費371万1,000円の減額補正の主なものは、消防団員

退職者報奨金28名の確定によるものでございます。５目災害対策費99万4,000円の減額補正

は、11節需用費、印刷製本費でハザードマップ印刷等の入札残でございます。10款、１項、

２目事務局費340万5,000円の減額は、13節ＯＡ機器保守委託料の残でございます。２項、

２目教育振興費337万6,000円の減額補正の主なものは、13節委託料189万6,000円の減で、

学校ＩＣＴ絆プロジェクト事業システム開発業務委託料等の減でございます。３項、２目

教育振興費152万円の減額は、集団宿泊教室におけるバス借上料54万7,000円の残でござい

ます。４項、１目幼稚園費128万4,000円の減額は、私立幼稚園奨励費交付金の残でござい

ます。５項、４目文化振興費201万5,000円の減額は、口蹄疫によりまして球磨川舟歌全国
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大会が中止されたことによるものでございます。19節補助金120万円の減でございます。

７項、１目学校給食センター運営費980万7,000円の減額は、13節委託料の給食配送委託料

964万7,000円の入札残等でございます。 

 審査の中で、人吉ＩＣバス停待合所の間仕切りはあるのかどうか及び寒さ対策はどうなっ

ているのか。総合計画策定を伸ばした理由はどうなっているのか。くま川鉄道の今後はど

う考えているのか。消防組合の勧奨退職の時期は、各事業組合等で異なるのか。球磨川舟

歌に補助金は出していないのか。給食配送委託料の減の原因はということでございます。

これにつきまして、人吉ＩＣバス待合所の間仕切りはやらないと、防寒対策については協

議中であると、総合計画については国・県の方向を注視し、これまでの総花的なものから

策定を考える必要があると。それから、くま川鉄道の今後については、広域行政組合と協

議を進めていきたい。消防組合は12月末日を勧奨の期限としている。広域行政組合は10月

末日としているということでございます。球磨川舟歌全国大会補助金は未支出となってお

ります。これは牛の口蹄疫による全国大会が中止になったことが原因であります。給食配

送委託料の減は入札残であります。こういう質疑応答がありまして、慎重に審査の結果、

全員異議なく認めることに決しました。 

以上でございます。 

○議長（簑毛正勝君） 次に、厚生委員長の報告を求めます。（「議長、12番」と呼ぶ者あ

り） 

 12番。田中 哲議員。 

○12番（田中 哲君）（登壇） 日程第11、議第５号平成22年度人吉市一般会計補正予算

（第10号）のうち厚生委員会に付託されました予算につきまして、審査の結果を御報告い

たします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費の1,181万4,000円の減額の主なもの

は、28節繰出金の738万8,000円で、その内訳は国民健康保険事業特別会計繰出金が322万円

の増額で、介護保険特別会計繰出金が936万1,000円の減、後期高齢者医療特別会計繰出金

が112万7,000円の減額が主なものでございます。２目心身障害者福祉費の804万円の減額の

主なものは、20節扶助費の646万円の減が主なもので、これは障害者医療の減によるもので

ございます。３目老人福祉費の621万6,000円の減は、19節負担金・補助及び交付金の減で、

地域密着型サービス拠点等施設整備補助金等の減額によるものでございます。４目老人福

祉施設費の922万3,000円の減額は、老人福祉施設入所委託料の減額でございます。２項児

童福祉費、３目母子福祉費の624万円の減額は、高等職業訓練促進費等の減額でございます。

３項生活保護費、２目扶助費の3,057万6,000円の増額は、生活保護費の増額で、生活保護

世帯や被保護人員の増と医療補助の伸びによるものでございます。４款衛生費、１項保健

衛生費、４目健康増進費の1,104万円の減額は、複合検診（腹部超音波、各種検診、胸部レ
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ントゲン）委託料の減額でございます。２項清掃費、１目清掃総務費の1,244万5,000円の

減額は、人吉球磨行政組合の人吉し尿処理場解体工事の負担金1,192万5,000円が主なもの

でございます。２目塵芥処理費289万4,000円の減額は、一般廃棄物収集及び運搬業務委託

料の入札残によるものでございます。 

 第２条繰越明許費、３款民生費の補正は、地域密着型サービス拠点等施設整備事業１億

3,340万円で、これは東間、大畑圏域における小規模特別養護老人ホーム整備事業でござい

ますが、建設予定地に防空ごうが複数発見されまして、建設着工におくれが生じ、年度内

の完了が困難になったことから、平成23年度に繰り越すものでございます。なお、平成23

年９月末には開設の予定との説明があっております。老人福祉センター改修事業790万円の

繰越明許費は、調査・設計委託から改修工事完了まで相当な期間を要することから年度内

完了が見込めず、平成23年度に繰り越すものとの説明があっております。 

審査の過程で委員より、暮らし安全特別相談会を２回開催し、そのうち１回を相談員の

好意によりボランティアで開催との説明であったが、無償とした場合、事故等の補償はど

うするのか。弁護士会と共催するなら、費用負担等を協議するべきではないか。また、あ

と１回相談会を行うとか、行政の責任で今後対応してほしいとの意見も出ております。ま

た、老人福祉施設入所委託料の減の内容について質疑がありまして、聖心老人ホームが特

定施設入所生活介護の指定を受け、養護老人ホームの措置費の基準額が下がったためとの

説明がございました。委員より、単価の見直しがあった時点で補正予算の減額を行うべき

ではなかったかとの意見がございました。また、複合検診については、市民の立場を考え

て受診しやすいように検討する必要があるのではないかとの意見も出ております。 

 審査の結果、全員異議なく原案どおり認めることに決しました。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（簑毛正勝君） 次に、経済建設委員長の報告を求めます。（「議長、11番」と呼ぶ

者あり） 

 11番。森口勝之議員。 

○11番（森口勝之君）（登壇） 日程第11、経済建設委員会に付託されました議第５号平成

22年度人吉市一般会計補正予算（第10号）の歳出のうち、第１条歳出予算の補正、５款労

働費、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、11款災害復旧費、第２条繰越明許費

（６款、７款、８款）について審査の結果を報告します。 

 まず、５款労働費は1,340万3,000円を減額し、補正後の総額を１億7,377万4,000円とす

るものであります。主なものは、１項、４目地域雇用創出推進費、13節委託料1,301万

3,000円の減で、これは雇い入れ期間の変更や自己退職による緊急雇用創出事業委託料の減

によるものであります。次に、６款農林水産業費は3,771万7,000円減額し、補正後の総額

を４億3,534万2,000円とするものであります。主なものは、１項、４目畜産業費、21節貸
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付金3,240万円の減で、これは口蹄疫緊急対策貸付金が140件予定のところ、実績が32件に

とどまったことによるものであります。２項、２目林業振興費、８節報償費201万2,000円

の減は、有害鳥獣駆除に伴う報償費のうち、シカ及びサルの捕獲数が予定数より少なかっ

たことによるものであります。次に、７款商工費は334万9,000円増額し、補正後の総額を

４億4,250万3,000円とするものであります。主なものは、１項、２目商工業振興費、19節

負担金・補助及び交付金のうち人吉市中小企業不況対策資金利子補給金559万5,000円の増

であり、金融機関による貸付総額は138件で17億2,200万円となっております。次に、８款

土木費は1,361万1,000円を減額し、補正後の総額を12億1,878万1,000円とするものであり

ます。主なものは、１項、１目土木総務費、19節負担金・補助及び交付金のうちユニバー

サルデザイン建築物整備促進事業補助金200万円の減、また、２項、１目道路橋梁総務費、

19節負担金・補助及び交付金のうち人吉市私道等整備補助金80万円の減で、これらはいず

れも申請がなかったことによるものであります。次に、11款災害復旧費は82万6,000円を減

額し、補正後の総額を956万3,000円とするものでありますが、これは３項、１目道路橋梁

災害復旧費、15節工事請負費のうち現年災公共土木施設災害復旧事業木地屋永野線及び単

独災害復旧事業大畑麓線の入札残であります。 

 次に、第２条繰越明許費の補正については、６款農林水産業費で１件、７款商工費で

１件、８款土木費で９件でありますが、これは国の補正予算に伴うものや用地交渉を継続

して行う必要がある等々であり、いずれも次年度には完了のめどが立っている案件である

旨の説明を受けております。 

 以上、慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの各委員長の報告に対し、質疑はありませんか。（「な

し」と呼ぶ者あり） 

 質疑もないようですので、採決をいたします。議第５号について、各委員長報告どおり決

するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第５号は原案可決確定いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第12 議第６号及び日程第13 議第７号 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第12、議第６号及び日程第13、議第７号の２件を議題と

し、総務文教委員長の報告を求めます。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

 18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君）（登壇） 総務文教委員会に付託をされました日程第12、議第６号並

びに日程第13、議第７号について、審査の結果を報告いたします。 
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 日程第12、議第６号平成22年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計補正予算（第２号）

は、歳入歳出それぞれ２万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4,451万6,000

円とするものであります。 

 歳入の主なものは、基金運用利息２万5,000円でございます。歳出は１款、１項、１目基

金費を２万5,000円増額をし、補正後の額を314万円とするものであります。審査の中で、

くま川鉄道の今後については、平成22年度一般会計補正予算の中でも審議がなされている

ものであり、同様の意見で全員異議なく認めることに決しました。 

 次に、日程第13、議第７号平成22年度カルチャーパレス特別会計補正予算についてでご

ざいますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ310万9,000円を追加し、歳入歳出それぞれ

１億752万7,000円とするものであります。 

 歳入は、１款、１項、１目総務使用料に310万9,000円を増額し、補正後の額を2,627万

6,000円とするものであります。 

 歳出は4,480万4,000円の減額補正で、主なものは１款、１項、１目一般管理費、11節需

用費の電気料を200万円の減、13節委託料280万5,000円の減とするもので、これは空気調和

設備保守点検業務委託料の減額であります。３款、１項、１目予備費に791万3,000円を増

額補正するものであります。 

 審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

 以上でございます。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり） 

 質疑もないようですので、採決をいたします。議第６号及び議第７号の２件について、総

務文教委員長報告どおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第６号、議第７号は原案可決確定いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第14 議第８号から日程第20 議第14号まで 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第14、議第８号から日程第20、議第14号までの７件を議

題とし、厚生委員長の報告を求めます。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

 12番。田中 哲議員。 

○12番（田中 哲君）（登壇） 厚生委員会に付託されました日程第14、議第８号から日程

第20、議第14号までの７件の審査の結果を御報告いたします。 

 まず、議第８号平成22年度人吉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、歳

入歳出予算の総額にそれぞれ１億4,918万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞ
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れ47億5,360万8,000円とするものでございます。 

 歳入のうち主なものは、１款国民健康保険税、１項国民健康保険税で、１目一般被保険

者国民健康保険税が5,913万4,000円の減、２目退職被保険者等国民健康保険税が647万

2,000円の増で、合計の5,266万2,000円減の８億7,467万4,000円となっております。３款国

庫支出金、１項国庫負担金が5,506万9,000円の減で、２項国庫補助金が6,684万円の増でご

ざいます。４款県支出金、１項県負担金が４万4,000円の増で、２項県補助金が2,278万

4,000円の減となっております。５款療養給付費等交付金が2,201万9,000円の減で、７款共

同事業交付金が3,330万2,000円の増などでございます。歳出の主なものは、２款保険給付

費、１項療養諸費が800万円の減額とし、２項高額療養費も1,800万円の減額とするもので、

どちらも医療費の動向に合わせた補正でございます。 

 次に、議第９号平成22年度人吉市老人保健医療特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳

出予算の総額にそれぞれ99万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ188万6,000

円とするもので、歳入の主なものは１款支払基金交付金、１項、１目医療費交付金を50万

円減額し8,000円とするもので、今年度の確定に伴うものでございます。歳出の主なものは、

１款医療諸費、１項、１目医療給付費を99万9,000円減額し、1,000円とするものでござい

ます。なお、本会計は平成22年度をもって廃止でございます。 

 次に、議第10号平成22年度人吉市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、歳入

歳出予算の総額にそれぞれ1,133万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億

5,956万7,000円とするもので、歳入の主なものは、１款後期高齢者医療保険料の特別徴収

保険料が3,611万2,000円の減額で、普通徴収保険料が3,622万7,000円の増額、保険料全体

で11万5,000円の増で、補正後の額が３億1,505万7,000円でございます。また、３款繰入金、

１項、２目保険基盤安定繰入金が112万7,000円減額の１億1,874万1,000円でございます。 

 歳出の主なものは、２款後期高齢者医療広域連合納付金で91万2,000円減額の４億4,128

万8,000円、３款保健事業費、１項、１目健康診査事業費を1,086万円減額し、1,256万

4,000円に補正を行うものでございます。 

 次に、議第11号平成22年度人吉市介護保険特別会計補正予算（第４号）は、歳入歳出予

算の総額にそれぞれ7,129万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ35億8,501万

6,000円とするもので、歳入の主なものは１款保険料、１項介護保険料490万4,000円を減額

し、５億3,251万6,000円とするものでございます。３款国庫支出金、１項国庫負担金は、

2,971万5,000円を減額し、５億6,961万8,000円とするもので、交付決定に応じて補正する

ものでございます。２項国庫補助金は、1,273万7,000円を増額し、２億9,986万3,000円で

交付決定による補正でございます。４款支払基金交付金、１項支払基金交付金は、3,049万

6,000円を減額し、10億1,510万円で交付決定による補正でございます。５款県支出金、

１項県負担金は1,347万4,000円を減額し、５億509万7,000円で交付決定による補正でござ
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います。７款繰入金、１項一般会計繰入金は、936万1,000円の減額で、５億1,634万7,000

円とするものでございます。７款繰入金、２項基金繰入金は415万円を増額し、7,096万円

とするもので、保険料の不足分として積立金を取り崩すものでございます。 

 歳出の主なものは、２款保険給付費、１項介護サービス等諸費が計6,466万円を減額し、

30億346万9,000円で決算を見込んだ補正でございます。５款地域支援事業費、１項介護予

防事業費は203万8,000円を減額し、4,116万2,000円とするもので、デイサービス等の決算

見込みによるものでございます。２項包括的支援事業・任意事業費は103万5,000円を減額

し、3,308万3,000円とするものでございます。 

 次に、議第12号平成22年度人吉市介護サービス事業特別会計補正予算（第４号）は、歳

入歳出予算の総額にそれぞれ80万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,964

万5,000円とするもので、歳入の主なものは、１款サービス収入、１項予防給付費収入は68

万3,000円を減額し1,153万円とするもので、要支援認定１、２の方のケアプラン作成に対

する給付費の補正でございます。 

 歳出は２款サービス事業費、１項、１目居宅介護支援事業費が80万3,000円を減額し、

1,332万1,000円とするものでございます。 

 次に、議第13号平成22年度人吉市水道事業特別会計補正予算（第４号）の収益的収入及

び支出でございますが、収入は１款水道事業収益を2,697万8,000円減額し、５億8,621万

3,000円とするもので、その内訳は１項営業収益、１目給水収益、１節水道料金を1,000万

円減額するもので、これは有収水量の減少を実績に合わせて減額するものでございます。

３目その他の営業収益1,697万8,000円の減額の主なものは、退職給与金１名分の一般会計

よりの繰入金が異動のために減額となったことでございます。 

 支出は、１款水道事業費用を1,735万3,000円減額し、５億3,087万2,000円とするもので

ございます。内訳といたしまして、１項営業費用、４目総係費、６節退職給与金を1,735万

3,000円減額しております。これは、当初予算に計上していた１名分の退職給与金の減額で

ございます。 

 次に、資本的収入及び支出でございますが、収入は１款207万9,000円減額し、3,092万

2,000円とするものでございます。内訳は、２項工事負担金207万9,000円の減でございます。 

 支出は、１款資本的支出を1,420万6,000円減額し、３億6,260万4,000円とするものでご

ざいます。内訳は、一般改良費の減と負担金工事の減によるものでございます。 

 次に、議第14号平成22年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算（第６号）は、歳入

歳出予算の総額にそれぞれ205万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ14億

4,242万6,000円とするもので、今回の補正は最終決算見込みによる補正でございます。 

 歳入の主なものは、２款使用料及び手数料、１項使用料は296万円の減額で、６億3,361

万円でございます。８款市債、１項、１目公共下水道債270万円を減額し、３億570万円と
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するものでございます。これは、県及び九州財務局より起債が認められなかったことによ

るものでございます。 

 歳出の主なものは、１款事業費、１項事業費を1,634万2,000円減額し、５億7,412万

4,000円とするものでございます。主なものは13節委託料984万5,000円で、人吉浄水苑汚泥

運搬処分業務委託料の減額でございます。２款公債費、１項公債費は、795万9,000円減額

し、７億9,099万5,000円とするものでございます。減額の主なものは、２目利子の794万

2,000円で、これは長期債利子の減額によるものでございます。 

 第２条、債務負担行為の補正、債務負担行為の追加は、人吉浄水苑等運転管理業務委託

で、期間は平成22年度から平成25年度の４カ年で、限度額を４億5,393万円とし、日本ヘル

ス工業株式会社と随意契約の予定との説明がありました。次に、変更は、人吉浄水苑機械

電気設備改築更新工事委託に係る債務負担行為の限度額の変更で、１億700万円を4,520万

円に変更するものでございます。これは、議第31号で説明を受けた議決内容の一部変更に

ついてでございます。 

 次に、地方債の補正は、公共下水道債の限度額を１億3,640万円から１億3,370万円に変

更するものでございます。 

なお、審査の過程で包括的民間委託を３年間行ってきた効果はあったのかとの質疑に、

委託料の減と市が発注していたさまざまな委託手続きが不要となり、結果職員を１名減と

したとの説明があっております。 

 以上、議第８号から議第14号まで、７件について慎重審査の結果、全員異議なく認める

ことに決しました。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり） 

 質疑もないようですので、採決をいたします。議第８号から議第14号の７件について、厚

生委員長報告どおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第８号、議第９号、議第10号、議第11号、議第12号、議第13号、議第14号は原

案可決確定いたしました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

午前11時06分 休憩 

───────── 

午前11時21分 開議 

○議長（簑毛正勝君） 休憩前に引き続き再開いたします。 
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────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第21 議第15号及び日程第22 議第16号 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第21、議第15号及び日程第22、議第16号の２件を議題と

し、経済建設委員長の報告を求めます。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

 11番。森口勝之議員。 

○11番（森口勝之君）（登壇） 経済建設委員会に付託を受けました日程第21、議第15号平

成22年度人吉市国民宿舎特別会計補正予算（第１号）について、審査の結果を報告します。 

 本件は、国民宿舎特別会計の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23万1,000円とするものであります。これは、歳入

歳出ともに財政調整基金における運用利息または積立金に関する２万円の増減等であり、慎

重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

 次に、日程第22、議第16号平成22年度人吉市工業用地造成事業特別会計補正予算（第

２号）について、審査の結果を報告します。本件は、工業用地造成事業特別会計の歳入歳出

予算の総額から歳入歳出それぞれ12万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ4,305万2,000円とするものであります。 

 歳入の主なものは、１款、２項、１目財産運用収入の13万4,000円の減で、これは共栄精

密株式会社の区画変更により梢山工業団地土地建物貸付収入が減少したことによるものであ

ります。 

 歳出の主なものは、１款、２目梢山工業団地造成事業費、15節工事請負費の146万1,000円

の減で、これは梢山工業団地Ⅰ区画整備工事の減によるものであります。なお、３款、１項、

１目予備費に173万1,000円を増額し、補正後の総額を282万3,000円としております。 

 以上、慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり） 

 質疑もないようですので、採決をいたします。議第15号及び議第16号の２件について、経

済建設委員長報告どおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第15号、議第16号は原案可決確定いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第23 議第17号 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第23、議第17号を議題とし、各委員長の報告を求めます。 

 まず、予算委員長の報告を求めます。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

 16番。三倉美千子議員。 
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○16番（三倉美千子君）（登壇） 予算委員会に付託されました議第17号平成23年度人吉市

一般会計予算のうち第１条歳入歳出予算のうち歳入（全款）、第２条地方債、第３条借入

金、第４条歳出予算の流用について審査の結果を報告いたします。 

 歳入歳出予算の総額は、それぞれ138億7,112万5,000円とするものです。平成23年度は主

要一般財源の減収分を減債基金の繰入金で補っております。市税は、個人市民税が大幅に減

収が見込まれております。また、固定資産税、たばこ税、都市計画税等も減収が見込まれて

おりますが、平成22年度当初予算に比較しまして、総額で約１億1,472万円の増額となって

おります。 

 委員から、法人市民税の事業者数の前年と今回の見込みはとの問いに、前年均等割1,239

件、法人税割672件、今回均等割1,198件、法人税割654件である。国・県の子ども手当の負

担がふえると市の負担もふえるのかとの問いに、市の負担はふえないとの答弁でした。 

 慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（簑毛正勝君） 次に、総務文教委員長の報告を求めます。（「議長、18番」と呼ぶ

者あり） 

 18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君）（登壇） 総務文教委員会に付託をされました日程第23、議第17号平

成23年度人吉市一般会計予算のうち、１款議会費、２款総務費、９款消防費、10款教育費、

11款災害復旧費、12款公債費、13款諸支出金、14款予備費について審査の結果を報告いたし

ます。 

 歳出の主なものでございます。 

 １款、１項、１目議会費は２億3,668万6,000円で、前年度に比べ4,051万8,000円の増とな

っております。１節議員報酬は、５月以降18名で7,661万8,000円となりまして、昨年に比べ

1,004万6,000円の減となっております。19節負担金・補助及び交付金が7,743万9,000円で、

前年に比べ7,160万5,000円の増となっております。これは地方議員の年金制度廃止に伴う経

過措置によるものであります。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費が８億3,774万3,000円で前年度に比べ

2,956万1,000円の減で、これは水道事業特別会計繰出金の減額によるものであります。３節

職員手当等は、４億453万8,000円を計上しております。主なものは、職員10名の退職手当

２億3,476万1,000円、市長の退職手当2,049万6,000円であります。10節交際費180万円は、

前年度に比べ20万円の減額であります。15節工事請負費75万6,000円は、防犯灯18基であり

ます。19節補助金には、大畑地区公民館に施設整備補助金として200万円、人吉市民まちづ

くり応援事業に、これらに136万円があります。３目文書広報費6,606万4,000円は、前年度

に比べ4,181万8,000円の減となっております。これは、庁内ＬＡＮ行政情報システム、議会
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中継システム機器などの購入の減によるものであります。13節委託料1,268万1,000円は、Ｏ

Ａ機器保守、例規検索システム保守等があります。６目財産管理費5,853万6,000円は、前年

度に比べ946万円の増で、主なものはＰＣＢ処理手数料、公用車購入費等でございます。13

節委託料1,351万3,000円は、庁舎清掃委託料等でございます。７目企画費4,687万4,000円は、

前年度に比べ1,938万3,000円の減となっております。これは、日野熊蔵氏初飛行100周年記

念事業費分の減が主なものでございます。19節負担金・補助及び交付金4,372万5,000円の主

なものは、人吉球磨広域行政組合、これは運営費、企画費ですが、4,334万9,000円でありま

す。10目情報管理費9,044万1,000円は、前年度比2,246万9,000円の増となっております。第

４次電算システム導入事業に伴うＳＥ（システムエンジニア）常駐委託料等であります。14

節使用料及び賃借料5,313万8,000円は、主に電算機器及びソフトウエアのＯＡ機器リース料

であります。12目地域情報推進費471万2,000円は、高速インターネットサービス地上デジタ

ル放送再送信サービス等を目的として整備した光ファイバー回線を維持管理するために新た

に目を設定したものであります。４項選挙費、２目県議会議員選挙費1,225万1,000円を初め

とし、３目市長・市議会議員選挙費2,425万6,000円、４目の藍田財産区議会議員選挙費、

５目農業委員選挙費、６目県知事選挙費が計上されております。 

 ９款、１項消防費、１目消防総務費３億9,576万2,000円は、前年度に比べ1,002万5,000円

の減であります。これは、下球磨消防組合の減であります。19節負担金・補助及び交付金

３億8,851万6,000円のうち３億8,730万8,000円は、下球磨消防組合負担金であります。２目

非常備消防費が5,378万9,000円で、主なものは１節報酬に1,649万9,000円、これは512名の

消防団員の報酬等であります。３目消防施設費2,617万3,000円は、防火水槽設置工事、また

小型動力ポンプ購入費等であります。５目災害対策費444万6,000円は、前年度比917万6,000

円の減額であります。これは、主に洪水マップ等、内水排除ポンプ等が設置されたことによ

るものであります。 

 審査の中で、財産管理費の中で廃棄物処理手数料は何を廃棄するのか。それから、地質調

査、地質測量委託はどこなのか。電算システム管理ＳＥの委託は１年半なのか。防災訓練倒

壊家屋とは、またそれは１回使用なのか。それからＰＣＢにかかわるもの、平成28年度まで

にこれは処理を行うことということで、主にトランスとかコンデンサー等があるということ

でございます。地質調査は、下青井町の食糧事協跡地、これは地盤沈下をしているようでご

ざいまして、そのものであります。それから、管理システムＳＥ委託料は１年半ということ

であります。防災訓練倒壊家屋は、模擬家屋で１回使用ということであります。こういう質

疑応答がありました。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費は１億6,601万8,000円であります。主なもの

としまして報酬3,288万4,000円の中に特別支援教育支援員16名分が2,112万円、ＡＬＴ２名

分759万円などがあります。13節委託料424万6,000円は、全国学力状況調査採点委託料等で
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あります。19節負担金・補助及び交付金224万8,000円は、私立学校助成として、学校法人赤

山学園への補助が主なものであります。２項小学校費、１目学校管理費に１億823万8,000円

を計上してあります。これは、小学校の光熱水費、各種検査手数料、委託料等であります。

12節役務費585万4,000円は、ＴＶ放送の地上デジタル化に伴い、従来のアナログテレビを廃

止するものなどであります。２目の教育振興費、13節委託料435万9,000円は、小学校２年生

と５年生を対象とする知能検査委託料などであります。18節備品購入費777万円は、各小学

校の教材備品等であります。20節扶助費1,390万3,000円は、要保護・準要保護児童就学援助

費等であります。３項中学校費、この中で１目学校管理費は5,962万円であります。主なも

のは、１節の学校運営協議会委員等報酬に1,171万9,000円、13節委託料として浄化槽維持管

理、また樹木の剪定等に617万円があります。２目教育振興費に2,877万4,000円を計上して

おります。主なものは、13節委託料に知能検査、学力検査等に404万8,000円、20節扶助費

1,329万4,000円、これは要保護・準要保護等のものであります。４項、１目幼稚園費2,315

万6,000円は、私立幼稚園就園奨励費交付金であります。５項、１目社会教育総務費は１億

4,675万1,000円であります。主なものは、１節の年報酬費として社会教育員20名ほかへ407

万2,000円などであります。２目公民館費に3,931万8,000円、その主なものは校区公民館長

８名ほかへ1,193万7,000円、13節校区公民館事業委託料等に714万5,000円であります。３目

図書館費は2,020万5,000円で、主なものは18節備品購入費として図書購入費475万円であり

ます。４目文化振興費は743万9,000円、これは総合美展犬童球渓顕彰音楽祭などの経費でご

ざいます。５目文化財保護費2,169万4,000円は、人吉城跡保存整備事業、文化財保護等に要

する経費でございます。６目カルチャーパレス費5,931万6,000円は、カルチャーパレスの維

持管理等に要する経費であります。主なものは、11節需用費で電気料1,500万円などでござ

います。６項保健体育費は6,601万5,000円であります。主なものは、１目19節ひとよし春風

マラソン実行委員会等へ補助金1,245万9,000円、２目、13節委託料として、体育施設指定管

理料などに6,286万2,000円であります。７項、１目学校給食センター運営費は１億3,583万

5,000円であります。主なものは、13節委託料8,000万2,000円のうち給食調理業務委託料が

6,377万7,000円、給食配送委託料1,271万9,000円であります。 

 審査の中で、学力調査72万4,000円は何校分なのか。私立学校補助金100万円は、補助金検

討委員会は廃止とし、予算は計上されてきているが、執行部の庁内協議はどうなっているの

か。テレビは何台廃棄か、新たに購入をするのか。青少年育成市民会議は今後どうなってい

くのか。幸福人間講座の参加人員は、職員の動員はあったのかどうか。公民館活動の全体活

動はどうなっていっているのか。プラネタリウムの専門職員は、また募集をしているのか、

新年度自主事業はどうなっているのか、これはカルチャーでございます。校区体育祭委託料

は決まっているのか。スポーツ大会補助金のあり方として剣道、弓道のみに補助金があるが、

他の体協傘下の団体にはどうなっているのか。カルチャーパレス予算は一般会計に移行して
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圧縮はされていないのか。ということでございまして、これらに対して、学力調査は10校分

ということでございます。これは小学校、中学校。それから、私立学校補助金は、教委とし

ては必要だと思っている。今までの経緯と反省も含めて考えて見直す必要があると思う。そ

れから、テレビ廃棄は小学校が112台、中学校が31台ということでございます。新しく購入

はしない、現有で十分対応できるということでございます。それから、青少年育成市民会議

は全国組織もあり必要だと思う。これについては、市が直接やることも含めて協議を進めて

いきたい。幸福人間講座参加人員は、22年度で約400名程度であった、職員動員はしていな

い。公民館活動は、コミセン講座等にも関係するなど、そういうこともありまして、各校区

の行事等が中心主体であるということでございました。それから、プラネタリウムなどの、

いわゆる専門職員は募集をしたが該当者がいなかった。現在、５名の職員で対応をしている。

新年度自主事業は４本予定をしている。校区体育祭委託料は、まだ決まってない。剣道、弓

道連盟等へは大会補助金としているが、今後検討を行っていきたい。カルチャーパレス予算

は、例年どおりであるなどなど、多くの意見と質疑応答がありまして、審査を進めました。 

 それから、12款、１項公債費、１目元金が12億4,130万5,000円で、前年度に比べますと

8,861万4,000円の減。また、２目利子が２億4,088万2,000円で、前年度に比べ1,670万7,000

円の減となっております。 

 14款予備費に6,488万円が計上されております。 

 以上、慎重に審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

 そこで、付言をしておきたいと思います。補助金に関してでございますが、私立学校助成

補助金を例としまして、補助金については補助金審査委員会から報告がされて、その結論と、

それから原課といいますか、各部課ですか、そこらとの、また執行部との内部の調整が十分

なされていないきらいがある。それから、補助団体との協議課題、そこらも残されている、

そういうことが思われるので、人吉市補助金のあり方については、今後さらなる検証、協議、

調整がなされるよう総務委員会として申し入れをしておきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（簑毛正勝君） 次に、厚生委員長の報告を求めます。（「議長、12番」と呼ぶ者あ

り） 

 12番。田中 哲議員。 

○12番（田中 哲君）（登壇） 日程第23、議第17号平成23年度人吉市一般会計予算のうち、

厚生委員会に付託されました予算につきまして、審査の結果を報告いたします。 

 ２款総務費、２項徴税費、２目賦課徴収費の１節報酬の120万円は、新規事業で収納率ア

ップのため国税OB１名を徴収アドバイザーとして月４回滞納・整理指導員として当たってい

ただくもので、県内では熊本市、山鹿市、錦町で取り入れているとの説明でございました。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費は、前年度比4,319万2,000円増額の16
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億5,762万1,000円であります。主なものは、１節報酬の953万5,000円は、社会福祉委員報酬

99人分、民生委員推薦会委員11人分、女性福祉相談員報酬１人分、消費生活相談嘱託職員報

酬４人分でございます。20節扶助費の205万円は、離職者で就労能力及び就労意欲があるも

のの住宅を喪失している者、喪失するおそれのある者に最長６カ月、単身世帯で２万6,200

円、複数世帯で３万4,100円の住宅手当を支給する支援が主なものでございます。平成22年

度実績が８人との説明がございました。28節繰出金、９億7,338万4,000円は、４件の特別会

計への繰出金で、国民健康保険事業特別会計繰出金が２億9,175万1,000円、介護保険特別会

計繰出金が５億3,606万5,000円、介護サービス事業特別会計繰出金が1,767万7,000円、後期

高齢者医療特別会計繰出金が１億2,789万1,000円でございます。２目心身障害者福祉費は、

前年度比6,285万5,000円増の７億4,047万円で、主なものは13節委託料の4,206万6,000円で、

これは人吉球磨地域療育センター事業（人吉社会福祉事業団）への委託料が891万9,000円。

相談支援事業委託料1,714万7,000円は、相談事業所けやきホーム、相談支援センターうぐい

す、地域生活支援センター翠の３カ所への事業委託料でございます。地域活動支援センター

事業委託料1,350万円は、気軽に利用できる活動を通じ、社会的交流を図り、各種相談に応

じる事業で、Ⅰ型事業として地域生活支援センター翠、それにⅢ型の環境木製トレー工房へ

の委託料等が主なものでございます。20節扶助費の６億8,760万3,000円の主なものとして、

障害者医療費等がございますが、これは自立支援医療で障がいの軽減や身体機能の維持を目

的に医療費の一部を市町村が負担するものでございます。３目老人福祉費は、地域密着型介

護施設整備事業が平成22年度で完了したことに伴い、前年度比１億7,506万6,000円の大幅な

減額により2,696万2,000円となったものでございます。主なものは、ひとり暮らしの高齢者

等に緊急通報システムを貸与する緊急通報体制等整備事業委託料、また平成23年10月に開催

されます「ねんりんピック熊本」の人吉市実行委員会補助金等であります。４目老人福祉施

設費は、前年度比776万9,000円の減で１億3,245万円で、主なものは、養護老人ホームへの

入所措置の委託料でございます。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費は、前年度比318万

5,000円減の5,370万7,000円で、その主なものは13節委託料、増田小児科あひるハウスで行

う病児病後児保育事業や人吉球磨保育サポーター陽だまりの会に委託して行うつどいの広場

委託事業、それに社会福祉協議会に委託して行うファミリーサポートセンター事業委託料等

でございます。２目児童措置費は、前年度比１億8,013万5,000円増の21億9,838万3,000円で

ございます。主なものは、19節負担金・補助及び交付金の11億3,913万6,000円で、これは保

育所運営費負担金で、市内12園と市外の広域入所保育園12園分でございます。20節扶助費10

億5,924万7,000円の主なものは、子ども手当と児童扶養手当でございます。３目母子福祉費

は、前年度比1,131万6,000円増の4,486万3,000円でございます。主なものは20節扶助費で、

高等職業訓練促進費があり、これは母子家庭の母親が看護師、介護福祉士等の資格を習得す

るために養成機関で養成する間に促進費を支給するものでございます。３項生活保護費、
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２目扶助費は前年度比5,465万円増の６億6,807万円でございます。これは、生活保護世帯、

被保護者人員の増及び医療扶助費の伸びによるものでございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費は、前年度比7,479万3,000円増の１億2,423万

5,000円で、13節委託料で個別接種委託料が主なものでございます。３目保険センター費は、

前年度比1,058万4,000円増の6,082万7,000円で、主なものは13節委託料の3,526万2,000円で、

ヤング健康診査委託料、妊婦健康診査委託料等でございます。２項清掃費、１目清掃総務費

は、前年度比7,914万5,000円増の12億1,263万1,000円でございます。19節負担金・補助及び

交付金の11億7,870万3,000円で、人吉球磨広域行政組合（し尿ごみ処理施設及び葬斎場）負

担金及び浄化槽設置整備事業補助金等が主なものでございます。 

 ５款労働費、１項労働諸費、３目シルバー人材センター費は前年度比18万円減額の1,423

万円で、これはシルバー人材センターへの補助金でございます。 

 審査の過程で委員から、補助金審査委員会で評価結果が原則交付すべきでないと判断され

た３団体について、当初予算にどのように反映されているかとの質疑に、保育所職員研修費

補助金については市の事業として行うべきで、報償費45万円、会場使用料が25万円を計上し

ている。食生活改善推進協議会補助金は、委託料として30万3,000円計上し、事業ごとに契

約し実施するとの説明があっております。衛生委員連合会補助金については、特別会計を持

っていて自立可能との評価結果で、予算措置をしていないとの説明がございました。また子

宮頸がんワクチンが足りないとのことであるが、現在高校１年生が４月以降もできるのかと

の質疑に、現在高校１年生が２年生になっても23年度は対象とする。また、人数を把握して

きちんと予算措置をするとの説明があっております。 

 審査の結果、全員異議なく原案どおり認めることに決しました。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（簑毛正勝君） 次に、経済建設委員長の報告を求めます。（「議長、11番」と呼ぶ

者あり） 

 11番。森口勝之議員。 

○11番（森口勝之君）（登壇） 日程第23、議第17号人吉市一般会計予算の歳出のうち、経

済建設委員会に付託されました５款労働費、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、

11款災害復旧費について審査の結果を報告します。 

 まず、５款労働費は総額１億5,998万8,000円で、前年度比329万6,000円の増であります。

そのうち本委員会付託分は、１項、３目を除く１億4,575万8,000円であります。主なものは、

１項、４目地域雇用創出推進費のうち、ふるさと雇用再生特別交付金事業委託料及び緊急雇

用創出事業委託料、合計１億3,924万7,000円であります。なお、ふるさと雇用再生特別交付

金事業は８件で、予定雇用人数21名、緊急雇用創出基金事業は10件で、予定雇用人数は102

名であります。 
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 次に、６款農林水産業費は総額３億6,774万9,000円で、前年比8,226万8,000円の増であり

ます。主なものは、１項、３目、19節負担金・補助及び交付金のうち、人吉市農業活性化対

策事業補助金900万円、同じく経営体育成交付金404万4,000円であります。また、２項、

２目林業振興費、19節負担金・補助及び交付金のうち、緑の産業再生プロジェクト促進事業

補助金6,201万5,000円は、農事組合法人「人吉きのこ生産組合」のキクラゲ栽培事業に対す

る補助金でありますが、資料として当該組合の定款、組合員名簿等の提出を受けた上で審査

を行っておりますので、多少詳しく御報告いたします。まず、事業主体は農事組合法人人吉

きのこ生産組合であります。事業内容は、キクラゲ栽培事業に関するキクラゲ栽培棟の建設

及び栽培棚並びに付帯設備一式であります。内容は、栽培棟が大きさ間口7.5メートル、長

さ18.0メートル、構造パイプハウス、シート二重張り、遮光断熱用シートを使用します。合

計28棟、総事業費4,834万6,000円。その他、栽培棚が高さ2.0メートル、幅3.0メートル、奥

行き0.15メートルの大きさでありまして、菌床設置可能段数７段でありますが、使用段数は

６段、高さ162センチであります。２個１組14セット、３個１組２セット、合計16セット、

34個。予定菌床設置数は2.5キログラム菌床のものを１個当たり14個掛ける６段として84個、

２個組の場合84掛け２掛け14セット2,352個、３個組みの場合84掛け３掛け２セット504個、

合計2,852個であります。その他、加湿器１棟につき２機、給水施設、送風機１棟につき

２機、付帯工事は防水シート敷き込みのシラス敷ならし、電気工事等で、総事業費3,305万

1,000円。総事業費合計8,139万7,000円であります。総事業費に占める負担割合については、

総事業費8,139万7,000円のうち国が50％の3,876万円、県が５％の387万5,000円、市が25％

の1,938万円、自己負担が20％の1,938万2,000円であります。審査の中で委員から、１、こ

の補助金は今回限りのものであるか。２、事業についての広報、呼びかけはしたのか。３、

組合員として非農家の人が加入しているが、その根拠と法的裏づけは。４、ハウスの建設は

だれがするのか等の質問があり、１につきましては緑の産業再生プロジェクト促進事業は平

成21年度から23年度までの基金事業で、今回が最終年である。ただし、その後については要

望があれば県と協議を進めていく。２については、市長のかがやきトークや農家振興組合長

会議で説明をし、さらに要望があったところは説明をした。３については、組合員の資格に

ついては定款の第８条に定められており、非農家の人は第４項の資格に該当する。また、農

業協同組合法に基づいて設立された農事組合法人の員外従事者の人数制限の条件も満たして

いる。４については、主体者である組合が入札を行うが、市でも指導を行うとの回答であり

ました。 

 次に、７款商工費は総額４億1,710万8,000円で、前年比967万3,000円の減であります。主

なものは、１項、３目観光費、19節負担金・補助及び交付金のうち、ひとよし・くま旬夏秋

冬キャンペーン実行委員会負担金900万円でありますが、昨年度の甲冑購入代300万円分が減

額となっております。なお、鹿目の滝まつり等の「祭り」に対する補助のあり方について、
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委員からしっかりとした検証をすべきとの意見が出され、執行部から、今後は祭りに対する

補助のあり方を検討するとの答弁でありました。 

 次に、８款土木費は７億7,630万6,000円で、「前年比３億3,632万3,000円」の減でありま

す。骨格予算でありますので、主なものは３項、１目住宅管理費、13節委託料のうち、市営

住宅長寿命化計画策定委託料として1,008万6,000円、３項、２目住宅建設費、15節工事請負

費は、立野団地外壁改修工事ほかとして3,169万9,000円、４項、２目公園管理費、13節委託

料のうち都市公園施設長寿命化計画策定委託料として1,104万6,000円を計上しております。 

 最後に11款災害復旧費は、総額27万1,000円を計上しております。 

 以上、慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

 申しわけありません。訂正をお願いいたします。８款土木費についてでございますが、

「前年比３億3,632万3,000円」と発言したそうでございますが、実際は「前年比２億3,632

万3,000円」でございます。訂正をお願いいたします。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの各委員長の報告に対し、質疑はありませんか。（「議長、

14番」と呼ぶ者あり） 

 14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君） 総務文教委員長のほうに１点だけお尋ねをしたいんですが、予算書

は37ページでありますが、議会費ですからちょっと聞きづらいところもあるんですが、も

し審議をされておればということでお尋ねをします。 

 19節の下から４番目、市議会議員共済会給付費負担金7,203万円ということでありますが、

この予算委員会の中でたしか議員年金の打ち切りに伴う自治体の負担金分の経過措置だとい

うことの説明があったと思うんですが、その内容が実はよく私にはわかりませんでしたので、

もしここのところを議論がされておるならばお尋ねをしておきたいと思います。（「議長、

18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君） 18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） 御質問にお答えをいたします。これは、今、お尋ねになったように、

共済負担金、この増でございますが、これは地方議会議員の年金制度が６月１日をもって廃

止になる予定であるようでございます。そうしますと、制度廃止に伴いまして、経過措置と

して給付に要する財源、これは地方公共団体が公費で負担をするということになっているよ

うでございまして、そういうことでございます。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君） 14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君） そこのところがよくわからないんですが、給付に関するということ

ですから、６月以降は給付はない、原則は給付がないということになります。ですから、こ

の7,200万円というのは、既に給付を受けている人たちに対する経過措置という意味なのか、
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そこのところがよくわからなかったんですが、その点についてお尋ねをします。（「議長、

18番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君） 18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君） この問題は、先ほど申し上げましたように制度ということでござい

ますので、そこらまで突っ込んだ審議はいたしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（簑毛正勝君） ほかにありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ほかに質疑もないようですので、質疑を終了いたします。 

 ここで、本件については討論の要求があっておりますので、これより討論を行います。 

 13番議員の発言を許します。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

 13番。本村令斗議員。 

○13番（本村令斗君）（登壇） 議第17号、平成23年度人吉市一般会計予算に反対の立場か

ら討論を行います。 

 この予算案の中には、農林水産業費に川辺川総合土地改良事業組合負担金が含まれており、

これに反対するものです。農水省は、既設導水路活用案とも呼べる農水省新案を進める上で

水利権の問題があり、人吉市と相良村と土地改良区の総代会の特別決議が必要との条件を示

しています。しかし、柳瀬西溝掛農家代表と飛行場用水路掛農家代表は、昨年11月15日に

６市町村長会あてに要望書を提出しており、利水事業不参加の意志は固いことを改めて表明

し、身の丈にあった事業を要求しています。関係６市町村長は、農水省新案の理解を求める

ために、１月21日と２月28日に川辺川利水事業に関する説明会及び意見交換会を相良村総合

体育館で開催しています。１月22日と３月２日の人吉新聞を見てみますと、いずれの日もこ

の案に反対する意見が出たことがわかります。もはや農水省新案では農家の合意も、水利権

の特別決議も問えないことは明らかだと思います。さらに説明会への参加は、１割にまで低

下しています。６市町村長が農水省新案に固執しているあまり、事態が硬直状態に陥り、農

家にはあきらめムードが漂っていることが推測できます。 

 このような状況の中、６市町村長は既存水路の改修など地元農家の実状に合った身の丈に

合う利水事業へと方向転換すべきだと思います。そのためにも川辺川総合土地改良事業組合

は即刻解散すべきだと思います。 

 以上のような見地から、私はこの議案に反対します。 

○議長（簑毛正勝君） 以上で、討論を終了します。 

 それでは、採決いたします。採決は起立採決といたします。議第17号について、各委員長

の報告どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○議長（簑毛正勝君） 起立多数であります。 
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 よって、議第17号は原案可決確定いたしました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

午後０時11分 休憩 

───────── 

午後２時16分 開議 

○議長（簑毛正勝君） 休憩前に引き続き再開をいたします。再開が大変おくれて申しわけ

ございませんでした。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第24 議第18号 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第24、議第18号を議題とし、総務文教委員長の報告を求

めます。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

 18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君）（登壇） 総務文教委員会に付託をされました日程第24、議第18号平

成23年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計予算について、審議の結果を報告いたします。 

 歳入歳出予算の総額はそれぞれ288万1,000円でございます。 

 歳入の主なものは、１款財産収入、１目基金運用利息287万6,000円でございます。 

 歳出では、１款基金費の288万円を積み立てるものでございます。 

 ２款事業費、１款、１目鉄道経営対策事業費1,000円は、存目でございます。 

 審査の結果、異議なく認めることに決しました。 

 以上でございます。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり） 

 質疑もないようですので、採決いたします。議第18号について、総務文教委員長報告どお

り決するに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第18号は原案可決確定いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第25 議第19号から日程第30 議第24号まで 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第25、議第19号から日程第30、議第24号までの６件を議

題とし、厚生委員長の報告を求めます。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

 12番。田中 哲議員。 

○12番（田中 哲君）（登壇） 厚生委員会に付託されました日程第25、議第19号から日程
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第30、議第24号までの６件について、審査の結果を御報告いたします。 

 まず、議第19号平成23年度人吉市国民健康保険事業特別会計予算は、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ47億7,916万円とするものでございます。 

 歳入の主なものは、１款国民健康保険税が一般被保険者、退職被保険者の医療分、後期

高齢者支援分、介護納付分合わせて前年度比１億2,492万1,000円減の８億8,444万円でござ

います。３款国庫支出金、１項国庫負担金が前年度比5,305万円減額の８億6,402万円でご

ざいます。２項国庫補助金が前年度比6,480万2,000円減の２億6,082万2,000円でございま

す。４款県支出金、１項県負担金が前年度比258万1,000円増の2,679万2,000円でございま

す。２項県補助金が前年度比1,770万3,000円減の１億7,737万円でございます。５款、１項

療養給付費等交付金は、前年度比3,845万1,000円減の１億9,908万4,000円でございます。 

６款、１項前期高齢者交付金が前年度比１億9,886万4,000円増の10億5,663万3,000円でご

ざいます。７款、１項共同事業交付金が前年度比7,442万円増の６億6,398万7,000円でござ

います。９款繰入金、１項他会計繰入金が前年度比1,047万6,000円減の２億9,175万1,000

円でございます。２項基金繰入金が前年度比5,000万円増の２億円でございます。 

 次に、歳出でございますが、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、前年度

比918万3,000円減で6,037万円でございます。これは、国保担当職員８名（昨年度比１名

減）が主なものでございます。２目連合会負担金は、前年度比921万5,000円減の6,224万

2,000円でございます。２款保険給付費、１項療養諸費が一般被保険者、退職被保険者、そ

れに審査支払手数料合わせて前年度比557万2,000円減の28億9,144万1,000円でございます。

２項高額療養費が一般被保険者、退職被保険者合わせて前年度比2,293万5,000円増の３億

6,956万6,000円。３項出産育児諸費が前年同額の2,690万1,000円で、出産育児一時金64人

分の計上でございます。４項葬祭費200万円で、100件分の計上でございます。３款、１項

後期高齢者支援金等が前年度比2,652万円増の４億6,933万7,000円でございます。６款、

１項介護納付金が前年度比1,225万円増の２億2,517万7,000円でございます。７款、１項共

同事業拠出金が前年度比4,226万8,000円増の６億6,541万円でございます。８款保健事業費、

１項特定健康診査等事業費は、前年度比321万6,000円増の3,267万1,000円で、これは生活

習慣病の前の段階でありますメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査及び保健

指導に要する経費でございます。８款、２項、１目保健衛生普及費は、前年度比53万円減

額で1,460万4,000円でございまして、年６回予定している医療費通知の郵送料などが主な

ものでございます。 

 審査の過程で委員から、国保の財政運営が厳しくなる中、市全体で急激な税負担となら

ないような施策に取り組む必要があるのではないかといった意見がございました。また、

出産育児一時金について、国の動向、それに対する対応と条例改正はとの質疑に、23年度

は国の補助が２分の１から４分の１となり、２万円が１万円となる。条例改正は国の改正
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を待ってから行う方針との説明があっております。 

 次に、議第20号平成23年度人吉市後期高齢者医療特別会計予算は、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ４億8,777万6,000円とするものでございます。 

 歳入の主なものは、１款、１項後期高齢者医療保険料の特別徴収分と普通徴収分合わせ

て前年度比1,741万7,000円増の３億3,235万9,000円でございます。３款繰入金、１項一般

会計繰入金が前年度比341万3,000円増額の１億2,789万円でございます。５款諸収入、４項

受託事業収入は、前年度比360万1,000円増の2,701万9,000円でございます。 

 歳出の主なものは、２款、１項後期高齢者医療広域連合納付金が前年度比2,107万8,000

円増の４億5,589万1,000円でございます。３款、１項健康診査事業費は、360万1,000円増

額の2,702万円で、これは保健センターを通じて行う後期高齢者の健康診査に係る経費でご

ざいます。 

 次に、議第21号平成23年度人吉市介護保険特別会計予算は、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ36億3,544万8,000円とするものでございます。 

 歳入の主なものは、１款保険料、１項介護保険料が特別徴収と普通徴収等を合わせまし

て前年度比100万1,000円増の５億3,842万1,000円でございます。３款国庫支出金、１項国

庫負担金が前年度比3,510万1,000円増の６億504万2,000円でございます。２項国庫補助金

は、調整金及び地域支援事業に対する交付金合わせまして前年度比1,798万4,000円増の

３億2,651万3,000円でございます。４款、１項支払基金交付金が前年度比5,659万円増の10

億5,145万5,000円でございます。５款県支出金、１項県負担金が前年度比2,575万2,000円

増の５億2,024万3,000円でございます。２項県補助金は、前年度比81万8,000円増の1,212

万1,000円でございます。７款繰入金、１項一般会計繰入金は、介護保険給付及び地域支援

事業に合わせまして前年度比2,917万5,000円増の５億3,606万5,000円でございます。２項

基金繰入金は、前年度比3,005万1,000円増の4,273万6,000円でございます。 

 歳出の主なものは、２款保険給付費、１項介護サービス等諸費は、要介護１から５まで

の認定された方を対象としたサービスに係る費用で、前年度比１億8,148万7,000円増の30

億9,814万1,000円でございます。２項介護予防サービス等諸費は、要支援１及び２と認定

された方を対象としたサービスに係る経費で、前年度比429万9,000円減の１億2,256万

4,000円とするものでございます。３項高額介護サービス等費が前年度比1,005万円増の

8,972万6,000円でございます。５項特定入所者介護サービス等費が前年同額の１億4,841万

7,000円でございます。５款地域支援事業費、１項介護予防事業費が特定高齢者及び一般高

齢者施策事業費が前年度比192万9,000円増の4,511万2,000円でございます。２項包括的支

援事業・任意事業合わせて前年度比322万3,000円増の3,411万9,000円でございます。 

 次に、議第22号平成23年度人吉市介護サービス事業特別会計予算は、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ2,927万5,000円とするものでございます。 
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 歳入の主なものは、１款サービス収入、１項予防給付費収入が前年度比61万6,000円減の

1,159万7,000円でございます。２款繰入金、１項他会計繰入金は、前年度比52万円増額の

1,767万7,000円でございます。 

 歳出の主なものは、１款総務費、１項施設管理費は、前年度比33万5,000円増額の1,552

万5,000円でございます。これは、介護予防職員の給料と経常的経費が主なものでございま

す。２款サービス事業費、１項居宅介護支援事業費が前年度比43万1,000円減の1,364万

9,000円でございます。これは、ケアプラン作成を行う事業者への委託料等でございます。 

 次に、議第23号平成23年度人吉市水道事業特別会計予算は、収益的収入及び支出におき

まして、収入は１款水道事業収益が前年度比5,678万9,000円減の５億5,640万2,000円とす

るものでございます。内訳としましては、１項営業収益に５億5,602万1,000円、１目給水

収益の５億2,496万7,000円とし、水道料金を前年度比1,263万3,000円の減とするものでご

ざいます。３目その他の営業収益が、前年度比4,338万3,000円減の2,893万8,000円とする

ものでございます。支出は、１款水道事業費用が前年度比7,372万円減の４億8,130万4,000

円とするものでございます。主な内訳としては、１項営業費用、１目原水及び浄水費が前

年度比124万2,000円減の3,212万6,000円、２目配水及び給水費が前年度比1,337万5,000円

減額の6,995万3,000円、４目総掛費が前年度比5,365万6,000円減の１億4,658万5,000円を

計上してございます。 

資本的収入及び支出でございますが、収入は１款資本的収入が前年度比980万円増の

4,280万1,000円で、１項、１目企業債が前年度比1,000万円増の4,000万円、２項、１目工

事負担金が前年度比20万円減額の280万円等でございます。支出は、１款資本的支出が前年

度比4,509万5,000円減の２億5,886万9,000円でございます。主な内訳は、１項建設改良費、

１目構築物費が前年度比4,485万4,000円の減額の１億7,518万7,000円で、３節起債対象工

事では、下漆田町ほか２カ所の送配水管改良工事を予定してございます。２目機械及び装

置費は、前年度比99万3,000円増の992万5,000円で、これは量水器の取り付け等でございま

す。３目営業設備費は前年度比281万8,000円増の503万9,000円で、これはマッピングシス

テム再構築に際してのハードウェア等の経費でございます。２項、１目企業債償還金は前

年度比405万2,000円減の6,671万8,000円とするものでございます。 

 審査の過程で委員から、マッピングシステムに問題があったとのことだがどのようなこ

とか、また検証はされたのか、導入した効果はあったのか、運用のあり方について水道決

算のときに報告がなかった、説明不足ではないかとの質疑等があり、導入の効果はあった

が、利用頻度が少なかった。若手による検討作業部会を立ち上げ検討する中で、なかなか

データの修正・整理が進まなかった。また、他市と比べて古いシステムということもあっ

たとの説明を受けたところでございます。委員会としましては、マッピングシステムの運

用に対して十分な説明をするように申し入れたところでございます。 
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 次に、議第24号平成23年度人吉市公共下水道事業特別会計予算は、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ12億2,093万7,000円とするものでございます。 

 歳入の主なものは、２款使用料及び手数料、１項使用料は、下水道使用料と行政財産使

用料で前年度比573万3,000円減の６億3,083万7,000円でございます。３款国庫支出金、

１項国庫補助金は公共下水道補助金で、前年度比360万円減の１億1,045万円でございます。 

５款繰入金、１項一般会計繰入金は、前年度比１億2,000万円減額の１億7,000万円でござ

います。６款、１項、１目繰越金は前年度比1,200万円減の3,100万円で、前年度からの繰

越金でございます。８款、１項市債、１目公共下水道債は、前年度費2,240万円減の２億

7,590万円でございます。 

 歳出でございますが、１款、１項、１目事業費は、前年度比1,355万2,000円減の３億

1,407万5,000円でございます。主なものでは、13節委託料で下水道長寿命化計画策定委託

料、人吉浄水苑機械電気設備改築更新工事委託料等が１億8,326万2,000円、15節工事請負

費が7,200万円、これは管渠築造工事、マンホールふた更新工事、汚水桝設置工事等でござ

います。２目維持管理費は、前年度比780万2,000円増の２億6,136万5,000円でございます。

主なものでは、13節委託料で人吉浄水苑等運転管理委託料、人吉浄水苑汚泥運搬処分委託

料、下水道使用料徴収委託料等でございます。 

 第２条債務負担行為、人吉市水洗便所等改造資金融資斡旋及び助成金条例に基づくもの

として、金融機関から市が融資をあっせんして水洗便所等工事資金を借り受けた者及びそ

の連帯保証人の債務不履行による損失補償と、水洗便所等改造資金利子補給金について、

期間と限度額を定めるものでございます。人吉浄水苑機械電気設備改築更新工事委託は、

浄水苑第２期改築事業の一つで、単年度で完了しないことから期間及び限度額を定めるも

のでございます。 

 第３条地方債は、起債の目的を公共下水道債と資本費平準化債、それに下水道事業債の

特別措置分として、限度額、起債の方法、利率、償還の方法について定めるものでござい

ます。 

 審査の過程で委員の中から、下水道長寿命化計画とはとの質疑に、古い管渠は劣化、老

朽化が進んできており、事故を未然に防ぐために下水道の維持管理・改修計画を立ててい

くこととの説明があっております。 

 以上、議第19号から議第24号までの６件について、慎重審議の結果、全員異議なく認め

ることに決しました。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり） 

 質疑もないようですので、採決をいたします。議第19号から議第24号までの６件について、
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厚生委員長報告どおり決するに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第19号、議第20号、議第21号、議第22号、議第23号、議第24号は原案可決確定

いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第31 議第25号及び日程第32 議第26号 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第31、議第25号及び日程第32、議第26号までの２件を議

題とし、経済建設委員長の報告を求めます。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

 11番。森口勝之議員。 

○11番（森口勝之君）（登壇） 経済建設委員会に付託されました日程第31、議第25号平成

23年度人吉市国民宿舎特別会計予算について、審査の結果を報告します。 

 国民宿舎特別会計は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ185万2,000円とするもの

であります。歳入の主なものは、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、１節財政調

整基金繰入金163万9,000円であります。歳出の主なものは、１項施設管理費、１目一般管

理費、18節備品購入費156万5,000円であります。これは、地デジ対応テレビを購入するも

のでありまして、内訳は26型テレビを客室用に19台、事務室に１台、40型テレビを食堂用

とラウンジ用に各１台、ラックを含め合計22台分であります。 

 慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

 次に、日程第32、議第26号平成23年度人吉市工業用地造成事業特別会計予算について、

審査の結果を報告します。工業用地造成事業特別会計予算は、歳入歳出の総額を歳入歳出

それぞれ258万円とするものであります。 

 歳入の主なものは、１款、１項財産運用収入、１目財産運用収入、１梢山工業団地土地

建物貸付収入57万6,000円であります。これは、共栄精密株式会社に対するⅠの２区画貸付

による年間貸付料収入であります。また、３款、１項繰越金、１目前年度繰越金200万円は、

前年度繰越金であります。 

 歳出の主なものは、１款、１項工業用地造成事業費、１目人吉中核工業用地造成事業費、

15節工事請負費143万8,000円は、中核工業用地水路フェンス設置工事代金であります。な

お、３款、１項予備費、１目予備費に113万9,000円充当いたしております。 

 以上、慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

 報告を終わります。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり） 

 質疑もないようですので、採決をいたします。議第25号及び議第26号の２件について、経
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済建設委員長報告どおり決するに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第25号、議第26号は原案可決確定いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第33 議第36号 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第33、議第36号を議題といたします。 

 お諮りいたします。議第36号は選任同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第36号は選任同意することに決しました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第34 議第37号 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第34、議第37号を議題といたします。 

 お諮りいたします。議第37号は選任同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第37号は選任同意することに決しました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第35 議第38号 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第35、議第38号を議題といたします。 

 お諮りいたします。議第38号は選任同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第38号は選任同意することに決しました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第36 陳第30号 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第36、陳第30号を議題とし、総務文教委員長の報告を求

めます。（「議長、18番」と呼ぶ者あり） 

 18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君）（登壇） 総務文教委員会に付託をされました日程第36、陳第30号多

目的運動広場建設に関する陳情について、審査の結果を報告いたします。 

 本陳情は、これまで幾度となく要望されてきました陳情で、継続をして審査がなされて
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きた案件であります。現在、高齢者スポーツでは、グラウンドゴルフが年々隆盛を見てお

りまして、人吉市でも競技人口は一説に1,000名に及ぶと言われております。教育委員会に

おいても、まちづくりの重要施策の一つとしており、人吉市総合計画基本計画に位置づけ

ができるために、現在企画部門と協議中とのことであります。 

 審査の中で、人吉市のまちづくり、人吉市のスポーツ振興のために総合運動公園の見地

からも計画的に早期に着手していくこと、こういうふうな一致した意見がありまして、全

員異議なく採択することに決しました。 

 以上でございます。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり） 

 質疑もないようですので、採決いたします。お諮りいたします。陳第30号について、総務

文教委員長報告どおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、陳第30号は採択することに決しました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第37 球磨川水系の治水及び防災に関する特別委員長報告 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第37、球磨川水系の治水及び防災に関する特別委員長報

告を求めます。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

 17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君）（登壇） 皆さん、お疲れさまです。日程第37、球磨川水系の治水及

び防災に関する特別委員会の報告をいたします。今期最後となりますので、これまでの経

過、審査内容等につきまして、総括的に御報告いたします。 

 まず、本特別委員会は、球磨川水系の治水対策と防災対策に関する諸問題の調査を目的

として平成21年６月議会に設置され、今定例会を含めますと、現地調査を含め計13回の委

員会を開催しております。 

 本特別委員会の審議を進める中で、重点的に審議を行ってきた項目は次の三つでござい

ます。まず、ダムによらない治水を検討する場について、次に、人吉市洪水ハザードマッ

プについて、最後に、御溝川を含む県管理河川の治水対策についてでございます。 

 まず、「ダムによらない治水を検討する場について」でございますが、当時、国土交通

省及び熊本県の働きかけにより、川辺川ダム以外の治水対策の現実的な手法について極限

まで検討し、地域の安全に責任を負う者の間で認識を共有しようということで、流域市町

村を含めたところでのダムによらない治水を検討する場が設置され、活発な議論が進めら

れてきました。議論の中では、人吉地点での治水対策も盛り込まれていることから、一度
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その内容を把握すべきではないか、また、専門的な部分も多く誤解や間違いがあってはな

らないというようなことから、国土交通省及び熊本県においでいただき、会議の概要につ

いて詳細に説明をいただいたところです。本特別委員会では、検討する場において示され

た治水対策に対しさまざまな質疑・意見等がありましたので、質問事項として10項目にま

とめ、後日、国土交通省八代河川国道事務所におきまして熊本県も同席する形で意見交換

会を行ったところです。 

 次に、「人吉市洪水ハザードマップについて」でございます。ハザードマップ（災害避

難地図）とは、住民みずからが住む地域の水害に対する危険度を知っていただくとともに、

災害時にみずから避難活動を行うために必要な情報を提供することを目的として作成され

たものです。今回は前回（平成18年度）作成されたハザードマップを基本としながら、球

磨川を中心とした全体図に県管理の13河川の浸水想定区域を追加し作成されたもので、平

成22年６月に市内全戸に配布されております。本特別委員会も作成段階において執行部か

ら概要説明を受け、住民の方々からの意見・要望を検証し、特に市内において浸水常襲区

域でもある御溝川流域など７カ所の現地視察を行いました。 

 最後に、「御溝川を含む県管理河川の治水対策について」でございますが、本特別委員

会では、設置当初からたびたび浸水被害が起きている御溝川を重点に絞って議論してはど

うかとの意見が出ておりました。そこで、執行部及び熊本県から第二次放水路計画を初め、

御溝川河川懇談会から提案された四つの氾濫防止のための軽減策、また御溝川二次放水路

検討会から出されました分水案について説明を受けました。さらに、県事業においてこれ

まで取り組んできた改修の経過、また、これからの改修の方針・方向性といったことにつ

いても詳細に説明を受け、さまざまな角度から検証してまいりました。熊本県におかれて

も、事業を取り巻くさまざまな課題がある中、局部改良、新たな放水路の検討など随時取

り組んではおられるものの、毎年のように浸水被害を受けている地域の方から抜本的解決

を望む声が年々高まっています。 

 このようなことから、本特別委員会として何か行動を起こすべきではという意見が多く

出され、河川管理者である熊本県に対し早急な治水対策を求める要望を行うことを決定し、

先月２月25日に球磨地域振興局におきまして、溝口幸治熊本県議会議員同席のもと、「御

溝川をはじめ熊本県管理河川における治水対策の早期実現についての要望」を行ったとこ

ろです。 

 主な内容としましては、次の四つについて治水対策の早期実現を求めました。①二次放

水路建設事業の早期実現。②御溝川の浸水被害箇所の新たな工法を含めた治水対策の継続。 

③出水川、福川といった水害常襲区間における早急な治水対策。④県管理河川における球

磨川水系の総合的治水対策の中で安全性を高めること。 

 これに対し熊本県からは、球磨川水系の治水の問題は県としても最大の懸案事項であり、
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課題であると認識している。抜本的な対策というのは順調にいっても多少時間がかかるの

で、短期的に効果のある事業について現在具体的に検討を進めている。一日も早い解決に

向け、人吉市または議員とも強力に連携し、予算についても精一杯努力していきたいとい

った内容の回答をいただいたところです。 

 以上、これまで皆さんに御報告してまいりましたことなどを含めまして、総括的に申し

述べさせていただきました。 

 最後に、本特別委員会としましては、この３月定例会をもって実質審議は終了します。

設置当初から審議を行ってきました「ダムによらない治水を検討する場」につきましては、

第８回の会議において球磨川水系における治水対策の基本的な考え方が示され、治水安全

度・地域防災力を向上させるために直ちに実施する対策及び引き続き検討する対策につい

て説明があっておりますが、年次計画や予算規模といったことが明確に示されておりませ

んし、次回の検討する場の開催時期も未定であります。このおくれが水源地域である、特

に五木村の生活再建をも遅滞させていることに対し、受益地として責任の一端を担う者と

して看過できないため、水源地域の振興を国に強く求める意見書を後ほど提出することに

しております。 

 また、御溝川を含む県管理河川の治水対策につきましては、事業を取り巻くさまざまな

課題が山積している現状ではありますが、事業主体であります熊本県に治水対策の早期実

現を要望いたしましたので、地域の悲願であります御溝川の抜本的治水対策が早急に講じ

られることを期待するところであります。なお、この件に関しましても、後ほど治水対策

の早期実現を求める意見書の提出をさせていただきますので、議員各位の御理解と御協力

を賜りますようお願いいたします。 

 以上、球磨川水系の治水及び防災に関する特別委員会の報告をさせていただきました。 

 終わります。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者

あり） 

 質疑もないようですので、球磨川水系の治水及び防災に関する特別委員会委員長の報告は、

終了いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第38 公益的施設の適正配置に関する特別委員会委員長の報告 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第38、公益的施設の適正配置に関する特別委員会委員長

の報告を求めます。（「議長、14番」と呼ぶ者あり） 

 14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）（登壇） 公益的施設の適正配置に関する特別委員会の今期の最終報

告をいたします。少し長くなりますけれども、よろしくお願いをいたしたいと思います。 



- 403 -  

 本委員会は、平成21年６月定例会の最終日に設置され、９名の委員をもって計16回の特

別委員会を開催いたしました。まず、第２回の会議で改めて公益的施設の定義を確認した

上で、本特別委員会の審議事項を協議いたしました。１点目に当初の喫緊の課題であった

人吉総合病院の移転建設問題、２点目にその他の施設の利活用問題などを想定していまし

たが、会を進める中で、旧中津留美術館跡地の問題、遊休資産である普通財産の売却の問

題が浮上し、結果的には、人吉総合病院の移転問題、遊休財産の処分、そして旧中津留美

術館の跡地利用の３点に絞って審議を行なってまいりました。 

 まず、市民生活に大きく関連する「人吉総合病院の移転問題」ですが、外来棟で築後40

年、入院棟が築後30年経過し、老朽化、耐震化への対応が災害拠点病院として求められて

おり、現地建てかえでは敷地面積等の問題や技術的に難しいということもあって、移転建

設という計画が立てられておりました。市としても移転問題については全面的に支援する

という立場から、総合病院等人吉市土地利用対策会議を立ち上げ、時間的な制約の中で最

終的には市有地である鬼木町の梢山工業団地、西間下町の市役所別館周辺、相良町・宝来

町の人吉球磨能力開発センター周辺の３カ所を候補地として選定したことが報告されまし

た。この時期、人吉総合病院は年金・健康保険福祉施設整理機構（略称）ＲＦＯの管理下

にあり、ＲＦＯの設置期限と医療施設耐震化臨時特例交付金の条件から、平成22年10月を

めどに移転候補地を決定しなければならないという厳しい状況がありました。最終候補地

の絞り込みについては、選定方法として３候補地の概算事業費を試算し、それを比較検討

し、評価する方法をとりました。それぞれ補助金等の返還の問題、既存施設の移転の問題、

喪失する機能の代替の問題等々が存在し、評価の結論としては３候補地とも社会インフラ

は完備しているため、総合病院側の諸条件、利用者や市民への影響、市にとってのデメリ

ットなどで判断するのが決め手になったわけでありますが、市側としては、マイナスポイ

ントが最も小さい梢山工業団地が一番望ましいとの結論であったことが報告されました。  

 しかしながら、平成22年８月に誕生した民主党政権によって、売却方針が決まっていた

全国の社会保険病院53カ所がＲＦＯにかわる新機構を設立して公営で維持する方針が固め

られ、国の医療政策の方向転換により、しばらく移転候補地の選定等については保留した

いという病院側の意向を受け、本委員会としてもその後の推移を見守ることになりました。

この間、人吉総合病院では、工事費の見積り、建てかえについての患者の意向調査の実施、

既存施設や跡地利用など総合的に検討され、最終的には、全社連の意向もあり現地建てか

えということが決定されました。その理由として、現健康管理センターを残したまま、耐

震化臨時交付金を受けるためには、現在地に建てかえる以外には選択肢はなく、リスクは

あるものの現在地建てかえを決断せざるを得なかったというものでありました。 

現地建てかえ決定後、平成22年３月３日付で人吉総合病院現地建てかえに伴う要望書が

市と市議会に提出をされました。要望事項として、建てかえ工事期間中の駐車場確保の問
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題と新病院へのアクセス道路となる市道新町灰久保線の道路幅員についてであり、この二

つの要望については、その後も現地調査も実施するなど継続して審議をしてまいりました。

昨年９月の定例会では設計委託会社が決定し、基本設計を８月に終了し、実施設計も11月

末に完了予定とするという報告があっております。委員会としては、周辺に存在する井戸

や温泉への影響を初め、病院自体が高層建築になることから、地元住民に不安が生じない

ように配慮されるよう要望いたしました。 

 その後、10月18日に開催した第12回の本委員会で、総合病院の建てかえについて全体像

が明らかになりました。工期は平成23年１月に着工し、平成25年７月までとなっておりま

す。詳細については、12月議会で報告しておりますので、ここでは割愛をいたします。懸

案であった地元説明会についても、昨年10月21日に開催されたという報告を受けました。 

 最新の状況ですが、本年１月24日に健康管理センター西側の駐車場において、最初の建

てかえ工事である仮設診療棟建設工事に着手。この工事の開始に伴い、病院利用者の60台

分の駐車場が消滅することになり、この駐車機能の代替については、第一中学校テニス

コート北側の市有地を借りて対応されております。今年７月に仮設診療棟と健康管理セン

ターの改修が完成すれば、現在の管理診療機能をそちらに移転し、本館である管理診療棟

の解体工事に入ることになり、南側及び東側駐車場の一部が利用できなくなり、さらに60

台分の駐車機能が消滅するということになります。現在、病院では周辺に新たな駐車場を

確保する準備を進められているということですが、それが不調に終われば建てかえ期間中

は利用者駐車場、職員駐車場ともに不足することになりますので、球磨地域振興局内の駐

車スペースについても検討がなされています。 

 次に、市道新町灰久保線の道路拡幅問題ですが、東校区の市政懇談会においても要望が

出されたということでありますが、総合病院には、市では用地買収や家屋補償を行って市

道拡幅を行うことはない。拡幅用地の提供があった場合は拡幅を検討することができると

いう市側の原則は伝えており、理解をいただいているとのことであります。また、南側の

都市計画道路麓矢黒線と北側の市道新町灰久保線を結び、南北を縦断する病院内通路が

６ｍ幅で整備されることが決定し、取りつけ等について市関係課との協議、バス路線等に

ついて産交バスとの協議が開始され、今後も全体的な交通計画の中で協議を継続していく

という状況であります。 

 最後に、国の動きですが、地域医療機能推進機構法案の廃案を受け、ＲＦＯの設置期限

を平成24年９月30日まで延長しましたが、その後、厚生労働省は社会保険病院及び厚生年

金病院に関するアンケートを病院所在地の各自治体に実施しており、市でも地域医療の状

況や病院譲渡についての考え方が問われたとのことであります。その後、厚生労働省から

市に対し聞き取りをしたいという打診がありましたが、現在まで実施されていないという

ことであります。 
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 以上のように、この人吉総合病院の問題は、移転新築の計画から現地建てかえ決定に至

るまで、政権交代による国の医療政策の方針転換等を注視しながら、集中審議をしてまい

りました。紆余曲折を経て現地建てかえという選択がなされたわけですが、当初の移転理

由から顧みても、完成予定の平成25年７月まで多くの課題が想定されますし、市並びに市

議会に要望があった市道の拡幅問題、さらに駐車場問題も残されておりますので、今後も

引き続き市の関与が必要であることを確認いたしました。 

 大きな項目の２点目として、平22年３月定例会からは「市における普通財産の取り扱

い」についても審査を行ってきました。まず市の普通財産の状況ですが、宅地、田、畑、

山林、墓地・雑種地、池沼、鉱泉地など、合計83筆、９万802.14平米ということでありま

す。いずれも、公表をして売買するのが基本方針ということですが、初めての市有地の公

売であるので、まず市で土地の測量を行い、鑑定を行った上、売却の諸条件についてはそ

の後に検討するとのことでありました。平成22年９月１日には、まず売却を想定している

市有地４カ所についての現地調査を行い、その後の審議で公売手続きの進捗などについて

審議を行ってまいりました。具体的な場所と内容ですが、一つ目は二日町52番１の宅地

278.74平方メートルです。二つ目は、願成寺町字杉園398番の宅地995.08平方メートルであ

ります。ここは、元広域行政組合跡地であり、現在では建物を解体し更地となっています。

当該地に既設する消防団詰所敷を分離し、里道をみなし道路とするための分筆登記、土地

価格の鑑定、人吉市用地等価格評価審議会における売却価格協議を終えたということで、

今後、地元説明会等を経て一般競争入札にかけるということであります。三つ目は、下青

井町字下青井田388番３の宅地200.37平方メートルですが、産交バス人吉営業所の道向かい

にあり、地盤の問題から23年度予算に地質調査委託料を計上し、売却の可能性を図るとい

うことであります。四つ目は、東間上町字今見堂にある3606番５、宅地376.05平方メート

ル、3607番３、宅地11.09平方メートル、3610番１、宅地432.07平方メートルです。一部が

消防団詰所になっているものの、宅地部分、道路部分などの境界があいまいでありますの

で、23年度当初予算に測量業務委託料を計上し、その後売却について検討するとの説明を

受けております。 

 審査の中では、入札保証金の額は今後検討することになるが、一般的には予定価格の

５％程度であること。登記については、手続きは市で行うが登記料は落札者が負担をする

こと。また、用地をまとめて売るのか、分割して売るのかは今後検討をするということな

どの審議を経て、市有地の遊休資産の処分に係る一定の方向性と今後の予定等について確

認をしたところであります。 

 ３点目は、「旧中津留美術館跡地の利用」についてであります。旧中津留美術館跡地は、

平成18年９月の定例市議会で予算を決定し、将来の図書館用地として先行取得、建物の一

部を児童図書館や市民ギャラリーとするため購入したものであります。その購入価格は、



- 406 -  

土地面積が3,226.57平方メートル、金額6,400万円、建物面積910.68平方メートル、金額

1,585万5,000円、合計7,985万5,000円でありました。しかし、事前に利活用するための十

分な調査、必要経費の試算等もないままに購入したという経緯から、これといった利用も

できず、事実上の遊休地となっておりました。一般質問や決算特別委員会の再度の指摘も

あり、執行部としては、平成19年７月旧中津留美術館検討会を立ち上げ、さらに20年７月

には、旧中津留美術館を考える会を設置し、当面の有効利用について検討したものの、結

論には至っていませんでした。委員会では、市立図書館建設という目的を残すのか、外す

のか、その基本的な方向が決まらなければ、次の段階に議論を進めることができない。教

育委員会は明確にするべきであるとの指摘をし、最終的には平成22年６月本特別委員会に

おいて、旧中津留美術館跡地の図書館用途を解除し、現在のカルチャーパレス図書館を充

実する方向で進めていきたいという市の方針が提示されました。図書目的を解除した主な

理由として、図書館建設は市の主軸事業としての優先順位が下がったこと。財政的な問題

として、多額の財政負担を必要とする新図書館建設に取り組めないと判断したことなどが

上げられ、ここ数年のうちに図書館をこの場所に建設するという状況にはなく、投資的効

果の面からも厳しい。何か事業を起こすことよりも、土地利用の面から判断することが今

後の課題として妥当であろう。現在、カルチャーパレス図書館を充実することが現実的で

望ましいと判断をしたということでありました。委員会では、反対の意見も出されました

が、最終的にはこれを了承することにいたしました。 

審議を進める中で、平成22年４月27日付で、「陳第34号元中津留美術館跡地の有効活用

に関する陳情」が提出され、その後、この陳情は取り下げられ、平成22年９月６日、これ

にかわり新たに同様の趣旨の「陳第37号元中津留美術館跡地の有効活用に関する陳情」が

元五日町町内会長高山征治氏ほか東校区18町内会長の連名で提出されました。この陳情書

を審査するに当たり、陳情者代表の高山氏を初め、鍛冶屋町の吉田町内会長ほか５名の町

内会長の意見や要望の聴取を行い、具体的な一致した要望はみられませんでしたが、陳情

者の願いや思いは人吉市街地の振興や観光にとって有効なものであると判断し、12月議会

において全会一致で採択されております。 

なお、この問題に対し結論を導き出すために、執行部では関連各課の課長級を中心に、

旧中津留美術館跡地問題を考える会を７月に設置し、約８カ月間にわたって検討が行われ、

検討結果をまとめた報告書が「旧中津留美術館の現状と検証について」というタイトルで

昨年12月に提示され、一定の整理がなされております。この報告書の中で、最終的な用途

については３月の本委員会で示すということでありましたが、執行部からは、新たな利用

方法について、現段階では導くことができなかったということが報告され、この場所の利

用方針、整備方針・スケジュール、財産管理の方針等が示されるにとどまりました。その

内容ですが、基本方針として、多目的なイベント広場である（仮称）お城望み庭園として
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必要な措置を講じ一般に開放する。特定の行政目的は設定せずに、将来にわたってあらゆ

る利用可能性を残した市有地として保有する。具体的には、①遊休財産の例外措置として、

当面は売却はしない。②建物は住宅部分を含めすべて解体し、あわせて安全策を講じる。

③（仮称）お城望み庭園として市民へ一般開放し、まちづくりや観光へも寄与する場所と

して利用を図る。④普通財産として保有し、その範囲をもって整備、管理を行うものとす

る。というもので、具体的には土地の形状、形質については基本的には扱わず、利用者の

ための最低限の転落防止対策、夜間防犯対策、管理倉庫、休憩スペースなどを整備すると

いうものであります。その他、うるおいのある環境を提供することや、隣接するくま川下

り発船場との一体的な利用についても位置づけられております。整備のスケジュールとし

ては、大まかに行政財産を普通財産に分類かえをした上で、上物の解体にかかわる設計、

その後に解体と整備工事に着手、完了後に一般開放という予定になっております。また、

遊休財産については、処分することによって財源の確保に努めることが市の基本方針であ

ることから、例外措置として当該地を特別的区域と定めることとし、２年ごとにその利用

について見直しを行うものとする。見直しは行政経営会議で協議、決定し、その結果につ

いては議会へ報告する。特記事項として、今後もあらゆる選択可能性に対処できるように

柔軟な対応をする必要があるということで、当該地について、公益性が認められる代替地

等の候補となった場合及び市にとって著しく有利な条件が提案された場合などは別途協議

することが示されました。 

 この最終報告については、12月に示されましたまとめを具体化して規定したものであり、

この方針について特に異議を唱えるものではありませんが、今後の課題として、安全面、

防犯面から門の開閉状態や庭園の開放の方法などについて詳細に検討し、内規等に定める

ことや特別的区域といった文言だけの位置づけではなく、法的な裏づけを担保することな

どが求められ、その方向性が確認されましたので、その条件をもって執行部の提案どおり

認めることにいたしました。 

 以上で、本特別委員会の今期最終報告を終わります。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者

あり） 

 質疑もないようですので、公益的施設の適正配置に関する特別委員会委員長の報告は、終

了いたしました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

午後３時23分 休憩 

───────── 

午後３時37分 開議 

○議長（簑毛正勝君） 休憩前に引き続き再開をいたします。 
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────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第39 人吉球磨広域行政組合議会の報告 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第39、人吉球磨広域行政組合議会の報告を求めます。

（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

 17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君）（登壇） あと２件ありますので、御辛抱願いたいと思います。 

 それでは、日程第39、人吉球磨広域行政組合議会の報告をいたします。 

 広域行政組合は、変則でありまして前半後半と分けて議会が開催されます。前半は、各

市町村議会以前に行われ、後半については各市町村議会が終了後行われるため、前半、後

半の報告となります。 

 平成22年第５回人吉球磨広域行政組合議会定例会が平成22年12月24日午前10時から開催

され、日程第１の一般質問においては３人が登壇し、久保田悦子議員（多良木町）、質問

として、くみ取り料金について、福寿荘について。桑原庄之進議員（錦町）、質問として、

汚泥再処理センター資源（堆肥）化について。溝口峰男議員（あさぎり町）がそれぞれ執

行部の考えをただしました。次に、日程第２、議案第29号人吉球磨広域行政組合一般廃棄

物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定については、汚泥再

生処理センターにおいて、生産する肥料を引き渡す際の手数料を徴収するために条例の一

部を改正するもので、質疑、採決の結果、原案のどおり可決されております。 

 次に、平成23年第１回人吉球磨広域行政組合議会定例会が平成23年３月３日午前10時か

らカルチャーパレス第２会議室において開催され、まず議席の指定が行われ、あさぎり町

議会議員の辞職に伴い、新たな皆越てる子議員、宮原盛幸議員よりあいさつがありました。

会議録署名議員の指名、会期の決定については、議会運営委員長より本日は提出議案14件

を一括して説明を受け、条例関連の６議案及び平成22年度補正予算関連の４議案について

質疑、採決を行ない、散会とする。３月４日から24日まで休会、３月25日に一般質問と残

りの平成23年度当初予算関連の４議案について質疑、採決を行ない、閉会するとの報告が

あり、続いて行政報告があり、代表理事から平成23年１月から３月までの３カ月間、人吉

市会計管理者の併任辞令を発令した旨の報告がありました。 

 次に、議案第１号から議案第14号までの14議案を一括して執行部の説明を受け、議案ご

とに質疑、採決が行われました。議案第１号人吉球磨広域行政組合食肉センター特別会計

条例等を廃止する条例について、議案第２号人吉球磨広域行政組合負担金条例の一部を改

正する条例の制定について、議案第３号人吉球磨広域行政組合一般廃棄物処理施設の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第４号人吉球磨広域行

政組合田園都市中核施設の事務委託に関する規約の廃止について、議案第５号人吉球磨広

域行政組合財産の処分（田園都市中核施設）について、議案第６号人吉球磨広域行政組合
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財産の処分（と畜場）についての６議案について、質疑、採決の結果、原案どおり可決さ

れました。議案第７号平成22年度人吉球磨広域行政組合一般会計補正予算（第４号）、議

案第８号平成22年度人吉球磨広域行政組合食肉センター特別会計補正予算（第２号）、議

案第９号平成22年度人吉球磨広域行政組合人吉球磨ふるさと市町村圏特別会計補正予算

（第３号）、議案第10号平成22年度人吉球磨広域行政組合特別養護老人ホーム特別会計補

正予算（第４号）の４議案について、質疑、採決の結果、原案どおり可決されました。 

 なお、議案第11号から議案第14号までの平成23年度当初予算関連の４議案については、平

成23年３月25日に質疑、採決を行うこととし、平成23年度第１回定例議会１日目を散会しま

した。 

 長くなりましたが、平成22年12月24日の議会並びに平成23年第１回人吉球磨広域行政組

合定例会の報告を終わります。 

○議長（簑毛正勝君） ここで、時間の延長をいたします。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第40 人吉下球磨消防組合議会の報告 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第40、人吉下球磨消防組合議会の報告を求めます。

（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

 ２番。井上光浩議員。 

○２番（井上光浩君）（登壇） それでは、日程第40、人吉下球磨消防組合議会の報告をい

たします。 

 平成23年２月25日金曜日、平成23年２月人吉下球磨消防組合議会定例会が開催をされま

した。 

 議案は、第１号人吉下球磨消防組合監査委員の選任につき同意を求めることについてで

あります。管理者であります田中信孝人吉市長より提案理由の説明があり、現監査委員の

岩田一郎氏が本年２月26日で任期満了を迎えるため、提案をされました。全員一致で再任

をされております。 

 議案第２号平成22年度人吉下球磨消防組合一般会計補正予算（第２号）についてであり

ますが、歳入歳出予算の総額に126万7,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

９億6,710万5,000円とするものであります。 

 議案第３号は、平成23年度人吉下球磨消防組合一般会計予算についてであります。歳入

歳出予算の総額それぞれ８億7,522万9,000円とするもので、対前年度比8,088万8,000円の

減であります。 

 歳入の主なものは、１款分担金及び負担金でありまして、８億6,386万6,000円でありま

す。対前年度比1,989万4,000円の減であります。 

 歳出の主なものは、３款消防費８億3,882万4,000円であります。全員異議なく原案可決
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決定いたました。 

 以上、人吉下球磨消防組合議会の報告を終わります。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第41 川辺川総合土地改良事業組合議会の報告 

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第41、川辺川総合土地改良事業組合議会の報告を求めま

す。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

 17番。山下幸一議員。 

○17番（山下幸一君）（登壇） それでは、最後でございます。それでは、日程第41、川辺

川総合土地改良事業組合議会の報告をいたします。 

 平成23年２月24日午後２時より開会され、議長より会議録署名議員の指名がなされ、会

期の決定については議会運営委員長より本日１日限りと報告があり、また組合長より諸般

の報告がありました。報告については、川辺川利水事業の既設導水路活用案の推進につい

て、平成23年１月21日相良村総合体育館において、当事業組合正副組合長６名で下流水利

権者である相良村土地改良区組合員へ説明会及び意見交換会を開催。その中で、さまざま

な意見が出、質問には賛成、反対が出されたこと。出された主な意見は、質問についての

回答を２月28日正副組合長６名で再度説明することなどの報告がありました。 

 また、提案案件４件について審議に入り、案件は平成22年度川辺川総合土地改良事業組

合一般会計負担金の総額の補正（第１号）について、平成22年度川辺川総合土地改良事業

組合一般会計補正予算（第３号）について、平成23年度川辺川総合土地改良事業組合一般

会計負担金の総額及び負担金割合を定めることについて、平成23年度川辺川総合土地改良

事業組合一般会計予算についての審議を行ない、原案のとおり可決されました。 

 一般質問においては、１点目として相良村土地改良区への対応について、２点目の質問

として事業組合問題について、３点目事業組合の解散について、以上の質問が出され、正

副組合長より答弁がありました。 

 １点目については、１月21日の意見交換会後、正副組合長会、関係市町村担当者会を数

回開催し、そのときの主な質問、意見を集約し、回答案を作成した。これについては、

２月28日開催の第２回説明会及び意見交換会で説明したい。柳瀬地区の取り扱いについて

は、相良村長の申し出により除外することを了承したが、老朽化した水路などの改修費を

考えると、安価な国営事業で同地区も事業参加してもらうよう説明することになった。こ

の点を第２回で説明をし、理解を求めたいとの答弁があり、２点目、３点目についての答

弁については、利水事業についての事務などは当初から当事業組合で行ってきた。しかし、

前相良村長が当組合から離脱ということを言い始められたので、別枠の６市町村会という

名目で事業についての集約をやってきた経緯があり、その後、現徳田村長に交代し、国営

事業での既設導水路活用案が最善の方法と考え、事業推進をし、その方向に進めるため、
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下流域水利権者の相良村土地改良区の合意取得に向けている段階である。その事務一般に

ついて当事業組合で行っており、今後もそういう方向で進めたいとの答弁があり、閉会を

いたしました。 

 以上、川辺川総合土地改良事業組合議会の報告を終わります。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

日程第42 委員会の閉会中の継続審査及び調査について   

○議長（簑毛正勝君） 次に、日程第42、委員会の閉会中の継続審査及び調査についてを議

題といたします。 

 予算委員会、総務文教委員会、厚生委員会、経済建設委員会の各常任委員長及び議会運

営委員会委員長から、それぞれお手元に配付してありますように、各委員会の所管事項に

ついて、閉会中の継続審査及び調査の申し出があっております。各委員長の申し出に対し、

質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑もないようですので、採決をいたします。各委員長の申し出のとおり決するに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、申し出のとおり決定をいたします。 

────────────────────────── 
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閉会中の継続審査・調査の申し出があった事件 

○予算委員会                      （平成23年３月第２回定例会） 

事件の番号 件        名 理      由 

 一般会計予算の歳入に関すること 実情を調査する必要があるため 

 その他、所管事項に関すること 実情を調査する必要があるため 

○総務文教委員会 

事件の番号 件        名 理      由 

陳第29号 
改正国籍法に関する意見書の提出を求める

陳情 
慎重審査を必要とするため 

 市政の企画に関すること 実情を調査する必要があるため 

 行財政に関すること 実情を調査する必要があるため 

 防災及び消防に関すること 実情を調査する必要があるため 

 学校教育及び社会教育に関すること 実情を調査する必要があるため 

 文化及びスポーツの振興に関すること 実情を調査する必要があるため 

 その他、所管事項に関すること 実情を調査する必要があるため 
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○厚生委員会 

事件の番号 件        名 理      由 

陳第39号 

国民健康保険財政への国庫負担割合を医療費

総額の45％に戻すことを求める意見書の提出

に関する陳情 

慎重審査を必要とするため 

陳第42号 
「所得税法第56条の廃止」を求める意見書提

出に関する陳情 
慎重審査を必要とするため 

陳第43号 
2011年度年金引き下げの撤回と無年金・低年

金者に緊急措置を求める陳情 
慎重審査を必要とするため 

 
戸籍、住民基本台帳その他市民の記録管理に

関すること 
実情を調査する必要があるため 

 環境保全、衛生及び公害に関すること 実情を調査する必要があるため 

 市民の健康及び福祉に関すること 実情を調査する必要があるため 

 上・下水道に関すること 実情を調査する必要があるため 

 その他、所管事項に関すること 実情を調査する必要があるため 

○経済建設委員会 

事件の番号 件        名 理      由 

陳第38号 歴史ある曼荼羅川の再生を願う陳情 慎重審査を必要とするため 

陳第41号 

国の責任による安心・安全な国土づくりと出

先機関の存続を求める意見書提出に関する陳

情 

慎重審査を必要とするため 

 農林水産業の振興に関すること 実情を調査する必要があるため 

 商工観光業の振興及び労働行政に関すること 実情を調査する必要があるため 

 企業誘致に関すること 実情を調査する必要があるため 

 道路、河川の管理・整備に関すること 実情を調査する必要があるため 

 都市計画及び都市開発に関すること 実情を調査する必要があるため 

 その他、所管事項に関すること 実情を調査する必要があるため 
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○議会運営委員会 

事件の番号 件        名 理      由 

 議会運営に関すること 実情を調査する必要があるため 

 会議規則、委員会条例に関すること 実情を調査する必要があるため 

 会期日程に関すること 実情を調査する必要があるため 

 議長の諮問に関すること 実情を調査する必要があるため 
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────────────────────────── ────────────────────────── 

日程の追加について 

○議長（簑毛正勝君） ここで、日程の追加についてお諮りいたします。 

発議第７号人吉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、意見第34号御

溝川をはじめ熊本県管理河川における治水対策の早期実現を求める意見書（案）及び意見

第35号川辺川ダム建設事業中止後の水源地域の振興を求める意見書（案）の３件を日程に

追加することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、３件を日程に追加いたします。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

追加日程 発議第７号 人吉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（簑毛正勝君） まず、発議第７号を議題とし、提出者の説明を求めます。（「議長、

９番」と呼ぶ者あり） 

 ９番。永山芳宏議員。 

○９番（永山芳宏君）（登壇） 発議第７号について、提出者を代表し提案理由の説明を申

し上げます。 

 発議第７号人吉市議会委員会条例の一部改正案は、平成23年４月以降に行われる一般選

挙から議員定数が18人になることに伴い、常任委員会の委員定数の改正を行うものでござ

います。その内容は、予算委員会の委員定数を20人から18人に、総務文教委員会の委員定

数を７人から６人に、経済建設委員会の委員定数を７人から６人にそれぞれ改めるもので

す。 

 以上、人吉市議会委員会条例の一部改正案の提案理由の説明といたします。 

────────────────────────── 

発議第７号 

人吉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び人吉市議会会議規則第14条の規定に

より提出します。 

  平成23年３月24日 

人吉市議会議長 簑 毛 正 勝 様 

提出者 人吉市議会議員 

西   信八郎    立 山 勝 徳 

下田代   勝    森 口 勝 之 
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田 中   哲    福 屋 法 晴 

松 岡 隼 人    山 下 幸 一 

川 野 精 一    豊 永 貞 夫  

村 上 恵 一    三 倉 美千子 

松 田   茂    井 上 光 浩 

大 王 英 二    本 村 令 斗 

仲 村 勝 治    笹 山 欣 悟 

永 山 芳 宏  

────────────────────────── 

以上でございます。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者

あり） 

 質疑もないようですので質疑を終了します。 

 お諮りいたします。発議第７号については、委員会付託を省略し、採決することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員会付託を省略し、採決いたします。 

 発議第７号について、原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、発議第７号は、原案のとおり可決いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

追加日程 意見第34号 御溝川をはじめ熊本県管理河川における治水対策の早期実現を求め

る意見書 

○議長（簑毛正勝君） 次に、意見第34号を議題とし、提出者の説明を求めます。（「議長、

６番」と呼ぶ者あり） 

 ６番。村上恵一議員。 

○６番（村上恵一君）（登壇） 提案理由の説明は、意見書（案）の朗読をもってかえさせ

ていただきます。 

（意見書案 朗読） 

────────────────────────── 

 意見第34号 

   御溝川をはじめ熊本県管理河川における治水対策の早期実現を求める意見書（案） 
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 熊本県当局においては、国土交通省と共に「ダムによらない治水を検討する場」を設置

され、流域自治体を交えたところで球磨川流域の新たな治水対策について検討されており、

一日も早く球磨川の総合治水対策が提示されることを流域住民も等しく期待するところで

ある。 

 また、河川管理者として県管理河川の治水及び防災、さらには環境盤備に鋭意対応され

ており、洪水危険性の低減と共に洪水ハザードマップや防災訓練といったソフト事業を通

し、市民の防災意識の醸成を図られているところである。 

 しかしながら、県管理河川において毎年のように水禍を被る災害常襲地帯が存在するこ

とも事実であり、特に中小河川である出水川、福川、そして御溝川がその最たる河川であ

る。なかでも御溝川については、都市化の進展も原因の１つにあげられるが、住宅密集地

にあっては短時間の降雨でも越水するなど、多くの住民が度重なる浸水被害に苦しんでお

り、抜本的な解決を望む住民の声は年々高くなっている。 

 よって、地域の悲願である御溝川の抜本的治水計画をはじめとする、県管理河川の治水

対策の早期実現を図られるよう下記の事項について強く要望する。 

記 

１ 御溝川の抜本的治水対策として計画されている二次放水路建設事業の早期実現を図るこ

と。 

２ 御溝川において頻繁に浸水被害を受けている箇所については、新たな工法等を含め、水

位低減に効果のあるあらゆる治水対策について継続して実施すること。 

３ 出水川、福川といった水害常襲区間を持つ河川についても、早急に治水対策を講じるこ

と。 

４ 「ダムによらない治水を検討する場」での結論を早急に導き出し、万江川をはじめすべ

ての県管理河川について球磨川水系の総合的治水対策の中で安全性を高めること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成23年３月24日 

熊本県人吉市議会 

 意見書提出先 

      熊本県知事  蒲 島 郁 夫 様 

────────────────────────── 

 意見第34号 

   御溝川をはじめ熊本県管理河川における治水対策の早期実現を求める意見書 

（案）の提出について 

地方自治法第99条の規定による意見書を、会議規則第14条第１項の規定により提出します。 

  平成23年３月24日 
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 人吉市議会議長 簑 毛 正 勝 様 

             提出者 人吉市議会議員 

             山 下 幸 一   下田代   勝 

本 村 令 斗   田 中   哲 

井 上 光 浩   豊 永 貞 夫 

森 口 勝 之   川 野 精 一 

松 岡 隼 人   松 田   茂 

永 山 芳 宏   笹 山 欣 悟 

福 屋 法 晴   立 山 勝 徳 

三 倉 美千子   仲 村 勝 治 

西   信八郎   大 王 英 二 

村 上 恵 一 

────────────────────────── 

 以上でございます。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者

あり） 

 質疑もないようですので、質疑を終了します。 

 お諮りいたします。意見第34号については、委員会付託を省略し、採決することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員会付託を省略し、採決いたします。 

 意見第34号について、原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、意見第34号は、原案のとおり可決いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

追加日程 意見第35号 川辺川ダム建設事業中止後の水源地域の振興を求める意見書 

○議長（簑毛正勝君） 次に、意見第35号を議題とし、提出者の説明を求めます。（「議長、

４番」と呼ぶ者あり） 

 ４番。川野精一議員。 

○４番（川野精一君）（登壇） 提案理由の説明は、意見書（案）の朗読によってかえさせ

ていただきます。 

（意見書案 朗読） 
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────────────────────────── 

 意見第35号 

   川辺川ダム建設事業中止後の水源地域の振興を求める意見書（案） 

 我々人吉市議会は、度重なる大水害から本市をはじめ球磨川下流域を守ることを主な目

的として計画された川辺川ダムの建設事業について、賛否両論様々な議論を経ながらも、

ダム事業に翻弄され、我々のために先祖から受け継いだ地から移転を余儀なくされてきた

水源地域である五木、相良両村に対しては、尊敬と感謝の念を込めた特別の思いがある。 

 国によるダム事業中止の表明後は、五木村の一日も早い再建を願ってきたが、政府が約

束をされた公共事業中止のモデルとなる補償法の整備など、遅々として進まない状況に、

流域住民と共に大きな不安と不満を感じている。 

 先の平成22年度国勢調査の速報値に見られるように、ただでさえ少子高齢化による人口

の自然減少が進む人吉球磨圏域の中で、ダム事業中止による再建策の遅れといった社会的

な要因をも包蔵する五木村の苦悩は、同じ郡市民として、また、流域の治水のために犠牲

を求めたという点で責任の一端を担うものとして、看過できるものではない。 

 ついては、五木村民の不安を払拭し、水源地域の将来を憂いなきものとするよう、下記

事項の実現について、政治への信頼と国の威信をかけて取り組まれることを強く要望する。 

記 

１ 新たな補償法に基づく五木村の生活再建の早期実現を図ること。 

２ 現行法で実施できる五木村及び相良村の生活再建対策を早急に講じること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成23年３月24日 

熊本県人吉市議会 

 意見書提出先 

      衆 議 院 議 長  横 路 孝 弘 様 

      参 議 院 議 長  西 岡 武 夫 様 

      内閣総理大臣  菅   直 人 様 

      国土交通大臣  大 畠 章 宏 様 

────────────────────────── 

 意見第35号 

   川辺川ダム建設事業中止後の水源地域の振興を求める意見書（案）の提出につ 

いて 

地方自治法第99条の規定による意見書を、会議規則第14条第１項の規定により提出しま

す。 

  平成23年３月24日 
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 人吉市議会議長 簑 毛 正 勝 様 

             提出者 人吉市議会議員 

山 下 幸 一   村 上 恵 一 

下田代   勝   本 村 令 斗 

田 中   哲   井 上 光 浩 

豊 永 貞 夫   森 口 勝 之 

松 岡 隼 人   松 田   茂 

永 山 芳 宏   笹 山 欣 悟 

福 屋 法 晴   立 山 勝 徳 

三 倉 美千子   仲 村 勝 治 

西   信八郎   大 王 英 二 

川 野 精 一 

────────────────────────── 

 以上でございます。 

○議長（簑毛正勝君） ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者

あり） 

 質疑もないようですので、質疑を終了します。 

 お諮りいたします。意見第35号については、委員会付託を省略し、採決することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員会付託を省略し、採決いたします。 

 意見第35号について、原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、意見第35号は、原案のとおり可決いたしました。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

 議事進行に対する執行部発言 

○議長（簑毛正勝君） ここでお諮りいたします。午前中の大王英二議員の議事進行発言に対

して、執行部に発言を求めることについて御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（簑毛正勝君） 御異議なしと認めます。 

 よって、執行部の発言を求めます。 

○市長（田中信孝君）（登壇） お疲れのところ、恐縮でございます。大王議員御指摘のと
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おり、私も早急に実施しなければならないというふうに考えているところでございます。こ

のたび、東北地方太平洋沖地震による甚大な被災に対し、本市においても他人事ではないと

の思いから、今、被災地が求められている支援を当面の最優先事項として市として取り組ん

でいるところでございます。まずは、救援物資等、それから同時に被災地からの避難して来

られる被災者の方々を受け入れることが最優先と考え、現在体制を整えているところでござ

います。被災者の方々が安心して人吉市に来られるよう入居や生活必需品、光熱費に係る費

用を市で負担する支援策を実施してまいりたいと存じております。しかしながら、これらの

経費に関しましても、受け入れ人数によっては多額の費用を伴うものでございますので、一

定の資金を持っておく必要があるというふうに考えているところでございます。また現在、

県内14市において義援金を予算化した市は２ないし３市と聞いているところでございます。

金額の積算もさまざまでございまして、どこにお渡しされるのか決まっていない市もあるよ

うでございます。このようなことから、義援金に関しましては被災地の復興にはしばらく時

間もかかると思われますが、国・県・他市の状況を踏まえ、ただいま検討中ということでご

ざいます。 

よって、災害発生以来、私もさまざまな援助とともに義援金のあり方も担当部、担当課に

おいて早急に検討するよう指示をしているところでございます。義援金につきましては、整

理がつき次第、私の任期中に責任を持って実施をさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 以上、お答えいたします。（「議長、20番」と呼ぶ者あり） 

○議長（簑毛正勝君） 20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君） 今、市長のほうから前向きな話というか、答弁をいただいたわけで

すが、基本的にやはりその今できる部分、受け入れ体制とか、そういったものについては

全員協議会の中でも説明があって、きょう終わり次第、また詳細についての説明があるだ

ろうと。それは物的なこと等々の問題だろうと思います。ただ先ほど申しましたように、

この義援金につきましてはまた別の意味の復興の意味合い、また多くの市民の方からいろ

んな義援金、物資のお願い等々をやっておる中で、各種団体の方も今義援金の募金活動も

やっておられます。市民の方から、じゃあ人吉はどうしているんだという御意見も多数い

ただいております。今期がきょうで最後でございます、３月の定例会としては。改選時期

等々もございますが、そうなったときに専決処分なんですよね、現実問題として。市民の

税金を投入するそういった多寡の問題等々もございますが、それが議会の承認がない中で

市長の専決という処分の予算のあり方ではなくて、やはり市民の税金を投入するのであれ

ば、きちんとやはり議会で精査をすべきと私は思っておりますので、発生以来、他の自治

体がまだ３市しかやっていないんじゃなくて３市もやっているという考え方の立場に立っ

て、私はそういった予算執行をすべきだったと思っております。スピード感がないという



- 422 -  

意味合いを考えたときに、やはりもう少しこういった問題についてはきちんとやっていた

だくことをお願い申し上げ、発言とさせていただきます。 

────────────────────────── ────────────────────────── 

○議長（簑毛正勝君） 以上で、本日の議事は全部終了いたしました。 

────────────────────────── 

発言の申し出 

○議長（簑毛正勝君） ここで、今期をもって勇退される議員並びに３月31日付で退職されま

す職員からあいさつの申し出があっておりますので、これを許可します。 

 14番。立山勝徳議員。 

○14番（立山勝徳君）（登壇） 今期限りでこの議場を去るという立場であいさつの機会を

いただきましたので、若干自分の思い出を語りながらごあいさつをさせていただきたいと

思います。 

 ちょうど国鉄の分割民営化の直前でございました。昭和63年３月に51歳のときでありま

したが、鉄道を希望退職をいたしまして、それから市議会議員のほうに立候補し、初舞台

を踏ませていただきました。議員１年生のときの一番の大仕事は、ちょうど国鉄の分割民

営を前にして湯前線の廃止予定線が決まっておりましたので、湯前線をどうするのかと。

私は、湯前線約25キロの区間の中に県立高校が五つもある。そして、水上分校がありまし

たから、一つある。県立５高校と１分校の生徒数約2,000名の湯前線利用者がおりましたの

で、これは絶対バス輸送とか、その他の交通機関では輸送できないだろうと。何がなんで

も湯前線を第３セクターの鉄道として残すべきだと、そういう立場で一生懸命やってまい

りました。それが今、湯前線も第３セクターのくま川鉄道としてスタートしましたが、今、

少子高齢化による生徒数の減少で非常に厳しい中にありますけれども、田中市長の時代に

なってから企業努力で賄えない数の部分については関係市町村のほうで負担をしていこう

という方向が明確になりましたから、当時スタートのとき一生懸命やったという立場から

から考えればよったなと。ぜひそういった形で存続をしてほしいなというような思いが一

番にあるわけですが、以来、福永市長時代に５期20年間、そして田中市長のとき１期４年

間ということでございますから、数えあげれば枚挙にいとまがないというような思いがし、

万感胸に迫るというものもあるわけですけれども。そして最後には、やはり、これもまた

鉄道に関するということで肥薩線100周年記念事業、あるいは近代化遺産の指定、そして鉄

道観光案内人の立ち上げということで、これまた鉄道に関係のある仕事をさせてもらって、

ここでまた自分の議員生活にピリオドが打てるということについては、非常に私自身は幸

せであったなというふうに今でも思っています。感心するんですが、よくもまあ大病で入

院したことが二、三回あるんですが、一般質問だけは１回も欠席することなくやれたとい

うのも、やはり私にそういう立場を与えていただいた皆さん方のやっぱり御支援のたまも
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のかなというふうに考えているところでございます。 

また、いろいろ言いたいことも実はあるんですが、今の日本の政治を見ておりまして、

この重大な時期に何かこう国会の状況が城取り合戦のような議論の場になってしまってい

る。私は築城を競い合うような政治体系というのが国会の状況の中に醸し出すことができ

ないのかなと。あらを探して相手を引き落とすということではなくて、相手のあらの上に

それをどう変えていくかということで、そういった目標のとらえ方、そういったものを少

し変えていかないことには、日本は政治的に自壊をして、自分で壊れてしまっていくんじ

ゃないかなという気がしてなりません。去りゆく立場ですから強いことは言えないんです

が、皆さん方も４月にはまた新たな挑戦をされるわけです。また市長も、大王議員も、そ

れぞれ今度は市長の職をめぐって市のリーダーを争われるわけですが、そういう立場に立

っていただく皆さん方が頑張ってもらうということと同時に、やはり二元代表制という立

場から考えてみますと、市長に対する与党とか野党とかないんです。どちらも市民が選ん

だ首長であり、どちらも片側の議会も市民が選んだ議員ですから、対対の立場でどう議論

するか。その中には与党、野党の考えはない、政策しかないんですね。政策で市長とやり

あって、そしてよりよい政策を求めて、その人吉市の政治をつくり出していく、そういう

思いでぜひ今回の市議会議員選挙、あるいは市長選挙については戦っていただきたいなと

いうことて、私は人吉市の将来を考える場合の市の政治のあり方というものはそういうも

のであって、相手を攻撃ではなくて、相手のミスを我が身にかえて、やはり今度は新たな

政治をつくり上げていくんだという積極姿勢を持っていただきたいということをお願いを

しておきたいと思います。 

 それから、執行部の皆さん方には24年間、私も自分で考えたこと、言いたいこと、そう

いったいろんなことを遠慮なく申し上げましたし、きょうもいらんことをいろいろ言った

かもしれません。しかし最終的には、やはりみんなの、私を支持してもらった人たちの代

表としての代弁をしなければならない。そして、目指すものは、やはり市民の幸せであり、

市政の発展だというふうな立場から、そういった言いにくいことも、また失礼なことも申

し上げたかもしれません。しかし、それもこれもみんな思いは、市長を初めとする執行部

の皆さんと同じく市民の幸せ、そして市政の発展、市の発展、そういう思いの中で発言を

させていただきましたから、失礼な点があったことについてはお詫びを申し上げたいと思

いますが、ぜひ御了解をいただきたいというふうに考えております。 

 そういう思いを込めながら、ここに立たせていただきました。皆さん方がぜひ来る統一

選挙においては善戦をされて、再びこの議場に出てこられて人吉の発展のために頑張って

いただくことを心から祈念を申し上げながら、私の最後のごあいさつに代えさせていただ

きたいと思います。本当に長い間ありがとうございました。（拍手） 

○議長（簑毛正勝君） 17番。山下幸一議員。 
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○17番（山下幸一君）（登壇） 議長のお許しをいただきましたので、議員最後のごあいさつ

をさせていただきますこと、まことにありがとうございます。 

 あいさつ前に、このたび東日本大震災において被災されました皆さんに衷心よりお見舞

い申し上げますとともに、一日も早い復興を望むものであります。 

 それでは、私は今期を最後に議員職を辞したいと思います。私は、平成11年３月をもっ

て人吉市役所建設部長を最後に退職し、平成11年４月の統一地方選挙に挑戦をし、職員の

皆さんを初め市民の皆さん方の絶大なる御支援をいただき、議会へ送り出していただきま

した。この３期12年間、変わらぬ御支援をいただきましたことに、この場を借りまして衷

心より厚く御礼を申し上げます。この３期12年間を振り返ってみますといろいろありまし

たが、私としては市役所を退職後、わずか17日間で選挙戦を戦い、初当選させていただい

たことが議員として一番の思い出であります。この３期12年間の期間においては、市長を

初め執行部の皆さんには大変お世話になりました。また、御迷惑をおかけし、嫌なことを

申し上げたことも多々あったかと思いますが、これも市民の側に立ってのことでございま

すし、お許しを願いたいと思います。今後は微力ながら、これまで議会で学んできたこと

を少しでも地域のために、また市政のため役立てることができればと思っているところで

あります。 

申しおくれましたが、３月をもって退職されます市職員の皆様、長年の御奉公、本当に

御苦労様でございました。お世話になりました。今後は、お体にお気をつけお過ごしくだ

さい。また、今期限り勇退されます各議員におかれましても、体に気をつけて過ごされま

すようお願いいたします。統一地方選挙も間近となりましたが、再度挑戦されます市長を

初め各議員の方々の御健闘を心からお祈り申し上げます。 

 最後になりましたが、人吉市の今後のますますの発展と皆様方の御健勝、御活躍を心か

ら御祈念し、議場に心から感謝を申し上げ、議員最後のあいさつとさせていただきます。

長い間、本当にありがとうございました。（拍手） 

○議長（簑毛正勝君） 18番。下田代勝議員。 

○18番（下田代勝君）（登壇） 実はここに登壇をいたしますと、何か持ってこんと心が落

ち着きません。これも習い性でしょうか、12年間の。下田代でございます。ごあいさつを申

し上げたいと思います。 

 私は、平成11年の地方統一選で議席を与えていただきまして、３期12年間市議会議員と

して皆さん方には大変お世話になりました。市長を初め執行部の皆さんに心から御礼と感

謝を申し上げたいと思います。とりわけ今回退職をされます深水市長公室長、荒巻市民部

長、椎葉経済部長、山上建設部長、多武水道局長、そして大石会計管理者、それに宮原建

設部次長、小林教育部次長の方々、身近で一番私たちに御指導をいただいた永田議会事務

局長、そして退職職員の皆様方に心からの御慰労と感謝を申し上げたいと思います。 
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私は、この３期12年間におきまして、地元のことを含めまして人吉市の振興に精いっぱ

い努力をしてきたつもりでございます。議会では、200項目に及びます一般質問をいたして

まいりました。その中でも、一番印象に残っておりますのが、球磨工業高校の伝統建築科

に専攻課程２年を創設していただいたことでございます。私も今期で議員を辞職いたして

まいります。４月の統一選挙におきましては、市長並びに同僚議員の皆様方が全員挑戦を

されるわけでございますけれども、選挙に臨まれましては全員勝利の栄冠を勝ち取られま

すように心からお祈りを申し上げ、あわせて人吉市全職員の皆様の御活躍と御健勝を心か

らお祈りいたします。本当にありがとうございました。（拍手） 

○議長（簑毛正勝君） 20番。大王英二議員。 

○20番（大王英二君）（登壇） 発言の機会を与えていただきまして、心からまずもって感

謝を申し上げたいと思います。それぞれ私と年齢的には上の方、今３名ごあいさつをされる

中、それを聞きながら何て発言をすればいいのかと思っておりました。平成３年に市議会議

員に当選させていただきました。その前、出馬する折りに元市長の永田市長の御自宅へお伺

いし、政治に対するいろんな考え方、また市政に対する思いというのを１時間半、２時間ぐ

らいいろいろ聞きながら出馬をし、当選をしたわけです。その当時は24名で、いろんな問題

を抱えながら喧々諤々毎日焼酎を飲み、いろんな議論をしておりました。それから20年の月

日がたつ中、４年前福永市政から田中市政へかわりまして、行政の継続性、また転換のあり

方、そういったものが本当に難しい、またいい面、悪い面、いろんな部分どう感じていくの

か。特に今期の場合は、議長をさせていただき、そういったある意味では今まで一議員とし

ての立場から、また違う立場の中で見させていただきました。議長にさせていただいたとき

に私が一番思ったことは、今期出られる現職の議員の方が全員当選してほしい、そういった

議会をつくりたいというのが本音でありました。同じ仲間として４年間通しながら、そして

また出馬をするんであれば、今の議員は頑張っているんだという評価をいただきたい、そう

いう考えで思っておりますし、まだ今もその気持ちは忘れておりません。そういった中、今

回また出馬をされる議員の皆さん、本当に頑張っていただきたいと思います。また、期数を

重ねることの重み、そのことも御理解をいただきたい、そういうふうに考えております。 

 ではここで、改めまして執行部の皆様に対して、本当にありがとうございました。一番け

んかしたというか、一番飲んで文句を言ったのも私だろうと思います。たまには職員の方と

取っ組み合い寸前までいっていろんな話もさせていただきました。でも、今そういう職員の

方がいない。非常に残念なことです。やはり、もう少し職員の方も気概を持って、議員だか

らここで何か言えば議会で反対されるのではないだろうかという、そういう何か非常に寂し

い思いがします。やはり市長部局として、議員を逆に言えば説得できるような理論武装、そ

して仲間につけて同じ市民の幸せに向かっていく、スクラムを組める、いろんな考え方があ

って私はいいだろうと思います。その気合いが、私は今もう少し市の職員の方にも欠けてい



- 426 -  

るのかなと思っております。できればチーム人吉、チーム人吉市役所、チーム議会、いろん

な立場の中で考え方はあるだろうと思いますが、やはり市民の幸せ、そして市政発展のため

に、今、私たちが何をすべきか、何をなさなければならないのか、もう一度考えていただき

たいと思います。それが将来のために私はつながるだろうと思います。本当に20年間の中、

積み重ねた中そういった思いもありますし、今後やはり政治や行政に携わる一人一人がそう

いった気構えをもってやっていただくことをお願い申し上げ、できれば次のステージに立っ

て頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ、あいさつにかえさせていた

だきます。本当にありがとうございました。（拍手） 

○議長（簑毛正勝君） 深水市長公室長。 

○市長公室長（深水雄二君）（登壇） 大変お疲れのところ、私たち退職を迎える職員に対

して、あいさつの機会をいただいたことに心から感謝申し上げます。 

 私は昭和53年に、いわゆる民間からのＵターンという形で入庁しました。農政課を皮切り

に、企画課、総務課、税務課、学校給食センターなどいろいろな部署で、いろいろな仕事、

経験をさせていただき、このたび33年間の勤務を終え定年退職を迎えることになりました。

この間、歴代の永田市長、福永市長そして現在の田中市長のもと、数多くかばんを持たせて

いただく機会に恵まれましたが、しょっちゅう失敗もしてまいりました。しかし、今はいい

勉強、経験をさせていただいたと感謝の気持ちでいっぱいでございます。何の取り柄もない、

力もない私を指導していただき、また支えていただき、仲間として接していただいた議員の

皆さま、先輩、同僚の職員の皆様、すべての方へ心から厚く厚くお礼を申し上げます。あり

がとうございました。 

 今思いますと、その時々でいろいろあったのでしょうが、特に強く残っていることは、最

初の農政課勤務のとき、農業のことが何もわからない私に対して、農家の方にいろいろなこ

とを教えていただき、温かく接していただき、逆に励まされたものでした。 

 総務課時代に直接の担当者として経験した百条委員会はきつかった思い出です。今もって

よく覚えております。一生懸命仕事をしてきたのに役所を辞めなければならないと思うまで

追い込まれていました。このときは、ここにもおられます議員を初め、逆に外部の方々に支

えられました。このことで強く思ったことは、百条委員会を軽々に設置すべきでないという

ことと、部下職員をいかに守ることができるかということでございます。この議場の私が座

っているところに、本来であれば座っていたであろう同級生でもあり、同僚であった上田泉

君の死はとてもショッキングな出来事でした。大変だが頑張っていこうとお互いに励ましあ

った矢先のことでした。今でも残念で、残念でたまりません。生きていれば彼も言ったであ

ろう「ありがとうございました」をかわりに言わせていただきます。 

 ３月24日、きょうの花はユリ科の紫色のムスカリという花でございます。この花言葉は

「夢にかける思い」という言葉を持っております。これからのことはまだ見つかっておりま



- 427 -  

せんが、何かの形で地域のために、また家族のために、微力ではありますが頑張ってお手伝

いをしていきたいと思っております。 

 最後に、今期をもって勇退される議員の皆様、長い間本当にお疲れさまでございました。

感謝とお礼を申し上げます。また、再選を目指されている市長、議員の皆様には、全員が見

事再選を果たされることを願っております。今後も、執行部と議会がしっかり議論をし、手

を携え、切磋琢磨し、市がますます発展していくことを祈念して、退職に当たってのあいさ

つといたします。本当にありがとうございました。すべてに感謝します。（拍手） 

○議長（簑毛正勝君） 荒巻市民部長。 

○市民部長（荒巻 通君）（登壇） 大変お疲れとは存じますが、引き続きごあいさつをさ

せていただきます。 

 まず、42年の長きにわたり安寧な本市におきまして勤務をさせていただきましたことに感

謝を申し上げます。光陰矢のごとしと申しますが、私の中ではこの42年間はあっという間で

ございました。ただいまの心境を一言で申し上げますと、感無量でございます。 

 振り返ってみますと、昭和44年４月入庁以来、市民課を皮切りに13の部・局・課で勤務を

させていただきました。事務吏員25年３カ月、電気並びに設備関係技術吏員16年９カ月でご

ざいまして、その中でかかわりました主な業務を御紹介させていただきます。最も長かった

水道局では、電気主任技術者の見地から、正常にして豊富、低廉な水道水を供給するため、

職員の勘に頼っていた給水から専用回線を使用いたしまして、本市の三つの水源系統で供給

単価が低い順に供給する効率・効果的な中央監視システムの構築にかかわりを持たせていた

だきました。 

 次に、国民体育大会を担当した国体事務局では、昼間は民間団体との協議、夜は事務整理

で午前様もたびたびという過酷な業務を市民各界、各層の協力のもと、担当職員が業務を遂

行していただきまして成功に導き、中央競技団体から高い評価を得ることができました。 

 三つ目に、これまでの流れを方向転換いたしました市長の川辺川ダム建設の白紙撤回表明

に立ち会えたことでございます。 

 最後に、在職中、カヌースポーツで二度にわたりまして延べ３カ月に及ぶ欧州９カ国遠征

をさせていただき、見聞を広めたことなどが心に残っております。この間、市長を初め議員

各位、市民の皆様、そして執行部の皆さんから賜りました御指導・御鞭撻に対しまして、衷

心から感謝を申し上げますとともに、今度もしも生まれ変わることができましたら、これま

で以上に高い見識と能力をもって、再びこの場に立たせていただければと存じておるところ

でもございます。 

今期限りで御勇退されます議員の皆様、大変長い間御苦労様でした。今後は、健康に留意

されて頑張っていただければと思っております。また、４月の市長及び市議会議員選挙に挑

戦される皆様方の今後ますますの御健勝をお祈りいたします。 
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 最後に、志半ばで旅立ちました同僚、そして不幸にして東北太平洋沖地震で亡くなられま

した多くの方々に哀悼の意を表しまして、退職に当たってのごあいさつとさせていただきま

す。長い間、本当にありがとうございました。（拍手） 

○議長（簑毛正勝君） 椎葉経済部長。 

○経済部長（椎葉文雄君）（登壇） 私は皆様のような立派なあいさつができませんので、

退職に当たりまして皆様方に個人的な文句を言いながらあいさつというふうにさせていただ

きます。 

 長い役所生活の最後はこの議場で、普通なら数年分の質問を１年間でいただいたと、それ

ぐらいの量があったんじゃないかなと私個人でよい思い出として残していきたいというふう

に思っております。 

 さて、議会に関しましては、いろいろ言いたいことばかりで何から申し上げていいのかわ

かりませんが、個人的に人吉市議会はこれで大丈夫かなと感じていることも数回ありました。

一番強く感じましたのは、やはり議員定数の削減問題です。町内会長さんの声に翻弄されて

というような言葉は適当でないかもしれませんが、議会の主体性が果たしてどこにあったん

だろうかというふうに感じました。市民の声という言葉がよく出てきますが、市民の声も人

吉市にとって、あるいは市議会にとりましてもいいのか、悪いのか、それを公正公明に主体

性をもって判断する。結果のよしあしは別にしまして、議会の使命が若干欠けていたんじゃ

ないかなと感じる次第です。また、一般質問に関しましても正常なのかどうか。一般質問が

多いことは非常にいいことだというふうに思っております。ただ、同じ内容の質問がいつも

数人の議員さん方でだぶっておりましたし、答弁する側から言えば、同じ答弁を書けばいい

のですから楽なのかもしれませんが、市民の目から見れば、どうにかならないのという意見

も入ってきておったのも事実でございます。これは、皆さん方議員間でもう少しお話し合い

ができたら、少し変わっていくかなというふうに感じております。また、質問内容におきま

しても、我々にいろいろ説明を求められるのはいいんですけれども、結局質問の趣旨は何だ

ったのかなというふうな質問もあったというふうに私も感じております。委員会審議におき

ましても、誰かが質問された質問に対する便乗質問とか、去年も同じことを言いましたよね

と言いたいような質問が出てきておりました。そういう状況を見て、私も一時はそちらに座

って、もう少しどうにかできないものかと、自分でも挑戦しようかというふうに思ったこと

もあります。しかし、私より情熱的な方々が人吉市のために、あるいは議会のために頑張っ

ていただくようでありますし、最近は市の情熱も薄れてまいりましたので、今後は一般市民

の立場で今から文句を言わせてもらおうというふうに思ったところであります。とはいえ、

我々も皆様に対して説明不足があったり、このくらいのことはわかっておられるだろうと軽

い言動があったことは否めませんし、反省もしております。議会も執行部も正すところは正

して、お互いが歩調を合わせるべきところはいっぱいあるように感じております。 
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 最後に、皆様と和気あいあいのもとで楽しく議論させていただき、本当にありがとうござ

いました。再度挑戦される皆様方におかれましては、新人の皆さんに負けることなく全員顔

を揃えていただきますようお祈りしております。また、今回で勇退される議員の皆様におか

れましては、長い間市民の皆様の幸福向上のために御努力いただき、本当にありがとうござ

いました。これからはお互い、長生きして笑顔で楽しく生きていきましょう。本当に皆さん、

ありがとうございました。（拍手） 

○議長（簑毛正勝君） 山上建設部長。 

○建設部長（山上 茂君）（登壇） 皆様には大変お疲れのところ、あいさつの機会を与え

ていただき、まことにありがとうございます。 

 公共下水道終末処理場人吉浄水苑が供用を開始した昭和57年に入庁し、下水道課を皮切り

に29年間奉職させていただきました。そのほとんどの期間を土木行政に携わってまいりまし

た。この間、大過なく過ごさせていただきましたのも、議会を初め、市長並びに職員、そし

て市民の皆様の御指導、御鞭撻のたまものと心から感謝を申し上げます。 

 振り返ってみますと、よき先輩に恵まれ学ぶことの多かった下水道工事や、一日も早い生

活道路復旧に向けて査定前着工で取り組んだ桑木津留道路災害復旧工事。最近では大橋架け

かえ工事の関係先協議にかかわり、議会でたびたび経過説明をさせていただいたことなどが

思い出されます。とりわけ大橋工事では、多くの市民の方に祝っていただき、完成の場面に

出会えたことは感慨深いものがございます。 

 退職後は、健康づくりに努めながら、新たな何かを学び、微力ながら一市民として市政発

展に協力してまいる所存でございます。 

 最後になりましたが、今期限りで御勇退をされます議員各位におかれましては、健康に十

分御留意いただき、それぞれの道で御活躍されますように、また次期統一地方選挙に臨まれ

ます皆様には、ぜひ御当選を果たされますように御祈念を申し上げまして、退職のごあいさ

つとさせていただきます。長い間、大変お世話になりました。（拍手） 

○議長（簑毛正勝君） 多武水道局長。 

○水道局長（多武芳美君）（登壇） あいさつの機会を与えていただきまして、まことにあ

りがとうございます。きょうは、友人でもあり同僚でもあった上田泉君の命日でございます。

思いを込めてごあいさつさせていただきます。 

 私、昭和53年に27歳で入所いたしました。外国航路の船乗りから180度の転職でございま

した。33年間の勤務の中で３人の市長のもとで仕事をさせていただきました。自然公園都市

構想の永田正義市長とは９年間、かばん持ちとして幾度となく東京永田町、霞ヶ関に連れて

行っていただきました。中でも一番の思い出は、福田赳夫元総理大臣と永田正義氏との二人

だけの政治談義をすぐ側で聞けたことであります。「君たちはすばらしい政治家を市長にし

ているんだから誇りにしなさいよ」と言われた福田赳夫元総理大臣のお言葉が今でも心に残
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っております。物語都市構想の福永浩介市長とは20年間の長きにわたりいろいろと御享受い

ただきました。仕事面におきましても、私たちの意見をよく取り入れていただきまして、中

津留美術館跡の庭園で開催をした全国地域づくり実践カレッジ、また、田野高原の草原の中

で開催をしました県際交流首長サミットや音楽の夕べなど、多くの思い出がございます。市

民みんなが健康で笑顔で暮らせるまちづくりの田中信孝市長とは４年間ではありましたが、

住民の最も重要なライフラインである上水道、下水道を担当する水道局で仕事をさせていた

だきました。蛇口をひねればおいしい水が自然と流れてきますが、その蛇口の向こうには24

時間365日、トラブルがあればいつでも現場に出かけ対応してくれる水道局職員がいること

を知ることができました。今後ともぜひ安心・安全でおいしい水を供給し続けていっていた

だきたいと願います。 

 最後になりますが、本市のますますの発展と皆様方の今後ますますの御健勝、御活躍を御

祈念申し上げ、退職に当たりごあいさつとさせていただきます。長い間、本当にありがとう

ございました。（拍手） 

○議長（簑毛正勝君） 大石会計管理者。 

○会計管理者（大石宝城君）（登壇） 私で10人目でございますので、簡単にごあいさつい

たしたいと思います。 

 昭和49年以来37年間この人吉市役所にお世話になりました。この間、苦しいこと、あるい

は楽しいこと、さまざまなことがございましたけれども、どれをとってみてもすばらしい思

い出ばかりでございますし、このたび無事に退職できますことも、同僚の皆様を初め多くの

方々のおかげであると心から感謝しているところでございます。これからは体に気をつけ、

今後の人吉市を見守ってまいりたいと存じております。どうか皆様方におかれましても、健

康に留意されますよう、そして御活躍されますことを心から祈念いたしまして、お別れのご

あいさつといたします。長い間、本当にありがとうございました。（拍手） 

○議長（簑毛正勝君） 永田議会事務局長。 

○議会事務局長（永田正二君）（登壇） 私、議長に手を挙げて発言のお許しを得たのはき

ょうが最初で最後であります。皆様には大変お疲れのところ、ごあいさつの時間をいただき、

まことにありがとうございます。この３月31日をもって36年余り勤めさせていただきました

この市役所を退職いたします。これまで多くのことを学び、また多くの人との出会いとたく

さんの思い出がある職場、その職場を離れる日がいよいよ間近になり、万感胸に迫る、まさ

に今そのさまでございます。入庁以来、これまで大きな過ちを犯すことなく勤めることがで

きました。これもひとえに市民の皆様はもちろんのこと、議員の皆様、市長を初め執行部の

皆様、そして議会事務局の皆様方の御指導とお力添えのおかげだと思っております。この場

を借りまして、心からお礼を申し上げます。また、今期で御勇退をされます議員の皆様、大

変御苦労さまでございました。心からねぎらいを申し上げます。 
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 私は、税務課を初めいろいろな部署で仕事をさせていただきました。その中で議会事務局

には通算８年間在籍をさせていただいたところでございます。浅学非才の私ゆえに、議員の

皆様方のお役に立つどころか、御迷惑をおかけすることが多々ございましたこと、心からお

わびを申し上げます。退職後におきましては、より一層、健康に留意し、元気で長生き、ぽ

っくりという理想の実現に努めながら、一市民として少しでも地域に役立つことを行ってま

いりたいと思っております。 

 最後になりましたが、人吉市のさらなる発展と議員各位、市長を初め執行部の皆様方の御

健勝と、今後ますますの御活躍を御祈念申し上げ、退職に当たってのあいさつとさせていた 

だきます。まことにありがとうございました。（拍手） 

○議長（簑毛正勝君） 宮原建設部次長。 

○建設部次長（宮原真二君）（登壇） お疲れのところ、ごあいさつの機会を与えていただ

きまして、まことにありがとうございます。私、３月31日をもちまして34年間の模範公務員

としての市役所生活に終止符を打つことになりました。本日はお世話になりました議員の皆

様へ心からお礼を申し上げたいと、たくさんのことを考え準備してまいりました。しかし、

こうしてここに立ちますとお別れすることの寂しさ、そしてこれまでの思い出に感慨深いも

のがございまして何も話すことができない心境となっているところでございます。これ以上

言葉を探しますと、涙がこみ上げてまいりますので、一言だけお礼を申し上げまして、ごあ

いさつとさせていただきたいと存じます。長い間、本当にありがとうございました。これか

ら、お会いする機会も少なくなることかと存じますが、宮原真二、名前だけでも覚えておい

ていただければ幸いに存じます。どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（簑毛正勝君） 小林教育部次長。 

○教育部次長（小林 勇君）（登壇） 皆さん、こんにちは。先ほどから出ておりました上

田泉君、一緒に私、市役所に入りまして、本来ならばきょう一緒にこういうふうにここで皆

様方にお別れを言えたのかと思いますと、本当に何かちょっと寂しいというか、つらいもの

がございます。私もいよいよ35年間の市職員生活にピリオドを打つことになりました。市役

所は15の課を移りまして、最初は３年、８年、６年、５年と普通の異動でございました。こ

れが最後のほうになりまして毎年異動となり、田中市長になりましてからは水道局から市民

環境課、情報課、教育総務課へと異動し、最後の１年となったのでもう動かないと思ってお

りましたが、学校教育課へまた動いてしまいました。ここ９年間ほど当初予算をつくっても

自分で執行したことがないというふうなものでございました。最後の２年間は教育委員会で

ございまして、教育総務課では学校の耐震化、太陽光発電、エアコンの設置と、大変苦労い

たしましたが、子供たちの教育環境が随分と改善されたのではと大変うれしく思っておます。

しかし、最後の１年で学校教育課に異動がわかったときは目の前が真っ暗になりました。給

食委託の問題があったからでございます。４月の半ばになってから取りかかりましたが、本
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当に大変でした。公平、公明、公正に、誰からも文句を言われないようにと一生懸命頑張り

ましたが、なぜかもめてばかりと。土日はもちろん、夜までも何度も協議を重ねてまいりま

した。本当に苦労いたしました。さらに絆プロジェクトと、そういうふうなものまで背負い

込みましたので、心休まる暇はなく、担当職員にも本当に苦労をかけました。これももうす

ぐ全部完了いたしますので、やっと安心して退職することができます。 

 そこで、現役ではなかなか言えなかったことですが、退職するということから議員の皆様

方にぜひともお願いしたいことがございます。二つあります。一つ目は、一般質問の際は通

告のときまでには質問内容を決めておいていただきたいというふうなことでございます。通

告書は出されたが、何を質問するかは今から考えるというのは、お願いですからやめていた

だきたい。職員は、土日はもろちん、夜遅くまでかかって答弁書を考えております。また、

前日の夜や当日の朝に質問内容を大幅に変えたり、質問項目をどっとふやしたりというふう

なこともやめていただきたいと思います。職員は一生懸命頑張っていますが、それに対応す

ることは無理がありすぎます。退職していく我々の本当の思いでございます。 

 今回、勇退されます議員さん方に対しましては、本当にお疲れさまでございました。それ

から、４月の統一選挙でまた再度挑戦されます皆様方、全員議席を獲得して、またここに戻

ってこられますことを心から御祈念いたします。 

 そして、私の申し上げました二つのお願いにつきまして、ぜひともお聞き届けいただきま

すようお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、田中市長、林副市長、篠﨑監査委員、そして堀教育長、そして職員

の皆さん、長い間本当にありがとうございました。（拍手） 

○議長（簑毛正勝君） 次に、市長から発言の申し出があっておりますので、これを許可し

ます。 

○市長（田中信孝君）（登壇） お疲れのところ恐縮でございますが、私のほうからも一言

ごあいさつを申し上げたいと存じます。 

 ４年間あっという間に時間がたったと、そういう思いであります。右も左も、議会のこと

も、行政のことも、何も全くわからない私を皆様御指導をいただき、心から厚く御礼を申し

上げたいと思います。特に今期で政界を去られる議員の皆様方、本当に４年間ありがとうご

ざいました。そして、また再度市議会に挑戦をされる皆様方、この４年間本当にありがとう

ございました。心から厚く御礼を申し上げます。 

 それから、何よりも私を支えていただきました副市長、それから今は引退されましたけれ

ども収入役、それから教育長、監査委員を初めとして部長の皆様方、その中でも特に今期で

退職をされます職員の皆様方、本当にありがとうございました。そして、今まだこの庁舎、

または別館等々で執務中の職員の皆様方、また市民の皆様方に対しましても、この４年間さ

まざまに叱咤激励、御指導、御協力、御支援をいただきましたことに、心から厚く御礼を申
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し上げたいと思います。本当に議員を経験したわけでもございませんでしたので、全く右も

左もわかりませんでした。また、市長の執行権の範囲内というものもしっかり把握もせずに

登庁をしたわけであります。徐々にいろんなことを皆さんから教えていただきましたけれど

も、専決処分というもう一つの、いわゆる予算計上があるということは大王議員からいつか

教えていただいたことでありました。そういうものがあるのかというぐらいの私の知識のな

さでありましたけれども、ただ一つ、やはり行政の分野を、または政治の分野を経験してお

りませんでしたので、非常に職員の皆様方を初め議員の皆様方には大変戸惑いを与えたとい

うふうに思っておるところでございます。しかし、市政刷新、それから行政改革、財政改革、

そして農業で食べられるまち、観光で食べられるまち、企業誘致と、この「市民みんなが健

康で笑顔で暮らせるまちづくり」のためには、私なりにも、曲がりなりにも歩ませていただ

いたというふうに自負をいたしているところでございます。今後、さらに私自身も勉強を深

めまして、さらにスピード感をもって、そしてこの未曾有の人口減少社会、少子高齢社会に

立ち向かい、この人吉市が本当に光り輝くまちになるよう粉骨砕身するために２期目にも挑

戦させていただきたいというふうに思っているところでございます。先ほどから何度か名前

が出ておりますが、上田泉君の死は本当に私にもショッキングなことでございました。これ

が私、この４年間の中の一番大きな空洞として私自身も今、心に残っております。その他の

政治判断としましては、川辺川ダム白紙撤回、それから本当に幸運といいますか、さまざま

な方々の御努力によってもたらされた国宝青井阿蘇神社、そしてＪＲ九州様の御努力により

まして実現したＳＬ人吉、さまざまな幸運にも恵まれて、本当に曲がりなりにも歩めたこと

は、その上田君を初めとして職員の皆様方、そして執行部の皆様方、三役の皆様方のおかげ

と心から感謝申し上げ、ごあいさつにかえさせていただきたいと思います。４年間、本当に

ありがとうございました。（拍手） 

○議長（簑毛正勝君）（登壇） 議員を退任するに当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 顧みますと平成７年４月に議員に初当選し、４期16年、市政発展、市民の福祉増進のため

に努めてまいりました。私の任期中の16年間の間でも、市民生活の形は大きくさま変わりし

ました。人吉市への高速道路の開通、携帯電話の普及、スポーツパレスや学校給食センター

の建設や校区コミセンの設置、制度におきましても介護保険の創設や子ども手当の開始など

変わってまいりした。最近では、九州新幹線の全線開通や新燃岳の噴火、東北地方太平洋沖

地震の発生など、予期しない災害も発生をしております。今後もさまざまな変化や人吉市の

発展のため、議会が最大限の機能を発揮できるよう、また市民の皆様が夢と希望を持ち、そ

れが実現となる社会が実現できるように、関係各位の皆様の御努力と御協力をお願いしたい

と思います。 

 また、平成22年12月定例議会におきまして、議員各位の御支援と御推挙をいただきまして

市議会議長の要職につかせていただきました。短い期間でございましたが、円滑な市議会運
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営に全力を尽くしてまいりました。きょうまで大過なくその職責を果たせましたことにつき

まして、心から御礼を申し上げます。議案の審議に当たっては、極めて真剣に、熱意あふれ

るものがあり、またこれに対し執行部各位には誠意尽くした説明をいたされ、ともに論ずべ

きものは論じ、尽くすべきは尽くして、終始格別の御精励により極めて順調な議事の運営が

なされましたことを議長として重ねて御礼を申し上げます。市議会では、執行部の皆さんに

とっては厳しい議論を戦わせてまいったのでありますが、これも皆、市民の福祉と繁栄を願

う一念からでありまして、その点に御了解を願っておきたいと存じます。 

 さて、議場において皆様と顔を合わせることも本日をもって最後となると思いますが、過

去４年間、人吉市議会の運営が円滑に本日までまいりましたことを皆さん方とともに喜びた

いと思います。４月30日の任期満了に伴い次期選挙が近づいてまいりましたが、選挙に出馬

される方は、どうかくれぐれも御自愛、御自重の上、奮闘され、明るく正しい選挙のもと、

見事に当選の栄位を得られますよう念願をいたします。選挙に出馬されない方も、今後ます

ます健康に留意されまして、人吉市発展のため御指導、御協力いただきますよう節にお願い

を申し上げる次第でございます。また、執行部の皆様には、今後とも御健勝でこれまでと変

わりなく市民の福祉の向上のため全力を尽くしていただきますようお願いを申し上げまして、

簡単でありますがあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

────────────────────────── ────────────────────────── 

○議長（簑毛正勝君） 以上をもって、平成23年第２回人吉市議会定例会を閉会いたします。

皆さん、お疲れさまでした。 

午後５時12分 閉会 
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